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1.　本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有するものとする。

「アメリカ」または「米国」とは、 アメリカ合衆国をいう。

「英国」または「連合王国」とは、 グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国をい

う。

「HBOSグループ」または「HBOS」とは、 HBOSピーエルシーならびにその子会社および関連会社をい

う。

「当行」、「当社」、「ロイズ・バン

ク」または「発行会社」とは、 ロイズ・バンク・ピーエルシーをいう。
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「TSB」とは、 ティーエスビー・バンキング・グループ・ピーエルシーをい

う。

「当行持株会社」とは、 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーをいう。

「当行グループ」または「ロイズ・バン

ク・グループ」とは、

ロイズ・バンク・ピーエルシーならびにその子会社および関

連会社をいう。

「ロイズ・バンキング・グループ」また

は「ロイズ」とは、

ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーならびにその

子会社および関連会社をいう。

「ロイズ・ティーエスビー・グループ」

とは、

ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーならびにその

子会社および関連会社のうちHBOSグループを除いたものをい

う。

2.　当行持株会社は、非営業持株会社であり、すべての事業活動はその直接子会社である当行および当行グ

ループのメンバーによって遂行されている。そのため、当行持株会社およびその子会社による一定の資本

性証券の発行および継続的な管理を除き、当行持株会社および当行の連結財務諸表はすべての重要な点に

おいて類似して［おり、また、本書に記載された当行持株会社に関する財務およびその他の情報は、当行

に関する情報よりも詳細なために記載されたものであり、ロイズ・バンキング・グループの事業との関連

で当行の活動が掲載されて］いる。

3.　別段の記載のない限り、本書中の「ポンド」は英国スターリングポンドを、「円」は日本円を、「ユー

ロ」は欧州共同体設立条約（その後の修正を含む。）に基づき1999年１月１日に導入された単一通貨を、

「米ドル」または「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指す。

2015年４月16日（日本時間）現在における株式会社三菱東京UFJ銀行発表の対顧客電信直物売買相場のポン

ドの日本円に対する仲値は、１ポンド＝177.07円であった。本書において記載されているポンドの日本円

への換算はかかる換算率によって便宜上なされているもので、将来の換算率を表するものではない。

4.　本書の表の計数が四捨五入されている場合、合計は必ずしも計数の総和と一致しない。

5.　本書における一定の記載は、当行、持株会社、ロイズ・バンク・グループまたはロイズ・バンキング・グ

ループの事業、戦略、計画、ならびにその将来の財務状態と業績に係わる現時点の目標および予想に関連

する、「将来に関する記述」を構成する可能性がある。ロイズ・バンキング・グループもしくはその取締

役および／または経営陣の判断および予想を含め、過去の事実ではない記述は「将来に関する記述」に該

当する。「将来に関する記述」を特定する表現として、「判断する」、「期待する」、「予測する」、

「予想する」、「意図する」、「目標とする」、「潜在的」、「行う」、「行いたい」、「～の可能性が

ある」、「～と判断し得る」、「～の可能性が高い」、「見積る」等の語句、およびこれらの語句の変化

形、ならびに同様の将来的もしくは条件的な表現を使用しているが、かかる記述を特定する方法として

は、これらの表現に限られない。「将来に関する記述」は、将来発生するまたは発生し得る事象に関連

し、将来発生するまたは発生し得る事態に左右されるもので、その性質上、リスクと不確実性を伴うもの

である。

この「将来に関する記述」の例としては、次のものが挙げられるが、これらに限られるものではない。①

株主に帰属する利益、引当金、経済利益、配当、資本構成、ポートフォリオ、純利ざや、資本比率、流動

性、リスク加重資産（以下「RWA」という。）、支出もしくはその他の金融項目、または財務比率等を含む

ロイズ・バンキング・グループの将来の財務状態に関する計画もしくは予想、②訴訟、行政および政府の

調査、③ロイズ・バンキング・グループの将来の業績、④将来の減損および評価減の水準および程度、⑤

連合王国および他の場所での将来の事業および経済環境についての記載を含むロイズ・バンキング・グ

ループまたはその経営陣の計画、目的、もしくは目標に関する記述（金利、為替レート、信用・資本市場

の水準、人口構成の変化等を含むがこれに限らない）、⑥競争、規制、売却および統合、または金融サー

ビス業界の技術的進展についての記述、ならびに⑦これらの記述の基礎となる前提条件に関する記述。

ロイズ・バンキング・グループによる当該「将来に関する記述」、またはロイズ・バンキング・グループ

のために行われた「将来に関する記述」の中で表示された計画、目標、予想、予測および意図は、実際の
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事業、戦略、計画および／または業績とは大きく異なる可能性があり、その要因としては次のものが挙げ

られるが、これらに限られない。すなわち、１）英国と世界の一般的な経済やビジネスの動向、２）市場

関連の傾向および進展、３）外国為替レート、株式相場、通貨の変動、４）必要な場合に資本、流動性、

資金調達源にアクセスするための十分な能力、５）ロイズ・バンキング・グループの信用格付の変動、

６）費用の節約、７）顧客の消費・貯蓄・借入などの習慣の変化、８）借入人またはカウンターパーティ

の信用度の変化、９）ユーロ圏における混乱、一または複数の国がユーロ圏を離脱する可能性、およびソ

ブリン信用格付けの格下げまたはその他のソブリン財政問題の影響などを含む、世界の金融市場の不安

定、10）技術的変化およびサイバーセキュリティのリスク、11）自然災害、世界的な流行病その他の災害

や悪天候など、ロイズ・バンキング・グループがコントロールできない類似の偶発事象、12）社内および

社外におけるプロセスまたはシステム上の欠陥または不具合、13）テロ攻撃その他の戦争や敵対行為、地

政学的でパンデミックな事象、14）スコットランド改革の結果を含む、法律、規則、会計基準、税制の改

正、15）ロイズ・バンキング・グループがコントロールできない所要自己資本や流動性およびその他の類

似の要件の変更、16）英国、欧州連合（以下「EU」という。）、米国その他の政策、決定および行動（主

な法律および規制の履行を含む）、17）経営幹部や従業員を雇用し、その雇用を維持する能力、18）英財

務省がロイズ・バンキング・グループに投資した結果として、ロイズ・バンキング・グループに対して課

された要件および制限、19）ロイズ・バンキング・グループの取締役、経営陣、または従業員による作為

または不作為（労働紛争など）、20）ロイズ・バンキング・グループの退職後確定給付制度義務の変更、

21）ロイズ・バンキング・グループのEU諸国救済義務の一部として、特定資産の売却を、満足できる形で

完了する能力、22）TSBに対する銀行業務サービスの提供、23）将来の減損費用または評価損の規模、24）

ロイズ・バンキング・グループが購入した信用保護の価値および有効性、25）特定のリスクを経済的に

ヘッジできないこと、26）損失引当金の適切性、27）銀行以外の金融機関および貸金業者を含む同業他社

の行動、などである。

ロイズ・バンキング・グループは、日本の当局に提出する当行の有価証券報告書、半期報告書および臨時

報告書、ならびにロイズ・バンキング・グループの役員、取締役または従業員が金融アナリストを含む第

三者に対してなした他の書面または口頭の声明において、将来に関する記述（声明）を書面または口頭で

行う場合がある。適用法令または規則に基づき義務付けられる場合を除き、本書中の「将来に関する記

述」は本書の日付現在で作成されたもので、ロイズ・バンキング・グループは、かかる記述に関するロイ

ズ・バンキング・グループの予想に変更があった場合でも、またはかかる記述の基礎となった事象、条

件、もしくは状況に変化があった場合でも、「将来に関する記述」に関する更新もしくは訂正について公

表する一切の義務もしくは保証に関し、その責任を負うものではないことを明示する。
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第一部【企業情報】

第１【本国における法制等の概要】

１【会社制度等の概要】

（１）【提出会社の属する国・州等における会社制度】

①会社制度

本書の提出日現在、当行のような会社の設立および存続を規制する主たる法律的枠組みは、英国の

2006年会社法（以下「英会社法」という。）である。英会社法は、2006年11月８日に女王から裁可さ

れ、段階的に施行された。英会社法は、2009年10月１日に（ただし、いくつかの限定的な対象外箇所が

ある。）最終施行された。

英会社法により、1989年会社法の規定により修正および補足された1985年会社法（これまでイングラ

ンドおよびウェールズで設立された会社を規制する主たる法律的枠組みであった。以下「1985年法」と

いう。）は、廃止され、書き換えられた。英会社法の最終施行によって、当行を含む会社の根幹を統制

する法的枠組みにつき多くの点が変更された。

以下は、当行を含む会社に適用される英会社法の主要規定を要約したものである。

会社の設立手続には、発起人による基本定款への署名、および通常の場合通常定款への署名が含まれ

る。登記官が設立証書を交付する前に、署名済の基本定款および通常定款を会社登記機関（以下「登記

官」という。）に登録しなければならない。当行は、1862年の会社法に基づいて1865年４月20日付で有

限責任会社となった。その後、1982年に1948年から1980年の会社法に基づき、公開会社として再登記さ

れ、英会社法に基づいて2013年９月23日に現在の登記名であるロイズ・バンク・ピーエルシー（Lloyds

Bank plc）に変更された。

英会社法の下では、新しく設立される会社にとって基本定款の範囲は減少し、基本定款は、発起人が

会社を設立しようとしていること、およびそれぞれが会社の株主となり最低１人１株は保有することに

同意していることを示すものでしかない。1985年法に基づき基本定款に記載することが求められた事項

（会社の目的、会社の株式資本の額面金額、会社の商号および有限責任公開会社（public limited

company）か有限責任非公開会社（private limited company）のいずれであるかの確認記載）は、現在

基本定款に記載することができない。さらに、英会社法は、2009年10月１日より前に設立された（当行

のような）会社の基本定款に記載された事項は、通常定款がそれに応じて変更されていない限り、通常

定款に記載されたものとみなす旨規定している。

通常定款には、会社の内部管理統制に関する規則が記載される。通常定款は、（裁判所もしくは会社

の通常定款を変更する権利能力を制限もしくは排除している他の当局の命令、および形式について確立

された条項、またはすべての株主によって合意された条項に従い、）特別決議によってのみ変更するこ

とができる。

通常定款には通常の場合、例えば、以下の事項に関する規定が含まれる。

(a)　会社の株式に付随する権利および義務（株式の割当、登録および譲渡ならびに株式資本の増加お

よび変更に関する事項を含む。）

(b)　株主総会の議決および運営

(c)　取締役（取締役の員数、借入権限を含む権限および義務、報酬、費用および利益、利益相反の宣

言および承認にかかる手続、その選任および解任の手続ならびに議事手続に関する事項を含む。)

(d)　会社の秘書役の選任および社印の使用
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(e)　配当の宣言および支払

(f)　財務書類の管理および株主総会への提出ならびに株主への通知手続

会社は、会社の取引を表示および説明するに足りる会計記録を保管することを英会社法によって義務

づけられている。会計記録は、当該時点の会社の財務状態をいかなる時にも合理的な正確性をもって開

示し、かつ取締役が会社の貸借対照表および損益計算書上に会社の状況および損益の状態が真実かつ公

正に表示されていることを保証するに足りるものでなければならない。会社の取締役は、事業年度ごと

に、英会社法およびその下で制定される下位立法の要件に従った貸借対照表、損益計算書および注記か

らなる財務書類を作成しなければならない。これらの財務書類は会計士（以下「会計監査人」とい

う。）による会計士の専門家団体が定めた手続および基準に従った監査を受けなければならない。会計

監査人は、適法に監視され適切に資格を有さなければならず、会計監査は適法に、かつ、誠実で適切な

独立性をもって、行われなくてはならない。会計監査人は、法律により、会計監査人の判断において、

貸借対照表および損益計算書が英会社法および関連ある財務報告制度に従って適正に作成されているか

どうか、特に当該貸借対照表または損益計算書が会社（またはグループ）のその事業年度末における財

務状況および当該事業年度中の損益について真実かつ公正に表示したものであるかどうかを記載した報

告書を作成して会社に提出しなければならない。また、会計監査人は、会計監査人の意見では事業年度

についての戦略報告書（もしあれば）および取締役の報告書が当該事業年度の財務書類に合致している

か否かを、会計監査人の報告書に記載しなくてはならない。小会社に該当する会社は、一般的な会計お

よび監査要件の一定の免除を受けることができるが、当行はこの要件を満たしていない。

年次財務書類は、会社の事業に関する公正な検討および会社が直面する主要なリスクおよび不確定要

素に関する記載（関連ある事業年度中の会社の事業および当該事業年度末の事業状況の推移と実績に関

する分析を含む。）を含む取締役事業年度報告書および取締役の戦略報告書、取締役の報酬報告書（上

場会社の場合）ならびにかかる年次財務書類に関する会計監査人の報告書と共に株主総会に提出されな

ければならず、当該財務書類が提出される株主総会の21日以上前に会社の株主名簿に登録された会社の

全株主に送付されなければならない。公開会社（当行を含む。）の場合には、財務書類が株主総会に提

出され、かつ、関連ある事業年度末から６か月以内に登記官に提出されなければならない。ロンドン証

券取引所の主要市場で取引が許可されている特定の種類の株式を発行する（当行のような）会社の場

合、財務書類は、関連する事業年度末から４か月以内に公開しなければならない。ビジネス・革新・技

術大臣が定める一定の場合において、株主に対して戦略報告書（および一定の補足書類を含む。）の写

しのみを送付することができる。

取締役の報告書には、特に英会社法に定める一定の事項（会社が宣言する配当に関する取締役の勧告

を含む。）を記載しなければならない。通常定款には、期末配当の支払については株主総会の承認を受

けなければならない旨、株主総会は取締役がその報告書の中で勧告した金額を超えて配当を支払うこと

を決議できない旨、および取締役が株主の承認なく中間配当を支払うことができる旨を規定するのが通

常である。英会社法は、配当は、その配当支払いのための十分な配当可能利益（英会社法に定める方法

で計算し、概ね会社の累積実現利益から累積実現損失を控除した額）がある場合にのみ支払うことがで

きる旨を定めている。さらに、当行のような公開会社は、純資産が払込済資本金総額と配当不能な準備

金の合計額を下回る場合、または、配当支払により、そのおそれがある場合には、配当を実施すること

を禁止されている。

②株主

公開会社（当行を含む。）は、株主総会を少なくとも毎暦年に１回開催しなければならず、かかる株

主総会を年次株主総会という。慣例上、年次株主総会の開催の主な目的は、年次報告書および財務書類

の受領に加えて、取締役の選任または再任、期末配当の支払いの承認、会計監査人の選任ならびにその
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報酬額について決定することにある。また、通常定款の定めによっては、会社の取締役は、年次株主総

会以外の株主総会（単なる株主総会）を招集することができ、一定割合の株式を保有する株主は、取締

役に対してかかる株主総会の招集を請求することができる。

会社の株式に付随する議決権および株主総会におけるその行使方法については、通常、会社の通常定

款に規定されている。

株主総会に出席し議決権を行使することのできる株主は、当該株主の、総会に出席し、発言および議

決権を行使する権利の、すべてまたは一部を行使することのできる代理人を総会に出席させることがで

きる。代理人は会社の株主でなくてもよい。通常定款において、定足数および総会の議長の選任など株

主総会に関するその他の事項が定められる。

株主総会の決議の多くは、普通決議すなわち本人または代理人により議決権を行使した株主の単純過

半数の挙手により、または投票の場合、行使された議決権の単純過半数により採択される。ただし、英

会社法に定めのある、または通常定款に定められ得る場合（通常定款の固定化されていない条項の変更

など）は、議決権を行使した株主の４分の３以上の賛成挙手または場合によって４分の３以上の賛成票

を必要とする特別決議によらなくてはならない。

③経営および運営

公開会社には、２人以上の取締役（いずれか１名は自然人でなければならない。）および１人以上の

秘書役を置かなければならないが、法律上それ以外の特定の役員を選任することは要求されていない。

秘書役は、英会社法上特定の義務および責任を負い、英会社法に定める資格を満たさなくてはならな

い。

通常定款は会社の業務が取締役会により運営されると定めている。取締役は、通常の場合、取締役会

として行動し、会議により、または通常定款にその旨の定めがあるときは、会議を招集せずに決議す

る。通常の場合、取締役は、通常定款に基づき１人以上の取締役により構成される委員会または業務執

行取締役に対して特定の権限を付与することができる。

通常の場合、通常定款の規定により、取締役会は包括的にまたは特定の事項に関して、会社を代表す

る権限をいかなる者（会社の従業員を含む。）に対しても付与することができる。

株主は、通常、普通決議（単純多数決）により何時でも取締役の一部または全部を解任する権限を有

する。当行の場合、この権限は主要株主である当行持株会社に明示的に付与されている。

④新株引受権および株式の発行

英会社法によると、株式の割当てまたは新株引受権もしくは有価証券を株式へ転換する権利を付与す

るためには、取締役は、通常定款の定めまたは株主総会の普通決議による授権が必要とされる。取締役

は、通常定款の定めまたは株主総会の普通決議による授権を受ける場合、その授権の下で割り当てるこ

とのできる株式の上限額を定め、授権が失効する日（有効期間は、設立時の定款の定めによる授権の場

合は設立日から５年、その他の場合は、授権決議の日から５年を超えないものとする。）を明示する必

要がある。

英会社法の規定により、株主は全額現金で払い込まれるエクイティー証券（英会社法に定義され

る。）の割当てに関して優先的引受権を有する。ただし、かかる規定は株主による特別決議または通常

定款により適用されなくなるかまたは修正される可能性がある。英会社法上、かかる特別決議による授

権は５年間に限り有効である。

⑤株式に関する利害関係の調査

英会社法は、公開会社に対して、議決権付株式につき利害関係を有すると当該会社が知っている者ま

たは利害関係を現に有していると信じるに足る合理的な理由がある者もしくは過去３年以内に利害関係

を有していた者に対して、当該利害関係に関する事項の開示を要求する権利を付与している。要求され
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た情報を提供しない場合、裁判所の決定発令後、当該株式に関する権利の剥奪、当該株式に関する譲渡

および配当その他の支払いならびに追加株式の発行が禁止される場合がある。会社の通常定款により、

英会社法に基づく当該開示義務の不履行があった場合に、かかる不履行があった者に対し取締役会は制

裁措置を課すことができる。

（２）【提出会社の定款等に規定する制度】

当行は、英国法に基づいて設立されており、当行の通常定款の規定に準拠する。以下は、当行の通常

定款の重要な規定の抜粋に過ぎず、直近では2013年９月23日に修正されている。通常定款は全体を参照

する必要がある。

2009年10月１日、英会社法第28条に基づき、当行の基本定款第１条から第６条は、当行の通常定款に

組み込まれた。

①株式

(ⅰ) 資本

通常定款の日付における当行の授権株式資本は、1,693,750,101ポンド、40,000,000米ドル、

40,000,000ユーロおよび1,250,000,000円で、これらは、額面１ポンドの普通株式1,650,000,000株、

額面１ポンドの変動利付累積型優先株式１株、額面１ポンドの６％非累積型償還可能優先株式100株、

ならびに額面25ペンスの優先株式175,000,000株、額面0.25米ドルの優先株式160,000,000株、額面

0.25ユーロの優先株式160,000,000株および額面25円の優先株式50,000,000株に分類される。

当行の発行済株式はすべて当行持株会社またはその子会社が保有している。英会社法において、当

行は「上場会社」に分類されない。

(ii) 株式発行

英会社法の規定に従い、かつ当行持株会社の同意を得ることを条件として、未発行株式はすべて、

取締役の自由意思により処分されるものとし、取締役（「取締役」は、当行の取締役を示す。）は、

取締役が適当と認める時期および条件で、いかなる者への割当て、オプションの付与または売却を行

うことができる。取締役は、通常定款が採択された日から５年間（または適宜その他の法定上の最長

期間）、そのとき授権済みでかつ未発行の当行の株式資本の額面価額の合計額を上限として関連する

証券を割当てる当行の権限をすべて包括的かつ無条件に行使することができ、当該期間満了後にかか

る証券の割当てが行われる、または必要となる募集または合意を行うことができる。2014年６月20日

に開催された当行の年次総会において、当行は、取締役に普通株式につき総額75,714,249ポンドなら

びに優先株式につき43,600,000ポンド、39,437,500米ドル、39,875,000ユーロ、および1,250,000,000

円を上限として該当株式を割当てる権限を付与する旨、普通決議により決議した。また、当行は、総

額額面金額75,714,249ポンドを上限として、優先権のない（会社法に定義される）エクイティー証券

を割当てる権限を取締役に付与した。この権限付与は、通常定款および当社の規程に基づき付与され

た従前のすべての権限と置き換えられ、また、この従前のすべての権限は、2015年６月20日に失効す

る。

(iii) 株式の譲渡

株式は、何時でも当行持株会社または当行持株会社の子会社に譲渡することができる。それ以外の

場合には、取締役は、その完全な裁量により、かつ、理由の提示なく、株式譲渡の登録を拒否するこ

とができる（全額支払い済の有無を問わない）。

株主は、株主となった時点で、当該株主が保有する全ての種類の各株式（および種類を問わず当該

株主が有する株式の一部を譲渡した時点でのかかる株式の残存分）について株券１枚を無料で受領す

るか、または当該株主が有する１株または複数株につき株券複数を、取締役が定める合理的な金額を

最初に示したのち、各株券に対する支払いを行った時点で、受領することができる。各株券は捺印さ
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れるものとし、当該株券に係る株式数、種類および識別番号（もしあれば）ならびに当該株券に係る

株式につき払込まれた金額を明記しなければならない。当行は、複数の者が共同して保有する株式に

ついて複数の株券を発行する義務はなく、共同保有者の１人に株券を交付することで共同保有者全員

に交付したものとする。

②株主総会

(i) 株主総会の招集

取締役は株主総会を招集することができ、また、英会社法の規定に基づいた株主の要求があった場

合には、かかる要求の受領後８週間以内の日に株主総会を招集するよう直ちに手続きを行うものとす

る。株主総会の招集を行うために十分な取締役が連合王国内に存在しなかった場合、当行の取締役ま

たは株主は誰でも株主総会を招集することができる。

(ii) 株主総会の通知

特別決議または取締役となる者の指名を行う決議を採択するために招集する年次株主総会およびそ

の他の株主総会は、21日以上前の通知をもって招集するものとする。その他全ての株主総会は、14日

以上前の通知をもって招集されるものとする。ただし、株主総会は以下の合意のあった場合は、これ

より短い期間の通知をもって招集することができる。

(1)　年次株主総会の場合、当該会議に出席し議決する権限を有する株主全員の合意。

(2)　その他の株主総会の場合、当該株主総会に出席し議決する権利のある株主の過半数の者の合意

であって、それらの保有する議決権の合計が当該権利を付与する株式の額面価額の95％以上の

場合。

かかる通知は、日時、場所および議事の要領を明記するものとし、年次株主総会の場合はその旨を

明記するものとする。

(iii) 株主総会における議事

定足数の出席がない限り、いかなる決議も行わないものとする。議事に対して投票する権限を有す

る者２名（それぞれ、会社の株主、株主の代理人または法人株主の正式に権限を有する代表者）で、

定足数は満たされるものとする。

かかる定足数が株主総会の指定された時間から30分以内に出席がなかった場合または株主総会が行

われている間に定足数が満たされなくなった場合は、株主総会は一時中止となり、翌週の同じ曜日、

時間および場所または取締役会が決定する時間および場所において再開するものとする。

(iv) 決議

株主総会において、株式に付された権限または制限に従い、挙手による議決は、本人出席または代

理人出席（または法人株主の正式に権限を有する代表者による出席）による各株主１票の投票とな

り、投票による議決は、本人出席または代理人出席の各株主は、保有する株それぞれにつき１票を有

するものとする。

③取締役

(i) 取締役の権限

英会社法の規定に従い、通常定款および特別決議による指示に従い、当行の業務は、当行の権限全

てを行使することができる取締役が管理するものとする。通常定款の変更およびかかる指示がなされ

たとしても、かかる変更または指示がなされていなかったら有効であった取締役の従前の行為は無効

とならないものとする。取締役に付与された権限は、通常定款により取締役に付与された特別の権限

によって制限されないものとし、定足数が満たされた取締役会においては、取締役会が行使可能なす

べての権限を履行することができる。
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取締役は、委任状またはその他により、取締役が定める目的のため、取締役が定める条件（取締役

として有するすべての権限を代理人に委譲する権限等）で、いかなる者をも当行の代理人として指名

することができる。

(ii) 取締役の員数

取締役は２名を下回らないものとする。当行は、通常決議により、取締役の人数の最低員数および

最高員数を適宜変更することができる。

(iii) 報酬

取締役の通常の報酬は、当行の通常決議によって随時決定するものとし、（別段の決議がなされな

い限り）取締役の合意に応じて分配され、合意がなされなかった場合は、均一に分配される。ただ

し、報酬の対象となる期間中に部分的に在任した取締役で、かかる部分について報酬が支払われる者

は、当該分配においてかかる取締役が在任中の期間の割合に対応する報酬に限り受領することができ

る。業務を執行する取締役または取締役のいずれかの委員会に従事する取締役または取締役会の見解

として取締役の通常の責務の範囲外の役務に従事する取締役は、給与、コミッションまたはその他の

ものとは別の特別報酬を受けることができるかまたは取締役が決定するその他の手当を受けることが

できる。

(iv) 取締役の利害

(1)　英会社法第175条（取締役に会社との利益相反やその可能性が生じる状況を避けるよう求めて

いる）の目的上、取締役は、当行との取引または取決めに関する事項を除き、ある取締役の

直接または間接の利益が、当行と利害が反するかまたは反する可能性のあるという状況を回

避するため、もしそれがなければ同条に基づく取締役の義務に違反するかまたはその可能性

を引き起こすようないかなる事項も承認することができる。

(2)　承認は以下の場合に限り有効とする。

(ア)　当該事項が取締役の通常の手続きによるかまたは取締役が決定するその他の方法に従

い、取締役会で検討するために書面で提案された場合。

(イ)　当該事項が検討されている取締役会における定足数の条件が問題の取締役およびその他

の関係のある取締役（合わせて「関係取締役」という。）を含めることなく満たされた

場合。

(ウ)　当該事項が関係取締役の議決なしに合意されたかまたは関係取締役の議決が算入されな

かった場合に合意される可能性があった場合。

(3)　上記(1)の事項の承認は、当該承認された事項により生じるまたは生じ得ると合理的に予測さ

れる利益相反にも及ぶ。

(4)　上記(1)の事項の承認は、取締役が決定する条件または制限に従うものとし、各取締役は、か

かる承認に基づいて当該取締役に課されたいかなる義務も遵守するものとする。

(5)　取締役は、別段の合意をした場合を除き、本条に基づき取締役が承認した事項につき取締役

（または当該取締役の関係者）が得たいかなる利益についても当行に説明する義務を負わ

ず、これに関係する契約、取引または取決めは、かかる利益を理由として回避する必要もな

い。

(6)　利害の性質および程度の表明が求められた場合はこれに従い、取締役は、自身の役職にかかわ

らず、以下の種類の利害関係を有してもよい。

(ア)　取締役（または当該取締役の関係者）が関係会社の取締役またはその他の役員または従

業員であるかまたはその他の関係を有している場合。
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(イ)　取締役（または当該取締役の関係者）が関係会社との契約、取引または取決めの当事者

であるかその他の関係があるか、当行が別の面で関与している場合。

(ウ)　取締役（または当該取締役の関係者）または当該取締役がパートナー、従業員もしくは

株主である組織が報酬の有無を問わず、関連会社に対し、その専門知識により職務を行

う場合（ただし、会計士としての職務は除く。）。

(エ)　利害相反の生じる可能性が合理的に認められない利害。

(オ)　利害または利害を生じるような取引もしくは取決めのうち、取締役が認識していないも

の。

(カ)　取締役が承認済みと認めた事項。

(キ)　株主決議により承認されたその他の利害。

(7)　取締役は、別段の合意がなされた場合を除き、当該取締役（または当該取締役の関係者）が会

社との契約、取引または取決めまたは職務もしくは業務から得た、または関係会社の利害ま

たはかかる報酬から得たいかなる利益（それぞれ上記(6)に挙げる。）も当行に説明する義務

を負わず、これらの契約、取引または取決めは、かかる利益を理由として無効とする必要は

ない。

(8)　本項において、「関係会社」とは、以下をいう。

(ア)　当行

(イ)　当行の子会社

(ウ)　当行の持株会社または持株会社の子会社

(エ)　当行が設立した法人

(オ)　その他当行が関与する法人

(9)　限られた状況を除き、取締役は、かかる取締役（または当該取締役の関係者）が利害を有する

契約、取引、取決めまたはその他の議案に関する決議については投票することはできず、ま

たその定足数にも参入されない。

(10) 取締役が利益の相反を生じさせる可能性があると合理的に認められる利害を有する場合、かか

る取締役は、利害の衝突を包括的に管理する目的で取締役が随時定める手続きおよび／また

は問題となる状況もしくは事項の目的上またはこれに関し取締役が承認する特別な手続きの

遵守等、利害の衝突を管理する目的上必要であるか望ましいと思われる追加措置を取ること

ができ、他の取締役から要請があった場合には、かかる追加措置を講じるものとする。

(v) 当行持株会社への権限の委譲

取締役は、そのいずれの権限も、当行持株会社もしくはその全額出資子会社またはそれらの一人も

しくは複数の取締役、従業員もしくは代理人で氏名、職位または職務により識別できる者（いずれの

者も「権限保有者」である。）または１名以上の権限保有者から成る委員会に委譲することができ

る。権限保有者またはその委員会は、かかる権限保有者またはその委員会に委譲されたいずれの権限

も１名以上の権限保有者または１名以上から成る委員会に再委譲することができる。ただし、権限を

委譲されたかまたは再委譲された権限保有者または委員会は、権限を委譲または再委譲を行う者また

は委員会が随時定める条件に従うものとする。

(vi) 選任

当行持株会社は、何時でもかつ随時、いかなる者も取締役として選任することができ、選任された

いずれの取締役も解任することができ、取締役の権限は、当行持株会社が当行に随時通知により定め

る方法および範囲において制限されるものとする。

(vii) 退任
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取締役は、70歳になったことを理由には取締役としての資格を失うことはなく、70歳以上のいかな

る者も取締役として指名することができる。取締役は、交代制による退任の対象とはならない。

④配当

(i) 配当の宣言

英会社法の規定に従い、当行は通常決議により、各株主の権利に基づいた配当を宣言することがで

きる。ただし、いかなる配当も取締役会から推奨された金額を超えないものとする。

(ii) 中間配当

英会社法の規定に従い、取締役会は、当行の分配可能な利益であると取締役会が正当にみなす中間

配当を支払うことができる。当行の株式資本が異なる種類の株式に分割されている場合は、取締役会

は、中間配当に関し優先権が付与された株式のみならず中間配当に関し劣後するかまたは優先権が付

帯しない株式についても中間配当を支払うことができる。ただし、支払いの時点において優先配当が

未払いの場合は、劣後するかまたは優先権が付帯しない株式には中間配当は支払われない。また、取

締役会は、配当可能な利益により支払いが正当化された場合、取締役会が定めた間隔で一定額の支払

い可能な配当を支払うことができる。ただし、取締役会が誠実に行為することを条件として、取締役

会は、劣後するかまたは優先権が付帯しない株式に対する適法な中間配当の支払いにより優先株主が

被った損失については、何ら責任を負わないものとする。

(iii) 配当を受ける権利

株式に付随する権利に別段の規定がない限り、全ての配当は、配当が支払われる株式に対する払込

金額に基づき、宣言され、支払われるものとする。

全ての配当は、配当が支払われる対象期間中いずれかの時期に払い込まれた額面金額の割合に比例

して配分され、支払われる。ただし、株式が特定日以降の配当につき同順位とする条件に基づき発行

された場合、当該株式は、配当についてそのように同順位となる。

(iv) 資産の分配

配当金を宣言する株主総会においては、取締役が推奨した時点で、配当金は資産の配当により完全

または部分的に履行されるべき旨を指示することができ、配当について何らかの支障が生じた場合

は、取締役がこれを処理することができ、とりわけ、端数証書を発行し、資産の分配に関する価額調

整を行うことができ、株主の権利に適合させるために価額を調整して、株主に支払われるべき現金を

決定することができ、いかなる資産もトラスティーに付与することができる。

２【外国為替管理制度】

現在、国際連合、欧州連合、連合王国の金融制裁に関する法令、規則その他の命令により禁じられてい

る支払いまたは取引に関する規制を除き、連合王国非居住者による当行普通株式または社債の取得ならび

に連合王国非居住者に対する(1)普通株式の配当その他の分配金、(2)普通株式の売却手取金または(3)社

債の元利金の送金について、連合王国の外国為替管理規制は存在しない。

３【課税上の取扱い】

連合王国における課税

以下の記述は、発行会社により発行され日本で売り出された債券（以下「本社債」という。）に関する

元利金およびその他の支払いに関連する、本書提出日現在の連合王国における源泉徴収課税の取扱いにつ

いて要約したものである。本要約は、現行法（2015年５月14日現在）および連合王国歳入税関庁（以下

「歳入税関庁」という。）の実務に依拠しているが、これらは将来、時には遡及的に、変更されることが

ある。以下の記述は、本社債の取得、保有および処分に関する連合王国のその他の課税上の取扱いについ
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て記述したものではない。以下の記述は、もっぱら本社債の完全な実質所有者である者の地位に関連する

ものである。将来において本社債の権利者（以下「本社債権者」という。）となる者は、本社債の任意の

シリーズに関する特定の発行条件が、当該シリーズおよび本社債のその他のシリーズにおける課税上の取

扱いに影響を及ぼす可能性があることに留意すべきである。以下の記述は情報の提供を目的とする一般的

な指針であり、十分な注意をもって取り扱われるべきである。以下の記述は税務上の助言を提供すること

を意図したものではなく、本社債の購入希望者に関連する可能性がある全ての税務上の検討事項について

記述することを目指したものでもない。本社債権者は、自らの税務上の地位について何らかの疑いがある

場合は、専門家に助言を求めるべきである。本社債権者が本社債の取得、保有または処分について連合王

国以外の管轄地で納税義務を負う可能性がある場合は、かかる納税義務の有無（および納税義務がある場

合はいずれの管轄地の法律に基づいてかかる納税義務を負うか）について、専門家の助言を求めることが

特に望ましい。なぜなら、以下の記述は、本社債に関する支払いについて、もっぱら連合王国における課

税上の一定の側面を述べたものに過ぎないからである。本社債権者は特に、本社債に関する支払いについ

ては、たとえかかる支払いが連合王国の法律に基づく課税上の（またはこれを理由とする）源泉徴収また

は控除なしに行われる場合であっても、他の管轄地の法律に基づく納税義務を負う可能性があることに留

意すべきである。

(A) 連合王国の源泉徴収税

1.　当行は、期限１年未満で発行された（かつ、本社債を合計１年以上の期間を有する借入れの一部

とする効果のある取決めに基づいて発行されたものではない）本社債についてなされる利息の支

払いについては、連合王国の所得税上の（またはこれを理由とする）源泉徴収または控除なしに

行うことができる。

2.　上記(A) 1．に掲げた例外に加えて、本社債の利払いについては、当行が2007年所得税法第878条

の目的における「銀行」であり、かつ、かかる支払いが発行会社によりその通常の業務過程でな

される場合に限り、連合王国の所得税上の（またはこれを理由とする）源泉徴収または控除なし

に行うことができる。歳入税関庁が公表している実務に従い、かかる支払いは、以下のいずれか

に該当する場合を除き、当行によりその通常の業務過程でなされたものと認められる。

(a) 対象となっている借入れが、健全性監督機構（以下「PRA」という。）および金融行為規制機

構が採用するTier １、２または３資本の定義のいずれかに合致する場合（当該借入れが規制

の目的上、実際にTier １、２または３資本に算入されるか否かを問わない）、または

(b) 利息を生じさせる取引の性質が、主として連合王国での課税を回避する目的に起因するもの

である場合。

3.　上記1. および2. に記載する免除規定に該当しないその他全ての場合において、本社債の利息の

支払いは、基本税率（現行では20％）により連合王国の所得税を控除してなされるものに該当す

る可能性がある。ただし、適用ある二重課税防止条約の規定または適用される可能性のあるその

他の免除規定に基づいて歳入税官庁の指示に従い利用できる免除方法がある場合にはこれに従

う。

4.　当行が約束証書に基づいて行う支払いについては、連合王国の源泉徴収税に関する上記の免除を

受ける資格はない。

(B) 連合王国の源泉徴収税 － その他の支払い

本社債に係る支払いが、連合王国の税務目的上、利息を構成せず（または利息として扱われ

ず）、例えば、連合王国の税務目的上、年次払いまたは貸株料を構成する（またはそのように扱

われる）場合（特に、本社債の特定の発行条件に規定する諸要項によって決定される）は、連合

王国の源泉徴収税の対象となる可能性がある。この場合には、連合王国の所得税が控除されて
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（源泉徴収税率は当該支払いの性質による）支払いがなされるものに該当する可能性がある。た

だし、適用される可能性のある源泉徴収の免除規定および適用ある二重課税防止条約の規定に基

づいて歳入税関庁の指示に従い利用できる免除方法がある場合には、これに従う。

(C) 情報の提供

1.　歳入税関庁は、利息または利息として扱われる支払いおよび株式から生じる支払いに関するもの

を含めた情報を取得する権限を有している。これには、本社債の受益者（または本社債が誰のた

めに保有されているか）、本社債から生じる支払いが誰に対して行われているかまたは行われう

るのか、および本社債に関連する取引に関する情報が含まれる。歳入税関庁に取得された情報

は、他国の課税当局に提供される可能性がある。

2.　EU貯蓄指令（下記を参照のこと）に従って定められる規定によっても、情報の報告が要求される

可能性がある。

(D) 連合王国の源泉徴収税に関するその他の規則

1.　利息またはその他の支払いが、連合王国の所得税上の控除を受けて行われた場合、連合王国に居

住していない本社債権者または利札の所持人は、適用ある二重課税防止条約に適切な規定がある

ときまたは地方税法上可能なときには、控除税額の全部または一部を回復できる可能性がある。

2.　本社債が元本金額の100％を下回る発行価格で発行される場合、かかる本社債の割引相当部分に

ついては、上記(A)および(B)の諸規定により、一般的に連合王国の源泉徴収税は課されないが、

上記(C)に概説した報告要件に服する可能性がある。

3.　本社債が、額面を超える金額にて償還される（またはそうなる可能性がある）場合は、（割引価

格で発行される場合とは異なり、）かかる額面超過相当部分は、利息の支払いを構成する可能性

がある。利息の支払いは、上記に概説した連合王国の源泉徴収税および報告要件に服する。

4.　上記にいう「利息」とは、連合王国の税法上解釈される「利息」を意味する。上記においては、

「利息」または「元本」について、他の法律に基づいて有効である可能性があり、または本社債

の諸要項もしくは関連する書類によって設定される可能性がある、いかなる異なる定義も考慮に

入れていない。本社債権者は、本社債に係る支払いであって、連合王国の税法上の解釈において

は「利息」または「元本」を構成しないものに関する源泉徴収税上の取扱いについて、各自専門

家の助言を求めるべきである。

5.　「連合王国における課税」と題する上記の概要は、発行会社の代替がないことを前提とするもの

であり、かかる代替があった場合の税務上の影響については考慮していない。

EU貯蓄指令

貯蓄収入の課税に関するEC理事会指令（2003/48/EC）（以下「本指令」という。）に基づき、各加盟国

は、他の加盟国における個々の居住者または同加盟国に設立された事業体（一定の限られた種類）のため

に、該当者がその管轄下において支払ったかまたは他の加盟国における個々の居住者または同加盟国に設

立された事業体（一定の限られた種類）から徴収した利息の支払いもしくはその他の類似の収入の詳細に

ついて、該当する他の加盟国の税務当局へこれを提供しなければならない。ただし、移行期間中は、オー

ストリアは、代わりに、かかる支払いに関して、35％の税率にて税金を控除する源泉徴収システムを適用

することができる。移行期間は、一定の非EU加盟国がかかる支払いに関する情報交換について合意を行っ

た後の１回目の事業年度の最終日に終了する予定である。

非EU加盟国の多くおよび加盟国の特定の属領または関係地域も、加盟国における個々の居住者または加

盟国に設立された事業体（一定の限られた種類）のために、該当者がその管轄下において支払ったかまた

は加盟国における個々の居住者または加盟国に設立された事業体（一定の限られた種類）から徴収した利

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書

 13/546



息の支払いに関して、同様の基準を採用している。また、加盟国は、当該関係地域における個々の居住者

または同地域に設立された事業体（一定の限られた種類）に対して加盟国における個人が支払ったかまた

は当該居住者もしくは事業体のために徴収した支払に関し、一定の属領または関係地域との情報提供また

は暫定的な源泉徴収を開始した。

欧州連合理事会は、2014年３月24日に本指令を修正する理事会指令（以下「改正指令」という。）を正

式に採択した。改正指令は、上記に示された要件の範囲を広めている。加盟国は、2016年１月１日までに

改正指令を遵守するために必要となる国内法令を整備する必要があり、これらの新たな要求を2017年１月

１日から適用することが求められている。改正指令に基づき行われた修正には、本指令の範囲を、その他

特定の事業体および法的取り決めに対して行われたまたはそのために徴収された支払いにまで広めてい

る。また、利息に相当する収入も含まれるように、「利息支払い」の定義を拡大している。

ただし、欧州委員会は、オーストリアについては2017年１月１日以降の、その他の各加盟国については

2016年１月１日以降の、本指令の撤回を提案した（ただし、かかる日までに行われた支払いに関連する報

告および情報交換、およびかかる日までに行われた支払いに係る源泉徴収の計算などの、行政上の義務を

履行するために現存する要求には従うものとされる）。これは、本指令と、課税分野における事務提携に

係る理事会指令（2011/16/EU）（理事会指令（2014/107/EU）により修正）のもと実行される、新たな情

報の自動交換体制との重複回避のためである。かかる提案は、仮に継続する場合は、加盟国は改正指令の

新たな要求の適用を求められないことも提案している。

自身のポジションが不明確な投資家は、各々の専門家に相談すべきである。

４【法律意見】

当行の法律顧問であるクリフォードチャンス・エルエルピーは、次の趣旨の法律意見書を提出してい

る。

(1)　当行は、英国法に基づいて有限責任会社として適法に設立されている。

(2)　本書の「第一部　企業情報－第１　本国における法制等の概要」における記載は、当該記載が英国

法（または租税に関しては、連合王国の租税法）に基づく記載である限り、あらゆる重要な点にお

いて真実かつ正確である。
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第２【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

ロイズ・バンク・ピーエルシー

2014年 2013年
2012年

１
2011年

１
2010年

１

各年12月31日に終了した事業年度

の連結損益計算書のデータ

（単位：百万ポンド）

保険金控除後の収益合計 16,669 18,710 20,406 22,585 25,278

営業費用合計 (13,628) (15,075) (15,767) (16,022) (13,236)

営業利益 3,041 3,635 4,639 6,563 12,042

減損 (752) (2,741) (5,149) (8,094) (10,952)

税引前利益(損失) 2,289 894 (510) (1,531) 725

当期利益(損失) 1,867 (366) (1,231) (795) (93)

株主に帰属する利益(損失) 1,780 (402) (1,315) (868) (155)

各年12月31日現在の連結貸借対照

表のデータ

（単位：百万ポンド）

株式資本 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574

株主資本 48,777 43,739 46,298 50,599 46,891

顧客預金 447,067 439,467
2

426,912 424,377 416,276

劣後債券 31,973 33,534 37,590 37,330 29,609

顧客に対する貸付金および前渡金 482,704 492,952
2

517,225 584,237 611,089

資産合計 866,448 857,354
2

952,463 988,366 1,008,732

各年12月31日現在の資本比率(％)
3

資本合計比率 23.3 22.2
3

16.5 14.8 14.1

Tier１資本比率 17.0 17.0
3

15.8 14.3 12.2

１　修正再表示済み。

２　下記「第６　－　１　財務書類　－　財務書類に対する注記　－　１　表示の基礎」を参照のこと。

３　2013年12月31日現在の現行規則に沿って計算されており、2014年１月１日に施行された資本要求指令IV（CRD IV）による修

正再表示はなされていない。

２【沿革】

ロイズ・バンキング・グループの歴史は、銀行業パートナーシップであるテイラーズ・アンド・ロイズが

英国バーミンガムにおいて設立された18世紀にまで遡ることができる。ロイズ・バンク・ピーエルシーは

1865年に設立され、19世紀後半から20世紀初頭にかけ数度にわたって買収と合併を行い、英国における銀行

店舗数を大幅に増大させた。1995年にはチェルトナム・アンド・グロスター・ビルディング・ソサエティを

買収し、引き続き事業を拡大した。

英国政府による立法措置を受けてトラスティー・セービング・バンク４行とその他関連会社の事業が

ティーエスビー・グループ・ピーエルシーとその新規バンキング子会社に譲渡されたことに伴い、ティーエ

スビー・グループ・ピーエルシーは1986年に営業を開始した。ティーエスビー・グループは1995年までに、
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有機的な成長と買収を通じてリテール・バンキング事業を補完するため、生命保険・損害保険事業、投資運

用事業、ならびに自動車の割賦払い・リース業を営むに至った。

1995年、ティーエスビー・グループ・ピーエルシーはロイズ・バンク・ピーエルシーと合併した。合併条

件に基づき、ティーエスビー・グループとロイズ・バンク・グループは、ティーエスビー・グループ・ピー

エルシーの傘下に入る形で統合され、ティーエスビー・グループ・ピーエルシーはロイズ・ティーエス

ビー・グループ・ピーエルシーへと商号変更した。それを受けて、ロイズ・バンク・ピーエルシーもロイ

ズ・ティーエスビー・バンク・ピーエルシーへと商号変更し、中核子会社となった。1999年には、合併前の

ティーエスビー・グループの中核バンキング子会社ティーエスビー・バンク・ピーエルシーの事業、資産、

負債、ならびにその子会社ヒル・サミュエル・バンク・リミテッドがロイズ・ティーエスビー・バンク・

ピーエルシーに帰属することとなり、2000年にはロイズ・ティーエスビー・グループがスコティッシュ・

ウィドウズを買収した。ロイズ・ティーエスビー・グループはスコティッシュ・ウィドウズの買収によっ

て、既に確立していた英国におけるバンキング・サービスのリーディング・プロバイダーとしての地位に加

え、英国における長期貯蓄と保険商品のリーディング・サプライヤーとしての位置付けを確立した。

他方、HBOSは、ハリファックス・ピーエルシーとバンク・オブ・スコットランドの合併により、2001年９

月に誕生した。ハリファックスの事業は、1852年のハリファックス・パーマネント・ベネフィット・ビル

ディング・ソサイエティー設立で始まった。同ソサイエティーは、1995年のリーズ・パーマネント・ビル

ディング・ソサイエティー合併、1996年のクレリカル・メディカル買収を含め、数々の合併や買収を経て成

長した。1997年、ハリファックスは公開有限責任会社に組織変更し、ロンドン証券取引所に上場した。バン

ク・オブ・スコットランドは1695年７月に設立され、スコットランド初で最も歴史がある銀行となった。

2008年９月18日に、ロイズ・ティーエスビー・グループ・ピーエルシーとHBOSピーエルシーの取締役会

は、英国政府の支援を得て、ロイズ・ティーエスビー・グループ・ピーエルシーによるHBOSピーエルシーの

買収提案の条件に関し合意に至った旨を発表した。ロイズ・ティーエスビー・グループ・ピーエルシーの株

主は、2008年11月19日に開催された当行持株会社の株主総会において、買収を承認した。2009年１月16日に

同買収は完了し、ロイズ・ティーエスビー・グループ・ピーエルシーは、その商号をロイズ・バンキング・

グループ・ピーエルシーに変更した。

当行持株会社が2009年１月および６月に完了した２度の第三者割当およびオープンオファー（以下「2009

年第三者割当およびオープンオファー」という。）、ならびに2009年12月に完了した株主割当による新株予

約権発行（以下「2009年ライツイシュー」という。）の結果、英国政府は当行持株会社の発行済普通株式資

本の43.4％を取得するに至った。2013年９月20日の4,282百万株の売却および2014年３月31日の5,555百万株

の追加売却、ならびに普通株式の発行の結果、2014年12月16日現在、英国政府はロイズ・バンキング・グ

ループの株式約17.8十億株（持株比率約24.9％）を保有している。2014年12月17日、英国政府は、モルガ

ン・スタンレー・アンド・コ・インターナショナル・ピーエルシー（以下「モルガン・スタンレー」とい

う。）との事前に計画された６ヶ月の取引計画を発表した。当計画によれば、英国政府に代わり、ロイズ・

バンキング・グループの株式を計画的で秩序だって売却する全裁量がモルガン・スタンレーに与えられる。

当該取引計画は、2015年６月30日までに完了する予定で、英国政府は当該取引計画の期間中に、ロイズ・バ

ンキング・グループの株式の取引高合計の15％を上限として売却することをモルガン・スタンレーに指示し

ている。2015年３月25日、英国政府は、当該取引計画の結果、政府の持株比率は21.99％（約15.7十億株）ま

で低下したことをロイズ・バンキング・グループに通達した。英国政府の持株比率は、2015年３月25日の通

達の後、さらに低下しているかもしれないが、2015年３月26日現在では、まだ21％超を維持している。

ロイズ・バンキング・グループに対する国家支援の承認決定に従い、欧州委員会は支店数、英国の個人の

当座預金市場のシェア、ロイズ・バンキング・グループの住宅ローン資産の比率に関する最低要件を満たす

ためにリテール・バンキング事業の売却をロイズ・バンキング・グループに要求している。本事業は2013年
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９月にTSBにブランドを変更して、ロイズ・バンキング・グループ内で別途営業を開始した。2014年に、ロイ

ズ・バンキング・グループはTSB（TSB事業の持株会社）の株式の売却を開始し、新規株式公開（以下「IPO」

という。）の後2014年６月に35％の持分を売却し、IPOに関連した超過割当オプションの行使により2014年７

月に3.5％、さらに機関投資家への割当により2014年９月に11.5％を売却し、その結果、2014年12月31日現

在、ロイズ・バンキング・グループが保有するTSBの株式は約50％である。ロイズ・バンキング・グループ

は、2015年12月31日までに残りの株式を売却しなければならない。ロイズ・バンキング・グループによるTSB

の売却に関する最近の動きの詳細については、下記「第６　－　３　(1)　後発事象　－　最近の動き」を参

照のこと。

2010年１月１日、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーは、保有するHBOSの株式全部を当行に譲

渡した（以下「グループ再編成」という。）。グループ再編成により、当行はHBOSの直接の親会社となっ

た。ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーは、引き続き当行の直接親会社であるが、グループ再編

成により現在は当行がHBOSの直接の親会社となったため、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー

は、HBOSの間接親会社となった。現在の当行グループのグループ・ストラクチャーについては、下記「４　

関係会社の状況　－　(1)　当行グループのストラクチャー(要約)」を参照のこと。

３【事業の内容】

ロイズ・バンキング・グループの事業は、当行で行われまたは当行によって所有されており、当行は当行

持株会社によって完全に所有されている。そのため下記の記載事項は、投資家が当行の事業や当行と当行持

株会社との関係の関連性を理解する上で必要なロイズ・バンキング・グループおよび当行の双方に関連する

情報である。

ロイズ・バンキング・グループの戦略

ロイズ・バンキング・グループは、英国における個人顧客および法人顧客向けの金融サービスの大手のプ

ロバイダーである。ロイズ・バンキング・グループの主な事業活動は、リテール、コマーシャル・バンキン

グ、長期貯蓄商品、保険商品および投資商品の提供である。サービスの提供は、ロイズ・バンク、ハリ

ファックス、バンク・オブ・スコットランド、スコティッシュ・ウィドウズ等の多くの有名ブランドを通

じ、また英国最大の支店網、包括的なデジタルサービスなど、さまざまな販売チャネルを通じて実施してい

る。

ロイズ・バンキング・グループは、シンプルかつ低リスクで顧客重視のリテールおよびコマーシャル・バ

ンキング事業を主に英国において運営している。ロイズ・バンキング・グループの企業戦略は、英国全土の

個人顧客および法人顧客にとってのベストバンクでいられるよう体勢を整え、顧客に他社よりも高度なサー

ビスを提供できるよう各分野に投資することにより、企業として価値を創造することである。

ロイズ・バンキング・グループの2011年の戦略である、低コスト、低リスク、顧客重視に的を絞って英国

のリテールおよびコマーシャル・バンキングを提供するという内容のビジネスモデルの遂行に成功し、ロイ

ズ・バンキング・グループは2014年10月に戦略の次の段階の内容を説明した。ロイズ・バンキング・グルー

プの戦略は、慎重なリスク選考と行動規範による優れた持続可能な金融パフォーマンスと同時に、顧客に価

値と高い品質の経験を提供することを重視している。これは全部門にわたり一貫して適用されることにな

る、３つの新たな戦略的優先事項を通じて達成される。

顧客の最高の経験を創出

ロイズ・バンキング・グループは、包括的なオンラインやモバイル能力と対面サービスの組み合わせによ

り、その複数のブランド、複数のチャネル・アプローチを通じて顧客の最高経験を生み出すことを狙ってい
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る。これには、高品質のサービスと顧客にとっての正しい成果の提供を重視した支店ネットワークを通じて

幅広く顧客との接点を維持しながら、ロイズ・バンキング・グループのデジタル的なプレゼンスを変革する

ことが含まれる。

簡素化して効率良く

ロイズ・バンキング・グループは、現在よりもより簡素化された効率的な業務能力の創出に重点を置き、

英国の大手銀行の中でコスト面でのリーダーシップを維持しながら、変化する顧客の期待にもっと対応でき

るようにする。これには、ランレート（過去のデータを元にした予測）上、2017年末までに年間１十億ポン

ドのコスト削減を達成するという簡素化計画の第２段階が含まれる。この削減の達成のために、ロイズ・バ

ンキング・グループはプロセスの簡素化および自動化の増強のためのイニシアチブに３年間で約1.6十億ポン

ドを投資する予定である。

持続可能な成長の提供

英国経済の回復が続くため、ロイズ・バンキング・グループは、慎重なリスク嗜好を維持しながら、グ

ループ全体の成長機会を追求していく。リテール事業での市場のリーダーシップを維持する一方、ロイズ・

バンキング・グループが現在目立っていない分野にも重点を置くことにより、かかる成長を達成する予定で

ある。

まとめ

ロイズ・バンキング・グループは、よりシンプルで、より機敏性に富み、効率的で反応が速い顧客重視の

組織を作り出しており、持続可能かつ責任ある営業を行って英国の繁栄に貢献する。ロイズ・バンキング・

グループでは、戦略の次の段階の実施に成功すれば、株主にも健全で持続可能なリターンを提供できる、と

考えている。

ロイズ・バンキング・グループの事業および業務内容

ロイズ・バンキング・グループの業務は、2014年12月31日現在、リテール、コマーシャル・バンキング、

コンシューマー・ファイナンス、保険、およびTSBという５つの財務報告セグメントに分かれていた。

リテール部門

リテールでは、当座預金、貯蓄商品、個人ローン、住宅ローンなどの幅広い金融サービス商品を、富裕層

および小規模な法人顧客を含む英国の個人顧客に提供している。当部門では、保険、補償、クレジットカー

ド、ならびに様々な長期貯蓄商品および投資商品も提供している。当部門の目標は、本当の価値を提供する

深く永続的な関係を顧客と築き、より多くの選択肢と柔軟性を提供することで、英国で顧客のための最高の

銀行となることである。複数のブランドと複数のチャネル戦略を維持し、業務を簡略化し、透明性の高い商

品を提供することで、サービスの水準を改善し、行動リスクを軽減する。

コマーシャル・バンキング部門

コマーシャル・バンキングは、中小企業から大企業までの英国の法人および金融機関をサポートしてい

る。

当部門は顧客主導の低リスク戦略を取り、2015年末までに持続可能なリスク加重資産利益率２％超、2017

年末までに2.4％を目指す。一方で業務プロセスを簡素化し、デジタル能力を構築し、資本規律を維持するこ

とを狙っている。コマーシャル・バンキング部門は、手頃で単純で透明性の高い資金調達手段を提供するサ
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イクルを通じた関係を提供し、また複雑なニーズや政府の資金調達スキームへのアクセスをサポートするこ

とで、顧客にとって最高の銀行となることを目指している。

コンシューマー・ファイナンス部門

2014年の初めに、ウェルス・アセット・ファイナンス・アンド・インターナショナル部門は、コンシュー

マー・ファイナンスに置き換えられた。この新部門は、消費者および法人顧客に対し、アセット・ファイナ

ンス・ソリューション、クレジットカードおよび商業サービスを提供する。

コンシューマー・ファイナンスは、デジタル能力を構築し、ブラックホースおよびレックス・オートリー

スの両事業で新しい提案を行うことで、アセット・ファイナンスでの市場リーダーシップの拡大を狙ってい

る。クレジットカードでは、フランチャイズおよび非フランチャイズ消費者の両方の現在のリスク・プロ

ファイル内で成長を追求するために、グループ顧客との関係および見識を作り上げるための、より良い利用

方法を模索する。

保険部門

保険は、幅広い範囲の保険、補償、退職商品を個人顧客および法人顧客に対し、直接またはロイズ・バン

キング・グループの銀行支店または仲介ネットワークを通じて提供している。

生命保険、年金保険および投資事業

生命保険、年金保険および投資事業は、長期貯蓄商品、投資商品および保険商品を提供しており、これら

の商品は、仲介業者、スコティッシュ・ウィドウズなどの直接チャネル、ロイズ・バンク、ハリファック

ス、バンク・オブ・スコットランドなどのバンカシュアランス・サービス・チャネルを通じて、販売されて

いる。

英国の他の生命保険会社と同様に、ロイズ・バンキング・グループ内の生命保険会社各社の生命保険およ

び年金事業は、長期事業ファンドで実施されている。主要な長期事業ファンドは、営利サブファンドおよび

非営利サブファンドのいずれか１つのサブファンドで構成されるか、またはこの両方のサブファンドで構成

される。

営利生命保険および年金商品は、ロイズ・バンキング・グループのそれぞれの営利サブファンドが引き受

ける。これらの保険商品から得られる便益は、保証された基礎給付に年次および最終給付を加えて、満期ま

で保険商品を保有する保険契約者にスムースなリターンを提供するために設計される。保証は通常、死亡ま

たは満期のみに適用される。宣言される実際の給付は、営利サブファンドの実績を反映することになる。

その他の生命保険および年金保険は通常、非営利サブファンドによって引き受けられる。

例えば、ユニットリンク型保険、年金、定期保険、健康保険（これにより、病気などで仕事ができないよ

うな保険事故の場合に、所定の給付金が支払われる）がその例である。リンク型保険で提供される給付は、

ユニットリンク型ファンドとして知られる特定の資産ポートフォリオを参照して、その全部または一部が決

定される。

損害保険事業

損害保険事業は、英国における主要な住宅保険販売業者で、支店網、直接販売、および戦略的提携企業を

通じて、保険商品を販売している。当事業では、個人向け、法人向けの保険の仲介業務も行っている。当事

業は、主にロイズ・バンク、ハリファックスおよびバンク・オブ・スコットランドのブランドの下で運営さ

れている。

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書

 19/546



ロイズ・バンキング・グループと英国政府との関係に関する情報

英財務省の株式保有

2015年４月23日現在、英財務省が如何なる場合でも株主総会で行使可能な議決権のある当行持株会社の発

行済株式資本の直接持分を20.95％に削減したことを、英財務省弁護局が正式に当行持株会社に通達した。機

関投資家に対するブックビルディングの加速化および事前に計画された取引計画により、英財務省の保有比

率は、2013年12月31日現在の32.7％から低下した。

英財務省による当行持株会社株式の保有は、第三者割当、オープンオファーおよび優先株式引受における

当行持株会社および（当行持株会社がHBOSを買収する前の）HBOSの株式の引き受け、それに付随するHBOSに

よる第三者割当とオープンオファー、2009年第三者割当およびオープンオファー、ならびに当行持株会社の

2009年ライツイシューの結果である。

英財務省が保有する当行持株会社の株式は、現在、同省に代わって英国フィナンシャル・インベストメン

ツ・リミテッド（以下「UKFI」という。）が管理している。この関係は、2010年10月１日に公表された英財

務省とUKFIとの間の改定後枠組文書の対象範囲内に属する（詳細は、下記「４　事業等のリスク　―　政府

関連のリスク　―　英財務省弁護局は、当行持株会社の最大の株主である。英財務省は、当行持株会社株式

の保有およびその他の関係を通じてロイズ・バンキング・グループおよびその事業に重大な影響を与える立

場にある。」を参照のこと。）

枠組文書の目標は、各種公表で明確に説明されている英財務省の公共政策上の目的に沿ったものである。

発行された「序論：UKFIの組織、UKFIの業務、およびUKFIと英財務省の関係に係る枠組文書」によれば、

UKFIの目的は、「株主としての納税者のために価値を保護および創造し、かつ金融安定の維持および競争を

促進するような方法での行動に相当な注意を払うという重要な目標の限りにおいて、売却、償還、買戻し、

またはその他の手段により、銀行に対する投資を秩序立った積極的な方法で処分するための投資戦略を策定

し執行すること」とされている。さらに、この文書は、UKFIが、英財務省が持分を保有する英国金融機関の

株式保有を「商業ベースで」管理するが、「（同文書で定義されているところの）投資先企業の日常的な経

営判断（個別融資または報酬に関連する意思決定を含む。）に干渉することはない」と規定している。

当行持株会社と英財務省は、2009年１月に登録請求権契約を締結した。これに伴い、同省が保有する一切

のロイズ・バンキング・グループの普通株式について、改正された1933年米国証券法（以下「証券法」とい

う。）に基づき、米国内における商慣習に基づく要求登録権と「ピギーバック登録権（相乗登録権）」が同

省に付与された。契約は、2009年６月に変更され、登録有価証券として、2009年の第三者割当およびオープ

ンオファーの際に英財務省が引き受けた新株のほか、英財務省の請求に基づいていずれかの法人が発行する

当行持株会社のその他の有価証券および英財務省が発行した有価証券で、当該の有価証券と交換可能なも

の、当該有価証券に転換可能なもの、当該有価証券に権利を与えるもの、当該有価証券の参照資産となり得

るものも含まれることになった。また、2009年６月、当行持株会社は、英財務省との間で再販権契約を締結

した。この契約により、財務省が保有する当行持株会社の普通株式およびその他の有価証券のほか、財務省

の請求によっていずれかの法人が発行することになった銘柄の有価証券で、ロイズ・バンキング・グループ

が発行する普通株式またはその他の有価証券と交換可能なもの、それらに転換可能なもの、それらに関する

権利を与えるもの、それらを参照証券としうるものを当該地域（米国外）で、財務省が決定しうる方法で売

却しようとする場合、そのような英財務省の売却案に関し、同省を支援することで合意した。

英国政府とのその他の関連当事者取引

政府および中央銀行のファシリティ
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2014年12月31日に終了した事業年度に、ロイズ・バンキング・グループは、英国政府および中央銀行が運

営する数多くの制度に参加し、適格銀行および住宅金融組合を利用することができるようにした。

全英融資保証制度

ロイズ・バンキング・グループは、2012年３月20日に導入された英国政府の全英融資保証制度に参加して

いる。この制度により、ロイズ・バンキング・グループは、制度の継続とその財務上の恩恵を条件に、ロイ

ズ・バンキング・グループの既存の貸付基準に基づいて適格英国企業に利率を割り引いて融資を提供してい

る。融資を利用した適格企業は、事前に合意された期間、借入利率の１％割引という恩恵を享受できる。

ビジネス・グロース・ファンド

2011年５月、ロイズ・バンキング・グループは、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー

（およびその他３社の非関連当事者）と共に、ビジネス・グロース・ファンド・ピーエルシーの株式引受け

によって、300百万ポンドを上限に持分投資をコミットすることに同意した。この会社は、2010年10月の英国

銀行協会のビジネス・タスク・フォース・レポートに掲載されているとおり、企業の成長支援基金の役割を

遂行するために設立されたものである。2014年12月31日現在、ロイズ・バンキング・グループのビジネス・

グロース・ファンド投資額は118百万ポンド（2013年12月31日現在：64百万ポンド）で、その公正価値105百

万ポンド（2013年12月31日現在：52百万ポンド）でこれを計上した。

ビッグ・ソサエティ・キャピタル

2012年１月、ロイズ・バンキング・グループは、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー

（およびその他２社の非関連当事者）と共に、それぞれ50百万ポンドを上限にビッグ・ソサエティ・キャピ

タル・ファンド持分投資をコミットすることに同意した。同ファンドは、プロジェクト・マーリンの一部と

して作られたものであるが、一種の英国型社会投資ファンドである。同ファンドは2012年４月３日に正式に

設定され、ロイズ・バンキング・グループは2013年12月31日までに23百万ポンド、2014年12月31日に終了し

た年度中にさらに８百万ポンドを同ファンドに投資した。

ファンディング・フォー・レンディング

2012年８月、ロイズ・バンキング・グループは英国政府のファンディング・フォー・レンディング・ス

キーム（融資用資金供給オペ）（以下「FFL」という。）の支持を公表し、これに参加する意向を公表した。

FFLは、ロイズ・バンキング・グループが利用できるコスト効率に優れる有担保・有期資金調達の追加的財源

にあたる。FFLは、住宅所有者にはより手頃な住宅資金を、企業には投資や成長の割安な資金を提供すること

により幅広い英国顧客を支援した。2013年11月、ロイズ・バンキング・グループは、イングランド銀行との

間で、FFLへの参加を2015年１月まで延長するエクステンション・レターを締結した。FFLへの参加の延長

は、投資と成長のためのより安価な資金を企業に提供することに重点を置いている。この延長により、10十

億ポンドが引き出された。2014年12月、イングランド銀行は、小規模事業を支援することをさらに重視し

て、2016年１月末までFFLを追加で延長することを発表した。2014年12月31日現在、ロイズ・バンキング・グ

ループは、FFLから20十億ポンドのドローダウンを行った。

企業資金調達の保証

ロイズ・バンキング・グループは、小規模企業ローン保証スキームに代わり、2009年１月に発足した企業

資金調達保証スキームに参加している。このスキームは英国政府が保証するローン保証であり、借入担保が

ないために融資を断られるかもしれない存続可能な事業に対する融資手段を支援している。ビジネス・イノ
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ベーション・職業技能省（旧ビジネス・企業・規制改革省）が、当スキームの規則による顧客の適格性を条

件として、各融資資金の75％を上限として貸し手に保証を提供している。2014年12月31日現在、ロイズ・バ

ンキング・グループは顧客に対し6,250件の融資（金額にして500百万ポンド）を実施している。ロイズ・バ

ンキング・グループのロイズ・バンク・ピーエルシー、ティーエスビー・バンク・ピーエルシー、ロイズ・

コマーシャル・ファイナンス・リミテッドおよびバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーがビジネ

ス・イノベーション・職業技能省と契約を締結している。

ヘルプ・トゥー・バイ

2013年10月７日、バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーは、ヘルプ・トゥー・バイ・スキームに

関して、バンク・オブ・スコットランドのハリファックス部門が2013年10月11日から、ロイズ・バンクが

2014年１月３日から参加する旨の合意を英財務省のコミッショナーと締結した。ヘルプ・トゥー・バイ・ス

キームは英政府が支援するスキームであり、スキームに参加する貸し手に対し、ローン・トゥー・バリュー

比率の高い住宅ローンを必要としている顧客への住宅ローンの提供を奨励することを目的としている。ハリ

ファックスおよびロイズは現在このスキームに参加しており、顧客はこの制度を利用して購入価格の90％か

ら95％までの借入れを行うことができる。

英財務省は、商業手数料の支払いと引き換えに、ローン・トゥー・バリュー比率の高い貸付に起因して貸

し手が被る損失の一定割合を貸し手に保証することを約束している。2014年12月31日現在、1,950百万ポンド

の融資残高が当スキームに従い、実施されている。

英財務省の費用

2014年12月31日に終了した年度において、ロイズ・バンキング・グループは、英財務省が保有する当行持

株会社の株式の売却または予定される売却に関連して、英財務省またはそれに代わり発生した費用１百万ポ

ンドを支払った。当費用は、2009年に英財務省と締結した再販権契約および登録請求権契約に従い、支払わ

れた。再販権契約および登録請求権契約を当行持株会社が実施することは、2014年年次株主総会で当行持株

会社の株主によって承認された。

中央銀行のファシリティ

ロイズ・バンキング・グループは、通常業務で、中央銀行が提供する市場全般向けのファシリティを適宜

利用することがある。

その他の政府関係会社

当年度中に、通常の事業活動でないか、その性質または条件が通常ではない、英国政府管轄下の事業体

（英国政府系銀行を含め）との重要な取引はなかった。

政府資産保護制度（以下「GAPS」という。）脱退証書

GAPSへの参加予定を取り消した後、2009年11月、当行持株会社は、英財務省との間でGAPS脱退証書を取り

交わし、これに基づいて、同省に2,500百万ポンドを支払った。これは、英財務省がロイズ・バンキング・グ

ループに対してGAPSの利用を提案したことで、ロイズ・バンキング・グループのトレーディング業務にメ

リットがあったことをロイズ・バンキング・グループ側でも認め、財務省で発生した様々な費用を弁済した

ものである。
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GAPS脱退証書には、欧州委員会による国家的支援の承認（下記「国家支援」を参照）とロイズ・バンキン

グ・グループのGAPS参加計画の取消しに関して、ロイズ・バンキング・グループが英財務省に対して行った

確約事項も盛り込まれている。

特に、欧州委員会がロイズ・バンキング・グループに対する国家支援を承認する際、英国政府には、いく

つかの義務が課されたが、英国政府がその義務を確実に果たすことができるよう、必要なすべての行動をと

ることがロイズ・バンキング・グループには求められている。この確約には、以下の義務が含まれている。

すなわち、（i）ロイズ・バンキング・グループが約束した再建策を実施すること、（ii）再建計画（下記

「国家支援」に定義される。）の条件を遵守すること、（iii）所定の情報を英財務省に提供し、かつ国家的

支援の承認条件の遵守状況を監視できるよう、必要な行為を実行することである。またGAPS脱退証書では、

特定の限られた状況においては、ロイズ・バンキング・グループの再建義務が修正されることも定められて

いる（ただし、そのような国家的支援の変更に対しては、異議を申し立てることができる）。しかしなが

ら、英財務省は、当行持株会社が同意しない限り、国家的支援承認を取り付ける際に課された義務よりもは

るかに大きい負担を当行持株会社に強いるような、国家的支援に伴うロイズ・バンキング・グループの義務

の修正には同意しないことを確約した。

欧州委員会が英国による国家支援金の回収に関する決定を採択した場合、ロイズ・バンキング・グループ

は当該支援金の全額を返済する旨（ただし、ロイズ・バンキング・グループには、そのような決定に対して

欧州の裁判所に異議を申立てる権利がある）についても、合意された。

GAPS脱退証書には、当行持株会社が英財務省に対して行ったその他多数の確約事項も記載されている。と

りわけ、当行持株会社は、

(i)　 報酬に関するG20の原則および金融サービス機構（以下「FSA」という。）規範、ならびにウォー

カー調査に基づいて英国政府が受け入れた報酬規定を率先して実施する必要があるという方針の確

約を認めた。ただし、かかる方針の適用は、どのような場合でも、当行持株会社が競合企業と対等

な条件で事業を営めるような方法で行われることを条件とする。

(ii)　貸出コミットメントを再確認した。

(iii) 法人向け貸出に関して、（現在は公表されている）顧客憲章を導入することに同意した。

(iv)　次のことを約束した：

(a)　公表財務書類が業界の最良慣行に準拠したものになるよう万全を期すこと。

(b)　そのような公表財務書類について次の点を確実に達成することを目的として、英財務省との協議

を開始すること。(A) 金融機関の資産と負債の質、金融機関の財務状態と業績、ならびに金融機

関がさらされている金融商品のリスクの性質と程度について、投資家が評価できること、(B) 類

似する金融機関の間で財務書類を比較できること。

(v)　 短期資金調達依存度の低下を目指した中期資金調達計画をFSAと共同で策定し、これを実行し、かつ

FSA（現在は金融行動監視機構（以下「FCA」という。））、イングランド銀行（現在はPRAを含

む。）および英財務省が同計画を定期的に検査することに同意した。

(vi)　(i) 公正取引庁の報告書「英国の個人当座預金口座‐2009年10月フォローアップ報告書」に詳述さ

れている公正取引庁と英国金融業界の間で合意された個人の当座預金口座に関連する措置、(ii)

かかる措置が現交渉の範囲に含まれている場合は、個人当座預金口座の手数料、料金、条件に関連

する当該措置を実施することに同意した。

(vii) 2014年５月13日、新たな国家支援に対する欧州委員会の承認決定（下記「国家支援」を参照）に鑑

み、英財務省とロイズ・バンキング・グループはGAPS脱退証書の修正に合意した。

国家支援
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ロイズ・バンキング・グループへの国家支援に対する欧州委員会の承認決定の一環として、ロイズ・バン

キング・グループは、国家支援の検証に関連して、再建計画を欧州委員会に提出することを義務付けられた

（以下「再建計画」という。）。この計画は、ロイズ・バンキング・グループの長期的存続可能性を裏付け

るものでなければならず、しかも、ロイズ・バンキング・グループが国家支援を受けたことから生じる欧州

連合内の競争条件と貿易のゆがみを是正するものでなければならない。カレッジ・オブ・コミッショナーズ

は、2009年11月18日、国家支援に対する正式な承認を発表し、再建計画は、上記の目標を達成するのに適切

な内容であるとの結論を下した。

再建計画の骨子は、次のとおりである。すなわち、(i) リテール・バンキング事業のうち、最低600店の支

店、英国の個人当座預金市場の4.6％、ロイズ・バンキング・グループの住宅ローン資産の最大19.2％までを

売却すること、(ii) 2014年末までにバランスシートの所定の部分を181十億ポンド削減する資産圧縮計画、

および(iii) 約３年から４年にわたってロイズ・バンキング・グループの特定の企業買収能力を制限し、

2010年１月31日から2012年１月31日までの間、ハイブリッド証券に係る任意金利の支払いを実施せず、ある

いは任意コールオプションを行使しない旨の誓約（これにより、その間ロイズ・バンキング・グループは普

通配当を実施できなくなる）などを含む、行動面の誓約である。

再建計画を確実に実行するため、ロイズ・バンキング・グループは、引き続き、欧州委員会、英財務省、

および欧州委員会から任命された監視受託人と緊密に連携している。バランスシートの強化に従い、ロイ

ズ・バンキング・グループは、資産圧縮という約束で大幅な進展を遂げ、達成が求められていた圧縮総額に

期日よりも２年早い2012年12月に到達した。ロイズ・バンキング・グループは現在、上記の誓約から解放さ

れる旨の欧州委員会の正式な確認書を受領済みである。

2011年６月、ロイズ・バンキング・グループは、ロイズ・バンキング・グループのプロジェクト・ヴェル

デ（下記「第３　－　３　対処すべき課題　－　規制　－　規制体制に影響を及ぼすその他の機関　－　独

立銀行委員会（以下「ICB」という。）」に定義される。）においてリテール・バンキング事業の入札候補者

に向けてインフォメーション・メモランダムを発表した。これは、売却の正式なプロセスを開始するための

要件が2011年11月30日までに充たされたことを欧州委員会が確認したことを示すものであった。2011年12

月、ロイズ・バンキング・グループは、「これまでに行われた正式なオファーの内容を調査した結果、売却

の方法としては直接売却する方法が好ましいと判断し、コオペラティブ・グループ（以下、「コオペラティ

ブ」という。）との間で排他的な話し合いを開始した」と発表した。2012年７月19日、ロイズ・バンキン

グ・グループは、プロジェクト・ヴェルデ事業の売却に関し、コオペラティブとの間で法的拘束力がない

ヘッズ・オブ・タームズ合意書（基本合意書）を交わしたと発表した。ロイズ・バンキング・グループは、

2013年11月末までに売却が完了すると予想し、売買契約について合意するためにコオペラティブとの共同作

業を進めていたが、2013年４月、コオペラティブの取締役会はコオペラティブがプロジェクト・ヴェルデ事

業の購入を進めないこととする決定を行ったと発表した。ロイズ・バンキング・グループは、プロジェク

ト・ヴェルデ事業の売却に代えて、欧州委員会と規制当局の承認を条件として、IPOによりプロジェクト・

ヴェルデ事業の処分を行う予定であることを発表した。IPOによる処分の方法は、コオペラティブへの売却が

完了しない場合に備えて、直接売却の交渉を行っている間も維持されてきた予備的な処分方法であった。

2014年５月13日、カレッジ・オブ・コミッショナーズは、当初の再編計画と比べて売却事業の境界を変更

し、（ロイズ・バンキング・グループの2013年９月の英財務省との条件付契約に沿った）他の補強を行うた

めの正式な合意を発表した。これにより、英財務省の協力により、2014年６月のプロジェクト・ヴェルデ事

業のIPOが可能になった。このIPOにより、ロイズ・バンキング・グループは2014年６月に35％の持分を売却

し、2014年７月には超過割当のオプションの行使によりさらに3.5％の持分を売却することができ、国家支援

コミットメントをロイズ・バンキング・グループが完了するための重要なステップとなった。このIPOの規模

は、機関投資家および個人投資家双方からの需要により、当初想定されていたTSBの普通株式資本の25％を上
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回ることになった。2014年９月26日、ロイズ・バンキング・グループは、TSBの普通株式を追加で57.5百万株

（TSBの普通株式資本の約11.5％）売却し、ロイズ・バンキング・グループのTSBの普通株式の保有比率を約

50％まで低下させたことを発表した。TSBの全株式の完全な売却の期限は、2015年12月31日である（特定の状

況により、この期限は2016年６月または2016年12月まで延期することができる）。ロイズ・バンキング・グ

ループによるTSBの売却に関する最近の動きの詳細については、下記「第６　－　３　(1)　後発事象　－　

最近の動き」を参照のこと。

英国政府とのその他の関係

ロイズ・バンキング・グループはまた、他の金融機関と同様に、政府が目標とする経済の回復と広義の金

融システムにおける強い安定性を達成するための業界全体に跨る各種政策に関し、数多くの政府関係省庁と

緊密に連携している。

業界全体に跨る各種政策の詳細については、上記「ビジネス・グロース・ファンド」および「ビッグ・ソ

サエティ・キャピタル」を参照のこと。

格付

EMTNプログラムの下で当行が発行する社債に関して予想される格付

S&Pの格付けの予想は次のとおりである。当行が発行する償還期間１年以上の優先債券については「A」、

当行が発行する償還期間１年未満の優先債券については「A-1」、当行が発行する劣後債については

「BBB-」。

フィッチの格付けの予想は次のとおりである。当行が発行する償還期間１年以上の優先債券については

「A」、当行が発行する償還期間１年未満の優先債券については「F1」。当行が発行する劣後債については、

フィッチが個々の場合に応じて格付けを決定する見込みである。

ムーディーズの格付けの予想は次のとおりである。当行が発行する償還期間１年以上の優先債券について

は「A1」、当行が発行する償還期間１年未満の優先債券については「P-1」、当行が発行する劣後債について

は「Baa2」。

GMTNプログラムの下で当行が発行する債券に関して予想される格付

S&Pの格付けの予想は次のとおりである。当行が発行する償還期間１年以上の債券については「A」、当行

が発行する償還期間１年未満の債券については「A-1」。

ムーディーズの格付けの予想は次のとおりである。当行が発行する償還期間１年以上の債券については

「A1」、当行が発行する償還期間１年未満の債券については「P-1」。

（もし行われるとすれば）フィッチは、当行が発行する債券については個々の場合に応じて格付けを決定

する見込みである。

４【関係会社の状況】

(1)　当行グループのストラクチャー（要約）

2015年４月29日現在

ロイズ・バンキング・グループ・

ピーエルシー

100%

ロイズ・バンク・ピーエルシー
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100%

HBOS

ピーエルシー

100% 100% 100%

バンク・オブ・スコットラン

ド・ピーエルシー

セント・アンドリュー

ズ・インシュアランス・

ピーエルシー

スコティッシュ・

ウィドウズ・

ピーエルシー

100%

クレリカル・メディカ

ル・インベストメント・

グループ・リミテッド

100%

クレリカル・メディカ

ル・マネージド・ファン

ズ・リミテッド

株式および議決権の間接保有は点線で示される。

(2)　親会社の状況

当行の親会社は、スコットランドにおいて設立され、当行の株式を実質的に100％保有するロイズ・バ

ンキング・グループ・ピーエルシーである。

当行持株会社の登録事務所はスコットランド、エジンバラ、EH１ １YZ　ザ・モーンドに所在し、その

発行済株式資本は、2014年12月31日現在7,146百万ポンドであった。

主要経営陣は、法人の活動を計画、指示および支配する権限および責任を有する者であり、ロイズ・

バンキング・グループの主要経営陣は、当行持株会社のグループ経営委員会のメンバーとその社外取締

役によって構成されている。

ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーとそのグループ会社（当行を含む。）との間の関連当

事者間取引

2009年11月にロイズ・バンキング・グループは、グループが国家支援を受けるための欧州委員会の承

認要件である再建計画の一環として、ロイズ・バンキング・グループの特定の優先株式と優先証券の

クーポンおよび配当の支払いを2010年１月31日から2012年１月31日までの２年間停止することに合意し

た。ロイズ・バンキング・グループは、ロイズ・バンキング・グループ内で発行した特定の優先株式の

配当支払いを一時的に停止および／または差し控えることに同意した。その結果、これらの商品の発行

条件に基づき、子会社は普通株式に係わる配当金の支払いを当期間中実施できなかった可能性がある。

加えて、特定の子会社にいたっては、配当金支払を実行するための充分な分配準備金を現時点で保有し

ていない。

前述を条件に、当行持株会社の子会社の配当の支払または貸付金および前渡金の返済に他の重要な制

限は課されなかった。規制対象の銀行子会社と保険子会社はすべて、規制当局と合意した水準の資本を

維持することが義務付けられており、それがこれら子会社の利益分配能力に影響を及ぼす可能性があ

る。
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当行持株会社によるその子会社への貸付：

（単位：百万ポンド）

2014年 2013年

各年１月１日現在 11,043 8,123

為替、その他による調整 19 35

新規発行 7,849 3,082

償還額 (5,063) (197)

各年12月31日現在 13,848 11,043

また、当行持株会社は、その子会社であるロイズ・バンク・ピーエルシーを通じてバンキング取引を

遂行した。当行持株会社は、2014年12月31日現在、当行に195百万ポンド（2013年：511百万ポンド）を

預託していた。口座を通じた取引量の規模からすると、総流入／総流出に関し情報を提供する意義は認

められない。劣後負債には０ポンド（2013年：０ポンド）、またその他負債には10,944百万ポンド

（2013年：14,821百万ポンド）の、子会社に対する負債が含まれている。また、2014年12月31日現在

で、当行持株会社は、当行との間で想定元本総額を1,446百万ポンド、正味公正価値をプラス752百万ポ

ンド（2013年：想定元本総額を2,454百万ポンド、正味公正価値をプラス1,452百万ポンド）とする金利

スワップと通貨スワップを有していた。このうち想定元本総額を449百万ポンド、正味公正価値をプラス

43百万ポンド（2013年：想定元本総額を1,854百万ポンド、正味公正価値をプラス226百万ポンド）とす

る契約は、当行持株会社の劣後債券の発行と発行債券を管理するための公正価値ヘッジとして指定され

ている。

加えて、想定元本総額を０ポンド、正味公正価値を０ポンド（2013年：想定元本総額を600百万ポン

ド、正味公正価値をプラス13百万ポンド）とする契約は、当行持株会社のキャッシュ・フロー・ヘッジ

として指定されている。

(3)　子会社

当行の主要子会社 (2015年４月29日現在)

設立地または

登録地

当行の

出資比率

(間接所有)

％

事業内容  

スコティッシュ・ウィドウズ・ピーエルシー スコットランド (100.00) 生命保険業

HBOSピーエルシー スコットランド 100.00 持株会社

バンク・オブ・スコットランド・ピーエル

シー

スコットランド (100.00) 銀行業および

金融サービス

セント・アンドリューズ・インシュアラン

ス・

ピーエルシー

イングランド (100.00) 損害保険業

クレリカル・メディカル・インベストメン

ト・

グループ・リミテッド

イングランド (100.00) 生命保険業
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クレリカル・メディカル・マネージド・

ファンズ・リミテッド

イングランド (100.00) 生命保険業

当行および他のロイズ・バンキング・グループ従属会社との間の関連当事者間取引

当行グループ間の取引および残高

当行は、バンキング・グループの親会社の地位にあることから、子会社群との間に多くの取引があ

る。これらの取引は、以下のとおり、当行の貸借対照表に計上されている。

（単位：百万ポンド）

2014年 2013年

資産（内訳）：

デリバティブ金融商品 15,464 10,751

トレーディング目的資産および損益を通じて公正価値で測定

するその他の金融資産 12,288 10,154

貸付金および債権 119,689 250,996

売却可能金融資産 2,052 1,876

149,493 273,777

負債（内訳）：

銀行預り金および顧客預金 89,383 239,595

トレーディング目的負債および損益を通じて公正価値で測定

するその他の金融負債 13,296 25,759

デリバティブ金融商品 15,359 10,169

発行債券 17,140 3,028

劣後債券 81 115

135,259 278,666

これらの勘定を通じた取引の規模と量から見て、総流入と総流出に係わる情報を開示することは現実

的でないと同時に意味もない。2014年度、当行は上記資産残高に関し2,545百万ポンドの受取利息（2013

年度は2,732百万ポンド）を計上し、上記負債残高に関し1,481百万ポンドの支払利息（2013年度は2,073

百万ポンド）を計上した。

また当行は、子会社との間で、相互に多様なサービスを提供し合っているが、関連コストの付け替え

として、子会社に対して803百万ポンド（2013年度は819百万ポンド）の請求を行うとともに、179百万ポ

ンド（2013年度は262百万ポンド）の手数料を受領し、143百万ポンド（2013年度は131百万ポンド）の手

数料を支払った。

偶発債務およびロイズ・バンキング・グループの従属会社に代わって締結された契約義務の詳細は、

下記「第６　－　１　財務書類　－　財務書類に対する注記　－　49　偶発債務および契約義務」を参

照のこと。

ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーおよび当行の兄弟会社との残高および取引
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当行とその子会社は、当行の親会社であるロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーおよび当行

の兄弟会社との間に債務と債権残高を持っている。これらの取引は、以下のとおり貸借対照表に計上さ

れている。

（単位：百万ポンド）

ロイズ・バンク・グループ 当行

2014年 2013年 2014年 2013年

資産（内訳）：

貸付金および債権 11,482 15,453 10,947 11,981

その他 - - 10 22

11,482 15,453 10,957 12,003

負債（内訳）：

顧客預金 5,288 8,797 2,499 4,430

デリバティブ金融商品 106 239 106 239

劣後債券 11,364 11,705 10,813 11,173

16,758 20,741 13,418 15,842

以上の残高にはロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーとの銀行取引が含まれているが、これ

らの勘定を通じた取引の規模と量から見て、総流入と総流出に関する情報を開示することは現実的でな

く、同時に意味もない。2014年、上記資産残高により、ロイズ・バンク・グループは163百万ポンド、当

行は132百万ポンドの受取利息を計上した（2013年：ロイズ・バンク・グループでは202百万ポンド、当

行では169百万ポンド）。その一方、上記の負債残高により、ロイズ・バンク・グループは1,143百万ポ

ンド、当行は1,031百万ポンドの支払利息を計上した（2013年：ロイズ・バンク・グループは1,510百万

ポンド、当行では1,374百万ポンド）。

その他の関連当事者に関する開示

年金基金

ロイズ・バンク・グループは、ロイズ・バンク・グループの特定の年金基金に銀行サービスおよび一

定の投資管理サービスを提供している。2014年12月31日現在、129百万ポンドの顧客預金（2013年：145

百万ポンド）と3,278百万ポンドの投資および保険契約（2013年：4,728百万ポンド）は、ロイズ・バン

ク・グループの年金基金に関連するものであった。

集団投資ビークル

ロイズ・バンク・グループは、オープン・エンド型投資会社（以下「OEIC」という。）などの132社

（2013年：210社）の集団投資ビークルの運用を行っており、うち80社（2013年：145社）が連結会社に

なっている。ロイズ・バンク・グループは、2014年度、非連結OEICに811百万ポンド（2013年：2,472百

万ポンド）の投資を行い、984百万ポンド（2013年：2,189百万ポンド）を回収し、その結果、12月31日

現在の投資残高は、公正価値で2,243百万ポンド（2013年：3,291百万ポンド）であった。ロイズ・バン
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ク・グループが2014年に非連結のOEICから受け取った手数料収入は、201百万ポンド（2013年：277百万

ポンド）であった。

合弁企業および関連会社

ロイズ・バンク・グループは、その中核合弁企業であったセインズベリーズ・バンク・ピーエルシー

に対して、同社に対するロイズ・バンク・グループの投資の売却を完了した2014年１月31日まで管理お

よび処理サービスの双方を提供した。2014年１月中にロイズ・バンク・グループが受け取ったサービス

料金は３百万ポンド（2013年12月31日に終了した年度：35百万ポンド。そのうち10百万ポンドが、2013

年12月31日現在、未収であった。）であった。他方、2013年12月31日現在、セインズベリーズ・バン

ク・ピーエルシー側でもロイズ・バンク・グループとの間で未済残高があり、銀行に対する貸付金およ

び前渡金に806百万ポンド、銀行預り金に927百万ポンドが計上された。

2014年12月31日現在、その他の合弁企業および関連会社に関連するものとして、顧客に対する貸付金

および前渡金1,901百万ポンド（2013年：4,448百万ポンド）と顧客預金残高24百万ポンド（2013年：70

百万ポンド）があった。

上記残高のほか、ロイズ・バンク・グループには、ベンチャー・キャピタル事業部門を通じて保有

し、公正価値に基づき評価損益を計上しているその他の関連会社が多数ある。2014年12月31日現在、こ

れらの企業の総資産は約5,553百万ポンド（2013年：6,913百万ポンド）、総負債は約6,312百万ポンド

（2013年：7,084百万ポンド）であった。また、2014年12月31日に終了した年度の収入は約5,634百万ポ

ンド（2013年：6,989百万ポンド）、純損失は約272百万ポンド（2013年度：16百万ポンドの純損失）で

あった。また、ロイズ・バンク・グループは、これらの会社に対し、当年度中2,364百万ポンド（2013年

度：3,355百万ポンド）の融資を実行し、149百万ポンド（2013年度：170百万ポンド）の利息を受け取っ

た。

2014年６月25日、当行は、ユナイテッド・リーガル・サービシズ・リミテッド（ULS）との間で、不動

産譲渡パネルサービスを独占的に提供する契約を締結した。ULSの親会社であるULSテクノロジー・ピー

エルシーは、ロイズ・バンク・グループの一員である英国の地方エクイティ・プロバイダーであるロイ

ズ・デベロップメント・キャピタルが投資している会社であることから、ULSは当行の関連当事者とな

る。

５【従業員の状況】

当行グループの従業員数（フルタイム同等ベース）の概算は、次のとおりである。この数値は参考値

であり、部門間における事業分野の移動を伴う通常の構造的変更も考慮に入れている。

（単位：人）

2014年12月31日現在 2013年12月31日現在

リテール 35,155 38,599

コマーシャル・バンキング 6,043 6,492

コンシューマー・ファイナンス 3,439 3,264

保険 1,929 2,242

グループ管理業務 19,885 19,673

ラン・オフ 90 651

中央項目 10,437 10,919
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TSB 7,512 7,137

従業員総数（フルタイム同等） 84,490 88,977
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第３【事業の状況】

１【業績等の概要】

当行持株会社は、非営業持株会社であり、すべての事業活動はその直接子会社である当行およびロイズ・

バンク・グループのメンバーによって遂行されている。そのため、当行持株会社およびその子会社による一

定の資本性証券の発行および継続的な管理を除き、当行持株会社および当行の連結財務諸表はすべての重要

な点において類似しており、また、本書に記載された当行持株会社に関する財務およびその他の情報は、当

行に関する情報よりも詳しく、ロイズ・バンキング・グループの事業全体との関連性で当行の業務を捉えて

いるため、掲載されている。

ロイズ・バンキング・グループは、英国における個人および法人顧客に対する大手金融サービス業者であ

る。2014年12月31日現在、ロイズ・バンキング・グループの総資産は854,896百万ポンドで、84,490名（フル

タイム換算）の従業員を擁している。同日現在のロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの時価総額

は、54,116百万ポンドであった。ロイズ・バンキング・グループは、2014年12月31日までの12ヵ月間におい

て、1,762百万ポンドの税引前利益を計上し、同日現在、自己資本比率は22.0％、Tier１資本比率は16.5％、

普通株式等Tier１資本比率は12.8％であった。

以下は、ロイズ・バンキング・グループの過去２年間の損益計算書の概要である。

（単位：百万ポンド）

2014年 2013年

受取利息純額 10,660 7,338

その他の収益 19,232 30,647

収益合計 29,892 37,985

保険金 (13,493) (19,507)

保険金控除後の収益合計 16,399 18,478

営業費用 (13,885) (15,322)

トレーディング収益純額 2,514 3,156

減損 (752) (2,741)

税引前利益（損失） 1,762 415

ロイズ・バンキング・グループの主な事業活動は、リテールおよびコマーシャル・バンキングならびに長

期貯蓄、保険および投資商品の提供である。サービスの提供は、ロイズ・バンク、ハリファックス、バン

ク・オブ・スコットランドおよびスコティッシュ・ウィドウズ等の多くの有名ブランドを通じ、また英国最

大の支店網およびデジタル・サービスによる包括的な提案を含む、さまざまな販売チャネルを通じて実施し

ている。

2014年12月31日現在、ロイズ・バンキング・グループの主な５つの事業部門は、リテール、コマーシャ

ル・バンキング、コンシューマー・ファイナンス、保険およびTSBという５つの財務報告セグメントに分かれ

ている。リテール部門は、英国内の個人顧客に対し銀行業務、住宅ローンその他の金融サービスを提供して

いる。コマーシャル・バンキング部門は、中小企業から大企業に至るまでの法人顧客に銀行業務と関連サー

ビスを提供している。コンシューマー・ファイナンス部門は、アセット・ファイナンスおよびクレジット

カード商品を提供している。保険部門は、英国において長期貯蓄商品、保険商品、投資商品を提供している

ほか、損害保険も提供している。TSBは、別途上場されているリテール・バンキング事業である。
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税引前利益の分析は下記「７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　－　ロイズ・

バンキング・グループ」において法定ベースで行うが、ロイズ・バンキング・グループのセグメント別業績

をより良く比較できるよう、下記「７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　－　ロ

イズ・バンキング・グループ」には基礎ベースの分析も記載している。基礎ベースの報告作成に採用された

主な原則は、下記「７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　－　ロイズ・バンキン

グ・グループ　－　事業部門の情報」に記載するとおりである。ロイズ・バンキング・グループの最高経営

意思決定機関であるロイズ・バンキング・グループのエグゼクティブ・コミッティーは、業績を評価し、資

源を配分するに当たって、これらのセグメント（ロイズ・バンキング・グループの組織と管理構造を反映し

たもの）別のロイズ・バンキング・グループ内部の報告を調査している。この報告は、基礎ベースの報告で

ある。IFRS 8「事業セグメント」は、ロイズ・バンキング・グループが、最高経営意思決定機関によって調

査され、かつグループの法定税引前利益の測定に用いられる測定原則と最も一致しているベースによってセ

グメント別税引前利益を表示するよう求めている。そのためロイズ・バンキング・グループは、IFRS 8に準

拠してセグメント別の基礎ベースの税引前利益を表示している。下記の表は、ロイズ・バンキング・グルー

プの各事業部門の過去３年間の業績とその総額を表示している。

（単位：百万ポンド）

2014年
2013年

1

リテール 3,228 3,015

コマーシャル・バンキング 2,206 1,890

コンシューマー・ファイナンス 1,010 965

保険 922 1,088

TSB 458 106

その他 (68) (898)

税引前利益（基礎ベース） 7,756 6,166

１　修正再表示済み。

セグメントの業績および実績値について詳しくは、下記「７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況の分析」を参照のこと。

ロイズ・バンキング・グループ要約連結財務データ

2014年 2013年
2012年

2
2011年

2
2010年

2

12月31日に終了した年度の損益計算書

データ（百万ポンド）

保険金控除後の収益合計 16,399 18,478 20,517 20,802 24,868

営業費用 (13,885) (15,322) (15,974) (13,259) (16,455)

トレーディング収益純額 2,514 3,156 4,543 7,543 8,413

減損 (752) (2,741) (5,149) (8,094) (10,952)

税引前利益（損失） 1,762 415 (606) (551) (2,904)

当期利益（損失） 1,499 (802) (1,387) (554) (2,613)

株主に帰属する利益（損失） 1,125 (838) (1,471) (627) (2,675)

当年度配当合計
3

535 － － － －
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2014年

12月31日

2013年

12月31日

2012年

12月31日

2011年

12月31日

2010年

12月31日

貸借対照表データ（百万ポンド）

株式資本 7,146 7,145 7,042 6,881 6,815

株主資本 43,335 38,989 41,896 45,506 43,018

その他持分証券 5,355 － － － －

顧客預金
1

447,067 439,467 426,216 413,906 393,633

劣後債券 26,042 32,312 34,092 35,089 36,232

顧客に対する貸付金及び前渡金
1

482,704 492,952 516,764 565,638 592,597

資産合計
1

854,896 842,380 933,064 970,609 992,269

2014年 2013年 2012年 2011年 2010年

株式に関する情報

普通株式１株当たり基礎的利益（損失）

（ペンス） 1.7p (1.2)p (2.1)p (0.9)p (4.0)p

希薄化後普通株式１株当たり利益（損

失）

（ペンス） 1.6p (1.2)p (2.1)p (0.9)p (4.0)p

普通株式１株当たり純資産（ペンス） 61p 55p 60p 66p 63p

普通株式１株当たり配当額（ペンス）
3

0.75p － － － －

１株当たりセント同等
3, 4

1.16c － － － －

普通株式１株当たり市場価格（年度末）

（ペンス） 75.8p 78.9p 47.9p 25.9p 65.7p

株主数（千名） 2,626 2,681 2,733 2,770 2,798

発行済普通株式数（百万株）
5

71,374 71,368 70,343 68,727 68,074

2014年 2013年 2012年 2011年 2010年

財務比率(％)
6

配当性向
7

45.1 － － － －

税引後平均株主資本利益率 2.9 (2.0) (3.3) (1.4) (6.0)

税引後平均資産利益率 0.17 (0.09) (0.14) (0.06) (0.26)

平均株主資本平均資産比率 4.7 4.7 4.6 4.5 4.4

収益費用比率
8

84.7 82.9 77.9 63.7 66.2

2014年

12月31日

2013年

12月31日

2012年

12月31日

2011年

12月31日

2010年

12月31日

資本比率(％)
9, 10, 11

総資本 22.0 20.8 17.3 15.6 14.5

Tier１資本 16.5 14.5 13.8 12.5 11.0

コアTier１資本 12.8 14.0 12.0 10.8 9.6

１　修正済み。

２　2013年には、必要に応じてIAS 19（改定後）およびIFRS 10に関連する修正再表示を行った。

３　年間配当には、中間配当と最終配当の支払いが計上されている。該当年度の配当合計は、該当年度中に支払われた中間配

当、および翌年度に支払われ計上される最終配当を表す。
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４　米ドルへの換算には、2015年２月27日の正午の買いレートを用いた。

５　ロイズ・バンク・ファウンデーションが所有する議決権制限付き普通株式を除く数字。

６　平均値は、ロイズ・バンキング・グループの連結財務データから月次ベースで算出した。

７　各年の配当金総額を、普通株主に帰属する利益で除したもの。

８　収益費用比率は、収益合計（保険金の控除後）に対する営業費用合計の比率として計算される。

９　2012年以前の自己資本比率については、2013年のIAS 19（改定後）の適用を反映する修正再表示は行わなかった。

10　2013年以前の自己資本比率は、PRAにより施行されている修正されたバーゼル IIの枠組みに従っている。

11　2014年度の自己資本比率は、2014年１月１日にPRAにより施行されたCRD IV規則に従っている。

詳しくは、下記「７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。

２【生産、受注および販売の状況】

上記「１　業績等の概要」を参照のこと。

詳しくは、下記「７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。

３【対処すべき課題】

競争環境

ロイズ・バンキング・グループは、英国を中心に、海外も含めた個人と法人の顧客に対して金融サービス

を提供している。主な事業は、リテール業務、商業向けおよび法人向けの銀行業務、損害保険、ならびに生

命保険、年金保険および投資商品の提供である。

リテール・バンキング市場において、ロイズ・バンキング・グループは、その他の銀行、住宅金融組合、

大手小売業者、およびインターネット型販売業者と競合している。住宅ローン市場におけるロイズ・バンキ

ング・グループの競争相手としては、在来の銀行、住宅金融組合、および住宅ローンの専門業者等がある。

ロイズ・バンキング・グループは、コマーシャル・バンキング市場においては英国および外国の金融機関

と、また英国の保険市場においてはバンカシュアランス会社、生命保険会社および損害保険会社と競合して

いる。

英国の金融サービス市場とロイズ・バンキング・グループが事業を展開しているその他の市場では、競争

が激しく、経営陣は、従来とは異なる競合企業を含む競合企業の動向、消費者の需要、デジタル・バンキン

グの成長などの技術革新、規制措置およびその他の要因に伴い、従来からの競争が継続しまたは激化すると

予想している。

詳細は下記「４　事業等のリスク　－　事業リスクおよび景気変動リスク　－　ロイズ・バンキング・グ

ループは、競争が激しい環境で事業を展開しており、競争に関する監視も厳格化しているので、ロイズ・バ

ンキング・グループの業績は、競争圧力に対し、経営陣が有効な対応をとることができるか否かによって左

右される。」を参照のこと。

規制

FCAの規制アプローチ

FCAは、2012年金融サービス法に従って、その管轄する市場が十分に機能することを保証するという戦略的

役割を担う。この役割を支えるために、FCAには、消費者の適切な程度の保護、英国の金融システムの健全性

の保護および強化、ならびに、消費者の利益となる効果的競争の促進という、３つの業務目的が課されてい

る。

FCAハンドブックには、多種多様な業務遂行に関する問題について、高水準の事業原則と詳細な業務遂行基

準および報告基準等の金融機関が遵守すべき規則とガイダンスが定められている。

PRAの規制アプローチ
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PRAには、2012年金融サービス法により、監督対象事業者の安全および健全性の促進と、保険会社に関し

て、保険契約者が適切な程度に確実に保護されることへの寄与という、２つの法定の目的が課されている。

PRAの規制および監督のアプローチには、判断に基づくアプローチ、先を見通したアプローチおよび焦点を

絞ったアプローチの採用という３つの主な特徴が組み込まれる。

PRAは、中でも特に自己資本比率および流動性に関連する規制およびガイダンスを含む、かつてのFSAハン

ドブックが担っていた健全性の側面を概ね継承している。また、PRAが認可した事業者のみに対してPRAハン

ドブックに代わって適用されるPRAルールブックの策定も進められている。

規制体制に影響を及ぼすその他の機関

イングランド銀行および英財務省

金融市場の安定化に関する協力の枠組み合意は、英財務省、FCA（従来のFSA）およびイングランド銀行

（現在ではPRAも含まれる。）（以下、これらを総称して「三者当局」と総称する。）により共同発表された

覚書に詳しく記載されている。イングランド銀行は、（i）通貨システムの安定性を確保すること、（ii）特

に英国および海外の決済システムを中心に、金融システムのインフラストラクチャーを監督すること、なら

びに（iii）通貨安定化機能を通じ、金融システム全体を継続的に広く監視すること等を含め、金融安定化に

関し、具体的な責任を負っている。PRAはその全体がイングランド銀行内に設けられている。三者当局は、金

融市場の安定化を達成するために協力する。

英金融オンブズマン・サービス（以下「FOS」という。）

FOSは、顧客が規制対象企業の対応に満足できない場合に生じる紛争を解決することを目的として、自由か

つ独立の立場で消費者にサービスを提供する。FOSは、適格者のために、英国において（または英国から）提

供されるほとんどすべての金融商品およびサービスに関する紛争の解決を行う。FOSの管轄権は、消費者信用

法（以下「CCA」という。）の下で業務を行う企業にも及ぶ。FOSは、関連する規則と法令を配慮するが、そ

の基本原則は、公正妥当の観点から事案を解決することであり、この意味では、FOSはいかなる法律によって

も、また自らの先例によっても拘束されない。FOSが下す決定は、規制対象企業に対して法的拘束力を有す

る。

金融サービス補償機構（以下「FSCS」という。）

FSCSは、2000年金融サービス市場法（以下「FSMA」という。）の下で設立されたもので、認定金融サービ

ス会社の顧客のラスト・リゾートとしての役割を担う英国の法定基金である。ロイズ・バンキング・グルー

プの企業も、顧客に対する義務を履行できない状況に陥った銀行およびその他の認定金融サービス会社に関

連する補償スキームに資金を拠出する責任を負っている。顧客の請求に対し、企業が支払えない場合や、支

払うことができないと思われる場合、FSCSは、顧客に対し、補償金を支払うことができる。FSCSは、ロイ

ズ・バンキング・グループの会社を含め、PRAおよびFCAによって認可された企業から受領する賦課金を基金

として積み立てている。

貸付基準理事会

貸付基準理事会（旧貸付行為規定基準理事会）は、所得が１百万ポンド未満の顧客、零細企業および慈善

団体への一定の貸付に関連して2009年11月１日に施行された任意の貸付行為規定（直近では2014年10月に改

定）の遵守を監視・強制する責任を負っている。

英国競争・市場当局（以下「CMA」という。）
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2014年４月１日より、従前は英国公正取引庁（以下「OFT」という。）および競争委員会により担われてい

た公正取引機能は、FCA内部の新組織であるCMAに移管されている。CMAの規制と執行の権限は、さまざまな形

で銀行業界に影響を及ぼしており、それには、競争法の下における多くの犯罪行為を捜査し、起訴する権限

も含まれる。また、CMAは現在、1999年消費者契約における不公正条項規制に基づく主要な執行機関でもあ

る。

英国情報コミッショナー事務局

英国情報コミッショナー事務局は、1998年情報保護法の実施状況を監督する責任を負っている。同法の規

制対象のひとつとして、特に個人顧客情報の保管と利用に関する規制がある。2000年情報公開法（以下

「FOIA」という。）では、請求の正当性を示す必要もなく、誰でも「公的機関」によってまたは「公的機

関」に代わって保有されている情報を入手できる一定のスキームが規定されている。ただし、FOIAに明記さ

れた特定の例外が適用される場合には、公的機関は、情報を公開する必要はない。

独立銀行委員会（以下「ICB」という。）

政府は、銀行システムの改革ならびに安定性および競争促進のために取り得る措置を検討するための、ICB

を任命した。ICBは、2011年９月12日付の最終報告書において、銀行の投資銀行業務とリテール業務を分離す

る必要があるとの提言を行ったほか、欧州資本要求指令IVの現行の草案に基づき必要とされる資本要件に上

乗せする要件も提言した。さらに、このICBの最終報告書は、英国の銀行市場の競争力に関する提案も行って

おり、新FCAの競争に関連する権限を強化すること、2013年９月までに業界全体にわたる新規移行ソリュー

ションを導入すること、および透明性を向上することなどが含まれている。最終報告書公表後はその権限を

満了していたICBには、提言する権限しかなく、これを受け入れるか、拒否するかは、政府の選択であった。

ICBは、ロイズ・バンキング・グループによるリテール銀行業務の処分（以下「プロジェクト・ヴェルデ」

という。）に関しても、具体的な提案を行った。すなわち、英国の銀行市場で強い挑戦者を生み出すため、

事業の売却によって生まれる法人が、個人向け当座預金（以下「PCA」という。）市場で少なくとも６％の

シェアを持つ、またはこれを達成できる能力を有し（ただし、ロイズ・バンキング・グループから買収した

当座預金だけに頼る必要はない。）、かつ資金調達において、少なくとも同業他社と同程度の力を持つ必要

がある、というものである。売却された事業体がPCAの市場でいつまでに６％のマーケット・シェアを達成す

るのかに関し、ICBは明確な期限を指定してはいない。しかし、もし2015年までに、ロイズ・バンキング・グ

ループによる事業の売却によって「力強くかつ効果的な挑戦者」が現れない場合、市場競争を担当する当局

が市場調査の実施について、慎重に検討するべきだと提案している。ICBは、ロイズ・バンキング・グループ

が欧州委員会と合意したプロジェクト・ヴェルデによる事業売却の規模を拡大すべきであると明示的に提案

していないが、ロイズ・バンキング・グループによる事業の売却規模を「大幅に拡大する」ことにより、政

府が、市場の集中緩和よりも、力のある新しい挑戦者の出現を優先するよう提案している。政府は、売却が

商業上の問題であること、および、政府としては拡大をもたらすために株主としての政府の立場を利用する

意思がないことを言明した。

政府は、2011年12月19日にICBの提案に対する回答を明らかにし、2012年６月に公式報告書（ホワイト・

ペーパー）を公表した。政府は、分離規定適用対象の事業体に対する納税者の黙示的な保証の排除を目指し

た、自己資本、流動性、およびマクロとミクロ両面の健全性に対する効果的な監督を含め、広範囲にわたる

規制の枠組みの一環としてのリテール・バンキング業務の分離に関するICBの提案を承認した。公式報告書

（ホワイト・ペーパー）は、分離規定適用対象の銀行に幅広い顧客、商品、および地域を残すことを認める

可能性を示唆しており、導入期限として2019年を提案している。ここに至って、英国政府は、銀行が適度の

損失吸収能力を備えているよう、別途破綻処理バッファーを課す権限を当局に供与する必要があるとは最早
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考えていない。ロイズ・バンキング・グループは、経済の成長に対する影響を最小限に止め、要求される構

造的変化を実現するために、移行期間については柔軟な対応が重要であると考えている。

ICBは、損失または金融危機が発生した場合、その影響を吸収するため、分離規定適用銀行は、普通株式自

己資本比率を10％以上、主要な損失吸収能力を17％以上とするべきであると提案している。

2013年12月18日、銀行改革法が可決された。同法は、ICBと銀行規制議員内委員会（以下「PCBS」とい

う。）の提案を実施する法律である。特に、同法にはICBが提案した分離措置が含まれており、銀行の損失吸

収能力を高めるためにベイルインの手段の導入に踏み込んでいる。さらに、銀行改革法は、シニア・パーソ

ンズ・レジームと、金融機関の破たんを引き起こす意思決定に関連する幹部経営者の新たな罰則（罰金を伴

う７年以下の懲役を科すことができる。）の導入を通じて、銀行内部の最も重要な責任に関する説明責任の

確保も促進しようとしている。

競争規制

ロイズ・バンキング・グループは、多数の競争に関する市場調査を実施している競争の規制者と協力して

いる。

銀行改革法は、FCAに2015年４月以降の競争法の権限を与えている。新しい競争目的を得たFCAは、金融

サービス市場を見渡し、競争が消費者の最善の利益となるように有効的に作用しているかどうかを評価する

作業プログラムを発表した。当プログラムは特に、現金貯蓄、クレジットカード、損害保険、年金、ホール

セール・セクターに注目している。2015年の当プログラムは、助言に基づかない投資および補償商品の販売

に関する市場調査、保険におけるビッグデータの利用、退職商品および販売実務、ならびに住宅ローンおよ

び資産管理に言及している。当プログラムでは、現行の口座乗換えサービスおよび口座番号ポータビリティ

の費用便益の調査も実施した。CMAは、2014年４月に英国公正取引庁および競争委員会に代わり設立され、

2014年11月に個人向け銀行業務および中小企業向け銀行業務の競争調査の第二段階に着手した。FCAの管轄下

に設置された新しい支払システム規制当局（以下「PSR」という。）は、英国の支払いシステムに関して現在

運営が開始されている。PSRの法定目的は、効果的な競争と変革を促進し、また利用者および潜在的な利用者

を考慮し、利用者および潜在的な利用者の利益を促進し、利用者および潜在的な利用者に適した支払いシス

テムを運用・開発することである。PSRは同時に競争法の権限も有する。その一般的な機能を果たして、PSR

は特に英国の金融システムの信頼の重要性と安定性を考慮しなければならない。英国の支払規制当局は指定

された支払スキームのすべてについて手数料を設定することができる。PSRは、支払システムの間接アクセス

およびインフラ整備に関する市場調査を実施している。2014年３月１日から、PRAは銀行改革法に基づき、二

次的な目的を持ち、（これまでは合理的には可能であった）効果的競争を促すような方法で行動する。

英国政府は引き続き競争に関心を持っており、CMAに対する2014年から2017年の戦略的省令助言を発表し

た。戦略的助言では、「CMAは、競争の強化がより速い成長に貢献する特定のセクター（例えば、知識集約型

セクター、金融サービス、およびエネルギーなどのインフラセクター）を評価すべきであり、必要に応じて

担当当局と協力すべきである」と述べられている。

この新しい規制体制により、将来的に英国政府および規制当局の監視が厳格化し、（プロジェクト・ヴェ

ルデの売却および新しい口座乗換えサービスなど、これまでに発表された展開に加え）強制的な商品・サー

ビスの開発および支払システムの変更から大幅な構造的変更にまでわたる、競争刺激のための提案または改

善策に結び付く可能性がある。このような競争の監視の強化が、ロイズ・バンキング・グループの業務、財

政状態または事業に著しい影響を及ぼすことがあり得る。

詳細は、下記「４．事業上のリスク等　－　規制上および法務上のリスク　－　ロイズ・バンキング・グ

ループの事業は重要な規則の適用、ならびに当局から規制上および行政上の監督を受けている。規制上の不

利な展開はロイズ・バンキング・グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響を及ぼす

おそれがある。」、および上記「規制体制に影響を及ぼすその他の機関」を参照のこと。
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EUの規制

エルッキ・リーカネン氏が議長を務める高度専門家グループ（以下「リーカネン報告」という。）は、一

般国民、経済、EU域内市場のニーズに応える安定的かつ効率的な銀行システムを確立するため、EU銀行セク

ターの構造改革の必要性および適宜関連する提案を行う必要性の有無を検討した。高度専門家グループは、

2012年10月２日にEUコミッショナーに提言を示した。専門家グループは、EU、銀行監督に関するバーゼル委

員会（以下「バーゼル委員会」という。）、加盟国政府が制定済または提案済の一連の規制改革を拡充し補

完する５つの対策を提言した。第一の提言は、分離予定の業務が当該銀行の事業の重要な部分を占める場

合、自己勘定取引およびその他の重要なトレーディング業務は、別法人に割り当てるべきである、というも

のである。その結果、基準値以上のトレーディング業務は独立採算ベースで実行され、当該の預金取扱銀行

から分離される。その他の対策は、銀行が効果的かつ現実的な再建・破綻処理計画を立案し維持する必要性

の強調、指定のベイルアウト（外部からの救済）手段の利用支援、最低自己資本基準の決定時におけるより

厳格なウェイトの適用、既存のコーポレート・ガバナンス改革の拡充（取締役会および経営陣の強化、リス

ク管理機能の推進、銀行経営陣および従業員の報酬抑制、リスク開示の改善、制裁権限の強化等）である。

2014年１月17日、欧州委員会は、リーカネン報告に基づいてEU域内の銀行業務の構造改革のための提案を

行う意向を確認するプレス・リリースを公表した。改革の目的は、金融セクター全体をより強固で抵抗力の

強いものにすること、起こり得る銀行の破綻の影響を低下させること、および、金融セクターが実体経済に

とって役に立つものとなることを確保することである。こうした目的を達成するために、改革においては、

銀行が「大きすぎて潰せないもの（トゥー・ビッグ・トゥー・フェイル）」であるという観念の解消を目指

すことが予定されている。

金融サービス行動計画に基づき導入された指令は、英国にも適用される。ただし、これらの指令は、欧州

連合が定期的な見直しを行っているため、今後変更される可能性がある。ロイズ・バンキング・グループ

は、引き続きこれらの政策の進展を注視し、指令の起案に対して専門家としての意見を進言し、事業への影

響の可能性を評価していく。

2014年１月１日より発効している資本要求指令および資本要件規則（以下「CRD IV」という。）はEUにお

けるバーゼルIII（下記「４　事業等のリスク　－　規制上および法務上のリスク　－　ロイズ・バンキン

グ・グループは、不確実でかつ急速に展開している健全性に関連する国際的な規制環境のリスクに直面して

いる。」に定義される。）合意を実施するものであり、銀行に適用される健全性規制の体制の重要な変更を

導入した（最低自己資本比率の引上げ、資本の定義とリスク加重資産の計算の変更、ならびに、レバレッ

ジ、流動性および資金調達に関連する新たな基準の導入が含まれる。）。CRD IVはコーポレート・ガバナン

ス（報酬を含む。）に関する規則にも変更を加え、自己資金、大規模なエクスポージャーおよび金融情報な

どの分野について監督当局に報告しなければならない情報を規定する標準化されたEUの法定報告要件も導入

している。

米国の規制

米国において、ロイズ・バンクはニューヨーク市に支店を構えており、ニューヨーク州金融サービス局の

認可を取得し、その規制と検査を受けている。バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーは、ニュー

ヨークに州の認可を受けた支店、および、シカゴとヒューストンに駐在員事務所を構えている。ロイズ・バ

ンクおよびバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーの支店および駐在員事務所は、それぞれの業務に

関し、連邦および州の監督と規制を広範な形で受けている。

それぞれの米国の支店の認可当局は、状況次第では、認可先の事務所が所在する州内にあるロイズ・バン

クおよびバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーの事業と資産を接収できる権限を有する。ここでい

う状況とは、一般的に、法規違反、危険な商慣習、および支払不能を指す。
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米国に支店および駐在員事務所があることから、当行持株会社および米国で営業または業務を行っている

その子会社は、連邦準備制度理事会の監督を受ける。

当行持株会社、ロイズ・バンク、HBOSピーエルシーおよびバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー

はそれぞれ、米国の1978年国際銀行法の規定に従い、米国の1956年銀行持株会社法（以下「BHC法」とい

う。）の意味における銀行持株会社として扱われており、BHC法上の金融持株会社として扱われることを選択

している。

金融持株会社は、あらゆる種類の有価証券の引受けやディーリング業務を含め、金融持株会社としての業

態を維持していない銀行持株会社に認められている範囲よりも広い範囲の金融業務や関連業務に従事でき

る。連邦準備制度理事会の規制上、金融持株会社としての業態を維持するには、当行持株会社、ロイズ・バ

ンク、HBOSピーエルシー、およびバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーは、所定の自己資本比率を

満たし、「経営状態が良好」と認められる必要がある。ロイズ・バンキング・グループの米国における直接

的および間接的な業務ならびに投資は、連邦準備制度理事会が定めるところの「本源的金融業務」または金

融業務に「付随する業務」もしくは「補完的業務」に限定されている。ロイズ・バンキング・グループは、

米国の銀行または銀行持株会社の如何なる種類の議決権付株式でも、５％を超えるかかる株式の所有権もし

くは支配権を直接的または間接的に取得する前に、連邦準備制度理事会の事前承認を受ける必要もある。

ロイズ・バンキング・グループの米国証券会社であるロイズ・セキュリティズ・インクは、その販売方

法、取引実務、顧客の資金および有価証券の保護預かりの使用、資本構成、記録保持、顧客の購入に対する

資金供給、ならびに取締役・役員・従業員の行為を含め、証券業務について米国証券取引委員会および金融

取引業規制機構の規制と監督を受けている。

近年、金融機関に関する米国政府の政策は、資金洗浄対策とテロ資金対策、米国の経済制裁の遵守を実施

させる点に重点を置き、これらの分野で違反すると、法律上および風評上深刻な結果を招く。ロイズ・バン

キング・グループにとって、イラン、シリア、キューバ、スーダンなど、米国務省が現在テロ支援国家に指

定している特定国にいる取引相手との取引の規模は、過去においても、現時点においても、限られている。

ロイズ・バンキング・グループは、過去の取引実績から発生したこれらの国々にかかるエクスポージャーに

ついて、その残高を引き続き圧縮している。これに基づき、ロイズ・バンキング・グループは、法律、コン

プライアンス、および風評上の問題がない、ごく限られた状況においてのみ、これらの地域における新規取

引に関与することにしている。

ロイズ・バンキング・グループは、2014年12月31日現在、テロ支援国家として指定された諸国に関する取

引は、グループ全体の取引の中で重要な位置を占めてはいないと判断している。

見積もりによると、そのような諸国に関連するロイズ・バンキング・グループのビジネスは、グループ全

体の資産の0.01％にも満たず、2014年12月31日に終了した12ヵ月間で見た場合、そのような諸国に関連する

すべての取引による収益は、保険金控除後の総収益の0.001％未満と思われる。この情報は、ロイズ・バンキ

ング・グループ内の様々な情報源から集めたものである。例えば、関連する事業部から手作業で集めた情報

などあり、必然的にある程度の見積りと判断を伴う。

ドッド・フランク法

2010年７月、米国は、ドッド・フランク・ウォール街改革・消費者保護法（以下「ドッド・フランク法」

という。）を制定した。この法律は、米国の金融規制のほとんどすべての領域に及ぶ大幅な規制改革の広範

な枠組みを定めている。ドッド・フランク法は、システミック・リスクの監督、銀行資本基準、経営不振に

陥ったシステム上重要な米国の金融機関の破綻処理、店頭デリバティブ、ならびに銀行が自己勘定取引に従

事する能力および一定の未公開株式ファンドやヘッジファンドに投資し、そのスポンサーとなる能力の制限

（所謂「ボルカー・ルール」）、資産証券化業務、ならびに有価証券市場の行動および監督を定めている。

米国規制当局は、詳細な規則制定によりドッド・フランク法の多くの条文を実行に移している。必要な規則
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および規制の大半は現在制定されているが、提案中の法案やまだ提案されていない法案もまだ多数あり、そ

れらの実体および影響は、最終的な規則が発表されるまで、完全には不明である。

ドッド・フランク法の下では、スワップ・ディーラーや主要なスワップ取引参加者にあたる企業は、米国

商品先物取引委員会（以下「CFTC」という」。）に、証券派生スワップ・ディーラーまたは同スワップ取引

の主要な参加者にあたる企業は、SECに登録する必要が生じる。CFTCは、スワップ・ディーラーや主要なス

ワップ取引参加者に関する登録規制を制定したが、SECはまだ証券派生スワップ・ディーラーおよび同スワッ

プ取引の主要な参加者に関する登録規則を確定していない。当行は2013年にスワップ・ディーラーとして仮

登録したので、そのスワップ業務（中でも特に、リスク管理実務、売買の文書の作成および報告、事業遂行

および記録保存が含まれる。）に関してはCFTCおよび全米先物協会の規制および監督に服する。

当行のニューヨーク支店は、ドッド・フランク法のスワップ「プッシュ・アウト」条項の適用を受ける。

同条項に基づき、ロイズ・バンキング・グループが施行規則に従ってそのデリバティブ業務を行っているこ

とを確保するための監視が要求される。2014年12月、ドッド・フランク法のスワップ「プッシュ・アウト」

条項が改訂され、対象預金機関に分離する必要があるスワップ取引が少なくなった。

さらに、ドッド・フランク法は、上場有価証券の発行体（ロイズ・バンキング・グループのような外国の

民間の発行体が含まれる場合もある。）に対して、会計書類を修正再表示する場合には過去に付与した従業

員報酬を回収させる「クローバック」規定の設定を指導するよう、SECに求めている。ドッド・フランク法

は、ブローカー業務、ディーラー業務、および投資助言業務を行う事業者に新たな受託者基準を課すことが

できる規則制定の裁量権限をSECに付与する一方で、証券法、1934年証券取引法、および1940年投資顧問法の

不正行為防止条項違反に関するSECまたは米国の起訴案件に対する米国裁判所の治外法権を拡大している。

2013年12月、米国規制当局はボルカー・ルールを施行する最終的規則を採択した。BHC法の適用を受ける外

国の銀行組織（当行持株会社、当行、HBOSピーエルシーおよびバンク・オブ・スコットランド・ピーエル

シーなど）を含む銀行業者は、この最終的規則の適用を受ける。この最終的規則は、自己勘定の売買業務、

ヘッジファンドおよび未公開株式ファンドの業務に対する制限、ならびに、列挙されたその他の特定の投資

制限を遵守することを銀行業者に要求しているが、当該制限の域外適用を実質的に制限する多数の適用除外

および免除も存在する。一部の外国銀行業者は、米国との間の所定の結びつきがない売買について、当該外

国銀行業者が免除のための様々な条件を遵守することを条件に米国外からの自己勘定売買に従事することを

許可される。最終的規則の下では、米国外で組織されて主に米国外で公募される一部の個人向け投資ファン

ド、および、米国非居住者のために米国外で組織されて運営される一部の退職年金ファンドへの投資を行う

こと、およびそのスポンサーとなることは、原則として許容される。一部の外国銀行業者（外国銀行業者の

米国内の支店、代理店または子会社、および、当該の米国内の支店、代理店または子会社に支配されている

米国外の関係会社を除く。）も、米国内でのまたは米国居住者に対する所有持分の募集または販売が行われ

ず、またその他の条件に従う一部のファンドについては、投資を行うことおよびそのスポンサーとなること

が許容される。最終的規則は、銀行業者に重大なコンプライアンスおよび報告義務を課している。2015年７

月21日までに、銀行業者はその活動および投資をボルカー・ルールに適合させなければならない。しかし、

2014年12月18日、連邦準備制度理事会は、2013年12月31日以前に実施された特定のカバードファンドおよび

海外ファンドへの投資および関係に関して、ボルカー・ルールの適合期間を2016年７月21日まで延期する命

令を発表した。

2014年２月、ドッド・フランク法のシステミック・リスク規制に関する条文に従い、米国準備制度理事会

は、ロイズ・バンキング・グループを含め、大手外国銀行組織の米国事業に拡充した健全性基準を適用する

最終的規則を採択した。米国準備制度理事会の最終的規則の下では、多くの大手外国銀行組織が、米国内の

自行組織で最上位に位置する別資本の中間持株会社（以下「IHC」という。）を設立し、自行の米国支店、代

理店および所定の種類の子会社を除くすべての米国の銀行子会社とノンバンク子会社をIHCに保有させること

を要求される。ただしこの要件は、米国支店および代理店が保有する資産を除き、合算した米国資産が50十
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億米ドル未満の大手外国銀行組織には適用されない。ロイズ・バンキング・グループは、IHCを設立する要件

がロイズ・バンキング・グループには適用されないと予想している。加えて、最終的規則の下では、2016年

７月１日から、ロイズ・バンキング・グループのようにグローバルな連結資産合計が50十億米ドル以上の外

国銀行組織の米国支店および代理店は、流動性の本国資金認証、および特定の状況下では資産維持要件の対

象となる。かかる外国銀行組織は、2016年７月１日現在で米国リスク委員会を設置していなければならな

い。ただし、単一の取引相手に対する与信制限および途中償還に関する最終的規則は、現在のところ制定さ

れていない。一部の施行規則の最終的な詳細、影響、および施行時期は不明であるものの、ドッド・フラン

ク法、関連規則および関連する規制によって、追加費用が発生する他、ロイズ・バンキング・グループの業

務遂行方法に一定の制限や制約が課せられることになる。

４【事業等のリスク】

以下、ロイズ・バンキング・グループおよび当行の将来の業績に影響を及ぼし、重要な点において予測さ

れる結果と業績との相違を生じさせる可能性のある、特定のリスク要因を記載する。以下に述べる要因は、

ロイズ・バンキング・グループおよび当行の事業が直面するすべての潜在的リスクおよび不確実性の完全か

つ包括的な記述とみなされるべきものではない。当行は、以下において「ロイズ・バンキング・グループ」

に当てはまることが明記されているリスクが当行にも当てはまるものであることを確認する。これらの要因

はすべて、発生することも発生しないこともあり得る偶発事象であり、当行は、かかる偶発事象のいずれが

発生する可能性についても意見を表明する立場にない。

本項に含まれている将来に関する記述は、本書提出日現在の当行の考え、見通し、目的、予想および見積

りに基づいている。

信用関連のリスク

ロイズ・バンキング・グループの事業は、借り手およびカウンターパーティの信用の質に起因する固有の

リスクを負っており、このリスクは、ロイズ・バンキング・グループの貸借対照表における資産の回収可能

性と価値に影響を与えているが、今後も引き続き影響を与えることが予想される。

ロイズ・バンキング・グループは、多くの異なる商品、カウンターパーティおよび債務者に対するエクス

ポージャー（貸付金、未引出、デリバティブ、株式または偶発債務）を抱えており、そのようなエクスポー

ジャーの信用の質は、ロイズ・バンキング・グループの利益に重大な影響を与える可能性がある。信用リス

クのエクスポージャーは、主にリテール、コンシューマー・ファイナンスおよびラン・オフ部門ならびに中

小企業において発生する場合は「リテール」に、また、主にコマーシャル・バンキングおよびラン・オフ部

門において発生する場合は「法人」（中規模大規模の法人、銀行、金融機関および公的部門を含む。）に分

類される。この分類は、ロイズ・バンキング・グループの貸付および貸付関連業務、ならびに、保険部門に

おける主として投資の保有（貸付資産を含む）および再保険会社に対するエクスポージャーに内在するリス

クを反映している。ロイズ・バンキング・グループの英国内および／または海外の借り手とカウンターパー

ティもしくは担保の信用が質的に悪化した場合、または借り手とカウンターパーティの行動や事業が悪化し

た場合は、ロイズ・バンキング・グループの資産価値が低下するとともに、ロイズ・バンキング・グループ

の償却額と減損損失引当金が大幅に増加する可能性がある。信用リスクは、（英国ならびに／またはロイ

ズ・バンキング・グループが事業を展開しておりおよび展開していない国々の）経済状況の悪化、（ロイ

ズ・バンキング・グループが英国に集中していることに照らし）英国の消費者支出または政府支出の減少、

世界経済の減速、個別カウンターパーティの格付の変化、個別の契約相手方の負債水準およびかかる相手方

が事業を行う経済的環境、失業率の上昇、資産価値の低下、個人や企業の破産件数の増加、企業利益の減

少、金利の変動（および当該変動の時期、幅とペース）、原油価格の変動、為替レートの変動、賃借人の債

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書

 42/546



務不履行の増加、契約上の取決めの解釈または有効性に関するカウンターパーティの異議申立て、政治的、

立法上または規制上の外部要因を含む、ロイズ・バンキング・グループが制御できない様々な要因の影響を

受ける。近年、世界的経済危機の影響により、循環的に不良債権の処理費用が発生している。信用リスクに

影響を及ぼし得るファクターは、以上のほかにも、例えば、詐欺、自然災害、洪水および戦争など多数あ

る。

ロイズ・バンキング・グループは、英国だけでなく、欧米を含む外国にも信用エクスポージャーを持って

いる。それらは、特に、商業不動産貸付であるが、その中の相当部分は、英国およびアイルランド共和国の

二次的および三次的な非優良資産によって担保されている。また、ロイズ・バンキング・グループは、循環

的に業績が低迷するセクター（レバレッジ・レンディング、航空、海運、小売等）、および状況が悪化して

いる一部地域のマーケット（アイルランド共和国など）の特定の個別のカウンターパーティに対し、著しい

エクスポージャーを持っている。リテール顧客のポートフォリオ（リテール・コンシューマー・ファイナン

スおよび売却事業を含む）は、今後も、経済環境に強くリンクしているままであり、住宅価格の下落、失業

の増加、顧客の過剰債務、金利の上昇などが、担保付および無担保のリテール信用エクスポージャーに影響

を与え得るファクターである。

近年、ユーロ圏の不安定性（経済が低迷するリスク、ユーロ圏の加入国の離脱リスク（ギリシャを想定）

を含む。）、資本市場の状況悪化、世界経済の減速、それぞれの国の政府が導入した対策などの多数の要因

により、家計の可処分所得と企業の利益は減少しており、今後さらに減少するおそれがある。このように不

安定な状態はまた、顧客がその義務を履行する能力にマイナスに影響し、その結果、ロイズ・バンキング・

グループの信用度が悪化するおそれがある。ユーロ圏を巡る政治状況または不確実性、あるいは英国政府お

よびユーロ圏の緊縮政策ならびに公的支出削減により、英国もしくはユーロ圏の景気後退が長引いたり、経

済の回復が遅れたりした場合、それが、カウンターパーティの信用度のさらなる低下につながり、その結

果、ロイズ・バンキング・グループの貸付およびデリバティブ・ポートフォリオにおいて減損費用が増加す

るか公正価値が減少する可能性がある。ユーロ圏の景気低迷の長期化、またはギリシャなどユーロ圏の加盟

国の離脱リスクの可能性は、英国経済の回復にも影響を及ぼす。英国とユーロ圏の経済的なおよび金融上の

結び付きが広範囲に及んでいることを考慮すると、このことはロイズ・バンキング・グループの経営成績に

も影響を及ぼすおそれがある。ロイズ・バンキング・グループは、ユーロ圏諸国に多額の直接的・間接的エ

クスポージャーを持つ可能性のある中小企業、企業、金融機関および有価証券に対し、信用エクスポー

ジャーを持っている。これらの国々のソブリン債務のデフォルトおよびその結果生じる他のユーロ圏諸国へ

の影響（一部の国がユーロ圏を離脱する可能性も含まれる。）が、ロイズ・バンキング・グループの事業に

重大な悪影響を及ぼすことがあり得る。

現在は、低金利が顧客の返済能力を向上させているため、デフォルト率は部分的に緩和しているが、金利

が上昇に転じれば、再びデフォルト率が上昇するリスクが残っている。金利引き上げの時期、幅とペース

が、イングランド銀行による金利の引き上げの時期とペースに対する期待と共に主要なリスク要因である。

新規の貸付を行うかどうかは、それぞれの顧客の返済能力に関するロイズ・バンキング・グループの審査

次第であるが、ロイズ・バンキング・グループが借入人の信用度または返済意欲を正しく査定できなかった

場合のリスクというものもある。例えば、借入人が不完全または不正確な情報開示を行ったことに起因する

リスクのほか、カウンターパーティに対する貸付の本当のリスクを見積もるための評価モデルを作成する際

に内在する不確実性というリスクなどである。

ロイズ・バンキング・グループは、そのクレジット・エクスポージャー特有のクレジット・リスクおよび

潜在的な信用損失に備えるため、引当金を見積り、計上している。このプロセスは、ロイズ・バンキング・

グループの決算および財務状況にとって決定的に重要であり、マクロ経済の状況が借入人のローン返済能力

をどのように悪化させる可能性があるのかに関する予測を含む、困難で主観的かつ複雑な判断が求められ
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る。そのような判断が求められる場合には、ロイズ・バンキング・グループが関連性のあるファクターを特

定できない可能性や、特定した要因による影響を正確に推測できない可能性が常にある。

クレジット・リスクと市場リスクの集中は、ロイズ・バンキング・グループに多額の損失が発生する可能

性を増大させる。

ロイズ・バンキング・グループは、リスクが集中した形のエクスポージャーを抱えている。すなわち、特

に、事業活動が同じような種類の顧客（借り手、金融機関またはセントラル・カウンター・パーティ）、商

品、産業セクターに集中している場合のほか、英国市場など地理的な集中も生じている。

ロイズ・バンキング・グループのセクターごとの集中度は高い。例えば、不動産貸付、不動産関連貸付、

レバレッジ・レンディング、特定の資産担保貸付商品（海運など）、資産担保証券、金融機関が発行した変

動利付債券などである。さらに、信用リスクに対するグローバルなエクスポージャーも大きい。加えて、ロ

イズ・バンキング・グループは英国の住宅ローン市場に対する多額のエクスポージャーを有する。一部の

ポートフォリオ（例えば、不動産貸付、不動産関連貸付、レバレッジ・レンディング、資産担保証券および

金融機関が発行した変動利付債券など）の集中リスクの軽減がある程度前進した一方で、残存する集中を改

善するために必要な水準の売却を達成することに、ロイズ・バンキング・グループは引き続き慎重であり、

困難を予想している。

ロイズ・バンキング・グループは、不動産および不動産関連の多額のエクスポージャー、特に二次的およ

び三次的資産に関連するエクスポージャーを抱えている。すなわち、住宅用または商業用不動産の価格の下

落および／またはテナントの債務不履行の増加に伴い、減損損失が増加する可能性が高く、それがロイズ・

バンキング・グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響を与える可能性がある。

ロイズ・バンキング・グループの法人貸付ポートフォリオにも、大規模・中規模の株式非公開企業に対す

る大口のエクスポージャーが含まれている。近年景気循環の影響を受けてきたセクターにエクスポージャー

が集中していることは、１つの非公開企業や起業家に対して集中させ、かつさまざまな資本構造の企業に対

してエクスポージャーを持つという伝統的な戦略と相まって、ひとつの企業にエクスポージャーが集中した

り（減少しているものの）、リスク資本のエクスポージャーを持つことにつながっている。このようなエク

スポージャーは、取締役会が基本事例として採用した前提条件の下で適切に融資されたものであるが、ダウ

ンサイド・リスクに対しては、依然として脆弱である。

ロイズ・バンキング・グループのアイルランド共和国のポートフォリオの場合には、引当金を手厚く計上

してあるものの、景気後退の影響を受けている商業用不動産セクター（ホテルを含む。）と居住用不動産セ

クターに対するエクスポージャーが大きい。ロイズ・バンキング・グループの海外ポートフォリオも、英国

内と同じく、取引関係の長い少数の顧客に対するエクスポージャーがあるため、このうちの１社が債務不履

行に陥っただけで、ロイズ・バンキング・グループが多額の損失を被るリスクがある。

クレジット・ポートフォリオを処分し、分散させ、または集中リスクを管理する取組みは成功しない可能

性があるほか、クレジット・リスクの集中により、クレジット・ポートフォリオで多額の損失が発生する可

能性が増えるおそれがある。加えて、金融市場の流動性または透明性に混乱が生じた場合、ロイズ・バンキ

ング・グループは、有価証券、貸付またはその他の金融商品や保有ポジションを売却することができなくな

り、あるいは、売却のためのシンジケートを組成することができなくなり、結果として、そのようなポジ

ションへの集中がいっそう高まる可能性がある。有価証券、貸付またはその他の金融商品やポジションの時

価が下落し、ロイズ・バンキング・グループが評価を下方修正する場合には、ロイズ・バンキング・グルー

プはこのような集中により、損失の計上を余儀なくされるおそれがある。さらに、ロイズ・バンキング・グ

ループがポジションを削減できない場合には、当該ポジションに関連した市場リスクとクレジット・リスク

が増加するだけでなく、ロイズ・バンキング・グループの貸借対照表上のリスク加重資産の水準も上昇し、
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自己資本を増やす必要性と資金調達コストの上昇を招き、いずれもロイズ・バンキング・グループの経営成

績、財政状態および業績見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

ロイズ・バンキング・グループは、市場のカウンターパーティまたは保険会社およびクレジット・カウン

ターパーティによって付保または保証された有価証券の信用評価を見直し、評価損の計上を迫られる可能性

がある。このような損失は、ロイズ・バンキング・グループの経営成績、財務状態または業績見通しに重大

な悪影響を及ぼす可能性がある。

ロイズ・バンキング・グループは、市場のカウンターパーティが保険または保証を提供した有価証券、お

よび一定の店頭（以下「OTC」という。）デリバティブ取引（主に公正価値で評価されているクレジット・デ

フォルト・スワップ（以下「CDS」という。））に関連して、そのカウンターパーティからクレジット・プロ

テクションを購入しているため、市場のカウンターパーティに対する限定的な残存信用エクスポージャーを

持っている。CDSとその他の担保の公正価値、およびロイズ・バンキング・グループが抱えるカウンターパー

ティのデフォルト・リスク・エクスポージャーは、付保され、保証され、あるいは購入したプロテクション

付の金融商品の評価、およびプロテクションの提供者（例えば、CDSカウンターパーティ）の信用度によって

左右される。ロイズ・バンキング・グループは、市場のカウンターパーティに対する直接的なエクスポー

ジャーを抑制し、管理することを目指しているが、間接的なエクスポージャーは、他の金融取引およびカウ

ンターパーティを通じ、そのまま残ってしまう可能性がある。市場のカウンターパーティの財政状態または

信用力に対する見方が悪化した場合、ロイズ・バンキング・グループは、当該カウンターパーティが付保し

た原金融商品の信用評価を修正し、損失を計上することになる。これらのカウンターパーティの財政状態も

しくは信用力に対する直接的または間接的エクスポージャーは、ロイズ・バンキング・グループの経営成

績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

信用評価調整（以下「CVA」という。）、負債評価調整（以下「DVA」という。）および調達評価調整（以

下「FVA」という。）はロイズ・バンキング・グループ内で積極的に管理されているが、ストレスにさらされ

た市場の状況においては、これらの値の悪化がロイズ・バンキング・グループの損益計算書における重大な

費用計上を生じさせる結果となる可能性がある。

行動リスク

ロイズ・バンキング・グループは、その業務において様々な形式の行動リスクにさらされている。それに

は、金融商品を誤って販売するリスク、クレームの処理ミス、顧客ニーズやプロセスに基づかず顧客にとっ

て公正な結果に資さない事業計画および戦略、活動している市場の公正で効果的な運用を妨げる行為に従事

することなどが含まれるが、そのいずれもがロイズ・バンキング・グループの業績、あるいは顧客および規

制当局との関係に重大な悪影響をもたらしうる。

ロイズ・バンキング・グループは業務運営において、さまざまな形式の行動リスクにさらされている。か

かるリスクは銀行サービスに固有のものである。かかるリスクには、顧客ニーズを考慮しない事業計画・戦

略的計画の策定（対象市場に見合っていない商品や金融商品の誤った販売につながる）、商品やその販売の

効果的でない管理およびモニタリング（顧客に好ましくない結果をもたらす）、顧客重視ではない社風（不

適切な意思決定および顧客にとって不公正な結果につながるおそれがある）、ロイズ・バンキング・グルー

プと同じ水準の管理、監視、社風を持たない第三者に対する顧客サービスおよび商品販売の委託（顧客に好

ましくない結果をもたらし、風評被害および規制当局による調査につながる）、金融商品の誤った販売を主

張される可能性およびかかる商品の販売に関するクレームの処理ミス（販売プロセスの改訂、商品の撤回、

被害者に対する補償の提供が必要となるおそれがあり、それらのいずれもロイズ・バンキング・グループの

財務諸表において追加の引当金を必要とする）、社員のインセンティブおよび報奨に対する不十分な統制、
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および顧客に好ましくない結果をもたらすスキームの承認などが含まれる。これらの行為は、改善および規

制当局の介入・強制を招き、過去から残された問題の非効率的な管理あるいは看過につながる可能性があ

り、その結果、改善を経験している顧客が不適切に取り扱われ、さらなる調整が要請されることとなる。ロ

イズ・バンキング・グループは、活動している市場の公平で効果的な業務を妨げる行動をするリスクにもさ

らされている。

ロイズ・バンキング・グループは、かかるリスクの軽減に役立てるために多数の方針を実施している。ロ

イズ・バンキング・グループの行動戦略は、ロイズ・バンキング・グループ内の事業戦略が、顧客への影響

および行動リスクの軽減を反映するために見直されることを確保している。このことは、ロイズ・バンキン

グ・グループが提供する商品が顧客に公正価値で提供され、商品のライフサイクルを通じて対象となる市場

のニーズを満たし、顧客に適切に販売されることを徹底するロイズ・バンキング・グループの商品ガバナン

ス・フレームワークによっても支えられている。また、ロイズ・バンキング・グループは、事業を行ってい

る市場における自らの義務に関し、良好な行為の一層の実践およびそれを実現するための予防・探知のため

の統制の確立に注力している。しかしながら、かかる戦略および枠組みが有効で、ロイズ・バンキング・グ

ループの業績、財政状態または見通しに悪影響を及ぼさないという保証はない。

規制上および法務上のリスク

ロイズ・バンキング・グループおよびその事業は重要な規則の適用、ならびに当局から規制上および枠組

み上の監督を受けている。法律上または規制上の不利な展開はロイズ・バンキング・グループの経営成績、

財政状態または業績見通しに重大な悪影響を及ぼすおそれがある。

ロイズ・バンキング・グループおよびその事業は、英国、欧州連合およびロイズ・バンキング・グループ

が事業を展開しているその他の市場の法律、規則、政策、自主的な行動規範、および解釈の変更に伴う影響

をはじめ、現行の規則およびそれに関連した規制上のリスクを抱えている。

これらの法律および規制には、（i）健全性に関する規制の展開、（ii）（特に業務遂行に関する問題に関

連する）規制上の監督の強化、および（iii）業界全体にわたる取組みが含まれており、いずれも、ロイズ・

バンキング・グループが事業を行う方法に著しい影響を及ぼすものであり、ロイズ・バンキング・グループ

の既存の事業の範囲を制約し、商品の提供を拡大する能力を制限し、または、ロイズ・バンキング・グルー

プの商品およびサービスを依頼者および顧客にとってより高価なものにする可能性がある。

これらの分野のいずれかにおける不利な展開については以下でさらに詳細に述べるが、そのような展開

は、十分な流動性を維持するロイズ・バンキング・グループの能力に重大な影響を及ぼし、ロイズ・バンキ

ング・グループの資金調達コストを高め、事業の運営を制約し、ならびに／またはロイズ・バンキング・グ

ループの事業、業績および財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。かかる変更によりロイズ・バン

キング・グループが悪影響を受ける分野の中には以下の変更が含まれるが、これらだけに限定されない。

(i)　 政府、中央銀行または規制当局の政策全般の変更、あるいは、ロイズ・バンキング・グループが事

業を運営している特定の市場における、投資家の決定に影響を与える規制制度の変更。いずれも、

当該市場の構造および提供する商品の変更や、あるいは当該市場における事業運営費用の増加を招

く可能性がある。

(ii)　基準、法律または規則をロイズ・バンキング・グループとは異なって適用または解釈する外部組織

(iii) 流動性を維持するロイズ・バンキング・グループの能力に重大な悪影響を及ぼすような、およびそ

の資金調達コストを押し上げるような、不確実でかつ急速に展開している健全性に関する規制環境

(iv)　競争環境および価格決定環境の変化（市場調査を含む）、または、１もしくは複数の規制当局が、

消費者保護対策としてロイズ・バンキング・グループの商品の価格決定を命令しようとして行う介

入
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(v)　 ロイズ・バンキング・グループの１または複数の規制当局が、商品もしくはサービスの販売・提供

開始を遅れさせ、または既存の商品もしくはサービスを禁止しようとして行う介入

(vi)　財務報告、コーポレート・ガバナンス、会社組織、ならびに企業行動および従業員の報酬に関する

さらなる要件

(vii) 資産の収用、国有化、没収および外国人の所有に関する法改正

(viii)経済制裁、貿易制裁、資金洗浄対策およびテロ資金対策に関する規則および法令の変更

(ix)　特に事業の成長率など事業戦略に影響する規制上の変更、あるいは商品の販売およびサービスの条

件を課す規制の変更で、それにより、かかる商品が不採算となる、販売上の魅力がなくなるような

変更

ロイズ・バンキング・グループは、不確実でかつ急速に展開している健全性に関連する国際的な規制環境

のリスクに直面している。

ロイズ・バンキング・グループの借入費用および資本市場へのアクセス、ならびに貸出し、または事業を

実施する能力は、健全性規制上の展開による影響を受ける。それには(i)2013年金融サービス（銀行改革）法

（以下「銀行改革法」という。）、(ii)CRD IVで構成されるEU法令の変更、または政策宣言07/13に基づく

CRD IVの英国における履行、および(iii)金融機関および投資会社の回復および破綻処理に関するEU全体の枠

組みを設定したEU指令2014/59/EU（以下「BRRD」という。）（2014年６月12日付でEU官報で公表され、2015

年１月１日付で大部分が施行）が含まれる。

銀行改革法は、2013年12月18日に女王の裁可を受けた。同法に定められた対策には、（i）英国の銀行の国

内リテール銀行サービスの分離、（ii）英国の銀行および住宅金融組合の損失吸収能力の英財務省による引

上げ、ならびに、（iii）金融サービス補償制度（以下「FSCS」という。）の対象預金の清算時の順位を他の

すべての無担保債権者の請求権よりも上位に引き上げる措置が含まれている。

2014年７月30日には、PRAおよびFCAは、銀行セクターの各社の責任および説明義務の改善を目指して、２

つの共同諮問書を発行した。これには以下が含まれる。

-　その行動および決定が顧客を害する可能性がある最上級管理職に関する新しい承認体制

-　銀行セクターの長期リスクと報酬の一致を強化するために、報酬に関する新しい規則の導入

-　銀行の従業員の行動基準を定めた、基本原則についての概要の形式による新しい行動規則

PRAおよびFCAは、2015年第２四半期に最終規則を発表することを目指し、2016年３月７日に施行する予定

である。

ロイズ・バンキング・グループは、顧客に対する義務を履行できない状況に陥った銀行およびその他の認

定金融サービス会社に関連して、FSCSなどの補償スキームに拠出を行っている。それらの費用に関して今後

さらなる引当金が必要になる可能性がある。業界が負担する最終的な費用には、FSCSにより支払われた補償

と、必要な場合には、FSCSにより行われた借入に関して回収を行った後の不足部分の弁済コストも含まれる

ことがある。これらの最終金額はまだ不確定ながら多額になることがあり、ロイズ・バンキング・グループ

の事業、経営成績および財政状態に重大な影響を与えるおそれがある。

欧州では、預金保険制度に関する指令94/19/EC（以下「EU DGSD」という。）により、1995年７月１日まで

に少なくとも１つの預金保険制度を導入することが加盟国に要求されていた。EU DGSDは見直され、欧州委員

会は2010年７月に新たな立法の提案を公表した。提案された主な変更点には、預金の定義の厳格化、預金保

険制度から顧客への返済が１週間以内に行われるものとする要件、および、銀行が常に情報を提供すること

を可能にしておかなければならないことが含まれる。2014年４月15日、欧州議会は指令94/19/ECの改訂に関

する欧州委員会の提案を採択し、2014年６月12日に、新しい指令がEU官報で発表された。

2012年に発行されたリーカネン報告に続き、欧州全体では、銀行改革法に含まれた施策と同様の構造改革

手段も考慮中である。2014年１月、欧州委員会は、システミックな観点から最も重要なEU域内最大手の銀行
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の一部が自己勘定取引を行うのを禁止するとともに、これらの銀行の取引業務を預金取扱事業から他の法人

に移転するよう要求する権限を各国の政府に付与する提案を発表した。

これらの改革手段案が初期段階にあるため、これらの提案がどの程度履行されるか、またそれに関連して

どのような財政上の義務がEUによって課せられるかを予測することは困難である。しかしながら、要件の具

体的性質およびその執行方法によっては、かかる変化がロイズ・バンキング・グループの業務、業績見通

し、構造、費用および／または資本要件に著しい影響を及ぼす可能性がある。

2014年11月、金融安定理事会（FSB）は、ブリスベーンのG20サミットで、損失合計吸収能力（以下

「TLAC」という。）に関する主要なパラメーターを設定した。これらの要件は、システム的に重要なグロー

バルな銀行（以下「G-SIB」という。）に対して適用され、提案された通り2019年１月１日から実施される。

ロイズ・バンキング・グループは現在G-SIBではなく、従って現在の提案の下では、TLAC要件は適用されな

い。加えて、欧州銀行監督機構（以下「EBA」という。）は、自己資金および適格負債に関する最低要件（以

下「MREL」という。）を実施するために諮問書を発行し、これはEU企業に適用されることになる。これらの

要件はPRAによって設定されるが、MREL要件の量的な調整は現時点では不透明である。MRELは2016年１月１日

から段階的なアプローチにより実施され、最終的な履行は2019年１月１日を予定している。これらの要件の

履行は、ロイズ・バンキング・グループの負債発行戦略に大きな影響を及ぼすことになる。

バーゼル委員会は、従来の枠組みの大幅な変更を承認し、それには、金融機関についての資本水準の強化

および最低流動性基準を意図した新しい資本および流動性要件が含まれる（以下かかる変更を共通して、

「バーゼルIII」という。）。

バーゼルIIIによる主な変更は、資本ベースに関する新たな要件、特定の取引におけるカウンターパーティ

信用エクスポージャーのための自己資本要件の厳格化、レバレッジ比率の導入、ならびに資金調達の流動性

に関する短期・長期の基準（以下それぞれ「流動性カバレッジ比率」および「正味安定資金調達比率」とい

う）の導入である。バーゼルIIIは、2013年１月から新しい資本基準を履行するよう加盟国に対して履行期限

を設定している。新しい流動性カバレッジ比率の履行は2015年１月で（まだ実施されていないが、委任規則

により、新しい流動性カバレッジ比率は2015年10月から段階的に履行されることが発表されている）、正味

安定資金調達比率の履行は2018年１月である。

バーゼルIIIの改革パッケージは、2013年６月27日付けのEU官報で発表されたCRD IVにより欧州ですでに履

行されている。完全な実施は2014年１月１日から開始され、特定の要素は段階的に時間をかけて実施される

ため、完全に発効するのは2024年の予定である。

2013年12月、PRAは最終的政策宣言（PS 7/13、「自己資本基準の強化、CRD IVのフィードバックおよび最

終的規則の施行」）を公表した。この宣言には、英国においてCRD IVを施行するためのPRA規則が定められて

いる。EUの立法機関が同意したCRD IVの追加的変更、EBAが今後策定する拘束力のある規制上の技術的基準お

よび指針、ならびに、PRAがこれらの要件を解釈して英国の銀行に適用する方法の変化の結果、規制体制が進

展していくと予想される。規制当局が検討している現在進行中の改革は、「内部格付基準」および「標準

化」アプローチに基づく、信用リスク、市場リスクおよびオペレーショナル・リスクに関連するリスク加重

資産の計算に関連するものである。

既存のおよび展開中の健全性関連規制ならびに規制当局がそれを適用する方法に応じて、ロイズ・バンキ

ング・グループの資本ポジションを強化するために、ロイズ・バンキング・グループおよびその事業につい

ての資金調達方法の変化、資本の配分、加重資産の削減、法人組織の変更、ならびに、ロイズ・バンキン

グ・グループの事業構成比率の変更など、変化した要件に対応するために経営者が追加的措置を講じること

が必要となる可能性がある。

欧州市場インフラ規則として知られる欧州連合規則648/2012（以下「EMIR」という。）は、透明性を高め

るとともにデリバティブ市場に伴うリスクを低下させるための新たな要件を導入する。EMIRは2012年８月16

日に施行されたが、主要な要件は2015年にかけて段階的に施行されている。EMIRは、完全に施行された場合
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は、形式を問わずデリバティブ取引（金利、外国為替、株式、クレジットおよび商品のデリバティブを含

む。）を締結する事業者に対し、締結したすべてのデリバティブ取引を取引情報集積機関に報告すること、

中央清算機関による清算の対象とならないすべての相対の店頭デリバティブに関する新たなリスク管理基準

（業務プロセスおよび証拠金の扱いを含む。）を導入すること、ならびに、強制的清算義務が適用される店

頭デリバティブの清算は中央清算機関を通じて行うことを要求する規則である。CRD IVは、厳格な自己資本

要件を相対店頭デリバティブに適用することによってEMIRを補完することを目指している。清算対象の取引

に係る緩やかな自己資本要件は、中央清算機関が、EMIRに基づき（関連する拘束力のある技術的基準に従

い）認定される「適格中央清算機関」として認められる場合にのみ適用することができる。

ロイズ・バンキング・グループに影響を及ぼす米国の規制上の取組みには、ドッド・フランク法が含まれ

る。この法律は、米国の金融規制のほとんどすべての領域およびその施行規則に対する大幅な規制改革の広

範な枠組みを定めている。ドッド・フランク法を施行する規則についてのいくつかの最終的な詳細事項、影

響および時期については不確実性が残るものの、ボルカー・ルールを施行する最終的規則およびデリバティ

ブ取引を行う事業者に対する登録その他の要件を課す規則を含む特定の規制上の取組みに起因して、ロイ

ズ・バンキング・グループの事業に対する追加的な費用および事業上の制限が発生することになる。

デリバティブ市場規制がロイズ・バンキング・グループに及ぼす全体的な影響は依然として不明確である

が、ロイズ・バンキング・グループの業務、財政状態または業績見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があ

る。特に、この規制を遵守するための費用負担は重く、ロイズ・バンキング・グループの財政状態に悪影響

を及ぼすような追加的費用が見込まれる。加えて、当該規制によって、ヘッジおよびトレーディングの業務

の実行がより困難で経費を要するものになり得る。こうした費用増加の結果、デリバティブ市場の規制に

よって、ロイズ・バンキング・グループがこれらの市場における業務を縮小することを決定する可能性もあ

る。

ロイズ・バンキング・グループは、上記を含めたグループに影響を及ぼす可能性がある法的および規制動

向の影響の評価を継続的に行っており、さまざまな規制当局およびその他の組織により行われる関連する協

議と調整のプロセスに参加している。これらの改革の詳細、影響および時期については不確実性が残されて

いるものの、かかる規制が実施された場合は、追加コストや、ロイズ・バンキング・グループの業務遂行方

法に対する制限または制約が生じるおそれがある。ロイズ・バンキング・グループは提案された規制の変更

を認識し、それに対応してロイズ・バンキング・グループとその株主のリスク軽減を図るため、引き続き規

制当局および業界団体と緊密に協力している。さらに詳しい情報は、上記「３　対処すべき課題」を参照の

こと。

本社債権者は、発行会社について再建・破綻処理措置が取られた場合の損失を吸収するよう求められる場

合がある。

銀行破綻の防止および破綻行の経営と破綻処理の枠組みを定めたBRRDの最終版が、2014年６月12日に欧州

連合官報において公表され、2015年１月１日に施行された。

BRRDの規定目的は、財政安定の保護を図り、納税者の損失の危険性を最低限に抑えるために、先制して金

融危機に対処するための一般的な手段と権限とともに、BRRDに定められた破綻処理手段および破綻処理権限

を、加盟国が指定した当局（以下「破綻処理当局」という。）に提供することにある。BRRDに基づき破綻処

理当局に付与された権限には、(i)Tier１資本性証券およびTier２資本性証券に関する「債務減額・転換権

限」ならびに(ii)適格債務に関する「ベイルイン」権限が含まれるが、それに限定されない。かかる権限

は、破綻処理当局に対し、破綻企業の特定の無担保債権者の債権につき一部もしくは全部の元本を減額（ラ

イトダウン）もしくは削減（ライトオフ）する権能、および／または特定の負債をロイズ・バンキング・グ

ループの存続会社の普通株式（もしあれば）（かかる普通株式は、元本の減額または削減の対象にもなる場

合がある。）を含む他の有価証券へ転換する権能を与えるものである。かかる権限は、2015年１月１日付で
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施行された。ベイルイン権限を使用する条件は、要約すると、(i)規制当局によって、当該銀行が破綻した状

態であるか、または破綻する可能性があると決定されること、(ii)時期その他の関連状況に鑑み、当該銀行

によりまたは当該銀行に関し、その破綻を回避するための措置（安定化権限は無視する。）が取られる合理

的な見込みのないこと、(iii)破綻処理の制定法上の目的の一つを促進するため、関連英国破綻処理当局に

よって、ベイルイン権限を行使することが公益に照らして必要であると決定されること、および(iv)かかる

目的の一つまたは複数の目的が、当該銀行の清算により同程度まで達成できないこと、である。BRRDはすで

に実施されており、以下の特定の場合、すなわち(a)債務減額・転換権限の場合は、当該銀行または（特定の

場合に）その親会社の普通株式の発行または譲渡を通じて、関連する資本性証券の所持人に補償を提供でき

る場合、および(b)優先順位の高い債権者の場合は、関連する金融機関が通常の倒産処理手続に基づき清算さ

れる場合に債権者が被るであろう損失よりさらに大きい損失を被らないようにすることを目的とする場合に

は、その他一定の限定的な債権者保護策を含んでいる。

上記に定められるBRRDに加え、英国の破綻銀行を解散し、債務不履行を無効にする権限、または破綻処理

権限の行使の結果として発動され得る解約権を当局に与える、銀行法に基づいた他の権限の行使は、本社債

の価格に重大な悪影響を及ぼす場合を含み、本社債権者の権利に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。銀行

法はまた、譲受人または承継銀行が効率良く運営することを可能にするため、英国の銀行、その持株会社お

よびそのグループ会社間の契約上の義務について、合理的な対価に基づき、無効にし、変更し、または賦課

する権限をイングランド銀行に与えている。また、英財務省には、本枠組みの権限を効果的に利用できるよ

うに、法律（銀行法に基づき定められた規定を除く。）を改正する権限が与えられており、これには遡及的

効果が伴う可能性がある。

さらには、銀行の破綻時に適用される破綻処理の枠組みを改正し、規制当局にその他の破綻処理権限を与

えるよう銀行法がさらに改正され、および／またはその他の法律が制定される可能性がある。

最後に、本社債の元本金額の全部または一部がベイルインの対象となるという決定を予測することは、本

質的に不可能であり、これは、発行会社の支配の範囲外である数々の要因に依存する可能性がある。この決

定はまた、関連英国破綻処理当局により下されるため、かかる決定は、発行会社またはロイズ・バンキン

グ・グループに直接関係のない多くの要因に基づき下される可能性がある。この特有の不確実性により、結

果として元本の削減または株式を含めた他の有価証券への転換を引き起こすベイルイン権限の行使が、もし

本当に起きるのであれば、いつ起きるのか予測することは困難である。さらに、関連英国破綻処理当局が考

慮することが義務づけられる基準では、当該当局に相当程度の裁量が付与されるため、本社債権者は、かか

る権限の行使可能性や、かかる行使による発行会社、ロイズ・バンキング・グループおよび本社債に対する

潜在的影響について予期するため、一般に公開された要件を参照することができない可能性がある。本社債

の潜在的投資家は、かかる法による損失吸収措置が取られた場合には、所持人は元本および未払利息を含む

一切の投資を失う可能性がある、というリスクについて検討すべきである。

本社債権者の、関連英国破綻処理当局によるベイルイン権限の行使の決定に異議を申し立てる権利、また

は、かかる決定を司法もしくは行政もしくはその他の機関の審査にかける権利は、限定される可能性があ

り、または全くない可能性もある。従って、本社債に関する取引行為は、かかる再建および破綻処理権限の

対象ではない他の種類の有価証券に伴う取引行為に準じることが、必ずしも期待されない。本社債の潜在的

投資家は、かかる法による損失吸収措置が取られた場合には、所持人は元本および未払利息を含む一切の投

資を失う可能性や、本社債は普通株式に転換される可能性がある、というリスクについて検討すべきであ

る。さらに、かかる再建および破綻処理権限の導入もしくは変更、ならびに／または、かかる権限の実施も

しくは使用される可能性についての予測から、たとえかかる権限が使用されなくても、本社債の市場価格に

重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
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著しいストレスにさらされた一定の状況では、ロイズ・バンキング・グループおよび英国子会社に改正後

の2009年銀行法の規定が適用される可能性がある。ロイズ・バンキング・グループに対する潜在的影響は本

質的に不透明である。

改正後の2009年銀行法（以下「銀行法」という。）に基づき、特別破綻処理制度（以下「SRR」という。）

の一環として、英財務省、イングランド銀行、ならびにFSAの後継機関としてのPRAおよびFCA（以下総称して

「当局」という。）に、大きな権限が付与されている。これらの権限により、当局は、FSMA第4A部に従って

預金受入れの認可を受け英国で設立された金融機関であるものの、基準となる条件（FSMA第55B条の意味する

条件）を満たしていない、または満たせなくなる可能性が高い金融機関に対処し、経営の安定化を図ること

ができる。SRRは、経営の安定化を目指した５つの選択肢で構成されている。即ち、（i）当該金融機関の事

業または株式のすべてまたは一部を民間セクターの購入者に譲渡すること、（ii）当該金融機関の事業のす

べてまたは一部を、イングランド銀行が設立し完全所有する「ブリッジ・バンク」に譲渡すること、（iii）

当該金融機関または「ブリッジ・バンク」のすべてまたは一部を資産管理事業体に譲渡すること、（iv）イ

ングランド銀行が１つ以上の破綻処理手段を講じること、および（v）当該金融機関を一時的に国有化するこ

とである。また英財務省は、一定の基準が満たされることを前提として、関連事業体の親会社を一時的に公

的所有することもできる。SRRは、当該会社に関して新しい２つの破産および財産管理の手続きも定めてい

る。一部の補助的権限には、状況により特定の契約上の取決めを変更する権限も含まれている。

銀行破綻の防止および破綻行の経営と破綻処理の枠組みを定めた最終的なBRRDが、2014年６月12日付の欧

州連合官報で公表され、2014年７月２日から発効した。それに伴い加盟国は、2014年12月31日までに各国の

法令に基づいて必要な実行策を採択する必要に迫られた。英国では、銀行改革法が「ベイルイン」実行権限

の一部側面を規定している上、2015年１月１日からBRRDの大半の規定を完全発効するべく、2014年にさらな

る法制化が進められた。残存期間が７日を超えるロイズ・バンキング・グループのすべての無担保優先負債

商品と無担保劣後負債商品には、ベイルインが適用される見込みである。

BRRDの規定目的は、財政安定の保護を図り、納税者の損失の危険性を最低限に抑えるために、先制して金

融危機に対処するための一般的な手段と権限を破綻処理当局に提供することにある。BRRDに基づき破綻処理

当局に付与された権限には、(i)Tier１資本性証券およびTier２資本性証券に関する「債務減額・転換権限」

ならびに(ii)適格債務（ロイズ・バンキング・グループが発行した優先負債証券を含む。）に関する「ベイ

ルイン」権限が含まれるが、それに限定されない。かかる権限は、破綻処理当局に対し、破綻企業の特定の

無担保債権者の債権につき一部もしくは全部の元本を減額（ライトダウン）もしくは削減（ライトオフ）す

る権能、および／または特定の負債をロイズ・バンキング・グループの存続会社の普通株式（もしあれば）

（かかる普通株式は、元本の減額または削減の対象にもなる場合がある。）を含む他の有価証券へ転換する

権能を与えるものである。かかる権限は、英国において2015年１月１日付で施行された。

ベイルイン権限を使用する条件は、要約すると、(i)規制当局によって、当該銀行が破綻した状態である

か、または破綻する可能性があると決定されること、(ii)時期その他の関連状況に鑑み、当該銀行によりま

たは当該銀行に関し、その破綻を回避するための措置（安定化権限は無視する。）が取られる合理的な見込

みのないこと、(iii)破綻処理の制定法上の目的の一つを促進するため、関連英国破綻処理当局によって、ベ

イルイン権限を行使することが公益に照らして必要であると決定されること、および(iv)かかる目的の一つ

または複数の目的が、当該銀行の清算により同程度まで達成できないこと、である。BRRDはすでに実施され

ており、以下の特定の場合、すなわち(a)債務減額・転換権限の場合は、当該銀行または（特定の場合に）そ

の親会社の普通株式の発行または譲渡を通じて、関連する資本性証券の所持人に補償を提供できる場合、お

よび(b)優先順位の高い債権者の場合は、関連する金融機関が通常の倒産処理手続に基づき清算される場合に

債権者が被るであろう損失よりさらに大きい損失を被らないようにすることを目的とする場合には、その他

一定の限定的な債権者保護策を含んでいる。
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上記に定められるBRRDに加え、英国の破綻銀行を解散し、債務不履行を無効にする権限、または破綻処理

権限の行使の結果として発動され得る解約権を当局に与える、銀行法に基づいた他の権限の行使は、ロイ

ズ・バンキング・グループが発行した持分証券や負債証券の保有者の権利に重大な悪影響を及ぼす可能性が

ある。その一例が、それらの証券の価格への重大な悪影響によるものである。銀行法はまた、譲受人または

承継銀行が効率良く運営することを可能にするため、英国の銀行、その持株会社およびそのグループ会社間

の契約上の義務について、合理的な対価に基づき、無効にし、変更し、または賦課する権限をイングランド

銀行に与えている。また、英財務省には、本枠組みの権限を効果的に利用できるように、法律（銀行法に基

づき定められた規定を除く。）を改正する権限が与えられており、これには遡及的効果が伴う可能性があ

る。

さらには、銀行の破綻時に適用される破綻処理の枠組みを改正し、規制当局にその他の破綻処理権限を与

えるよう銀行法がさらに改正され、および／またはその他の法律が制定される可能性がある。

最後に、ロイズ・バンキング・グループが発行した有価証券が債務の減額、転換またはベイルインの対象

となるという決定を予測することは、本質的に不可能であり、これは、ロイズ・バンキング・グループの支

配の範囲外である数々の要因に依存する可能性がある。この決定はまた、関連英国破綻処理当局により下さ

れるため、かかる決定は、発行会社またはロイズ・バンキング・グループに直接関係のない多くの要因に基

づき下される可能性がある。この特有の不確実性により、結果として元本の削減または株式を含めた他の有

価証券への転換を引き起こすベイルイン権限の行使が、もし本当に起きるのであれば、いつ起きるのか予測

することは困難である。さらに、関連英国破綻処理当局がベイルイン権限を行使する際に考慮することが義

務づけられる基準では、当該当局に相当程度の裁量が付与されるため、ロイズ・バンキング・グループが発

行した有価証券の保有者は、かかる権限の行使可能性や、かかる行使によるロイズ・バンキング・グループ

およびロイズ・バンキング・グループが発行した有価証券に対する潜在的影響について予期するため、一般

に公開された要件を参照することができない可能性がある。ロイズ・バンキング・グループが発行した有価

証券の潜在的投資家は、かかる法による損失吸収措置が取られた場合には、所持人は元本および未払利息を

含む一切の投資を失う可能性がある、というリスクについて検討すべきである。

ロイズ・バンキング・グループは、広範囲にわたる法規の遵守に伴うリスクに直面している。

ロイズ・バンキング・グループは、以下に記載したものを含め、様々な形の法規リスクにさらされてい

る。

(i)　 ロイズ・バンキング・グループの活動および事業の一部が、関係当局、金融オンブズマン・サービ

ス（以下「FOS」という。）または裁判所から、適用法規に準拠して行われていないと判断される可

能性、あるいはFOSの場合には、それらの活動および事業が、オンブズマンから公正かつ妥当とみな

される方法に準拠して行われていないと判断される可能性がある。

(ii)　金融商品の違法販売の申立てが行われる可能性、またはロイズ・バンキング・グループ傘下の企業

による、または当該企業に起因した当該商品の販売に関連した苦情処理を誤った結果、懲戒処分を

受けるか、あるいは販売プロセスを修正する義務、商品を買い戻す義務または影響を受けた顧客に

対する原状回復義務を負う可能性がある（そのすべてについて追加の引当金が必要となる可能性が

ある。）。

(iii) 契約上の義務を意図された通りに強制できないか、あるいはロイズ・バンキング・グループに不利

な形で執行される可能性がある。

(iv)　ロイズ・バンキング・グループの知的財産（商号等）が適切に保護されていない可能性がある。

(v)　 ロイズ・バンキング・グループは、事業の遂行によって第三者が受けた損害に対して賠償責任を負

う可能性がある。
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(vi)　規制上の調査に基づくか否かにかかわらず、英国その他の管轄地における規制上の措置および民事

訴訟（個人または集団の原告から提訴されたもの）のリスク。

(vii) OFTからFCAへの消費者信用の規制責任の移管。FCAの消費者信用ソースブック（以下「CONC」とい

う。）が、コンプライアンスと執行に関する基準になる。加えて、ロイズ・バンキング・グループ

は、幅広い与信契約を規制し、2014年４月１日からはFCAによって執行されているCCAの適用を受け

る。貸し手および仲介業者の免許の付与、または与信契約の締結および文書作成に関するCCAの要件

が充足されない場合、または充足されなかった場合には、当該契約を借り手に対して強制すること

はできないことになる。

規制上および法律上の措置はロイズ・バンキング・グループに多数のリスクをもたらすものであり、多額

の金銭賠償または罰金が含まれるが、その金額を予測することは困難であり、当該リスクに対応するために

計上した引当金の額を超える可能性もある。加えて、規制上の措置に起因するものも含めて、ロイズ・バン

キング・グループが、規制上の調査その他に起因するその他の制裁および差止、民事上もしくは民間の訴

訟、特定の状況における刑事訴追の可能性、ならびにロイズ・バンキング・グループの事業に対する規制上

の制限の対象となる可能性があり、これらはすべて、ロイズ・バンキング・グループの評判に悪影響を及ぼ

し得る。以上のリスクはいずれも、ロイズ・バンキング・グループの業務、業績、財政状態、業績見通しお

よびロイズ・バンキング・グループに対する顧客の信頼に悪影響を及ぼす可能性があるだけでなく、多大な

量の経営者の時間と資源をロイズ・バンキング・グループの戦略の実施から遠ざける可能性がある。

ロイズ・バンキング・グループの業務も、様々な形式の評判への影響にロイズ・バンキング・グループを

さらしている。ロイズ・バンキング・グループがその事業活動を行う実際の方法もしくはそれについての認

識、ロイズ・バンキング・グループの業績、直接および間接的な政府の支援の水準、銀行および金融業界に

おける実際の慣行もしくはそれについての認識、または不正行為の主張の結果、否定的な世論が形成される

可能性がある。否定的な世論が、顧客を引き留めおよび引き付けるロイズ・バンキング・グループの能力に

悪影響を及ぼし、その結果としてロイズ・バンキング・グループの財政状態、経営成績および業績見通しに

重大な悪影響が生じることがあり得る。メディアが銀行業務における「信頼の欠如」として言及する否定的

な世論には、ロイズ・バンキング・グループの行為だけでなく、業界全体にわたる競合他社の行為も影響を

及ぼす可能性がある。顧客と公衆の信頼を取り戻すことは、ロイズ・バンキング・グループの主要な目標で

ある。

ロイズ・バンキング・グループは、たとえ自らに責任がないと信じている場合や勝訴できなかった場合に

被る可能性のある損害が和解費用に比べ不釣り合いに大きいと思われる場合でも、費用、経営陣の労力や取

引に与える悪影響、責任について争い続けることにより受ける規制上または評判に対する影響を避けるた

め、訴訟や規制手続きについて、最終判決や責任の最終決定が下る前に和解することがある。さらにロイ

ズ・バンキング・グループは、法的には必要ないと信じている場合でも、同様の理由でカウンターパーティ

の損失を補償することがある。これらの問題には多くの不確定要素があり、個々の問題の結果については予

測不能である。これらのリスクを適切に管理できない場合、ロイズ・バンキング・グループは財務および評

判の両面で重大な影響を受けるおそれがある。ロイズ・バンキング・グループが関係する訴訟または紛争の

解決は長期化する場合があり、これらの問題の影響が不確実である状況が長期間続く可能性がある。

ロイズ・バンキング・グループは、金融機関の顧客対応に関する規制機関、報道機関および政治家の綿密

な監視に伴うリスクに直面している。

ロイズ・バンキング・グループの業務、特に顧客対応に関連する業務は、FCAやその他の規制当局の監督を

受けている。最近、これらの規制当局、報道機関、および英国政府が英国の銀行業界に向ける関心が高まっ

ている。特にFCAは、監督活動や決済システム監督機関の新設によって、経営行動上の問題を引き続き注視し

ている。その他の当局の取組みとしては、英国住宅ローン市場レビューの導入が挙げられる。英国住宅ロー
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ン市場レビューにより、借り手が予想金利の下で住宅ローンの支払いを行うことが可能であることを確保す

るために、貸し手は、借り手の所得の証拠を入手することを義務づけられるようになった。イングランド銀

行は、貸し手の、返済負担率が高い住宅ローンの貸付能力に制限を設けようとしている。これらの分野にお

ける監視強化や規制動向が、ロイズ・バンキング・グループの業務運営に重大な影響を及ぼす可能性や、ロ

イズ・バンキング・グループの事業、経営成績、および財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

法的手続きおよび規制リスクの金銭的影響が重大となることも考えられるが、それを定量化することは困

難である。ローン保証保険（以下「PPI」という」。）に関連する最近の補償金支払い事件がそうであったよ

うに、最終的に支払われる金額が当該リスクに対応するために計上した引当金を大幅に上回る場合、また

は、状況の変化に対応して既存の引当金を著しく増加させる必要が生じる場合もある。

公表済みのロイズ・バンキング・グループの財務諸表または業績発表の中で継続中の法律上または規制上

の問題に関する引当金が既に計上されている場合は、IAS 37「引当金、偶発債務および偶発資産」に従い、

義務の決済に必要な支出に関する報告日現在の最善の見積額として認識されている。この見積もりは本質的

に不確実であり、最終的な結果が現時点における見積りとは大幅に異なったために、所要の引当金が将来的

に増加もしくは減少すること、または、実際の損失が計上した引当金を上回りもしくは下回ることが起こり

得る。

例えば、ロイズ・バンキング・グループは、PPI保険の過去の販売に関連する補償金を顧客へ支払う費用と

して、関連する管理費も含め、2010年から2013年の間に計9,825百万ポンドの引当てを行った。ただし2014年

12月31日に終了した年度に、さらに2,200百万ポンドを引き当てたことから、同日までの引当金は計12,025百

万ポンドに増加した。そのうち、約2,520百万ポンドは予想管理費分で、同日現在の未利用額は2,549百万ポ

ンドであった。改訂された引当金は、PPIの顧客への補償を行う全体的費用となる可能性が高いものとして経

営者の最善の見積りを表すが、多数の重大なリスクと不確実性が残されている。実際の費用が経営者の見積

りとは大幅に異なり、場合によっては多額の追加的引当金が必要となる結果となる可能性がある。この増加

が、ロイズ・バンキング・グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼすことがあり得る。

（IAS 37「引当金、偶発債務および偶発資産」で定義されているところの）債務が確立していない場合

は、既知のものか潜在的なものかを問わず、将来の訴訟または規制上の問題に関する引当金は計上していな

い。このため、当該問題に関する敗訴の決定によって、ロイズ・バンキング・グループに引当金が計上して

ない多額の損失が発生する可能性がある。こうした損失は、ロイズ・バンキング・グループの財政状態およ

び業務に悪影響を及ぼす可能性がある。

事業リスクおよび景気変動リスク

ロイズ・バンキング・グループの事業は、英国、ユーロ圏およびその他の市場のマクロ経済情勢全般、金

融市場の不安定性およびソブリン債務危機に起因した固有のリスクを負っている。

ロイズ・バンキング・グループの事業は、事業を展開している市場、中でも特に、ロイズ・バンキング・

グループが収益の大部分をあげており、かつ、国際的なプレゼンスの戦略的削減を受けてロイズ・バンキン

グ・グループの事業の集中度がますます高まっている英国の、経済情勢全般およびセクター特有の経済情勢

に起因した固有のリスクを負っている。ロイズ・バンキング・グループは、進出していない英国以外の国に

おいても信用エクスポージャーを有することがある。英国の経済指標が最近改善しているものの、英国およ

び／もしくはロイズ・バンキング・グループが事業を営む他国、またはアイルランド共和国、米国など、レ

ガシー事業を抱えている他国のマクロ経済が大きく悪化した場合、ロイズ・バンキング・グループの経営成

績、財政状態、または見通しが重大な悪影響を受けるおそれがある。さらにロイズ・バンキング・グループ

の事業の収益性は、失業率等、市場要因の影響を受ける可能性がある。失業率は、急速に改善したとはいえ
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金融危機前の水準よりも悪化しており、ロイズ・バンキング・グループが事業を展開している市場の一部が

経済成長軌道を回復した後でさえ、引き続き悪化する可能性がある。英国経済の持続的成長が止まった場

合、または成長が鈍化した場合、金利が変動した場合（およびそうした変動の時期、変動幅とペース）、英

国またはそれ以外で失業率が高止まりした場合、企業収益が減少した場合、個人所得が減少した場合、英国

政府および／または消費者の支出が低下した場合、個人、または企業および中小企業の破産率が増加した場

合、賃借人の債務不履行が増加した場合、あるいは金利が上昇した場合は、借入人のローン返済能力が低下

し、住宅用や商業用不動産その他の資産の価値がさらに低下し、その結果として、ロイズ・バンキング・グ

ループの多くの資産の担保価値が下がる可能性がある。これらは、順に、減損および／または公正価値の調

整を増加させる可能性がある。

特にユーロ圏のマクロ経済が悪化する可能性に加え、金融市場の不安定化は、ロイズ・バンキング・グ

ループの事業にとってさらなるリスクとなる可能性がある。地政学的緊張の高まりなどの問題、すなわちウ

クライナとロシアの関係悪化、中東の不安定化、アジア、インド、中国の経済成長鈍化が原因で、世界経済

の成長見通しは依然として定かではない。ロイズ・バンキング・グループは、アイルランド共和国および米

国を中心に、貸付を通して海外の多くの市場に対して多額のエクスポージャーを抱えているため、これらの

金融市場の安定性に関連したさまざまなリスクも負っている。世界の金融システムは、近年、かなり混乱し

て不透明感が増している上、最近英国や米国の経済が成長しているとはいえ、世界経済の短・中期的な見通

しは依然として厳しい状況である。

ユーロ圏では、景気後退から脱却した後、景気回復の兆しを見せている。しかし、金融市況が改善したと

はいえ、相対的な低成長とデフレ圧力に加えて、官民の双方が多額の債務を抱えていること、金融セクター

が顕著に低迷していること、および改革疲れが出始めていることが、依然として懸念される。ユーロ圏にお

ける低迷が長期化する可能性は、英国とユーロ圏との間の緊密な経済的なおよび金融上の結び付きから、英

国自身の景気回復を失速させる可能性を伴っている。ユーロ圏との間の英国の貿易および経常収支は、さら

に悪化して英国の成長に悪影響を与える可能性が高い。加えて、ギリシャと債権者トロイカ（国際通貨基金

（IMF）、欧州中央銀行（ECB）および欧州委員会）の交渉状況は、市場の再混乱およびギリシャのユーロ圏

離脱のリスクを高めている。さらに、中国、アジア全般、およびその他の新興国市場でマクロ経済面の不透

明感が高まれば、世界経済の回復を脅かしかねない。特に最近の原油価格の急落を踏まえると、金融市場

は、伝染のリスクが再来して新たな変動性の期間を経験するかも知れず、それによって資金調達市場に新た

な制約がもたらされる可能性がある。

ロイズ・バンキング・グループは、ユーロ圏諸国や他の国際市場に多額の直接的・間接的エクスポー

ジャーを持つ可能性のある中小企業、企業、金融機関および有価証券に対し、信用エクスポージャーを持っ

ている。ロイズ・バンキング・グループのアイルランド共和国における貸付金エクスポージャーを除き、国

家及び民間部門に対するエクスポージャーを通じた、ユーロ圏に対する直接的な信用エクスポージャーは比

較的少なく、2008年以降、着実に減少方向で管理してきた。

しかしながら、これらの国のソブリン債務の不履行と、他のユーロ圏諸国に対する結果的な影響（一部の

国がユーロ圏を離脱する可能性を含む。）が、ロイズ・バンキング・グループの事業に重大な悪影響を及ぼ

す可能性がある。加盟国が欧州通貨同盟（以下「EMU」という。）を離脱した場合、英国とユーロ圏の経済と

金融環境の悪化を伴い、ロイズ・バンキング・グループを含む銀行産業の当事者の資本とファンディング・

ポジションに大きな影響が出るであろう。このことによっても、ロイズ・バンキング・グループの業務に混

乱が生じる可能性がある。

１か国または複数のEMU加盟国のEMUからの脱退、金融商品のユーロ建てから他の通貨建てへの変更によ

る、欧州および世界経済への影響は、（i）ユーロ圏における経済と金融の不安定、（ii）最近の世界金融危

機の深刻度、（iii）現在の景気回復の兆候を持続できるか、またどの程度持続できるかを予測することの難

しさ、（iv）不確実な法律上のポジション、ならびに（v）事業に関連するリスクの多くが、全体として、ま
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たは一部において、ロイズ・バンキング・グループがコントロールできるものではないことから、それがど

の程度のものであるかを予想したり、予防措置を講じたりすることは不可能である。しかし、そのような事

象が生じた場合、それらは、（a）マーケットからの大幅な資金逃避、（b）カウンターパーティ・リスクの

高まり、（c）一部における金融資産と負債の通貨の呼称単位の引き下げによる、特に資産および負債管理な

どのマーケット・リスクの管理に対する悪影響、または（d）ロイズ・バンキング・グループの事業成績、財

政状態、もしくは業績見通しに対する多大な悪影響を生じさせる可能性が高い上記を含む、ロイズ・バンキ

ング・グループが多額の直接または間接的な信用エクスポージャーを持つ諸国の経済に悪影響を及ぼすよう

な変化があった場合ならびに世界のマクロ経済の一層の悪化は、ロイズ・バンキング・グループの業績、財

政状態または業績見通しに大きなマイナスの影響を持つおそれがある。

ロイズ・バンキング・グループが事業を展開している法域における金融政策の引締めは、顧客、依頼者お

よびカウンターパーティ（政府および他の金融機関を含む。）の財政状態に影響を及ぼし、ひいてはロイ

ズ・バンキング・グループの経営成績に悪影響を与える可能性がある。

自国経済が金融危機から引き続き回復しているため、米国、英国など、一部主要国の中央銀行が今後１年

から２年以内に政策金利の引き上げに踏み切ることが、現在予想されている。近年の金融政策はかなり緩和

的であり、その一環である英国におけるイングランド銀行および財務省の「ファンディング・フォー・レン

ディング」スキームおよび「ヘルプ・トゥー・バイ」プログラムは、財政緊縮によりバランスシートの改善

を図る期間において、需要の下支えに貢献してきた。景気刺激策が長期にわたり実施されているため、それ

が縮小された場合の影響の不透明性が高まっている。かかるプログラムの撤回が、ロイズ・バンキング・グ

ループが事業を展開している市場において、全般的に予想を下回る経済成長もしくは場合によってはGDPの減

少、企業心理の悪化、失業率もしくは不完全雇用率の悪化、インフレ率の水準に対する悪影響、金利上昇の

可能性、および不動産価格の下落をもたらす可能性があり、その結果、顧客の間の延滞率とデフォルト率の

上昇が生じることがあり得る。先進国のインフレ率が例外的に低い場合も、同様のリスクが生じる。特に欧

州では、金融政策上の措置が効果を発揮しない場合、継続的なデフレに陥るおそれがある。金融政策による

景気刺激の縮小と、他の金融機関の行動や商業的健全性が、市場の流動性に影響を及ぼす可能性がある。ロ

イズ・バンキング・グループの顧客およびカウンターパーティの信用力に対する悪影響と担保物の価値の下

落が相まって、ロイズ・バンキング・グループの資産の回収可能性および価値の低下と減損引当金の水準の

上昇がもたらされ、ロイズ・バンキング・グループの業務、財政状態または業績見通しに悪影響を及ぼす可

能性がある。ロイズ・バンキング・グループは、ユーロ圏諸国に多額の直接的・間接的エクスポージャーを

持つ可能性のある中小企業、企業、金融機関および有価証券に対し、信用エクスポージャーを持っている。

これらの国々のソブリン債務のデフォルトおよびその結果生じる他のユーロ圏諸国への影響（一部の国が

ユーロ圏を離脱する可能性も含まれる。）が、ロイズ・バンキング・グループの事業に重大な悪影響を及ぼ

すことがあり得る。

ロイズ・バンキング・グループの事業は、本質的に市場変動リスクを負っており、ロイズ・バンキング・

グループの経営成績、財政状態または見通しは、そのリスクによって重大な悪影響を受けるおそれがある。

ロイズ・バンキング・グループの事業は、本質的に金融市場と経済全般のリスク（金利、インフレ率、信

用スプレッド、外国為替レート、商品価格、株価、債券価格と不動産価格の変動リスクとボラティリティ上

昇リスクのほか、ロイズ・バンキング・グループの顧客がロイズ・バンキング・グループの事業、プライシ

ングおよびヘッジに関わる前提と矛盾する動きを見せるリスクを含む。）を負っている。

市場の変動は、引き続き、多くの重要な分野でロイズ・バンキング・グループに重大な影響を与えると予

想される。例えば、市場が不利な方向に動いたため、ロイズ・バンキング・グループの確定給付年金制度の

財政状態は、これまで実際に悪影響を受けており、今後も引き続き悪影響を受ける可能性がある（しかもそ
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の影響はかなり大きくなる可能性がある。）。この制度の主なエクスポージャーは、実質金利リスクおよび

信用スプレッド・リスクに対するものである。これらのリスクは、「AA」格付けの社債の割引率と資産の保

有という主な２つの源泉から発生する。ロイズ・バンキング・グループの銀行業務とトレーディング業務

は、金利リスク、外国為替リスク、インフレ・リスクおよび信用スプレッド・リスクを負っている。例え

ば、金利水準、公式レートに対するインターバンク市場の上乗せ金利、イールド・カーブ、スプレッド等の

変動は、貸出金利と借入費用の差額としての利ざやに影響を与える。将来のボラティリティおよびマージン

が変化する可能性は残っている。既存のローンと預金における固定金利又は商品期間の競争の激化により、

公式レートとホールセール市場の金利の変動に応じて、ロイズ・バンキング・グループが顧客に適用する金

利を変更できる余地が狭まる可能性がある。

ロイズ・バンキング・グループの保険事業は、保険商品やそれに関連した契約により株式市場、（信用リ

スクおよび信用スプレッド・リスクを通じた）債券市場および不動産市場等に起因して発生するさまざまな

形の市場変動リスクを負っている。例えば、投資契約および保険契約に関して受け取る年間の管理手数料

は、契約の価値と同様に市場の動きに合わせて変動する。こうしたリスクの一部は顧客が直接負担し、一部

は保険会社が負担している。一部の保険契約には、保証やオプションが含まれており、投資市場が低迷する

状況では、その価値が増加する。ロイズ・バンキング・グループの保険事業は、保証費用とオプション費用

の一部を負担するリスクがある。ロイズ・バンキング・グループの保険事業では、市場に資金を直接投資し

ているため、市場変動リスクも負っている。そのため、投資市場のパフォーマンスは、投資型契約からの利

益および保有保険契約の価値（以下「VIF」という。）ならびにロイズ・バンキング・グループの経営成績、

財政状態または見通しに直接影響を与える。市況の悪化は、投資家心理に影響を及ぼし、その結果、売上が

減少するか、または顧客の契約継続性が低下する可能性がある（その両方の可能性もある）。

ロイズ・バンキング・グループの財政状態および利益予測は、為替レート（米ドルおよびユーロを含

む。）の変動の影響を受ける。ロイズ・バンキング・グループの財務部門は、外貨建て資産および外貨建て

純利益予測に起因するエクスポージャーを最小化するための積極的なヘッジ・プログラムを有している。

市況の変化に伴って、ロイズ・バンキング・グループの金融資産の見積り公正価値は、大幅に変動してい

るが、将来も大きく変動することが予想される。公正価値のマイナスの調整は、ロイズ・バンキング・グ

ループの経営成績、財政状態および業績見通しに重大な悪影響をもたらしたが、将来においても重大な悪影

響を及ぼす可能性がある。

ロイズ・バンキング・グループは、有価証券およびその他の投資という公正価値で計上される多額のエク

スポージャーを保有している。例えば、資産担保証券、仕組証券投資およびプライベート・エクイティ投資

などである。これらの投資の公正価値は、とりわけ変動性が高い世界市場と困難な経済環境を勘案し、これ

まで評価減の調整を施されているが、今後も、さらにマイナスの調整がなされる可能性がある。CVA／DVA／

FVAはロイズ・バンキング・グループ内で積極的に管理されているが、ストレスにさらされた市場の状況にお

いては、これらの値の悪化がロイズ・バンキング・グループの損益計算書における重大な費用計上を生じさ

せる結果となる可能性がある。

さらに、変動性が高い市場では、ヘッジ・カウンターパーティの信用度悪化等の要因により、ヘッジその

他のリスク・マネージメント戦略が、通常のマーケットのように有効に機能しない可能性がある。将来の資

産評価には市場の実勢が反映されるため、ロイズ・バンキング・グループの金融資産の公正価値は、さらに

マイナス調整される可能性があり、それにより減損費用もさらに増加する可能性がある。

さらに、ロイズ・バンキング・グループが有価証券投資およびその他の投資に関して、最終的に実現でき

る価値が現在の公正価値を下回る可能性がある。ロイズ・バンキング・グループは、このような要因によ

り、公正価値をさらに下方に調整することを余儀なくされ、グループの経営成績、財政状態または業績見通

しに重大な悪影響が生じる可能性がある。金融資産の公正価値の変動により多額の損失が発生した場合は、
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ロイズ・バンキング・グループの自己資本比率にマイナスの影響を与える。ロイズ・バンキング・グループ

は、IAS 39（「金融商品：認識および測定」）の改正により認められる資産の再分類を過年度に行った。

このような再分類により、2008年11月１日より前に再分類された資産の場合には、2008年７月１日以降に

生じた再分類資産の公正価値の変動に伴う影響、または今後発生するであろう影響は、資産の減損処理が行

われる時点または処分される時点まで、損益計算書において認識されない。2014年に再分類された資産はな

い。さらに、金融評価モデルを使用して公正価値が決定される場合、ロイズ・バンキング・グループの評価

手法では、公正価値を決定するために仮定、判断および見積りを行うことが要求されることがある。これら

の評価モデルは複雑であるほか、特にグローバルな景気回復の確実性や継続的なダウンサイド・リスクに対

する不確実感、さらにはマーケット・ボラティリティと流動性の期間に関する不確実性などを勘案すると、

用いられる前提を設定することは難しく、かかる前提は本質的に不明確であり、そのような評価モデルと前

提に基づいて減損処理または償却処理した場合、ロイズ・バンキング・グループの経営成績、資本比率、財

政状態または業績見通しは重大な悪影響を受けるおそれがある。

2014年７月、国際会計基準評議会（以下「IASB」という。）は、金融商品に関する新たな会計基準（IFRS

9）を公表した。この基準によって、IAS 39に基づき現在適用されている発生損失モデルではなく、予想され

る信用損失に基づいて減損の認識および測定を行う新たなモデルが導入される。新基準は、2018年１月１日

以降に開始する年度から発効する見込みである。

ロイズ・バンキング・グループは、競争が激しい環境で事業を展開しており、競争に関する監視も厳格化

しているので、ロイズ・バンキング・グループの業績は、競争圧力に対し、経営陣が有効な対応をとること

ができるか否かによって左右される。

英国の金融サービス市場とロイズ・バンキング・グループが事業を展開しているその他の市場では競争が

激しく、経営陣は、競合企業の動向、市場への新規参入（非伝統的な金融サービスを提供する事業者を含

む。）、消費者の需要、デジタル・バンキングの成長などの技術革新、規制措置の影響およびその他の要因

に伴い、そのような競争が継続または激化すると予想している。ロイズ・バンキング・グループが財務業績

を伸ばし、市場シェアを維持または拡大することができるか否かは、競争環境とそれに対する経営陣の対応

に大きく依存している。

英国政府の競争当局、欧州の規制機関、および／またはロイズ・バンキング・グループが事業を展開して

いる他の国の政府による介入（当該規制当局がこれらの市場における競争欠如の認識に対応して行う介入を

含む。）は、異なる形の政府介入を受けている可能性のある国際的な競合企業よりも大きな影響を、ロイ

ズ・バンキング・グループの競争力に与え、そのためロイズ・バンキング・グループが競争上不利な立場に

置かれる可能性がある。

CMAは2014年11月に、中小企業向けバンキング市場および個人当座預金市場における競争に関して、市場全

般にわたる調査を実施した。それに加えて、英国の銀行市場の改革に関する最近の政治的論争、現在行われ

ているその他の競争に関するレビューまたはレビューの可能性、決済システム監督機関の新設、および2015

年４月以降競争監督権限を兼務することに伴う、競争の促進という新たなFCAの目的の法定とが相まって、競

争に関する懸念を減少するようロイズ・バンキング・グループに影響を与える提案または計画が策定され、

将来的に英国政府や規制当局による監視が厳格化される可能性がある。加えて、雇用年金省が年金レビュー

を受けて勧告した規制上の監督の変化もロイズ・バンキング・グループに影響を及ぼす可能性がある。ロイ

ズ・バンキング・グループの規制環境について、詳細は、上記「３　対処すべき課題　－　規制　－　競争

規制」を参照のこと。

インターネットとモバイル・テクノロジーも、顧客行動と競争環境を変化させつつある。顧客によるモバ

イル・バンキングの利用は、過去３年間で急速に増加した。ロイズ・バンキング・グループは、確立した金
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融サービス提供事業者だけでなく、テクノロジー市場において強力なブランド認知を得た非金融企業が開発

する銀行業務からの競争の脅威に直面している。

市場の再編や変化の結果、英国の銀行市場における存続能力を備えた１もしくは複数の競合他社が台頭し

てくる可能性、または、市場におけるロイズ・バンキング・グループの既存の１もしくは複数の競合他社が

実質的に強化される可能性がある。これらの要因のいずれか、またはそれらの組合せは、ロイズ・バンキン

グ・グループの利益の大きな減少をもたらすおそれがある。

オペレーショナル・リスク

ロイズ・バンキング・グループは経営陣またはその他の重要な幹部職員を採用または確保できない可能性

がある。

ロイズ・バンキング・グループの成功は、優秀な人材を惹きつけ、保有し、育成できるかにかかってい

る。この狙いの実現は、懸案の新たなシニア・マネージャー・レジームおよびサーティフィケーション・レ

ジームが2016年３月より導入されることにより、影響を受ける可能性がある。これら新規の枠組みは、軽率

な不正行為の刑事処罰化、立証責任の転換、および経営幹部による証明の利用の増加を先取りしている。加

えて、英国においてCRD IVに基づいて導入された変動給与の制限の提案と適用される「クローバック」要件

のために、当該制限に服しない会社と比較してロイズ・バンキング・グループが競争上不利な位置に立たさ

れる可能性がある。加えて、マクロ経済の状況および金融サービス業界に対するメディアの否定的関心も、

従業員の定着、同僚意識および業務への従事に影響を及ぼす場合がある。

上級経営陣および幹部従業員を惹きつけて確保しておくことができなければ、ロイズ・バンキング・グ

ループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響が生じるおそれがある。

ロイズ・バンキング・グループのプロセス、システムおよびセキュリティの欠陥または機能不全などのオ

ペレーショナル・リスク、ならびに第三者のサービス・商品に依存することで発生するリスクにより、ロイ

ズ・バンキング・グループの事業、財政状態または見通しが重大な悪影響を受けるおそれがあり、評判の低

下を招く可能性がある。

ロイズ・バンキング・グループの事業には、プロセス、システム（財務報告プロセスとリスク・モニタリ

ング・プロセスを含む。）またはセキュリティの不備や機能不全、もしくは人に関連した事由もしくは外的

事由（ロイズ・バンキング・グループに対する詐欺やその他の犯罪行為を含む。）に起因するオペレーショ

ナル・リスクが存在している。ロイズ・バンキング・グループの事業は、異なる通貨でかつ多数の異なる法

律および規制制度に従って行われる、多数かつ多様な商品とサービスにわたる大量の複雑な取引の、正確で

効率的な処理と報告に依存している。これらのプロセス、システムまたはセキュリティに欠陥がある場合

は、当該期間中のロイズ・バンキング・グループの経営成績、当該成績の報告、および適切な顧客の成果を

実現する能力に、悪影響が生じ、苦情の増加に結び付き、ロイズ・バンキング・グループの評判が低下する

おそれがある。

特に、効果的なITソリューションの開発、提供または維持ができなければ、顧客サービスに重大な悪影響

が及ぶ可能性がある。サービスの提供不可能が長期化した場合は、ロイズ・バンキング・グループが顧客に

サービスを提供する能力が損なわれること、補償費用の増加が生じること、さらにはロイズ・バンキング・

グループの事業およびブランドの長期的な毀損が引き起こされることがあり得る。しかも、ますます高度化

しつつあるサイバー攻撃からロイズ・バンキング・グループの業務を保護することができず、その結果とし

て消費者のデータその他の機密情報が失われる可能性については、「当行持株会社の事業はサイバー犯罪関

連のリスクにさらされている」欄を参照のこと。ロイズ・バンキング・グループのITの抵抗力はロイズ・バ

ンキング・グループにとって最も重要である。それゆえ、ITの抵抗力ひいては顧客へのサービス提供を確保
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するため、ITインフラおよびサポート機能に多額の投資が行われてきており、今後も行われ続けると予想さ

れる。ロイズ・バンキング・グループは、進化を続ける脅威に対処するためのユーザーアクセス管理および

記録管理の活動を含むITおよび情報セキュリティ環境への投資を継続している。またロイズ・バンキング・

グループ固有のものだけでなく業界全体に共通するITやセキュリティ侵害の多様なシナリオに備えた緊急時

対応計画を維持している。ロイズ・バンキング・グループ取締役会はグループのサイバー・リスク許容度を

再定義しているところで、かかるリスクの軽減を促進する増分投資を支持している。

ロイズ・バンキング・グループは、現在のおよび新たに生起する市場での外部の詐欺のリスクを反映しつ

つ、直面する外部者の詐欺のリスクを軽減するために、リスクベース・アプローチを採用している。このア

プローチによって、ロイズ・バンキング・グループの技術、プロセスおよび役職員に関連する統制の改善に

向けた年間計画が主導され、可能な場面は常に検知のためのリアルタイムの統制に支えられた予防的統制に

重点が置かれる。ロイズ・バンキング・グループは、ロイズ・バンキング・グループ全体にわたる方針およ

び業務管理の枠組みを通じて、集中化した説明責任を伴う強固な詐欺対応業務モデルを開発した。詐欺に関

するロイズ・バンキング・グループの意識向上プログラムは、依然として詐欺統制環境の鍵を握る構成要素

である。ロイズ・バンキング・グループは、ロイズ・バンキング・グループのシステム、ソフトウェア、

ネットワークおよびその他の技術的資産を保護するように設計されたプロセスおよびシステムを維持し定期

的に更新するため、多額の資源を傾注しているが、ロイズ・バンキング・グループのセキュリティ対策のす

べてが絶対的セキュリティをもたらすという保証はない。ロイズ・バンキング・グループのシステム、プロ

セスまたはセキュリティの実際の不備、欠陥または機能不全、あるいはそのような見方に起因するロイズ・

バンキング・グループの評判の低下（顧客の信頼低下を含む。）は、ロイズ・バンキング・グループの経営

成績、財政状態または業績見通しに事業に重大な悪影響を及ぼすおそれがある。

重要な商品・サービスに関してロイズ・バンキング・グループが依存している第三者が、特にかかる第三

者に影響を及ぼすセキュリティ違反に関して、オぺレーショナル・リスクの発生源になる可能性がある。こ

うしたオペレーショナル・リスクの多くは、業務インフラの重要な構成要素を提供するためにロイズ・バン

キング・グループが外部のサプライヤーやベンダーに依存している場合にも当てはまる。ロイズ・バンキン

グ・グループは、運用システムの完全性を守る手段を講じる必要が生じ、それによって運用費用が増加する

可能性がある。それに加えて、何らかの理由で第三者がロイズ・バンキング・グループにサービスを提供し

ない場合、サービスの履行が不十分な場合、または従業員の不正行為の場合を含め、これらの第三者に起因

する問題が、顧客に対するロイズ・バンキング・グループの商品・サービス提供能力やその他の業務遂行能

力に悪影響を及ぼす可能性がある。そうした第三者のベンダーを入れ替えたとしても、大幅な遅れや多額の

費用を伴う可能性がある。

このリスク要因の項においていかなる説明があったとしても、ここにいうリスク・ファクターは、当行持

株会社またはロイズ・バンキング・グループ内の会社がその有価証券の上場を認められた会社としての義務

やFCAおよびPRAの規制監督を受ける企業としての義務を、遵守できないということを意味するものと理解し

てはならない。

当行持株会社の事業はサイバー犯罪関連のリスクにさらされている。

ロイズ・バンキング・グループは、自社コンピューター・システム、ネットワーク、モバイル機器、およ

び当行持株会社が依存している第三者のコンピューター・システム、ネットワーク、モバイル機器上で保存

されている情報の機密性、完全性、利用可能性を守るためのグループ情報・サイバー・セキュリティ方針、

関連する手続、インフラ、および対応能力の有効性に依存している。ロイズ・バンキング・グループは、顧

客に対する重要な業務プロセス提供の妨害を意図した攻撃から身を守るための予防策も講じている。それに

もかかわらず、ロイズ・バンキング・グループのコンピューター・システム、ソフトウェア、ネットワー

ク、モバイル機器、およびロイズ・バンキング・グループが依存している第三者のコンピューター・システ

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書

 60/546



ム、ソフトウェア、ネットワーク、モバイル機器が、サイバー攻撃、妨害工作、不正アクセス、コンピュー

ター・ウィルス、ワーム、その他の悪質なコード、およびセキュリティに影響を及ぼすその他の事象に対し

て脆弱な可能性がある。かかる事象が、ロイズ・バンキング・グループ、その顧客、従業員、または取引相

手の情報の機密性、もしくは顧客サービスの利用可能性に影響を及ぼす可能性がある。その結果、ロイズ・

バンキング・グループが多額の金銭的損失、競争力の低下、規制措置の適用、顧客契約の違反、評判への打

撃、または法的責任を被り、ひいてはロイズ・バンキング・グループの減益を招くおそれもある。ロイズ・

バンキング・グループは、予防策を修正するため、または脆弱性やその他のエクスポージャーを検査して是

正するため、財源の支出を増やす必要に迫られる可能性がある上、提訴されるおそれ、および契約している

保険で全額が補償されるか否かを問わず、金銭的損失を被るおそれもある。ロイズ・バンキング・グループ

のサイバー・セキュリティ方針、手続、または対応能力に不備があった結果、あるいはサイバー関連の犯罪

の結果、ロイズ・バンキング・グループの評判に傷がついて顧客を失い、ロイズ・バンキング・グループの

経営成績、財政状態、または見通しに重大な悪影響が生じる可能性がある。

テロ行為、その他の戦争行為、地政学的な事象、病気の世界的大流行、またはそれ以外の事由によりロイ

ズ・バンキング・グループの経営成績、財政状態または業績見通しは重大な悪影響を受けるおそれがある。

テロ行為、その他の戦争行為または敵対行為、地政学的な事由、病気の世界的大流行、あるいはそれ以外

の事由、ならびにこうした行為・事由への対応は、英国内のおよび国際的なマクロ経済情勢全般に重大な悪

影響を与える可能性のある経済的・政治的不透明性を生み出し、より具体的には、必ずしも予測できるとは

限らない方法でロイズ・バンキング・グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響を及

ぼすおそれがある。

TSBへのサービス提供要件が、ロイズ・バンキング・グループに悪影響を及ぼす可能性がある。

TSB売却の一環として、ロイズ・バンキング・グループはTSBにサービスを提供する契約義務を負ってお

り、当該サービスを提供する過程でロイズ・バンキング・グループの評判および財務上のエクスポージャー

が発生する可能性がある。たとえば、TSBは、ITシステム、サポート・インフラ、および関連サービスの提供

においてロイズ・バンキング・グループに依存している。しかし、これらの計画に基づくTSBへのサービスの

提供の継続には、ロイズ・バンキング・グループの経営幹部の多大な関与の必要性、特に、利益相反の管

理、データの秘密保持およびロイズ・バンキング・グループの監督官庁の規制権限の対象範囲に属する競合

銀行へのサービスの提供の一部としての競争上の問題に関する関与の必要性が伴う可能性がある。これらの

取決めが計画どおりに機能しなければ、ロイズ・バンキング・グループの事業運営に悪影響が生じることが

あり得る。それに加えて、ロイズ・バンキング・グループは、ITシステムやインフラを提供する業者を変更

するというTSBの計画を支援するため、金銭的援助も行っている。

ロイズ・バンキング・グループの財務状況は、TSBの統制、管理および経営成績に関するリスクに晒されて

いる。2015年４月24日現在、ロイズ・バンキング・グループは一部のTSB持分を保有しており、今後の売却は

一回または数回に分けて行われる見通しである。そのため、ロイズ・バンキング・グループの財政状態は、

全持分を売却するまでの期間、TSBの業績に部分的に依存することになる。ただしロイズ・バンキング・グ

ループは、TSB取締役会を支配しておらず、同社の事業経営に携わっておらず、経営を支配してもいない。そ

のため、TSB取締役会は、次のような行動をとることができる。

(i) 　ロイズ・バンキング・グループの経済的なまたは事業上の目標とは異なりあるいは相反する経済的

なまたは事業上の目標、特に、英国内のリテール銀行業務に関連する目標を有すること。

(ii)　投資または商業取決めに関連してロイズ・バンキング・グループの方針または目的に反する措置を

講じること。
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(iii) 適用される規制制度を遵守しないこと、または、ロイズ・バンキング・グループが自社の業務に適

用しているその他の基準に準拠した業務を行わないこと。

再建計画およびロイズ・バンキング・グループによるTSBの売却、またはロイズ・バンキング・グループが

保有するTSBの残りの持分を全て売却できないことに関連するリスクは、「政府関連のリスク －2009年に構

造改革計画が承認されたことを受けて、ロイズ・バンキング・グループは、欧州の国家による援助義務の対

象にある。この構造改革計画の実施により、ロイズ・バンキング・グループの利益は大きく損なわれる可能

性がある」欄を参照のこと。

ロイズ・バンキング・グループには、資金洗浄防止、贈収賄防止、経済制裁に関する規制を遵守する義務

が課せられており、違法なまたは不適切な活動を完全にまたは適時に防止または発見できなければ、責任を

問われるおそれがある。

ロイズ・バンキング・グループは、事業を展開している法域で適用される資金洗浄防止、テロリズム防

止、経済制裁、贈収賄防止およびその他の適用法令を遵守する義務を負っている。これらの法規によって、

「顧客の身元確認」の方針および手順を採択、施行すること、資金洗浄の疑いがあれば報告すること、なら

びに、一部の国においては特定の取引を管轄規制当局に報告すること等が、ロイズ・バンキング・グループ

に要求されている。これらの法令はますます複雑かつ詳細になってきており、改善されたシステム、洗練さ

れた監視、熟練したコンプライアンス担当職員を求めており、強化された政府や当局の監督の対象となって

きている。

ロイズ・バンキング・グループは、資金洗浄および関連する活動のための銀行ネットワークやサービスの

使用の発見と防止を目指す方針を採用し、手続を強化しており、経営や業務全般を通してリスク・ベース・

アプローチのシステムや統制を適用している。しかし、これらの統制をもってしても、第三者が、資金洗浄

やその他の違法または不適切な行為を行う目的で、ロイズ・バンキング・グループの商品やサービスを使用

しようとする事件を完全に解消できない可能性がある。さらに、ロイズ・バンキング・グループはこれらの

事項に関するカウンターパーティの内部の方針および手順を精査するが、ロイズ・バンキング・グループ

は、当該カウンターパーティが自社の適切な資金洗浄防止手順を維持しおよび適切に適用する点に大きく依

存している。第三者がロイズ・バンキング・グループ（およびその関連カウンターパーティ）に知られずに

資金洗浄（違法な現金の処理を含む。）のパイプとしてロイズ・バンキング・グループ（および当該カウン

ターパーティ）を使用するのを、これらの手段、方針およびコンプライアンスによって完全に効果的に防止

することができない場合もある。ロイズ・バンキング・グループが資金洗浄に関係しもしくは関係した旨の

避難だけでも受けた場合、または資金洗浄の当事者となった場合は、ロイズ・バンキング・グループの評判

が損なわれ、ならびに／またはロイズ・バンキング・グループが罰金、制裁および／もしくは法律上の処分

（特定の者がロイズ・バンキング・グループとの取引を行うことを禁止する「ブラック・リスト」への記載

を含む。）を受ける可能性があり、このいずれも、ロイズ・バンキング・グループの経営成績、財政状態お

よび業績見通しに重大な悪影響を及ぼし得る。

ロイズ・バンキング・グループが適用法規を完全に遵守しなかった場合には、ロイズ・バンキング・グ

ループが報告する管轄政府機関や当局は、ロイズ・バンキング・グループに罰金その他の制裁（免許の取消

しを含む。）を科す権限を有する。加えて、顧客が資金洗浄または違法もしくは不適切な目的にロイズ・バ

ンキング・グループの銀行ネットワークを使用した場合は、ロイズ・バンキング・グループの事業および評

判が損なわれる可能性がある。

ロイズ・バンキング・グループがその継続中の戦略的変更計画の実施に失敗する可能性と、予想された当

該計画の利益が予想された時点でもしくは程度まで達成されない可能性、またはまったく達成されない可能

性がある。
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ロイズ・バンキング・グループには、継続的に追及している多数の戦略的計画がある。例えば、ロイズ・

バンキング・グループの事業の簡素化と改革によって費用を削減し、効率性および業績を改善し、ならびに

顧客の全般的な体験を向上させようとする計画がある。ロイズ・バンキング・グループが当戦略の第２

フェーズに入ると、デジタル化に相当の焦点を置き、デジタルおよびモバイル・プラットフォームを通して

顧客からの要求を満たすことを確実にする。このアプローチはロイズ・バンキング・グループが費用目標を

達成するサポートとなる。

当該計画およびロイズ・バンキング・グループのその他の戦略的構想を無事に完了するには、主観的で複

雑な判断（世界の様々な地域の経済状況に関する予測を含む。）の継続が必要であり、重大な実施リスクに

直面する可能性がある。例えば、戦略的構想を無事に実施するロイズ・バンキング・グループの能力が、世

界のマクロ経済の著しい低迷、従来から続いている問題、ロイズ・バンキング・グループの経営もしくは業

務上の能力の制約、または、ロイズ・バンキング・グループが事業を展開している国の規制の予想外の変更

の悪影響を受けることがあり得る。

ロイズ・バンキング・グループが戦略的計画を無事に完了できない場合は、掲げられた目標および予想さ

れた同計画の他の効果を達成するロイズ・バンキング・グループの能力に悪影響が及ぶ可能性があり、さら

に、計画実施に伴う費用が、達成されると予想された財務上の効果を上回り、ロイズ・バンキング・グルー

プの事業、財政状態および見通しに重大な悪影響を及ぼすリスクもある。

労働組合との合意が存在しない場合、ロイズ・バンキング・グループが、労働紛争と労務費用の増加に直

面する可能性がある。

ロイズ・バンキング・グループ内では現在、団体交渉の目的で認められた組合が４つある。全体を合わせ

ると、ロイズ・バンキング・グループの労働力全体の約95％にこれらの団体協約が適用される。ロイズ・バ

ンキング・グループは、従業員の約60から約70％が認められた労働組合のいずれかに属していると推定して

いる。

ロイズ・バンキング・グループ、従業員またはその組合が相互間の協約の条件を変更しようとする場合

は、協議および交渉のプロセスが実施される。このプロセスが労務費用の増加に結び付く可能性があり、ま

たは、当該交渉が失敗に終わって正式な労働争議に至った場合には、ロイズ・バンキング・グループの事

業、財政状態および経営成績に重大な影響を及ぼし得るようなストライキに直面する可能性がある。

財務の健全性に関連するリスク

特に、個人預金等の従来からの資金供給源の利用またはホールセールの資金調達市場へのアクセスが引き

続き制限される場合、ロイズ・バンキング・グループの事業は、流動性および資金調達に内在するリスクに

さらされる。

流動性と資金調達は、ロイズ・バンキング・グループにとっても、銀行業界全体にとっても、引き続き焦

点となる重要な分野である。すべての大手銀行と同様、ロイズ・バンキング・グループもまた、短期・中期

のホールセール資金市場の信頼度に依存している。例外的な状況において、ロイズ・バンキング・グループ

が持続的に資金を調達できなくなった場合、金融債務を履行するためのロイズ・バンキング・グループの資

金調達能力に影響が出得る。

流動性および資金調達へのアクセスが長期にわたって制限されたり、コストが上昇した場合、ロイズ・バ

ンキング・グループの収益性や支払能力に悪影響が及ぶおそれがある。金融市場の閉鎖や、多数の企業がそ

の債務の期日どおりの履行を確保する能力に関する不確実性などの、予想外の極端な状況においては、ロイ

ズ・バンキング・グループがその債務を期日どおりに履行する能力または貸付の約束を実行する能力が、流

動性（政府および中央銀行のファシリティを含む。）へのアクセスの制約の影響を受ける可能性がある。そ
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のような極端な状況においては、ロイズ・バンキング・グループは追加的な資金支援なしには事業を継続す

ることができなくなるが、そのような支援が行われないこともあり得る。これらのファクターは、規制上の

最低流動性の要件を満たす能力など、ロイズ・バンキング・グループの支払い能力に多大な悪影響を持つ。

これらのリスクは、特定の資金供給源に対する過度の依存や信用格付の変更等の事業上の要因、ならびに市

場の混乱、規制の変更および大規模災害等の市場全体の現象により、増幅される可能性がある。

加えて、一般企業および金融機関であるカウンターパーティがロイズ・バンキング・グループ（またはす

べての銀行）に対する信用エクスポージャーの総額を削減しようとする可能性もあり、その場合にはロイ

ズ・バンキング・グループの資金調達コストが上昇し、流動性へのアクセスが制限されるおそれがある。ロ

イズ・バンキング・グループが採用している資金調達ストラクチャーが非効率で、その結果、より長期にわ

たって調達を続けることが不可能な水準にまで累積的コストが上昇する可能性がある。ロイズ・バンキン

グ・グループの資金調達ニーズは、増加する可能性があり、そのような増加がロイズ・バンキング・グルー

プの経営成績、財政状態または業績見通しにとって重大なものとなる可能性がある。ロイズ・バンキング・

グループは、資金調達ニーズを充足するため、顧客の貯蓄預金と送金事業の資金残高のほか、世界のホール

セール資金調達市場への継続的なアクセスに依存している。ロイズ・バンキング・グループが経済的に満足

できる条件でホールセールおよびリテールの資金供給源にアクセスできるか否かは、ロイズ・バンキング・

グループがコントロールできない多数の要因に依存しているが、その中には流動性の制約、全般的な市況、

規制要件、海外のホールセール銀行や中央銀行などの預金の本国への送金奨励または本国への送金義務、お

よび英国の銀行システムに対する信頼の水準があり、そのいずれもが、ロイズ・バンキング・グループの収

益性に重大な悪影響を与えるか、または長期的に異常な状況下において、期限が到来した金融債務を返済で

きるか否かのロイズ・バンキング・グループの能力に影響を与える可能性がある。

ロイズ・バンキング・グループの融資業務の中期的な成長は、一部において、適切な条件の個人預金を資

金供給源とする資金調達能力に依存しているが、この分野での競争は激化している。上記「事業リスクおよ

び景気変動リスク　－　ロイズ・バンキング・グループは、競争が激しい環境で事業を展開しており、競争

に関する監視も厳格化しているので、ロイズ・バンキング・グループの業績は、競争圧力に対し、経営陣が

有効な対応をとることができるか否かによって左右される」を参照のこと。ロイズ・バンキング・グループ

のホールセール資金の供給源が減少しているため、最近では顧客預金への依存度が高くなっている。個人預

金という資金供給源を妥当な条件で継続的に利用できるか否かは、全体的なマクロ経済情勢と市場のボラ

ティリティ、経済・金融サービス業界、ロイズ・バンキング・グループなどに対する個人預金者の信頼感、

ならびに預金保険制度を利用できるか否かとその範囲等、ロイズ・バンキング・グループがコントロールで

きないさまざまな要因に依存している。個人預金の資金調達コストが増加した場合、ロイズ・バンキング・

グループの利ざやと利益に影響が生じ、個人預金による資金が調達不足に陥った場合は、ロイズ・バンキン

グ・グループの将来の成長に重大な悪影響が出るおそれがある。

ロイズ・バンキング・グループに対する消費者の信頼が失われると、個人預金の引出額は、短期間のうち

に大きく増加する。このような異常な状況で、個人預金の引出額が高水準かつ想定外の水準まで増加した場

合、ロイズ・バンキング・グループは、追加的な資金支援を受けない限り（支援は受けられない可能性もあ

る。）、業務を継続できなくなり、ロイズ・バンキング・グループの返済能力は重大な悪影響を受けるおそ

れがある。

ホールセール資金調達市場が緊迫した状況となりもしくは金融市場に対する中央銀行の流動性供給が不意

に削減された場合、またはロイズ・バンキング・グループの信用格付が引き下げられた場合は、ホールセー

ル資金を獲得することがより困難にとなる可能性が高い。そのような借換えリスクが高まることは、上記の

流動性リスクとは別に、またはそれと連動して、ロイズ・バンキング・グループの収益性のほか、長期的

に、異常かつ想定外の状況において、期限の到来した金融債務の弁済を履行する能力に重大な悪影響を与え

る可能性がある。
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ロイズ・バンキング・グループの借入コストおよび資本市場へのアクセスは、ロイズ・バンキング・グ

ループの長期信用格付の低下などの多数の要因に依存しており、コストの上昇やアクセスの縮小は、ロイ

ズ・バンキング・グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響を及ぼすおそれがある。

ロイズ・バンキング・グループの信用格付の低下や、ロイズ・バンキング・グループの財務的柔軟性に対

する資本市場の認識の悪化は、ロイズ・バンキング・グループの借入コストを大きく増加させ、資本市場で

債券を発行する能力を低下させる可能性がある。ひとつの目安であるが、2014年、シングル「A」の格付を持

つ長期無担保優先銀行債務の指標と「BBB」の格付を持つ同様の銀行債務（両方とも公的に入手可能）の間の

スプレッドの平均値は37ベーシス・ポイントであった。ロイズ・バンキング・グループの資金調達コストと

して、どのような金利が適用され、どのような金利が想定されるかは、発行類型とその時点のマーケットの

状態によって左右される。資金調達コストの影響は、多くの前提条件と不確実性によって左右され、従っ

て、正確に定量化することはできない。

最近英国がEUのBRRDを導入したのを受けて、スタンダード・アンド・プアーズおよびムーディーズが、英

国政府が特別支援を行う可能性を再評価するため、ロイズ・バンキング・グループの格付を見直すことを発

表した。2015年２月３日、スタンダード・アンド・プアーズは、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエル

シーとエイチビーオーエス・ピーエルシーという持株会社２社の長期格付を２段階引き下げて「BBB」とし

た。営業会社であるロイズ・バンク・ピーエルシーとバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーは「A」

格の長期格付を維持しているものの、クレジット・ウォッチ・ネガティブに指定されている。それと同時に

スタンダード・アンド・プアーズは、サポート対象外のロイズ・バンキング・グループのグループ・クレ

ジット・プロファイル（信用度）を上方修正する可能性があることを理由に、ロイズ・バンキング・グルー

プの持株会社の格付のアウトルックをポジティブにする旨を発表した。2015年３月17日、ムーディーズは、

グローバルでの銀行全体の約53％、欧州の銀行の約76％に影響を与える格付見直しを発表したが、これは、

新手法が導入されたこと、および、欧州におけるBRRDや類似の破綻処理枠組みの導入に関し、政府が支援を

行う可能性への期待が低下したことを理由とする。ムーディーズは、ロイズ・バンク・ピーエルシーおよび

バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーの格付を「A1/P-1」、ロイズ・バンキング・グループ・ピー

エルシーを「A2」から「Baa1」に引き下げ、エイチビーオーエス・ピーエルシーのシニア格付を「A2/P-1」

から「A1/P-1」に引き上げることを、暫定的に予定していると発表した。ロイズ・バンク・ピーエルシーに

対する現在のフィッチの格付は「A/F1」だが、特に再建・破綻処理関連の規制改正を加味して、2015年終盤

にこれらの格付を見直す可能性がある。格付会社は定期的にロイズ・バンキング・グループおよび当行持株

会社の評価を行っているが、これらの機関による長期債務の格付は多数の要因に基づくものであり、こうし

た要因には、ロイズ・バンキング・グループの財務的健全性だけでなく、金融サービス業界全般に影響を及

ぼす条件などの、ロイズ・バンキング・グループのコントロールが完全には及ばない要因が含まれる。金融

サービス業界および金融市場における困難な状況に照らすと、ロイズ・バンキング・グループまたは当行持

株会社が現在の格付を維持し得るという保証はない。ロイズ・バンキング・グループの長期債務の格付が引

き下げられた場合、追加担保を求められたり、資金が流出する可能性がある。2014年12月31日現在、すべて

の大手格付機関がロイズ・バンキング・グループの現在の長期信用格付を同時に直ちに２段階引き下げ、そ

れに伴う短期格下げも同時に実施すると仮定した場合、１年以内に現金が2.5十億ポンド流出し、顧客との間

の金融上の契約に関連する2.4十億ポンドの担保差入れおよび担保付資金調達に伴う8.6十億ポンドの担保差

入れを行う結果となる可能性がある。ロイズ・バンキング・グループの長期信用格付けの低下はいずれも、

借入コストの上昇、資本市場へのアクセスの縮小または流動性の減少を発生させ、ロイズ・バンキング・グ

ループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響を与える可能性がある。

ロイズ・バンキング・グループの借入コストおよび資本市場へのアクセスは、銀行改革法、CRD IVの改正

およびBRRDの施行等、様々な規制上の進展による影響も受ける。
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ベイルイン・シナリオの見通しが高まった場合は社債保有者（ノート保有者を含む。）が要求する収益率

も上昇し、ロイズ・バンキング・グループの資金調達コストが高まる可能性がある。不利な展開は、流動性

に対するロイズ・バンキング・グループのアクセスに重大な悪影響を及ぼし、その資金調達コストを高め、

その結果、ロイズ・バンキング・グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響を与える

可能性がある。

ロイズ・バンキング・グループは、資本資源の不足に陥る危険にさらされている。

ロイズ・バンキング・グループは、資本不足に陥った場合または陥っていると認識された場合には、規制

上の介入または制裁を課され、市場における信頼の喪失に見舞われて、流動性へのアクセスおよび資金調達

が制限されまたはより費用のかかるものになる結果に直面する可能性がある。資本ポジションの改善のため

に講じられる措置の程度によっては、経営成績、財政状態および業績見通しを含め、ロイズ・バンキング・

グループの事業が重大な悪影響を受ける可能性がある。このことは、事業の運営を継続し、将来の配当を支

払いまたはその他の分配を行う、あるいは企業買収その他の戦略的機会を追求するロイズ・バンキング・グ

ループの能力に影響を与え、将来の潜在的成長性に影響する可能性がある。そのような資本不足に対し、ロ

イズ・バンキング・グループが株式資本や資本証券の発行により追加資本を調達する場合、既存の株主や資

本的性格を持つ債券の保有者は、保有持分の希薄化という現象を経験する可能性がある。資本または負債商

品が、商品の条件に定められたトリガーの結果としてまたは法定の権限の行使を通じて株式資本に転換され

た場合は、転換の条件によっては既存株主がその持分の希薄化を受ける可能性がある。ロイズ・バンキン

グ・グループは個別に、レバレッジおよび／またはリスク加重資産の削減、ロイズ・バンキング・グループ

の法人構成の調整、もしくは事業売却を通じてこうした資本不足に対処することがある。こうした措置はロ

イズ・バンキング・グループの基礎的な収益性に影響を与える可能性がある。

資本の不足の原因として、以下のいずれかまたは両方の事由を考えることができる。

-　信用力に関連するリスク、規制上および法務上のリスク、事業および景気変動リスク、オペレーショ

ナル・リスク、財務健全性関連のリスク、政府に関連するリスク、ならびに本書に記載のその他のリ

スクの具体化の結果として発生する、費用もしくは債務の増加、および資産価値の低下を通じた、ロ

イズ・バンキング・グループの資本資源の減耗

-　保有する必要のある資本の額の増加。この要因は、ロイズ・バンキング・グループが直面するリスク

水準の変動、または法令もしくは規制当局により求められる最低基準の変更に左右される可能性があ

り、また、例えば、ロイズ・バンキング・グループの同業他行の資本の水準もしくは資本目標値、ま

たは格付機関の意見の変化を考慮に入れ、ロイズ・バンキング・グループの経営陣が保有すべきと考

えるバッファーの増加に左右される可能性がある。

規制枠組みに伴うリスクは、以下のとおりである。

ロイズ・バンキング・グループは、英国の実勢的な自己資本規制の枠組み内で、事業における自己資本比

率の水準に関し、広範な規制上の監督を受けている。新たな、もしくは改訂された最低自己資本および資

本バッファー要件（システミックおよび／または景気循環に対応するための特別な資本要件を含む。）が

適用され、ならびに／または規制当局がロイズ・バンキング・グループに既存の規制要件を適用する方法

が変更される可能性がある。以下はその例である。

-　ロイズ・バンキング・グループのリスク加重資産の一部は、ロイズ・バンキング・グループの承認さ

れたモデルを用いて計算される。これらは、そのときの経済および事業の状況に照らして適正である

ことを確認するため、定期的に繰り返し見直される。これらの見直しとモデルの導入により、リスク

加重資産および／または予想損失のレベルが上がり、報告される自己資本比率が低下する可能性があ

る。
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-　リスク加重資産から求めた最低自己資本要件は、銀行に固有の（ICAAPから通知され、各資本ガイダ

ンスにより定められる）追加的な最低自己資本要件または（PRAのストレステストの結果）バッ

ファー要件を通じて、規制資本枠組みのバーゼル規則「ピラー２」の下でPRAにより補足される。こ

れらのバーゼル規則ピラー２のプロセスを通じて、PRAはロイズ・バンキング・グループに現行の計

画よりも多くの資本を保有するよう求めるリスクがある。

加えて、規制上の資本枠組みに関してEU域内および英国で実施されている包括的改革により、自己資本に

関する規制上の期待がロイズ・バンキング・グループの戦略的計画で想定されているよりも高まる可能性も

ある。主な具体例を以下に挙げる。

-　CRD IVの施行を受け、英国で2014年１月１日に数々の規制変更が実施されたが、これらを補足する規

制上の技術的基準およびガイドラインはEBAにより策定されている段階である。EBAは中核的なCRD IV

規則を補足する244の規制上の技術的基準およびガイドラインの草案を作成しており、これらを2017

年までに完了しなければならない。ロイズ・バンキング・グループは規制上の技術的基準およびガイ

ドラインの結果として自己資本要件に重大な変更が生じることはないと予想しているが、そうなる可

能性もある。2014年12月31日時点で、EBAは244の追加的な規制上の技術規定およびガイドラインのう

ち69を完了している。

-　2014年10月31日時点で、イングランド銀行の金融政策委員会（以下「FPC」という。）は最低および

バッファーのレバレッジ比率を含めたレバレッジ要件の枠組みを提唱しており、ロイズ・バンキン

グ・グループはこれが英国内で2019年までに段階的に実施されるものと予想している。EBAとバーゼ

ル委員会は2017年までに最低レバレッジ比率を提言することが想定されている。最終的な結果とし

て、レバレッジ要件が法的拘束力を持つ可能性があり、ロイズ・バンキング・グループはこれに基づ

き資本ポジションの改善措置を講じなければならない可能性がある。

-　世界および英国の規制機関はいずれも、最大のシステミックな脅威を代表する銀行（グローバルなシ

ステム上重要な銀行、G-SIB）の追加的要件を最終決定していない。金融安定理事会は2014年11月に

ブリスベンで開かれたG20首脳会合後にG-SIBを対象とする追加的要件を提言しており、国内のシステ

ム上重要な銀行（D-SIB）に、ロイズ・バンキング・グループの想定より厳しい、同様の要件が課さ

れる可能性がある。2015年、FPCは英国の分離規制適用対象の銀行および住宅金融組合を対象に、シ

ステミック・リスク・バッファーの設定に関する枠組みを定め、2019年に発効する予定である。ここ

でもまた、想定より厳しい要件が課される可能性がある。

-　2015年１月、PRAは、ピラー２A 資本要件の設定の通知に使用する方法論の提言を含め、バーゼル規

則ピラー２枠組みの変更案について定めた審議書を発行した。これらの変更案がロイズ・バンキン

グ・グループにどのような影響を当てるかは不明である。

-　より一般的かつ長期的には、バーゼル銀行監督委員会はバーゼル合意の適用範囲の修正を検討し、信

用リスク資本要件、オペレーショナル・リスク資本要件、市場リスク資本要件に加え、銀行勘定にお

ける金利変動リスクに対する最低要件の導入を検討している。だが、これらの改革の全面的な影響を

把握するのは時期尚早である。

-　EUおよび英国において、銀行破綻の予防、管理および処理に関する枠組みが策定されつつあり、そこ

にはリテールおよび商業銀行業務の構造的分離や、幅広い債務のベイルイン・ファシリティ（償却ま

たは株式転換）の要件が含まれる。欧州委員会は2014年５月６日に「金融機関の再生および破綻処理

に関する指令（BRRD）」の最終版を正式に採択し、これは銀行改革法を通じて英国の法律に置き換え

られている。しかし、EBAの当初の提言とともに、BRRDの一部の具体的内容はまだ最終決定されてお

らず、英国ではPRAが銀行改革法の条項を実施するための規則をなお策定している段階である。これ

らの改革全体の結果、ロイズ・バンキング・グループの構造に影響が及び、ストレスがかかった時期

にベイルインの対象となりうる最低限の資本および負債の保有を義務付ける要件の導入につながるこ
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とが予想される。詳細は、「規制上および法務上のリスク　－　ロイズ・バンキング・グループは、

不確実でかつ急速に展開している健全性に関連するおよび国際的な規制環境のリスクに直面してい

る。」および「規制上および法務上のリスク　－　著しいストレスにさらされた一定の状況では、ロ

イズ・バンキング・グループおよび英国子会社に改正後の2009年銀行法の規定が適用される可能性が

ある。」を参照されたい。

-　最後に、ソルベンシーIIは、欧州の保険業界に関する現在自己資本制度の根本的な改訂版であり、ロ

イズ・バンキング・グループの生命保険事業と損害保険事業に影響を与える。要求される規制上の資

本が事業者のリスク特性に依存する自己資本要件、ならびに改訂されたリスク管理基準および市場に

即した原則の改訂後の一式を、EU全体にわたって確立することを目指している。欧州委員会は、施行

を2016年１月１日とすることを確認したが、ソルベンシーIIの施行時点で、ロイズ・バンキング・グ

ループの適正資本量には、ソルベンシーI体制と比較して重要な変化はないものと予想される。

ロイズ・バンキング・グループは、他の金融機関の健全性および／またはその健全性に関する認識の悪影

響をこれまで受けてきただけでなく、今後も受け続ける可能性があり、この影響により、システム全体にわ

たる著しい流動性の問題、他の金融機関およびカウンターパーティの損失または債務不履行が生じる場合が

あり、その結果、ロイズ・バンキング・グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響が

及ぶことがあり得る。

ロイズ・バンキング・グループは、英国内外の金融サービス機関の商業的健全性および／またはその健全

性に関する認識が悪化するリスクにさらされている。相互間で取引を行う金融サービス機関は、トレーディ

ング、投資、決済、カウンターパーティその他の関係の結果、相互に関係し合っている。これによってシス

テミック・リスクがもたらされ、ロイズ・バンキング・グループが日常的に接触している決済機関、クリア

リング・ハウス、銀行、証券会社および取引所などの金融仲介業者に悪影響が及ぶ可能性があり、このいず

れも、新たな資金を調達するロイズ・バンキング・グループの能力に重大な悪影響を及ぼし得る。

ロイズ・バンキング・グループは、金融サービス業界に属するカウンターパーティとの間で日常的に多額

の取引を執行しており、相当なクレジットの集中が生じる結果となっている。１または複数の金融サービス

機関のデフォルト、あるいは、その財務的回復力に関する懸念でさえ、システム全体にわたる一層深刻な流

動性の問題または他の金融機関における損失もしくはデフォルトを生じさせる可能性があり、それによっ

て、ロイズ・バンキング・グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響が及ぶことがあ

り得る。

ロイズ・バンキング・グループの保険事業および確定給付年金制度は保険リスクにさらされており、かか

るリスクが、ロイズ・バンキング・グループの経営成績、財政状態または業績見通しに悪影響を与える可能

性がある。

ロイズ・バンキング・グループの保険事業は、不確実な寿命、死亡率、罹患率および費用レベルなどに起

因する短期および長期の変動性というリスクを負っている。ロイズ・バンキング・グループの確定給付年金

制度には寿命リスクも伴う。こうした要因が不利な方向に動くと、ロイズ・バンキング・グループの保険債

務および／または確定給付企業年金債務が増加し、ロイズ・バンキング・グループの財政状態と経営成績に

悪影響を及ぼす可能性がある。現在の引当てを超える一層の長寿命化が起これば、年金保険と年金制度給付

の費用が増加することになる。

保険事業においては顧客の行動パターンによっては、事業上の想定を上回る比率で資金の拠出を打ち切る

傾向または保険契約を解消する傾向が強まる可能性がある。結果として生じる保険継続率の低下と手数料収

入の減少により、ロイズ・バンキング・グループの保険事業の収益性は、悪影響を受ける可能性がある。
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また、ロイズ・バンキング・グループの保険事業は、保険金請求率の不確実性に伴うリスクを負ってお

り、例えば、異常気象によって損害保険金請求件数が、また盗難件数の増加によって住宅保険の保険金請求

件数が増加する可能性がある。これらの請求率は、事業上の想定と異なる可能性があり、請求率が上昇する

とロイズ・バンキング・グループの財政状態と経営成績に悪影響を与える可能性がある。

英国の銀行は、任意に加入できるという特徴を備えた保険契約および投資契約で構成される長期生命保険

契約に関し、保険資産を保有契約（以下「VIF」という。）を表す貸借対照表で認識することができる。この

資産は、保有する生命保険契約のポートフォリオから発生する将来の利益の現在価値を表している。この会

計処理の採用に伴い、新規契約の利益が前倒しで認識されるが、IAS 39（金融商品：「認識および測定」）

に基づく投資契約上の利益の認識と比較すると、後の既存契約による寄与は低くなる。実績の変化はモデル

化された将来のキャッシュ・フローの大幅な変動をもたらすため、実績と実績予想の相違は、VIF資産の価値

に重大な影響を及ぼす可能性がある。VIF資産は、経営陣が行った最良推定値（死亡率の経験値と保険継続率

を含む）という想定に基づいて計算される。これらの想定が不正確であることが判明した場合には、VIF資産

の価値は大幅に減少し、ロイズ・バンキング・グループの財政状態、経営成績または業績見通しに重大な悪

影響を与える可能性がある。

政府関連のリスク

英財務省弁護局は、当行持株会社の最大の株主である。英財務省は、当行持株会社株式の保有およびその

他の関係を通じてロイズ・バンキング・グループおよびその事業に重大な影響を与える立場にある。

2014年12月31日現在、英財務省は、当行持株会社の普通株式資本の20％超を保有していた。長期的に見

て、英財務省の持株は、当行持株会社によるさらなる増資の実施や英財務相証券の売却、当行持株会社の転

換社債がその条件に従って普通株式に転換された場合、希薄化する可能性があるが、そのような場合でも、

英財務省は依然として当行持株会社の重要な株主に留まる可能性がある。ロイズ・バンキング・グループが

英国政府に対してさらなる増資やその他の支援を求める可能性もあり、その場合には、英財務省の当行持株

会社に対する持株が増加する可能性がある。

英財務省が行使できる影響力の水準を制限する明白な措置は講じられていない。ただし、この関係は、

2010年10月１日に公表された英財務省とUKFIの改定後の枠組文書の適用対象になる。枠組文書には、英財務

省は英国金融機関の持分を「商業ベースで保有し、投資先企業（当該文書で定義されている。）の日常的な

経営に関する決定（個々の融資または報酬に関する決定を含む。）には介入しない。」とし、UKFIはこれら

の英国金融機関への投資を管理する、と記載されている。この枠組文書には、当該英国金融機関は、引き続

き独自の決定権限を付与された独立の経済単位であることも明記されている。とはいえ、英財務省がロイ

ズ・バンキング・グループに対し、例えば商業ローンおよび消費者ローンに関する方針およびロイズ・バン

キング・グループの資産および／または事業の管理等の事項の決定に関して、影響力を行使しようとするリ

スクがある。英国政府は、現在の業務上の取決めを変更する意図を示していないが、既存の枠組文書が差替

えられ、または変更され、その結果、ロイズ・バンキング・グループの業務の潜在的な障害になるリスクも

ある。

英国政府および英財務省が、英財務省が保有する当行持株会社の持分を通じ、例えば、一般的な投票また

は株主決議、当行持株会社における取締役の選任、上級経営陣の任命、上級経営陣およびスタッフの報酬に

関する規定、融資の方針およびコミットメント、ならびにロイズ・バンキング・グループの事業の管理（特

に、既存のリテール・ローン・ポートフォリオおよび法人向けローン・ポートフォリオ、ならびに重要な法

人取引および普通株式の新規発行をはじめとする、ロイズ・バンキング・グループの資産の管理）等、ロイ

ズ・バンキング・グループの事業に対して影響が生じるような別の方法で、影響力を行使しようとするリス

クがある。さらに、英財務省は他の英国金融機関に対して持分を保有するだけでなく、英国銀行業界およ
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び、より幅広く英国経済の全体的健全性にも関与している。これらを通した英財務省の利益の追求は、ロイ

ズ・バンキング・グループの商業的な利害関係と常に一致するわけではない。

詳細は、上記「規制上および法務上のリスク　－　ロイズ・バンキング・グループの事業は重要な規則の

適用、ならびに当局から規制上および行政上の監督を受けている。規制上の不利な展開はロイズ・バンキン

グ・グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響を及ぼすおそれがある。」を参照のこ

と。英国政府に関連する取引に関する詳細は、上記「第２　－　３　事業の内容　̶　英国政府とのその他の

関連当事者取引」を参照のこと。

2009年に構造改革計画が承認されたことを受けて、ロイズ・バンキング・グループは、欧州の国家支援義

務の対象にある。この構造改革計画の実施により、ロイズ・バンキング・グループの利益は大きく損なわれ

る可能性がある。

欧州委員会は2009年11月18日、ロイズ・バンキング・グループの構造改革計画を承認した。これはロイ

ズ・バンキング・グループの長期的生存能力を裏付け、ロイズ・バンキング・グループが受けた国家支援が

もたらすEU内の競争および貿易のゆがみを是正し、GAPSに参加する当時の意向を伝えた2009年３月の発表後

にロイズ・バンキング・グループが受けた商業的メリットを是正することを意図したものである。

構造改革計画で義務付けられた資産圧縮は2012年に完了しており、欧州委員会はこのコミットメントが

2013年５月に果たされたことを確認している。ロイズ・バンキング・グループのリテール銀行事業を一部売

却するという構造改革計画の要件を満たすべく、グループは同事業を分離し、2013年９月にグループ子会社

のリテール銀行としてTSBを設立した。2014年６月９日、ロイズ・バンキング・グループはTSBのIPOを実施

し、2014年９月26日に機関投資家向けの追加公募を実施した。本書日付現在、ロイズ・バンキング・グルー

プはTSBの普通株式資本の約40％を保有している。ロイズ・バンキング・グループの欧州国家支援義務に従

い、ロイズ・バンキング・グループは市場環境に応じた期限延長の条項付きで、2015年12月31日までにTSBの

全保有持分の売却を完了しなければならない。

ロイズ・バンキング・グループは構造改革計画の要件に従いさまざまなリスクを負っているうえ、TSBの残

りの保有株式の売却がさらなるリスクをもたらす可能性がある。TSBの残りの株式売却の対価として受け取る

価格が、ロイズ・バンキング・グループが妥当と認める水準になるという保証はなく、またTSBを構造改革計

画に従って処分しなかったとしたら得られたであろう水準になるという保証もない。ロイズ・バンキング・

グループがTSB事業の残りの株式売却を2015年12月31日までに完了しなかった場合には、欧州委員会によって

さらなる時間の延長が与えられない場合（市況が適切ではない場合）、売却価格に下限を設けずに売却する

（マイナスの価格で売却されることもある。）権限を持つ管財人が任命されることになる。

その他のリスク

ロイズ・バンキング・グループの財務諸表の一部は、仮定と見積りに基づいているため、それらに誤りが

あった場合には、将来、損失を招くおそれがある。

経営陣は、ロイズ・バンキング・グループの財務諸表を作成する際に、報告された資産、負債、収入およ

び諸費用の金額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが義務付けられている。見積りの実施に

おける本質的な不確実性により、将来の期間について報告された実際の結果は見積りとは異なる金額に基づ

くことがある。見積り、判断および仮定は継続的に評価され、過去の経験およびその他の要因（状況に応じ

妥当と考えられる将来の事由に関する予想を含む。）を基準にする。会計上の見積りの変更は、見積りが変

更された期間およびその影響を受けた将来の期間に認識される。

ロイズ・バンキング・グループが連結財務諸表を作成する際に利用した判断、見積りおよび仮定がその後

不正確であったことが判明した場合には、ロイズ・バンキング・グループの経営成績、財政状態または業績
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見通しは重大な影響を受けるほか、それに対応して資金ニーズと自己資本比率も影響を受ける可能性があ

る。

当行および当行持株会社は、負債証券に関する支払義務を含めた債務を履行するため子会社からの配当金

に依存している。

当行は銀行でありつつ持株会社でもあり、よって、当行の収益源の一つは、ロイズ・バンキング・グルー

プの一定の主要資産を保有するその営業子会社からの配当金である。

当行持株会社は非営業持株会社である。当行持株会社の主な収益源は、ロイズ・バンキング・グループの

主要資産を保有するその営業子会社からの配当金であり、今後もその状態が続くことが予想される。別法人

として、当行持株会社は、負債証券に関する支払義務を含めた債務を履行するために子会社からの配当金に

依存している。

より一般的には、当行持株会社の子会社（英国以外で設立された子会社を含む。）が配当金を支払う能力

および当行持株会社が他の法人への投資から配当を受ける能力もまた、これら企業の業績のみならず該当す

る現地の法律およびその他の制約の影響を受ける。これらの制約には、規制、資本およびレバレッジの要

件、法定準備金要件、現地規制機関による分離要件およびその他の該当する税法などが含まれる。これらの

法律および制約は、当行持株会社の子会社およびその他法人（当行持株会社が投資することもある。）によ

る当行持株会社への配当、分配金の支払いを制限する可能性があり、当行持株会社の債務および配当支払能

力を制約することもあり得る。

税率もしくは適用される税法の変更、または当該税法の誤った解釈に関連するリスクを管理できないと、

ロイズ・バンキング・グループの経営成績、財政状態または業績見通しは重大な悪影響を受ける可能性があ

る。

税務リスクとは、税率の変更、該当する税法、このような税法の誤った解釈、過去の取引に関する税務当

局との紛争または関連税務当局に対する異議申立てに関連するリスクである。このような税務リスクを適切

に管理できない場合、ロイズ・バンキング・グループは、追徴課税や罰金を含むその他の財務費用により損

失を被る可能性がある。さらには、悪評、風評被害および現在の引当金を大きく上回る費用の発生につなが

る可能性があり、いずれの場合も、ロイズ・バンキング・グループの経営成績、財政状態または業績見通し

に悪影響を及ぼす可能性がある。

５【事業に関連する重要な契約等】

該当事項なし。

６【研究開発活動】

当行は、総合的なバンキングおよび関連金融サービスを提供している。当行は、その提供サービスを改善

するために商品開発活動に投資している。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

本項に含まれている将来に関する記述は、本書提出日現在の当行の考え、見通し、目的、予想および見積

りに基づいている。

当行

主要な事業活動
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当行グループは、英国および海外の支店および事務所を通じて広範なバンキングおよび金融サービスを提

供している。

当行グループの収益は、広範な金融サービス商品に関する利息および手数料から発生し、これらには当座

および貯蓄預金口座、個人向け貸付金、クレジットカード、リテール市場における住宅ローン、コマーシャ

ル、法人およびアセット・ファイナンス顧客向けの貸付金および資本市場商品、生命保険、年金および投資

商品、損害保険、プライベート・バンキングならびに資産運用が含まれる。

事業の報告

2014年12月31日に終了した事業年度に、当行グループは2,289百万ポンドの税引前利益を計上したが、これ

に対して2013年の税引前利益は894百万ポンドであった。2014年の業績には、過去における支払補償保険の販

売およびその他の事項に係る対顧客補償の3,125百万ポンドの引当が含まれており、これに対して2013年12月

31日に終了した年度には、3,455百万ポンドの引当が含まれていた。また、2014年には年金の過去勤務に係る

収益が822百万ポンドであったのに対し、2013年は104百万ポンドの費用であった。2013年および2014年から

これらの項目を除くと、税引前利益は2014年12月31日に終了した事業年度が4,592百万ポンドとなり、2013年

の4,453百万ポンドに対して139百万ポンド（３％）の増益であった。

収益合計は、2013年の38,217百万ポンドに対し、2014年は8,055百万ポンド（21％）減の30,162百万ポンド

であった。この減少は、その他の収益の減少11,279百万ポンドによるが、これは受取利息純額の増加3,224百

万ポンドにより部分的に相殺された。

受取利息純額は、2013年の6,990百万ポンドに対し、2014年は3,224百万ポンド（46％）増の10,214百万ポ

ンドであった。2014年には、当行グループの連結業績に含まれているオープン・エンド型投資会社（OEIC）

の受益者に支払われるべき金額の減少からの増益影響2,489百万ポンドが発生した。この項目を調整した後の

受取利息純額は、2013年の10,081百万ポンドに対し、2014年は735百万ポンド（７％）増収の10,816百万ポン

ドとなった。これは、引き続いての利ざやの改善および目標顧客セグメントにおける貸付金の増加の影響

が、当行グループのリスク選好の範囲外の資産ポートフォリオの売却および縮小の影響により部分的に相殺

されたことを反映している。純利ざやは、預金の金利設定における改善および資金調達コストの低下の恩恵

を受けたが、部分的には引き続いての資産価格に対する圧力により相殺された。

その他の収益は、2013年の31,227百万ポンドに対し、2014年は11,279百万ポンド（36％）減の19,948百万

ポンドとなった。受取手数料は、2013年の4,119百万ポンドに対して453百万ポンド（11％）減の3,666百万ポ

ンドであった。支払手数料は、2013年の1,383百万ポンドに対して19百万ポンド（１％）増の1,402百万ポン

ドとなった。受取手数料純額の減少は、主に事業売却の影響を反映したものである。トレーディング収益純

額は、2013年が17,039百万ポンドであったのに対し、2014年は7,531百万ポンド（44％）減少の9,508百万ポ

ンドであった。この減少は、金融市場の変動に伴う保険事業内部で保有する保険契約者の金融商品に係る利

益の7,384百万ポンドの減少を反映しているが、関連する保険金費用の同様な減少によって相殺された。保険

料収入は、2013年の8,197百万ポンドに対し、2014年は1,072百万ポンド（13％）減の7,125百万ポンドであっ

た。生命保険料が945百万ポンド減少し、損害保険料も127百万ポンド減少した。その他の営業利益は、2013

年の3,255百万ポンドに対し、2014年は2,204百万ポンド減の1,051百万ポンドとなった。その他の営業利益に

は、売却可能金融資産の売却損益が含まれる。売却可能金融資産売却損益は、2013年初めに当行グループの

国債ポートフォリオのリポジショニングが終了したことを受け、2013年は629百万ポンドであったのに対し、

2014年は498百万ポンド（79％）減の131百万ポンドであった。売却可能金融資産の売却損益を除くと、その

他の営業利益は、2013年が2,626百万ポンドであったのに対し、2014年は1,706百万ポンド減の920百万ポンド

であった。2013年の利益にはセント・ジェームズ・プレース株式売却益540百万ポンドおよび当行グループの

米国住宅ローン担保証券ポートフォリオの売却益538百万ポンドが含まれている。
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保険金費用は、2013年の19,507百万ポンドに対し、2014年は6,014百万ポンド（31％）減の13,493百万ポン

ドであった。生命保険事業および年金事業に関連する保険金費用は、2013年の19,151百万ポンドに対し、

2014年は5,988百万ポンド（31％）減の13,163百万ポンドとなった。保険金のこの減少は、保険契約者投資の

相対パフォーマンスを反映したトレーディング収益純額の同様な減少に対応している。損害保険事業に関連

する保険金は、2013年の356百万ポンドに対し、2014年は26百万ポンド（７％）減の330百万ポンドであっ

た。

営業費用は、2013年の15,075百万ポンドに対し、2014年は1,447百万ポンド（10％）減の13,628百万ポンド

であった。この減少の主な理由は、規制上の引当金費用が2013年の3,455百万ポンドから330百万ポンド減少

し、2014年には3,125百万ポンドとなったこと、および年金の過去勤務に関して、2013年の費用104百万ポン

ドから、2014年は純収益822百万ポンドとなったことであった。これらの項目を両方の年から除外すると、営

業費用は2013年の11,516百万ポンドに対して、2014年は191百万ポンド（２％）減の11,325百万ポンドとなっ

ていた。このベースでの人件費は、2013年が5,737百万ポンドであったのに対し、2014年は170百万ポンド

（３％）減少して5,567百万ポンドとなった。年次昇給の影響はあったが、事業売却および当行グループの合

理化プログラムによる人員削減の効果がこれを上回った。土地建物および備品費用は、2013年が970百万ポン

ドであったのに対し、2014年は79百万ポンド（８％）減の891百万ポンドであった。その他費用（支払補償保

険に係る引当および2014年に3,125百万ポンド、2013年に3,455百万ポンドであったその他の規制上の引当金

計上費用を除く。）は、2013年が2,869百万ポンドであったのに対し、2014年は63百万ポンド（２％）増の

2,932百万ポンドとなった。減価償却費および償却費は、2013年が1,940百万ポンドであったのに対し、2014

年は５百万ポンド減の1,935百万ポンドであった。

減損損失は、2013年の2,741百万ポンドに対し、2014年は1,989百万ポンド（73％）減の752百万ポンドで

あった。顧客に対する貸付金および前渡金に係る減損損失は、2013年の2,725百万ポンドに対し、2014年は

1,990百万ポンド（73％）減の735百万ポンドであった。ポートフォリオの全体的なパフォーマンスは、当行

グループのリスク選好の範囲外の貸付の大幅な削減およびすべての部門での改善を反映したものであった。

この改善は、効果的なリスク管理、経済状況の改善および引き続いての低金利環境による新規減損の減少を

反映している。純費用は多額の引当金の取崩の恩恵も受けたが、取崩額は2013年からは減少した。貸付金お

よび債権に分類された負債証券の減損費用は、2013年の１百万ポンドに対し、2014年は２百万ポンドとな

り、売却可能金融資産の減損費用は、2013年の15百万ポンドに対し、2014年は10百万ポンド減の５百万ポン

ドであった。

当行グループは、2013年の1,260百万ポンドの税金費用に対し、2014年には422百万ポンドの税金費用を計

上した。2014年の税金費用は、標準的な英国法人税率21.5％が適用された場合の費用を70百万ポンド下回る

結果となった。これは主に、事業売却に係る非課税利益および生命保険事業の現行契約価値に係る繰延税金

負債の減少によるが、損金不算入費用の影響により部分的に相殺された。2013年の税金費用1,260百万ポンド

は、税引前利益894百万ポンドに対して発生したが、この税金費用には、法人税率引下げから発生した税金費

用602百万ポンド、当行グループのオーストラリア事業売却を受けての繰延税金資産の償却348百万ポンドお

よび保険契約者の税金費用251百万ポンドが含まれていた。

貸借対照表面では、総資産は2013年12月31日現在が857,354百万ポンドであったのに対し、2014年12月31日

現在は9,094百万ポンド（１％）増の866,448百万ポンドであった。顧客に対する貸付金および前渡金は2013

年12月31日現在が492,952百万ポンドであったのに対し、2014年12月31日現在は10,248百万ポンド（２％）減

の482,704百万ポンドであった。これは、住宅ローン、無担保個人向け貸付および中小規模企業セクター向け

貸付の重点領域の影響を、アイルランドにおける貸付金のトランシェの売却等の、当行グループの信用リス

ク選好の範囲外の資産ポートフォリオの引き続いての削減の影響が上回ったことによる。売却可能金融資産

は2013年12月31日現在で43,976百万ポンドであったのに対し、2014年12月31日現在は12,517百万ポンド

（28％）増の56,493百万ポンドであった。これは、当行グループが、流動性目的のために、引き続き信用度
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の高い政府債券およびその他の有価証券の保有を増加させていることによる。銀行預り金は、2013年12月31

日現在が13,982百万ポンドであったのに対し、2014年12月31日現在は3,095百万ポンド（22％）減の10,887百

万ポンドとなり、発行債券も2013年12月31日現在の86,566百万ポンドから、2014年12月31日現在は10,894百

万ポンド（13％）減の75,672百万ポンドとなった。しかし、顧客預金は顧客関係預金の増加により、2013年

12月31日現在の439,467百万ポンドから、2014年12月31日現在は7,600百万ポンド（２％）増加し、447,067百

万ポンドとなった。資本合計は2013年12月31日現在が44,086百万ポンドであったのに対し、2014年12月31日

現在は5,904百万ポンド（13％）増の49,990百万ポンドであった。これは利益の留保、ならびにキャッシュフ

ロー・ヘッジ剰余金および売却可能金融資産に係る再評価剰余金の増加による。

当行グループは、引き続き資本ポジションを強化し、普通株式等Tier１（CET１）自己資本比率は、利益の

留保、保険事業からの配当、当行グループの確定給付年金制度の変更および評価額の改善、ならびにリスク

加重資産の削減により、取締役会の配当宣言540百万ポンドにより部分的に相殺されたものの、15.1％となっ

た。

リスク加重資産は、主に当行グループのリスク選好の範囲外の資産ポートフォリオにおける資産の削減、

コマーシャル・バンキング部門における積極的なポートフォリオ管理および経済状況に改善により、当年度

中に241,046百万ポンドに減少した。

キャッシュ・フローの分析

営業活動によるキャッシュ純額は、2013年12月31日に終了した年度は12,672百万ポンドの使用であったの

に対し、2014年12月31日に終了した年度には10,525百万ポンドがもたらされた。営業資産の変動および営業

負債の変動に伴う当行グループの利益に対するキャッシュ・フロー調整は、2014年12月31日に終了した年度

に増加したが、非現金項目およびその他の項目の減少により一部相殺された。

投資活動によるキャッシュ純額は、2013年12月31日に終了した年度の15,609百万ポンドの使用に比し、

2014年12月31日に終了した年度は7,722百万ポンドの使用であった。これは、主として、2014年12月31日に終

了した年度は、前年度と比較して金融資産の購入が減少したことを反映しているが、金融資産の売却および

満期到来による収入が減少したことで一部相殺されている。

財務活動によるキャッシュ純額は、2013年12月31日に終了した年度には5,927百万ポンドの使用であった

が、2014年12月31日に終了した年度は4,447百万ポンドの使用であった。これは、主として、2014年12月31日

に終了した年度は、前年度と比較して、劣後債券の返済額の減少が劣後債券の発行による収益の減少により

部分的に相殺されたことを反映している。

結果として、2014年12月31日に終了した年度の現金および現金同等物の純減額は1,650百万ポンドとなり、

2014年12月31日現在の現金および現金同等物の残高は65,147百万ポンドとなった。

ロイズ・バンキング・グループ

当行持株会社は非営業持株会社であり、すべての事業活動はその直接子会社である当行およびロイズ・バ

ンク・グループのメンバーによって遂行されている。そのため、当行持株会社およびその子会社による一定

の資本性証券の発行および継続的な管理を除き、当行持株会社および当行の連結財務諸表はすべての重要な

点において類似しており、また、本書に記載された当行持株会社に関する財務およびその他の情報は、当行

に関する情報よりも詳しく、ロイズ・バンキング・グループの事業全体との関連性で当行の業務を捉えてい

るため、掲載されている。

まとめ

（単位：百万ポンド）
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2014年 2013年

受取利息純額 10,660 7,338

その他の収益 19,232 30,647

収益合計 29,892 37,985

保険金 (13,493) (19,507)

保険金控除後の収益合計 16,399 18,478

営業費用 (13,885) (15,322)

トレーディング収益純額 2,514 3,156

減損 (752) (2,741)

税引前利益（損失） 1,762 415

税金 (263) (1,217)

当期利益（損失） 1,499 (802)

普通株主に帰属する利益（損失） 1,125 (838)

その他持分証券の所持人に帰属する利益
1 287 -

持分証券の所持人に帰属する利益（損失） 1,412 (838)

少数株主に帰属する利益 87 36

当期利益（損失） 1,499 (802)

１ その他持分証券の所持人に帰属する利益287百万ポンド（2013年：０ポンド）は、普通株主に帰属する税額控除62百万ポンド

（2013年：０ポンド）により準備金内で一部相殺されている。

2014年12月31日に終了した事業年度に、ロイズ・バンキング・グループは1,762百万ポンドの税引前利益を

計上したが、これに対して2013年度の税引前利益は415百万ポンドであった。2014年の業績には、過去におけ

る支払補償保険の販売およびその他の事項に係る対顧客補償の3,125百万ポンドの引当が含まれており、これ

に対して2013年12月31日に終了した年度には、3,455百万ポンドの引当が含まれていた。また、2014年には年

金の過去勤務に係る収益が822百万ポンドであったのに対し、2013年は104百万ポンドの費用であった。2013

年および2014年からこれらの項目を除くと、税引前利益は2014年12月31日に終了した事業年度が4,065百万ポ

ンドとなり、2013年の3,974百万ポンドに対して91百万ポンド（２％）の増益であった。

収益合計は、2013年の37,985百万ポンドに対し、2014年は8,093百万ポンド（21％）減の29,892百万ポンド

であった。この減少は、その他の収益の減少11,415百万ポンドによるが、これは受取利息純額の増加3,322百

万ポンドにより部分的に相殺された。

受取利息純額

2014年 2013年

受取利息純額（単位：百万ポンド） 10,660 7,338

平均利付資産（単位：百万ポンド） 634,910 661,793

平均利率:

- 利付資産にかかるグロス・イールド（単位：％）
1 3.03 3.20

- 金利スプレッド（単位：％）
2 1.52 0.88

- 純利ざや（単位：％）
3 1.68 1.11

１　グロス・イールドは平均利付資産が稼得した利率である。

２　金利スプレッドは平均利付資産が稼得した利率と平均付利負債が支払った利率との差額である。

３　純利ざやは無利息負債の拠出を加味した金利スプレッドを表わしており、平均利付資産に対する受取利息純額のパーセンテー

ジとして計算される。
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受取利息純額は、2013年の7,338百万ポンドに対し、2014年は3,322百万ポンド（45％）増の10,660百万ポ

ンドであった。受取利息純額には、連結オープン・エンド型投資会社の受益者に支払われるべき金額に関す

る費用が2014年には602百万ポンドが含まれているのに対し、2013年にはこの費用が3,091百万ポンド含まれ

ていた。この項目について調整すると、受取利息純額は、2013年は10,429百万ポンドであったのに対し、

2014年は833百万ポンド（８％）増の11,262百万ポンドとなった。

平均利付資産は、2013年が661,793百万ポンドであったのに対し、2014年は26,883百万ポンド（４％）減の

634,910百万ポンドであった。この減少は、ロイズ・バンキング・グループのリスク許容範囲外の資産の継続

的な削減（事業売却を含む。）が新規の集中貸付の影響を上回っていることを反映している。

リテール部門の平均利付資産は2013年の316,196百万ポンドに対して2014年は1,371百万ポンド増の317,567

百万ポンドとなり、コマーシャル・バンキング部門の平均利付資産は、2013年が93,360百万ポンドであった

のに対し、2014年は207百万ポンド減の93,153百万ポンドになった。ロイズ・バンキング・グループの残りの

部門の平均利付資産は、2013年が252,237百万ポンドであったのに対し、2014年は28,047百万ポンド（11％）

減の224,190百万ポンドであった。この減少の主な要因は、ロイズ・バンキング・グループのリスク選好の範

囲外の資産ポートフォリオの縮小であり、かかる利付資産の平均残高は、2013年の57,632百万ポンドに対し

て、2014年は27,711百万ポンド（48％）減の29,921百万ポンドであった。

純利ざやは、2013年の1.11％に対して、2014年は57ベーシス・ポイント増の1.68％となったが、オープ

ン・エンド型投資会社の受益者に支払われた金額について受取利息純額を調整すると、純利ざやは2013年が

1.58％であったのに対し、2014年は19ベーシス・ポイント増の1.77％となる。リテール部門のマージンは、

預金構成の一層の改善の影響が貸出金利の低下の影響を上回り改善されたが、コンシューマー・ファイナン

ス部門のマージンは、預金金利再設定の好影響はあったものの、事業の成長において、信用度は高いが低

マージンの新車市場およびクレジットカード残高に重点を置いた影響がこれを上回った結果、低下した。顧

客関係貸付およびコマーシャル・バンキング部門における類似した利付資産に係るマージンは、新規貸付に

おける統制のとれた金利設定、預金金利の再設定および資金調達コストの低下により、改善された。

その他の収益

（単位：百万ポンド）

2014年 2013年

受取手数料収益：

-当座預金口座手数料 918 973

-クレジット/デビット・カード手数料 1,050 984

-その他 1,691  2,162

3,659 4,119

支払手数料 (1,402) (1,385)

受取手数料純額 2,257 2,734

トレーディング収益純額 10,159 16,467

保険料収入 7,125 8,197

売却可能金融資産に関する利益 131 629

資本取引にかかる利益 (1,386) (142)

その他 946 2,762 

その他の営業利益 (309) 3,249

その他の収益合計 19,232 30,647
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その他の収益は、2013年の30,647百万ポンドに対し、2014年は11,415百万ポンド（37％）減の19,232百万

ポンドとなった。

受取手数料収益は、2013年の4,119百万ポンドに対し、2014年は460百万ポンド（11％）減の3,659百万ポン

ドであった。当座預金口座手数料は、2013年が973百万ポンドであったのに対し、2014年は55百万ポンド

（６％）減の918百万ポンドであった。クレジット／デビット・カード手数料は、顧客の利用と加盟店手数料

の増加により、2013年が984百万ポンドであったのに対し、2014年は66百万ポンド（７％）増の1,050百万ポ

ンドになった。その他の受取手数料は、2013年が2,162百万ポンドであったのに対し、2014年は471百万ポン

ド（22％）減の1,691百万ポンドであった。この減少は主に、2013年３月のセント・ジェームズ・プレース・

ピーエルシーの売却および2014年上半期のスコティッシュ・ウィドウズ・インベストメント・パートナーズ

の売却を反映したものである。

支払手数料は、2013年の1,385百万ポンドに対し、2014年は17百万ポンド（１％）増の1,402百万ポンドで

あった。

トレーディング収益純額は、2013年の16,467百万ポンドに対し、2014年は6,308百万ポンド（38％）減の

10,159百万ポンドとなった。保険事業のトレーディング収益純額は、2013年が16,304百万ポンドであったの

に対し、2014年は7,384百万ポンド（45％）減の8,920百万ポンドであった。これは、保険契約者の投資に係

るリターンが相対的に低下したことを反映している。だが、この減少および、長期保険料収入の減少は、保

険金費用の減少およびロイズ・バンキング・グループの業績の受取利息純額に含まれているオープン・エン

ド型投資会社の受益者に支払われるべき金額の2,489百万ポンドの減少によりその大部分が相殺された。ロイ

ズ・バンキング・グループのバンキング活動からのトレーディング収益純額は、2013年が163百万ポンドで

あったのに対し、2014年は1,076百万ポンド増の1,239百万ポンドであった。この増加の主要因は、ロイズ・

バンキング・グループのエンハンスト・キャピタル・ノートに関連した組込デリバティブの時価変動の影響

が2013年の209百万ポンドの損失から2014年は401百万ポンドに利益に改善した影響610百万ポンドに加えて、

金利デリバティブおよびヘッジ会計で軽減されていないバンキング勘定における外国為替契約でも利益が認

識されたことであった。

2014年の保険料収入は7,125百万ポンドとなり、2013年の8,197百万ポンドから1,072百万ポンド（13％）減

少した。ロイズ・バンキング・グループの長期生命保険および年金事業に関する既経過保険料は、2013年

が、7,200百万ポンドであったのに対し、2014年は退職年金および保険年金市場の変化ならびに支店経由の保

障保険の販売減を受けて、945百万ポンド（13％）減の6,255百万ポンドとなった。損害保険事業に関連する

保険料収入は、激しい市場競争により、2013年の997百万ポンドに対し、2014年は127百万ポンド（13％）減

少して870百万ポンドとなった。

その他の営業利益は、2013年の3,249百万ポンドに対し、2014年は3,558百万ポンド減少して309百万ポンド

のマイナスとなった。2014年４月、ロイズ・バンキング・グループは、エンハンスト・キャピタル・ノーツ

（以下「ECN」という。）の特定のシリーズの保有者に対して、ECNを新規のその他Tier１（以下「AT１」と

いう。）証券に交換する英ポンド、ユーロおよび米ドルの同時交換募集を完了した。加えて、ロイズ・バン

キング・グループは、米国外の適格個人保有者より英ポンド建てのECNを現金で買い取った公開買付を完了し

た。当該交換募集の完了により、4.0十億ポンド相当の英ポンド建ておよびユーロ建てECN、ならびに約1.6十

億米ドルの米ドル建てECNが、約5.35十億ポンドのAT１証券と交換された。個人向けの公開買付は、約58.5百

万ポンドのECNを現金で買い取って完了した。これらの交換および買付取引に関連して、2014年12月31日に終

了した事業年度に1,362百万ポンドの損失が認識された。2013年中、ロイズ・バンキング・グループは、計画

された買戻し条件付契約による資金調達からの撤退およびカバードボンドの償還を受けて、142百万ポンドの

負債管理損失を負担した。
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2013年に、ロイズ・バンキング・グループはセント・ジェームズ・プレース・ピーエルシー株式売却によ

る利益540百万ポンドおよび米国住宅ローン担保証券ポートフォリオの売却による利益538百万ポンドを認識

したが、これらはロイズ・バンキング・グループのスペインのリテール・バンキング事業の売却損失256百万

ポンドおよびロイズ・バンキング・グループのドイツの生命保険事業に関連した損失382百万ポンドにより、

部分的に相殺された。2014年には、同年度中に完了したスコティッシュ・ウィドーズ・インベストメント・

パートナーシップの売却に係る利益128百万ポンドが発生した。  

その他の営業利益には、売却可能金融資産売却損益も含まれる。売却可能金融資産売却損益は、2013年が

629百万ポンドであったのに対し、2014年は498百万ポンド（79％）減の131百万ポンドであった。このうち、

2013年の787百万ポンドは、2013年上半期に事実上完了したロイズ・バンキング・グループの国債ポートフォ

リオのリポジショニングに関連したものである。

営業費用

（単位：百万ポンド）

2014年 2013年

一般管理費

人件費:

-給与 3,178 3,331

-業績給 390 473

-社会保障費 398 385

-年金その他退職後給付制度：

-過去勤務年金受給額および経費削減による利益 (822) 104

-その他  　596  　654

(226) 758

-リストラ費用 264 111

-その他の人件費 741 　 783

4,745 5,841

土地建物および備品費用:

-賃料および地方税 424 467

-設備賃借料 12 15

-維持修繕費 221 178

-その他 234 　 310

891 970

その他費用:

-通信費およびデータ処理費 1,118 1,169

-宣伝広告費 336 313

-専門家手数料 481 425

-英国銀行賦課金 237 238

-その他 1,017 　 971

3,189 3,116
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減価償却費および償却費:

-有形固定資産の減価償却費 1,391 1,374

-買収により取得した有効な非参加型投資契約の償却 43 54

-その他無形資産の償却 501 　 512 

1,935 1,940

営業費用合計（規制上の引当金を除く） 10,760 11,867

規制上の引当金：

-支払補償保険の引当金 2,200 3,050

-その他の規制上の引当金
1

925 　 405

3,125 3,455

営業費用合計 13,885 15,322

収益費用比率(％)
2

84.7 82.9

１　2013年におけるその他の規制上の引当金としては、ロイズ・バンキング・グループの支店ネットワークにおける販売インセンティ

ブ制度の管理失敗に関連し、金融行動監視機構によりロイズ・バンキング・グループに課せられた28百万ポンドの罰金が挙げられ

る。

２　営業費用合計を収益合計（保険金を除く。）で除したもの。

営業費用は、2013年の15,322百万ポンドに対し、2014年は1,437百万ポンド（９％）減の13,885百万ポンド

であった。この減少は主に、2013年には年金の過去勤務に係る費用が104百万ポンドであったのに対し、2014

年は822百万ポンドの収益であったこと、および規制上の引当に係る費用が、2013年の3,455百万ポンドか

ら、2014年は330百万ポンド（10％）減の3,125百万ポンドになったことによる。

2014年の年金の過去勤務に係る収益822百ポンドは、2014年３月11日にロイズ・バンキング・グループが

2014年４月２日より年金算定報酬を凍結する旨を発表した影響によるものである。この変更の影響により、

ロイズ・バンキング・グループの貸借対照表に認識されている退職給付債務は843百万ポンド減少し、対応す

る縮小益が損益計算書上で認識された。この利益は、TSB事業のスタッフに対する年金の取決めの変更に伴う

費用21百万ポンドにより、一部相殺された。

この年金の過去勤務収益の結果、人件費は、2013年が5,841百万ポンドであったのに対し、2014年は1,096

百万ポンド（19％）減の4,745百万ポンドとなった。年金の過去勤務に係る金額を除く人件費は、2013年が

5,737百万ポンドであったのに対し、2014年は170百万ポンド（３％）減の5,567百万ポンドであった。給与

は、事業売却等による人員削減の効果が年次昇給の影響を上回ったために、2013年の3,331百万ポンドに対

し、2014年は153百万ポンド（５％）減の3,178百万ポンドとなった。年金費用は、過去勤務項目を除いた場

合、2013年が654百万ポンドであったのに対し、主に勤務費用の減少により、2014年は58百万ポンド（９％）

減の596百万ポンドとなった。社会保障費は、2013年が385百万ポンドであったのに対し、2014年は13百万ポ

ンド（３％）増の398百万ポンドであった。人員削減費用は、2013年の111百万ポンドに対して、2014年は当

年度のいくつかの取組みを反映して153百万ポンド増の264百万ポンドとなり、その他の人件費は、2013年の

783百万ポンドに対して2014年は42百万ポンド（５％）減の741百万ポンドとなった。

土地建物および備品費用は、2013年が970百万ポンドであったのに対し、2014年は79百万ポンド（８％）減

の891百万ポンドであった。賃料および固定資産税は、ロイズ・バンキング・グループが事業売却等により不

動産ポートフォリオの合理化を継続したことを反映して、2013年が467百万ポンドであったのに対し、2014年

は43百万ポンド（９％）減の424百万ポンドとなった。維持修繕費は、2013年が178百万ポンドであったのに

対し、2014年はいくつかの物件での損耗費用の増加等を反映して、43百万ポンド（24％）増の221百万ポンド

となったが、その他の土地建物および備品費用は、ロイズ・バンキング・グループの簡素化プログラムに関
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連した費用の減少等により、2013年の310百万ポンドから76百万ポンド（25％）減少して2014年には234百万

ポンドとなった。

その他費用は、規制上の引当金計上費用を除くと、2013年が3,116百万ポンドであったのに対し、2014年は

73百万ポンド（２％）増の3,189百万ポンドとなった。通信費およびデータ処理費は、2013年のTSB分離を支

援するための費用が高水準であったため、2013年の1,169百万ポンドから51百万ポンド（４％）減少し、2014

年は1,118百万ポンドとなった。専門家手数料は、2013年が425百万ポンドであったのに対し、2014年は56百

万ポンド（13％）増の481百万ポンドであった。これは、スタッフの報酬体系の再構築およびロイズ・バンキ

ング・グループの海外におけるプレゼンスの合理化に関連した費用等による。また、宣伝広告費は、2013年

が313百万ポンドであったのに対し、2014年はTSBブランドの広報宣伝により23百万ポンド（７％）増加して

336百万ポンドとなった。その他の費用は、2013年が971百万ポンドであったのに対し、2014年は46百万ポン

ド（５％）増の1,017百万ポンドであった。

減価償却費および償却費は、2013年が1,940百万ポンドであったのに対し、2014年は５百万ポンド減の

1,935百万ポンドであった。有形固定資産の減価償却費は、2013年が1,374百万ポンドであったのに対し、

2014年は資産残高の増加に沿って17百万ポンド（１％）増加し、1,391百万ポンドとなった。買収により取得

した有効な非参加型投資契約の償却費は、2013年が54百万ポンドであったのに対し、2014年は11百万ポンド

（20％）減の43百万ポンドであった。これは、2013年３月のセント・ジェームズ・プレース・ピーエルシー

の売却によるものである。その他の無形資産の償却費は、2013年が512百万ポンドであったのに対し、2014年

は11百万ポンド（２％）減の501百万ポンドであった。これは、特定の核となる預金無形資産が償却済となっ

たこと等によるものである。

ロイズ・バンキング・グループは、2013年の3,455百万ポンドに対して2014年には3,125百万ポンドの規制

上の引当に係る費用を計上しており、このうち2,200百万ポンド（2013年：3,050百万ポンド）が支払補償保

険に関連するものであった。

減　損

（単位：百万ポンド）

2014年 2013年

貸付金および債権に関する減損損失:

- 顧客に対する貸付金および前渡金 735 2,725

- 貸付金および債権に分類された負債証券 2 1

貸付金および債権に関する減損損失合計 737 2,726

売却可能金融資産の減損 5 15

その他信用リスク引当金 10 －

損益計算書に生じた減損費用合計 752 2,741

減損損失は、ロイズ・バンキング・グループのリスク選好の範囲外の資産ポートフォリオが大幅に縮小

し、全部門で改善されたことから、2013年の2,741百万ポンドに対し、2014年は1,989百万ポンド（73％）減

の752百万ポンドとなった。この改善は、効果的なリスク管理、経済状況の改善および引き続いての低金利環

境による新規減損の減少を反映している。純費用は多額の引当金の取崩の恩恵も受けたが、取崩額は2013年

からは減少した。

顧客に対する貸付金および前渡金に関する減損引当金繰入は、2013年が2,725百万ポンドであったのに対

し、2014年は1,990百万ポンド（73％）減の735百万ポンドであった。リテール部門では、無担保貸付金に係
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る減損引当金繰入が、償却済残高のトランシェの売却等を反映した減損の発生した貸付金および延滞残高の

減少に伴い減少し、また担保付貸付金における引当率は増加した。コマーシャル・バンキング部門における

減損引当金繰入は、新規貸付金の信用度が高いこと、景気の回復および低金利の継続、ならびに同部門の低

リスク・コマーシャル・バンクの構築の戦略の進展につれて、引当金が取り崩されたことによる。コン

シューマー・ファイナンス部門の減損引当金繰入は、ポートフォリオの質の改善に加えて、同部門もまた償

却済残高の売却の恩恵を受けたことによる。ロイズ・バンキング・グループのリスク選好の範囲外の資産に

関連する減損引当金繰入は、ポートフォリオの縮小および特にロイズ・バンキング・グループのアイルラン

ドにおける減損した抵当貸付金の大半の売却の結果、大幅に減少した。

貸付金および債権に分類された負債証券に関する減損引当金繰入は、2013年が１百万ポンドであったのに

対し、2014年は２百万ポンドとなった。売却可能金融資産に関する減損引当金繰入は、2013年の15百万ポン

ドに対して、2014年は10百万ポンド（67％）減の５百万ポンドとなったが、2014年にはその他の信用リスク

引当金に関する繰入が10百万ポンド（2013年：０ポンド）計上された。

税　金

（単位：百万ポンド）

2014年 2013年

英国法人税:

-当期所得税 (162) (226)

-過年度に関する調整 213  (205)

51 (431)

外国税金:

-当期所得税 (39) (60)

-過年度に関する調整 3  26

(36) (34)

当期税金控除（支払） 15 (465)

繰延税金 (278) (752)

税額支払 (263) (1,217)

2014年には税引前利益1,762百万ポンドに対して263百万ポンドの税金費用が計上されたのに対して、2013

年は税引前利益415百万ポンドに対し1,217百万ポンドの税金費用が計上された。法定法人税率は、2014年が

21.5％であり、2013年が23.25％であった。

2014年の税金費用による実効税率は15％であった。この実効税率は、英国法人税率を下回っているが、こ

れは主に、事業売却に係る非課税利益および生命保険事業の現行契約価値に係る繰延税金負債の減少による

が、損金不算入費用の影響により部分的に相殺された。

2013年の税金費用が高い理由は、法人税率の引下げおよびオーストラリア事業の売却に伴う繰延税金資産

の償却であった。

事業部門の情報

国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）のセグメント報告の要件はIFRS 8「事業セグメント」に定め

られており、それによると、企業のセグメント報告は、最高経営意思決定機関が企業の事業をどのように捉

え、判断しているかを反映している必要がある。その結果、ロイズ・バンキング・グループの法定セグメン

ト報告は、以下に説明する基礎ベースに従っている。
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ロイズ・バンキング・グループの最高経営意思決定機関であるグループ・エグゼクティブ・コミッティー

は、業績を評価し、資源を配分するに当たって、これらのセグメント（ロイズ・バンキング・グループの組

織と管理構造を反映したもの）別のロイズ・バンキング・グループ内部の報告を調査している。

これらのセグメントは、提供する商品の種類、顧客が個人または法人のいずれであるかおよび顧客の地理

的な場所により区別されており、業績評価には、各セグメントの受取利息純額などが考慮対象として含まれ

る。よって、全報告セグメントの受取利息および支払利息の合計が純額ベースで表示される。内部報告は、

税引前基礎的利益ベースで行われる。グループ・エグゼクティブ・コミッティーは、税引前基礎的利益ベー

スが、ロイズ・バンキング・グループの基礎的業績をより正確に表すものであると考えている。IFRS 8は、

ロイズ・バンキング・グループが、最高経営意思決定機関によって調査され、かつグループの法定税引前利

益の測定に用いられる測定原則と最も一致しているベースによってセグメント別税引前利益を表示するよう

求めている。

基礎ベースのセグメントの利益の合計は、米国証券取引委員会のレギュレーションGで定義されている非

GAAP指標である。経営陣は、非GAAP指標である税引前利益合計を業績指標として使用しており、これにより

ロイズ・バンキング・グループの業績を比較表示できるため、投資家にとって重要な情報を提供するもので

あると考えている。税引前利益は、税引前基礎的利益合計と類似のGAAP指標である。下表は、この非GAAP指

標とそれと類似のGAAP指標の調整をまとめたものである。

2014年の組織再編成後、ロイズ・バンキング・グループの活動は次の５つの財務報告セグメントに分けら

れている：リテール部門、コマーシャル・バンキング部門、コンシューマー・ファイナンス部門、保険部

門、TSB部門。適宜比較数値は修正再表示されている。

過去の連結法定ベースでの利益比較は、いくつかの項目により歪みが生じている。より意義があり関連性

の高い比較を行うため、ロイズ・バンキング・グループおよびその部門の利益は「基礎」ベースで表示され

ている。基礎的利益の算定にあたっては、次の項目は除外されている。

-　HBOS買収から発生した購入無形資産の償却費および買収関連の公正価値調整の解消

-　特定の資産売却、負債管理および変動の激しい項目の影響

-　簡素化コストならびにTSB構築および二重運営費用

-　保険事業に関するボラティリティおよび保険事業におけるグロス・アップ

-　支払補償保険およびその他の規制上の引当

-　ロイズ・バンキング・グループの確定給付年金制度に係る一部の過去勤務年金費用および収益

基礎ベースに基づいた事業の利益は以下の通りである。

（単位：百万ポンド）

2014年
2013年

1

リテール部門 3,228 3,015

コマーシャル・バンキング部門 2,206 1,890

コンシューマー・ファイナンス部門 1,010 965

保険部門 922 1,088

TSB 458 106

その他 (68) (898)

税引前基礎的利益 7,756 6,166

１　修正再表示済み。上記「事業部門の情報」を参照のこと。
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当該年度における基礎的利益と税引前法定利益（損失）の調整

（単位：百万ポンド）

注記 2014年 2013年

税引前利益 － 基礎ベース 7,756 6,166

資産売却 1 138 (687)

国債の売却 2 － 787

負債管理 3 (1,386) (142)

自己負債のボラティリティ 4 398 (221)

変動の激しいその他の項目 5 (112) (457)

保険事業から生じるボラティリティ 6 (228) 668

公正価値の解消 8 (529) (228)

簡素化コストならびにTSBの構築および二行運営費

用 9 (1,524) (1,517)

支払補償保険（PPI）に係る引当 10 (2,200) (3,050)

その他の規制上の引当金 11 (925) (405)

年金の過去勤務債務に係る収益（費用） 12 710 (104)

購入した無形固定資産の償却費 13 (336) (395)

税引前利益（損失） － 法定ベース 1,762 415

１．資産売却

資産売却は、主にロイズ・バンキング・グループのリスク選好の範囲外の資産から成る資産売却損益

（2014年：138百万ポンドの利益、2013年：687百万ポンドの損失）から構成される。

２．国債の売却

これらの損益は、ロイズ・バンキング・グループが、継続する低金利環境によりもたらされた機会を活用

し、保有する売却可能国債のリポジショニングを行った際の債券売却益（2014年：０ポンド、2013年：787百

万ポンド）を反映している。

３．負債管理

2014年４月、ロイズ・バンキング・グループは、エンハンスト・キャピタル・ノーツ（以下「ECN」とい

う。）の特定のシリーズの保有者に対して、ECNを新規のその他Tier１（以下「AT１」という。）証券に交換

する英ポンド、ユーロおよび米ドルの同時交換募集を完了した。加えて、ロイズ・バンキング・グループ

は、米国外の適格個人保有者より英ポンド建てのECNを現金で買い取った公開買付を完了した。当該交換募集

の完了により、5.0十億ポンド相当のECNが、発行費用考慮前で5.35十億ポンド相当のAT１証券と交換され

た。個人向けの公開買付は、約58.5百万ポンドのECNを現金で買い取って完了した。これらの交換および買付

取引に関連して、2014年12月31日に終了した事業年度に1,362百万ポンドの損失が認識された。

ロイズ・バンキング・グループのホールセール資金調達および資本の管理の一環として実施されたその他

の取引に関して24百万ポンドの損失（2013年：142百万ポンドの損失）が発生した。2014年および2013年にお

ける負債管理に係る損失はその他の収益に含まれている。

４．自己負債のボラティリティ
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また、自己負債ボラティリティには、エンハンスト・キャピタル・ノートの株式転換性の公正価値変動に

関連する401百万ポンドの利益（2013年：209百万ポンドの損失）も含まれ、これは主に転換性の価値の残存

期間にわたる償却を反映している。自己負債のボラティリティには、また、当初は公正価値で測定されてい

たロイズ・バンキング・グループのホールセール資金調達の一部の公正価値の変動に関連する33百万ポンド

の利益（2013年：41百万ポンドの利益）が含まれる。

５．変動の激しいその他の項目

変動の激しいその他の項目には、ヘッジ会計により軽減されない銀行勘定上の金利デリバティブおよび為

替ヘッジの公正価値変動が含まれる。2014年には138百万ポンドの費用が含まれている（2013年：489百万ポ

ンドの費用）。また2014年には、顧客のデリバティブ残高に関連する市場内在型信用リスクの変動を反映

し、26百万ポンドのプラスの正味デリバティブ価値修正（2013年：32百万ポンドのプラスの修正）も含まれ

ている。

６．保険事業から生じるボラティリティ

ロイズ・バンキング・グループの法定税引前利益は、金融市場の変動により起こる保険のボラティリティ

や保険契約者の金利ボラティリティの影響を受ける。

2014年、ロイズ・バンキング・グループの法定ベースの税引前利益には、228百万ポンドにのぼるマイナス

の保険ボラティリティおよび保険契約者の金利ボラティリティ（2013年：668百万ポンドのプラスのボラティ

リティ）が含まれている。

ボラティリティは以下から構成される。

（単位：百万ポンド）

2014年 2013年

保険のボラティリティ (219) 218

保険契約者の金利ボラティリティ 17 564

保険ヘッジ契約 (26) (114)

合計 (228) 668

経営陣は、税引前基礎的利益からボラティリティを除くと、投資家にとって事業の業績に関する有益な情

報が得られると考えている。これは、ロイズ・バンキング・グループの株主に帰属しない税引前利益に含ま

れている金額および経営陣の管理できない市場変数の変動の影響を除外するためである。

基礎ベースの利益からボラティリティを除外することの最も重要な制約は以下の通りである。

(i)　 保険のボラティリティは、株式およびその他の投資の正規化利益率について仮定を立てる必要があ

る。

(ii)　保険のボラティリティは、税引前基礎的利益には含まれていないものの、ロイズ・バンキング・グ

ループの規制上の自己資本基盤に影響を及ぼす。

経営陣は以下の対策を講じることにより上記の制約を補っている。

(i)　 保険のボラティリティの計算において用いられる正規化利益率を計算する際の仮定を細かくモニタ

リングする。これらの仮定は以下に記載されている。

(ii)　ロイズ・バンキング・グループの現在および今後の自己資本比率に関して個別の報告書を作成す

る。
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保険のボラティリティ

ロイズ・バンキング・グループの保険事業には保険契約者の負債がある。この負債は、株式、不動産およ

び固定金利投資を含む多額の投資（全てにおいて価値が変動する可能性がある。）により支えられている。

この負債の金額は、投資価値の変動に合わせて変動するわけではないものの、IFRSは、負債と投資の価値の

変動を損益計算書に反映させるよう義務付けている。これらの投資は多額であり、その価値の変動は、ロイ

ズ・バンキング・グループの利益性に重大な影響を及ぼす可能性があるため、経営陣は、実際の利益率に基

づく利益に加え、予測利益率に基づく部門利益も開示するのが適切であると考えている。

保険事業の正規化利益を確定する際に用いる予測投資利益率（市場実勢相場および過去の投資利益率の差

に関する公表済調査に基づいている。）は以下の通り設定されている。

（％）

英国（ポンド） 2014年 2013年

投資担保年金負債 4.54 3.83

株式および不動産 6.48 5.58

英国債 3.48 2.58

社債 4.08 3.18

ロイズ・バンキング・グループの保険事業の投資戦略をレビューした結果、より広範囲にわたる資産に投

資が行われている。予測投資利益率には、これらの資産の適切な利益率が含まれている。

こうした投資の実際の利益率が予測利益率（年初に立てられた経済的仮説（資産構成の大幅な変更につい

て調整済）に基づく。）と異なることが利益に及ぼす影響は、保険のボラティリティに含まれている。市場

変数の変化もまた、利益配当資金に埋め込まれている保証やオプションの実際の価値、保有保険契約の価値

および株主資金の価値に影響を及ぼす。

2014年中に発生した219百万ポンドのマイナスの保険ボラティリティは、主に2014年の株式および現金の投

資が予測利益率を下回るパフォーマンスを見せたことを反映したものである。

保険契約者の金利ボラティリティ

会計基準の適用により、生命保険、年金保険および投資事業の税引前利益に大きなボラティリティをもた

らす新たな要因が加わった。事業の業績をより明確かつ事業運営の方法に沿った形で表示するために、この

ボラティリティを基礎的利益から除外するための調整が行われている。こうした調整の影響は、保険契約者

の金利ボラティリティとして別に開示されている。

これらの新たなボラティリティの要因の中で最も重要なのが保険契約者税である。会計基準では、保険契

約者の投資収益に対する税金を関連収益と相殺するのではなく、ロイズ・バンキング・グループの税金の繰

入れに含める必要があるとしている。その結果、税引前利益が増減することになり、それに伴い税金の繰入

れも変動する。保険契約者に対して設定される税金引当金と繰入れにおいては、タイミングと測定の差異が

存在する。保険のボラティリティに関して採用した正規化アプローチに合わせ、保険契約者の税金引当金お

よび税金の繰入れの予測水準の差異は、保険契約者の金利ボラティリティを通じて調整されている。

2014年には、税引前法定利益には、株式、債券および金のリターンにおける相殺する変動に関連して、17

百万ポンド（2013年：564百万ポンド）にのぼる保険契約者持分ボラティリティに関連したその他の収益への

貸方計上が含まれている。  

保険ヘッジ契約

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書

 85/546



ロイズ・バンキング・グループは、株式市場の悪化およびその結果としてのロイズ・バンキング・グルー

プのバランスシート上の保有保険契約の価値に及ぼす悪影響から身を守るために、2014年にプットオプショ

ン契約を購入した。これには、株価市場の動きから値上りが期待される銘柄を売却した資金が充てられた。

2014年には26百万ポンドのヘッジ契約に係る費用が計上された。

７．保険事業におけるグロス・アップ

ロイズ・バンキング・グループの保険事業の損益計算書には、ロイズ・バンキング・グループの長期保険

ファンドの保険契約者に帰属する収益および費用が含まれている。これらの収益および費用は、株主に帰属

する利益には全体で影響はなく、事業内の基礎的傾向をより明確に表示するため、これらの収益および費用

の純額が別の行に表示されている。保険契約者に帰属するこれらの収益および費用は、主に保険契約者の投

資（受取利息純額およびトレーディング収益純額に含まれる。）、受取保険料収入および支払保険金のうち

のマッチングする金額で、保険契約者に対するこれら項目の分配を表しているものに関連するものである。

８．公正価値の解消

法定（IFRS）ベースの利益には、2009年のHBOS買収から発生した買収関連の公正価値調整が含まれ、これ

らの調整はいくつかの科目に影響を及ぼしている。

公正価値の解消の主な財務的影響は、買収時に適用される実効金利を、当初の簿価とは異なる価値で取得

した資産および負債に反映させ、原金融商品の満期が到来するまたは減損となる際に貸方勘定の戻入れおよ

び流動性リスクの調整を認識することである。これにより、一般的に支払利息が増加する（HBOSの自己負債

の価値が額面価格まで増加するため。）のに加え、買収に関するバランスシート評価調整の影響を反映し、

減損損失が減少した。

９．簡素化コストならびにTSB構築および二重運営費用

2014年の簡素化計画費用は966百万ポンド（2013年：830百万ポンド）であり、2014年末までに計画に費や

された費用合計は、2014年10月に公表された次の段階の簡素化に関連した0.3十億ポンドを含め、2.7十億ポ

ンドに上った。簡素化計画によって、年次ランレート上、2014年12月までで2.0十億ポンドのコスト節減を達

成した。

2014年に、ロイズ・バンキング・グループは欧州委員会（EU）の命令によるTSB事業の売却を進展させ、

2014年12月31日までにロイズ・バンキング・グループのTSBの所有比率は50％まで低下した。TSBに係る費用

は2014年12月31日に終了した年度中に558百万ポンド（2013年：687百万ポンド）に上り、これには構築費用

232百万ポンドおよび二重運営費用326百万ポンドが含まれている。二重運営費用には、TSB単体の資金管理、

資金調達、人事およびその他の本部機能の費用が含まれる。

10．支払補償保険（PPI）に係る引当

ロイズ・バンキング・グループは、第４四半期に予想PPI補償費用に対する引当金を700百万ポンド追加計

上した。これにより、2014年に計上された引当金は2,200百万ポンド（2013年：3,050百万ポンド）となり、

過去からの引当総額は12,025百万ポンドとなった。2014年第４四半期に発生した費用合計は700百万ポンドで

あり、2014年12月31日現在、2,549百万ポンド（繰入額累計の21％）が未使用残高として残っている。

2014年におけるPPIの事後の提訴件数は、2013年に比べ22％減少し、第４四半期は12％の減少であった。

2014年に請求管理会社（CMC）は従来から継続した水準での活動を続け、この結果、以前の予測よりも今後の

提訴件数の減少はより緩やかになると見ている。2014年12月31日現在の引当金残高は、ロイズ・バンキン

グ・グループがさらに0.6百万件の提訴を受ける仮定に基づいている。この提訴件数の予想の修正影響が、当
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年度に計上された追加引当金の約半分である1,080百万ポンドに相当し、このうち、300百万ポンドは第４四

半期に計上されている。だが、引当金は引き続き将来の動向に対する感応度が高く、例えば、2015年の最初

の２四半期の提訴件数が2014年の第４四半期に概ね沿ったものとなった場合、修正後のモデルによる総提訴

件数および関連する管理費用により、引当金は約700百万ポンド増加する。

ロイズ・バンキング・グループは当初の過去のビジネス・レビュー（以下「PBR」という。）の対象範囲で

ある2.7百万の保険契約について、2014年12月31日現在で郵送を完了している。当年度中、郵送に対する回答

率は予想を僅かに上回り、一部限定的な郵送先も範囲に追加された。このことによる当年度の引当金の増加

は300百万ポンドであり、このうち45百万ポンドは第４四半期の増加である。

ロイズ・バンキング・グループは、過去に処理された案件の再見直しを開始した。当年度中に、是正範囲

は拡大しており、これに提訴取扱方針の変更に伴う提訴に対する裁判所の支持率の上昇が相まって、当年度

に250百万ポンドの追加引当が必要となった。このうち、140百万ポンドは第４四半期発生分であった。

ロイズ・バンキング・グループはまた、提訴に対する裁判所の支持率および平均補償費用の予想を修正

し、またこれらに関連する付随管理費用の見積りを増加させた。この合計により引当金は570百万ポンド増加

し、このうち215百万ポンドは第４四半期における増加であった。

PPIについての引当金合計は、今後発生すると考えられる費用に関するロイズ・バンキング・グループの最

良の見積を示すものとなっている。2015年第１四半期の支出のランレートは、是正のための現金支払および

PBRに対する残りの回答の結果として、増加が見込まれている。だが、2015年上半期全体の支出のランレート

は、是正のための支出が減少し、概ね2014年下半期に沿ったものになると見込まれる。このプログラムは、

2015年半ばまでに大部分が完了する予定であり、その結果、ロイズ・バンキング・グループでは2015年下半

期には現金支出はさらに減少すると見込んでいる。だが、特に、提訴件数、提訴に対する裁判所の支持率、

平均補償費用、先手を打った照会の郵便発送および改善の費用、FCAエンフォースメント・チームの調査結果

など数多くのリスクや不透明性が残っている。これらの要素の費用は、ロイズ・バンキング・グループの見

積りと大きく異なる可能性があり、さらなる引当金が必要となるリスクもある。

11．その他の規制上の引当金

2014年に、ロイズ・バンキング・グループはその他の規制および企業行動に関連した事項に関連して、925

百万ポンド（2013年：405百万ポンド）を費用計上し、このうち、425百万ポンドは第４四半期に費用計上さ

れた。

2014年７月、ロイズ・バンキング・グループは、英国金融行動監視機構、米国商品先物取引委員会および

米国司法省との間で数年前の英国銀行協会へのロンドン銀行間取引金利の提出および2006年５月から2009年

までの英ポンド建てレポ金利の不正操作ならびに関連するシステムおよび統制の不備に関連して、総額217百

万ポンド（2014年６月30日現在の為替レートで換算）を支払うことで和解に達した旨を公表した。これらの

規制当局との和解に加えて、ロイズ・バンキング・グループはイングランド銀行に対して、2008年および

2009年における英ポンド建てレポ金利の不正操作の直接的結果として過小支払となっていた手数料の補償と

して、約８百万ポンドを支払った。これらの費用は、上半期に計上された。

過去に行われた金利ヘッジ商品（IRHP）の特定の中小企業への売却に関連し、150百万ポンドの引当金が追

加計上され、このうち100百万ポンドは第４四半期に計上された。この追加引当の結果、FCAとの合意の範囲

の顧客に対する補償および関連管理費用の引当総額は680百万ポンドとなり、そのうち2014年12月31日現在で

109百万ポンドが未使用である。

また、その他の引当金には、ドイツのクレリカル・メディカル・インシュアランス・グループ・リミテッ

ドが発行した保険契約に関する保険金請求に関する見込みに新たな実績を反映した結果として第４四半期に
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認識された120百万ポンドも含まれており、これにより引当総額は520百万ポンドとなったが、2014年12月31

日現在、そのうち199百万ポンドが使用されない状態で残っている。

ロイズ・バンキング・グループは、事業の過程において、PRA、FCAならびにその他の英国ならびに外国の

規制当局およびその他の政府機関と様々な事項について協議している。ロイズ・バンキング・グループはま

た、過去の事業行動に関連して顧客から提訴および請求を受けており、重要性がある場合には、到達した結

論により発生が予想される費用に対して引当金が計上されている。2014年に、ロイズ・バンキング・グルー

プは、リテール部門、コマーシャル・バンキング部門およびコンシューマー・ファイナンス部門に影響を及

ぼすいくつかの事項に関連して、430百万ポンドの追加引当を計上したが、これらの事項には、支店網を通じ

て販売された商品に関連した潜在的な請求および是正措置、規制当局による業界全体のレビューを通じて浮

き彫りにされた問題点の継続調査に加えて、過去の商品販売ならびに、販促制度の管理等の過去のシステム

および統制が含まれる。この追加引当のうち、205百万ポンドは第４四半期に認識された。この増加は現在協

議中の一握りの問題に対するロイズ・バンキング・グループの評価を反映しており、ロイズ・バンキング・

グループの状況下において、個別に財政上重大とみなされるものはない。

12．過去勤務年金受給額（債務）

2014年３月11日、ロイズ・バンキング・グループは、確定給付型年金制度の変更を発表し、年金受給額の

算定に使用される年金給付対象給与の増額に関する現行の上限を2014年４月２日以降２％から０％に変更し

た。かかる変更の結果、貸借対照表に認識されるロイズ・バンキング・グループの退職給付債務は843百万ポ

ンド減少し、同額の利益の減少が損益計算書で認識された。なお、かかる金額は、従業員への給与、給付、

および報酬に関するその他の変更の費用に関連する133百万ポンドの費用により一部相殺されている。

ロイズ・バンキング・グループは2013年、２つの主要な確定年金給付制度における早期退職および一時金

換算係数の変更が行われた結果、104百万ポンドの費用を計上した。

13．購入した無形固定資産の償却費

ロイズ・バンキング・グループは、2009年にHBOSを買収した際に認識した無形資産の償却費として336百万

ポンド（2013年：395百万ポンド）を負担した。

部門業績

リテール部門

（単位：百万ポンド）

2014年 2013年

受取利息純額 7,079 6,500

その他の収益 1,212 1,435

収益合計 8,291 7,935

営業費用 (4,464) (4,160)

減損 (599) (760)

基礎的利益 3,228 3,015

2014年の基礎的利益は、マージンの改善、減損の減少により、2013年の3,015百万ポンドに対し213百万ポ

ンド（７％）増加して、3,228百万ポンドとなった。
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受取利息純額は、2013年の6,500 百万ポンドに対し、2014年は579百万ポンド（９％）増の7,079百万ポン

ドであった。マージンは、2013年が2.09％であったのに対し、2014年は20ベーシス・ポイント増加して

2.29％と好調であった。これは、預金構成やマージンの改善が貸出金利の低下を上回ったことによるもので

ある。

その他の収益は、2013年の1,435百万ポンドに対して、2014年は223百万ポンド（16％）減の1,212百万ポン

ドであった。これは、支店の助言販売業務縮小などによるプロテクション・セールスからのその他の営業利

益の減少に伴うものであった。リテール・ディストリビューション・レビュー後、ウェルス部門のその他の

営業利益を引き下げる。

総費用は、2013年の4,160百万ポンドに対して、2014年は304百万ポンド（７％）増の4,464百万ポンドで

あった。これは、TSB内で以前に吸収された間接費用の増加や現在進行中の事業投資に係わる減価償却費によ

るものであった。

減損は、2013年の760百万ポンドに対して、2014年は161百万ポンド（21％）減の599百万ポンドであった。

これは、償却や無担保の不良債権の減少によるものであった。担保カバー率が37％に引き上げられ、結果と

して減損費用が13％増加した。

コマーシャル・バンキング部門

（単位：百万ポンド）

2014年 2013年

受取利息純額 2,480 2,113

その他の収益 1,956 2,259

収益合計 4,436 4,372

営業費用 (2,147) (2,084)

減損 (83) (398)

基礎的利益 2,206 1,890

コマーシャル・バンキング事業の基礎的利益は、2013年の1,890百万ポンドに対して、2014年は316百万ポ

ンド（17％）増の2,206百万ポンドであった。これは、その他の収益の減少と営業費用の増加で一部相殺され

たものの、減損の減少と受取利息純額の増加によるものであった。

受取利息純額は、2013年が2,113百万ポンドであったのに対し、2014年は367百万ポンド（17％）増の2,480

百万ポンドであった。これは、資金調達コストの低下に加え、新規貸付の規律ある価格設定による純利ざや

の拡大によるものである。

その他の収益は、2013年が2,259百万ポンドであったのに対し、2014年は303百万ポンド（13％）減の1,956

百万ポンドであった。これは、デッド・キャピタル・マーケット部門とファイナンシャル・マーケット部門

のクライアント業務の減少に加えて、ロイズ・ディベロップメント・キャピタル内の再評価益の減少を反映

した。

営業費用は、2013年が2,084百万ポンドであったのに対して、2014年は63百万ポンド（３％）増の2,147百

万ポンドであった。これは、商品開発力への継続投資に伴うものであった。

減損は、2013年が398百万ポンドであったの対して、2014年は315百万ポンド（79％）減の83百万ポンドで

あった。これは、総費用の減少と信用の質の改善を反映している。

コンシューマー・ファイナンス部門

（単位：百万ポンド）
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2014年 2013年

受取利息純額 1,290 1,333

その他の収益 1,364 1,359

収益合計 2,654 2,692

営業費用 (1,429) (1,384)

減損 (215) (343)

基礎的利益 1,010 965

基礎的利益は、2013年が965百万ポンドであったの対して、2014年は45百万ポンド増の1,010百万ポンドで

あった。これは、クレジット・カード事業の収益合計の減少と事業の将来成長に向けた投資により一部相殺

されたものの、ポートフォリオ全体での減損費用の128百万ポンド減やアセット・ファイナンス事業の収益合

計の増加などによるものである。

収益合計は、2013年が2,692百万ポンドであったのに対し、2014年は38百万ポンド減の2,654百万ポンドで

あった。

純利ざやは45ベーシスポイント減の6.49％で、その結果、受取利息純額は2013年が1,333百万ポンドであっ

たのに対して、2014年は３％減の1,290百万ポンドとなった。新規取引の増加と預金金利の変更は、新車市場

への信用の質の高い、低金利の融資の増加と、今年の戦略における新規クレジットカード発行増の重視の影

響によるポートフォリオの構成の変更により相殺された。信用の質の高い新規取引獲得の戦略の通り、ア

セット・クオリティ・レシオは71ベーシス・ポイント上昇した。

その他の収益は、2013年が1,359百万ポンドであったのに対して、2014年は成長戦略の結果、５百万ポンド

増の1,364百万ポンドであった。

営業費用は、2013年が1,384百万ポンドであったのに対して、2014年は45百万ポンド（３％）増の1,429百

万ポンドであった。これは、コスト削減と終身リース資産売却の完了による増益で一部相殺されたものの、

成長イニシアチブへの投資とレックスオートリースのフリート事業の成長に伴うオペレーティング・リース

の償却増によるものである。2014年には、課題の改善と顧客のデジタル体験にさらに45百万ポンド投資して

いる。

減損費用は、2013年の343百万ポンドに対し、2014年は128百万ポンド（37％）減の215百万ポンドであっ

た。これは、クレジットカード事業やアセット・ファイナンス事業の回収資産の売却に後押しされた現在進

行中のポートフォリオの信用度の改善によるものである。

保険部門

（単位：百万ポンド）

2014年 2013年

受取利息純額 (131) (107)

その他の収益 2,055 2,220

保険金請求額 (330) (356)

収益合計（保険金請求差引後） 1,594 1,757

営業費用 (672) (669)

基礎的利益 922 1,088
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保険事業の基礎的利益は922百万ポンドとなり、2013年の1,088百万ポンドに比べ166百万ポンド（15％）減

少した。これは、長期の低リスク・高利回り資産に投資する戦略による経済性の改善や資産担保年金事業の

利回り上昇により相殺されたものの、年金費用の上限設定、生命保険の新規取引の減少、それに損害保険料

の低下をはじめとした企業年金の構造変更の費用が影響した。

支払利息純額は、2013年が107百万ポンドであったのに対し、主にロイズ・バンキング・グループ内の費用

増により、24百万ポンド（22％）増の131百万ポンドであった。

その他の収益は、2013年が2,220百万ポンドであったのに対し、165百万ポンド（７％）減の2,055百万ポン

ドであった。これは、新規取引の減少、損害保険収入の減少、企業年金の構造変更に影響されたが、年金事

業や経済性の改善を後押しするために魅力的な高利回り資産を取得する戦略による利益により相殺された。

主に、気象関連の火災保険の保険金請求件数が2013年を下回ったことにより、損害保険の保険金請求額

は、2013年の356百万ポンドを26百万ポンド（７％）下回る330百万ポンドであった。

営業費用は、戦略イニシアチブへの追加投資が基礎コストベースの削減で賄われるなか、2013年の669百万

ポンドから３百万ポンド増の672百万ポンドとなった。

TSB部門

（単位：百万ポンド）

2014年 2013年

受取利息純額 786 615

その他の収益 140 163

収益合計 926 778

営業費用 (370) (563)

減損 (98) (109)

基礎的利益 458 106

TSBの業績は、ロイズ・バンキング・グループの報告ベースに基づき表示されている。TSBの本部機能費用は、基礎的利益から除外

されている。

基礎的利益は、2013年が106百万ポンドであったが、収益増と費用減により、352百万ポンド増の458百万ポ

ンドとなった。

収益合計は、2013年の778百万ポンドに対し、受取利息純額の増加により148百万ポンド（19％）増の926百

万ポンドであった。これは、単独の別銀行としてTSBが設立された後、資金調達費用が減少したことなどによ

る。

営業費用は、2013年の563百万ポンドに対し、193百万ポンド（34％）減の370百万ポンドであった。これ

は、単独の別銀行としてTSBが設立された後、TSBへの費用配分の基準が変更されたことなどによる。

その他

その他は、ラン・オフ部門と中央項目から構成される。

ラン・オフ部門

（単位：百万ポンド）

2014年 2013年

受取利息純額 (116) 138

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書

 91/546



その他の収益 451 1,266

収益合計 335 1,404

営業費用 (308) (726)

減損 (203) (1,389)

基礎的利益 (176) (711)

基礎的損失は、2013年が711百万ポンドの損失であったのに対して、ラン・オフ・ポートフォリオの縮小に

よる減損費用の減少に伴い、535百万ポンド減の176百万ポンドとなった。

収益合計は、2013年が1,404百万ポンドであったのに対して、1,069百万ポンド（76％）減の335百万ポンド

であった。これは、2013年中の取引の処分とラン・オフ資産の減少を反映している。なお、2013年は同年に

売却されたセント・ジェームズ・プレース関連の662百万ポンドの収益を含む。

営業費用は、2013年中の取引処分に伴い、2013年を418百万ポンド（58％）下回る308百万ポンドであっ

た。

中央項目

（単位：百万ポンド）

2014年 2013年

収益合計 132 (133)

営業費用 (22) (49)

減損 (2) (5)

基礎的利益 108 (187)

基礎的利益は、2013年が187百万ポンドの損失であったが、2014年は295百万ポンド上回る108百万ポンドで

あった。

収益合計は、2013年が133百万ポンドの損失であったのに対して、2014年は132百万ポンド増の265百万ポン

ドであった。これは、その他Tier１債および仕組み金利ヘッジ取引とグループの約５十億ポンドのエンハン

スト・キャピタル・ノートの交換による受取利息純額の増加などによるものであった。

営業費用は、2013年が49百万ポンドであったのに対し、2014年は27百万ポンド（55％）減の22百万ポンド

であった。

減損費用は、2013年の５百万ポンドに対して、2014年は３百万ポンド（60％）減の２百万ポンドとであっ

た。
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第４【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

2014年12月31日現在、ロイズ・バンキング・グループは英国内で2,448件の不動産を使用している。このう

ち、727件は自由保有不動産で、1,721件は賃借物件である。こうした不動産の大半は小売店舗で、イングラ

ンド、スコットランド、ウェールズおよび北アイルランドの全域に広く分散している。その他の建物には、

ロンドンのシティにあるロイズ・バンキング・グループ本社のほか、事業ニーズに合わせているが、主に８

つの主要な大都市圏であるロンドン、エジンバラ、グラスゴー、ミッドランド（バーミンガム）、ノース

ウェスト（チェスターおよびマンチェスター）、ウェスト・ヨークシャー（ハリファックスおよびリー

ズ）、サウス（ブライトンおよびアンドーバー）およびサウスウェスト（ブリストルおよびカーディフ）に

集中しているカスタマー・サービスおよびサポート・センターが含まれている。

これに加えて、169件の不動産が転貸されているか、空室となっている。英国全域に多くのATM設備があ

り、その大半は賃借物件として使用されている。ロイズ・バンキング・グループはまた、主に賃貸借契約に

基づいて不動産を使用して、北アメリカを中心に世界各地で事業を展開しつつ、国際的なプレゼンスを縮小

している。

無形資産

当行グループが認識している2014年12月31日現在の営業権およびその他の無形資産総額は4,086百万ポンド

（2013年12月31日：4,295百万ポンド）である。

有形資産

当行グループが認識している2014年12月31日現在の有形資産の総額は、8,052百万ポンド（2013年12月31

日：7,570百万ポンド）である。

その他資産

当行グループは、2014年12月31日現在、4,492百万ポンド（2013年12月31日：4,864百万ポンド）の不動産

を投資目的で保有している。

２【主要な設備の状況】

上記「１　設備投資等の概要」を参照のこと。

３【設備の新設、除却等の計画】

2015年12月31日に終了する年度において、当行の通常の業務上の計画を除き、設備の新設、除却または変

更に関する計画はない。
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第５【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

 （１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

2015年５月15日現在

種類名 授権株数(株) 発行済株式総数(株) 未発行株式数(株)

額面１ポンドの普通株式 1,650,000,000 1,574,285,751 75,714,249

額面１ポンドの変動利付累積

型優先株式
1 0 1

額面１ポンドの６％非累積型

償還可能優先株式
100 100 0

額面0.25ポンドの優先株式 174,400,000 0 174,400,000

額面0.25ポンドの変動利付

非累積型償還可能シリーズ

III優先株式

600,000 600,000 0

額面0.25米ドルの優先株式 157,750,000 0 157,750,000

額面0.25米ドルの7.875％

非累積型償還可能優先株式
1,250,000 1,250,000 0

額面0.25米ドルの変動利付

非累積型償還可能シリーズ

III優先株式

1,000,000 1,000,000 0

額面0.25ユーロの優先株式 159,500,000 0 159,500,000

額面0.25ユーロの7.875％

非累積型償還可能優先株式
500,000 500,000 0

額面25円の優先株式 50,000,000 0 50,000,000

②【発行済株式】

2015年５月15日現在

記名・無記名の別および額

面・無額面の別
種　類 発行数(株)

上場金融商品取引

所名または登録認

可金融商品取引業

協会名

内容

無記名式

１株当たりの額面金額

１ポンド

普通株式 1,574,285,751 該当なし (注１)

無記名式

１株当たりの額面金額

0.25ポンド

変動利付非累積型償

還可能シリーズIII

優先株式

600,000 該当なし （注２）
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無記名式

１株当たりの額面金額

１ポンド

6％非累積型償還可

能優先株式
100 該当なし （注３）

無記名式

１株当たりの額面金額

0.25米ドル

7.875％非累積型償

還可能優先株式
1,250,000 該当なし （注４）

無記名式

１株当たり額面金額

0.25米ドル

変動利付非累積型償

還可能シリーズIII

優先株式

1,000,000 該当なし （注５）

無記名式

１株当たり額面金額

0.25ユーロ

7.875％非累積型償

還可能優先株式
500,000 該当なし （注６）

計 ― 1,577,635,851 ― ―

（注１）各株主には挙手による１議決権が与えられ、各株式は投票による議決のため１議決権を有する。

（注２）額面0.25ポンドの変動利付非累積型償還可能シリーズIII優先株式の保有者は、（１）優先株式にかかる

権利義務の変更または消滅の提案および（２）当行の解散の提案または解散に関する決議についてのみ、議決権を

行使することができる。これにもかかわらず、株主総会にかかる通知の日の直近の配当日において配当が全額支払

われなかった場合には、保有者は、すべての決議について議決権を行使することができ、当該権利は、当行が配当

全額の支払いを再開するまで継続する。議決権を行使できる場合、各優先株主には、当該株主が有する優先株式の

額面金額0.25ポンドにつき１議決権が与えられる。

（注３）６％非累積型償還可能優先株式には、議決権は付帯されていない。本株式の保有者は、当行に配当支払い

のための利益がある限りにおいて、年間６％の固定利率で非累積的優先（普通株式のいかなる配当支払いにも優先

する）配当支払いを、毎年３月１日、６月１日、９月１日および12月１日（これらの日が営業日（ロンドンにおい

て銀行が営業している日を指す）でない場合には翌営業日）に均等な額の分割払いで、受けることができる。取締

役が、配当支払いを行った場合には慎重な資本比率の維持がなされなくなると判断した場合には、かかる優先配当

は支払われない。清算時における資産の分配にあたっては、株主に分配可能な当行の資産はまず優先株式の保有者

に対して行われ、本株式と当行により随時発行される他の優先株式は、互いに、発生済配当も含め資産の分配額に

ついて同順位である。ただし、当該株式に係る未払いの配当（または支払済みのものとして入金されたもの）およ

びそれに係る未払いの配当（または当該株式の条件に定められたもの）はこの限りでない。本株式は、当行の任意

により、取締役が決定する日時において、償還される。

（注４）額面0.25米ドルの7.875％非累積型償還可能優先株式の保有者は、（１）優先株式にかかる権利義務の変

更または消滅の提案および（２）当行の解散の提案または解散に関する決議についてのみ、議決権を行使すること

ができる。これにもかかわらず、株主総会にかかる通知の日の直近の配当日において配当が全額支払われなかった

場合には、保有者は、すべての決議について議決権を行使することができ、当該権利は、当行が配当全額の支払い

を再開するまで継続する。議決権を行使できる場合、各優先株主には、当該株主が有する優先株式の額面金額0.25

米ドルにつき１議決権が与えられる。

（注５）額面0.25米ドルの変動利付非累積型償還可能シリーズIII優先株式の保有者は、（１）優先株式にかかる

権利義務の変更または消滅の提案および（２）当行の解散の提案または解散に関する決議についてのみ、議決権を

行使することができる。これにもかかわらず、株主総会にかかる通知の日の直近の配当日において配当が全額支払

われなかった場合には、保有者は、すべての決議について議決権を行使することができ、当該権利は、当行が配当

全額の支払いを再開するまで継続する。議決権を行使できる場合、各優先株主には、当該株主が有する優先株式の

額面金額0.25米ドルにつき１議決権が与えられる。

（注６）額面0.25ユーロの7.875％非累積型償還可能優先株式の保有者は、（１）優先株式にかかる権利義務の変

更または消滅の提案および（２）当行の解散の提案または解散に関する決議についてのみ、議決権を行使すること

ができる。これにもかかわらず、株主総会にかかる通知の日の直近の配当日において配当が全額支払われなかった
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場合には、保有者は、すべての決議について議決権を行使することができ、当該権利は、当行が配当全額の支払い

を再開するまで継続する。議決権を行使できる場合、各優先株主には、当該株主が有する優先株式の額面金額0.25

ユーロにつき１議決権が与えられる。
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 （２）【発行済株式総数および資本金の推移】

額面１ポンド普通株式

年月日
発行済株式総数

増減数(株)

発行済株式総数

残高(株)

資本金増減額

(ポンド)

資本金残高

(ポンド)

2010年１月１日 21,394,458 1,568,675,390 21,394,458 1,568,675,390

2010年３月18日 1,125,297 1,569,800,687 1,125,297 1,569,800,687

2010年３月22日 570,039 1,570,370,726 570,039 1,570,370,726

2010年４月28日 542,956 1,570,913,682 542,956 1,570,913,682

2010年７月13日 525,599 1,571,439,281 525,599 1,571,439,281

2010年12月17日 1,302,319 1,572,741,600 1,302,319 1,572,741,600

2010年12月22日 1,544,151 1,574,285,751 1,544,151 1,574,285,751

 （３）【所有者別状況】

当行の発行済株式資本はすべて、当行持株会社が実質的に保有している。

 （４）【大株主の状況】

2015年５月15日現在

氏名または名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

ロイズ・バンキング・

グループ・ピーエルシー
スコットランド　EH1　1YZ　
エジンバラ　ザ・マウンド

1,577,635,851 100.00
１

１　英国法の要件に基づきロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーのために信託されている普通株式２株

を除き、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーがすべての株式を保有している。

２【配当政策】

当行の普通株式はすべて、当行持株会社が実質的に保有しており、かかる株式に対する配当は、当行およ

び当行持株会社の資本状況および資金需要を考慮に入れて取締役会により決定される。

2014年には当行の普通株式について配当は支払われなかった。取締役会は540百万ポンドの配当を提言し、

株主の承認が得られれば2015年５月に支払われる予定だが、当行の2014年度財務書類には反映されていな

い。

３【株価の推移】

該当なし

４【役員の状況】

氏名 役職 生年月日 略歴 在職期間

所有する株

式の種類と

株数
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ブラックウェル卿 会長
1952年

７月29日

就任：2012年６月（取締役）、2014年４月

（会長）

技能および経験：様々な業界における上級

職を経て得た保険、銀行業、規制および公

共政策に関する幅広い経験。1997年に一代

貴族に叙された。

社外役職：インターサーブ・ピーエルシー

の会長

過去の役職：スコティッシュ・ウィドウ

ズ・グループの会長、オフコム、ハルマ・

ピーエルシー、ディクソンズ・グループ、

およびセグロの非常勤取締役。スタンダー

ド・ライフの上級独立取締役、同社のユー

ケー・ライフ・アンド・ペンションズ・

ボードの議長。センター・フォー・ポリ

シー・スタディーズの理事会のメンバー、

公正取引庁の非常勤メンバー、マッキン

ゼー・アンド・カンパニーのパートナー、

およびナットウエスト・グループのグルー

プ・ディベロップメント担当取締役。首相

のポリシー・ユニットの責任者。

該当なし なし

アニタ・

フリュー

副会長兼独

立取締役

1957年

６月24日

就任：2010年12月（取締役）、2014年５月

（副会長）

技能および経験：銀行業、資産管理、製造

業および公益事業などの幅広い分野におけ

る執行理事、財務および一般管理の経験を

持つ。

社外役職：クロダ・インターナショナル・

ピーエルシーの非常勤取締役および次期会

長、アイエムアイ・ピーエルシーの上級独

立取締役。

過去の役職：ヴィクトレックス・ピーエル

シーの会長、アバーディーン・アセット・

マネジメントの上級独立取締役、アボッ

ド・ミード・ヴィッカーズの常勤取締役、

ダブリュピーピー・グループのコーポレー

ト・ディベロップメント担当取締役、ノー

サンブリアン・ウォーターの非常勤取締

役。この他、スコティッシュ・プロビデン

トとロイヤル・バンク・オブ・スコットラ

ンドにおいて多様な投資およびマーケティ

ング職を歴任した。

該当なし なし
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アラン・

ディキンソン
独立取締役

1950年

６月12日

就任：2014年９月

技能および経験：ロイヤル・バンク・オ

ブ・スコットランドで37年間、リテールお

よびコマーシャル・バンカーを務め、高い

評価を得た。

社外役職：ウィリズ・リミテッドの非常勤

取締役、同社リスク委員会議長、アーバ

ン・アンド・シビック・ピーエルシーの上

級独立取締役、モタビリティのガバナー

過去の役職：アールビーエス・ユーケーの

チーフエグゼクティブ、ネーションワイ

ド・ビルディング・ソサエティの非常勤取

締役、同リスク委員会議長、カーペットラ

イト・ピーエルシーの非常勤取締役、ブラ

ウン・シプレイ・アンド・カンパニー・リ

ミテッドの会長。

該当なし なし

カロリン

フェアべアン
独立取締役

1960年

12月13日

就任：2012年６月

技能および経験：メディアや金融サービス

を含む幅広い分野にわたって得た豊富なデ

ジタルおよびオンラインの行政および規制

機関における経験。世界銀行のエコノミス

トとしてキャリアをスタートした。

社外役職：カピタとバイテックグループの

非常勤取締役、両社の報酬委員会委員長。

マリー・キューリーの理事、英国競争市場

院および英国統計局の非常勤取締役。

過去の役職：英国金融サービス機構の非常

勤取締役、英国金融サービス機構のリスク

委員会委員長。アイティーブイ・ピーエル

シーのグループ・ディベロップメント・ア

ンド・ストラテジー担当取締役、ビービー

シーのエグゼクティブ・ボードのメン

バー。マッキンゼー・アンド・カンパニー

のパートナー、首相のポリシー・ユニット

のポリシー・アドバイザー。

該当なし なし
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サイモン・

ヘンリー
独立取締役

1961年

７月13日

就任：2014年６月

技能および経験：取締役会レベルの戦略お

よび執行に関する国際経験金融市場、財務

およびリスク管理についての幅広い知識、

監査委員会金融エキスパートとしての資格

が、取締役会リスク委員会および監査委員

会において特に価値が高い。シェルの掘削

および生産担当最高財務責任者、グルー

プ・インベスター・リレーションズのヘッ

ドを務め、それ以前にはシェルで各種の財

務の役職を務めた。

社外役職：ロイヤル・ダッチ・シェル・

ピーエルシーの最高財務責任者兼常勤取締

役、UK FTSE100社企業 CFOのメイン委員会

のメンバー、ヨーロピアン・ラウンド・

テーブルCFOタスクフォースの議長。ま

た、CIMAのアドバイザリー・パネル、英国

フェア・アンド・エフェクティブ・マー

ケット・レビューのマルチ・プラクショ

ナー・パネル運営委員会、およびセン

ター・フォー・ヨーロピアン・リフォーム

のアドバイザリー・パネルのメンバー。

該当なし なし

ダイフリグ・ジョ

ン CBE
独立取締役

1950年

５月14日

就任：2014年１月

技能および経験：銀行業で国際的なキャリ

アを積み、特にエイチエスビーシーでは37

年間勤務した。その間、英国および海外に

おいて、数々の上級管理職および取締役職

を務めた。エイチエスビーシーの日常業務

を含む大半の事業分野で豊富な経験を積

み、人事、IT、財務、および支店ネット

ワークを担当した。

社外役職：ウェルシュ・ラグビー・ユニオ

ンの監査委員会のメンバー。

過去の役職：プリンシパリティ・ビルディ

ング・ソサエティの会長、エイチエスビー

シー・バンク・ピーエルシーの取締役、そ

の後同社の最高経営責任者兼副会長。エイ

チエスビーシー・バンク・ピーエルシーの

取締役に就任する前は、グループ・マネー

ジング・ディレクターやグループ・マネー

ジメント・ボードのメンバーを含めた数々

の上級職を務めた。ウェールズ・ミレニア

ム・センターの取締役会のメンバーでも

あった。

該当なし なし
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ニック・ラフ
独立

取締役

1967年

３月11日

就任：2013年３月

技能および経験：幅広い分野で数々の上級

財務職を務めるなど、英国の上場企業で重

要な財務上の経験を有している。その経歴

および経験により、監査委員会委員長、ま

た、SEC対応の目的において、監査委員会

フィナンシャル・エクスパートの役割を遂

行することが可能である。

社外役職：リード・エルゼビアの常勤取締

役兼最高財務責任者。

過去の役職：セントリカ・ピーエルシー、

ペニンシュラ・アンド・オリエンタル・ス

チーム・ナビゲーション・カンパニーの財

務担当取締役、ピー・アンド・オー・プリ

ンセス・クルーズ・ピーエルシーの最高財

務責任者。クインティック・グループの非

常勤取締役兼監査委員会委員長。

該当なし なし

ニック・プレット

ジョン

独立取締

役、スコ

ティッ

シュ・ウィ

ンドウズ・

グループ会

長

1960年

７月22日

就任：2014年６月

技能および経験：保険をはじめとした重要

性の高い金融サービス経験。

社外役職：ビービーシー・トラストのメン

バー、ブリッテン・ピアース・ファンデー

ションの会長、ロイヤル・ノーザン・カ

レッジ・オブ・ミュージックの会長。

過去の役職：プルデンシャル・レギュレー

ション・オーソリティの非常勤取締役、ブ

リット・インシュランスの会長、リーガ

ル・アンド・ジェネラル・ピーエルシーの

非常勤取締役、プルデンシャル・ユー

ケー・アンド・ヨーロッパのチーフ・エグ

ゼクティブ、プルデンシャル・ピーエル

シーの取締役、フィナンシャル・サービ

シーズ・プラクショナー・パネルの会長、

ロイズ・オブ・ロンドンのチーフ・エグゼ

クティブ、ロイズ・カウンシルのメン

バー。 

該当なし なし
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アンソニー・ワト

ソン CBE

上級独立取

締役

1945年

４月２日

就任：2009年４月（取締役）、2012年５月

（上級独立取締役）

技能および経験：投資運用業界および関連

分野で40年余りの経験。

社外役職：ハマーソンおよびウィタン・イ

ンベストメント・トラストの上級独立取締

役、リンカーンズ・イン投資委員会の委員

長およびノルジス・バンク・インベストメ

ント・マネジメントのコーポレート・ガバ

ナンス・アドバイザリー・ボードのメン

バー。

過去の役職：ボーダフォン・グループの非

常勤取締役、ハーミーズ・ペンションズ・

マネジメントのチーフ・エグゼクティブ、

アジアン・インフラストラクチャー・ファ

ンド、エムイーピーシーおよびストラテ

ジック・インベストメント・ボード（北ア

イルランド）の会長。英国財務報告協議会

およびマークス・アンド・スペンサーのペ

ンション・トラスティーズのメンバー。

該当なし なし

サラ・

ウェラー
独立取締役

1961年

８月１日

就任：2012年２月

技能および経験：金融サービスを含む、リ

テールおよび関連分野での経歴。常勤およ

び非常勤いずれの立場の取締役としても相

当の経験を有する。

社外役職：ユナイテッド・ユーティリ

ティーズ・グループの非常勤取締役、同グ

ループの報酬委員会委員長、ケンブリッジ

大学のガバニング・カウンシルのメン

バー。また、プランニング・インスペクト

レートの会長、英国コミュニティ・地方自

治省の主席非常勤取締役、ハイヤー・エ

デュケーション・ファンディング・カウン

シルの取締役会のメンバー。

過去の役職：アルゴスのマネージング・

ディレクター、ジェイ・セインズベリーの

各種幹部職（デピュティ・マネージング・

ディレクター）、ミッチェルズ・アンド・

バトラーの非常勤取締役、アビー・ナショ

ナル・アンド・マーズ・コンフェクショナ

リーの上級幹部職。

該当なし なし
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アントニオ・ホル

タ・

オソーリオ

常勤取締

役、グルー

プ・チー

フ・エグゼ

クティブ

1964年

１月28日

任命：2011年１月（取締役）、2011年３月

（グループ・チーフ・エグゼクティブ）

技能および経験：海外および英国国内で

の、25年余りにわたって積み上げてきたリ

テールおよびコマーシャル・バンキングの

経験。1993年にグルーポ・サンタンデール

に入社。それ以前には、ゴールドマン・

サックスとシティバンクでの勤務経験もあ

る。多様な上級管理職を歴任し、最終的に

はグルーポ・サンタンデールのエグゼク

ティブ・バイスプレジデント兼マネジメン

ト・コミッティー委員を務めた。

社外役職：ポルトガルのシャンパリモー財

団とソシエダド・フランシスコ・マニュエ

ル・ドス・サントスの非常勤取締役、ス

ティチングINPARの取締役会のメンバー、

ロンドン・ビジネス・スクールのガバ

ナー、それにウォレス・コレクションの会

長。

過去の役職：サンタンデール・ユーケーの

非常勤取締役およびチーフ・エグゼクティ

ブ。イングランド銀行の非常勤取締役。

該当なし なし

ジョージ・

カルマー

常勤取締

役、最高財

務責任者

1962年

10月６日

就任：2012年５月（取締役）

技能および経験：戦略的かつ財務的計画立

案および統制を含めた運営および財務に関

する深い専門知識。英国内外において20年

以上の金融サービスに従事したキャリアを

持つ。保険および株主提案の対応における

優れた経歴を有し、そのスキルおよび経験

が取締役会、上級管理陣を更に強化する。

社外役職：なし

過去の役職：アールエスエー・インシュア

ランス・グループの常勤取締役兼最高財務

責任者、 チューリッヒ・フィナンシャ

ル・サービシズ・ユーケーの最高財務責任

者。

該当なし なし
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フアン・

コロンバス

常勤取締

役、最高リ

スク責任者

1962年

７月28日

就任：2011年１月（最高リスク責任者）、

2013年11月（取締役）

技能および経験：銀行業務およびリスク管

理において深い経験を有しており、英国内

外において29年間にわたりこれらの分野で

活躍してきた。サンタンデール・グループ

のコーポレート、投資、リテールおよびリ

スク部門において多数のリスク、管理およ

び事業に関する上級管理職を歴任した。

社外役職：インターナショナル・フィナン

シャル・リスク・インスティチュート・エ

グゼクティブ・コミッティーのメンバー。

過去の役職：サンタンデールの英国事業の

最高リスク責任者兼常勤取締役。

該当なし なし

取締役の報酬については、下記「５　コーポレート・ガバナンスの状況等　－　(1)コーポレート・ガバナ

ンス　－　取締役の報酬」を参照のこと。

５【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンス】

当行グループのコーポレート・ガバナンスは、ロイズ・バンキング・グループ・コーポレートのガバナン

ス体制によって決定され、当行の取締役会は、当行持株会社の取締役会と共通しており、当行の監査委員会

を除き、当行持株会社の各種委員会が、必要とされるガバナンスおよび監督を提供しているので、下記の開

示は、当行持株会社に係るものである。

取締役および経営陣

ロイズ・バンキング・グループを率いているのは、広範囲にわたる経験を有する常勤取締役と非常勤取締

役で構成される取締役会である。定款の規定にしたがい、取締役は指名を受けた後の最初の年次株主総会に

おいて株主によって選任されなければならない。英国のコーポレート・ガバナンスのベスト・プラクティス

に則して、取締役は全員、最初の年次株主総会以降、年次株主総会ごとに株主により毎年再任されなければ

ならない。非常勤の独立取締役は、更新可能な３年間の任期で任命されるが、定款の規定に準拠して、通知

や報酬の支払いなく解任されることがある。

取締役会は定期的に開催される。2014年においては、取締役会は合計15回開催されたが、そのうち８回は

年初に開催された。

会長、グループ・チーフ・エグゼクティブおよび取締役会の役割とガバナンスの取り組み（取締役会に具

体的な決定を付託する事項の予定を含む）については、毎年見直しが行われる。取締役会に決定が付託され

ている事項には、年次報告書・決算書およびその他の財務諸表の承認、配当金の支払い、グループの長期目

標、かかる目標を達成するために必要な戦略、グループの予算および計画、重要な設備投資項目、重要な投

資および売却、グループ内の資本配分に係る基準、グループの組織構造、グループの有効なリスク管理を確

保するための取り決め、会計方針または会計慣行の重要な変更、当行持株会社の主要なプロフェッショナ

ル・アドバイザーの任命とその報酬、ならびに取締役会・委員会構造の決定およびかかる構造の規模および

構成がある。
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当行持株会社の業務執行は、定款に従い、取締役が運営するが、取締役は、業務上の問題（信用リスク、

流動性リスクおよび市場リスクを含む。）に係る決定権限を、合意された枠組みの中で経営陣に委任してい

る。

すべての取締役は、総務担当役員の支援を受けることができ、取締役としての義務を履行するために必要

と判断される場合には、ロイズ・バンキング・グループの費用で社外の専門家のアドバイスを受けることが

できる。

会長は、少なくとも年に一度、ロイズ・バンキング・グループに影響のある広範な問題（取締役が個別に

提起することを希望する事項を含む。）について各々の取締役と非公開で協議する機会を設けている。

すべての取締役を対象とするガイダンス・プログラムがある。このプログラムは、取締役会におけるそれ

ぞれの具体的な役割ならびに当該取締役がそれまでに培ってきたスキルと経験を考慮し、各自の具体的要請

に合わせて作成されている。主要株主には、新任の非常勤取締役と面会する機会がある。

ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの取締役および経営幹部は上記「４　役員の状況」に記載

されている。

取締役の利益相反

取締役会は、当行持株会社の定款が認める範囲において、各取締役が宣言した潜在的な利益相反を承認す

る。こうした利益相反に係る決定は、当該事項に対して利害のない取締役によってのみ行うことができ、事

実、そのように行われてきた。当該決定の際、取締役は、当行持株会社の成功を促進する可能性が最も高い

と誠実に判断した方法で行動している。取締役は、適切と思われる場合、承認を与える際に条件を課す権限

を持つ。与えられた承認はいずれも、定期的におよび適切とみなされた際に、そして少なくとも15ヵ月ごと

に見直される。いかなる取締役も、実際に、または潜在的に利益相反のある決議または議題の議決に参加す

ることは認められていない。取締役会は、当年度中に重大な利益相反の報告がなかった旨を確認している。

取締役会とそのメンバー

目的および責任

ロイズ・バンキング・グループは、非常勤会長、非常勤独立取締役および常勤取締役で構成される取締役

会が主導して運営している。取締役会は、併せて、当行持株会社の長期的成功の責任を負っている。取締役

会は、戦略を定め、戦略の実施状況を監視し、ロイズ・バンキング・グループの企業文化、価値および基準

を構築し、グループ全体において効果的なリスク管理を確保し、財務実績を監視し、適切かつ効果的な後継

者育成の取り組みと報酬の方針が実施されていることを報告すると共に、その推進に万全を期することによ

り、かかる責任を全うする。

取締役の役割

会長およびその他の取締役会のメンバーの役割は、下記のとおりである。当行持株会社の最高責任者に

は、明確な職務の分担がある。

会長は、取締役会の指導力に係る全体的な責任を負い、グループ・チーフ・エグゼクティブは、事業を管

理し、主導する。

総務担当役員の役割

総務担当役員は、取締役会に助言し、個人としての取締役および総体としての取締役の両方に、高度な情

報と総合的な実務支援を提供する責任を負い、特に、非常勤取締役に対して、最高水準の誠実性とコーポ
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レート・ガバナンスを維持できるよう強力な支援を提供する。また、総務担当役員は、必要に応じて株主と

の連絡を担当し、株主の利益に対して相応の敬意が払われているよう万全を期す。

非常勤取締役を含むすべての取締役は、自分の職務の遂行に向け、総務担当役員が提供する支援を利用す

ることができる。

総務担当役員の任命および解任は取締役会全体の議題である。マルコム・ウッドが2014年11月に総務担当

役員に任命された。

助言の利用

ロイズ・バンキング・グループは、取締役の職務の遂行を支援するため、グループの費用で独立のプロ

フェッショナル・アドバイザーのサービスを利用できるようにしている。取締役会の委員会もまた、職務を

遂行するため、十分な経営資源の提供を受ける。

取締役の職務の概要

会長

ウィンフリード・ビショッフ卿の辞

任を受けて、2014年４月３日にブ

ラックウェル卿が会長に任命され

た。会長：

- 取締役会の指導力と最高水準の

コーポレート・ガバナンスの推進

に関し、全体的責任を負う。

- 取締役会が適切な事柄に時間と注

意を向けることができるよう、取

締役会の議題を策定する。

- 効果的かつ補完的な取締役会を構

築する。

- 指名・統治委員会と共同で、取締

役の任命について後継者への承継

に関する計画を策定する。

- 取締役が適時に適切な情報を入手

でき、重要な展開を把握できるよ

う万全を期す。

- 株主と効果的なコミュニケーショ

ンを図る。

上級独立取締役

2012年５月17日、アンソニー・ワトソ

ンが上級独立取締役に選任された。上

級独立取締役：

- 株主の懸念の解決に寄与する。

- 取締役会や株主の問題に関し、会長

およびグループ・チーフ・エグゼク

ティブの相談役として活動する。

- 必要に応じて、会長の業務遂行に関

する他の非常勤取締役の見解を伝え

るパイプ役になる。

- 株主が通常のルートでは解決できな

い種類の懸念を持った場合や通常の

ルートによる解決が不適切な場合

に、株主に対する窓口になる。

- 問題点や懸念事項を理解するために

十分となるよう大株主や金融アナリ

ストとの会合に出席する。

- 会長の年間の業務遂行に関する評価

を行う。

グループ・チーフ・エグゼクティブ

2011年３月１日、アントニオ・オル

タ・オソリオがグループ・チーフ・エ

グゼクティブに選任された。グルー

プ・チーフ・エグゼクティブ：

- 取締役会が承認した戦略および長期

目標にしたがって、日々グループの

経営にあたる。

- 取締役会の専管事項を除き、グルー

プ・チーフ・エグゼクティブは、グ

ループの事業の運営、業績および戦

略に影響を及ぼす事項についての意

思決定を行う。

- リーダーシップを発揮して、経営幹

部に指示する。

- 取締役会が定めたグループのリスク

選好度と事業計画に沿って、戦略を

遂行し、事業を経営するために、す

べての活動を調整する。
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副会長

デビッド・ロバーツの辞任を受け

て、2014年５月14日に、アニタ・フ

リューが副会長に選任された。副会

長：

- 会長交代の間も有効な取締役会会

長職の継続性を確保する。

- 会長が取締役会を代表し、広報を

務める際に会長を補佐する。

- 会長に代わってその職務を遂行す

る。

- 取締役会から相談を受け、取締役

会に助言する。

- 公的な照会や検閲機関に対し、当

行グループの利益を代表する。

非常勤取締役

非常勤取締役一覧については、上記

「４　役員の状況」を参照のこと。非

常勤取締役

- 建設的な異議を唱える。

- ロイズ・バンキング・グループの戦

略の策定と設定を支援する。

- 取締役会の意思決定プロセスに積極

的に参加する。

- 合意済みの目標および目的の達成度

において、経営陣の業績を精査す

る。

- 良識的かつ効果的な統制の枠組みの

中で、当行グループの企業家として

の指導力を発揮する。指導力を発揮

する。

- 財務情報の完全性を確認する。

- 報酬委員会を通じて、適切な水準の

常勤取締役報酬を決定する。

常勤取締役

常勤取締役一覧については、上記

「４　役員の状況」を参照のこと。常

勤取締役

- グループ・チーフ・エグゼクティブ

の指導の下で、グループの事業の運

営、業績および戦略に影響を及ぼす

すべての事項について意思決定を行

い、決定事項を実行する。

- 専門の知識と経験を取締役会に提供

する。

- リスク部門とファイナンス部門が十

分な指導力を発揮し、効果的な管理

を行う責任を負う。

- 戦略計画の設計、策定、実行を担

う。

- ロイズ・バンキング・グループの日

常業務に対処する。

権限および権限の委譲

コーポレート・ガバナンスの枠組み

ロイズ・バンキング・グループのコーポレート・ガバナンスの枠組みは、取締役会の権限と委譲されたエ

グゼクティブの権限から成り、取締役会によって年に一度見直される。

取締役会の権限

取締役会の権限は、取締役会の専管事項を定めている。例えば、グループの戦略と長期目標、グループの

資本、中期計画、財務予算、重要な契約や取引などに係る意思決定のほか、様々な法律上・規制上の承認に

係る決定を含む。報酬の方針、リスク許容度およびリスク管理の枠組みなどに係る承認もまた、取締役会の

専管事項である。取締役会の権限に基づき、日常の事業管理に係る取締役会の責任がグループ・チーフ・エ

グゼクティブに委譲されるほか、取締役会から取締役会委員会への権限の委譲に係る基準が定められてい

る。

委譲されたエグゼクティブの権限

グループ・チーフ・エグゼクティブは、認可されている場合、委譲されたエグゼクティブの権限により、

自身の権限の一部をグループ・エグゼクティブ委員会（GEC）のメンバーに委譲する。GECは、重要な事業に

関する項目を精査するため、毎週、会合を行う。グループ監査担当取締役、グループ人事担当取締役および

総務担当役員は、毎週実施されるGEC会合に参加し、適切な内部監査が行われ、従業員の利益および人事戦略

の問題が検討され、取締役会およびその委員会への問題のエスカレーションなど高度なコーポレート・ガバ

ナンスが維持されるよう万全を期す。

取締役会

ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー
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取締役会委員会

指名・統治委員会

取締役会のガバナン
スの取決めを検討
し、かかる取決めが
ベスト・プラクティ
スと整合することを
確保し、取締役会の
構成の見直しにおい
て会長を支援し、取
締役会の候補者の任
命プロセスを主導す
る。

監査委員会

ロイズ・バンキン
グ・グループの財務
報告制度、内部統制
およびリスク管理の
枠組みの有効性、な
らびに内部監査およ
び外部監査のプロセ
スを監視し、検証
し、外部監査人との
関係のあらゆる面を
管理する。

リスク委員会

取締役会が承認した
リスク選好度、リス
ク管理の枠組み、お
よびリスク文化に関
するロイズ・バンキ
ング・グループの遵
守状況を監視する。

報酬委員会

ロイズ・バンキン
グ・グループの長
期的な利益、事業
目的、リスク選好
度および価値に合
致する報酬の方針
および哲学全体を
推奨する。

グループ・チーフ・エグゼクティブ

アントニオ・ホルタ・オソーリオ

取締役会が承認した戦略および長期目標にしたがって、グループの事業の運営にあたる責任を負う。

グループ・エグゼクティブ・メンバーの委員会

かかる委員会には、グループ・エグゼクティブ・コミッティーが含まれる。

取締役会委員会の役割

取締役会は、取締役会委員会のサポートを受ける。すなわち、取締役会委員会は、取締役会から権限の委

譲を受けた事項（特に、内部統制、リスク、財務報告、ガバナンスおよび報酬などに係る事項）に関し、取

締役会に提案を行う。その結果、取締役会は、戦略に関連する議題や将来の課題に係る議題に多くの時間を

振り向けることができる。各委員会は、非常勤取締役のみで構成され、経験豊富な人物が委員長として会を

主導する。委員長は、取締役会ごとに、委員会の活動について取締役会に報告する。指名・統治委員会、監

査委員会、リスク委員会のメンバー、役割および活動に関する情報は、下記「指名・統治委員会報告」、

「監査委員会報告」、「リスク委員会報告」に記載されている。報酬委員会に関する情報は、下記「取締役

の報酬　－　報酬委員会」に記載されている。

子会社統治

ロイズ・バンキング・グループは、事業の大半を数多くの子会社を通じて行っている。４つの主な銀行会

社であるロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー、ロイズ・バンク・ピーエルシー、HBOSピーエル

シーおよびバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーの取締役会は、同じ取締役で構成されている。こ

れらの企業の取締役会の会議は、同時に開催されるが、議題は、適切な取締役会によって決定され、精査さ

れるよう、各子会社の間で分割されている。
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さらに、ロイズ・バンキング・グループには、保険業を営む子会社として、スコティッシュ・ウィドウ

ズ・グループ・リミテッドがあるが、この会社もまた、多くの個別に事業を行う子会社を持っている。スコ

ティッシュ・ウィドウズ・グループ・リミテッドの取締役会は、同時に主要な子会社の取締役会でもあり、

その会長は、ロイズ・バンキング・グループの取締役会の非常勤メンバーが務め、均等な数の独立非常勤取

締役、グループ・エグゼクティブおよび保険部門の幹部職員で構成されている。かかる構成は、グループの

全体的枠組みと統制の中で、独立の意思決定を行わねばならないという法律上および規制上の要請の遵守に

貢献している。

ロイズ・バンキング・グループの子会社に関連する法的リスク、規制リスクおよび風評リスクの管理のた

め、グループは、子会社の取締役会および取締役に対して、最低統治基準（法人管理基準の中と取締役ハン

ドブックの中に記載されている。）の遵守を要請している。

取締役会の構成

取締役会の人数および構成

取締役会は、広範な見解と視点を反映できるよう、十分な規模のものでなければならず、他方において、

すべての取締役が会議に効果的に参加できなければならない。現在、取締役会は、３名の常勤取締役と９名

の独立非常勤取締役および独自に任命された会長で構成されている。取締役会の規模は、指名・統治委員会

が定めた最適範囲に収まっている。取締役会の構成および非常勤取締役の独立性に関する詳細は、指名・統

治委員会報告に記載されている。

常勤取締役の委任契約と非常勤取締役の指名条件

会長と非常勤取締役は、指定任期で任命される。取締役は全員、毎年株主により再任されなければならな

い。非常勤取締役は、法律および定款にしたがって、随時、速やかに補償を受けることなく解任されること

がある。常勤取締役は、ロイズ・バンキング・グループとの間で委任契約を締結する。会長、グループ・

チーフ・エグゼクティブ、最高財務責任者および最高リスク責任者は、それぞれの役職からの退任を希望す

る場合、６か月前までにその旨を通知しなければならない。

選任と再選

2014年の年次株主総会（AGM）以降に任命されたすべての取締役は、2015年のAGMで選任される。他のすべ

ての取締役は退任し、取締役を再度務めることを希望する者は、AGMで再任を求める。現在のすべての取締役

の略歴は、上記「４　役員の状況」に記載されている。AGMで選任または再選の決議を求める取締役の詳細

は、総会の招集通知書に掲載される。

取締役および役員の損害賠償保険

2014年を通じ、グループは、取締役の職務の遂行との関連で、取締役が個人的に負う可能性のある責任か

ら取締役を保護するため、適切な保険を掛けた。そのなかには、2014年中で退任した取締役も含まれてい

る。グループは、保険に加え、法律が許す最高限度額まで、取締役が負担する損失を補填することに同意し

ている。

多様性の方針

取締役会は、その構成が広い意味の多様性を反映した構成になることを確保するため、尽力している。取

締役会のメンバーの個性や経験の組み合わせによって、幅広い視点と課題を持つことができ、意思決定の質

を高めることができる。
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2013年中および同年末時点で、取締役会は多数の管理職専門人材斡旋会社の支援を得て４名の取締役を新

たに加えた。管理職専門人材斡旋会社にはそれぞれ、グループの多様性方針が周知され、適切な取締役の構

成のため多様性が人材探しの重要な項目の１つであった。取締役会は、2015年までに女性の代表者を25％に

するというデービス卿の推奨事項を採用している。

入念なプロセス後、最も「適合」し、最も適切な技能と経験を有する選抜者がアラン・ディキンソン、シ

モン・ヘンリー、ディフリグ・ジョン、それにニック・プレッテジョンであった。かかる任命後、取締役会

の女性代表者は前年の27％から23％に低下した。しかし、取締役会の実際の女性の数は変わらず３名であ

る。

下記のグラフは、グループのあらゆるレベルにおいて、2013年12月31日と2014年12月31日時点におけるグ

ループ内の様々な役職における女性の比率を詳しく説明するものである。

女性取締役会メンバー 女性上級幹部 女性幹部 会社員

2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年

27.3％ 23.0％ 28.5％ 29.3％ 45.1％ 45.4％ 58.7％ 58.6％

多様性の向上

取締役会の認識では、上級幹部とは、将来の取締役候補者の集団である。グループ全体の多様性を高める

ため、以下などの様々なネットワークが設けられている。すなわち、

-　女性職員の能力開発の促進、かかる人材プールの活用を担当する革新的な女性のネットワークであるブ

レークスルー。

-　キャリア開発を重視し、メンバーの目標達成を支援するネットワークであるグループ・エスニック・マ

イノリティ。

-　メンタリング、助言、社会的なイベントといったイニシアチブを通じて障害のある職員を支援すること

を目的としたアクセス・ネットワーク。

-　建設的で包括的な労働環境の促進を意図したレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、およびトランスジェ

ンダーの包括的で全グループ的なネットワークであるレインボー。

利益相反

当行持株会社およびその子会社のすべての取締役は、取締役個人の利益とグループの利益の間に対立が生

じる状況を回避しなければならない。取締役の指名に先立って、利益相反が生じる可能性を開示させ、それ

を査定することで、当該人物が役職を果たす妨げになる事項がないことを確保している。

取締役は、実際の利益相反や利益相反の可能性に気付いた場合、その旨を遅滞なく会長および総務担当役

員に通知する義務を負う。さらに、利益相反は、次のようにモニタリングされる。すなわち、

-　取締役は、指名を受ける際と年に一度、利益相反に係るアンケートに回答する義務を負う。

-　すべての取締役のコミットメントに変更があった場合、その旨を指名・統治委員会および取締役会に報

告する。

-　権限の範囲を適正な状態に保つため、潜在的利益相反と就労時間に係る登録内容は、定期的に見直さ

れ、取締役会の承認を受ける。

何らかの利益相反が生じた場合、定款は、取締役会が決定できる条件に当てはまるか、限度内に収まるこ

とを条件として、取締役会が利益相反を承認することを認めている。

カロリン・フェアベアンは競争および市場オーソリティ（以下「CMA」という。）担当非常勤取締役であ

る。銀行業界の競争の調査に関するCMAでのすべての意見交換への出席を忌避した。
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就労時間

非常勤取締役は、自身の職務を効果的に遂行するのに必要な時間を就労に充てねばならない。平均する

と、就労時間は少なくとも年間35日から40日（委員会の会合への出席を含む。）である。委員会委員長の場

合、この日数は少なくとも45日以上から50日に増え、上級独立取締役および副会長の場合は、グループの事

業に従事することになるため、50日間を大幅に超える就労時間となる。

非常勤取締役に支払われる報酬は、就労時間と職責を反映したものとなる。非常勤取締役の場合、ストッ

ク・オプションやその他の能力給はない。非常勤取締役の場合、自身の職務を遂行するのに必要な就労時間

を確保できるよう、他の職に就くことを断念することが期待される場合がある。常勤取締役は、複数のFTSE

100企業の非常勤取締役を引き受けることはできない。取締役会の会長は、本来の職務に専念せねばならず、

職務の遂行のための時間を確保できるよう、他の職に就くことを制限される。2013年12月の会長職への任命

発表以降、ブラックウェル卿は、職責に従事する時間を十分に満たせるように措置を講じ、ハルマ・ピーエ

ルシーとオフコムにおける役職を2014年３月と2014年７月にそれぞれ辞任している。会長の略歴は、上記

「４　役員の状況」に記載されている。

研修

取締役会のガイダンス

すべての取締役は、ロイズ・バンキング・グループの事業モデルを理解し、グループとその事業が直面す

る主要な課題を理解した上で、十分な見識を持って企業の運営に貢献することが期待される。会長は、すべ

ての取締役が就任に際して十分かつ正規のテイラーメイドのガイダンスを受けることができるよう、総務担

当役員を通じて取り計らう。ガイダンスは、次の項目で構成される。

-　企業ガイダンス（例えば、新任取締役の取締役会への紹介と、ロイズ・バンキング・グループの全体

像、戦略、運営体制、主な事業活動などに係る詳しい説明）。常勤取締役が当行持株会社について見識

を持つことができるよう、非常勤取締役にも主要株主に会う機会が与えられている。

-　取締役の役割と責任（例えば、FCA承認取得者の法的義務と責任）

-　それぞれの取締役の具体的役割、スキルおよび現在までの経験を考慮し、個別のニーズに合わせて会長

が特注した特別なガイダンス・プログラム。このプログラムは、読み物、グループ全体のシニア・エグ

ゼクティブとの会合、グループの事業部門での授業などの形態で実施される。

-　リスクに係る詳細なガイダンス・プログラム。このプログラムにおける特に重要なテーマは、リスク許

容度、グループ全体のリスク・プロフィール、コンプライアンスおよびコンダクト・リスク、資本、ス

トレステスト、分析論とモデリング、流動性リスク、リテール部門とウェルス部門の信用リスク、商業

銀行部門の信用リスク、業務リスクと金融犯罪、EU国家補助、リスク・トランスフォーメーション、リ

ングフェンス・バンキング、再建・破綻処理計画、グローバル・ノンコア、TSBバンクの分離などであ

る。

副会長兼暫定的リスク委員会の会長に任命されたアニカ・フリューは、引き継ぎ期間に、最高リスク責任

者など、関連のビジネス・エグゼキュティブとの数多くの会合に出席し、現職者の仕事を学習した。特にフ

リュー氏は、取締役会のリスク委員会の下部組織であるストレステスト小委員会の委員長としての役割を担

うことができるよう、ストレステストについて、ビジネス・エグゼクティブによる集中的な研修を受けた。

専門的能力の開発

取締役会は、現在進行中または起こりつつある事業上の問題に対処するため、年間を通じて、定期的なリ

フレッシュ・トレーニングと説明会の提供を受ける。これらは、会長のリーダーシップの下で行われるが、
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その際、会長は、定期的に見直しを行い、それぞれの取締役との間で、どのような研修や能力開発が必要か

を合意する。情報学習会では、次のことを含め、ビジネス上の最新情報が提供された。

-　資本と流動性（ストレステストの要件など）

-　上級役職者の統治体制

-　会計上の動向

-　ヘッジ構造

-　信用格付機関の動向

これらの集会は、常勤取締役に、自分が直接担当していない事業分野について考える機会を提供するもの

でもある。

さらに、取締役会は、2014年に、「ディ－プ・ダイブ」と名付けられた一連の集会を主催し、すべての取

締役を招待した。集会においては、個々の事業部門の運営、最近の会計基準、経営手法などについて、詳し

い説明が行われた。リスク委員会もまた、各部門から説明を受けた。すべての取締役は、取締役会のリスク

委員会に出席した。

取締役は、研修コース、経営会議および主要な経営陣との１対１のミーティングにも参加するよう招待さ

れる。

取締役会の議題

取締役会の議題の作成

会長は、グループ・チーフ・エグゼクティブと総務担当役員の手を借りて、取締役会の議題の作成を担当

する。年間の企画は、総務担当役員が作成するが、その際、事業の重要事項がどのような流れで取締役会に

おいて審議されるかが検討され、戦略的な議論に十分な時間が割り当てられるよう調整される。

取締役会の会合に先立ち、会長は、グループ・チーフ・エグゼクティブ、総務担当役員および最高財務責

任者と一緒に議題と時間配分を検証する。グループ・チーフ・エグゼクティブは、個別の資料を検討するた

め、別の取締役会資料検討会議を開催する。会合には、必要に応じて、最高財務責任者、最高リスク責任

者、総務担当役員および主要資料の作成者も参加する。

取締役会の時間の効果的な利用

取締役会は、重要な事柄の議論に十分な時間を当てることができるよう、予定されている個々の取締役会

の会合に先立ち、夕食会および／または朝食会を開催する。夕食会や朝食会を持つことで、取締役は、十分

な時間をかけて、それぞれの見解について議論し、必要に応じて、会議に先立ってコンセンサスを形成する

ことができる。これらの事前会合には、通常、すべての取締役が参加するが、常勤取締役が同席しない事前

会合もしばしば開催され、少なくとも年に一度、会長が参加しない事前会合も別途開催される。

非常勤取締役もまた、グループ・チーフ・エグゼクティブの執務室から定期的に最新情報を受け取り、毎

週、電子メールもしくは電話による概要説明の形で、１対１の定期会合を実施する。

グループ戦略

年間の取締役会会議における日常的な戦略関連の議論に加えて、取締役は、2014年に、ロイズ・バンキン

グ・グループの優先的戦略のみを議論する２日間のオフサイト会議を実施した。

有効性

取締役会の有効性
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取締役会会長は、自分自身が委員長を務める指名・統治委員会の助けを借りながら、取締役会の有効性の

ほか、委員会と個別取締役の有効性に係る定期調査を指揮する。

年次評価は、有効性をいっそう高めし、長所を最大限利用し、今後発展を促すべき分野に光を当てる方法

を検討する良い機会である。

2013年の有効性レビューで指摘されたコメントに基づき、ブラックウェル卿は、会長に就任した際、取締

役会の有効性を向上するために数多くの活動を導入した。その中には、次のような活動がある。

-　ビジネスに関する特定の問題について、定期的に深く検討を加えるため、会合時間を延長する。

-　取締役会と取締役会の間の時点に、ビジネス分野について深く勉強する追加的学習会を開催する。

-　すべての非常勤取締役がリスク委員会、監査委員会と報酬委員会に出席するよう働きかける。

-　日常の業績報告を簡素化する。

-　取締役会の決定案を裏付ける独自の資料を適時に用意する。

-　取締役会の学習会の中に非公式の議論を行う機会を設ける。

-　非公式の昼食会にゲスト・スピーカーを招待する。

-　非公式の夕食会を頻繁に行う。

株主との交流

取締役会は、全ての株主が情報を直接受け取り、取締役会と意見を共有できるよう、適切な機会を提供す

るための株主参加プログラムの必要性を認識している。

投資家向け広報活動

投資家向け広報活動部門は、既存および潜在的な機関株式投資家との間の関係、すなわちロイズ・バンキ

ング・グループ外との関係を管理し、構築するための主要な責任を担っている。投資家向け広報活動部門

は、ロイズ・バンキング・グループの最高経営責任者、最高財務責任者および上級経営陣のその他のメン

バーのほか、必要に応じて、上級独立取締役の支援の下で、（業績説明会の時および年間を通じて行われ

る）アナリストや機関投資家向けのブリーフィングを組み合わせることにより、さらには、機関投資家と個

別の議論を行うことにより、この課題を遂行する。

さらに、広報活動チームは、グループ取締役およびグループ執行委員会が重要なメッセージのほか、市場

開発、市場におけるロイズ・バンキング・グループの認知度などに関する情報を受け取ることができるよう

万全を期す。既存および潜在的な債券投資家との関係を管理し、発展させることについての主な責任は、投

資家向け広報活動部門の支援の下で、グループ・コーポレート・トレジャリー部門が担っている。

投資家向け広報活動部門は、ロイズ・バンキング・グループの業績発表も担当している。この中には、市

場でのプレゼンテーションや正式な業績発表、声明などのほか、持株会社の株式や債券に投資する既存およ

び潜在的機関投資家のために、定期的に国内と国外で説明会を開催することが含まれる。

投資家との会合

2014年、ロイズ・バンキング・グループは、英国および海外において、株式や債券に投資する機関投資家

との間で1,000回を超える会合を開催した。2014年に行われた機関投資家との議論の際に特に話題になったポ

イントとは、ロイズ・バンキング・グループの財務実績、2014年10月に発表されたストラテジック・アップ

デートの中で概説されているグループ戦略、戦略対実績の比較、規制要件の遵守の進展状況、さらには、年

間の異なる時点の多くの問題（例えば、ティーエスビーおよびスコティッシュ・レファレンダムの新規株式

公開）などであった。
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ガバナンスと取締役報酬

会長とアンソニー・ワトソン（ロイズ・バンキング・グループ上級独立取締役で報酬委員会の委員長）の

両者は、ロイズ・バンキング・グループのガバナンスおよび戦略方針に関する投資家との議論に参加した。

アンソニー・ワトソンは、投資家向け広報部門と人事部の報酬担当チームの支援の下、取締役報酬に関する

問題点を相談するため、代理アドバイザーおよびロイズ・バンキング・グループの大株主と、幅広く議論し

た。

総務部門と個人株主

ロイズ・バンキング・グループ総務部には、個人株主向けのサービスやコミュニケーションを担当する専

門のチームがある。

ロイズ・バンキング・グループの株式登録機関であるエクイニティ・リミテッドは、株主の投資管理を支

援するため、株主に専用の電話サービスやディーリング・サービスを提供している。投資家は、自身の株式

保有状況をオンラインでも管理できる。

ロイズ・バンキング・グループは、ロイズ・バンキング・グループに対する特定の照会事項（遺産相続の

問題、業績、復配、戦略的前進などのトピックス）に対応するため、個人株主と直接対話している。

ロイズ・バンキング・グループ総務部は、株式登録機関の子会社であるプロサーチを通じて、アセット・

リユニフィケーションを運営している。このプログラムは、以前および現在の株主の中の特定の部分を対象

に構築されており、2011年の開始以降、13百万ポンドを超える株式について、185,000人超の株主の所有権が

照合された。

年次株主総会（AGM）

年次株主総会は、株主にとって、取締役会と直接話し合うことのできる主要な機会である。年次株主総会

は、一般的に、個人株主が会議の席上で見解を共有し、質問する機会として利用するものである。さらに、

総会後には、取締役やグループ執行委員会のメンバーと会う機会が設けられている。2014年にエディンバラ

で開催された年次株主総会には、すべての取締役が出席したが、2015年の年次株主総会にも、すべての取締

役が出席することになっている。

年次株主総会は、会社の定款に基づき、通常５月にスコットランドで開催され、350人から500人の株主、

メディア関係者やその他のゲストおよびオブザーバーが参加する。出席できない人々のために、年次株主総

会は、インターネットを通じてライブで見ることができるほか、録画が当社のウェブサイトにアップされ

る。

通常、70％超の議決権が株主によって行使される。その結果は、株主がどの程度取締役会を支持している

かを示す重要な目安となる。2014年の年次株主総会において、取締役会に好意的な票は、すべての決議で

87.25％から99.98％にのぼった。

内部統制

取締役会は、ロイズ・バンキング・グループのリスク管理システムと内部統制について責任を負ってい

る。リスク管理と内部統制のシステムは、効果的かつ効率的な事業運営を推進し、社内と社外に対する報告

の質および適用法令の遵守に万全を期すことができるようデザインされている。取締役および上級幹部は、

効果的なリスク管理を実施する基礎として、健全な統制の枠組みを維持できるよう努力している。取締役

は、リスク管理と内部統制のシステムに関する取締役の責任やそのシステムの有効性の見直しについての責

任を認識している。
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リスク管理と内部統制のシステムを構築し、検証する際、取締役は、ロイズ・バンキング・グループが負

うリスクの性格と範囲、リスク事象の発生確率や統制にかかるコストなどを検討する。内部統制システム

は、事業目標を達成できないリスクを排除するためではなく、むしろ管理するためにデザインされており、

従って、重大な虚偽表示または損失のリスクに対する絶対的アシュアランスではなく、合理的なアシュアラ

ンスのみを提供できるものと言える。ロイズ・バンキング・グループが直面する主なリスクの識別、評価、

上申および管理のプロセスは、グループ全体のリスク・ガバナンスの枠組みの中に入っている。ロイズ・バ

ンキング・グループは、リスクの発生を確実に把握できるよう、リスク識別プロセスを策定する予定であ

る。リスクを識別し、評価し、管理するプロセスでは、現在の統制システムによってリスクを許容可能な水

準に収めることができるか否かも把握する。

グループ全体で適用される連結リスク・レポートおよびリスク許容ダッシュボードは、全体的なリスク・

プロフィール、リスクに係る説明責任、リスクの軽減措置という観点で満足できるものとなるよう、グルー

プ・リスク委員会、取締役会リスク委員会および取締役会によって見直され、定期的に議論されている。報

告書とダッシュボードには、グループ全体の月次のリスク・プロフィール、重要なリスクとマネジメント行

動のほか、リスク許容額と業績の比較や事業計画期間においてグループの業績に影響を与える可能性のある

新規リスクの評価などが記載される。

年次の統制有効性調査（CER）は、重大なリスクに係るグループの統制の枠組みの有効性を評価するために

実施され、経営陣は、統制の枠組みの中のギャップや弱点に対処するため、対策を講じている。営業部門や

本社機能は、あらゆるタイプの重大なリスク・エクスポージャーに対処するため、管理の現状を査定する。

CERは、財務管理、業務管理およびコンプライアンス管理を含む、すべての重要な統制について検討を加え

る。上級管理職のメンバーは、リスク部門とグループ監査部が見直しを行い、独立の立場で異議を申し立

て、取締役会に報告されたCERの所見を確認するための認証を完了している。統制の欠如に対処するため、行

動計画が実施される。

リスク管理と内部統制システムの有効性は、リスク部門とグループ監査部が実施した見直し作業の報告書

を受け取る立場にある取締役会と監査委員会によって、定期的に見直される。監査委員会は、当行持株会社

の監査人であるプライスウォーターハウス・クーパースLLPから報告（監査人が発見した重要な内部統制の問

題点を含む。）を受ける。監査人との議論は、少なくとも年に一度、経営幹部が同席せずに行われ、懸念の

ある未解決案件が残っていないことが確認される。

グループのリスク管理と内部統制システムは、取締役会が定期的に見直し、財務報告審議会が作成した

「リスク管理、内部統制、関連の財務および事業に係る報告」についてのガイダンスと整合性を持ち、CRD

IVの要件を遵守している。これらのシステムは、見直し対象年度において、年次報告書の承認日までの期

間、運用されていた。

2014年のCERの所見によると、当行グループは、全体として十分に統制され、統制環境は、年々改善されて

きており、特に大きな欠点や弱点は見当たらない。かかる結論は、これまでに開始された行動計画の実施状

況および当行グループの業務リスク特性の改善傾向に基づいている。監査委員会は、取締役会のリスク委員

会と連携して、当行グループのリスク管理システムおよび内部統制が有効なものであり、グループのリス

ク・プロフィールと戦略の観点で適切なものであると結論付け、取締役会に対し、それらを承認するよう提

案した。

コンプライアンス報告書

英国のコーポレート・ガバナンス規則
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2014年の会計年度には、2012年の英国のコーポレート・ガバナンス規則（以下「コード」という。）が適

用される。当行グループは、FCAの上場規則に定めるところにより、年間を通じて主要な原則を適用している

こと、さらには、2012年のコードのすべてを遵守していることを確認している。

2014年９月、財務報告審議会は、英国コーポレート・ガバナンス規則の最新版を発表した。これは、2015

年の会計年度から適用されるため、当行グループは、2015年の年次報告書から2014年のコードを適用する。

財務報告の開示のための英国銀行協会規則

ロイズ・バンキング・グループは、財務報告の開示のために、英国銀行協会規則を採用しており、2014年

の財務諸表は、この規則で定められた原則に従って作成されている。

指名・統治委員会報告

2014年、取締役会は、４名の非常勤取締役を任命することで強化された。これら４名はそれぞれ、当行の

価値観を共有し、当行の取締役会に建設的に貢献できる行動特性を持ち、独立の立場で判断を行い、共同で

責任を負うことのできる自信と分析能力を持っている。

ブラックウェル卿

指名・統治委員会の会長

指名・統治委員会のメンバー 任命／辞任

委員会の委員長

ブラックウェル卿 2014年４月３日

委員会のメンバー

アニタ・フリュー 2013年４月25日

ニック・ラフ 2014年６月26日

アンソニー・ワトソン 2010年３月１日

前委員

ウィンフリード・ビショッフ卿 2014年４月３日

デビッド・ロバーツ 2014年５月14日

委員会の目的および責任

指名・統治委員会の目的は、取締役会のガバナンス、 構成、スキル、経験、知識、独立性および後継者育

成の取り組みを継続的に調査し、当行持株会社の取り組みが「最高のコーポレート・ガバナンス」の基準に

合致するよう、取締役会に適切な提案をすることである。委員会の責任を列挙した完全なリストは、委員会

の付託条項の中に細かく記載されている。

グループの多様性に関する方針の説明は、上記「権限と委譲　－　取締役会の構成　－　多様性に関する

方針」を参照のこと。

経験豊富な独立取締役が幅広く見解を表明できるよう、指名・統治委員会のメンバーは、会長、副会長、

上級独立取締役（報酬委員会の会長も含む）、監査委員会の会長で構成される。グループ・チーフ・エグゼ

クティブは、必要に応じて会合に出席する。

2014年の指名・統治委員会の活動

コーポレート・ガバナンス

指名・統治委員会は、次の活動を行った。
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-　ベスト・プラクティスの原則に相応の敬意を払い、適切なガバナンスを維持できるよう、取締役会のガ

バナンスの取り組みを監視した。

-　総務部門からいつものコーポレート・ガバナンスの最新情報を受け取った。

-　英国その他の地域における取締役会のガバナンスの問題に関連して、発展のトレンド、構想または提案

をモニターした。

-　取締役会とそのコーポレート・ガバナンスに係る新しい規則の影響について検討した。

-　年次コーポレート・ガバナンス・レポートを見直し、承認した。

-　取締役会が効果的かつ効率的に機能するよう、適切な方針と慣習を構築するなど、取締役会のガバナン

スの問題をモニターした。

-　取締役会の権限と委譲された役員権限など、ロイズ・バンキング・グループのコーポレート・ガバナン

スの枠組みを見直した。

有効性と後継者育成

指名・統治委員会は、次の活動を行った。

-　取締役会およびその委員会の実績の年次評価を監視し、発見事項に対処するため行動を提案した。

-　副会長デビッド・ロバーツの後任としてアニタ・フリューを任命するよう進言した。フリュー氏は、ア

ラン・ディッキンソンが引き継ぐことになっている2015年１月１日までの期間について、暫定的な取

締役会のリスク委員会会長にも任命された。

-　取締役と委員会メンバーの長期的な後継者育成に対する取締役会の取り組みを監視した。非常勤取締役

の後継者育成は、取締役会の構成の現行の見直しの一環として取り組んでいる課題であり、取締役会

とその審議に新しい多様な視点をもたらすため、非常勤取締役の採用を定期的に斬新な形で行う必要

性を考慮している。すなわち、取締役会の個別の委員会メンバーを適切に任命すると共に、長期的な

後継者の育成を目指している。

-　常勤取締役、ロイズ・バンキング・グループの執行委員会メンバーおよびその直属の部下の後継者育成

の取り組みの妥当性を検討した。会長は、グループ・チーフ・エグゼクティブの後継者育成計画の発

展および維持を担当しており、グループ・チーフ・エグゼクティブは、主に、上級管理者チームの中

心的リーダーの後継者育成計画の発展および維持を担っている。

構成、スキルおよび独立性

指名・統治委員会は、次の活動を行った。

-　スキル、経験、独立性、知識、ロイズ・バンキング・グループのリーダーシップの必要性などの間のバ

ランスを考慮の上、適切な取締役会の構造、規模および構成とはどのようなものかを検討した。

-　非常勤取締役の独立性、取締役の再任または再選の状況および取締役としての適切性を検証した。当委

員会は、独立性を評価する際、コードの基準のみに依拠するのではなく、実際に、非常勤取締役が確

実に独立しており、非常勤取締役としての判断に影響を与える可能性のある人間関係その他の環境に

左右されない状態にあるか否かを検討した。かかる検討は、意思決定を行う際に見られた個人の能力

と行為を参考にして行われる。また、取締役会によって公表され、承認されているあらゆる人間関係

も考慮される。2014年の評価に基づき、当委員会は、すべての非常勤取締役が年間を通じて、人柄と

判断の両方において、独立していることに満足している。

-　会長、副会長、上級独立取締役、非常勤取締役、グループ・チーフ・エグゼクティブおよび常勤取締役

の能力と勤務時間など、その役割を検証した。特に当委員会は、それぞれの取締役が受け持つことの

できる職務の数に新しい限度を設けた場合の影響について検討した。
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監査委員会報告

ロイズ・バンキング・グループにとって、質の高い内部監査と外部監査は重要である。監査委員会は、当

年度における外部監査の入札と内部監査部門のトップの任命の状況を監視した。

ニック・ラフ

監査委員会の委員長

監査委員会のメンバー 任命／辞任

委員長

ニック・ラフ 2013年４月１日

委員

アラン・ディッキンソン 2014年９月８日

カロリン・フェアベアン 2012年６月１日

アニタ・フリュー 2010年12月１日

サイモン・ヘンリー 2014年６月26日

ニック・ラフ 2013年３月５日

ニック・プレットジョン 2014年６月23日

アンソニー・ワトソン 2009年５月６日

前委員

ブラックウェル卿 2014年４月２日

ディフリッグ・ジョン 2014年６月25日

デビット・ロバーツ 2014年５月14日

委員会の目的および責任

当委員会の目的は、ロイズ・バンキング・グループの財務報告と説明報告に対する取り組み、内部統制の

有効性、リスク管理の枠組み、内部通報に対する取り組みおよび内部監査と外部監査それぞれのプロセスを

監視し、検証することである。監査委員会は責務履行状況を取締役会に報告し、また、取締役会に対して提

言も行う。当期はすべての提言が採用された。

委員会の構成、スキル、および実績

当委員会は、財務報告および内部統制に関連して、株主利益が適切に保護されるよう、経営幹部から独立

して活動している。

当委員会のすべてのメンバーは、独立非常勤取締役で、そのほとんどは、財務および／または金融につい

て関連する最新の経験を有している。ニック・ルフは、公認会計士で、英国の上場企業の財務についての経

験が豊富であり、監査委員会の委員長の職責を担うにも、SECの目的において監査委員会の財務専門家として

の役割を担うにも適任である。サイモン・ヘンリーは、監査委員会とリスク委員会のメンバーとして、2014

年６月に取締役会に参加した。サイモンは、金融市場、トレジャリー、リスク管理について幅広い知識を持

ち、SEC規則の下で必要とされる監査委員会の財務専門家としても、十分に資格要件を満たしている。

2014年の監査委員会の活動

内部統制およびリスク管理
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監査委員会が2014年に検討した具体的問題には、次のものがある。

-　内部統制、財務報告およびリスク管理のためのシステムの有効性

-　引き続き効率的な運営を行うため、グループ全体の財務担当チームが実施する仕事の範囲と統制環境を

確保するための経営資源に関する検討

-　米国のサーベンス・オクスリー法に基づき、財務報告に対する内部統制の有効性評価を実施し、その際

に発見された統制上の弱点、詐欺または不正行為、統制上の不備に対するマネジメントの対応につい

て内部調査を行ったが、そこで発見された主な問題点

監査委員会は、財務報告に係る内部統制は適切に設計され、有効に運用されていると納得した。

グループ監査

監査委員会は、内部監査機能と監査プログラムの活動、役割および有効性をモニターする際、次のことを

行った。

-　期中に実施された活動に関する四半期報告書に基づき、グループ監査部と監査プログラムの有効性をモ

ニターした。

-　年次監査計画と予算を承認し、半年経過した時点で、計画と比較した進捗状況を詳細に検証した。その

際、グループ監査部の人員が十分か、さらにはグループ監査部がグループ内でどのような地位にある

かなど、実施した監査の実情についても検討を加えた。

-　主要な内部監査の際の主な発見事項とそれに対する経営陣の対応について検討を加えた。

-　新しいグループ監査担当取締役の募集プロセスを監視し、マリー・ホールをこの役職に任命することを

承認した。

-　委員会に提出される報告書に対するグループ監査部の見解を受け取り、委員会に提供される情報を

チェックし、バランスをとる機能を担った。

-　期中に完了したテーマごとの監査を検証した。テーマとは、例えば、内包するリスク許容度、リスク管

理の枠組みの完全性、顧客の業績、企業文化、ビジネス・アプリケーション、戦略リスクなどであ

る。

内部通報

監査委員会は、内部通報系統、事案のまとめ、通報ガバナンス構造など、グループ内の通報について経営

陣から報告書を受け取り、検討した。

外部監査

監査委員会は、外部監査人との関係を監視し、業務の条件（報酬を含む）、監査の有効性、監査人の継続

的独立性と客観性について検討した。

監査委員会は、特に、次のことを実施した。

-　監査の方法やリスク検出プロセスなどの年次監査計画を承認した。

-　主要な判断を含む外部監査人の所見を検証した（減損と引当金繰入および外部監査人が申し立てた異議

のレベルなど）。

-　監査人の所見と提案に対する経営陣の対応を検討した。

-　監査プロセスの継続的有効性を検討した。

-　外部監査人の業績（技術的能力、戦略的な知識、品質管理、能力、コミュニケーション、報告など）

を、最近の入札プロセスや社内の有効性アンケートなどを通じて検討した。
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監査人の在任期間

PwCは、1995年以降、ロイズ・バンキング・グループの監査人である。それ以前は、PwCとその前身の監査

法人が当行グループの前身企業のいくつかで、監査人の役割を担っていた。慎重に検討した結果、監査委員

会は、グループの今年の外部監査人を選出するに当たって、完全な形の入札を行うことになり、その手続き

の中で、入札に参加した法人の資格、専門知識、人材などを検証した。入札の結果、最終的に再度PwCを選任

するよう提案することになった。規則に基づき、主任監査パートナーは、ローテーションによって選ばれる

こととなり、次のローテンション期間は2016年までである。

監査人の独立性および報酬

取締役会と外部監査人の双方が、外部監査人の独立性と客観性を守るための対策を講じている。監査委員

会は、非監査サービスにおける外部監査人の利用を規制する包括的な方針を定めている。この方針では、外

部監査人が受託できない業務の性質、および以前の外部監査担当者の雇用に関する指針を規定している。

場合によっては、詳しい知識を有することや業務内容を理解していることを理由に、別のサービス提供業

者ではなくプライスウォーターハウスクーパース（PwC）が選定される。許容範囲内の非監査サービスながら

も、所定の報酬限度額以上の料金がかかる場合は、事前に監査委員会委員長の承認を受ける必要がある。前

年に比べて監査報酬が増えているが、その主な原因は、2014年６月に実施されたTSBのIPOに先立ってPwCが提

供したアシュアランス・サービスにある。

リスク委員会報告

アニタ・フリュー

リスク委員会の委員長

2014年５月14日 － 2014年12月31日

リスク委員会のメンバー 任命／辞任

委員長

アラン・ディッキンソン 2015年１月１日

アニタ・フリュー 2014 年５月14日 － 2014年12月31日

委員

ブラックウェル卿 2012年６月１日

アラン・ディッキンソン 2014年９月８日

アニタ・フリュー 2010年12月１日

サイモン・ヘンリー 2014年６月26日

ディフリッグ・ジョン 2014年１月１日

ニック・ラフ 2013年３月５日

ニック・プレットジョン 2014年６月23日

アンソニー・ワトソン 2012年12月１日

サラ・ウェラー 2012年２月１日

前委員

ウィンフリード・ビショッフ卿 2014年４月３日

デビッド・ロバーツ 2014年５月14日
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委員会の目的および責任

取締役会のリスク委員会の目的は、次のような監視機能を担うことである。すなわち、取締役会が会社に

とって負担可能と見なしたリスクの量と種類をカバーするものとして取締役会が承認したグループのリスク

許容額をロイズ・バンキング・グループが遵守しているかどうかを監視し、原則、方針、手順、システム、

プロセス、手続きおよび人員に係るグループのリスク管理の枠組みを監視し、グループのリスク許容額の裏

付けとなるグループのリスク文化を監視する。委員会の職責の全詳細は、付託条項に載っている。

委員会の構成、スキル、および実績

取締役会のリスク委員会委員長であるアニタ・フリューは、2014年５月14日にデビッド・ロバーツから、

取締役会のリスク委員会委員長としての職責を暫定的に引き継いだ。アニタは、銀行を含め、多くのセク

ターの財務部門や管理部門の経験を持っている。アニタは、リスク委員会において、様々な業界（例えば、

銀行、金融サービス、小売りなど）での経歴を持ち、グループのリスク管理の枠組みに厳密で新鮮な視点を

もたらしている非常勤取締役に支持された。最高リスク責任者は、リスク委員会に完全なアクセスを持ち、

会合に出席する。2015年１月１日、アニタは、取締役会のリスク委員会委員長の職務をアラン・ディッキン

ソンに譲った。アランは、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドに37年間務めたリテール銀行業務と商

業銀行業務の専門家で、最も注目すべきは、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドUKのチーフ・エグゼ

クティブの地位にあったことである。

リスク委員会で必要なノウハウには、中核としての銀行業務やリスクについての知識のほか、他のセク

ターに関する知識や顧客ニーズに対する明確な認識など、幅広い見識が含まれる。慣習としても、グループ

にとってのリスクの重要性の観点においても、すべての取締役は、定期的に取締役会のリスク委員会の会合

に出席する。その中には、委員会のメンバーではない取締役も含まれる。グループの監査担当取締役と外部

監査人もまた、取締役会のリスク委員会の会合に出席する。

2014年の監査委員会の活動

リスク管理

監査委員会は、リスク管理に対するロイズ・バンキング・グループの取り組みを検討した。例えば、全体

的な枠組みの検証や規制の動向などである。特に、リスク委員会は、次の活動を実施した。

-　グループのガバナンスと内部統制の枠組み、リスク管理の枠組みについて検討を加えた。その中には、

取締役会からその委員会およびグループ・チーフ・エグゼクティブまでの権限のつながり、グループ

のリスク・ガバナンスおよびグループの方針の枠組みの位置づけなどが含まれる。検証により、ロイ

ズ・バンキング・グループのリスク管理の枠組みは、そのデザインにおいて有効なものであり、ロイ

ズ・バンキング・グループのコーポレート・ガバナンスのアレンジメントと方針の枠組みは安定して

いるとの結論に至った。

-　年次の統制有効性の検証を実施したが、グループ監査のコントロールの枠組みの評価との関連で検証す

るためにその結果を監査委員会へ持ち込む前に、その取り組みと主な発見事項に検討を加えた。

-　報告書を受け取り、銀行改革法などの規制上の展開に対するロイズ・バンキング・グループの取り組み

をモニターした。

-　リスク管理の枠組みという文脈で、リスク文化について特に言及することで、管理という文化に対する

ロイズ・バンキング・グループの取り組みを監視した。

リスク許容度
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委員会は、ロイズ・バンキング・グループのリスク許容度について検討した。特に委員会は、次のことを

行った。

-　ロイズ・バンキング・グループのリスク許容度について、年次の見直しを実施した。見直しにおいて、

識別されたリスクの個別のカテゴリーについて、取引明細書とリスク許容度の測定基準を検討した。

-　通常の詳細な連結リスク報告書、リスク許容度との比較におけるロイズ・バンキング・グループの業績

の分析および各部門のリスク特性の報告書を受け取った。

-　ロイズ・バンキング・グループ全体におけるリスク許容度の分布状況をモニターした。

-　仕組みヘッジに対するロイズ・バンキング・グループの取り組みがリスク許容額の範囲にとどまるよ

う、取り組みの内容について検討した。

リスク部門

ロイズ・バンキング・グループ内のリスク関連の職務を監視するに当たって、委員会は、次のことを行っ

た。

-　リスク部門のリソースの妥当性、同部門の権限、持ち株会社内の位置づけなどを検証した。検証の際、

リスク部門の年次計画を精査した。年次計画には、リスク部門が、計画的かつ測定可能な方法を用い

ていることや、どのようにして個別のチームから集めたデータに基づき明確な結論に至るかが記載さ

れている。

-　リスク部門は、妥当なリソースと十分な権限とロイズ・バンキング・グループ内における立場を確保し

ているという結論に至った。このような結論は、ロイズ・バンキング・グループ内におけるリスク管

理の重要性に鑑みたものである。

リスクに関する原則と方針

委員会は、ロイズ・バンキング・グループのリスクに関する原則と方針の枠組みについて、重要な役割を

演じ、次のような活動を行っている。

-　グループ・チーフ・エグゼクティブと最高リスク責任者が提案するリスクに関する原則と方針の新規策

定や改訂の状況を検証した。

-　ロイズ・バンキング・グループのリスクに関する原則、方針および基準の遵守状況を監視し、重大な方

針違反に起因してとられた行動をモニターした。

連結リスク報告書

委員会は、個別の会合において連結リスク報告書を検証した。この報告書は、委員会に対して事業に付随

する主なリスク量を月次で報告し、裏付けの数値データと追加のコメントを提出する。その際、リスク許容

度との比較における主要なリスクについて、経営者側の査定やリスクの将来の見通しに検討を加え、異議を

申し立てている。

部門ごとのリスク特性

委員会は、ロイズ・バンキング・グループの各部門のリスク特性について検討し、次のような活動を行っ

た。

-　各部門のリスクを検証した。これは、会社全体のリスク管理について行われたもので、主要な事業エリ

アの横断的な検証である。

-　保険部門のリスク許容度を検証し、それが本当に保険部門と部門独自の健全性ニーズおよび保険事業リ

スクの独自のカテゴリーに関係していることを確認した。
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保険事業は、独自の取締役会とリスク委員会を構えている。

開示統制および開示手順

2014年12月31日現在で、ロイズ・バンキング・グループは、グループ・チーフ・エグゼクティブや最高財

務責任者などのグループ経営陣の監督と参加の下、グループのディスクロージャーの管理と手続きの有効性

評価を実施した。この評価に基づき、グループ・チーフ・エグゼクティブと最高財務責任者は、持株会社の

ディスクロージャーの管理と手続きが2014年12月31日現在において、ロイズ・バンキング・グループが開示

するよう求められる情報（すなわち、1934年の証券取引法の下で提出する報告書に掲載される情報）をSEC規

則で指定の期間と形式で、妥当なアシュアランスを持って収集し、分析し、開示するために有効であるとい

う結論に至った。ロイズ・バンキング・グループの経営陣は、その性質上、経営陣の統制目的だけに関して

合理的な保証を供与するにすぎない開示統制と開示手順の費用と効果を評価する際には、やむを得ず自らの

判断を適用した。

財務報告に係る内部統制の変更

2014年12月31日に終了した年度の場合、ロイズ・バンキング・グループの財務報告に係る内部統制に重大

な影響を与える、または、重大な影響を与える合理的可能性があるような、グループの財務報告に係る内部

統制の変更はなかった。

財務報告に係る内部統制に関する経営陣の報告

ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー経営陣は、財務報告に係り適切な内部統制を確立し維持す

る責任を有する。ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの財務報告に係る内部統制とは、財務報告

の信頼性およびIFRSに準拠した対外用財務書類の作成について、合理的な保証を供与するためのプロセスで

ある。

当行持株会社の財務報告に係る内部統制には、（i）合理的な程度詳細に、正確かつ適正に取引および資産

の処分を反映した記録の維持に関連する方針および手順、（ii）取引がIFRSに準拠した財務書類の作成を可

能とするための必要性を満たすように記録されていること、ならびに入金および支出はロイズ・バンキン

グ・グループ・ピーエルシーの経営陣および取締役の承認に基づいている場合に限り行われることの合理的

な保証を供与する方針および手順、（iii）財務書類に重大な影響を及ぼしかねない当行持株会社の資産の未

承認の取得、使用、または処分の防止または適時の検知について、合理的な保証を供与する方針および手順

が含まれる。

内部統制システムは、いかに適切に設計されていたとしても、固有の限界があり、虚偽の記載を防止また

は検知できない場合がある。また、いずれの有効性の評価も将来の期間に適用して予測することには、状況

の変化により統制が不十分になる、または方針および手順の遵守度が低下するリスクが伴う。

ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの経営陣は、トレッドウェイ・コミッションの支援組織の

委員会（COSO）が発行した「2013年度内部統制‐統合的枠組み」の中で設定されている基準に基づき、2014

年12月31日現在の財務報告に係る持株会社の内部統制の有効性を評価した。この評価に基づき、経営陣は、

2014年12月31日現在の持株会社の財務報告に係る内部統制が有効であるとの結論に達した。

独立の公認会計士企業であるプライスウォータハウス・クーパース・エルエルピーは、2014年12月31日現

在で、財務報告に係る持株会社の内部統制について監査報告書を提出した。

継続企業
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当行持株会社およびロイズ・バンキング・グループの継続企業性は、それぞれの貸借対照表に必要な資金

調達および十分な水準の自己資本の維持の成否に左右される。当行持株会社およびロイズ・バンキング・グ

ループが予見できる将来にわたって事業を継続するのに十分な財源を有すると納得するために、取締役は、

主要なリスクおよび不確実性に基づきリスク管理部門が設定した多数の主要な依存条件、すなわち資金調

達、流動性、および自己資本の状況を検討するとともに、ロイズ・バンキング・グループの自己資本および

資金調達の状況についての予測も検討した。こうした事項の検討を踏まえ、取締役は決算書の作成に際し

て、引き続き継続企業の前提を採用することが適切であると考えている。

取締役の報酬

2013年の取締役報酬報告書に記載されている方針は、2014年５月15日に、年次株主総会において、株主に

よって正式に承認された。

再度株主による承認が必要になるような方針の変更がない限り、報酬の方針に対する承認は、３年間有効

とされる。現在の方針は、2015年度に変更する必要はなく、従って、株主は、今年の株主総会において、報

酬方針という議題に対して投票を求められることはない。

常勤取締役と非常勤取締役の報酬方針表は、容易に参照できるよう下記に掲載されている。この表は、小

さな取るに足りない削除項目を除き、承認されたとおりに作り直されている。特に2014年の事例が2013年の

アニュアル・レポートの中に掲載されていたが、今回、この項目は削除された。方針が2015年にどのように

運用されることになるのかについての情報は、取締役の報酬報告書の中に記載されている。

2013年の取締役報酬報告書で概要が説明されているとおり、グループの方針は、報酬の提案が費用効率を

最大限高めるものとなり、最高の能力を持つ幹部候補の人材を呼び込み、離職を防止できることを目指して

いる。当行グループの目標は、グループの業績、株主利益およびリスク管理に対する慎重な取り組みと、個

人の報酬の間の整合性をとることである。このような方法で、当行グループの主要な利害関係者（顧客、株

主、従業員、規制当局）間の要請のバランスをとっている。

方針は、グループ内のすべての従業員に適用される原則、特に報酬パッケージは、「顧客にとってのベス

ト・バンクになるという戦略目標の達成に寄与しなければならない」という原則に基づいている。この原則

は、実績ベースの実力主義の文化を含むもので、有効なリスク規律を促し、ベスト・プラクティスに関連す

る規則や法律に沿っている。常勤取締役のための方針とその他の幹部職員のための方針の間には、大きな違

いはない。いずれかの個人に他とは大きく異なる方針を適用しようとする場合には、前もって報酬委員会の

承認をとることになる（規制上の要件の中で）。

常勤取締役のための報酬方針表

基本給

－方針および戦略との

関連

基本給は、当人の役職（職責と経験を考慮）とグループ全体の支給水準を反映して決められる。

これは、取締役の採用や離職防止に役立つものであり、他社に負けない報酬パッケージの基礎を

形成している。
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－運用 基本給は、一般的に毎年見直され、昇給は通常１月１日から実施される。基本給の水準を決定す

る際や見直す際には、委員会は、次の２つのパラメーターに基づいて決定されるよう万全を期

す。

- 客観的職務測定法を用いて個人の職責や役割のサイズおよび範囲を客観的に査定する。

- 類似の規模を持つ比較対象として適切な上場金融サービス・グループの同等の職務で支払われ

ている給与の額を参照する。

委員会は、グループ全体の従業員の基本給の昇給状況も考慮に入れる。

前回の報告書で開示されているとおり、グループ・チーフ・エグゼクティブ（GCE）の任命以降

の参考給与（長期の報酬と年金支給額の特定の要素を計算する際に使われるもの）の金額は1.22

百万ポンドである。

－支給限度額 委員会は、上記のパラメーターと整合性がないと思われる昇給は行わない。昇給率は、通常、全

体的な従業員集団に与えられる昇給と同等の水準になる。しかし、特定の環境下では、それより

も大きな幅の昇給が必要になる場合もある。例えば、競合する他社よりも低い給与水準で新しい

人材を雇った場合で、段階的に昇給する計画があった場合や、当該の個人の職責が重くなった場

合などである。

－実績の尺度 該当なし

固定株式アワード

－方針および戦略との

関連
固定報酬が役職にふさわしいものとなるよう万全を期し、規制上の要件に沿って、固定型報酬と

変動型報酬の間のバランスをとりながら、常勤取締役に同業他社に劣らない報酬パッケージを提

供する。

－運用
固定株式アワードは、ロイズ・バンキング・グループの株式で与えられ、実際の付与は、アワー

ドの対象年度の翌年から、５年間にわたって20％ずつ行われる。

－支給限度額
アワードの上限は、基本給の100％である。

－実績の尺度 該当なし

年金

－方針および戦略との

関連
年金の方針は、取締役が長期的に退職後に備えて貯蓄を積み上げることができるよう支援するこ

とを目的にしている。

－運用
常勤取締役には、給与の一定割合を会社が拠出する形で運営されている当行グループの確定拠出

型年金制度に参加する資格がある。

各人には、年金拠出額の一部または全部を現金支給で受け取るという選択肢もある。

－支給限度額
GCEの場合の支給限度額は、参考給与額から変動型給付額を引いた金額の50％である。

その他の常勤取締役の場合の支給限度額は、基本給の25％である。

－実績の尺度 該当なし

福利

－方針および戦略との

関連
同業他社に劣らない報酬パッケージの一部として、適切な給付を与える。
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－運用
給付は、現在提供され、インプリメンテーション・レポートの中で開示されている給付を含むこ

とができる。

コアになっている給付には、当行グループの変動型給付制度で選択可能な社用車または自動車手

当、個人医療保険その他の給付が含まれる。

引っ越しなど、特定の状況にある個人には、追加の給付を行うことができる。この中には、宿

泊、引っ越し、旅行などに対する給付が含まれることがある。個別の状況を前提とした追加の給

付の権限は、委員会が持っている。

提供される給付の水準を決定する際や見直す際、委員会は、決定が確実に次の２つのパラメー

ターに基づいて行われることを要求している。

客観的職務測定法を用いて個人の職責や役割のサイズおよび範囲を客観的に査定する。

類似の規模を持つ比較対象として適切な上場金融サービス・グループの同等の職務で支払われて

いる給与の額を参照する。

－支給限度額 委員会は、上記のパラメーターと整合性がないと思われる給付の増額は行わない。当行グループ

の変動型給付の支給額は、基本給の４％を上限とする。

－実績の尺度 該当なし

全従業員対象の制度

－方針および戦略との

関連

常勤取締役には、株式保有を推奨する「英国歳入関税局（HMRC）承認済み全従業員スキーム」に

参加する資格がある。

－運用 常勤取締役は、他の従業員と同じベースで、現在有効なHERCのガイドラインに基づくこれらの制

度に（必要があれば）参加することができる。

－支給限度額 その時々で改正されるHMRCの上限まで、参加水準を引き上げることができる。2014年４月からの

給与天引き預金（SAYE）の上限は、月額500ポンドである。株式インセンティブ制度（SIP）の下

で購入可能な株式の最高額は、どの年度においても1,800ポンドで、（現在は、毎年１回の形で

運用されているが）２回分を１度に支給することができ、その場合、年間に付与することのでき

る無償株式の上限額は、いずれの年でも3,600ポンドである。

－実績の尺度 該当なし、HMRCの規則に従う。

賞与

－方針および戦略との

関連

当行グループの年次財務目標と戦略目標の達成に向けて動機を与え、その努力に報いる。
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－運用 評価尺度と目標は毎年設定され、アワードは設定された目標に対する成績に基づき、年末を越え

た時点で委員会が決定する。年次ボーナスは、部分的に現金で支払ったり、現金の一部を繰り延

べたり、株式、債券またはその他の金融商品（条件付き転換社債を含む）で支払ったりすること

ができる。繰延の水準は、アワードを決定する時点で、規制上の要件に基づき設定される（現在

は、変動型支給額の少なくとも60％は繰り延べられ、変動型支給額の少なくとも50％は株式その

他の金融商品で支払われねばならない）。繰延アワードは、通常３年後に授与されることになっ

ており、委員会は、株式資本に何らかの変化があった場合や会社分割、特別配当または配布が

あった場合はアワードを調整し、あるいは、制度の規則に基づき、制度の条件を変更することが

できる。

アワードの引き渡しを受ける際、常勤取締役は、債券または債務金融商品による支払いが繰り延

べられた場合には、繰延部分について発生した金利に匹敵する金額を受け取り、株式による支払

いが繰り延べられた場合には、授与された株式数に基づき、アワードの決定から授与までの期間

の支払配当金または未払い配当金に匹敵する金額（現金または株式）を受け取る。

委員会は、自身の判断に基づき、事業および／または個人の実績にふさわしい支払い水準を決定

する。委員会は、繰延アワードのレベルを（ゼロまでを含め）引き下げることができ、授与に追

加条件を付けることができ、あるいは、繰延アワードの授与を特定の日もしくは委員会が設定し

た条件が満たされるまで遅らせることができる（授与の前に何らかの事件が発生し、その結果、

遅らせることが適当であると委員会が考えた場合）。

－支給限度額 年次ボーナスの上限は、GCEの場合は基本給の140％、その他の常勤取締役の場合は基本給の

100％である。

－実績の尺度 評価尺度と目標は、毎年、当行グループの戦略的事業計画に沿って委員会が設定し、その詳細

は、当該年度のインプリメンテーション・レポートに掲載される。

アワードの少なくとも50％は、戦略目標上のバランスを考慮の上、財務尺度によって加重され

る。実績に係るすべての評価は、最終的に委員会の判断次第であるが、実績が目標の最低水準に

届かない場合と当該の個人が「まだ成長過程にある人物」またはそれ以下に格付けられた場合、

アワードは付与されない。ボーナスの予想価値は、最大機会の30％である。

委員会は、尺度および尺度の加重を変更する権限（規制当局、株主および／またはその他の利害

関係者の意見に従うことを含む）を留保する。しかし、委員会は、ボーナス・アワードの意思決

定の際に透明性を確保することを約束しており、商業的に慎重な取り扱いが必要な情報でない限

り、年度のインプリメンテーション・レポートの中に、当行グループの目標達成状況に係る情報

に添えて、過去の目標と尺度に関する情報を開示している。

長期インセンティブ制

度

－方針および戦略との

関連

経営幹部の利益と株主利益の間を調整するためと、重要な職員の離職を抑えるため、当行グルー

プの長期目標の達成に向けて動機を与え、その努力に報いる。

－運用 アワードは、条件付き株式またはゼロ・コスト・オプションの形で行われる。アワードの水準

は、規制上の要件を遵守しながら付与の時点で設定されるが、欧州銀行監督機構（EBA）の規則

に従って、変動型報酬の総額を決定する際に、割り引かれる可能性がある。

授与は、過去３年間または委員会が定めた場合にはさらに長期にわたって、測定された実績条件

達成状態を前提にして行われる。

授与の際、常勤取締役は、株式の授与が行われていたと仮定した場合に授与期間に支払われたで

あろう配当と同等の金額を（現金または株式で）受け取る。

アワードが事業実績および/または個人の実績を反映していない場合、委員会は、支払い水準を

変更するすべての裁量権を留保している。委員会は、アワードのレベルを（ゼロまでを含め）引

き下げることができ、あるいは、繰延アワードの授与を特定の日もしくは委員会が設定した条件

が満たされるまで遅らせることができる（授与の前に何らかの事件が発生し、その結果、遅らせ

ることが適当であると委員会が考えた場合）。常勤取締役は、授与された株式をさらに２年間保

有するよう求められる。
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－支給限度額 常勤取締役の年次アワードの上限は、通常、配当相当部分を除き、給与の300％である（GCEの場

合、この額は参考給与の額になる）。アワードは、制度の規則に基づき、例外的状況において、

配当相当部分を除き、給与の400％まで実施することができる。

－実績の尺度 尺度と目標は、毎年、委員会が設定し、各年のインプリメンテーション・レポートに掲載され

る。

少なくともアワードの60％は、典型的なマーケット指標（例えば、株主総利回り（TSR）およ

び／または財務尺度（例えば経済的利益））を参照し、戦略的尺度におけるバランスを前提に加

重される。

アワードの25％は最低限の実績が達成された場合に授与され、50％は目標が達成された場合に授

与される。

尺度は、「顧客戦略のためのベスト・バンク」を支援し、経営者の利益と株主の利益の間を調整

できるよう選択される。目標は、委員会が設定し、戦略的事業計画を考慮して引き上げられる。

尺度は、採算と戦略目標達成度のバランスをとり、インセンティブが不適切なリスク・テイキン

グにつながることがないよう選択される。

尺度と目標は、委員会が毎年設定し、その詳細は一定の範囲で報酬の方針の中に掲載される。

将来のアワードについて、委員会は、商業的に慎重な取り扱いが必要な情報でない限り、年度の

インプリメンテーション・レポートの中に、当行グループの目標達成状況に係る情報に添えて、

過去の目標と尺度に関する情報を開示する。

－株式保有のガイドラ

イン

GCEの場合は基本給と固定株式アワードの200％の価値になるまで、その他の常勤取締役の場合は

150％になるまで、株式保有を積み上げることが求められる。株式保有の詳細は、インプリメン

テーション・レポートに載っている。

会長および非常勤取締役のための報酬方針表

下記の表は、2014年の株主総会から非常勤取締役に対して適用される報酬を記載している。

会長および非常勤取締役に支払われる謝礼

－方針および戦略との

関連

関連のスキル、知識および経験を持つ有能な人材を採用し、離職を抑えるため、適当な報酬を提

供する。
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－運用 委員会は、会長への謝礼との関連で評価を行い、取締役会に提案する責任を負っている。会長

は、この件についての議論には参加しない。

GCEと会長は、非常勤取締役への謝礼に関し、評価を行い、取締役会へ提案する責任を負ってい

る。

謝礼の金額を決定する際には、次の点を検討する。

- 個人のスキルと経験

- 英国の大手銀行など、規模においてロイズ・バンキング・グループに匹敵するFTSE企業の同等

の謝礼

会長は、すべて込みの謝礼（定期的に見直される）に加えて、生命保険、自動車手当、医療保

険、交通費などの給付を受ける。委員会は、個別の状況次第で追加の給付を行う権利を留保す

る。

非常勤取締役には、基本謝礼金に加えて、委員会の会長職/委員職に対する謝礼やグループ会社

の委員会、取締役会の委員会、非取締役会レベルの委員会などの委員職に対する謝礼が支払われ

る。

上級独立取締役および副会長には、追加の職責を反映して、追加の謝礼が支払われる。

謝礼の増額は、通常、特定の年の１月１日から実施される。

謝礼と給付の水準を決定し、見直すときに、委員会は、決定が次の２つのパラメーターに基づい

て行われるよう万全を期す。

- 客観的な測定方法に基づく個人の職責および役割の大きさと範囲の客観的評価。

- 類似の規模を持つ上場金融サービス・グループの同等の職務で支払われている謝礼の額。

会長と非常勤取締役の場合、職場にいない時間については（６ヶ月間の退職予告期間の会長の謝

礼を除き）支払いを受ける資格はなく、当行グループのボーナス、株式報酬制度または年金など

に関する議論には参加する資格はない。

非常勤取締役には、経費および経費から生じた税金が払い戻される。ロイズ・バンキング・グ

ループは、必要に応じて、ビジネスを目的とする出張で生じた費用と税金にも対処する。

－支給限度額 委員会は、上記の２つのパラメーターと整合性がないと思われる場合には、現在提供されている

謝礼または給付の増額は行わない。

－実績の尺度 該当なし

取締役報酬実施報告

報酬委員会

報酬委員会は、全ての常勤取締役および会長の報酬（年金受給権およびあらゆる補償給付を含む。）を設

定する責任を負っている。本委員会は、上級役員および重要なリスクを負った者の報酬水準および仕組みに

つき、提言および監督をする。

本委員会の目的は、取締役会に対し、ロイズ・バンキング・グループの長期的な事業戦略、事業目的、リ

スク選好、価値および関連する利害関係者の利害を踏まえたロイズ・バンキング・グループの長期的な関心

に足並みを揃えた全般的な報酬指針および報酬哲学を検討し、合意し、提言することにある。

本委員会は、幅広い経歴をもつ非常勤取締役で構成されており、報酬に関する、バランスのとれた、独立

した見解を提供している。

2014年の本委員会のメンバーは以下のとおりである。

-　アンソニー・ワトソン（委員長）

-　ブラックウェル卿

-　ウィンフリード・ビショッフ卿（2014年４月退任）

-　カロリン・フェアベアン
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-　アニタ・フリュー（2014年５月より、リスク委員会の委員長を兼任）（2014年５月就任）

-　ディフリッグ・ジョン（2014年６月就任）

-　デビッド・ロバーツ（2014年５月まで、リスク委員会の委員長を兼任）（2014年５月退任）

-　サラ・ウェラー

2015年の会長および非常勤取締役への謝礼

会長の年間の謝礼は常に700,000ポンドである。

非常勤取締役の年間の謝礼は2013年に見直され、2013年７月１日以降、変わっていない。

2014年 2015年

基本謝礼額 £65,000 £65,000

副会長 £100,000 £100,000

上級独立取締役 £60,000 £60,000

監査委員会の会長職 £50,000 £50,000

報酬員会の会長職 £50,000 £50,000

取締役会のリスク委員会の会長職 £50,000 £50,000

監査委員会のメンバー職 £20,000 £20,000

報酬委員会のメンバー職 £20,000 £20,000

取締役会のリスク委員会のメンバー職 £20,000 £20,000

指名・統治委員会のメンバー職
1

£5,000 £5,000

1  ある個人がすでに他の委員会の会長ではない場合。

　非常勤取締役は、上記の謝礼のうち複数の謝礼を受け取ることができる。

2015年においては、会長に提供される給付には、自動車手当、医療保険、生命保険および交通費が含まれ

る。

2014年の報酬の実態

常勤取締役（監査済み）

下記の表は、常勤取締役としての職務に関連して2014年に提供された報酬の総額をまとめている。

アントニオ・ホルタ・

オソーリオ ジョージ・カルマー フアン・コロンバス
6

合計

単位：千ポンド 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年

基本給 1,061 1,061 720 720 710 58 2,491 1,839

固定株式アワード 900 － 504 － 497 － 1,901 －

福利 119 113 40 37 60 15 219 165

年金引当金
1

568 568 180 286 173 14 921 868

その他の報酬
2

1 173 301 301 － 2 302 476

年次ボーナス
3

800 1,700 496 910 468 78 1,764 2,688

長期インセンティブ
4

7,383 3,128 3,565 － 3,174 41 14,122 3,169

条件付き早期退職割増金
5

712 732 － － － － 712 732
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総報酬額 11,544 7,475 5,806 2,254 5,082 208 22,432 9,937

（差引分：買い取り額） (712) (904) (300) (300) － (2) (1,012) (1,206)

総報酬額 － 買い取り額 10,832 6,571 5,506 1,954 5,082 206 21,420 8,731

1　各年の年金拠出金に適用される減税額の変更を受け、取締役は、手当の一部または全部を現金で受け取ることを選

択できる。現金による支払いと年金スキームへの拠出金の内訳は、下記のとおりである。ジョージ・カルマーに係

る2013年の金額には、2012年からの繰越額106,000ポンドが含まれ、2013年に引き渡されていることに注意してほ

しい。

2　その他の報酬の支払いは、以前の雇用主による給付の早期退職割増金の一部としてジョージ・カルマーに支払われ

た契約上の現金払いと、全従業員株式制度からの収入で構成されている。これらは、年額960ポンドまでの雇用主

拠出金または従業員株式購入の際に適用される割引によって生じるものである。

3　繰延および実績調整に加えて、GCEのボーナスは、当行グループの株価が授与日から数えて５年間において、いず

れかの連続する126取引日の間、平均で75.5ペンスよりも高かった場合、または、英国政府が授与の日から数えて

３年間のいずれかの時点で当行グループの株のすべてを売却した場合にのみ授与される。どちらかの条件が授与日

から数えて３年目の応当日よりも早く充足された場合であっても、授与は、依然として３年目の応当日にのみ行わ

れる。このような場合、アワードは、授与からさらに２年間の保有することが条件となり、保有期間は全体として

最長５年となる。

4　長期インセンティブは、2015年２月25日の報酬委員会の会合の席上、同委員会によって承認された。79.24ペンス

という当日の終値に基づいて報酬額が計算された。ちなみに、2012年の株式によるアワードは、34.786ペンスの株

価に基づいて行われた。

5　GCEは、株価パフォーマンスを条件として、条件付きの未積立年金契約を結んでいる。これは、当行グループへの

入社の際に前雇用主のサンタンデール銀行から引き取った年金の早期退職割増金の一部である。これは、未積立未

承認退職給付スキーム（UURBS）である。UURBSは、65歳の通常退職年齢に達したときに確定給付ベースで給付金を

支給する。UURBSは、雇用の開始から数えて最長６年間について適用され、その期間の手当の上限は、退職または

転職に先立つ12ヵ月間のGCEの基本給か参考給与のいずれか多い方の26.5％である。早期退職の場合には、追加給

付はない。各年の年金累増額は、株価条件が満たされるか否かで変動する。2014年には、年間の年金資格が35,610

ポンド増加した。

6　2013年について示された金額は、フアン・コロンバスが常勤取締役に任命された2013年11月29日以降の期間を反映

している。2013年の報酬の総額は3,193,000ポンドであった。当行グループに入社した際に契約した条件に基づ

き、最高リスク責任者（CRO）は、（i）CROが自発的に退職するか、何らかの理由で解雇される場合を除き、通常

の退職年齢に達したとき、または（ii）長期の病気または健康上の理由で退職するとき、718,996ポンドの条件付

き一括給付金を受け取る資格がある。

年金および給付（監査済み）

年金/給付（単位：ポンド）

アントニオ・ホルタ・

オソーリオ ジョージ・カルマー フアン・コロンバス

雇用主による年金スキームへの拠出 10,670 20,900 21,717

年金拠出金の代わりの現金手当 556,890 159,100 151,470

自動車または自動車手当 12,000 10,660 12,000

変動型給付の支払い 42,440 28,800 25,640

個人医療保険 27,293 760 12,406

交通費 37,280 － 1,634

引越 － － 8,333

会長および非常勤取締役（監査済み）

謝礼

単位：千ポンド

有税給付金

単位：千ポンド

合計

単位：千ポンド
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現在の非常勤取締役会 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年

ブラックウェル卿 580 233 9
1

－ 589 233

アラン・ディッキンソン（2014年９月任

命） 33 － － － 33 －

カロリンフェアべアン 105 103 － － 105 103

アニタ・フリュー 202 105 － － 202 105

サイモン・ヘンリー（2014年６月任命） 53 － － － 53 －

ディフリッグ・ジョン（2014年１月任命） 105 － － － 105 －

ニック・ラフ 135 108 － － 135 108

ニック・プレッテジョン（2014年６月任

命） 182 － － － 182 －

アンソニー・ワトソン 215 204 － － 215 204

サラ・ウェラー 123 103 － － 123 103

前任の非常勤取締役

ウィンフリード・ビショッフ卿（2014年４

月退任） 183 700 10
2

17
3

193 717

デビッド・ロバーツ（2014年５月退任） 95 248 － － 95 248

合計 2,011 1,804 19 17 2,030 1,821

1　2014年の有税給付金は、8,909ポンドの自動車手当である。

2　2014年の有税給付金は、3,136ポンドの自動車手当、608ポンドの個人医療給付金、6,693ポンドの交通費である。

3　2013年の有税給付金は、12,000ポンドの自動車手当、566ポンドの個人医療給付金、4,864ポンドの交通費である。

（２）【監査報酬の内容等】

①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】

当行の監査人に対する報酬

監査人らは、下記年度において、次に示す報酬を受けた。

2014年

百万

ポンド

2013年

百万

ポンド

当行の当該年度の年次報告の監査に対する報酬

その他のサービスに対する報酬：

2.8 2.5

法律に基づいて行われる当行の子会社の監査 11.9 12.3

法律に基づいて提供される他のサービス

税法コンプライアンスに関するサービス

その他の税法アドバイスに関するサービス

税金に関する他のサービス

1.6

0.3

0.1

-

2.7

0.9

0.2

0.1

法人向け金融取引に関するサービス - -

その他一切のサービス - 0.4

当行の監査人らに支払われるべき報酬の合計金額 16.7 19.1

監査人らは、当行グループの連結外の法人等から、下記年度において、次に示す報酬を受けた。
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2014年

百万

ポンド

2013年

百万

ポンド

当行グループの年金スキームの監査

当行グループによって運営される非連結のオープン・エンド・インベス

トメント・カンパニーの監査

0.3

0.4

0.3

0.5

法人またはそれ以外の借入人の財務状況の検討

ベンチャー・キャピタルに対する潜在的な投資に関して実施された買収

のための監査およびその他の業務

0.1

-

1.1

0.1

監査報酬は、当行の年次財務書類および規制上要求される届出に関するその他のサービスについての報酬

を含む。

その他のサービスに対する報酬には、監査の実施や財務書類の監査に合理的に関連するサービスや保証

（例えば目論見書や配布物に関して会計報告者としてする職務）に対する報酬を含む。また、税務コンプラ

イアンスや税務アドバイスサービス（ベンチャー・キャピタル取引を含む法人向け金融取引に関する監査お

よびその他の保証やアドバイスサービス）に関する報酬も含む。

②【その他重要な報酬の内容】

上記「① 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容」を参照のこと。

③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

上記「① 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容」を参照のこと。

④【監査報酬の決定方針】

資産譲渡に際して、当行グループの認識からすれば他の会計士の事務所を雇うことが効率的ではなく、か

つ費用効率が良くないような場合、監査人に監査に就かせることが、当行グループのポリシーである。この

ような譲渡は、典型的には、税務問題に関するアドバイスの条項、買収および事業の譲渡に伴う取引の補助

ならびに会計に関するアドバイスの条項が関係する。

当行グループには、監査の独立性を保障するよう構築された手続があり、かかる手続には、監査および監

査以外のサービスに対する報酬が前もって承認されるということが含まれる。かかる承認は、個別の業務ご

とに取得することもでき、監査以外の一定のサービス、特に繰り返し行われる性質のサービスに対しては、

すべての業務を対象とする報酬の上限を定め、報酬が定められた上限以下であることを条件とする承認を得

ることによって取得することもできる。すべての監査業務および監査以外の任務で、該当する報酬の上限を

超えることが予測される場合は、必ずロイズ・バンキング・グループの監査委員会に、個別の業務ごとに事

前に承認されなければならない。四半期ごとに、ロイズ・バンキング・グループの監査委員会は、すべての

事前承認を受けたサービスおよびそれら各サービスに対して支払われた金額について詳細に示す報告書を受

け取る。
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第６【経理の状況】

a.　本書記載の当行およびその子会社の邦文の財務書類（以下「邦文の財務書類」という。）は、英国で公表

された2014年12月31日に終了した事業年度の原文の財務書類（以下「原文の財務書類」という。）を翻訳

したものである。原文の財務書類は、当行の監査済連結および親会社財務書類からなる。連結財務書類

は、適用法令およびIASBが公表し、EUが採用しているIFRSに準拠して作成されている。また親会社財務書

類については、2006年英会社法に従って適用されたIFRSに準拠して作成されている。当行への適用に関し

てEU採用のIFRSとIASB公表のIFRSとの間に差異はなく、当行の連結および親会社財務書類は、IASB公表の

IFRSに従って作成されている。また、当行の財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）（以下「財務諸表等規則」という。）

第131条第１項の規定が適用されている。

b.　なお、EU採用のIFRSと日本との会計処理の原則および手続ならびに表示方法の相違点については、下記

「４ EU採用のIFRSと日本との会計原則の相違」に記載されている。

c.　原文の財務書類は、英国における独立監査人であり、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103

号）第１条の３第７項に規定される外国監査法人等をいう）であるプライスウォーターハウスクーパー

ス　エルエルピーの監査を受けている。本書に金融商品取引法第193条の２第１項第１号に規定される監査

証明に相当すると認められる証明に係るその独立監査人の監査報告書を添付している。

d.　邦文の財務書類には、原文の財務書類中のポンド表示の金額のうち主要なものについて円換算額が併記さ

れている。日本円への換算には、財務諸表等規則第134条に基づき、2015年４月16日現在の株式会社三菱東

京UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、１ポンド＝177.07円の為替レートが使用されている。日本円

に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。また、本項において

記載されているポンドの日本円への換算はかかる換算率によって便宜上なされているもので、将来の換算

率を表するものではない。

e.　日本円への換算および下記「２ 主な資産・負債及び収支の内容」から「４ EU採用のIFRSと日本との会計

原則の相違」までの事項は原文の財務書類には記載されておらず、当該事項における原文の財務書類への

参照事項を除き、上記c.の監査の対象になっていない。
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１【財務書類】

ロイズ・バンク・ピーエルシー

連結損益計算書

2014年12月31日終了事業年度

2014年 2013年

注記 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

受取利息および類似収益 19,411 3,437,106 21,367 3,783,455

支払利息および類似費用 (9,197) (1,628,513) (14,377) (2,545,735)

受取利息純額 ５ 10,214 1,808,593 6,990 1,237,719

受取手数料 3,666 649,139 4,119 729,351

支払手数料 (1,402) (248,252) (1,383) (244,888)

受取手数料純額 ６ 2,264 400,886 2,736 484,464

トレーディング収益純額 ７ 9,508 1,683,582 17,039 3,017,096

保険料収入 ８ 7,125 1,261,624 8,197 1,451,443

その他の営業収益 ９ 1,051 186,101 3,255 576,363

その他の収益 19,948 3,532,192 31,227 5,529,365

収益合計 30,162 5,340,785 38,217 6,767,084

保険金 10 (13,493) (2,389,206) (19,507) (3,454,104)

保険金控除後の収益合計 16,669 2,951,580 18,710 3,312,980

規制上の準備金 (3,125) (553,344) (3,455) (611,777)

その他の営業費用 (10,503) (1,859,766) (11,620) (2,057,553)

営業費用合計 11 (13,628) (2,413,110) (15,075) (2,669,330)

営業利益 3,041 538,470 3,635 643,649

減損 12 (752) (133,157) (2,741) (485,349)

税引前利益 2,289 405,313 894 158,301

税金 13 (422) (74,724) (1,260) (223,108)

当期利益(損失) 1,867 330,590 (366) (64,808)

非支配持分に帰属する利益 87 15,405 36 6,375

株主に帰属する利益(損失) 1,780 315,185 (402) (71,182)

当期利益(損失) 1,867 330,590 (366) (64,808)

添付の注記は、本財務書類の一部である。
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ロイズ・バンク・ピーエルシー

包括利益計算書

2014年12月31日終了事業年度

当行グループ 2014年 2013年

百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

当期利益(損失) 1,867 330,590 (366) (64,808)

その他の包括利益

次期以降損益に再分類されない項目：

退職後確定給付制度の再測定：

　税引前再測定額 674 119,345 (136) (24,082)

　税金    (135) (23,904) 28 4,958

539 95,441 (108) (19,124)

次期以降損益に再分類される可能性がある項目：

売却可能金融資産にかかる再評価剰余金の変動：

公正価値の変動 676 119,699 (680) (120,408)

売却に伴う損益計算書への振替額 (131) (23,196) (629) (111,377)

減損に伴う損益計算書への振替額 2 354 18 3,187

税金 (10) (1,771) 277 49,048

537 95,087 (1,014) (179,549)

キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動：

その他の包括利益に計上された公正価値の変動
の有効部分

3,896 689,865 (1,229) (217,619)

損益計算書への振替額純額 (1,165) (206,287) (566) (100,222)

税金 (547) (96,857) 378 66,932

2,184 386,721 (1,417) (250,908)

為替換算差額(税額：該当なし) (2) (354) (19) (3,364)

その他の当期包括利益(税引後) 3,258 576,894 (2,558) (452,945)

当期包括利益合計 5,125 907,484 (2,924) (517,753)

非支配持分に帰属する包括利益合計 87 15,405 36 6,375

株主に帰属する包括利益合計 5,038 892,079 (2,960) (524,127)

当期包括利益合計 5,125 907,484 (2,924) (517,753)

添付の注記は、本財務書類の一部である。
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ロイズ・バンク・ピーエルシー

包括利益計算書(続き)

2014年12月31日終了事業年度

当行 2014年 2013年

百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

当期利益 2,501 442,852 2,772 490,838

その他の包括利益： 　

次期以降損益に再分類されない項目： 　

退職後確定給付制度の再測定： 　

　税引前再測定額 309 54,715 400 70,828

　税金 (62) (10,978) (80) (14,166)

247 43,736 320 56,662

次期以降損益に再分類される可能性がある項目： 　

売却可能金融資産にかかる再評価剰余金の変動： 　

公正価値の変動 364 64,453 (889) (157,415)

売却に伴う損益計算書への振替額 11 1,948 (842) (149,093)

減損に伴う損益計算書への振替額 1 177 － －

税金 (14) (2,479) 366 64,808

362 64,099 (1,365) (241,701)

キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動： 　

その他の包括利益に計上された公正価値の変動
の有効部分

1,799 318,549 21 3,718

損益計算書への振替額純額 (227) (40,195) － －

税金 (315) (55,777) (5) (885)

1,257 222,577 16 2,833

為替換算差額(税額：該当なし) 3 531 (26) (4,604)

その他の当期包括利益(税引後) 1,869 330,944 (1,055) (186,809)

当期包括利益合計 4,370 773,796 1,717 304,029

添付の注記は、本財務書類の一部である。

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書
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ロイズ・バンク・ピーエルシー

貸借対照表

2014年12月31日現在

当行グループ

2014年 2013年

注記 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

資産

現金および中央銀行預け金 50,492 8,940,618 49,915 8,838,449

銀行から取立中の項目 1,173 207,703 1,007 178,309

トレーディング目的資産および

損益を通じて公正価値で測定するその他の金融資産
14 152,520 27,006,716 143,207 25,357,663

デリバティブ金融商品
１ 15 35,483 6,282,975 29,592 5,239,855

貸付金および債権：

銀行に対する貸付金および前渡金 16 26,155 4,631,266 25,365 4,491,381

顧客に対する貸付金および前渡金
１ 17 482,704 85,472,397 492,952 87,287,011

債券 1,213 214,786 1,355 239,930

ロイズ・バンキング・グループ内の他社に対する債権 11,482 2,033,118  15,453 2,736,263

521,554 92,351,567 535,125 94,754,584

売却可能金融資産 21 56,493 10,003,216 43,976 7,786,830

投資不動産 22 4,492 795,398 4,864 861,268

のれん 23 2,016 356,973 2,016 356,973

保有契約の価額 24 4,864 861,268 5,335 944,668

その他の無形資産 25 2,070 366,535 2,279 403,543

有形固定資産 26 8,052 1,425,768 7,570 1,340,420

未収還付税 157 27,800 169 29,925

繰延税金資産 39 4,190 741,923 5,132 908,723

子会社に対する投資 27 － － － －

退職給付資産 38 1,147 203,099 98 17,353

その他の資産 28 21,745 3,850,387 27,069 4,793,108

資産合計 866,448 153,421,947 857,354 151,811,673

１
注記１を参照のこと。

添付の注記は、本財務書類の一部である。

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書
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ロイズ・バンク・ピーエルシー

貸借対照表(続き)

2014年12月31日現在

当行

2014年 2013年

注記 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

資産

現金および中央銀行預け金 40,965 7,253,673 42,283 7,487,051

銀行から取立中の項目 802 142,010 663 117,397

トレーディング目的資産および

損益を通じて公正価値で測定するその他の金融資産
14 66,321 11,743,459 40,167 7,112,371

デリバティブ金融商品
１ 15 40,150 7,109,361 28,071 4,970,532

貸付金および債権： 　

銀行に対する貸付金および前渡金 16 4,591 812,928 3,095 548,032

顧客に対する貸付金および前渡金
１ 17 165,967 29,387,777 165,574 29,318,188

債券 － － 150 26,561

ロイズ・バンキング・グループ内の他社に対する債権 130,636 23,131,717 262,977 46,565,337

301,194 53,332,422 431,796 76,458,118

売却可能金融資産 21 51,412 9,103,523 41,348 7,321,490

投資不動産 22 － － － －

のれん 23 － － － －

保有契約の価額 24 － － － －

その他の無形資産 25 647 114,564 564 99,867

有形固定資産 26 3,089 546,969 2,627 465,163

未収還付税 918 162,550 1,646 291,457

繰延税金資産 39 3,596 636,744 4,165 737,497

子会社に対する投資 27 38,818 6,873,503 40,929 7,247,298

退職給付資産 38 351 62,152 － －

その他の資産 28 2,451 433,999 1,857 328,819

資産合計 550,714 97,514,928 636,116 112,637,060

１
注記１を参照のこと。

添付の注記は、本財務書類の一部である。

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書
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ロイズ・バンク・ピーエルシー

貸借対照表(続き)

2014年12月31日現在

当行グループ

2014年 2013年

注記 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

資本および負債

負債

銀行預り金 29 10,887 1,927,761 13,982 2,475,793

顧客預金
１ 30 447,067 79,162,154 439,467 77,816,422

ロイズ・バンキング・グル－プ内の他社に対する債

務
5,288 936,346 8,797 1,557,685

銀行に対する未決済項目 979 173,352 774 137,052

トレ－ディング目的負債および

損益を通じて公正価値で測定するその他の金融負債
31 62,102 10,996,401 43,625 7,724,679

デリバティブ金融商品
１ 15 33,293 5,895,192 27,898 4,939,899

流通証券 1,129 199,912 1,176 208,234

発行債券 32 75,672 13,399,241 86,566 15,328,242

保険契約および有配当投資契約から生じる負債 33 86,941 15,394,643 82,801 14,661,573

無配当投資契約から生じる負債 35 27,248 4,824,803 27,590 4,885,361

保険事業内の未分配剰余金 36 320 56,662 391 69,234

その他の負債 37 28,783 5,096,606 40,969 7,254,381

退職給付債務 38 453 80,213 1,096 194,069

未払税金 69 12,218 111 19,655

繰延税金負債 39 54 9,562 3 531

その他の引当金 40 4,200 743,694 4,488 794,690

劣後債券 41 31,973 5,661,459 33,534 5,937,865

負債合計 816,458 144,570,218 813,268 144,005,365

資本

株式資本 42 1,574 278,708 1,574 278,708

株式払込剰余金 43 35,533 6,291,828 35,533 6,291,828

その他の剰余金 44 6,842 1,211,513 4,123 730,060

利益剰余金 45 4,828 854,894 2,509 444,269

株主資本 48,777 8,636,943 43,739 7,744,865

非支配持分 1,213 214,786 347 61,443

資本合計 49,990 8,851,729 44,086 7,806,308

資本および負債合計 866,448 153,421,947 857,354 151,811,673

１
注記１を参照のこと。

添付の注記は、本財務書類の一部である。

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書
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ロイズ・バンク・ピーエルシー

貸借対照表(続き)

2014年12月31日現在

当行

2014年 2013年

注記 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

資本および負債

負債

銀行預り金 29 8,206 1,453,036 10,448 1,850,027

顧客預金
１ 30 194,699 34,475,352 185,555 32,856,224

ロイズ・バンキング・グル－プ内の他社に対する債

務
91,882 16,269,546 244,025 43,209,507

銀行に対する未決済項目 560 99,159 432 76,494

トレ－ディング目的負債および

損益を通じて公正価値で測定するその他の金融負債
31 73,227 12,966,305 43,106 7,632,779

デリバティブ金融商品
１ 15 41,320 7,316,532 28,308 5,012,498

流通証券 － － － －

発行債券 32 66,062 11,697,598 53,195 9,419,239

保険契約および有配当投資契約から生じる負債 33 － － － －

無配当投資契約から生じる負債 35 － － － －

保険事業内の未分配剰余金 36 － － － －

その他の負債 37 4,358 771,671 4,340 768,484

退職給付債務 38 190 33,643 413 73,130

未払税金 5 885 5 885

繰延税金負債 39 － － － －

その他の引当金 40 2,795 494,911 2,551 451,706

劣後債券 41 21,590 3,822,941 22,600 4,001,782

負債合計 504,894 89,401,581 594,978 105,352,754

資本

株式資本 42 1,574 278,708 1,574 278,708

株式払込剰余金 43 35,533 6,291,828 35,533 6,291,828

その他の剰余金 44 1,121 198,495 (501) (88,712)

利益剰余金 45 7,592 1,344,315 4,532 802,481

株主資本 45,820 8,113,347 41,138 7,284,306

非支配持分 － － － －

資本合計 45,820 8,113,347 41,138 7,284,306

資本および負債合計 550,714 97,514,928 636,116 112,637,060

１
注記１を参照のこと。

添付の注記は、本財務書類の一部である。

本財務書類は、下記取締役が2015年３月11日に承認した。
ロード・ブラックウェル　会長
アントニオ・オルタ－オソリオ　最高責任者
ジョ－ジ・カルマ－　最高財務責任者

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書
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ロイズ・バンク・ピ－エルシ－

資本変動計算書

2014年12月31日終了事業年度

当行グループ 株主に帰属

株式資本
および
株式払込
剰余金

百万ポンド

その他の
剰余金

百万ポンド
利益剰余金
百万ポンド

合計
百万ポンド

非支配持分
百万ポンド

合計
百万ポンド

2013年１月１日現在残高 37,107 6,573 2,618 46,298 685 46,983

包括利益

当期(損失)利益 － －    (402) (402) 36 (366)

その他の包括利益

退職後確定給付制度の再測定(税引後) － － (108) (108) － (108)

売却可能金融資産にかかる再評価剰余金の

変動(税引後)
－ (1,014) － (1,014) － (1,014)

キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動

(税引後)
－ (1,417) － (1,417) － (1,417)

為替換算差額(税金：該当なし) － (19) － (19) － (19)

その他の包括利益合計 － (2,450) (108) (2,558) － (2,558)

包括利益合計 － (2,450) (510) (2,960) 36 (2,924)

所有者との取引

配当金 － － － － (25) (25)

増資による受取 － － 401 401 － 401

非支配持分の変動 － － － － (349) (349)

所有者との取引合計 － － 401 401 (374) 27

2013年12月31日現在残高 37,107 4,123 2,509 43,739 347 　44,086

包括利益

当期利益 － － 1,780 1,780 87 1,867

その他の包括利益

退職後確定給付制度の再測定(税引後) － － 539 539 － 539

売却可能金融資産にかかる再評価剰余金の
変動

(税金：該当なし)
－ 537 － 537 － 537

キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動

(税引後)
－ 2,184 － 2,184 － 2,184

為替換算差額(税金：該当なし) － (2) － (2) － (2)

その他の包括利益合計 － 2,719 539 3,258 － 3,258

包括利益合計 － 2,719 2,319 5,038 87 5,125

所有者との取引

配当金 － － － － (27) (27)

従業員役務の価値 － － 2 2 － 2

増資による受取 － － 367 367 － 367

資本の払戻 － － (198) (198) － (198)

TSBバンキング・グループ・ピーエルシー
(TSB)の非支配持分売却に伴う振替(注記
56)

－ － (171) (171) 805 634

その他の非支配持分の変動 － － － － 1 1

所有者との取引合計 － － － － 779 779

2014年12月31日現在残高 37,107 6,842 4,828 48,777 1,213 49,990

当行グル－プの株式資本および剰余金の変動に関する詳細は、注記42、43、44および45に記載されている。

添付の注記は、本財務書類の一部である。

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書
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ロイズ・バンク・ピ－エルシ－

資本変動計算書(続き)

2014年12月31日終了事業年度

当行グループ 株主に帰属

株式資本
および
株式払込
剰余金
百万円

その他の
剰余金
百万円

利益剰余金
百万円

合計
百万円

非支配持分
百万円

合計
百万円

2013年１月１日現在残高 6,570,536 1,163,881 463,569 8,197,987 121,293 8,319,280

包括利益

当期(損失)利益 － － (71,182) (71,182) 6,375 (64,808)

その他の包括利益

退職後確定給付制度の再測定(税引後) － － (19,124) (19,124) － (19,124)

売却可能金融資産にかかる再評価剰余金の

変動(税引後)
－ (179,549) － (179,549) － (179,549)

キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動

(税引後)
－ (250,908) － (250,908) － (250,908)

為替換算差額(税金：該当なし) － (3,364) － (3,364) － (3,364)

その他の包括利益合計 － (433,822) (19,124) (452,945) － (452,945)

包括利益合計 － (433,822) (90,306) (524,127) 6,375 (517,753)

所有者との取引

配当金 － － － － (4,427) (4,427)

増資による受取 － － 71,005 71,005 － 71,005

非支配持分の変動 － － － － (61,797) (61,797)

所有者との取引合計 － － 71,005 71,005 (66,224) 4,781

2013年12月31日現在残高 6,570,536 730,060 444,269 7,744,865 61,443 7,806,308

包括利益

当期利益 － － 315,185 315,185 15,405 330,590

その他の包括利益

退職後確定給付制度の再測定(税引後) － － 95,441 95,441 － 95,441

売却可能金融資産にかかる再評価剰余金の
変動

(税金：該当なし)
－ 95,087 － 95,087 － 95,087

キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動

(税引後)
－ 386,721 － 386,721 － 386,721

為替換算差額(税金：該当なし) － (354) － (354) － (354)

その他の包括利益合計 － 481,453 95,441 576,894 － 576,894

包括利益合計 － 481,453 410,625 892,079 15,405 907,484

所有者との取引

配当金 － － － － (4,781) (4,781)

従業員役務の価値 － － 354 354 － 354

増資による受取 － － 64,985 64,985 － 64,985

資本の払戻 － － (35,060) (35,060) － (35,060)

TSBバンキング・グループ・ピーエルシー
(TSB)の非支配持分売却に伴う振替(注記
56)

－ － (30,279) (30,279) 142,541 112,262

その他の非支配持分の変動 － － － － 177 177

所有者との取引合計 － － － － 137,938 137,938

2014年12月31日現在残高 6,570,536 1,211,513 854,894 8,636,943 214,786 8,851,729

当行グル－プの株式資本および剰余金の変動に関する詳細は、注記42、43、44および45に記載されている。

添付の注記は、本財務書類の一部である。

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書
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ロイズ・バンク・ピ－エルシ－

資本変動計算書(続き)

2014年12月31日終了事業年度

当行 株主に帰属

株式資本
および
株式払込
剰余金

百万ポンド

その他の
剰余金

百万ポンド
利益剰余金
百万ポンド

合計
百万ポンド

2013年１月１日現在残高 37,107 874 1,184 39,165

包括利益

当期利益 　　－ － 2,772 2,772

その他の包括利益

退職後確定給付制度の再測定(税引後) － － 320 320

売却可能金融資産にかかる再評価剰余金の変動(税引後) － (1,365) － (1,365)

キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動(税引後) － 16 － 16

為替換算差額(税金：該当なし) － (26) － (26)

その他の包括利益合計 － (1,375) 320 (1,055)

包括利益合計 － (1,375) 3,092 1,717

所有者との取引

増資による受取 － － 256 256

所有者との取引合計 － － 256 256

2013年12月31日現在残高 37,107 (501) 4,532 41,138

包括利益

当期利益          － － 2,501 2,501

その他の包括利益

退職後確定給付制度の再測定(税引後) － － 247 247

売却可能金融資産にかかる再評価剰余金の変動(税引後) － 362 － 362

キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動(税引後) － 1,257 － 1,257

為替換算差額(税金：該当なし) － 3 － 3

その他の包括利益合計 － 1,622 247 1,869

包括利益合計 － 1,622 2,748 4,370

所有者との取引

増資による受取 － － 510 510

資本の払戻 － － (198) (198)

所有者との取引合計 － － 312 312

2014年12月31日現在残高 37,107 1,121 7,592 45,820

添付の注記は、本財務書類の一部である。
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ロイズ・バンク・ピ－エルシ－

資本変動計算書(続き)

2014年12月31日終了事業年度

当行 株主に帰属

株式資本
および
株式払込
剰余金
百万円

その他の
剰余金
百万円

利益剰余金
百万円

合計
百万円

2013年１月１日現在残高 6,570,536 154,759 209,651 6,934,947

包括利益

当期利益          －          － 490,838 490,838

その他の包括利益

退職後確定給付制度の再測定(税引後)          －          － 56,662 56,662

売却可能金融資産にかかる再評価剰余金の変動(税引後)          － (241,701)          － (241,701)

キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動(税引後)          － 2,833          － 2,833

為替換算差額(税金：該当なし)          － (4,604)          － (4,604)

その他の包括利益合計          － (243,471) 56,662 (186,809)

包括利益合計          － (243,471) 547,500 304,029

所有者との取引

増資による受取          －          － 45,330 45,330

所有者との取引合計          －          － 45,330 45,330

2013年12月31日現在残高 6,570,536 (88,712) 802,481 7,284,306

包括利益

当期利益          －          － 442,852 442,852

その他の包括利益

退職後確定給付制度の再測定(税引後)          －          － 43,736 43,736

売却可能金融資産にかかる再評価剰余金の変動(税引後)          － 64,099          － 64,099

キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動(税引後)          － 222,577          － 222,577

為替換算差額(税金：該当なし)          － 531          － 531

その他の包括利益合計          － 287,208 43,736 330,944

包括利益合計          － 287,208 486,588 773,796

所有者との取引

増資による受取          －          － 90,306 90,306

資本の払戻          －          － (35,060) (35,060)

所有者との取引合計          －          － 55,246 55,246

2014年12月31日現在残高 6,570,536 198,495 1,344,315 8,113,347

添付の注記は、本財務書類の一部である。
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ロイズ・バンク・ピ－エルシ－

キャッシュフロー計算書

2014年12月31日終了事業年度

当行グル－プ 当行

2014年 2013年 2014年 2013年

注記
百万

ポンド
百万円

百万

ポンド
百万円

百万

ポンド
百万円

百万

ポンド
百万円

税引前利益 2,289 405,313 894 158,301 2,688 475,964 2,514 445,154

調整項目：

営業資産の変動
１

55(a) 2,639 467,288 23,404 4,144,146 89,217 15,797,654 (30,843) (5,461,370)

営業負債の変動
１

55(b) 8,369 1,481,899 (49,000) (8,676,430) (88,625) (15,692,829) 17,781 3,148,482

非現金項目およ

びその他の項目
55(c) (2,632) (466,048) 11,910 2,108,904 845 149,624 1,028 182,028

税金還付(支払)

額
(140) (24,790) 120 21,248 726 128,553 (8) (1,417)

営業活動からの

(に使用された)

キャッシュ純額

10,525 1,863,662 (12,672) (2,243,831) 4,851 858,967 (9,528) (1,687,123)

投資活動からの

キャッシュフ

ロー

金融資産の購入 (11,533) (2,042,148) (36,959) (6,544,330) (6,052) (1,071,628) (30,009) (5,313,694)

金融資産の売却

および満期によ

る収入

4,668 826,563 21,552 3,816,213 1,626 287,916 16,671 2,951,934

固定資産の購入 (3,442) (609,475) (2,982) (528,023) (1,182) (209,297) (1,093) (193,538)

固定資産の売却

による収入
2,043 361,754 2,090 370,076 100 17,707 30 5,312

子会社への追加

資本拠出
55(e) － － － － (750) (132,803) (621) (109,960)

子会社からの資

本償還
－ － － － 1,930 341,745 － －

事業取得(取得

現金控除後)
55(e) (1) (177) (6) (1,062) － － (773) (136,875)

事業売却(処分

現金控除後)
55(f) 543 96,149 696 123,241 728 128,907 (9) (1,594)

投資活動に使用

されたキャッ

シュ純額

　(7,722) (1,367,335) (15,609) (2,763,886)   (3,600) (637,452) (15,804) (2,798,414)

財務活動からの

キャッシュフ

ロー

非支配持分にか

かる支払配当金
(27) (4,781) (25) (4,427) － － － －

資本の払戻 (198) (35,060) － － (198) (35,060) － －

劣後債券にかか

る支払利息
(2,488) (440,550) (2,354) (416,823) (1,832) (324,392) (1,694) (299,957)

劣後債券の発行

による収入
－ － 1,500 265,605 － － 　－ －

劣後債券の償還 (2,369) (419,479) (5,048) (893,849) (1,380) (244,357) (3,539) (626,651)

TSBの非支配持

分の売却(注記

56)

634 112,262 － － 634 112,262 － －

非支配持分のそ

の他の変動
1 177 － － － － － －

財務活動からの

キャッシュ純額
(4,447) (787,430) (5,927) (1,049,494) (2,776) (491,546) (5,233) (926,607)
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現金および現金

同等物への為替

レ－ト変動の影

響額

(6) (1,062) (53) (9,385) 6 1,062 (52) (9,208)

現金および現金

同等物の変動
(1,650) (292,166) (34,261) (6,066,595) (1,519) (268,969) (30,617) (5,421,352)

現金および現金

同等物期首現在
66,797 11,827,745 101,058 17,894,340 44,491 7,878,021 75,108 13,299,374

現金および現金

同等物期末現在
55(d) 65,147 11,535,579 66,797 11,827,745 42,972 7,609,052 44,491 7,878,021

１
注記１を参照のこと。

添付の注記は、本財務書類の一部である。

次へ
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財務書類に対する注記

１　表示の基礎

ロイズ・バンク・ピーエルシーの財務書類は、2006年会社法の条項に準拠して適用される、欧州連合(以

下「EU」という。)が採用した国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に従って作成されている。IFRSは、

国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)がIFRSというタイトルで公表する会計基準や、IASBの前身組織

がIASというタイトルで公表する会計基準、また国際財務報告解釈指針委員会(以下「IFRIC」という。)およ

びその前身組織が公表する解釈指針で構成される。EUが承認したバージョンのIAS第39号「金融商品：認識お

よび測定」では、ヘッジ会計に関する要件の一部が緩和されているが、当行グループではかかる緩和を適用

していないため、当行グループが、EUが採用しているIFRSとIASBが公表しているIFRSのいずれを適用した場

合でも差異は生じない。本財務情報は、取得原価主義で作成されているが、この取得原価は、損益を通じて

公正価値で測定する投資不動産、売却可能金融資産、トレーディング目的有価証券およびその他特定の金融

資産および負債、ならびにあらゆるデリバティブ契約の再評価結果に基づき修正されている。

継続企業としての当行および当行グループの存続は、各々の貸借対照表上必要な資金を調達し、適正な水

準の資本を維持することができるか否かにかかっている。当行および当行グループが予見可能な将来にわた

り事業を継続するのに十分な資力を保有していると確信するために、取締役は５ページ(訳者注：原文のペー

ジ)の「主要なリスクおよび不確実性：資金調達および流動性」に記載されている複数の主たる依存関係を考

慮し、さらに当行グループの資本および資金調達ポジションの予測について検討している。これらすべての

要素を勘案し、取締役は、引き続き継続企業の前提に基づいて財務書類を作成することが適切であると考え

ている。

当行グループは、2014年１月１日以降に開始する事業年度に有効となった以下の新基準、基準の修正およ

び解釈指針を適用している。

IFRIC第21号「賦課金」

本解釈指針は、政府による賦課金の支払義務は、関連する法令に定められている賦課金の支払の原因とな

る活動が生じる時に認識され、市場からの撤退の困難性にかかわらず、企業が予想する将来における営業活

動に対して賦課金を支払う推定的義務が生じることはないことを明確にしている。本解釈指針の適用による

本財務書類への重要な影響はない。

IAS第32号(修正)「金融商品: 表示－金融資産および金融負債の相殺」

IAS第32号の修正は、金融商品の相殺に関する要件を明確化し、本基準の相殺基準の適用によって認識され

た不整合に対処している。

過年度において当行グループは、同一為替レートの現金担保残高およびデリバティブ・ポジションを、貸

借対照表上に個別に計上していたが、これらの現金担保残高は現在では相殺されている。2014年12月31日現

在の当行グループおよび当行への影響は、顧客に対する貸付金および前渡金ならびにデリバティブ負債の減

少がいずれも2,820百万ポンド、また顧客預金およびデリバティブ資産の増加がいずれも2,294百万ポンドで

あった。これに伴い当行グループおよび当行の比較数値も修正され、2013年12月31日現在の影響は、デリバ

ティブ資産の減少2,321百万ポンド(2012年12月31日：923百万ポンド)、顧客に対する貸付金および前渡金の

減少2,329百万ポンド(2012年12月31日：461百万ポンド)、顧客預金の減少1,844百万ポンド(2012年12月31

日：696百万ポンド)ならびにデリバティブ負債の減少2,806百万ポンド(2012年12月31日：688百万ポンド)で

ある。

当行グループに関連するものの2014年12月31日現在発効されておらず本財務書類の作成において適用して

いないIFRSの基準についての詳細は、注記57に記載されている。
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２　会計方針

会計方針は以下の通りである。会計方針は継続適用されている。

a 連結

グループ会社(組成された企業を含む)の資産、負債および業績は、報告日までに作成された各財務書類に

基づき、本財務書類に含まれている。グループ会社には、子会社、関連会社および共同支配企業が含まれ

る。

(1)子会社

子会社とは、当行グループが支配する事業体をいう。当行グループが事業体に対するパワーを有してお

り、事業体への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有し、かつ事業体に

対するパワーにより当該リターンに影響を及ぼす能力を有している場合には、事業体を支配している。これ

は通常、議決権の過半数に相当する株式を保有することで取得できるが、特定の状況においては、議決権の

過半数を保有していない場合でも、当行グループが支配力を行使できる能力を有する可能性がある。当行グ

ループが他の事業体を支配しているかどうかの評価に際して、現在行使可能または転換可能な潜在的な議決

権の存在とその効果が考慮される。当行グループは、上記の要素のいずれかの変更を示唆する事実および状

況が存在する場合に、事業体を支配しているか否かを再評価する。子会社は、当行グループに支配権が移転

した日より完全に連結され、支配権が消滅した日より連結が中止される。主な子会社の詳細は、注記27に記

載されている。

当行グループは集団投資ビークルについて、受益持分を所有することで、当該ファンドの投資活動から外

部のファンド・マネジャーを除外する実質的権利を有する場合に連結する。当行グループの子会社が集団投

資ビークルのファンド・マネジャーである場合、自らが本人として行動していることにより集団投資ビーク

ルを支配しているかどうかの判断において、当行グループは様々な要因を検討する。これには、投資ビーク

ルに対する当行グループの意思決定権限の範囲の評価、ファンド・マネジャーとして行動する当行グループ

に対して他の当事者が有する理由を問わない実質的な解任権などの権利、当行グループが意思決定者として

の立場として得る権利のある報酬および当行グループが投資ビークルに対して有する受益持分から生じる変

動リターンに対するエクスポージャーなどがある。当行グループの保有する受益持分が過半数に満たなくと

も連結が適切な場合がある。集合投資ビークルを連結する場合は、当行グループ以外の当事者の持分はその

他の負債に計上される。

組成された企業とは、議決権という手段により活動が左右されないように設計されている事業体をいう。

当行グループは、自らが持分を有する事業体に対するパワーを有するかの評価において、事業体の目的およ

び設計、関連性のある事業体の活動を指図する実質上の能力、事業体との関係の性質、ならびに事業体のリ

ターンの変動性に対するエクスポージャーの規模などの要因を考慮する。

非支配持分との取引にかかる処理は、当該取引の結果、当行グループが子会社に対する支配権を喪失する

かどうかによって異なる。支配権の喪失をもたらさない親会社の子会社に対する持分の変動は資本取引とし

て会計処理される。非支配持分の調整額と支払対価または受領対価の公正価値との差額は直接資本に認識さ

れ、親会社の所有者に帰属する。当行グループが子会社に対する支配権を喪失する場合には、支配権の喪失

日に旧子会社に対する非支配持分の金額の認識は中止され、旧子会社に対する残存投資は公正価値で再測定

される。損益に認識される子会社の一部売却にかかる損益には、残存持分の再測定にかかる損益が含まれ

る。

グループ会社間での内部取引残高および未実現損益は相殺消去される。

当行グループによる企業結合の会計処理には取得法が用いられる。子会社取得の対価は、譲渡した資産、

発生した負債および当行グループが発行した持分証券の公正価値である。対価には、契約に基づく偶発対価
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により生じる資産または負債の公正価値が含まれる。取得関連費用は、債券(注記２e(5)を参照のこと)また

は株式資本(注記２r(1)を参照のこと)の発行に関連する費用を除き、発生時に費用処理される。企業結合に

おいて取得した識別可能資産および引き受けた識別可能負債は取得日に公正価値で当初測定される。

(2)共同支配企業および関連会社

共同支配企業とは、当行グループが他の当事者と共同で支配し、取決めの純資産に対する権利を有してい

る共同支配の取決めをいう。関連会社とは、事業体のうち、当行グループが、重要な影響力を有しているも

のの、その財務および経営方針を支配または共同支配していない事業体をいう。重要な影響力とは、当該事

業体による財務および経営方針の決定に参加できる権限であるが、当該方針に対する支配または共同支配で

はなく、通常この影響力は、当該事業体の議決権付株式の20％から50％を保有することにより得ることがで

きる。

当行グループは、重要な影響力を有するか共同支配しており、ベンチャー・キャピタル事業として運営し

ている事業部門に対する投資に、ベンチャー・キャピタル向免除を利用している。これらの投資は、当初認

識時に損益を通じて公正価値で測定するものとして指定される。共同支配企業および関連会社に対する上記

以外の当行グループの投資は持分法により会計処理されるため、取得原価で当初計上され、その後は毎年、

監査済の財務書類に基づいて取得後の共同支配企業または関連会社の業績に対する当行グループの持分を反

映するための調整が加えられる。なおこの監査済の財務書類は、その報告日が当行グループの財務書類と同

日か、当行グループの報告日より３ヶ月以内である。損失に対する持分は、当該損失を補填するために拠出

しなければならない資金の額に制限される。

b のれん

のれんは、子会社の買収を含む企業結合ならびに共同支配企業および関連会社に対する持分の取得によっ

て生じる。のれんは取得原価のうち、取得した識別可能な資産、負債および偶発債務に対する当行グループ

の持分の公正価値を超過している部分を示している。被買収事業体の識別可能な資産、負債および偶発債務

に対する当行グループの持分の公正価値が取得原価を超過している場合、この超過部分は即時に損益計算書

において認識される。

のれんは資産として取得原価で認識され、少なくとも年に１度減損テストが実施される。減損が認められ

た場合、のれんの帳簿価額は損益を通じて即時に償却され、その後戻入は行われない。関連会社および共同

支配企業の買収により生じたのれんは、当行グループの共同支配企業および関連会社に対する投資に含まれ

る。子会社の売却日において、かかる子会社に帰属するのれんの帳簿価額は売却損益の計算に含まれるが、

過去に準備金から直接償却されている場合はこの限りではない。

c その他の無形資産

その他の無形資産には、ブランド、コア預金無形資産、購入したクレジットカード・リレーションシッ

プ、顧客関連の無形資産ならびに内部および外部の双方から生じた資産計上されるソフトウェア改良費が含

まれる。有限の耐用年数を有すると判断された無形資産は、下記見積耐用年数にわたり定額法で償却され

る。

資産計上されるソフトウェア改良費 上限は７年

ブランド(有限の耐用年数を有すると評価されたもの) 10年から15年

顧客関連の無形資産 上限は10年

コア預金無形資産 上限は８年

購入したクレジットカード・リレーションシップ ５年
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有限の耐用年数を有する無形資産は、減損の兆候の有無を評価する目的で各報告日にレビューが実施され

る。そのような兆候が存在する場合、当該資産の回収可能価額が算定され、当該資産の帳簿価額がその回収

可能価額を上回っている場合には即時にその差額が償却される。一部のブランドは耐用年数が確定できない

と判断され、償却されていない。このような無形資産については、耐用年数が確定できないという判断が依

然として適切かどうかを再確認するため、毎年再評価を実施する。耐用年数が確定できないという判断が不

適切となった場合、当該資産について有限の耐用年数を確定し、減損テストを実施する。

d 収益認識

すべての利付金融商品(損益を通じて公正価値で測定されるものを除く)に伴う受取利息および支払利息

は、実効金利法を用いて損益計算書へ認識される。実効金利法とは、金融資産または負債の償却原価を算定

し、受取利息または支払利息を、当該金融商品の予想残存年数にわたって配分する方法である。実効金利と

は、予想される将来の現金支払額または受取額を、金融商品の予想残存年数(適切な場合、これより短い期

間)にわたり、当該金融資産または金融負債の帳簿価額純額まで正確に割引く際の利率である。

実効金利は、当該商品に適用されるあらゆる契約条件(将来の信用損失は除く)を考慮した後に将来キャッ

シュフローを見積るという方法で、当該金融資産または負債の当初認識時に算定される。かかる算定には、

当行グループが支払うか受け取る見込みのあらゆる額(早期償還手数料および関連する違約金、ならびに総利

益の一部であるプレミアムやディスカウントを含む)が含まれる。またかかる算定においては、金融商品の取

得、発行または売却取引に関連する直接的な追加費用も考慮される。減損損失により、特定の金融資産また

は類似金融資産グループの価額が評価減された場合、受取利息は、減損損失を測定するため将来キャッシュ

フローを割引く際に用いられた利率を用いて認識される(下記hを参照のこと)。

実効金利の計算に含まれない手数料は、通常、当該サービスの提供時に認識される。実行される可能性が

高い貸付コミットメントの手数料は(関連する直接費用とともに)繰り延べられ、貸付が実行された時点で実

効金利に対する調整として認識される。実行される可能性が低い貸付コミットメントの手数料は、ファシリ

ティの期間にわたり認識される。シンジケート・ローンの組成手数料は、シンジケート完了時に収益として

認識される。なお当該シンジケート・ローンには、当行グループ自身がシンジケート・ローンに参加しない

場合と、貸付金および前渡金を含むあらゆる利付金融商品にかかる実効金利(他の参加者と同じ金利)で、当

行グループも参加する場合がある。

受取配当金は、受給権の確定時に認識する。

生命保険および損害保険事業に固有の収益認識方針の詳細については以下に記載している(下記oを参照の

こと)。リースに関するものは以下k(2)に記載されている。

e 金融資産および負債

金融資産は、当初認識時に、損益を通じて公正価値で測定する資産、売却可能金融資産、満期保有投資ま

たは貸付金および債権のいずれかに分類される。金融負債は償却原価で測定される。ただし、トレーディン

グ目的負債や、当初認識時に損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されたその他の金融負債は、

公正価値で評価される。貸付金および債権、預金、発行債券および劣後債券は、当行グループが商品の契約

条項の当事者となった時点で当初認識される。有価証券や、その他の金融資産およびトレーディング目的負

債の通常の売買は、当行グループが当該資産を売買すると約束した日である約定日に認識される。

金融資産の認識は、この資産から生じるキャッシュフローを受領できる約定権利が消滅した場合か、当行

グループが当該約定権利を譲渡した場合で、次のいずれかに該当する場合に中止される。

－　所有に伴うリスクおよび便益の実質的にすべてが譲渡された場合。

－　当行グループが、所有に伴うリスクおよび便益の実質的にすべてを留保または譲渡していないものの、

支配権を譲渡した場合。

金融負債の認識は、その消滅時(すなわち債務履行時)、取消時、または失効時に中止される。
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(1)損益を通じて公正価値で測定する金融商品

金融商品は、トレーディング目的有価証券の場合か、経営陣が損益を通じて公正価値で測定するものとし

て指定している場合に、損益を通じて公正価値で測定する金融商品に分類される。デリバティブは公正価値

で評価される(下記fを参照のこと)。

トレーディング目的有価証券とは、債券および株式のうち、主に短期間で売却することを目的に取得した

ものか、短期間で利益を上げることを目的に管理しているポートフォリオの一部となっているものをいう。

このような有価証券は、トレーディング目的有価証券に分類され、公正価値で貸借対照表へ認識される。公

正価値の変動に起因する損益は、利子および受取配当金とともに、発生した期間の損益計算書上のトレー

ディング収益純額に認識される。

損益を通じて公正価値で測定するその他の金融資産および負債は、当初認識時に、経営陣がそのようなも

のとして指定する。この資産および負債は、公正価値で貸借対照表へ計上され、公正価値の変動に起因する

損益は、利子および受取配当金とともに、発生した期間の損益計算書上のトレーディング収益純額に認識さ

れる。金融資産および負債は、以下のような場合に、損益を通じて公正価値で測定するものとして取得時に

指定される。

－　別の基準で資産および負債を測定するか損益を認識するかした場合に生じるであろう一貫性を欠く処理

を排除できるまたは大幅に減らせる場合。当行グループが、損益を通じて公正価値で測定する資産とし

て指定する金融資産の主な種類は、当行グループが生命保険事業において発行している、保険契約およ

び投資契約の裏付となる資産である。公正価値で測定するものとして指定することで、これらの資産の

公正価値の変動を、関連する負債の価額変動とともに損益計算書へ計上することが可能になるため、こ

れらの資産を売却可能金融資産に分類した場合に生じる、測定に伴う一貫性の欠如を大幅に減らすこと

ができる。

－　資産および負債が、特定のグループの一部であり、そのグループの管理および業績の評価が、文書化さ

れたリスク管理または投資戦略に従って公正価値ベースで行われており、管理情報も公正価値ベースで

作成されている場合。上記a(2)に記載している通り、一部の当行グループの投資は、ベンチャー・キャ

ピタル投資として管理され、公正価値で評価されており、損益を通じて公正価値で測定するものとして

指定されている。

－　資産および負債が、契約に基づき生じるキャッシュフローを大幅に変動させるか、区分経理処理する必

要がある１種類以上の組込みデリバティブを含んでいる場合。

活発な市場で取引されている資産および負債の公正価値は、それぞれ、最新の買い呼び値および売り呼び

値に基づく。市場が活発でない場合、当行グループは、評価技法を用いて公正価値を算定する。これには、

最近の独立当事者間取引価格を用いるという手法、実質的に同じ他の金融商品の価格を参照するという手

法、割引キャッシュフロー分析、オプション価格決定モデルおよび市場参加者が一般的に用いているその他

の評価技法が含まれる。評価技法や、評価モデルに用いる重要なインプットの詳細については、注記３(重要

な会計上の見積りおよび判断：金融商品の公正価値)および注記50(3)(金融商品：公正価値で計上される金融

資産および負債)を参照のこと。

当行グループは、デリバティブ以外の金融資産(事業体が、当初認識時に損益を通じて公正価値で測定する

ものとして指定した資産以外)が、短期間で売却するか買い戻す目的で保有しているものでなくなった場合、

再分類日の公正価値でこの資産をトレーディング目的から別のカテゴリーへ以下の通りに再分類することが

できる。

－　金融資産が貸付金および債権の定義を満たしている場合(当初認識時にはトレーディング目的で保有する

ものに分類しなければならなかったという事実がなければ)、当該資産は、当行グループが予見可能な将
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来または満期まで保有する意思および能力を有している場合にのみ、貸付金および債権へ再分類でき

る。

－　金融資産が貸付金および債権の定義を満たしていない場合、当該資産は、「稀なケース」ではあるもの

の、トレーディング目的で保有する資産のカテゴリーから売却可能金融資産へ再分類できる。

(2)売却可能金融資産

損益を通じて公正価値で測定するトレーディング目的有価証券、満期保有投資または貸付金および債権の

いずれにも分類されない債券および株式は、売却可能金融資産として分類され、取引費用を含む公正価値で

貸借対照表へ認識される。売却可能金融資産とは、不確定期間にわたって保有する予定で、流動性が必要な

場合か、金利、為替レート、または株価が変動した場合には売却する可能性のある資産をいう。売却可能と

して分類される投資の公正価値の変動に伴う損益は、当該金融資産について売却、減損、または満期のいず

れかが生じるまではその他の包括利益に直接認識され、売却、減損、または満期のいずれかが生じた時点

で、それまでその他の包括利益に認識された損益の累計額が損益計算書に認識される。実効金利法を用いて

算定される利息や、外貨建債券に伴う為替差損益は、損益計算書へ認識される。

当行グループは、金融資産が再分類の時点で貸付金および債権の定義を満たしており(売却可能資産に指定

されていない場合で)、当該資産を予見可能な将来にわたって保有する意思および能力がある場合に、売却可

能資産カテゴリーから貸付金および債権カテゴリーへ再分類することができる。売却可能カテゴリーから満

期保有カテゴリーへの金融資産の再分類は当行グループが当該金融資産を満期まで保有する意思および能力

がある場合に認められる。

再分類は再分類日における公正価値で行われる。公正価値が新たな取得原価または償却原価となる。貸付

金および債権カテゴリーならびに満期保有カテゴリーに再分類される金融資産の実効金利は再分類日に算定

される。振り替えられた資産について、過年度に資本に認識された損益は、実効金利法を用いて当該投資の

残存期間にわたり、または当該資産が減損するまで損益計算書を通じて償却される。新たな償却原価と予想

キャッシュフローとの差額もまた、実効金利法により当該資産の残存期間にわたって償却される。

振り替えられた売却可能資産について減損損失が認識される場合には、資本に残存する売却可能資産にか

かる剰余金の未償却残高は損益計算書に振り替えられ、減損損失の一部として計上される。

(3)貸付金および債権

貸付金および債権には、銀行および顧客に対する貸付金および前渡金や適格資産(損益を通じて公正価値で

測定する資産または売却可能金融資産のいずれかの分類から貸付金および債権の分類へ振り替えられた資産

を含む)が含まれる。貸付金および債権は、現金が借手に貸し出された時点で、取引費用を含む公正価値にて

当初認識される。貸付金および債権カテゴリーへ振り替えられた適格資産については、振替日の公正価値で

認識される。貸付金および債権として分類された金融資産は、実効金利法による償却原価(上記dを参照のこ

と)から減損引当金(下記hを参照のこと)を差し引いた額で計上される。

当行グループは、顧客に対する一定の貸付金および前渡金を原資として資金調達をするため、証券化およ

び類似の取引に関する契約を結んでいる。証券化貸付ポートフォリオのリスクおよび便益の大部分が当行グ

ループに留保されることを条件に、証券化ビークルが債券発行により資金調達を実施している場合には、当

行グループは引き続き、このような顧客に対する貸付金および前渡金を、資金調達に伴う負債とともに認識

している。

(4)満期保有投資
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満期保有投資とは、支払額が確定しているまたは決定可能で、確定した満期を有するデリバティブ以外の

金融資産であり、当行グループの経営陣が満期まで保有する積極的な意思と能力を有するものである。ただ

し、下記のものを除く。

－当行グループが当初認識時に損益を通じて公正価値で測定するものとして指定するもの

－当行グループが売却可能に指定するもの

－貸付金および債権の定義を満たしているもの

満期保有投資は直接および追加取引費用を含む公正価値で当初認識され、その後、実効金利法による償却

原価から減損引当金を差し引いた額で測定される。

満期保有投資を売却または再分類した場合、金額的に僅少な場合を除いて、すべての満期保有投資を売却

可能金融資産に再分類する。

(5)借入金

借入金(銀行預り金、顧客預金、発行債券および劣後債券を含む)は、取引費用控除後の発行による収入で

ある公正価値で当初認識される。その後これらの金融商品は、実効金利法を用いて償却原価で計上される。

優先株式やその他の金融商品のうち、利払義務のある利子が付いているものか、特定の日に償還可能なも

のは、金融負債に分類される。これらの金融商品に付帯している利子は、支払利息として損益計算書へ認識

される。

条件が大幅に異なる金融負債の交換は、当初の金融負債を消却し、新たな金融負債を認識するという方法

で会計処理される。消却した金融負債と新たに認識した金融負債の帳簿価額との差額は、発生した関連費用

または手数料とともに損益計算書へ認識される。

金融負債を持分商品と交換した場合、新たな持分商品が公正価値で認識され、当初の負債の帳簿価額と新

たな持分商品の公正価値との差額が損益計算書へ認識される。

(6)売戻条件付契約および買戻条件付契約

買戻条件付契約(以下「レポ契約」という。)に基づき売却された有価証券は、付帯するリスクおよび便益

の実質的にすべてを当行グループが留保する場合、引き続き貸借対照表へ認識される。当該取引で得た資金

は、銀行預り金、顧客預金、またはトレーディング目的負債に含まれる。一方、売戻条件付契約(以下「リ

バース・レポ契約」という。)に基づき購入された有価証券は、その所有に伴うリスクおよび便益の実質的に

すべてを当行グループが取得しない場合、貸付金および債権またはトレーディング目的有価証券として計上

される。売却価格と買戻価格の差額は、利息として取り扱われ、実効金利法を用いて契約期間にわたり認識

される。

証券の貸借取引には、通常担保が供される。担保は、差し出しまたは受領された証券または現金の形式を

とる。取引相手に貸し出された有価証券は引き続き貸借対照表に計上される。借入有価証券は、第三者へ売

却しない限り貸借対照表に認識されないが、第三者への売却時には、この証券の返却義務が公正価値でト

レーディング目的負債として計上される。供与または受領した現金担保は、貸付金および債権または顧客預

金として取り扱われる。

f デリバティブ金融商品およびヘッジ会計

デリバティブはすべて公正価値で認識される。公正価値は、適宜、最近の市場取引価格を含む活発な市場

の相場価額から入手したり、割引キャッシュフロー分析やオプション価格決定モデルを含む評価技法を用い

て入手する。デリバティブは、公正価値がプラスの時は資産として、またマイナスの時は負債として、それ

ぞれ貸借対照表へ計上される。評価技法や、評価モデルに用いる重要なインプットの詳細については、注記
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３(重要な会計上の見積りおよび判断：金融商品の公正価値)および注記50(3)(金融商品：公正価値で計上さ

れる金融資産および負債)を参照のこと。

ヘッジ関係の一部でないデリバティブ商品の公正価値の変動は、即時に損益計算書へ認識される。

金融商品や保険契約に組込まれているデリバティブは(組込みデリバティブ自体が保険契約でない限り)、

このデリバティブと本体契約の経済的特徴やリスクが密接に関連しておらず、本体契約が損益を通じて公正

価値で測定するものでない場合に、個別のデリバティブとして処理される。このような組込みデリバティブ

は公正価値で測定され、公正価値の変動は損益計算書に認識される。IFRS第４号「保険契約」に従い、保険

契約者が有する、固定額で保険契約を解約するオプションは組込みデリバティブとして処理されない。

デリバティブの公正価値の変動の認識方法は、デリバティブがヘッジ手段に指定されているかどうかによ

り、また指定されている場合にはヘッジ対象項目の種類によっても異なる。ヘッジ会計を適用すると、ある

金融商品(通常はスワップ等のデリバティブ)を、別の金融商品(貸付金または預金、或いはこれらのポート

フォリオ)のヘッジ手段として指定できる。ヘッジ関係の開始時には、ヘッジ戦略、ヘッジ対象項目および

ヘッジ手段、ならびにヘッジ対象リスクの公正価値またはキャッシュフローの変動の相殺におけるヘッジ関

係の有効性の測定に用いる手法を明記した正式な文書が作成される。ヘッジ関係の有効性は、ヘッジ会計の

開始時と適用期間中にテストされ、文書化された目的を達成するのに有効なものではなくなったという結論

に達した場合、ヘッジ会計は中止される。

当行グループでは、特定のデリバティブを、次のいずれかに指定している。(1)認識済資産または負債に固

有の特定リスクの公正価値のヘッジ(以下「公正価値ヘッジ」という。)、(2)認識済資産または負債から将来

生じる可能性が極めて高いキャッシュフローのヘッジ(以下「キャッシュフロー・ヘッジ」という。)、(3)在

外事業に対する純投資のヘッジ(以下「純投資ヘッジ」という。)。これらは以下の方法で会計処理される。

(1)公正価値ヘッジ

公正価値ヘッジとして指定され適格なデリバティブの公正価値の変動は、ヘッジ対象リスクを含むヘッジ

対象資産または負債の公正価値の変動とともに損益計算書へ計上される。この処理は、ヘッジ対象資産が売

却可能資産に分類されている場合も同じである。ヘッジが、ヘッジ会計適用基準を満たさなくなった場合、

ヘッジ対象リスクを含むヘッジ対象項目の公正価値の変動は、損益計算書へ認識されなくなる。ヘッジ対象

項目の帳簿価額に対して加えられた調整の累計額は、実効金利法を用い満期までの期間にわたって損益計算

書を通じ償却される。

(2)キャッシュフロー・ヘッジ

キャッシュフロー・ヘッジとして指定され適格なデリバティブの公正価値の変動の有効部分は、その他の

包括利益のキャッシュフロー・ヘッジ剰余金にて認識される。非有効部分に関連する損益は、即時に損益計

算書へ認識される。資本へ計上された累計額は、ヘッジ対象項目が損益に影響を及ぼすこととなった期間に

おいて損益計算書へ再分類される。ヘッジ手段が失効するか売却された場合、またはヘッジがヘッジ会計適

用基準を満たさなくなった場合、その時点で資本に計上されている累計損益は、引き続き資本に計上され、

予定取引が最終的に損益計算書へ認識された時点で、損益計算書へ認識される。予定取引が生じる見込みが

なくなった場合、資本に計上されている累計損益は即時に損益計算書に振り替えられる。

(3)純投資ヘッジ

在外事業に対する純投資のヘッジは、キャッシュフロー・ヘッジと類似した方法で会計処理される。ヘッ

ジの有効部分にかかるヘッジ手段に伴う損益はその他の包括利益に認識され、非有効部分にかかる損益は即

時に損益計算書へ認識される。資本内の累計損益は、在外事業の売却時に損益計算書に含まれる。純投資

ヘッジに用いられるヘッジ手段には、デリバティブ以外の負債やデリバティブ金融商品が含まれる場合があ

る。
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g 相殺

金融資産および負債は、法的に行使可能な相殺権が存在し、純額ベースで決済を行う意思がある場合か、

資産の実現および負債の決済を同時に行う意思がある場合に相殺され、純額で貸借対照表へ計上される。取

引所取引のデリバティブにかかる現金担保は、担保のキャッシュフローが常にデリバティブのキャッシュフ

ローと相殺される場合を除いて、総額で表示される。特定の状況においては、マスター・ネッティング契約

が存在する場合であっても、経営陣に純額で決済を行う意思がない場合には、金融資産および負債は総額で

貸借対照表へ計上される。

h 金融資産の減損

(1)償却原価で会計処理される資産

当行グループは、当初認識後貸借対照表日までの間に発生した１つ以上の事象を原因として、金融資産ま

たは金融資産グループに減損が生じていることを示す客観的な証拠が存在するかどうかを、各貸借対照表日

に評価している。

このような事象が金融資産または金融資産グループの見積将来キャッシュフローに影響を及ぼしている場

合、減損引当金が認識される。減損引当金の金額は、当該資産の帳簿価額と当該資産の当初の実効金利で割

引かれた見積将来キャッシュフローの現在価値との差額である。資産に伴う金利が変動金利の場合、減損引

当金の測定に使用する割引率は最新の実効金利とする。

金融資産または金融資産グループの減損損失を認識後、受取利息は、減損引当金を控除した当該資産の帳

簿価額に実効金利法を適用して引き続き認識される。その後の期間において減損損失の金額が減少し、その

減少が減損認識後に生じた事象(借手の信用格付の改善など)と客観的に関連がある場合には、引当金が調整

され、戻入額が損益計算書へ認識される。

減損引当金は個々に重要性のある金融資産については個別に評価される。当該個別評価は主に当行グルー

プの商業貸付ポートフォリオにおいて使用される。リテール部門およびコンシューマー・ファイナンス部門

における当行グループのリテール・ポートフォリオ内の大部分の住宅モーゲージ、個人向貸付金およびクレ

ジットカード残高など、個別評価対象とする基準値に満たない少額かつ同種の貸付金で構成されるポート

フォリオ、ならびに貸し倒れのうち貸借対照表日現在で発生はしているものの個別に認識されていないもの

に対する減損引当金は、一括して算定される。

個別評価

当行グループの商業貸付ポートフォリオ内の個々に重要性のある金融資産については、資産の定期的なレ

ビューが実施され、潜在的にまたは実際に脆弱性を示す資産はより詳細な監視が行われるウォッチ・リスト

に掲載され、返済能力に対する悪影響あるいは潜在的な悪影響が、資産を専門のビジネス・サポート部門に

振り替えるべきかどうかを評価する際に用いられる。法人貸付に対する減損引当金の当初認識(または減損引

当金の追加認識)の原因となるトリガー事象の具体例には、(ⅰ) 借手における営業損失、商機の逸失または

主要顧客の喪失、(ⅱ) 利息または元本の不払いなど、ローン・ファシリティの契約条項の重大な違反、また

は担保として不十分とみなされるほどの担保価値の下落、(ⅲ) 財政難による活発な市場の消滅、または(ⅳ)

貸付金の回収促進のための優遇条件によるファシリティ再編(エクイティ・スワップのための債務など)があ

る。

個別に識別された金融資産については、キャッシュフローの金額および時期に関して重要な経営陣の判断

を要する見積将来キャッシュフローの見直しが行われる。債務につき担保が供されている場合は、担保権の

行使または担保の換価の可能性にかかわらず、担保の売却による見積キャッシュフロー(売却費用控除後)を

評価に反映する。

償却原価で保有する、減損が生じた債券については、見積将来キャッシュフローに対する追加的なマイナ

スの影響が存在すると判断された場合、その後の期間において減損損失が認識される。信用スプレッドの一

般的な拡大に起因する公正価値の低下自体は、追加的な減損の原因とならない。
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一括評価

(1)個別に減損が生じていないとみなされる同種グループの貸付金、および(2)損失は発生しているが、現

時点では個別減損対象の貸付金に識別されていないケースでの損失を認識する場合、減損は一括で評価され

る。

貸付金の同種グループ

少額かつ同種の貸付金のポートフォリオについては、資産は類似のリスク特性を有する金融資産グループ

に含められ、減損の一括評価が行われる。グループ化に際し、資産の種類、産業セクター、所在場所、担保

の種類、延滞状況、その他の関連要素を考慮する。これらの特性は、借手が評価対象資産の契約条件に従っ

て全額を返済できる能力の指標となることから、当該資産の資産グループにかかる将来キャッシュフローの

見積りに関連性を有するものである。

一般的に、貸付金または貸付金グループにかかる減損の計算に用いられる減損のトリガーは、あらかじめ

定められた延滞率の水準に達した場合、または顧客が破産した場合である。貸付金のうち、当行グループが

利息または元本の一部の減免を約定するものも減損が生じているとみなされ、減損が生じている資産にかか

る再融資のために組成されたものも減損が生じていると定義される。

当行グループの担保付のモーゲージ・ポートフォリオについては、減損引当金は、６ヶ月以上延滞してい

る(もしくは借手が破産しているまたは再生している特定のケースにおいて)といった減損が生じた貸付金の

定義に基づいて算定される。見積キャッシュフローは過去の実績に基づいて計算され、住宅価格の予想され

る将来の変動を考慮した担保の期待価値の見積り(売却費用控除後)による影響を受ける。

無担保の個人向貸付ポートフォリオについては、減損のトリガーは賦払金が２回以上延滞した場合、また

は顧客が上記の減損特性を１つ以上示した場合である。トリガーは個別の資産の支払実績または状況に基づ

くものであるが、将来キャッシュフローの評価では、一括評価の対象とみなされる類似したポートフォリオ

群の過去の実績を用いる。将来キャッシュフローは、ポートフォリオ群内の資産にかかる契約上のキャッ

シュフローおよび類似資産の過去の損失実績に基づいて見積られる。現在の状況のうち過去の損失実績が基

準としていた期間には影響を及ぼしていないような状況による影響を反映し、現在では存在しないような過

去の期間における状況による影響を排除するために、過去の損失実績は現在の観測可能な経済および信用状

況(失業率および借手の行動を含む)に関するデータを基に調整される。当行グループでは、将来キャッシュ

フローを見積るために利用される方法および仮定を、見積損失と実際の損失との乖離を縮小するよう定期的

に見直している。

損失は発生しているが、現時点で減損が識別されていない場合

一括評価による引当金には固有損失にかかる引当金も含まれ、この損失とはすなわち、損失は発生してい

るものの、貸借対照表日現在において個別に識別されていない損失である。現在のところ減損を認識してい

ない貸付金は重要リスク要因により同種のポートフォリオにグループ化される。担保付リテール貸付金のリ

スク要因には、最新インデックス付きの借入金比率(ローン・トゥ・バリュー)、過去のモーゲージ支払遅

延、内部クロスプロダクトの遅延データおよび外部信用調査機関のデータが含まれる。無担保リテール貸付

金の場合、その勘定が最新であるかどうかを確認し、最新でない場合はこれまでの遅延回数をリスク要因に

含む。また商業貸付金の場合、実際のデフォルト率及およびデフォルト時損失率等の要因を含む。各勘定が

損失出現期間内に減損を認識される可能性および仮に減損した場合に各ポートフォリオから生じる可能性の

高い経済的損失についての評価が行われる。損失出現期間はポートフォリオごとに現地のマネジメントが算

定しているため、当行グループではポートフォリオ特性に応じた様々な損失出現期間の範囲を有している。

損失出現期間は定期的に見直され、必要に応じて更新される。通常、当行グループ全体で用いられる期間は

過去の実績に基づいて１ヶ月から12ヶ月である。無担保貸付ポートフォリオは担保付のポートフォリオに比

べ、損失出現期間が短めになる傾向がある。
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貸付金条件変更および放棄

特定の状況において、当行グループは、継続的な顧客関係の一環としてまたは借手の状況の悪化への対応

として、顧客に対する貸付金の当初の条件を変更する。条件変更された利息および元本の支払額では当該資

産の当初の帳簿価額を回収できない場合には、当該資産は引き続き延滞中として計上され、減損していると

みなされる。条件変更された利息および元本の支払額で当該資産の帳簿価額を回収できる場合には、変更後

の条件に従って支払いがなされている限り、当該貸付金は延滞中または減損しているとは計上されない。条

件変更は借入金および関連引当金の認識中止に繋がり、公正価値で当初認識される新規の貸付金となる可能

性がある。

償却

貸付金または前渡金について、利用可能な担保から収入を得た場合か、現実的に貸付金を回収できる見込

みがなく損失額が算定されている場合には、貸付金または前渡金の一部または全部が償却され、関連引当金

が取り崩される。過去に償却した額をその後回収した場合には、損益計算書に計上されている減損損失を減

額する。担保付および無担保の双方のリテール残高は、広範囲に及ぶ回収プロセスが完了した際に一度だけ

償却を行うか、もはや債権放棄は適切ではないと決定付ける段階に勘定の状況が達している場合のいずれか

に償却を行う。商業貸付金にについては、顧客の貸付枠が条件変更される場合、資産が管理下にあり、その

資産管理者によって見積られる金額のみが返済金として受領可能である場合、または担保資産が処分され、

今後決済金を受領する見込みがないとの判断が下される場合、あるいは再起不能な下落が予想キャッシュフ

ローに見られるという外的証拠(例えば第三者の評価)が存在する場合に償却が生じる。

債務の株式化

着実な回収のために貸付金と交換に取得した売却可能持分証券は、貸付金の売却および持分証券の取得と

して会計処理される。当該取引により特定事業体の支配権を取得した場合、この事業体は連結される。また

当該取引により当行グループが特定事業体に対する重要な影響力を得た場合、該当する投資は持分法により

会計処理される(上記(a)を参照のこと)。取得した資産または事業にその後減損があれば、当初の金融商品の

減損としてではなく、関連する資産または事業の減損として処理される。

(2)売却可能金融資産

当行グループは各貸借対照表日に、売却可能金融資産に減損が生じていることを示す客観的な証拠がある

かどうかの評価を行っている。この評価には、前述の償却原価で会計処理される金融資産にかかる基準に加

え、最新の財務状況(信用力を含む)および発行体に関する今後の見通しの評価が含まれ、実現が見込まれる

将来キャッシュフローが評価され、株式の場合には、その公正価値が著しくまたは長期間にわたって取得原

価を下回っているかどうかが検討される。減損損失が生じている場合、取得原価(元本償還額と償却額控除

後)と現在の公正価値の差額から、当該資産について過去に認識された減損損失を差し引いた額で測定される

累計損失が、資本から損益計算書へ再分類される。減損が生じた債券については、見積将来キャッシュフ

ローに対する追加的なマイナスの影響が存在すると判断された場合、その後の期間において減損損失が認識

される。なお信用スプレッドの一般的な拡大に起因する公正価値の低下自体は、追加的な減損の原因となら

ない。その後の期間において、売却可能として分類されている債券の公正価値が増加し、その増加が減損損

失認識後に生じた事象と客観的に関連付けられる場合には、当初の減損損失額を下回る部分が損益計算書の

貸方に計上され、超過部分はその他の包括利益に計上される。持分商品について損益計算書に認識された減

損損失は、損益を通じて戻入されない。

i 投資不動産
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投資不動産は、自社保有および長期賃借の土地および建物のうち、賃料収入の稼得か投下資本の増価のい

ずれかまたは両方を目的に保有しているものをいう。当行グループの投資不動産は、主に、生命保険ファン

ド内で保有している長期賃貸利回りや投下資本の増価を目的とする不動産に関係している。投資不動産は公

正価値で貸借対照表へ計上される。この公正価値は、英国勅許不動産鑑定士協会公表の指針に従い算定され

る公開市場価額である。この情報が入手できない場合、当行グループは、割引キャッシュフローに基づく予

測または直近の価格といった代替評価技法を用いる。これらの評価は、独立した評価の専門家が少なくとも

毎年見直す。投資不動産として継続使用する目的で再開発される投資不動産、またはその市場が活発でなく

なった投資不動産は、引き続き公正価値で測定される。公正価値の変動は、損益計算書上のトレーディング

収益純額に認識される。

j 有形固定資産

有形固定資産は、取得原価から減価償却累計額を差し引いた額で計上される。土地の価額(土地建物勘定に

含まれる)は減価償却されない。その他の資産の減価償却費は、取得原価から残存価額を差し引いた額を、以

下に記載されている各資産の見積耐用年数にわたり定額法を用いて減価償却する場合の額として計算され

る。

土地建物(土地を除く)：

－　自社保有／長期および短期賃借土地建物：50年または残存リース期間のいずれか短いほう。

－　賃借物件改良費：10年と残存リース期間(賃借契約の更新が見込まれない場合)のいずれか短いほう。

備品：

－　什器：10年から20年

－　その他の備品および自動車：２年から８年

資産の残存価額と耐用年数は、各貸借対照表日に見直され、必要に応じて調整される。

資産の帳簿価額が回収できない可能性があることを示唆する事象または状況の変化が存在する場合には、

当該資産の減損の有無が評価される。資産の帳簿価額が、その回収可能価額を上回っていると判断された場

合、その帳簿価額が即時に評価減される。回収可能価額は、資産の売却費用控除後の公正価値か使用価値の

いずれか高いほうである。

k リース

(1)借手の場合

当行グループが締結するリース契約は、主にオペレーティング・リースである。オペレーティング・リー

スの支払リース料は、リース期間にわたって定額法で損益計算書の借方に計上される。

オペレーティング・リースがリース期間満了前に解約された場合、違約金の形での貸手に対するあらゆる

支払いは、解約された期間に費用として認識される。

(2)貸手の場合

顧客へリースする資産は、対応するリース契約に基づき、同資産の所有に伴うリスクおよび便益(法的所有

権ではない)の実質的にすべてが借手へ移転する場合、ファイナンス・リース資産に分類される。その他の

リースはオペレーティング・リースに分類される。ファイナンス・リース契約が締結されている資産の場

合、リース料の現在価値は、無保証残存価額とともに、債権として、引当金控除後の価額で、銀行および顧

客に対する貸付金および前渡金に認識される。債権総額と債権の現在価値との差額は、未稼得ファイナン

ス・リース収益として認識される。ファイナンス・リース収益は、リースに対する純投資に伴う収益率が一

定になるよう、純投資法(税引前)によりリース期間にわたって受取利息に認識される。無保証残存価額は減

損の有無を特定する目的で定期的に見直される。
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オペレーティング・リース資産は、取得原価で有形固定資産に含まれ、予想残存価額を考慮した後に、そ

の見積耐用年数(リース期間と同じ)にわたって減価償却される。オペレーティング・リースのリース料収入

は、リース期間にわたって定額法で認識される。

当行グループでは、リース以外の契約(外注契約や類似の契約など)を評価して、これらの契約に個別に会

計処理すべきリースが含まれていないかどうかを判定している。

l 従業員給付

給与、有給休暇、業績連動型現金報奨および社会保険料などの短期従業員給付は、従業員が関連する役務

を提供する期間にわたり認識される。

当行グループでは、従業員向けに多くの退職後給付型制度を運営しており、これには確定給付型および確

定拠出型の両年金制度が含まれる。確定給付型制度とは、従業員が退職後に受給する予定の年金給付額が、

年齢、勤続年数および給与といった１種類以上の要素に基づき定められるような年金制度をいう。確定拠出

型制度とは、当行グループが一定額を拠出する義務を負い、それ以上を拠出する法定または見なし債務を負

わないような年金制度をいう。

当行グループの主要な確定給付型制度を対象とする完全な保険数理上の評価は３年ごとに実施され、その

間の各年度においては暫定的な評価が実施される。これらの評価は、毎年12月31日現在で独立公認保険数理

士が更新する。これらの年次更新においては、制度資産は公正価値で含まれ、制度負債は予測単位積増方式

を用い保険数理計算により測定される。確定給付型制度の制度負債は、高格付の社債のうち、その通貨が本

制度の給付通貨と同じで、その満期までの期間が本制度における年金債務期間と近似するような社債の貸借

対照表日現在における市場での利回りと同等の利率を用いて割引かれる。

当行グループの損益計算書の借方に計上される項目には、年金給付にかかる当期勤務費用、過去勤務費

用、支払(受取)利息純額および制度資産にかかる運用収益から控除されない制度管理費用が含まれる。過去

勤務費用は、制度の変更または縮小により生じた確定給付債務の現在価値の変動を表し、制度が変更または

縮小された時点で認識される。支払(受取)利息純額は、確定給付負債または資産の純額に対する期首時点の

割引率を適用して計算される。

再測定は、保険数理上の損益、制度資産にかかる運用収益(支払(受取)利息純額に含まれる金額および制度

資産管理費用の純額を除く)および資産上限の変更による影響(該当があれば)から成り、貸借対照表に即時に

反映され、費用または収益は発生した期間のその他包括利益に認識される。その他包括利益に認識された再

測定は即時に利益剰余金に反映され、その後損益への再分類は行われない。

当行グループの貸借対照表には、積立超過純額または不足純額(貸借対照表日現在の制度資産の公正価値と

制度負債の割引価値の差)が含まれる。積立超過額は、将来において拠出を減らすか、制度からの返金により

回収できる額の範囲内でのみ認識される。

当行グループの確定拠型出制度に伴う費用は、支払期日が到来する期間の損益計算書の借方に計上され

る。

株式報酬の会計については、以下(m)に記載されている。

m 株式報酬

ロイズ・バンキング・グループは、特定の従業員から提供を受けた役務に関して、株式で決済される株式

報酬制度をいくつか運営している。この制度に基づき持分商品を付与する見返りとして従業員から受ける役

務の価額は、当該持分商品の権利確定期間にわたり費用として認識されるとともに、対応する資本が増加す

る。この費用は、権利確定が見込まれる数の持分商品の公正価値を参照して算定される。付与する持分商品

の公正価値は、付与日の市場価格(入手可能な場合)に基づく。市場価格が入手できない場合、付与日におけ

る持分商品の公正価値は、ブラック・ショールズ・オプション価格決定モデルまたはモンテ－カルロ・シ

ミュレーションなどの適切な評価技法を用いて見積られる。公正価値の算定時には市場関連以外の権利確定
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条件による影響額は除かれるが、権利が確定する見込みのオプション数の見積りに用いられる仮定には当該

条件が含まれる。この見積りは、各貸借対照表日に再評価され、必要な場合修正される。当初の見積りの修

正は損益計算書へ認識され、対応する調整額が資本に計上される。従業員による当行グループの給与天引き

貯蓄制度への拠出中止は権利不確定条件として取り扱われ、当行グループは、中止された年度において、中

止されなければ残りの権利確定期間にわたって認識されたであろう額に相当する額の費用を認識する。各修

正は修正日に評価され、増分費用が益計算書の借方に計上される。

n 税金

課税所得について納めるべき当期法人税は、当該利益が生じた期間に費用として認識される。

当行グループの長期保険事業に伴う税金費用は、保険契約者の利益について納めるべき税金と、株主の利

益について納めるべき税金とに分析される。この配分は、当年度における英国の税法に基づき各利益に適用

される税率の評価に基づく。

繰延税金は、税務上の資産および負債と、連結財務書類上のそれぞれの計上額との差異から生じる一時差

異に関して、負債法を用いて全額計上される。ただし、企業結合以外の取引における資産または負債の当初

認識に起因するもので、取引の時点で会計上の損益または税務上の損益のいずれにも影響を及ぼさないもの

については、繰延税金は計上されない。繰延税金は、貸借対照表日までに実際にまたは実質的に制定されて

いる税率のうち、関連繰延税金資産の実現時か繰延税金負債の消滅時に適用されると予想される税率を用い

て算定される。

繰延税金資産は、将来において、一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い場合に認識され

る。利益にかかる法人税は、当該利益が生じた期間に費用として認識される。繰越できる欠損金がもたらす

税効果は、将来において、この欠損金を利用できる課税所得が生じる可能性が高い場合に資産として認識さ

れる。売却可能投資およびキャッシュフロー・ヘッジの公正価値の再評価に伴う損益と関係のある繰延税金

および当期税金については、当該損益がその他の包括利益へ認識される場合にはともにその他の包括利益へ

認識され、その後、当該損益とともに損益計算書へ振り替えられる。

繰延および当期税金資産および負債は、同一の税務報告グループ内で生じたものであり、純額ベースでの

決済、または資産の実現と負債の消滅の同時実施のいずれかを行う法的権利および意思がある場合にのみ相

殺される。

o 保険

当行グループでは、生命保険事業と損害保険事業の両方を展開している。保険および有配当投資契約は

IFRS第４号「保険契約」に準拠して会計処理され、このIFRS第４号はIFRS適用前に採用した保険および有配

当投資契約の測定に関する会計実務の継承を容認(一部例外あり)するものである。そのため当行グループで

は、引き続きFRS第27号「保険契約」を含む英国GAAPおよび英国で確立した実務を用いてこれらの商品を会計

処理する。

生命保険事業において販売する商品は、下記３種類のカテゴリーに分類される。

－　保険契約－この契約は、重大な保険リスクと、場合によっては金融リスクを移転する契約である。当行

グループでは、重要な保険リスクを、保険事故が発生しなかった場合に支払うべき給付金を大幅に上回

る給付金を保険事故の発生時に支払わなければならない可能性として定義している。この契約には、裁

量権のある有配当性が含まれる場合と含まれない場合がある。

－　裁量権のある有配当性を含む投資契約(以下「有配当投資契約」という。)－この契約は、重大な保険リ

スクを移転する契約ではないが、保険契約者が、保証されている給付金に加えて、追加給付金または特

別給付金を受給できる約定権利を含んでいる。この追加給付金または特別給付金は、約定給付総額の相

当部分を占める可能性があり、金額および給付時期は、当該商品の契約条件にかかる制約の範囲内で、

所定の資産の運用実績をもとに、当行グループが自らの裁量で決定する。
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－　無配当投資契約－この契約は、重大な保険リスクを移転せず、また裁量権のある有配当性も含まない契

約である。

損害保険事業では、保険契約のみを発行している。

(1)生命保険事業

(ⅰ)保険契約および有配当投資契約の会計処理

保険料および保険金

保険契約および有配当投資契約に関連して払い受けた保険料は、支払期日が到来した時点で収益として認

識されるが、ユニットリンク型契約に伴う保険料は、払い受けた時点で収益として認識される。保険金は、

満期日か保険金請求日のいずれか早いほうの時点で費用として計上される。

負債

－　当行グループのウィズプロフィット・ファンド内の保険契約または有配当投資契約

当行グループのウィズプロフィット・ファンドに伴う負債(このファンドが締結している商品に組み込まれ

た保証やオプションを含む)は、健全性監督機構の現実的資本に関する指針に従い、現実的価額で計上される

が、このファンドから当行グループの別のファンドへ振り替えられる予定の額は未分配剰余金(以下を参照の

こと)に計上される。当該負債の価額の変動は保険金を通じて損益計算書に認識される。

－　ユニットリンク型でないか、あるいは当行グループのウィズプロフィット・ファンド外の保険契約およ

び有配当投資契約

今後発生する見込みの約定給付債務は、対応する保険料の認識時に計上される。この債務は、発生可能性

を考慮しながら、保有保険契約の存続期間における将来キャッシュフローを見積り、このキャッシュフロー

を評価日まで割り引くという方法で計算される。この債務は、金利の変動や、生命保険および年次給付に伴

う費用(将来の死亡率が不確実)により変動する。

将来キャッシュフローに影響を及ぼすあらゆる重要な要素(将来の金利、死亡率および費用を含む)につい

て仮定が策定される。

この債務の価額の変動は、損益計算書上の保険金へ認識される。

－　ユニットリンク型の保険契約および有配当投資契約

ユニットリンク型の保険契約および有配当投資契約に伴う負債は、ユニットの買い呼び値に、追加の引当

金(将来の費用が契約者への請求額を超える部分に対する引当金など)を適宜加えた額で計上される。この負

債は、ユニット価格の変動により増減し、保険契約管理費、死亡率および解約手数料や引出額により減少す

る。この負債の価額の変動は、損益計算書上の保険金へ認識される。特定期間中に生じた、勘定残高を超え

る給付請求も、保険金の借方に計上される。収益は、死亡率に応じた控除の対象となる保険料、保険契約管

理費および解約手数料で構成される。

未分配剰余金

ウィズプロフィット・ファンド内の残高のうち、保険契約者か株主へ支払うべき額として指定されていな

い部分は、未分配剰余金として認識されており、保険契約および有配当投資契約に起因する負債とは別に表

示される。

(ⅱ)無配当投資契約の会計処理
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当行グループの無配当投資契約は主にユニットリンク型のものである。この契約は、その価額が、当行グ

ループの統合型投資ファンド内の金融資産の公正価値に基づき連動するような金融負債として会計処理され

る。ユニットリンク型の契約に伴う金融負債の価額は、ユニットの最新価格に、貸借対照表日に保険契約者

に帰属するユニット数を乗じて算定される。この価額は、解約時に支払うべき額(必須の通知期間に応じて適

宜割引かれる)を下回らない。無配当投資契約に配分される投資利益(公正価値の変動および投資収益を含む)

は、保険金に認識される。

預入および引出は、損益を通じて会計処理されるのではなく、無配当投資契約債務に対する調整として貸

借対照表に直接計上される。

当行グループは、当初の段階で投資額の中から差し引くか徴収するという形で投資運用手数料を得る。こ

の手数料は、投資契約に基づき提供する発行および運用サービスに関する手数料で、当行グループは、この

契約の枠内で、契約締結時に顧客が選択した投資方針に基づき、顧客から預かった原資を積極的に運用して

収益を上げる。これらのサービスは、各契約の有効期間中に提供する不確定多数のサービスで構成されるた

め、当行グループは、当該手数料を繰り延べ、投資運用サービスの提供期間に応じた各契約の見積年数にわ

たり認識している。

新たな無配当投資契約の締結に直接帰属する費用やこれに伴う増分費用は繰り延べられる。この資産はそ

の後、投資運用サービスの提供期間にわたって償却され、その帳簿価額が回収できない可能性がある場合に

は減損の有無が見直される。この資産の帳簿価額が、その回収可能価額を上回っている場合、その帳簿価額

は、損益計算書内の支払手数料を通じて即時に評価減される。その他のあらゆる費用は、発生時に費用とし

て認識される。

(ⅲ)保有契約の価額

当行グループでは、保有する保険契約や有配当投資契約の価額を資産として認識している。この資産は、

貸借対照表日現在で締結している上記契約から生じる見込みの利益に対する株主の持分の現在価値を表す。

この額は、将来の景気や営業状況(将来の死亡率や契約継続率など)に関する適切な仮定の策定後に算定され

るもので、市場リスク以外のリスクや、金融オプションおよび保証の現実的価値に対する引当金を含む。各

キャッシュフローは、資本市場におけるキャッシュフローに適用されるのと同じ割引率を用いて評価され

る。連結貸借対照表内の資産は、この資産に帰属する税金を含む総額で表示され、この資産の変動は、損益

計算書のその他の営業収益に反映される。

企業結合やポートフォリオの譲渡に伴い取得した無配当投資契約にかかる投資運用サービスを提供して利

益を得る当行グループの契約上の権利は、取得日現在の公正価値で測定される。この結果生じた資産は、契

約の見積年数にわたって償却される。各報告日には、減損の兆候の有無を判定するための評価が行われる。

減損が生じている場合、当該資産の帳簿価額が回収可能価額まで減額され、減損損失が損益計算書に認識さ

れる。

(2)損害保険事業

当行グループでは、損害保険の引受業務と、損害保険商品の販売仲介業務の両方を実施している。引受時

に徴収する保険料は、払戻額控除後で、顧客への保険提供期間において保険料収入に含まれる。払い受けた

保険料のうち将来の期間と関係するものは、貸借対照表上の、保険契約および有配当投資契約に起因する負

債内で繰り延べられ、稼得時にのみ損益計算書の貸方へ計上される。仲介手数料は、引受会社が顧客への保

険提供リスクを引き受けた時点で認識される。将来の保険解約がもたらす影響額に対する引当金が、過去の

実績をもとに適宜設定される。

引受業務においては、貸借対照表日現在で、受理済だが未決済の保険金請求や、発生済だが未報告の保険

金請求に伴う見積費用に対する引当金を設定している。受理済だが未決済の保険金請求に伴う費用に対する
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引当金は、あらゆる既知の事実を考慮した上での、保険金請求の決済に伴う費用の最善の見積額に基づく額

である。必要な引当金の額を算定するのに十分な情報がない場合、最近決済された保険金に伴う費用を考慮

し、未決済事項の将来における状況の変化に関する仮定を用いた統計手法が利用される。貸借対照表日現在

で発生済だが未報告の保険金請求に対する引当金の算定にも類似の統計手法が用いられる。保険金支払債務

は割引かれない。

(3)負債の妥当性テスト

各貸借対照表日には、保険契約や有配当投資契約に伴う負債(費用の繰り延べにより生じる関連資産や、保

有契約の価額を除いた額)の妥当性を確認するための、負債の妥当性テストが実施される。このテストの実施

時には、契約上の割引将来キャッシュフロー、保険金請求の処理費や保険契約管理費および上記負債の裏付

けとなる資産からの投資収益に関する現時点での最善の見積りが用いられる。不足額は、初めに関連資産の

評価減を行い、その後負債の妥当性テストにて明らかとなった損失に対する引当金を設定するという方法

で、損益計算書の借方に即時に計上される。

(4)再保険

当行グループが再保険会社と結んでいる契約のうち、当行グループが自らの顧客と締結している１つ以上

の契約に関する未払保険金の補填を当行グループが受けられるという内容の契約は、保有再保険契約から生

じる資産として認識される。当行グループが自らの顧客と締結する契約が保険契約として分類され、再保険

契約により当該契約に伴う重要な保険リスクが再保険会社に移転する場合、保有再保険契約から生じる資産

は保険契約に分類される。当行グループが自らの顧客と締結する契約が無配当投資契約として分類され、再

保険契約により当該契約に伴う財務リスクが再保険会社に移転する場合、保有再保険契約から生じる資産は

無配当投資契約として分類される。

保有再保険契約から生じる資産-保険契約として分類

再保険会社から回収できるか、または再保険会社へ支払うべき額は、再保険対象契約に関連する額と一貫

性のある方法で、各再保険契約の規定に従って測定され、減損の有無が定期的に見直される。再保険契約に

基づく支払保険料は、支払期日到来時に、保険料収入に費用として認識される。再保険回収可能資産の変動

は、損益計算書上の保険金に認識される。

保有再保険契約から生じる資産-無配当投資契約として分類

この契約は、その価額が、再保険会社の投資ファンド内の金融資産の公正価値に基づき連動するような金

融資産として会計処理される。無配当投資契約に配分される投資利益(公正価値の変動および投資収益を含

む)は、保険金に認識される。預入および引出は、損益を通じて会計処理されるのではなく、保有再保険契約

から生じる資産に対する調整として貸借対照表に直接計上される。

p 為替換算

当行グループ内の各事業体の財務書類に含まれる項目は、各事業体が事業を展開している主要な市場にお

ける通貨(以下「機能通貨」という。)を用いて測定されている。連結財務書類は、当行の機能通貨および表

示通貨であるポンド建で表示されている。

外貨建取引は取引日の為替レートで適切な機能通貨に換算される。外貨建取引の決済や、期末日の為替

レートによる外貨建の貨幣性資産および負債の換算に伴う為替差損益は、損益計算書に認識されるが、適格

なキャッシュフローまたは純投資ヘッジはその他の包括利益に認識される。公正価値で測定されている非貨

幣性資産は、公正価値決定日の為替レートを用いて換算される。損益を通じて公正価値で測定する株式およ
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び類似の非貨幣性項目の換算差額は、公正価値評価損益の一部として損益に認識される。売却可能非貨幣性

金融資産(株式など)の換算差額は、この資産が公正価値ヘッジのヘッジ対象項目でない限り、資本の公正価

値剰余金に含まれる。

当行グループ内の全事業体の業績および財政状態のうち、表示通貨と機能通貨が異なるものは、以下の方

法で表示通貨へ換算される。

－　在外事業に伴う資産および負債(在外事業体の取得により生じたのれんや公正価値調整額を含む)は、貸

借対照表日現在の為替レートでポンドへ換算される。

－　在外事業に伴う収益および費用は、平均為替レートでポンドへ換算されるが、この平均為替レートが、

取引日現在の為替レートに近似しないレートの場合には、取引日の為替レートで換算される。

在外事業の換算から生じる為替換算差額はその他の包括利益に認識され、資本の個別項目内に、借入金お

よび当該投資のヘッジとして指定された外国通貨建商品の換算に起因する為替換算差額とともに累積される

(上記f(3)を参照のこと)。在外事業の売却時には、この事業に関連する累積為替換算差額が資本から再分類

され、売却損益に含まれる。

q 引当金および偶発債務

引当金は、過去の事象に起因する現在の債務のうち、その履行時に各種リソースの流出を必要とする可能

性が高く、その額を信頼性を持って見積ることができるような債務について認識される。

当行グループでは、空きのある賃借不動産のうち、現時点で負担すべき回避不能費用が、予想賃料収入を

上回っているような不動産について引当金を認識している。

偶発債務とは、潜在的な債務のうち、不確実な将来の事象により生じる債務もしくは、現在生じている債

務でリソースが流出するかどうかが不確実であるか、その額を信頼性を持って測定できないようなものをい

う。偶発債務は財務書類に認識されないが、発生の可能性が低いもの以外は開示される。

未利用の取消不能な貸付コミットメントについては、ファシリティが利用され、貸出金額を下回る金額に

て資産を認識する可能性が高い場合に引当金が計上される。

r 株式資本

(1)株式発行費用

新株またはオプションの発行もしくは事業の取得に直接帰属する増分費用は、収入額からの控除(税引後)

として資本に表示される。

(2)配当金

当行グループの普通株式について支払った配当金は、支払った期間において資本の減少として認識され

る。

s 現金および現金同等物

キャッシュフロー計算書上の現金および現金同等物は、現金や中央銀行に有する強制預金以外の残高、ま

た満期までの期間が３ヶ月未満の銀行に対する債権で構成される。

t 子会社に対する投資

子会社に対する投資は、取得原価から減損引当金を控除した額で計上される。

３　重要な会計上の見積りおよび判断

IFRSに準拠した財務書類の作成時には、資産、負債、収益および費用の報告額に影響を及ぼすような判

断、見積りおよび仮定を会計方針の適用の際に経営陣が行う必要がある。各種見積りには固有の不確実性が

伴うため、将来の期間において報告される実績は、これらの見積りとは異なる額に基づくものとなる可能性
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がある。見積り、判断および仮定は継続的に評価される。またこれらは、過去の実績やその他の要素(将来の

事象に関する推定のうち状況に応じて妥当だと考えられるようなものを含む)をもとに行われる。

以下においては、会計方針の適用時に経営陣が下す重要な判断や、本財務書類内の見積りに伴う不確実性

の主要な発生源で、業績や財政状態に極めて重要な影響があるとみなされるものについて説明している。

貸付金および債権の減損引当金

2014年12月31日現在の当行グループの貸付金および債権総額は合計528,094百万ポンド(2013年：547,216百

万ポンド)であり、この額に対し6,540百万ポンド(2013年：12,091百万ポンド)の減損引当金が設定されてい

る。また同日現在の当行の貸付金および債権総額は合計302,825百万ポンド(2013年：434,095百万ポンド)で

あり、この額に対し1,631百万ポンド(2013年：2,299百万ポンド)の減損引当金が設定されている(いずれも注

記20を参照のこと)。貸付金および債権に分類された金融資産について生じた損失に関する当行グループの会

計方針は、注記２hに記載されている。当該注記では適用された手法についても概要が説明されている。

貸付金および債権の減損引当金は、貸借対照表日においてポートフォリオ上に発生した損失に対する経営

陣による最善の見積額である。この減損引当金は、個別評価および一括評価の２つの部分から成る。

商業貸付ポートフォリオには通常、個別評価による減損引当金が設定される。この個別評価による減損引

当金の決定時には、現地の経済状況およびそれに伴う顧客の取引実績や、容易に売買できる市場が存在しな

い可能性のある担保の価額などの事項について、経営陣が重大な判断を下す必要のある場合がある。特に経

営陣は、借手のキャッシュフローや返済能力ならびに担保の実現可能価額を評価する際に、重要な判断を下

す必要がある。将来キャッシュフローの実際の額やその発生時期は、減損引当金を決定するために策定した

仮定と大幅に異なる場合があるため、この引当金は時間の経過や顧客の状況の明瞭化に伴い変動する可能性

がある。

リテール部門のポートフォリオ等、少額かつ同種のポートフォリオには通常、一括評価による減損引当金

が設定される。一括評価による減損引当金も、見積りに伴う不確実性の影響を受け、特に住宅価格、失業

率、金利、借手の行動および消費者の破産動向の相互依存性など、経済状況および信用状況の変化に応じて

変動しやすい。しかし、上記要素の１つまたは複数の変化がどのように一括評価による減損引当金に影響す

る可能性があるかについて見積るのは本質的に困難である。

モーゲージ・ポートフォリオの相対的な規模に照らして考えると、このポートフォリオ内の貸付金の裏付

となっている担保の評価額を決定する英国の住宅価格が、主要な変数である。担保価額は、当初の評価額に

住宅価格指数の変動を適用するという方法で見積られる。住宅価格の平均が2014年12月31日現在の見積りを

10％下回ったと仮定すると、英国のモーゲージに関する減損費用が当行グループにおいて約195百万ポンド、

また当行にいて17百万ポンド増加し、アイルランドのモーゲージに関する減損費用が当行グループにおいて

６百万ポンド増加する。

さらに、貸借対照表日時点で発生はしているものの個別に認識されていない貸し倒れに対して一括評価に

よる未認識減損引当金が設定される。この引当金は損失事象発生日から減損認識日までの期間における変動

の影響を受ける。この期間は損失出現期間として知られる。商業事業においては、一括評価による未認識減

損引当金が評価される貸付金ポートフォリオにかかる損失出現期間が１ヶ月増加すると、一括評価による未

認識減損引当金が当行グループにおいて約53百万ポンド、当行において35百万ポンド増加する(2013年12月31

日現在、損失出現期間の１ヶ月の増加により、一括評価による未認識減損引当金は当行グループにおいて約

105百万ポンド、当行において48百万ポンド増加する)。

繰延税金資産の回収可能性

2014年12月31日現在、当行グループは貸借対照表に繰延税金資産4,190百万ポンド(2013年：5,132百万ポン

ド)および繰延税金負債54百万ポンド(2013年：３百万ポンド)を計上している。また当行は貸借対照表に繰延

税金資産3,596百万ポンド(2013年：4,165百万ポンド)(繰延税金負債は該当なし、2013年：該当なし)を計上

している。この表示は、法的に強制力のある相殺権が存在する場合にのみ、当行グループおよび当行が繰延
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税金資産と繰延税金負債を相殺できる能力を考慮している。注記39では、種類別に繰延税金資産および繰延

税金負債を表示している。繰延税金資産のうち金額が最も大きいカテゴリーは繰越欠損金である。

繰越欠損金に関する繰延税金資産の回収可能性は、これらの損失と相殺可能となる将来の課税所得が生じ

るであろう今後の見通しのレベルの評価に基づいている。将来の課税所得のレベルに対する当行グループお

よび当行の見通しは、長期的な財務および戦略計画、ならびに予想される将来の税調整項目を考慮に入れて

いる。

評価の実施にあたり、経営計画である「取締役会が承認した５ヶ年運営計画」と、下記のリスク要因を考

慮に入れている。

－ロイズ・バンキング・グループの年次報告書に含まれる当行グループの最高経営責任者のレビューおよ

びマーケット・レビューに記載されている「予想される将来の経済動向」

－欧州連合から義務付けられているリテール・バンキング事業の売却

－今後の規制変更

繰延税金資産合計には、トレーディングの繰越欠損金が当行グループにおいて5,759百万ポンド(2013年：

6,338百万ポンド)、当行において3,302百万ポンド(2013年：3,258百万ポンド)含まれる。繰延税金資産に対

する未使用の欠損金のほぼ全額がバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーおよびロイズ・バンク・

ピーエルシーで認識されているものの、欠損金は個々の法定事業体に生じ、それらの法定事業体に生じる将

来の課税所得に対して利用される。

繰延税金資産が利用される期間は各事業体により異なり、それぞれ欠損金が発生する期間となる。現行の

英国税法では、未使用の欠損金に有効期限の設定はない。欠損金は引き続き2019年度までに全額利用可能と

予想される。

2014年12月に、財務大臣は、法人の税金負債の算定に使用される繰越欠損金との相殺可能額を、銀行の利

益の50％に制限する法案を発表した。当該法案は2015年財政法に含まれる予定であり、成立すれば、2015年

４月１日より後に発生する利益について適用される。当行グループは、当該法案により、欠損金を全額利用

すると見込まれる期間は2019年までから2025年までに延長するものの、繰延税金の認識水準に変更はないと

見込んでいる。

注記39で開示されるとおり、損失に対して認識可能な将来のキャピタル・ゲインまたは課税所得が見込ま

れていない繰越キャピタル・ロス、繰越営業損失および未使用の外国税額控除に関して、当行グループでは

合計921百万ポンド(2013年：803百万ポンド)、当行では78百万ポンドの繰延税金資産(2013年：２百万ポン

ド)は認識されていない。

退職給付債務

2014年12月31日現在の当行グループの貸借対照表に認識されている、退職給付債務に関する負債の純額は

694百万ポンド(資産1,147百万ポンドと負債453百万ポンドで構成。)(2013年：負債の純額998百万ポンド。資

産98百万ポンドと負債1,096百万ポンドで構成。)で、退職後確定給付型制度に関連している。2014年12月31

日現在の当行の貸借対照表に認識されている、退職給付債務に関する資産の純額は161百万ポンド(資産351百

万ポンドと負債190百万ポンドで構成。)(2013年：負債の純額413百万ポンド。資産該当なしと負債413百万ポ

ンドで構成。)で、退職後確定給付型制度に関連している。確定給付型年金制度における当行グループの積立

超過純額は合計890百万ポンド(2013年：積立不足787百万ポンド)、当行の積立超過純額は268百万ポンド

(2013年：積立不足281百万ポンド)となり、貸借対照表日現在における制度負債と関連資産の公正価値の差額

を表している。

確定給付型年金制度の負債の価額については、数多くの仮定に際して経営陣の判断が必要とされる。見積

りの不確実性を伴う重要な仮定は、将来キャッシュフローに適用される割引率と制度参加者の予想寿命であ

る。会計上の積立超過額または不足額は市況の影響を受ける割引率の変動に応じても変動しやすいため、大

幅に変動する可能性がある。制度に沿った給付費用も、制度参加者の寿命により変動する。制度参加者の予
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想寿命に関する各種仮定は、最近の状況をもとに、また傾向の改善を予測して策定されているが、医学の進

歩や肥満者の増加を考慮すると、最終的に実際の状況を反映しているかどうかは不確実である。

主要な保険数理上の仮定の変更が会計上の積立超過純額または積立不足純額や、当行グループの損益計算

書に認識される年金費用に与える影響については、注記38に記載されている。

生命保険事業から生じる資産および負債の評価

2014年12月31日現在、当行グループでは、保有契約の資産の価額4,446百万ポンド(2013年：4,874百万ポン

ド)および取得した保有契約の資産の価額418百万ポンド(2013年：461百万ポンド)を認識している。保有契約

の資産の価額は、保有する生命保険契約および有配当投資契約で構成されるポートフォリオから将来生じる

見込みの利益の現在価値である。取得した保有契約の資産の価額は、企業結合およびポートフォリオの譲渡

に伴い取得した無配当投資契約にかかる投資運用サービスを提供して利益を得る契約上の権利である。上記

資産の評価に用いる手法については、注記24に記載されている。上記資産の評価または回収可能性の判定に

は、将来の経済状況や営業状況に関する仮定が必要であるが、これは本質的に不確実であり、その変動は上

記資産の評価に大きな影響を及ぼす可能性がある。2014年12月31日現在の保有契約の資産の帳簿価額の算定

に用いている主要な仮定については、注記24に記載されている。

2014年12月31日現在、当行グループでは、保険契約および有配当投資契約から生じる負債86,941百万ポン

ド(2013年：82,801百万ポンド)を計上している。上記負債の評価に用いている手法については、注記33に記

載されている。上記負債の評価時には、将来の投資利益、将来の死亡率および将来における保険契約者の行

動に関する仮定を策定する必要があり、重要な経営陣の判断および見積りの不確実性を伴う。上記負債の帳

簿価額の算定に用いている主要な仮定については、注記33に記載されている。

生命保険の資産および負債の算定に用いている主要な仮定の変更が当行グループの税引前利益および株主

資本に及ぼす影響については、注記34に記載されている。

支払補償保険およびその他の規制上の準備金

2014年12月31日現在、当行グループでは、主に支払補償保険の誤販売など過去の規制違反に対して顧客へ

支払う補償費用およびそれに伴う関連管理費用について、引当金3,378百万ポンド(2013年：3,815百万ポン

ド)を計上している。引当金額の算定は、当該事項の解決費用に関する経営陣による最善の見積りを表してお

り、重要な判断を伴う。場合によっては、将来の訴訟件数やそのうち判決支持の確率、ならびに補償費用割

合など、本質的に不確実な事項についての見解を確立する必要がある。よって、基礎となる仮定が継続的に

適切であるかを過去の実績およびその他の関連証拠に照らして継続的に検討し、適宜引当金額を調整する。

注記40では、適用された仮定および主要な感応度の特性に関する詳細が掲載されている。

金融商品の公正価値

IFRS第13号「公正価値評価」に従い、当行グループおよび当行は３つのレベルの階層を用いて貸借対照表

に公正価値で計上する金融資産を分類している。レベル１に分類される金融商品は相場価額を用いて評価さ

れるため、公正価値の決定の際に必要となる判断は比較的少ない。しかし、レベル２および特にレベル３に

分類される金融商品の公正価値は、評価技法(割引キャッシュフロー分析や評価モデルを含む)を用いて決定

される。これらの評価技法には経営陣の判断および見積りが必要となり、その度合いは商品の複雑性および

観察可能な市場情報の利用可能性に左右される。

レベル２の金融商品の評価技法には、概して観察可能な市場データに基づくインプットを用いる。レベル

３の金融商品とは、商品の評価に重要な影響を及ぼし得る少なくとも１つのインプットが観察可能な市場

データに基づいていない商品である。レベル３の金融商品に用いられる適切な仮定の決定には、経営陣によ

る重要な判断を必要とする。

2014年12月31日現在、当行グループは金融資産7,499百万ポンド(デリバティブ2,125百万ポンドを含む)お

よび金融負債1,512百万ポンド(デリバティブ1,456百万ポンドを含む)(当行：金融資産1,705百万ポンド(デリ
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バティブ1,604百万ポンドを含む)および金融負債1,386百万ポンド(デリバティブ1,356百万ポンドを含む))を

レベル３に分類している。公正価値の決定に合理的に可能な代替的仮定の適用による影響を含む、レベル３

の金融商品およびそれらの評価の感応度に関する詳細は、注記50に記載されている。

次へ
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４　セグメントの分析

当行グループは、英国およびその他特定の海外地域において幅広く銀行および金融サービスを提供してい

る。

ロイズ・バンキング・グループのグループ経営委員会は当行グループの最高経営意思決定機関とされてい

る。当行グループの事業セグメントは組織構造および経営構造を反映している。グループ経営委員会は業績

を評価し、資源の配分を行うため、これらのセグメントに基づく当行グループの内部報告をレビューする。

GECは受取利息と支払利息を純額ベースで把握しているため、すべての報告対象セグメントの受取利息と支払

利息の合計額は純額で表示されている。セグメントは、提供する商品の種類、顧客の個人・法人の別により

区分される。

2010年１月１日の当行グループへのHBOS譲渡に伴い、ロイズ・バンキング・グループのトレーディング活

動のすべてが当行グループ内で行われるようになり、その結果、最高経営意思決定機関は、ロイズ・バンキ

ング・グループの業績を検討することにより当行グループの業績のレビューを行う。セグメントの業績およ

び比較数値は最高意思決定機関によりレビューされる基礎ベースに基づき表示されている。

資産売却、ボラタイル項目、負債管理、簡素化費用、TSBの設立および２重のランニング・コスト、規制上

の準備金、一部の過去勤務年金貸方計上額または費用、購入した無形資産の償却および取得関連の公正価値

調整解消の影響は基礎利益の算定から除外されている。

2014年１月１日付で実施された組織再編に伴い、当行グループの活動は現在、リテール部門、コマーシャ

ル・バンキング部門、コンシューマー・ファイナンス部門、保険部門およびTSBの５つの財務報告セグメント

に区分されている。セグメント構造の変更のうち最も重要なものは以下のとおりである。

－　ウェルス事業は、リテール部門に統合された。

－　コンシューマー・ファイナンス部門には現在、クレジットカード、アセット・ファイナンスおよび欧州

のオンライン預金事業が含まれる。リテール部門およびコマーシャル・バンキング部門のクレジット

カード事業はコンシューマー・ファイナンス部門に移管された。

－　TSBは、IPOを経て独立上場企業として事業を営んでいる。

－　当行グループのリスク選好外の残余資産ポートフォリオはその他と共に管理されている。

さらに、英国銀行税や金融サービス補償スキーム機構の費用など一部の規制上の費用は、過年度まで中央

項目として報告されていたが、現在は営業部門に帰属している。当該変更についてはいずれも比較数値が修

正再表示されている。当該修正再表示による当行グループの基礎利益および法定損益の変更はない。

リテール部門は、当座預金、貯蓄性預金、個人向貸付金およびモーゲージなど、幅広いリテール金融サー

ビス商品を提供しており、これは英国のリテール事業の顧客に対する他、ウェルス事業顧客および中小企業

顧客を取り込んでいる。同部門はまた保険、補償およびクレジットカードや、様々な長期貯蓄商品および投

資商品の販売会社である。

コマーシャル・バンキング部門では、クライアント主導でSME、中規模市場、グローバル・コーポレートお

よび金融機関クライアントに着目した融資、グローバル・トランザクション・バンキング、ファイナンシャ

ル・マーケット、デット・キャピタル・マーケットにわたる商品の提供や、ロイズ・ディベロップメント・

キャピタルを通じたプライベートエクイティ・ファイナンスを行っている。

コンシューマー・ファイナンス部門は、当行グループの顧客事業および企業向けクレジットカード事業、

ならびにアセット・ファイナンスにおけるブラックホースの自動車金融およびレックスオートリースの自動

車リース事業から成る。当行グループの欧州の預金事業およびオランダのリテール・モーゲージ事業はア

セット・ファイナンスにて管理されている。

保険部門は、ロイズ・バンキング・グループの中核であり、今日の顧客が自身を守り、将来の財政確保の

準備を行うことができるよう、主に企業年金、補償、退職および住宅保険の４市場に着目している。
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TSBは、イングランド、ウェールズおよびスコットランドに支店を有する独立上場のマルチチャネル型リ

テール・バンキング事業であり、１つのデジタル配信プラットフォームおよび４つの電話連絡センターを有

する。TSBはリテール顧客および小規模企業顧客に対して一連のリテール・バンキング商品を提供している。

その他には、以前に当行グループのリスク選好外として報告された一部の資産ならびに2013年度および

2014年度に処分された事業に関する業績および売却益が含まれる。その他には、一部の中央機能および本社

機能の費用など部門に再請求されない収益および費用を含むほか、当行グループの技術基盤、支店・本店の

不動産、オペレーション(支払い、銀行業務および回収を含む)および調達の管理にかかる費用も含まれてお

り、この費用の大部分は他部門に再請求されている。また、他部門に再請求されないその他の項目も反映さ

れている。

セグメント間サービスは通常、原価で再請求される。ただし、英国の支店とその他の販売網との間の内部

手数料契約および当行グループ内の保険商品開発業務については、利幅についても請求される。セグメント

間の貸付および預金は通常、市場レートで実施されるが、無利息のものについては当該資金で稼得できるで

あろう外部利回りを反映するレートで価格が設定される。

リスク管理目的で事業ユニットが締結するデリバティブ契約の大部分について、当該事業ユニットは、受

取利息純額を認識、または発生主義会計ベースで費用化し、デリバティブの公正価値の変動の残存部分は中

央項目セグメントに譲渡する。中央項目セグメントでは、結果として生じる会計的ボラティリティをヘッジ

関係の構築(可能な場合)により管理する。ヘッジ対象リスクを含むヘッジ対象商品の公正価値の変動も中央

項目セグメント内に計上される。デリバティブの公正価値とヘッジ対象リスクを含むヘッジ対象商品の公正

価値の変動をこのように配分することにより、セグメントの業績における会計上の非対称性を回避するとと

もに、ボラティリティを計上するが、これは集中管理され、その他に含めて報告されている。
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リテール
コマーシャ
ル・バンキ

ング

コンシュー
マー・ファ
イナンス

保険 TSB その他
報告ベース

合計

2014年12月31日に終了した事業年度 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

受取利息純額 7,079 2,480 1,290 (131) 786 257 11,761

その他の収益(保険金控除後) 1,212 1,956 1,364 1,725 140 210 6,607

基礎収益合計(保険金控除後) 8,291 4,436 2,654 1,594 926 467 18,368

費用合計 (4,464) (2,147) (1,429) (672) (370) (330) (9,412)

減損 (599) (83) (215) － (98) (205) (1,200)

基礎利益(損失) 3,228 2,206 1,010 922 458 (68) 7,756

外部収益 9,034 3,800 2,803 1,206 912 613 18,368

セグメント間収益 (743) 636 (149) 388 14 (146) －

セグメント収益 8,291 4,436 2,654 1,594 926 467 18,368

セグメント外部資産 317,246 241,754 25,646 150,615 27,006 92,629 854,896

セグメント顧客預金 285,539 119,882 14,955 － 24,625 2,066 447,067

セグメント外部負債 295,880 231,400 18,581 144,921 25,085 89,126 804,993

上記損益計算書に反映されたその他の
セグメント項目：

減価償却費および償却費 353 153 773 127 17 172 1,595

保有契約の価額の減少 － － － (428) － － (428)

確定給付型年金制度費用 121 37 9 9 7 161 344

その他のセグメント項目：

固定資産の取得 419 242 1,633 449 44 655 3,442

共同支配企業および関連会社に対す
る投資の期末残高

12 － － － － 62 74

リテール
コマーシャ
ル・バンキ

ング

コンシュー
マー・ファ
イナンス

保険 TSB その他
基礎ベース

合計

2013年12月31日に終了した事業年度
1 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

受取利息純額 6,500 2,113 1,333 (107) 615 431 10,885

その他の収益(保険金控除後) 1,435 2,259 1,359 1,864 163 840 7,920

基礎収益合計(保険金控除後) 7,935 4,372 2,692 1,757 778 1,271 18,805

費用合計 (4,160) (2,084) (1,384) (669) (563) (775) (9,635)

減損 (760) (398) (343) － (109) (1,394) (3,004)

基礎利益(損失) 3,015 1,890 965 1,088 106 (898) 6,166

外部収益 8,526 2,959 2,772 2,439 863 1,246 18,805

セグメント間収益 (591) 1,413 (80) (682) (85) 25 －

セグメント収益 7,935 4,372 2,692 1,757 778 1,271 18,805

セグメント外部資産
2 317,146 227,771 25,025 155,378 24,084 92,976 842,380

セグメント顧客預金
2 283,189 111,654 18,733 － 23,100 2,791 439,467

セグメント外部負債
2 300,412 206,729 21,868 149,445 23,289 101,301 803,044

上記損益計算書に反映されたその他の
セグメント項目：

減価償却費および償却費 299 136 754 136 33 187 1,545

保有契約の価額の(減少)増加 － － － 425 － (9) 416

確定給付型年金制度費用 109 44 6 12 15 213 399

その他のセグメント項目：

固定資産の取得 446 160 1,320 373 19 664 2,982

共同支配企業および関連会社に対す
る投資の期末残高

23 － 1 － － 77 101

1
部門構造の変更を反映するため修正再表示後。32ページ(作者注：原文のページ)を参照のこと。

2
注記１を参照のこと。

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書

172/546



基礎ベースから報告数値への調整

除外：

ロイズ・バン
ク・グループ
の法定ベース

ロイズ・バ
ンキング・
グループ内
の他の事業

体の影響
1

取得関連お
よびその他

の項目
2

保険事業に
発生するボ
ラティリ
ティ

保険のグロ
スアップ

法定および
規制上の準

備金
3

公正価値
解消

報告ベース

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

2014年12月31日に
終了した事業年度

受取利息純額 10,214 446 (7) － 482 － 626 11,761

その他の収益(保険金控除

後)
6,455 (716) 1,141 228 (614) － 113 6,607

基礎収益合計(保険金控除

後)
16,669 (270) 1,134 228 (132) － 739 18,368

営業費用 (13,628) (257) 1,175 － 132 3,125 41 (9,412)

減損 (752) － (197) － － － (251) (1,200)

基礎利益(損失) 2,289 (527) 2,112 228 － 3,125 529 7,756

1  
最高経営意思決定機関によりレビューを受ける業績には、当行の兄弟会社および親会社のロイズ・バンキング・グループ・ピーエル

シーを含むことを反映している。

2  
内訳は資産売却の影響(138百万ポンドの利益)、ボラタイル項目(286百万ポンドの利益)、負債管理(1,386百万ポンドの損失)、再編関連

の簡素化費用、導入時のITおよびビジネスコスト(966百万ポンド)、TSBの設立および２重のランニング・コスト(558百万ポンド)、過去

勤務年金貸方計上額710百万ポンド(これは、年金受給資格者への支払上限額を引き下げるという当行グループの決定に伴う削減益843百

万ポンドが、従業員に対する支払、給付および報奨のその他の変更にかかる費用により一部相殺されたことを反映している。)および購

入した無形資産の償却(336百万ポンド)である。

3  
内訳は支払補償保険に対する引当金(2,200百万ポンド)およびその他の規制上の準備金(925百万ポンド)である。

除外：

ロイズ・バン
ク・グループ
の法定ベース

ロイズ・バ
ンキング・
グループ内
の他の事業

体の影響
1

取得関連お
よびその他

の項目
2

保険事業に
発生するボ
ラティリ
ティ

保険のグロ
スアップ

法定および
規制上の準

備金
3

公正価値
解消

報告ベース

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

2013年12月31日に
終了した事業年度

受取利息純額 6,990 348 (14) － 2,930 － 631 10,885

その他の収益(保険金控除

後)
11,720 (580) 460 (668) (3,074) － 62 7,920

基礎収益合計(保険金控除

後)
18,710 (232) 446 (668) (144) － 693 18,805

営業費用 (15,075) (247) 2,041 － 144 3,455 47 (9,635)

減損 (2,741) － 249 － － － (512) (3,004)

基礎利益(損失) 894 (479) 2,736 (668) － 3,455 228 6,166

1  
最高経営意思決定機関によりレビューを受ける業績には、当行の兄弟会社および親会社のロイズ・バンキング・グループ・ピーエル

シーを含むことを反映している。

2  
内訳は資産売却の影響(利益100百万ポンド)、ボラタイル項目(678百万ポンドの損失)、負債管理(142百万ポンドの損失)、再編関連の簡

素化費用、導入時のITおよびビジネスコスト(830百万ポンド)、TSB費用(687百万ポンド)、購入した無形資産の償却(395百万ポンド)お

よび過去勤務費用(104百万ポンド。注記11参照)である。

3  
内訳は支払補償保険に対する引当金(3,050百万ポンド)およびその他の規制上の準備金(405百万ポンド)である。

当行グループでは英国外での事業を継続的に削減していることに伴い、今後は英国および英国外の事業間

の分析を実施しない。
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５　受取利息純額

加重平均実効金利

2014年

％

2013年
1

％

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

受取利息および類似収益：

顧客に対する貸付金および前渡金 3.45 4.03 18,006 20,132

銀行に対する貸付金および前渡金 0.52 0.45 406 457

貸付金および債権として保有している債券 2.57 1.52 42 32

貸付金および債権に伴う利息債権 3.07 3.42 18,454 20,621

売却可能金融資産 1.90 1.92 957 746

受取利息および類似収益合計 2.98 3.33 19,411 21,367

支払利息および類似費用：

銀行預り金(買戻条件付契約に基づく負債を除く) 0.74 0.65 (86) (129)

顧客預金(買戻条件付契約に基づく負債を除く) 1.19 1.87 (5,066) (6,322)

発行債券 0.58 1.87 (509) (2,293)

劣後債券 9.20 6.83 (2,879) (2,463)

買戻条件付契約に基づく負債 2.61 1.21 (55) (79)

償却原価で計上されている負債に伴う利息債務 1.54 2.15 (8,595) (11,286)

その他 3.23 12.08 (602) (3,091)

支払利息および類似費用合計 1.59 2.62 (9,197) (14,377)

受取利息純額 10,214 6,990

1
注記１を参照のこと。

受取利息および類似収益には、減損した金融資産に関する407百万ポンド(2013年：901百万ポンド)が含ま

れている。受取利息純額には、キャッシュフロー・ヘッジ剰余金から振り替えられた借方計上額である1,165

百万ポンド(2013年：566百万ポンドの貸方計上額)も含まれている(注記44を参照のこと)。

６　受取手数料純額

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

受取手数料：

当座預金 918 973

クレジットカードおよびデビットカード関連手数料 1,050 984

その他 1,698 2,162

受取手数料合計 3,666 4,119

支払手数料 (1,402) (1,383)

受取手数料純額 2,264 2,736

実効金利の一部である各手数料は、注記５に記載されている受取利息純額の一部となる。損益を通じて公

正価値で測定する金融商品と関係のある手数料は、注記７に記載されているトレーディング収益純額に含ま

れる。
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７　トレーディング収益純額

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

為替換算差(損)益 (153) 139

外国為替取引に伴う利益 344 238

外国為替収益合計 191 377

投資不動産利益(注記22) 513 156

有価証券およびその他の利益(下記を参照のこと) 8,804 16,506

トレーディング収益純額 9,508 17,039

有価証券およびその他の利益は、以下の通り、損益を通じて公正価値で測定する資産および負債ならびに

トレーディング目的で保有する資産および負債から生じる純収益で構成される。

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

損益を通じて公正価値で測定する資産から生じる純収益(費用)：

債券、貸付金および前渡金 4,817 70

株式 3,815 15,684

損益を通じて公正価値で測定する資産から生じる純収益合計 8,632 15,754

損益を通じて公正価値で測定する負債から生じる純費用－発行債券 (75) (92)

損益を通じて公正価値で測定する資産および負債から生じる純利益合計 8,557 15,662

トレーディング目的で保有する金融商品に伴う純利益 247 844

有価証券およびその他の利益 8,804 16,506
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８　保険料収入

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

生命保険

保険料総額 6,397 7,382

出再保険料 (142) (182)

既経過保険料純額 6,255 7,200

生命保険料以外の保険料

引受保険料総額 869 972

出再保険料 (14) (18)

引受保険料純額 855 954

未経過保険料に対する引当金の変動(注記33(2)) 18 49

未経過出再保険料に対する引当金の変動(注記33(2)) (3) (6)

既経過保険料純額 870 997

既経過保険料純額合計 7,125 8,197

生命保険料総額のより詳しい内訳は以下の通りである。

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

生命保険および年金 6,070 6,823

年次給付保険 327 549

その他 － 10

保険料総額 6,397 7,382

生命保険料以外の引受保険料総額のより詳しい内訳は以下の通りである。

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

クレジット・プロテクション 93 141

住宅保険 773 828

健康保険 3 3

引受保険料総額 869 972
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９　その他の営業収益

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

オペレーティング・リース料収益 1,126 1,120

投資不動産からの賃料収入(注記22) 269 308

売却可能金融資産の売却に伴う損失控除後利益(注記44) 131 629

保有契約の価額の変動(注記24) (428) 416

負債管理 (24) (142)

共同支配企業および関連会社の持分法投資損益 32 43

その他の収益 (55) 881

その他の営業収益合計 1,051 3,255

負債管理

当行グループのホールセールの資金調達および資本の管理の一環として実施した取引について、24百万ポ

ンドの損失(2013年：142百万ポンドの損失)が発生した。

その他

2014年３月31日、当行グループは、スコティッシュ・ウィドウズ・インベストメント・パートナーシップ

の売却を完了し、売却益128百万ポンドを計上しているが、その他の資産の処分損により一部相殺されてい

る。

当行グループは2013年度に、以下を含め多数の資産および事業の売却を完了した。

－３つのトランシェのうち当行グループが保有するセント・ジェームス・プレイス・ピーエルシーの株式

の売却。これにより利益合計540百万ポンドが生じた。

－2013年５月31日、当行グループはUS RMBS(住宅不動産担保付証券)のポートフォリオの売却を現金対価33

億ポンドにて完了し、実現利益538百万ポンドを計上した。

－2013年６月30日、当行グループは、ロイズ・バンク・インターナショナルS.A.Uおよびロイズ・インベス

トメント・エスパーニャSGIIC S.A.Uなどスペインのリテール・バンキング業務をバンコ・サバデル

S.A.へ処分し、これにより実現損失256百万ポンドを計上した。

－2013年12月31日、当行グループは、オーストラリアの事業(主に、モーターおよび機器のアセット・ファ

イナンスを提供するキャピタル・ファイナンス・オーストラリア・リミテッド、ならびに企業貸付事業

を営むBOSインターナショナル(オーストラリア)リミテッドから成る)の売却を完了し、売却益49百万ポ

ンドを獲得した。

－2013年８月21日、当行グループはドイツの生命保険事業ハイデルバーガー・レーベンスフェルズィヘル

ング・アーゲーの売却を公表した。売却は2014年度第１四半期に完了し、2013年12月31日に終了した事

業年度において382百万ポンドの減損が認識された。
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10　保険金

保険金の構成項目は以下の通りである。

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

生命保険契約および有配当投資契約

保険金および解約返戻金：

総額 (7,506) (8,495)

再保険会社の持分 69 108

(7,437) (8,387)

生命保険契約および有配当投資契約負債の変動(注記33(1))：

負債総額の変動 (4,392) (5,184)

保有再保険契約から生じる資産の変動 8 (48)

(4,384) (5,232)

無配当投資契約の変動：

負債総額の変動 (1,448) (5,409)

保有再保険契約から生じる資産の変動 32 －

(1,416) (5,409)

未分配剰余金の変動(注記36) 74 (123)

生命保険契約および有配当投資契約合計 (13,163) (19,151)

生命保険以外の保険

保険金請求額および給付額：

総額 (400) (388)

再保険会社の持分 － －

(400) (388)

負債の変動(注記36(2))：

総額 70 33

再保険会社の持分 － (1)

70 32

生命保険以外の保険合計 (330) (356)

保険金借方計上額合計 (13,493) (19,507)

生命保険契約および有配当投資契約の保険金総額は以下の細目に分けることもできる。

死亡保険金 (549) (611)

満期返戻金 (1,656) (2,240)

解約返戻金 (4,102) (4,486)

年次給付額 (884) (860)

その他 (315) (295)

生命保険金総額合計 (7,506) (8,492)
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生命保険金以外の保険金の推移は注記33の表に記載されている。
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11　営業費用

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

人件費：

給与 3,178 3,331

業績連動報酬 390 473

社会保険料 398 385

年金およびその他の退職後給付制度(注記38)：

過去勤務(収益)費用 (822) 104

その他 596 654

(226) 758

再編費用 264 111

その他の人件費 741 783

4,745 5,841

土地建物および備品：

賃借料 424 467

備品の賃借 12 15

修繕費・維持費 221 178

その他 234 310

891 970

その他の費用：

通信およびデータ処理 1,118 1,169

広告および販売促進 336 313

専門家への報酬 480 424

その他 998 963

2,932 2,869

減価償却費および償却費：

有形固定資産の減価償却(注記26) 1,391 1,374

取得した保有無配当投資契約の価額の償却(注記24) 43 54

その他の無形資産の償却(注記25) 501 512

1,935 1,940

営業費用合計(支払補償保険引当金を除く) 10,503 11,620

規制上の準備金

支払補償保険引当金(注記40) 2,200 3,050

その他の規制上の準備金(注記40) 925 405

3,125 3,455

営業費用合計 13,628 15,075

1
2014年３月11日、当行グループは確定給付型年金制度を変更し、2014年４月２日より、年金給付額の計算に使用する年金

計算対象賃金の上昇率に関する既存の上限を、２％からゼロに改訂する旨を公表した。当該変更による影響で、当行グ

ループの貸借対照表上の退職給付債務が843百万ポンド減少し、損益計算書に縮小による利益が計上された。これは、TSB

業務の職員向けの年金契約の変更に伴い発生した費用21百万ポンドにより部分的に相殺されている。
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2013年度に、当行グループは、主要確定給付型年金制度のうち２つの制度において、早期退職および転籍に関する項目

を一部変更することで合意し、これにより2013年12月31日終了事業年度における損益計算書において費用104百万ポンド

を認識した。
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当年度中に当行グループが雇用した従業員数の平均は以下の通りである。

2014年 2013年

英国 94,241 96,001

海外 847 1,868

合計 95,088 97,869

当行監査人への報酬

当年度中に監査人は以下の報酬を稼得した。

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

当行の当年度の年次報告書の監査報酬 2.8 2.5

他のサービスに関する報酬：

当行の子会社の法定監査 11.9 12.3

法令に基づくその他のサービス 1.6 2.7

その他のサービス－監査関連報酬 0.3 0.9

税務コンプライアンス・サービス 0.1 0.2

その他すべての税務アドバイザリー・サービス － 0.1

コーポレート・ファイナンス取引にかかるサービス － －

その他すべてのサービス － 0.4

当行監査人への報酬合計 16.7 19.1

当年度中に監査人は、以下のサービスの対価としてロイズ・バンク・グループの連結対象外事業体が支払

うべき報酬も稼得した。

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

当行グループの年金制度の監査 0.3 0.3

当行グループが管理している非連結オープンエンド型投資会社の監査 0.4 0.5

法人およびその他の借手の財政状態のレビュー 0.1 1.1

買収のデューディリジェンスおよび潜在的なベンチャー・キャピタル投資

に関連するその他の作業
－ 0.1
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12　減損

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

貸付金および債権の減損損失：

顧客に対する貸付金および前渡金 735 2,725

貸付金および債権に分類されている債券 2 1

貸付金および債権の減損損失合計(注記20) 737 2,726

売却可能金融資産の減損 5 15

その他の信用リスクに対する引当金 10 －

損益計算書に計上される減損合計額 752 2,741

13　税金

a 当年度の税金費用の内訳

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

英国法人税：

当期利益にかかる当期税金 (260) (280)

過年度に関する調整 125 (229)

(135) (509)

外国税額：

当期利益にかかる当期税金 (39) (59)

過年度に関する調整 3 25

(36) (34)

当期税金費用 (171) (543)

繰延税金(注記39)：

一時差異の発生および消滅 (43) (428)

英国法人税率の引下げおよびそれに伴う影響 (26) (602)

過年度に関する調整 (182) 313

(251) (717)

税金費用 (422) (1,260)

2014年度の利益にかかる税金費用は、英国の法人税率である21.5％(2013年：23.25％)に基づく額である。

上記税金費用は以下の項目で構成されている。

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

保険契約者に帰属する税金費用 (18) (328)

株主帰属分の税金費用 (404) (932)

税金費用 (422) (1,260)
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b 当年度の税金費用に影響を及ぼす要素

以下は、税引前利益に英国の標準法人税率を乗じて算出された税金費用から当年度の実際の費用への調整

表である。

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

税引前利益 2,289 894

英国の標準法人税率である21.5％(2013年：23.25％)で計算された税金費

用
(492) (208)

(税金費用)税金貸方に影響を及ぼす要素：

英国法人税率の変更およびそれに伴う影響 (26) (602)

損金不算入項目 (149) (207)

非課税項目 151 236

海外の税率との差異 (24) (116)

非課税またはキャピタル・ロスと相殺される利益 181 57

保険契約者の税金 (14) (251)

オーストラリア事業の売却に伴い認識が中止された損失に対する繰延税金 － (348)

過年度に認識されなかったオーストラリア税金損失に対する繰延税金 － 60

過年度に関する調整 (54) 109

共同支配企業および関連会社における利益の影響額 7 9

その他の項目 (2) 1

経常利益に対する税金費用 (422) (1,260)

2013年財政法(以下「本法」という。)は、2013年７月２日に実質的に制定された。本法は主要法人税率を

2014年４月１日から21％に、また2015年４月１日から20％に引き下げるものであった。
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14　トレーディング目的資産および損益を通じて公正価値で測定するその他の金融資産

当行グループ 当行

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

トレーディング目的資産 48,504 37,480 59,580 35,580

損益を通じて公正価値で測定するそ

の他の金融資産
104,016 105,727 6,741 4,587

合計 152,520 143,207 66,321 40,167

これらの資産の構成は以下の通りである。

当行グループ

2014年 2013年

トレーディング

目的資産

百万ポンド

損益を

通じて公正価値で

測定するその他の

金融資産

百万ポンド

トレーディング

目的資産

百万ポンド

損益を

通じて公正価値で

測定するその他の

金融資産

百万ポンド

顧客に対する貸付金および前渡金 28,513 － 21,083 27

銀行に対する貸付金および前渡金 8,212 － 8,333 －

債券：

政府債 7,976 17,497 4,259 16,430

その他公的機関発行の有価証券 － 2,170 14 2,183

銀行および住宅金融組合発行の譲渡

性預金証書
554 － 1,491 －

アセットバック証券：

不動産担保証券 187 847 5 793

その他のアセットバック証券 129 721 171 756

社債およびその他の債券 1,496 20,605 1,949 18,717

10,342 41,840 7,889 38,879

株式 － 62,154 114 66,767

国債およびその他の証券 1,437 22 61 54

合計 48,504 104,016 37,480 105,727
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当行

2014年 2013年

トレーディング

目的資産

百万ポンド

損益を

通じて公正価値で

測定するその他の

金融資産

百万ポンド

トレーディング

目的資産

百万ポンド

損益を

通じて公正価値で

測定するその他の

金融資産

百万ポンド

顧客に対する貸付金および前渡金 39,802 － 23,898 6

銀行に対する貸付金および前渡金 8,011 － 5,778 －

債券：

政府債 7,931 6,662 4,144 4,520

その他公的機関発行の有価証券 － － － －

銀行および住宅金融組合発行の譲渡

性預金証書
554 － 32 －

アセットバック証券：

不動産担保証券 187 － 7 －

その他のアセットバック証券 129 － 171 －

社債およびその他の債券 1,529 79 1,496 61

10,330 6,741 5,850 4,581

株式 － － － －

国債およびその他の証券 1,437 － 54 －

合計 59,580 6,741 35,580 4,587

トレーディング目的資産および損益を通じて公正価値で測定するその他の金融資産のうち、2014年12月31

日現在で当行グループが有する98,906百万ポンド(2013年：107,976百万ポンド)と、当行が有する15,851百万

ポンド(2013年：10,000百万ポンド)は、約定満期までの残存期間が１年超のものである。

損益を通じて公正価値で測定するその他の金融資産は、以下のカテゴリーに指定されている資産を表して

いる。

(ⅰ) 保険契約および投資契約の担保金融資産で、関連する負債のキャッシュフローが契約上当該資産の収益

に基づくもの、もしくは関連する負債の測定にあたり現在の市況を考慮するもので、損益を通じて公

正価値で測定しなければ測定の一貫性が著しく損なわれる恐れがあるもの94,857百万ポンド(2013年：

101,211百万ポンド)。当該資産には、非連結の組成された企業に対する投資27,590百万ポンド(2013

年：24,452百万ポンド)が含まれる。注記19を参照のこと。

(ⅱ) 2013年12月31日現在の顧客に対する貸付金および前渡金で、この貸付金とヘッジ会計の関係にない金利

デリバティブにより経済的にヘッジされており、関連するデリバティブがトレーディング目的負債と

して取り扱われ、この貸付金および前渡金が償却原価で計上されるならば、測定の一貫性が大幅に損

なわれる恐れがあるもの27百万ポンド。

(ⅲ) 文書化されたリスク管理または投資戦略に従って公正価値で管理および評価されており、主要な経営陣

への報告がこれを基準になされる未公開株式投資2,350百万ポンド(2013年：2,632百万ポンド)。

2013年12月31日現在における、損益を通じて公正価値で測定するものに指定した顧客に対する貸付金およ

び前渡金について、同日現在の信用リスクに対するエクスポージャーの最大額は27百万ポンドであった。当
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行グループは、このリスクを軽減するクレジット・デリバティブやその他の金融商品を保有していなかっ

た。信用リスクの変化に起因する上記貸付金の公正価値の大幅な変動はなかった。これは、関連する商品に

ついて公開されている信用格付を参照して決定された。

上記の金額のうち買戻条件付契約および売戻条件付契約の対象となるものについては、注記53を参照のこ

と。
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15　デリバティブ金融商品

当行グループでは、下記戦略の一環としてデリバティブを保有している。

－　顧客のために、当行グループの顧客にリスク管理商品を提供する一環としてデリバティブを保有してい

る。

－　通常の銀行業務において生じる当行グループの金利および為替リスクを管理しヘッジするため。当行グ

ループが採用しているヘッジ会計戦略は、注記53に記載の通り、公正価値ヘッジおよびキャッシュフ

ロー・ヘッジの各アプローチを組み合わせて利用するというものである。

－　投資戦略に照らして可能であれば、保険契約者のファンドにおいてデリバティブを保有する。

デリバティブは、IAS第39号に定められている基準を満たす有効なヘッジ手段として指定されているものを

除き、トレーディング目的資産に分類される。デリバティブは、公正価値で当行グループの貸借対照表に計

上される。デリバティブ金融商品の公正価値の算定に用いる手法の説明と、観測不能なインプットを用いて

評価される上記商品について合理的に利用可能な代替的仮定を用いることにより生じる影響については、注

記50に記載されている。

当行グループが利用している主要なデリバティブは以下の通りである。

－　金利関連の契約には、金利スワップ、金利先渡契約および金利オプションが含まれる。金利スワップ

は、２当事者間での契約で、各当事者が有する固定金利での利払いと変動金利での利払いを、契約に定

められた金利で交換する(元本部分は交換されない)という内容の契約である。金利先渡契約は、将来の

指定日において想定元本に適用される、指定金利と指標金利の差額を支払うという内容の契約である。

金利オプションは、将来の指定日を始期とする一定期間中において将来の貸付金または預金に伴う金利

を固定する権利(義務ではない)が、オプション料の支払時にオプションの買い手へ付与されるという内

容の契約である。

－　為替レート関連の契約には、為替先渡契約、通貨スワップおよび通貨オプションが含まれる。為替先渡

契約は、指定額分の外貨を、将来の指定日に約定利率で売買するという内容の契約である。通貨スワッ

プは、通常、異種通貨建の利払債務の交換を伴う契約で、元本の交換は、名目上であることも実績であ

ることもある。通貨オプションは、将来の指定日かそれ以前において指定額分の通貨を約定為替レート

で売却する権利(義務ではない)が、オプション料の支払時にオプションの買い手へ付与されるという内

容の契約である。

－　クレジット・デリバティブ(主にクレジット・デフォルト・スワップ)は、信用リスクに対する当行グ

ループのエクスポージャーを管理する目的で、トレーディング業務の一環として当行グループが利用し

ているものである。クレジット・デフォルト・スワップは、その売り手が、既定の間隔で保証料を受け

取る対価として、信用事由の発生時に一定額を支払うことを保証するという内容のスワップ取引であ

る。当行グループでは、外部の資金調達手段と合わせ、法人向貸付金および商業銀行貸付である611百万

ポンド(2013年：828百万ポンド)を証券化する目的でも、クレジット・デフォルト・スワップを利用して

いる。

－　当行グループでは、各種の国際的な証券取引所の株価指数の変動に対する当行グループのエクスポー

ジャーを排除する目的で、株式ベースのリテール商品関連業務の一環として株式デリバティブも活用し

ている。当行グループが購入している株価指数連動型株式オプションでは、将来の指定日かそれ以前に

おいて指定数の株式かバスケット内の株式を公表されている株価指数の形で売買する権利(義務ではな

い)が当行グループに付与される。

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書

188/546



デリバティブ商品の公正価値および想定元本は、以下の表の通りである。

当行グループ 2014年 2013年
1

契約額／

想定元本

百万ポンド

資産の

公正価値

百万ポンド

負債の

公正価値

百万ポンド

契約額／

想定元本

百万ポンド

資産の

公正価値

百万ポンド

負債の

公正価値

百万ポンド

トレーディング目的

為替レート関連契約：

現物、先渡および先物 36,894 941 801 38,213 699 639

通貨スワップ 301,451 4,849 4,706 291,667 3,207 4,196

購入オプション 49,085 1,244 － 33,061 780 －

販売オプション 49,784 － 1,443 33,445 － 836

437,214 7,034 6,950 396,386 4,686 5,671

金利関連契約：

金利スワップ 3,999,343 18,668 16,578 1,892,322 14,789 12,582

金利先渡契約 1,791,219 9 56 1,991,371 17 13

購入オプション 58,600 3,755 － 107,374 3,395 －

販売オプション 54,031 － 3,725 101,136 － 3,194

先物 134,117 9 24 141,669 2 12

6,037,310 22,441 20,383 4,233,872 18,203 15,801

クレジット・デリバティブ 18,063 279 1,066 6,507 208 190

株式関連およびその他の契約 14,842 1,430 1,181 18,780 1,753 1,478

トレーディング目的で保有する

デリバティブ資産／負債合計
6,507,429 31,184 29,580 4,655,545 24,850 23,140

ヘッジ目的

公正価値ヘッジに指定されてい

る

デリバティブ：

クロス・カレンシー・ス

ワップ
7,281 113 131 35,651 383 612

金利スワップ(スワップショ

ンを含む)
115,905 2,408 928 154,657 2,662 1,111

購入オプション 553 17 － 522 10 －

キャッシュフロー・ヘッジに

指定されているデリバティブ：

クロス・カレンシー・

スワップ
11,720 155 113 1,135 12 4

金利スワップ 518,746 1,606 2,536 559,690 1,670 3,031

先物 151,102 － 5 92,692 5 －

ヘッジ目的で保有する

デリバティブ資産／負債合計
805,307 4,299 3,713 844,347 4,742 4,758

認識済デリバティブ資産／負債

合計
7,312,736 35,483 33,293 5,499,892 29,592 27,898

1
注記１を参照のこと。
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契約元本は、信用リスクに対する当行グループの真のエクスポージャーを表しておらず、仮に取引相手が

デフォルトとなった場合の当行グループに対する現在の契約差し替えコスト(正の金額)に限定されている。

当行グループは、エクスポージャーに対する保証が提供されている場合、信用リスクを減らすために相殺や

担保など様々な信用補完法を使用している。詳細は注記53信用リスクを参照のこと。

ヘッジ対象のキャッシュフロー

以下の表は、指定されたキャッシュフロー・ヘッジについて、当行グループのヘッジ対象のキャッシュフ

ローの予想発生時期およびそれが損益に影響を与える時期を示したものである。

０-１年 １-２年 ２-３年 ３-４年 ４-５年

2014年 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

発生が見込まれるヘッジ対象の予測キャッシュ

フロー：

予測受取キャッシュフロー 250 458 680 845 745

予測支払キャッシュフロー (130) (136) (53) (58) (57)

損益に影響を与えるヘッジ対象の予測キャッシュ

フロー：

予測受取キャッシュフロー 391 536 769 830 646

予測支払キャッシュフロー (174) (105) (54) (57) (63)

５-10年 10-20年 20年超 合計

2014年 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

発生が見込まれるヘッジ対象の予測キャッシュフロー：

予測受取キャッシュフロー 1,928 112 111 5,129

予測支払キャッシュフロー (346) (459) (104) (1,343)

損益に影響を与えるヘッジ対象の予測キャッシュフロー：

予測受取キャッシュフロー 1,736 114 107 5,129

予測支払キャッシュフロー (358) (433) (99) (1,343)

０-１年 １-２年 ２-３年 ３-４年 ４-５年

2013年 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

発生が見込まれるヘッジ対象の予測キャッシュ

フロー：

予測受取キャッシュフロー 316 724 1,247 1,356 1,418

予測支払キャッシュフロー (34) (31) (57) (75) (75)

損益に影響を与えるヘッジ対象の予測キャッシュ

フロー：

予測受取キャッシュフロー 537 961 1,275 1,382 1,429

予測支払キャッシュフロー (39) (38) (63) (70) (75)

５-10年 10-20年 20年超 合計

2013年 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

発生が見込まれるヘッジ対象の予測キャッシュフロー：

予測受取キャッシュフロー 5,443 3,097 424 14,025

予測支払キャッシュフロー (429) (503) (143) (1,347)

損益に影響を与えるヘッジ対象の予測キャッシュフロー：

予測受取キャッシュフロー 5,143 2,894 404 14,025

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書

190/546



予測支払キャッシュフロー (432) (492) (138) (1,347)

2014年度または2013年度において、発生が見込まれる可能性の高いキャッシュフローがないためにキャッ

シュフロー・ヘッジ会計を中止しなければならない取引はなかった。

2014年12月31日現在、当行グループが認識している、合計が29,935百万ポンドのデリバティブ資産(2013

年：28,104百万ポンド)と合計が27,656百万ポンドのデリバティブ負債(2013年：25,811百万ポンド)は、約定

満期までの残存期間が１年超のものである。

当行 2014年 2013年
1

契約額／

想定元本

百万ポンド

資産の

公正価値

百万ポンド

負債の

公正価値

百万ポンド

契約額／

想定元本

百万ポンド

資産の

公正価値

百万ポンド

負債の

公正価値

百万ポンド

トレーディング目的

為替レート関連契約：

現物、先渡および先物 27,104 885 700 22,913 535 470

通貨スワップ 316,921 4,972 5,174 279,345 3,129 4,102

購入オプション 48,976 1,241 － 35,581 776 －

販売オプション 49,613 － 1,440 35,916 － 838

442,614 7,098 7,314 373,755 4,440 5,410

金利関連契約：

金利スワップ 4,834,436 27,713 25,588 2,489,568 18,736 16,636

金利先渡契約 1,812,978 13 61 2,366,034 18 20

購入オプション 56,676 3,215 － 97,281 2,929 －

販売オプション 56,215 － 3,651 94,728 － 2,893

先物 75,817 2 6 35,440 1 5

6,836,122 30,943 29,306 5,083,051 21,684 19,554

クレジット・デリバティブ 17,961 281 1,079 6,236 208 125

株式関連およびその他の契約 7,917 809 795 10,515 825 811

トレーディング目的で保有す

る

デリバティブ資産／負債合計

7,304,614 39,131 38,494 5,473,557 27,157 25,900

ヘッジ目的

公正価値ヘッジに指定されて

いるデリバティブ：

クロス・カレンシー・スワッ

プ
6,406 61 123 23,509 266 475

金利スワップ(スワップショ

ンを

含む)

119,951 843 2,630 152,177 638 1,933

購入オプション 553 17 － 543 10 －

販売オプション － － － 43 － －

キャッシュフロー・ヘッジに

指定されているデリバティ

ブ：

金利スワップ 52,396 98 69 － － －
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先物 125,806 － 4 － － －

ヘッジ目的で保有する

デリバティブ資産／負債合計
305,112 1,019 2,826 176,272 914 2,408

認識済デリバティブ資産／負

債合計
7,609,726 40,150 41,320 5,649,829 28,071 28,308

1
注記１を参照のこと。
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ヘッジ対象のキャッシュフロー

以下の表は、指定されたキャッシュフロー・ヘッジについて、当行のヘッジ対象のキャッシュフローの予

想発生時期およびそれが損益に影響を与える時期を示したものである。

０-１年 １-２年 ２-３年 ３-４年 ４-５年

2014年 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

発生が見込まれるヘッジ対象の予測キャッシュ

フロー：

予測受取キャッシュフロー 192 321 476 571 564

予測支払キャッシュフロー (119) (105) － － －

損益に影響を与えるヘッジ対象の予測キャッシュ

フロー：

予測受取キャッシュフロー 323 388 529 570 553

予測支払キャッシュフロー (152) (72) － － －

５-10年 10-20年 20年超 合計

2014年 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

発生が見込まれるヘッジ対象の予測キャッシュフロー：

予測受取キャッシュフロー 1,567 104 12 3,807

予測支払キャッシュフロー － (67) (82) (373)

損益に影響を与えるヘッジ対象の予測キャッシュフロー：

予測受取キャッシュフロー 1,351 82 11 3,807

予測支払キャッシュフロー － (68) (81) (373)

０-１年 １-２年 ２-３年 ３-４年 ４-５年

2013年 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

発生が見込まれるヘッジ対象の予測キャッシュ

フロー：

予測受取キャッシュフロー － － － － －

予測支払キャッシュフロー － － － － －

損益に影響を与えるヘッジ対象の予測キャッシュ

フロー：

予測受取キャッシュフロー － － － － －

予測支払キャッシュフロー － － － － －

５-10年 10-20年 20年超 合計

2013年 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

発生が見込まれるヘッジ対象の予測キャッシュフロー：

予測受取キャッシュフロー － － － －

予測支払キャッシュフロー － － － －

損益に影響を与えるヘッジ対象の予測キャッシュフロー：

予測受取キャッシュフロー － － － －

予測支払キャッシュフロー － － － －

2014年度または2013年度において、発生が見込まれる可能性の高いキャッシュフローがないためにキャッ

シュフロー・ヘッジ会計を中止しなければならない取引はなかった。

2014年12月31日現在、当行が認識している、合計が36,643百万ポンド(2013年：26,500百万ポンド)のデリ

バティブ資産と、合計が35,338百万ポンド(2013年：26,389百万ポンド)のデリバティブ負債は、約定満期ま

での残存期間が１年超のものである。
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16　銀行に対する貸付金および前渡金

当行グループ 当行

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

銀行に対する貸付金 2,902 2,168 2,745 1,271

短期金融市場を介した他の銀行への

預金
23,253 23,197 1,846 1,824

銀行に対する貸付金および前渡金合計

(減損引当金控除前)
26,155 25,365 4,591 3,095

減損引当金(注記12) － － － －

銀行に対する貸付金および前渡金合計 26,155 25,365 4,591 3,095

2014年12月31日現在、銀行に対する貸付金および前渡金のうち、当行グループが有する4,969百万ポンド

(2013年：2,631百万ポンド)と、当行が有する1,935百万ポンド(2013年：191百万ポンド)は、約定満期までの

残存期間が１年超のものである。

上記の金額のうち売戻条件付契約の対象となるものについては、注記53を参照のこと。
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17　顧客に対する貸付金および前渡金

当行グループ 当行

2014年

百万ポンド

2013年
1

百万ポンド

2014年

百万ポンド

2013年
1

百万ポンド

農業、林業および漁業 6,586 6,051 2,790 2,460

エネルギー事業および水道事業 3,853 4,414 3,465 4,057

製造業 6,000 7,650 5,275 6,261

建設業 6,425 7,024 4,160 4,440

運輸業、流通業およびホテル業 15,112 22,294 10,226 12,563

郵便事業および通信事業 2,624 2,364 2,184 2,200

不動産会社 36,682 44,277 21,891 23,451

金融業、一般事業およびその他サービス

業
44,979 42,478 32,742 25,735

個人：

モーゲージ 333,318 335,611 67,834 72,972

その他 23,123 23,230 10,777 10,719

ファイナンス・リース 3,013 4,435 215 311

割賦販売に伴う債権 7,403 5,090 6,039 2,704

減損引当金控除前の顧客に対する貸付金

および前渡金合計
489,118 504,918 167,598 167,873

減損引当金(注記20) (6,414) (11,966) (1,631) (2,299)

顧客に対する貸付金および前渡金合計 482,704 492,952 165,967 165,574

1
注記１を参照のこと。

2014年12月31日現在、顧客に対する貸付金および前渡金のうち、当行グループが有する419,193百万ポンド

(2013年：421,442百万ポンド)と、当行が有する126,653百万ポンド(2013年：124,943百万ポンド)は、約定満

期までの残存期間が１年超のものである。

上記の金額のうち売戻条件付契約の対象となるものについては、注記53を参照のこと。

上記に報告した金額のうち売戻条件付契約に関して提供された現金担保は、当行グループにおいて該当な

し(2013年：49百万ポンド)、当行において該当なし(2013年：該当なし)であった。
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顧客に対する貸付金および前渡金には、ファイナンス・リース債権が含まれており、その内訳は以下の通

りである。

当行グループ 当行

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

ファイナンス・リースに対する

投資総額(債権)：

１年以内 573 557 33 9

１年超５年以内 1,214 1,736 116 235

５年超 3,136 4,542 161 68

4,923 6,835 310 312

ファイナンス・リースについて

将来生じる未稼得金融収益
(1,837) (2,330) (87) (1)

前受賃料 (73) (70) (8) －

ファイナンス・リースに対する

投資純額
3,013 4,435 215 311

ファイナンス・リースに対する投資純額は、下記期間での回収可能価額を表している。

当行グループ 当行

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

2014年

百万ポンド

2013年

百万ポンド

１年以内 339 277 28 9

１年超５年以内 763 1,140 103 234

５年超 1,911 3,018 84 68

ファイナンス・リースに対する

投資純額
3,013 4,435 215 311

ファイナンス・リース契約に基づき顧客へリースされる備品は、主に、航空機、船舶およびその他の個々

に高額な品目の購入資金を調達するための仕組金融取引に関連するものである。2014年度および2013年度中

には、損益計算書において、ファイナンス・リースに関する偶発的賃料は認識されていない。減損引当金に

含まれている、回収不能ファイナンス・リース債権に対する引当金額は当行グループにおいて１百万ポンド

(2013年：６百万ポンド)である。
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18　証券化および担保付債券

証券化プログラム

顧客に対する貸付金および前渡金ならびに貸付金および債権に分類されている債券には、当行グループの

証券化プログラムに基づき証券化された貸付金が含まれており、その大部分は、グループ会社により、破産

の可能性が極めて低い組成された企業に売却されている。組成された企業は債券を発行して資金調達してい

るが、当該債券ポートフォリオに伴うリスクおよび便益の大部分は、グループ会社が留保する条件になって

いるため、組成された企業は完全に連結されており、これら貸付金のすべてが当行グループの貸借対照表に

計上され、関連する発行証券は発行債券に含まれている。

担保付債券プログラム(カバード・ボンド・プログラム)

顧客に対する一部の貸付金および前渡金は、当行グループによる担保付債券の発行に対する担保を提供す

るために、破産の可能性が極めて低い有限責任パートナーシップに譲渡されている。当行グループは、これ

ら貸付金に関連するリスクおよび便益のすべてを留保しているため、当該パートナーシップは完全に連結さ

れており、これら貸付金は当行グループの貸借対照表に計上され、関連する発行担保付債券は発行債券に含

まれている。

12月31日現在の証券化および担保付債券に関する当行グループの主要なプログラム、ならびにこれらの契

約対象の前渡金の残高および発行証券の帳簿価額は、以下に列記されている。発行証券については注記32に

記載されている。

2014年 2013年

証券化した
貸付金および

前渡金
百万ポンド

発行証券

百万ポンド

証券化した
貸付金および

前渡金
百万ポンド

発行証券

百万ポンド

証券化プログラム
1

英国住宅モーゲージ 50,250 28,392 55,998 36,286

商業貸付金 13,372 12,533 10,931 11,259

クレジットカード債権 6,762 4,278 6,314 3,992

オランダ住宅モーゲージ 3,866 4,004 4,381 4,508

個人向貸付金 1,318 751 2,729 750

PPP／PFIおよびプロジェクト・ファイナンス関連の

貸付金
402 99 525 106

75,970 50,057 80,878 56,901

控除：当行グループの保有分 (38,149) (38,288)

証券化プログラム合計(注記32) 11,908 18,613

担保付債券プログラム

住宅モーゲージ－担保付 47,795 31,730 59,576 36,473

ソーシャルハウジング・ローン－担保付 2,826 1,800 2,536 1,800

50,621 33,530 62,112 38,273

控除：当行グループの保有分 (6,339) (7,606)

担保付債券プログラム合計(注記32) 27,191 30,667

証券化および担保付債券プログラム合計 39,099 49,280

1
外部の資金調達手段とクレジット・デフォルト・スワップの組み合わせを用いた証券化を含む。
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当行グループが有する11,251百万ポンド(2013年：13,500百万ポンド)の現預金は、組成された企業が発行

している債券の償還や、担保付債券およびその他法定債務に関連する前渡金の返還に用途が制限されるもの

である。また当行グループは、一部の組成された企業に対して流動性ファシリティを供与するという特定の

契約上の取り決めを締結している。2014年12月31日現在、こうした契約上の義務は発生しておらず、当該

ファシリティに基づく最大エクスポージャーは392百万ポンド(2013年：402百万ポンド)であった。

当行グループは、多数の担保付債券プログラムを実施している。有限責任パートナーシップは、これらの

資産プールを隔離することや、当行グループが発行する担保付債券の保証を行うことを目的に設立されてい

る。担保付債券の格付を保証し、かつ運用上の柔軟性を提供するという担保付債券プログラムの契約条件を

満たす目的において、当行グループは報告日現在、上記の表に記載される通りに当該プログラムに対して超

過担保を提供していた。当該プログラムの形式上の要件により、担保を供与する当行グループの債務が時折

増加する可能性がある。また、担保付債券の格付維持を支援するために、当行グループが自発的に担保を提

供することもある。

当行グループの債務は原資産から生じるキャッシュフローまでに限定されるものの、当行グループでは、

証券化および担保付債券プログラムに関連する負債を発行債券計上額の範囲内で全額認識している。発行し

た債券の信用格付維持を支援するため、当行グループは多数の証券化プログラムに対し、手元現金の増額や

劣後債の保有といった形での追加支援を提供している。さらに特定のプログラムには、信用力が損なわれる

ような万一の場合、当行グループに資産の買戻しを求める契約上の義務が含まれている。

当行グループは2014年度において、上場した証券化プログラムから資産を買い戻す自発的な申し入れは

行っていない(2013年：該当なし)。このような買戻しは、当該プログラムにより発行した債券を償還予定日

に確実に償還するために行われるものである。

19　組成された企業

組成された企業に対する当行グループの持分は、連結対象および非連結の両方がある。連結対象の組成さ

れた企業に対する当行グループの持分について、証券化および担保付債券ビークルに関しては注記18に、当

行グループの年金制度に伴い組成された企業に関しては注記38ならびに下記(A)および(B)に詳述されてい

る。非連結の組成された企業に対する当行グループの持分に関する詳細は、下記(C)に含まれている。

(A) アセットバック・コンデュイット

証券化および担保付債券プログラムに使用している、注記18に説明した組成された企業に加え、当行グ

ループは、稼働中のアセットバック・コンデュイットであるカンカラのスポンサーになっている。2014年12

月31日現在のカンカラの連結エクスポージャー合計は、5,245百万ポンド(2013年：5,081百万ポンド)であ

り、4,605百万ポンドの貸付金および前渡金(2013年：4,781百万ポンド)および640百万ポンドのアセットバッ

ク証券(2013年：300百万ポンド)から成る。

当行グループがカンカラで保有するすべての債券および貸付資産は、これらの資産がコマーシャル・ペー

パーの投資家および流動性プロバイダーのみの便益のために担保取扱機関が保有していることから、当行グ

ループの使用には制限が設けられている。当行グループの通常の銀行業務の中で、当行グループはカンカラ

に対し、標準的な貸付活動における日常的かつ慣例的な契約条件に基づいた流動性ファシリティを供与して

いる。市場に混乱が生じる万一の場合、カンカラが外部からの資金援助を得られず、資金不足に陥るような

ことがあれば、当行グループはこれらの契約に定められた契約条件に基づいて支援提供を求められる可能性

がある。2014年および2013年12月31日現在において、こうした契約上の義務は発生しなかった。

また当行グループは、現在規模を縮小中であるその他２つのアセットバック・コンデュイットのスポン

サーになっている。これらのアセットバック・コンデュイットは発行済のコマーシャル・ペーパーを保有し

ておらず、また外部の流動性プロバイダーも存在しない。

当行グループのすべてのコンデュイットにおける外部資産は当行グループの財務書類上連結されている。
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(B) 連結対象の集団投資ビークル

オープンエンド型投資会社(以下「OEIC」という。)および有限パートナーシップといった連結対象の集団

投資ビークルが保有する保険事業の資産および負債は、当行グループが直接使用することはできない。しか

し、こうした集団投資ビークルの大部分に対する当行グループの投資は、即時に実現されるものである。

2014年12月31日現在、当行グループが保有する集団投資ビークルの資産および負債の帳簿価額総額は66,070

百万ポンド(2013年：55,934百万ポンド)であった。

連結対象の集団投資ビークルに対して、当行グループは財政面またはその他の支援提供が求められる契約

上の取り決め(流動性ファシリティ等)は締結していない。また、当行グループこれまでこのような支援を提

供したことはなく、そうした支援提供の意図も現在持っていない。

(C) 非連結の集団投資ビークルおよび有限パートナーシップ

非連結の組成された企業に対する当行グループの直接的な持分は、オープンエンド型投資会社および有限

パートナーシップといった集団投資ビークルに対する投資を構成している。2014年12月31日現在、この直接

的な持分の帳簿価額は総額で27,255百万ポンドであった(2013年：24,552百万ポンド)。この持分は、損益を

通じて公正価値で測定される金融資産に含められている(注記15を参照のこと)。これらの投資には、第三者

が管理する企業および当行グループが管理する企業のいずれも含まれる。2014年12月31日現在、非連結の組

成された企業の資産価額は、当行グループが持分を保有しない部分を含めて合計で6,200億ポンド(2013年：

5,430億ポンド)であった。

損失に対する当行グループの最大エクスポージャーは、当該投資の帳簿価額に等しい。しかし、これらの

企業に対する当行グループの投資は、主に保険事業部門における保険契約者の負債額に合わせて保有されて

おり、当行グループの投資の価値の変動によるリスクのほとんどは保険契約者の負債の変動と合致するもの

である。集団投資ビークルは、主にビークル内の投資家による投資から資金援助を受けている。

当事業年度中、当行グループは、これらの企業に対して契約上の財政支援またはその他の支援を提供して

おらず、財政支援またはその他の支援を提供する意図も現在持っていない。これら非連結の集団投資ビーク

ルおよび有限パートナーシップからの／への振替はなかった。

当行グループは、組成された企業の設計および設立に主体的に関与する場合や、組成された企業の設立後

に当行グループの資産を譲渡する場合、組成された企業名義で商品を売買する場合、および／または組成さ

れた企業の業績に対して保証を提供する場合に、当行グループ自身が組成された企業のスポンサーであると

認識する。

当行グループは、ファンド・マネジャーまたは同等の意思決定者としての機能を果たしており、当行グ

ループ傘下のブランドのひとつとしてファンドの売買を行う場合に、多様な投資ファンドおよび有限パート

ナーシップのスポンサーとなる。

当行グループは、これらのファンド投資の運用から報酬を稼得している。これらの企業から当行グループ

が稼得した投資運用報酬(2014年12月31日現在において当行グループが持分を保有していないビークルも含

む)については、注記48に記載されている。
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20　貸付金および債権の減損引当金

当行グループ

顧客に対する

貸付金および

前渡金

百万ポンド

銀行に対する

貸付金および

前渡金

百万ポンド

債券

百万ポンド

合計

百万ポンド

2013年１月１日現在 15,250 3 206 15,459

為替換算調整およびその他の調整 291 － － 291

事業の売却 (176) － － (176)

償却した前渡金 (6,229) (3) (82) (6,314)

過年度の償却後に回収した前渡金 456 － － 456

ディスカウントの解消 (351) － － (351)

損益計算書への借方計上額(注記12) 2,725 － 1 2,726

2013年12月31日現在 11,966 － 125 12,091

為替換算調整およびその他の調整 (410) － 9 (401)

事業の売却 － － － －

償却した前渡金 (6,432) － (10) (6,442)

過年度の償却後に回収した前渡金 681 － － 681

ディスカウントの解消 (126) － － (126)

損益計算書への借方計上額(注記12) 735 － 2 737

2014年12月31日現在 6,414 － 126 6,540

顧客に対する貸付金および前渡金にかかる当行グループの合計引当金額のうち、5,551百万ポンド(2013

年：10,217百万ポンド)は、報告日現在において(個別評価または一括評価により)減損していると判断されて

いる貸付に関連するものである。

顧客に対する貸付金および前渡金にかかる当行グループの合計引当金額のうち、1,482百万ポンド(2013

年：2,217百万ポンド)は、一括評価されたものである。

ロイズ・バンキング・グループ内の他社に対する債権から減損引当金は計上されていない。  
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当行

顧客に対する

貸付金および

前渡金

百万ポンド

銀行に対する

貸付金および

前渡金

百万ポンド

債券

百万ポンド

合計

百万ポンド

2013年１月１日現在 3,179 3 56 3,238

為替換算調整およびその他の調整 (31) － － (31)

償却した前渡金 (1,689) (3) (56) (1,748)

過年度の償却後に回収した前渡金 321 － － 321

ディスカウントの解消 (130) － － (130)

損益計算書への借方(貸方)計上額 649 － － 649

2013年12月31日現在 2,299 － － 2,299

為替換算調整およびその他の調整 (12) － － (12)

償却した前渡金 (1,323) － － (1,323)

過年度の償却後に回収した前渡金 320 － － 320

ディスカウントの解消 (96) － － (96)

損益計算書への借方計上額 443 － － 443

2014年12月31日現在 1,631 － － 1,631

顧客に対する貸付金および前渡金にかかる当行の合計引当金額のうち、1,200百万ポンド(2013年：1,954百

万ポンド)は、報告日現在において(個別評価または一括評価により)減損していると判断されている貸付に関

連するものである。

顧客に対する貸付金および前渡金にかかる当行の合計引当金額のうち、690百万ポンド(2013年：690百万ポ

ンド)は、一括評価されたものである。
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21　売却可能金融資産

当行グループ 2014年 2013年

コンデュ
イット

百万ポンド
その他

百万ポンド
合計

百万ポンド

コンデュ
イット

百万ポンド
その他

百万ポンド
合計

百万ポンド

債券：

政府債 － 47,402 47,402 － 38,290 38,290

銀行および住宅金融組合発行
の
譲渡性預金証書

－ 298 298 － 208 208

アセットバック証券：

不動産担保証券 27 647 674 139 1,124 1,263

その他のアセットバック
証券

223 462 685 217 698 915

社債およびその他の債券 － 5,529 5,529 － 1,855 1,855

250 54,338 54,588 356 42,175 42,531

株式 － 1,042 1,042 － 570 570

国債および類似の有価証券 － 863 863 － 875 875

売却可能金融資産合計 250 56,243 56,493 356 43,620 43,976

当行
2014年

百万ポンド
2013年

百万ポンド

債券：

政府債 46,911 38,159

銀行および住宅金融組合発行の譲渡性預金証書 186 196

アセットバック証券：

不動産担保証券 147 366

その他のアセットバック証券 120 179

社債およびその他の債券 3,311 2,276

50,675 41,176

株式 726 149

国債および類似の有価証券 11 23

売却可能金融資産合計 51,412 41,348

上表に記載されている、当行グループのアセットバック・コンデュイットの詳細は注記19(A)に含まれてい

る。

2014年12月31日現在、売却可能金融資産のうち、当行グループが有する53,041百万ポンド(2013年：42,637

百万ポンド)と、当行が有する47,688百万ポンド(2013年：39,483百万ポンド)は、約定満期までの残存期間が

１年超のものである。

上記の金額のうち買戻条件付契約の対象となるものについては、注記53を参照のこと。

すべての資産は、減損の有無が個別に評価されている。減損損失の有無の判定基準は、注記２h(2)に記載

されている。

2014年12月31日に、当行は55百万ポンド(2013年：83百万ポンド)の債券を子会社の１社へ売却したが、関

連契約により、この債券の所有に伴うリスクと便益の実質的にすべてを当行が留保するため、この債券は引

き続き当行の貸借対照表に認識されている。
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22　当行グループの投資不動産

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

１月１日現在 4,864 5,405

為替換算調整およびその他の調整 (6) 24

取得：

新たな不動産の取得 293 261

新たな子会社の連結 － 805

既存の不動産に関する追加支出 83 48

取得合計 376 1,114

売却 (1,255) (1,253)

事業の売却 － (582)

公正価値の変動(注記７) 513 156

12月31日現在 4,492 4,864

加えて、以下の額が損益計算書に認識されている。

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

賃料収入 269 308

賃料収入を生む投資不動産に直接起因する営業費用 37 59

契約済だが、財務書類には認識していない資本的支出は、47百万ポンド(2013年：２百万ポンド)であっ

た。

投資不動産は、評価対象の投資不動産と同様の所在地および分類のものの評価に最近携わった経験を持つ

独立した公認不動産鑑定士が、公開市場価額を用いて少なくとも毎年評価している。

投資不動産の公正価値は市場アプローチを用いて測定され、必要に応じて純損益アプローチを取り入れ

る。投資不動産の公正価値は、通常、観察可能なインプットで測定される。観察可能なインプットに対して

なされる調整の程度に応じて、投資不動産はレベル２またはレベル３(公正価値ヒエラルキーにおけるレベル

別の詳細は、注記50(4)を参照のこと)に分類される。この分類は、評価検討される投資不動産によって異な

る。投資不動産は、売却時の実現価額に関する観察可能な市場データが存在する不動産と比較される。不動

産の特徴(特定の資産の性質、所在地または状態等)については、必要な場合にこの観測可能インプットへの

調整が加味される。そのような情報が利用できない場合、割引キャッシュフロー分析あるいは活発ではない

市場における最新の取引価格といった観測不能なインプットを使用した代替的な評価技法が用いられる。建

設中の投資不動産については、当該不動産の建設工事が完成した時点の価額が売却時の価額であると考えら

れている。建設に伴う費用およびリスクの調整は加味される。建設中の段階で公正価値を信頼性を持って測

定できない場合は、公正価値を信頼性を持って測定することができるまで取得原価で評価される。

上記の表は、レベル３に分類されるすべての投資不動産の変動を分析するものである。
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23　当行グループののれん

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

１月１日および12月31日現在 2,016 2,016

取得原価
1 2,362 2,362

減損損失累計額 (346) (346)

12月31日現在 2,016 2,016

1
IFRSへの移行日である2004年１月１日より前の取得に関する取得原価は、2003年12月31日までの償却額を控除した額で計

上されている。

当行グループの貸借対照表に計上されているのれんは、少なくとも毎年減損テストを行っている。減損テ

ストの目的上、のれんは、適切な現金生成単位に配分される。合計残高である2,016百万ポンド(2013年：

2,016百万ポンド)のうち、1,836百万ポンド(合計の91％)はスコティッシュ・ウィドウズに配分され、170百

万ポンド(合計の８％)はアセット・ファイナンスへ配分された。

スコティッシュ・ウィドウズに関するのれんの回収可能価額は、使用価値計算に基づいて決定されてい

る。この計算では、経営陣が承認した５ヶ年の予算および計画に基づく将来キャッシュフローの税引前の予

測と、10％の割引率を使用している。かかる予算および計画は、過去の実績を基準に、予想される市況や競

合他社の動向を踏まえ、販売量、商品構成および利益幅の予想される変化を考慮して調整したものである。

割引率は、内部での測定結果や利用可能な業界情報を参照して決定される。上記５ヶ年の期間以降のキャッ

シュフローは、３％の固定成長率(生命保険市場の長期的な平均成長率を超えない成長率)を用いて推定され

ている。経営陣は、主要な仮定について生じる可能性のある合理的にあり得る範囲内での変動が生じた場合

でも、スコティッシュ・ウィドウズの回収可能価額が貸借対照表上の帳簿価額を下回ることはないと考えて

いる。

アセット・ファイナンスに関するのれんの回収可能価額も使用価値計算に基づいており、経営陣が承認し

た５ヶ年の財務予算および計画に基づく税引前キャッシュフロー予測と、14％の割引率を使用している。上

記５ヶ年の期間以降のキャッシュフローは、0.5％の成長率(アセット・ファイナンスが事業を展開している

市場の長期的な平均成長率を超えない成長率)を用いて推定される。経営陣は、主要な仮定について生じる可

能性のある合理的にあり得る範囲での変動が生じた場合でも、アセット・ファイナンスの回収可能価額が貸

借対照表上の帳簿価額を下回ることはないと考えている。
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24　保有契約の価額

連結貸借対照表における保有契約の資産の総価額は以下の通りである。

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

取得した保有無配当投資契約の価額 418 461

保有する保険契約および有配当投資契約の価額 4,446 4,874

保有契約の価額合計 4,864 5,335

取得した保有無配当投資契約の価額の当年度における変動は以下の通りである。

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

１月１日現在 461 1,312

損益計算書に計上された償却額(注記11) (43) (54)

事業の売却 － (797)

12月31日現在 418 461

取得した保有無配当投資契約には、OEIC事業に関連する251百万ポンド(2013年：277百万ポンド)が含まれ

ている。

保有する保険契約および有配当投資契約の価額の当年度における変動は以下の通りである。

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

１月１日現在 4,874 5,488

為替換算調整およびその他の調整 21

当年度中の変動：

新規契約 425 595

既存の契約：

期待収益 (441) (432)

実績との差異 (65) (246)

仮定の変更 (586) 37

経済的差異 239 462

損益計算書に計上される、保有契約の価額の変動(注記９) (428) 416

事業の売却 － (1,051)

12月31日現在 4,446 4,874

この内訳は、保有契約の価額の変動のみを表しており、この内訳に含まれる項目の税引前利益への貢献額

をすべて表しているものではない。ここには、負債の評価に適用した仮定の変更の影響も含めて、関連契約

の他の資産および負債の変動も含む。経済的差異には、報告期間の末日現在の金融市場の状況が、新規契約

や既存の契約の期待収益の計算に用いる仮定に含まれている状況と異なることにより生じる影響が含まれて

いる。

保有契約の価額の計算に用いる主要な仮定の策定に用いる手法およびプロセスの主な特徴は以下に記載さ

れる。
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経済的な仮定

各キャッシュフローは、資本市場におけるキャッシュフローに適用されるものと同じ割引率を用いて評価

される。実務では、同じ結果を得るため、キャッシュフローが市場の変動とは無関係に変動するか、市場の

変動に沿って変動するもののいずれかである場合、「確実性等価」アプローチと呼ばれる手法が用いられ

る。この手法では、すべての資産が無リスク金利で収益をもたらすという前提に基づき、すべてのキャッ

シュフローが無リスク金利で割り引かれる。確実性等価アプローチは、年次給付保険事業(非流動性プレミア

ムが含まれる場合は以下を参照。)以外の保険および有配当投資契約に関する投資資産すべてを対象としてい

る。

金融オプションおよび保証の評価には市場整合的アプローチが採用されており、各評価日における関連オ

プションの市場価格と整合するように調整された確率論的オプション価格決定モデルが用いられる。

当行グループの英国の年次給付保険事業に関連する負債は、多くの社債や、2012年度終わりからは流動性

のない貸付資産を含む固定利付有価証券で構成されるポートフォリオとマッチングされている。英国の年次

給付保険事業における保有契約の資産の価額は、この保有社債および関連する流動性のない貸付資産の流動

性不足に対する市場プレミアムの見積りを考慮した後に計算される。非流動性に対する市場プレミアムの決

定には、実際の資産配分および関連する観測可能市場データが反映されており、資本市場との整合性が確認

されている。2014年12月31日現在の非流動性プレミアムは、120ベーシス・ポイント(2013年：91ベーシス・

ポイント)と見積られている。

無リスク金利は、関連するスワップカーブから信用リスクに対する控除を差し引いて計算される。

以下の表は、12月31日現在における、上記による利回り範囲とその他の主要な仮定を示している。

2014年
％

2013年
％

無リスク金利(年次給付保険事業以外の事業における保有契約の価額)
1 0.00から3.27 0.00から4.04

無リスク金利(年次給付保険事業における保有契約の価額)
1 1.02から4.56 0.64から5.06

無リスク金利(金融オプションおよび保証)
1 0.29から2.20 0.21から3.45

小売価格の上昇 3.26 3.59

費用の増加 3.92 4.25

1
すべての無リスク金利は、関連するスワップカーブから算出されたインプライド・レートの範囲を表している。

非市場リスク

非市場リスクに対する引当金は、過去の経験に基づく最善の見積りから選んだ仮定を用いて設定される。

これは、通常、株主にもたらされる見込みの財政的な成果の中間値を表すため、非市場リスクに対してさら

なる引当金を設定する必要はない。しかし、事業リスク、再保険会社のデフォルトおよびウィズプロフィッ

ト・ファンドについては、これらがもたらす可能性のある結果の範囲が均一とならない恐れがあるため、

各々に対して明確な引当金が設定されている。

非経済的な仮定

将来の死亡率、罹患率、費用、失効率および払込率に関する仮定は毎年見直される。これらの仮定は、過

去の実績の分析結果や、将来の状況に関する経営陣の見解に基づき策定される。
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死亡率および罹患率

年次給付受給者の寿命の延びを考慮した死亡率および罹患率に関する仮定は、当行グループの実績(この情

報が信頼できる根拠となる場合)や関連業界のデータに照らして設定される。

失効率(契約継続率)および払込率

失効率および払込率に関する仮定は毎年見直される。直近の数値が、過去の分析結果や、将来の数値に関

する経営陣の見解とともに検討される。この最善の見積りの算定時には、結果の信頼性(これは利用可能な

データの量の影響を受ける)、検討対象期間中に生じた例外的な事象および利用するデータに関する既知のま

たは予想される趨勢を含む多くの要素が検討される。

維持費

保険契約に伴い将来生じる明示的費用に対する引当金が設定される。この費用は、当期の費用と将来見込

まれる費用を参照して算定される。明示的費用に対する引当金は、将来の費用増加に備えて設定される。

これらの仮定は、将来の状況に関する最善の見積りを表すために用いられる。主要な仮定の変更がもたら

す影響に関する詳細情報は注記34に記載されている。
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25　その他の無形資産

当行グループ 当行

ブランド

百万ポンド

コア預金

無形資産

百万ポンド

購入したク

レジット

カード・リ

レーション

シップ

百万ポンド

顧客関連の

無形資産

百万ポンド

資産計上さ

れるソフト

ウェア

改良費

百万ポンド

合計

百万ポンド

資産計上さ

れるソフト

ウェア

改良費

百万ポンド

取得原価：

2013年１月１日現在 596 2,770 300 881 1,133 5,680 627

為替換算調整およびそ

の他の調整
－ － － － 22 22 (1)

取得 － － 15 － 274 289 221

売却 － － － － (92) (92) －

事業の売却 － － － (343) (17) (360) －

2013年12月31日現在 596 2,770 315 538 1,320 5,539 847

取得 － － － － 297 297 188

売却 － － － － (108) (108) －

2014年12月31日現在 596 2,770 315 538 1,509 5,728 1,035

償却累計額：

2013年１月１日現在 86 1,560 238 526 478 2,888 216

為替換算調整およびそ

の他の調整
－ － － － 9 9 －

当年度中の計上額

(注記11)
21 300 62 20 109 512 67

売却 － － － － (45) (45) －

事業の売却 － － － (104) － (104) －

2013年12月31日現在 107 1,860 300 442 551 3,260 283

当年度中の計上額

(注記11)
21 300 5 14 161 501 105

売却 － － － － (103) (103) －

2014年12月31日現在 128 2,160 305 456 609 3,658 388

2014年12月31日現在の

貸借対照表上の残高
468 610 10 82 900 2,070 647

2013年12月31日現在の

貸借対照表上の残高
489 910 15 96 769 2,279 564

上記のブランドには、無限の耐用年数を有すると判断され、償却されない380百万ポンド(2013年：380百万

ポンド)の資産が含まれている。このブランドは、300年超にわたり存在している名称「Bank of Scotland」

(「バンク・オブ・スコットランド」)を使用している。このブランドは十分に確立された金融サービスのブ

ランドであり、当該ブランドが無限の耐用年数を有しないという兆候は存在しない。

コア預金無形資産は、低金利の大口安定預金から得られる便益であり、上記の2014年12月31日現在の貸借

対照表金額は、当行グループの会計方針に従って、残存耐用年数２年間にわたって定額法にて償却される。

購入したクレジットカード・リレーションシップは、購入したクレジットカード・ポートフォリオから経

常的な収益がもたらされる便益を反映している。

顧客関連の無形資産には、顧客リストや経常的な収益をもたらす顧客関係による便益が含まれる。

当行および当行グループの資産計上されるソフトウェア改良費は、主に、識別可能かつ直接的な従業員お

よびその他の内部費用で構成されている。
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26　有形固定資産

当行グループ 当行

土地建物

百万

ポンド

備品

百万

ポンド

オペレー

ティング・

リース資産

百万

ポンド

有形固定

資産合計

百万

ポンド

土地建物

百万

ポンド

備品

百万

ポンド

オペレー

ティン

グ・リー

ス資産

百万

ポンド

有形固定

資産合計

百万

ポンド

取得原価：

2013年１月１日現在 2,616 3,753 4,899 11,268 1,435 3,190 160 4,785

為替換算調整および

その他の調整
－ 83 (17) 66 (1) 13 2 14

取得 300 758 1,326 2,384 232 640 － 872

売却 (48) (406) (1,460) (1,914) (29) (291) － (320)

事業の売却 (2) (94) (80) (176) － － － －

2013年12月31日現在 2,866 4,094 4,668 11,628 1,637 3,552 162 5,351

為替換算調整および

その他の調整
1 1 24 26 1 1 7 9

取得 212 971 1,673 2,856 141 853 － 994

売却 (186) (223) (1,759) (2,168) (87) (86) － (173)

2014年12月31日現在 2,893 4,843 4,606 12,342 1,692 4,320 169 6,181

減価償却および減損

累計額：

2013年１月１日現在 1,191 1,710 1,025 3,926 902 1,695 2 2,599

為替換算調整および

その他の調整
4 18 (10) 12 － 26 1 27

当年度中の減価償却

計上額(注記11)
145 418 811 1,374 75 292 5 372

売却 (41) (305) (808) (1,154) (21) (253) － (274)

事業の売却 － (68) (32) (100) － － － －

2013年12月31日現在 1,299 1,773 986 4,058 956 1,760 8 2,724

為替換算調整および

その他の調整
－ 1 7 8 (1) 1 － －

当年度中の減価償却

計上額(注記11)
142 462 787 1,391 63 363 5 431

売却 (67) (153) (947) (1,167) (41) (22) － (63)

2014年12月31日現在 1,374 2,083 833 4,290 977 2,102 13 3,092

2014年12月31日現在

の

貸借対照表上の残高

1,519 2,760 3,773 8,052 715 2,218 156 3,089

2013年12月31日現在

の

貸借対照表上の残高

1,567 2,321 3,682 7,570 681 1,792 154 2,627
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12月31日現在における、解約不能オペレーティング・リース契約に基づき当行グループが将来受け取る予

定の最低リース料は以下の通りである。

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

１年以内 965 1,053

１年超５年以内 1,103 1,165

５年超 203 356

将来の最低リース料受取額合計 2,271 2,574

オペレーティング・リース契約に基づき顧客へリースされる備品は、主に、自動車リース契約に関するも

のである。2014年度および2013年度には、損益計算書に、オペレーティング・リースに関する偶発的賃料は

認識されていない。

加えて、2014年12月31日現在、将来における最低サブリース料収入の合計として、当行グループが45百万

ポンド、当行が12百万ポンド(2013年12月31日現在：当行グループが19百万ポンド、当行が17百万ポンド)を

解約不能な土地建物のサブリース契約に基づき受け取る予定である。

27　当行の子会社に対する投資

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

１月１日現在 40,929 39,958

為替換算調整およびその他の調整 － －

追加資本注入および譲渡 1,653 1,394

売却 (1,685) (423)

資本償還 (1,930) －

減損 (149) －

12月31日現在 38,818 40,929

主要なグループ会社は以下の通りである。全社とも12月31日までの期間にかかる財務書類を作成してお

り、その業績はロイズ・バンク・ピーエルシーの連結財務書類に含まれている。

株式種類 登記／設立国
株式資本および
議決権の保有割合

業務内容

ティーエスビー・バンク・ピーエルシー 普通 スコットランド 50％
銀行および金融サービ
ス

スコティッシュ・ウィドウズ・ピーエル
シー

普通 スコットランド 100％
1 生命保険

HBOSピーエルシー 普通 スコットランド 100％ 持株会社

バンク・オブ・スコットランド・
ピーエルシー

普通 スコットランド 100％
1 銀行および金融サービ

ス

セント・アンドリューズ・
インシュアランス・ピーエルシー

普通 イングランド 100％
1 損害保険

クレリカル・メディカル・
インベストメント・グループ・リミテッド

普通 イングランド 100％
1 生命保険

クレリカル・メディカル・マネージド・
ファンズ・リミテッド

普通 イングランド 100％
1 生命保険

1
間接持分

上記各グループ会社の主要な事業拠点は英国である。
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規制の下で銀行業務や保険業務を行うすべての子会社は、その資本を各規制当局と合意した水準に維持す

る必要があることから、これらの子会社の配当能力が影響を受ける可能性がある。これ以外には、当行の子

会社による配当金の支払いまたは借入金および前受金の返済に適用される重要な制約は存在しなかった。

全子会社一覧表は当社の次年度報告書に含まれる予定であり、当行は2006年会社法第410項の免除規定を適

用している。

28　その他の資産

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

保有再保険契約から生じる資産(注記

33および35)
682 732 － －

繰延取得および締結費用 114 130 － －

決済残高 1,676 2,904 1,430 801

当社年金資産 12,741 9,984 － －

共同支配企業および関連会社に対する

投資
74 101 5 5

売却グループの資産 － 7,988 － 244

その他の資産および前払金 6,458 5,230 1,016 807

その他の資産合計 21,745 27,069 2,451 1,857

29　銀行預り金

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

買戻条件付契約に基づき売却した有価

証券に関する負債
1,075 1,874 480 1,251

その他の銀行預り金 9,812 12,108 7,726 9,197

銀行預り金合計 10,887 13,982 8,206 10,448

2014年12月31日現在、銀行預り金のうち、当行グループが有する3,597百万ポンド(2013年：2,190百万ポン

ド)と、当行が有する1,808百万ポンド(2013年：1,009百万ポンド)は、約定満期までの残存期間が１年超のも

のである。

上記の金額のうち買戻条件付契約の対象となるものについては、注記53を参照のこと。
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30　顧客預金

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
1

百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
1

百万ポンド

無利息当座預金 46,487 40,802 24,334 21,111

有利息当座預金 86,131 77,789 53,975 46,881

貯蓄預金および投資勘定 256,701 265,422 73,821 77,011

買戻条件付契約に基づき売却した有価

証券に関する負債
－ 2,978 － 2,978

その他の顧客預金 57,748 52,476 42,569 37,574

顧客預金合計 447,067 439,467 194,699 185,555

1
注記１を参照のこと。

2014年12月31日現在、顧客預金のうち、当行グループが有する31,126百万ポンド(2013年：44,702百万ポン

ド)と、当行が有する4,904百万ポンド(2013年：7,941百万ポンド)は、約定満期までの残存期間が１年超のも

のである。

上記の金額のうち買戻条件付契約の対象となるものについては、注記53を参照のこと。

上記の当行グループの表には、英国金融サービス保険機構に基づいて保護される260,129百万ポンド(2013

年：258,384百万ポンド)の預金が含まれている。

31　トレーディング目的負債および損益を通じて公正価値で測定するその他の金融負債

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

損益を通じて公正価値で測定する負

債(債券)
6,744 5,306 6,739 5,316

トレーディング目的負債：

買戻条件付契約に基づき売却した有

価証券に関する負債
50,007 28,902 60,424 32,255

有価証券のショートポジション 3,219 6,890 3,172 1,867

その他 2,132 2,527 2,892 3,668

55,358 38,319 66,488 37,790

トレーディング目的負債および損益

を通じて公正価値で測定するその他

の金融負債

62,102 43,625 73,227 43,106

2014年12月31日現在、トレーディング目的負債および損益を通じて公正価値で測定するその他の負債のう

ち当行グループの8,865百万ポンド(2013年：8,990百万ポンド) および当行の8,860百万ポンド(2013年：

9,860百万ポンド)は、約定満期までの残存期間が１年超のものである。

損益を通じて公正価値で測定するものに指定されている負債は、主に発行債券のうち、関連債券から切り

離して公正価値で認識および測定する必要があるような相当の組込デリバティブを含んでいるものか、会計

上のミスマッチを大幅に減らす目的で公正価値にて会計処理されるもののいずれかを表す。

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書

213/546



2014年12月31日現在、損益を通じて公正価値で測定する債券の満期時に契約に基づき支払うべき額は

10,112百万ポンド(2013年：6,625百万ポンド)であり、これは貸借対照表上の帳簿価額を3,373百万ポンド上

回っている(2013年：1,358百万ポンド上回る)。2014年12月31日現在、信用スプレッド・リスクの変化に起因

するこれらの負債の公正価値の増加額は累計で181百万ポンド(2013年：214百万ポンドの増加)であり、この

額は、当行の信用スプレッドの相場を参照して算定されている。累計額のうち33百万ポンドの減少は2014年

度に生じたもので、40百万ポンドの減少は2013年度に生じたものであった。

買戻条件付契約に関する差入担保の公正価値については、注記53を参照のこと。

32　発行債券

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

発行済ミディアム・ターム・ノート 22,167 23,385 20,397 20,746

担保付債券(注記18) 27,191 30,667 32,600 17,681

発行済譲渡性預金証書 7,033 8,866 7,033 8,866

証券化証券(注記18) 11,908 18,613 1,901 4,332

コマーシャル・ペーパー 7,373 5,035 4,131 1,570

発行債券合計 75,672 86,566 66,062 53,195

2014年12月31日現在、発行債券のうち、当行グループが有する49,849百万ポンド(2013年：61,244百万ポン

ド)と、当行が有する46,287百万ポンド(2013年：35,714百万ポンド)は、約定満期までの残存期間が１年超の

ものである。

33　保険契約および有配当投資契約から生じる当行グループの負債

保険契約および有配当投資契約に伴う負債は以下のような構成である。

2014年 2013年

総額

百万ポンド
再保険

1

百万ポンド

純額

百万ポンド

総額

百万ポンド
再保険

1

百万ポンド

純額

百万ポンド

生命保険(下記(1)を参照)：

保険契約 72,191 (636) 71,555 67,650 (675) 66,975

有配当投資契約 14,102 － 14,102 14,416 － 14,416

86,293 (636) 85,657 82,066 (675) 81,391

生命保険以外の保険契約

(下記(2)を参照)：

未経過保険料 424 (7) 417 442 (10) 432

未払保険金 224 － 224 293 － 293

648 (7) 641 735 (10) 725

合計 86,941 (643) 86,298 82,801 (685) 82,116

1
再保険残高はその他の資産(注記28)の項で報告している。
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(1)生命保険

当年度中における、生命保険契約および有配当投資契約に伴う負債の変動の内訳は以下の通りである。

保険契約

百万ポンド

有配当投資

契約

百万ポンド

総額

百万ポンド
再保険

1

百万ポンド

純額

百万ポンド

2013年１月１日現在 65,665 16,489 82,154 (2,257) 79,897

新規契約 4,008 295 4,303 (28) 4,275

既存の契約における変動 3,230 (2,349) 881 76 957

損益計算書の借方に計上される負債の変

動

(注記10)

7,238 (2,054) 5,184 48 5,232

為替換算調整およびその他の調整 7 (11) (4) (7) (11)

事業の売却 (5,260) (8) (5,268) 1,541 (3,727)

2013年12月31日現在 67,650 14,416 82,066 (675) 81,391

新規契約 3,123 28 3,151 (20) 3,131

既存の契約における変動 1,582 (341) 1,241 12 1,253

損益計算書の借方に計上される負債の変

動

(注記10)

4,705 (313) 4,392 (8) 4,384

為替換算調整およびその他の調整 (164) (1) (165) 47 (118)

2014年12月31日現在 72,191 14,102 86,293 (636) 85,657

1
再保険残高はその他の資産(注記28)の項で報告している。

生命保険契約および有配当投資契約に伴う負債は、以下の通り、PRAの現実的資本に関する指針に沿って会

計処理されるウィズプロフィット・ファンドに伴う負債(現実的負債)と、保険数理上の割引キャッシュフ

ロー法を用いて会計処理されるノンプロフィット・ファンドに伴う負債に分けられる。

2014年 2013年

ウィズプロ

フィット・

ファンド

百万ポンド

ノンプロ

フィット・

ファンド

百万ポンド

合計

百万ポンド

ウィズプロ

フィット・

ファンド

百万ポンド

ノンプロ

フィット・

ファンド

百万ポンド

合計

百万ポンド

保険契約 12,334 59,857 72,191 11,739 55,911 67,650

有配当投資契約 8,957 5,145 14,102 9,227 5,189 14,416

合計 21,291 65,002 86,293 20,966 61,100 82,066

ウィズプロフィット・ファンドに伴う現実的負債

(ⅰ)事業の概要

当行グループは、スコティッシュ・ウィドウズ・ピーエルシーおよびクレリカル・メディカル・インベス

トメント・グループ・リミテッド内にウィズプロフィット・ファンドを有しており、これには保険契約およ

び有配当投資契約の両方が含まれている。

ウィズプロフィット・ファンド内で締結される従来からの統合型契約の主な目的は、平準化投資ビークル

を保険契約者に提供する一方で、短期的な市場の変動に伴う損失から保険契約者を保護することである。特

定の保険約款を満たせば、最低保証配当が適用される。ウィズプロフィットの契約者は、分配対象利益の少
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なくとも90％を受取る権利を持ち、残りは株主が受取る。契約者は、通常、死亡保険の被保険者でもあり、

当該契約には、退職時に選択できる、保証年次給付オプションが付帯している場合がある。

(ⅱ)負債の計算方法

ウィズプロフィットの負債は、現実的価額で表示されており、以下がその主要な構成要素である。

－　ウィズプロフィットの給付準備金(ウィズプロフィットの契約のアセット・シェアの合計)

－　オプションおよび保証に伴う費用(保証年次給付オプションを含む)

－　アセット・シェアから差し引かれる控除額

－　ウィズプロフィットの給付準備金について予定されている増額

－　平準化による影響額

現実的価額の評価は、市場整合的な手法により負債を評価する確率論的シミュレーション・モデルを用い

て実施される。現実的負債の計算には、死亡率、契約継続率および各種費用に関する最善の見積りベースの

仮定を用いる。これらは、注記24にて記載している保有契約の価額の評価に用いるのと類似した方法で計算

される。

(ⅲ)仮定

ウィズプロフィットの負債の計算に用いている主要な仮定と、負債額の算定プロセスは以下の通りであ

る。

投資収益および割引率

現実的資本に関する指針は、ウィズプロフィット・ファンドに伴う負債を、市場整合的な手法で評価する

よう指示している。これは、市場で取引可能なオプション契約の価格やその他の観測可能な市場データに基

づく調整を加えて負債を評価する評価モデルを使用することで実施できる。ウィズプロフィット・ファンド

の金融オプションや保証は、確率論的シミュレーション・モデルを用いて評価される。このモデルでは、平

均するとすべての資産が無リスク金利で算出される利益をもたらすという前提に基づき、すべてのキャッ

シュフローが無リスク金利で割り引かれる。無リスク金利は、関連政府債のスワップカーブに由来する現物

利回りに、信用リスクを調整したものとして定義されている。

保証年次給付オプション選択率

一部の年金契約は、保証年次給付オプションを含んでいる。このオプションを選択した保険契約者は、契

約当初の時点で保証されている年次給付率で年次退職給付を受けられる。このオプションを含んでいる契約

についてオプション費用を算定する際に用いられる主要な仮定は、このオプションが評価される経済状況、

死亡率およびその他のオプションが選択される割合である。このオプションがもたらす財務的影響は、請求

時における対応する投資の価額、金利および寿命により異なる。

投資に伴うボラティリティ

確率論的シミュレーション・モデルに伴う調整では、デリバティブのインプライド・ボラティリティ(可能

な場合)、またはヒストリカル・ボラティリティ(有意の価格が観測できない場合)のいずれかが用いられる。
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死亡率

年次給付受給者の寿命の延びを考慮した死亡率に関する仮定は、当行グループの実績(この情報が重要な場

合)や関連業界のデータに照らして設定される。

失効率(契約継続率)

失効率とは、保険契約が解除される割合、または保険契約者が約定基本保険料の支払いを停止する割合の

いずれかを意味する。

過去の契約継続率は、統計的手法を用いて分析される。契約継続率は、商品の種類や、契約の有効期間の

相違により大きく異なる可能性があるため、この分析の際には、データが大まかにグループ化される。

契約継続率に関する「最善の見積り」を算定するために、直近の契約継続率が、過去の分析結果や、将来

の契約継続率に関する経営陣の見解とともに検討される。将来の契約継続率に関する経営陣の見解は、厳し

い市況下で保証やオプションの価値がより高まることにより生じる可能性がある将来の契約継続率の変動を

踏まえたものである。この最善の見積りの算定時には、結果の信頼性(これは利用可能なデータの量の影響を

受ける)、検討対象期間中に生じた例外的な事象、利用するデータに関する既知のまたは予想される趨勢およ

び公表済の関連市場データを含む多くの要素が検討される。

ノンプロフィット・ファンドに伴う負債

(ⅰ)事業の概要

当行グループでは、主に以下の種類の生命保険契約をノンプロフィット・ファンド内で締結している。こ

うした種類の事業に伴う株主の利益は、運用手数料収入や、その他の契約手数料から生じる。

ユニットリンク型ビジネス - これには、ユニットリンク型年金およびユニットリンク・ボンドが含まれ、

その主な目的は、投資ビークルを提供することと、保険契約者の死亡時に保険金を支払うことである。

生命保険 - 保険契約者は死亡するか永続的な身体障害を負うかした場合に通常は既定額の保険金が支払わ

れる。この事業には、終身保険、定期保険および長期信用生命契約が含まれる。

年次給付 - 保険契約者は終身年金の受給権(すなわち予想以上に長生きできた場合の保証)を与えられる。

(ⅱ)負債の計算方法

ノンプロフィット・ファンドに伴う負債は、公認の保険数理計算に基づき、規制で求められているアプ

ローチに沿って算定される。使用する方法は、発生可能性を考慮しながら、保有保険契約の存続期間におけ

る将来キャッシュフローを見積り、このキャッシュフローを評価日まで割り引くという作業を伴うものであ

る。

(ⅲ)仮定

通常、ノンプロフィット・ファンドに伴う負債の評価に用いる仮定は、慎重を期して策定されるものであ

るため、逆偏差に対するマージンを織り込んでいる。この逆偏差に対するマージンは、経営陣の判断に基づ

くもので、付帯する不確実性のレベルに関する経営陣の見解を反映している。ノンプロフィット・ファンド

に伴う負債の測定に用いられる主要な仮定は以下のようなものである。
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金利

使用する金利は、各国の規制当局が定めている指針に沿って導き出した金利である。当該指針は、評価日

現在での固定利付資産の償還利回りを含むさまざまな要素を参照した上で使用できる金利に制限を加えてい

る。

リスク・マージンが、仮定として用いる金利において考慮されている。このリスク・マージンは、各国の

規制当局が定めている指針による制限(保険負債に割当てられた有価証券の信用格付に基づくデフォルト・リ

スクを考慮に入れるため利用可能な利回りを引き下げることを含む)をもとに導き出される。

死亡率および罹患率

年次給付受給者の寿命の延びを考慮した死亡率および罹患率に関する仮定は、当行グループの実績(この情

報が信頼できる根拠となる場合)や関連業界のデータに照らして設定され、逆偏差に対するマージンが織り込

まれている。

失効率(契約継続率)

失効率は、一部のノンプロフィット・ファンド契約について考慮される。この失効率の設定プロセスは

ウィズプロフィットの負債にかかるものと同様であるが、ノンプロフィットの負債には逆偏差に対するマー

ジンを織り込むことで慎重なシナリオが仮定される。

維持費

保険契約に伴い将来生じる明示的費用に対する引当金が設定される。この費用は、当期の費用と将来見込

まれる費用に、逆偏差に対するマージンを加えた額に関する内部での分析結果を参照して算定される。明示

的費用に対する引当金は、将来の費用増加に備えて設定される。

仮定の主要な変更

当行グループでは、2014年度に仮定の詳細な見直しを行い、この結果、主に税引前利益に対する以下のよ

うな影響が生じた。

－　契約継続率に関する仮定の変更(119百万ポンドの減少)

－　現在および将来の死亡率に関する仮定の変更(23百万ポンドの増加)

－　費用に関する仮定の変更(51百万ポンドの増加)

－　クレジット・デフォルト算出方法の変更(36百万ポンドの増加)

この金額は、保険契約や有配当投資契約にかかる負債や保有契約の価額の変動による影響額を含んでい

る。
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(2)生命保険以外の保険

生命保険以外の保険契約に伴う負債総額の事業別内訳は以下の通りである。

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

クレジット・プロテクション 45 60

住宅保険 600 673

医療保険 3 2

生命保険以外の保険契約に伴う負債総額合計 648 735

生命保険以外の保険契約について、既経過保険料の額や、保険金請求に備えるための準備金の水準を算定

する作業に関連して用いられる手法や仮定は、引受済の保険商品ごとに決定される。仮定は、最も可能性が

高いか、または見込まれる結果を中立的に見積るためのものである。準備金の設定に用いている仮定や手法

に大幅な変更はない。

準備金の設定手法と関連する仮定については以下に記載している。

未経過保険料に対する準備金は、各契約の既経過期間と、各契約の期間中における保険事故の発生に関す

る予測をもとに算定される。

未払保険金は、受理済の保険金請求額と、発生済だが未報告の保険金請求額で構成される。発生済だが未

報告の保険金請求額は、過去に受けた保険金請求と、その平均費用に基づき算定される。受理済の保険金請

求額は、過去の実績に基づく予測および見積りを用いた、報告済保険金請求に伴う費用の最善の見積額を表

している。

当年度中における、生命保険以外の保険契約に伴う負債および再保険資産の変動は以下の通りである。

未経過保険料に対する引当金
総額

百万ポンド
再保険

1

百万ポンド

純額

百万ポンド

2013年１月１日現在 494 (16) 478

当年度中の繰入 972 (18) 954

当年度中の戻入 (1,021) 24 (997)

損益計算書の借方に計上される未経過保険料に
対する引当金の変動(注記８)

(49) 6 (43)

為替換算調整およびその他の調整 (3) － (3)

2013年12月31日現在 442 (10) 432

当年度中の繰入 870 (13) 857

当年度中の戻入 (888) 16 (872)

損益計算書の借方に計上される未経過保険料に
対する引当金の変動(注記８)

(18) 3 (15)

為替換算調整およびその他の調整 － － －

2014年12月31日現在 424 (7) 417

1
再保険残高はその他の資産(注記28)の項で報告している。
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この引当金は、短期保険契約に伴う負債のうち、当行グループの債務が期末現在で消滅していないものを

表す。

未払保険金
総額

百万ポンド

再保険

百万ポンド

純額

百万ポンド

受理済の保険金請求 280 － 280

発生済だが未報告の保険金請求 40 (1) 39

2013年１月１日現在 320 (1) 319

当年度中に決済された保険金請求にかかる
現金支払額

(385) － (385)

負債の増加(減少)：

当年度の保険金請求に起因するもの 379 － 379

過年度の保険金請求に起因するもの (27) 1 (26)

損益計算書の借方に計上される負債の変動(注記10) (33) 1 (32)

為替換算調整およびその他の調整 6 － 6

2013年12月31日現在 293 － 293

当年度中に決済された保険金請求にかかる
現金支払額

(398) － (398)

負債の増加(減少)：

当年度の保険金請求に起因するもの 368 － 368

過年度の保険金請求に起因するもの (40) － (40)

損益計算書の借方に計上される負債の変動(注記10) (70) － (70)

為替換算調整およびその他の調整 1 － 1

2014年12月31日現在 224 － 224

受理済の保険金請求 194 － 194

発生済だが未報告の保険金請求 30 － 30

2014年12月31日現在 224 － 224

受理済の保険金請求 263 － 263

発生済だが未報告の保険金請求 30 － 30

2013年12月31日現在 293 － 293
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生命保険以外の保険における保険金請求の推移表

保険負債の推移表は、当行グループの最終的な保険金請求の価額を見積る能力の指標を示している。下記

表の上半分の部分は、表示の各事故発生年度に対応する未払保険金の合計に関する当行グループの見積り

が、事故発生年度以降の年度の末日においてどのように変化しているかを表している。下記表の下半分は、

保険金請求累計額から貸借対照表計上額への調整を表している。事故発生年度基準は、当行グループが引き

受けている保険に最適な基準だと考えられる。

生命保険以外の保険に伴
う
あらゆるリスク - 総額

事故発生年度

2008年

百万

ポンド

2009年

百万

ポンド

2010年

百万

ポンド

2011年

百万

ポンド

2012年

百万

ポンド

2013年

百万

ポンド

2014年

百万

ポンド

合計

百万

ポンド

最終的な保険金請求に伴

う

費用の見積り

事故発生年度末現在 205 262 609 446 421 349 283 2,575

１年後 199 237 517 366 382 339

２年後 195 216 497 353 393

３年後 187 208 493 367

４年後 186 276 506

５年後 186 203

６年後 180

当期における上記保険金

請求額の見積り
180 203 506 367 393 339 283 2,271

2010年度に譲受けられた

HBOS損害保険事業に関連

する当期における保険金

請求額の見積り

257 276 － － － － － 533

当期における保険金請求

累計額の見積り
437 479 506 367 393 339 283 2,804

これまでの支払累計額 (434) (475) (494) (355) (377) (294) (173) (2,602)

貸借対照表に認識される

負債
3 4 12 12 16 45 110 202

過年度と関係のある負債 8

貸借対照表に含まれる

負債合計
210

上記表に表示されている210百万ポンドの負債には、未配分の保険金請求処理費である10百万ポンドおよび

期限を迎えていないリスク準備金４百万ポンドは含まれていない。
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34　当行グループの生命保険の感応度分析

以下の表は、他の仮定が変更されないという前提で主要な仮定が変更された場合に、本財務書類に開示さ

れている税引前利益や資本に及ぶ合理的に可能性のある影響を表したものである。しかし実務ではこの前提

が成立しない可能性が高く、仮定の変更は相関性のある可能性がある。下記数値は、保険契約や有配当投資

契約にかかる資産、負債および保有契約の価額の変動を含んでいる。影響額は、一方向の変化により表示さ

れているが、対称的な動きをする合理的可能性がある。

2014年12月31日現在

変数の変動

税引前利益の

増加(減少)

百万ポンド

資本の

増加(減少)

百万ポンド

年次給付受給者以外の者の死亡率
1 ５％の低下 37 30

年次給付受給者の死亡率
2 ５％の低下 (176) (141)

失効率
3 10％の低下 105 84

将来の維持費および投資費用
4 10％の低下 259 208

無リスク金利
5 0.25％の低下 29 24

保証年次給付オプションの選択率
6 ５％の低下 1 1

株式投資に伴うボラティリティ
7 １％の低下 (3) (3)

社債のクレジット・デフォルト・スプレッドの

拡大
8 0.25％の低下 (260) (208)

非流動性プレミアの増加
9 0.10％の低下 101 81

2013年12月31日現在

変数の変動

税引前利益の

増加(減少)

百万ポンド

資本の

増加(減少)

百万ポンド

年次給付受給者以外の者の死亡率
1 ５％の低下 39 31

年次給付受給者の死亡率
2 ５％の低下 (151) (121)

失効率
3 10％の低下 132 106

将来の維持費および投資費用
4 10％の低下 194 155

無リスク金利
5 0.25％の低下 50 40

保証年次給付オプションの選択率
6 ５％の上昇 － －

株式投資に伴うボラティリティ
7 １％の上昇 (8) (6)

社債のクレジット・デフォルト・スプレッドの

拡大
8 0.25％の上昇 (238) (191)

非流動性プレミアの増加
9 0.10％の上昇 82 66

仮定は、保有契約の価額や、現実的および法定の準備金の額の計算に用いられる基準に応じて柔軟に変更

される。

1
この感応度は、死亡率および罹患率が予想の95％に低下した場合の年次給付保険以外の事業に対する影響を表している。

2
この感応度は、死亡率が予想の95％に低下した場合の年次給付保険事業および繰延年次給付保険事業に対する影響を表し

ている。

3
この感応度は、失効率および解約率が予想の90％に低下した場合の影響を表している。

4
この感応度は、維持費および投資費用が予想の90％に低下した場合の影響を表している。

5
この感応度は、無リスク金利が25ベーシス・ポイント低下した場合の、保有契約の価額、金融オプションおよび保証費

用、法定準備金、ならびに資産の価額に対する影響を表している。
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6
この感応度は、予想より５％上昇した場合の影響を表している。

7
この感応度は、予想より１％上昇した場合の影響を表している。

8
この感応度は、社債のクレジット・デフォルト・スプレッドが25ベーシス・ポイント上昇し市場価額がその分減少した場

合の影響を表している。スワップカーブ、無リスク金利および非流動性プレミアは、いずれも変化しないという前提で

ある。

9
この感応度は、非流動性プレミアに対する引当金が10ベーシス・ポイント増加した場合の影響を表している。総合的な資

産のスプレッドは変化せず、よって市場価額も変化しないという前提である。スワップカーブと年次給付保険以外の保

険の無リスク金利は、いずれも変化しないという前提である。非流動性プレミアムが増加すると、年次給付保険の無リ

スク金利が上昇する。

次へ
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35　無配当投資契約から生じる当行グループの負債

無配当投資契約から生じる負債の変動の内訳は以下の通りである。

総額

百万ポンド
再保険

1

百万ポンド

純額

百万ポンド

2013年１月１日現在 54,372 (46) 54,326

新規契約 1,294 (1) 1,293

既存の契約における変動 1,899 － 1,899

事業の売却 (29,953) － (29,953)

為替換算調整およびその他の調整 (22) － (22)

2013年12月31日現在 27,590 (47) 27,543

新規契約 257 (1) 256

既存の契約における変動 (583) 9 (574)

事業の売却 － － －

為替換算調整およびその他の調整 (16) － (16)

2014年12月31日現在 27,248 (39) 27,209

1
再保険残高はその他の資産(注記28)の項で報告している。

36　当行グループの保険事業内の未配分剰余金

当年度中における、長期保険事業内での未配分剰余金の変動の内訳は以下の通りである。

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

１月１日現在 391 267

損益計算書に認識される未配分剰余金の変動(注記10) (74) 123

為替換算調整およびその他の調整 3 1

12月31日現在 320 391
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37　その他の負債

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

決済残高 1,024 3,358 571 642

オープンエンド型投資会社における

受益証券保有者の持分
19,525 22,219 － －

売却グループの負債 － 7,302 － －

その他の債権者に対する債務および

未払金
8,234 8,090 3,787 3,698

28,783 40,969 4,358 4,340

38　退職給付債務

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

当行グループの損益計算書の借方計上額

過去勤務(収益)費用
1 (822) 104

その他 334 392

確定給付型年金制度 (488) 496

その他の退職後給付制度 10 7

確定給付型制度合計 (478) 503

確定拠出型年金制度 252 255

損益計算書の(貸方)借方計上額合計(注記11) (226) 758

1
 2014年３月11日、当行グループは確定給付型年金制度を変更し、2014年４月２日より、年金給付額の計算に使用する年

金計算対象賃金の上昇率に関する既存の上限を、２％からゼロに改訂する旨を公表した。当該変更による影響で、当行グ

ループの貸借対照表上の退職給付債務が843百万ポンド減少し、損益計算書に縮小による利益が計上された。これは、TSB

業務の職員向けの年金契約の変更に伴い発生した費用21百万ポンドにより部分的に相殺されている。2013年度に、当行グ

ループは、主要確定給付型年金制度のうち２つの制度において、早期退職および転籍に関する項目を一部変更することで

合意し、これにより2013年12月31日終了事業年度における損益計算書において費用104百万ポンドを認識した。

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

貸借対照表に認識されている額

退職給付資産 1,147 98 351 －

退職給付債務 (453) (1,096) (190) (413)

貸借対照表に認識されている合計額 694 (998) 161 (413)
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貸借対照表における認識総額は以下に関連する：

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

確定給付型年金制度 890 (787) 268 (281)

その他の退職後給付制度 (196) (211) (107) (132)

貸借対照表に認識されている合計額 694 (998) 161 (413)

年金制度

確定給付型制度

(i) 当行グループの制度の特徴および関連するリスク

当行グループは、英国や外国にて数多くの確定給付型年金制度を運営している。最も重要な制度はロイ

ズ・バンク・ペンション・スキームNo１、No２およびHBOS最終給与年金制度の確定給付型制度の３制度であ

り、いずれも英国を拠点とする制度である。これらの制度は、勤続年数に応じて異なる最終年金計算対象給

与の一定割合に相当する額として計算される退職後給付金を支給する制度であり、2014年12月31日現在のこ

の制度の規則に基づく退職時の最少年齢は概ね55歳であるが、加入者のうち一定の区分の者は契約上、50歳

で退職する権利を有するものとみなされている。

当行グループは数多くの積立型および未積立型の年金制度を運営しており、その大部分が上記に挙げた最

も重要な３制度を含む、英国の積立型制度である。すべての制度は信託法に基づく法的に独立した法人とし

て、受託会社により運営されている。また、英国のすべての制度は2004年年金法に準拠した積立型の制度で

ある。各制度について、少なくとも３年ごとに評価が実施される。この評価では、制度資産は市場価額で測

定され、負債(以下「技術的準備金」という。)は慎重な仮定に基づき測定される。この評価で積立不足が確

認された場合、再建計画が合意され年金監督機関の審査を受けるために送付される。再建計画の合意を含む

評価プロセスの結果は、当行グループおよび当該制度の受託会社との間で合意される。海外における当行グ

ループの確定給付型年金制度は、現地の規制上の管理対象となる。

主要な３制度の完全な評価は、直近では2011年６月30日現在で実施された。評価結果は独立公認保険数理

士により、2014年12月31日現在までに更新された。当行グループの他の制度を対象とする直近の完全な評価

はさまざまな日に実施されており、その結果は、2014年12月31日現在までに独立公認保険数理士により更新

されている。

2009年度中に当行グループは、ロイズ・バンク・ペンション・スキームNo１およびロイズ・バンク・ペン

ション・スキームNo２に対し約10億ポンドの１度限りの拠出を行った。上記２制度に対するこの拠出は、総

額約54億ポンドの資産を有する有限責任パートナーシップにおける持分という形式をとっており、上記２制

度は合計で約215百万ポンドの年次分配を2014年12月31日まで受取る権利を持っている。計画されていたすべ

ての分配が行われたため、上記パートナーシップ持分の評価額は額面価額と同額となったが、有限責任パー

トナーシップは、ロイズ・バンク・ペンション・スキームNo１およびロイズ・バンク・ペンション・スキー

ムNo２に対する当行グループの債務に対する保証として、引き続き資産を保有する予定である。2014年12月

31日現在、有限責任パートナーシップは約51億ポンドの資産を保有し、当年度中にこれらの年金制度に対し

て215百万ポンドの現金拠出が行われた(2013年：215百万ポンド)。有限責任パートナーシップは、当行グ

ループの貸借対照表へ完全に連結されている(注記19を参照のこと)。

当行グループはまた、HBOS最終給与年金制度およびロイズ・バンク・ペンション・スキームNo 1の一部に

対する当行グループの債務に対して担保を提供するため、資産を保有する２つの非公開有限責任会社も設立

している。2014年12月31日現在、当該非公開有限責任会社は総額で約28億ポンドの資産を保有していた。こ
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れらの非公開有限責任会社は、年金制度に対する分配は行わない。非公開有限責任会社は、当行グループの

貸借対照表へ完全に連結されている。当行グループの関連年金制度に支払うべき債務を担保するために合意

された最低水準額を満たすべく、上記契約の中に当該ビークルで資産を維持することを当行グループに求め

る要求事項がある。2014年度において、当行グループはこの要求事項を満たしていた。

当行グループでは現在、2015年度における確定給付型制度への拠出額は約425百万ポンドと見積っている。

当行グループの積立型の確定給付型年金制度の管理責任は、受託会社にある。当行グループの積立型の英

国確定給付型年金制度は、受託者会(以下「受託者」という。)によって運用されている。受託者の任務は、

当該制度の規則および関連法令に準拠した運営や、すべての加入者および受益者にとっての最大限の利益を

考慮した資産の保護を確実なものにすることである。投資方針の策定や、３年ごとの評価プロセスを経た上

での雇用主との積立要件に関する合意について、受託者はその全責任を負う。当該制度の規則に従って、受

託者会は当行の代表者および制度加入者によって構成されなければならない。

(ii) 財務書類への計上額

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

貸借対照表に含まれている額

積立済給付債務の現在価値 (37,243) (33,355) (19,742) (16,714)

制度資産の公正価値 38,133 32,568 20,010 16,433

貸借対照表に認識されている純額 890 (787) 268 (281)

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

貸借対照表に認識されている純額

１月１日現在 (787) (957) (281) (989)

確定給付型制度の年金収益(費用)(純

額)
488 (496) 127 (188)

確定給付債務にかかる数理計算上の損

失
(4,272) (1,265) (2,574) (332)

制度資産にかかる収益 4,928 1,133 2,856 736

雇用主による拠出額 531 804 152 501

為替換算調整およびその他の調整 2 (6) (12) (9)

12月31日現在 890 (787) 268 (281)
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当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

確定給付型制度に伴う給付債務の変動

１月１日現在 (33,355) (31,324) (16,714) (16,060)

当期勤務費用 (277) (351) (110) (139)

利息費用 (1,471) (1,414) (769) (685)

再測定：

　数理計算上の(損失)利益－過去の実績 186 184 156 143

　数理計算上の(損失)利益－人口統計による仮

定
(13) 15 14 3

　数理計算上の(損失)利益－財務上の仮定 (4,445) (1,464) (2,744) (478)

給付額 1,147 1,061 633 543

過去勤務費用 (20) (5) (73) 6

従業員による拠出額 (2) (3) (1) (2)

制度縮小 822 (104) 343 (86)

清算 117 62 111 55

為替換算調整およびその他の調整 68 (12) (588) (14)

12月31日現在 (37,243) (33,355) (19,742) (16,714)

確定給付債務合計は以下の金額で構成される：

　現職加入者に対する債務 (7,801) (8,647) (3,678) (3,874)

　据置期間中の加入者に対する債務 (12,928) (9,927) (6,874) (5,047)

　年金受給者に対する債務 (15,139) (13,547) (8,326) (7,069)

　加入者の扶養家族に対する債務 (1,375) (1,234) (864) (724)

12月31日現在の確定給付債務合計 (37,243) (33,355) (19,742) (16,714)

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

制度資産の公正価値の変動

１月１日現在 32,568 30,367 16,433 15,071

制度資産にかかる収益(利息収益に含

まれる金額を除く)
4,928 1,133 2,856 736

利息収益 1,477 1,392 758 710

雇用主による拠出額 531 801 152 500

従業員による拠出額 2 3 1 2

給付額 (1,147) (1,058) (633) (542)

清算 (124) (55) (115) (41)

管理費支払額 (36) (21) (18) (8)

為替換算調整およびその他の調整 (66) 6 576 5

12月31日現在 38,133 32,568 20,010 16,433
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制度資産の構成：

2014年 2013年

当行グループ
上場証券

百万ポンド

非上場証券

百万ポンド

合計

百万ポンド

上場証券

百万ポンド

非上場証券

百万ポンド

合計

百万ポンド

株式 1,047 － 1,047 1,276 － 1,276

債券 21,243 － 21,243 12,845 － 12,845

不動産 － 1,138 1,138 － 1,062 1,062

投資ビークルでプールされる

資産
3,603 10,555 14,158 4,684 10,671 15,355

短期金融市場で取引される金

融商品、デリバティブ、現金

ならびにその他の資産および

負債

1,179 (632) 547 506 1,524 2,030

12月31日現在 27,072 11,061 38,133 19,311 13,257 32,568

2014年 2013年

当行
上場証券

百万ポンド

非上場証券

百万ポンド

合計

百万ポンド

上場証券

百万ポンド

非上場証券

百万ポンド

合計

百万ポンド

株式 311 － 311 530 － 530

債券 10,400 － 10,400 5,740 － 5,740

不動産 － 730 730 － 612 612

投資ビークルでプールされる

資産
2,145 5,674 7,819 1,797 6,203 8,000

短期金融市場で取引される金

融商品、デリバテイブ、現金

ならびにその他の資産および

負債

562 188 750 429 1,122 1,551

12月31日現在 13,418 6,592 20,010 8,496 7,937 16,433

積立型のすべての制度の資産は、受託会社が管理するファンド内にて、当行グループの資産とは分離して

保有されている。
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以下は、年金制度の債券を信用格付別に分析したものである。

投資適格
1

百万ポンド

投機的

百万ポンド

格付なし

百万ポンド

合計

百万ポンド

当行グループ

2014年12月31日現在

固定利付政府債 3,933 210 7 4,150

インデックス連動型政府債 10,396 － － 10,396

社債およびその他の債券 4,880 1,535 208 6,623

アセットバック証券 － － 74 74

債券合計 19,209 1,745 289 21,243

2013年12月31日現在

固定利付政府債 2,122 80 － 2,202

インデックス連動型政府債 6,955 － － 6,955

社債およびその他の債券 3,080 482 75 3,637

アセットバック証券 － － 51 51

債券合計 12,157 562 126 12,845

1
 信用格付けが「BBB」以上。

投資適格
1

百万ポンド

投機的

百万ポンド

格付なし

百万ポンド

合計

百万ポンド

当行

2014年12月31日現在

固定利付政府債 815 19 7 841

インデックス連動型政府債 6,338 － － 6,338

社債およびその他の債券 2,194 877 150 3,221

債券合計 9,347 896 157 10,400

2013年12月31日現在

固定利付政府債 366 1 － 367

インデックス連動型政府債 4,162 － － 4,162

社債およびその他の債券 1,034 149 28 1,211

債券合計 5,562 150 28 5,740

1
 信用格付けが「BBB」以上。
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年金制度の資産をプールする投資ビークルは以下の通りに構成される。

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

株式ファンド 2,581 4,699 1,599 3,162

ヘッジ・ファンドおよびミューチュア

ル・ファンド
2,170 2,382 838 785

流動性ファンド 2,566 3,588 1,424 1,233

債券ファンド 2,570 1,996 1,699 1,083

その他 4,271 2,690 2,259 1,737

12月31日現在 14,158 15,355 7,819 8,000

12月31日終了事業年度の損益計算書に認識されている費用の構成は以下の通りである。

当行グループ

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

当期勤務費用 277 351

利息純額 (6) 22

過去勤務収益および制度縮小 (822) 104

清算 7 (7)

過去勤務費用－制度の見直し 20 5

当事業年度中に発生した制度管理費用 36 21

確定給付型年金にかかる費用の合計 (488) 496
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仮定

確定給付型年金制度の評価に使用される主要な保険数理上の仮定および財務上の仮定は以下の通りであ

る。

2014年
％

2013年
％

割引率 3.67 4.60

インフレ率：

小売物価指数 2.95 3.30

消費者物価指数 1.95 2.30

賃金上昇率 0.00 2.00

年金支給額の加重平均増加率 2.59 2.80

2014年
年

2013年
年

評価日において60歳の加入者の平均余命：

男性 27.5 27.4

女性 29.8 29.7

評価日の15年後において60歳の加入者の平均余命：

男性 28.7 28.6

女性 31.1 31.0

制度の評価に用いられる死亡率に関する仮定は、保険数理士協会公表の標準生命表に基づくもので、関連

制度における実績に沿って調整された仮定である。上記表は、2014年12月31日に60歳で退職する加入者の平

均余命は男性が27.5年で女性が29.8年だと考えられる旨を表示している。実務では、各加入者間での個人差

が大きくなる場合があるものの、上記仮定は、すべての加入者について適切な仮定だと思われる。若い加入

者ほど、現時点で退職する者より退職後に長生きすると思われる。これは、医学の進歩や生活水準の改善と

ともに死亡率は下がり続けるであろうという予測を反映している。上記表は、前提としている改善の程度を

示すため、現在45歳で15年後の退職時には60歳に達する加入者の平均余命も表示している。

(iii) 将来キャッシュフローの時期および不確実性

確定給付型制度のリスク・エクスポージャー

当行グループは確定給付型制度において、特異なリスク、企業特有のリスク、または制度に特化したリス

クに晒されていない一方で、以下に詳述する多数の重大なリスクに晒されている。

インフレ・リスク：年金制度の給付債務の大部分は、据置期間中および給付支払時点の両方の段階でイン

フレとの関連性を持っている。極度のインフレから制度資産を保護する目的でインフレ連動型のギルト債を

保有することにより、ほとんどの場合はインフレ率上昇の抑制に効果を発揮し部分的な相殺が望めるとはい

うものの、インフレ率の高めの推移は給付債務の増額に繋がるものである。

金利リスク：確定給付債務は、AA格付を持つ社債の利回りから導き出された割引率を用いて算定される。

保有債券の価値の上昇によって部分的に相殺されるものの、社債利回りの低下は制度債務を増加させる。

高齢化に伴うリスク：制度債務の大部分は、加入者の生涯にわたって給付が提供されるため、平均余命の

伸びは制度債務を増加させることになる。

投資リスク：制度資産は、債券、株式およびその他の収益追求型資産を組み入れるリスク分散を図った

ポートフォリオに投資している。こうした資産が確定給付債務の算定時に用いた割引率を下回る投資パ

フォーマンスとなった場合、積立超過額の減少か、あるいは積立不足額の増加に繋がる。資産価値と割引率
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におけるボラティリティは、当行グループの貸借対照表およびその他の包括利益に計上される年金債務純額

の変動に繋がる。程度の差はあれど、当行グループの損益計算書における年金費用の変動にも繋がることに

なる。

当行グループの確定給付債務における最終的な費用は、こうした仮定ではなく、実際に起こる将来の事象

に左右されることになる。想定された仮説が実証される可能性は低いため、こうした費用は想定以上に高く

なることもあれば、低く抑えられることもある。

感応度分析

当行グループの三大重要制度について、合理的に発生する可能性の高い主要な仮定の変動が制度債務の価

値に及ぼす影響と、その結果として生じる当行グループの損益計算書における年金費用および確定給付型制

度債務の純額の変動は以下の通りである。記載されている感応度は、その他すべての仮定および制度資産の

価額に変更がないないことを前提としており、発生可能性の極めて高い変更を示すことは意図されていな

い。また、その性質上概算値であり、詳細な計算を実施した場合は結果が異なる可能性がある。実際には仮

定が単独で変動する可能性は低い。仮定には相関関係があることから、こういった個々の変更の影響が積み

重なった場合、複数の仮定が同時に変更された場合の実際の影響の見積として合理的ではない可能性があ

る。

合理的に発生する可能性の高い代替的な仮定による影響

損益計算書計上額の増(減)
確定給付型年金制度債務純額

の増(減)

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

インフレ率(年金の増加分を含む)
1
:

　0.1％の上昇 18 24 383 414

　0.1％の低下 (16) (6) (362) (122)

割引率
2
:

　0.1％の上昇 (30) (30) (611) (542)

　0.1％の低下 29 33 623 550

加入者の平均余命の予想値:

　１年の延伸 34 38 750 686

　１年の短縮 (32) (36) (738) (676)

1  
2014年12月31日現在、想定RPI上昇率は2.95％および想定CPI上昇率は1.95％(2013年: RPI上昇率は3.3％およびCPI上昇

率は2.3％)である。

2  
2014年12月31日現在、想定割引率は3.67％(2013年: 4.60％)である。
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感応度分析の手法および仮定

上記の感応度分析は、当行グループの確定給付債務のうち、90％超を占める当行グループの三大重要制度

に及ぶ影響を反映するものである。当行グループの残りの年金制度の基礎を成す債務プロファイル上の差異

が、これらの仮定の変動に対してわずかに異なった反応を示すこともあるが、上記の感応度は当行グループ

の全体に及ぼす影響を表す指標となる。

インフレ率の仮定の感応度には、退職前後の両期間において、消費者物価指数(CPI)および小売価格指数

(RPI)の両方の想定上昇率を適用し、年金の増加率への影響も含まれる。これらの年金増加率は、一定の最小

値および最大値の範囲内でインフレ(CPIまたはRPIのいずれか)に連動する。

年金計算対象給与は2014年４月２日以降凍結されているため、感応度分析(インフレ率感応度を含む)に、

賃金上昇率の変動における影響は含まれない。

平均余命の仮定は、各制度のおおまかな加重平均年齢に基づいた60歳からの平均余命に１年の増加／減少

を考慮に入れた上で適用されている。これは近似アプローチであるため、すべての年齢において平均余命の

１年増加による同一の結果が出ることはないが、年金制度に及ぶ平均余命の変更による潜在的な影響につい

て適切な指標を提供することになる。

感応度分析を作成する際に用いた手法および仮定に過年度からの変更はなかった。

資産・負債マッチング戦略

主要制度の資産は、主に債券で構成されるリスク分散型のポートフォリオに投資される。投資戦略は適宜

変更され、当該制度内の負債構造を反映する形で展開される。各制度における特定の資産・負債マッチング

戦略は、雇用主との協議の上で、各担当管理機関によってそれぞれが独自に決定される。

当行グループの制度が採用した資産・負債マッチング戦略が目指す大きな目標は、金利およびインフレ率

の市場予測の変動により生じるボラティリティを削減することである。これは主に、制度資産を債券(主に固

定金利ギルト債およびインデックス連動型債)に投資することや、金利およびインフレ・スワップ契約を締結

することによって達成される。これらの投資は、制度債務のプロファイルを考慮に入れた上で構築され、市

況の変化および債務プロファイルの変更の両面を反映して積極的に運用される。

資産・負債マッチング戦略では、現在のところ、負債に係る金利のボラティリティの約89％(2013年：

54％)およびインフレ率のボラティリティの約94％(2013年：71％)を軽減している。
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確定給付債務の満期分析

以下の表は、確定給付年金債務の加重平均期間および給付金支払の分布および時期に関する情報である。

当行グループ 当行

2014年
年

2013年
年

2014年
年

2013年
年

確定給付債務の期間 19 19 17 19

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

支払が見込まれる確定給付債務の満期分析

12ヶ月以内に支払が見込まれる給付額 1,179 1,067 652 532

１年から２年の間に支払が見込まれる給付額 1,059 1,009 610 540

２年から５年の間に支払が見込まれる給付額 3,538 3,420 2,038 1,822

５年から10年の間に支払が見込まれる給付額 7,334 7,207 4,145 3,761

10年から15年の間に支払が見込まれる給付額 8,831 8,945 4,797 4,459

15年から25年の間に支払が見込まれる給付額 20,011 21,102 10,256 9,791

25年から35年の間に支払が見込まれる給付額 18,995 20,851 9,174 9,011

35年から45年の間に支払が見込まれる給付額 14,434 16,374 6,524 6,684

45年超に支払が見込まれる給付額 9,617 11,403 3,555 3,955

満期分析の手法および仮定

給付支払の見積額は、将来の期待インフレに関する引当金を含む債務の評価の基礎となる仮定に基づいて

いる。これらの見積額は割引前の金額で表示されるため、当行グループの貸借対照表に認識された確定給付

債務の割引後の評価額と比較して多額に表示されている。各年度末日前に計上された給付のみに関連してお

り、その後に計上される可能性のある給付については引当計上されていない。

確定拠出型制度

当行グループは、英国や外国にて数多くの確定拠出型年金制度を運営しており、主要な制度は、ユア・

トゥモローおよびロイズ・バンク・ペンション・スキームNo１の確定拠出型制度である。

2014年12月31日終了事業年度中に損益計算書の借方に計上された、確定拠出型制度に関連する額は252百万

ポンド(2013年：255百万ポンド)で、この額は、各制度の規則に従い雇用主が拠出すべき額を表している。
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その他の退職後給付制度

当行グループでは、一部の従業員、退職後従業員、およびその扶養家族に対し退職後医療費給付および金

利軽減住宅ローンの供与を行う数多くの制度を運営している。主要な制度は旧ロイズ・バンク行員に関係す

るもので、この制度に基づき、当行グループでは、1996年１月１日より前に退職したすべての適格従業員(お

よびその扶養家族)に対する退職後医療費給付に伴う費用を負担している。当行グループは、この給付を行う

ために必要な保険契約を結んでおり、将来支払うべき保険料の見積費用に対する引当金を設定している。

主要な退職後医療費給付制度に伴う負債の保険数理上の評価は、直近では2014年12月31日現在で独立公認

保険数理士により実施された。用いられた主要な仮定は原則として上記の通りであるが、医療保険料の上昇

率については、6.55％(2013年：6.90％)が前提として用いられた。

その他の退職後給付制度に伴う
給付債務の変動：

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

１月１日現在 (211) (207) (132) (129)

為替換算調整およびその他の調整 18 (4) 26 (3)

支払保険料 7 7 5 5

当年度中の借方計上額 (10) (7) (6) (5)

12月31日現在 (196) (211) (107) (132)
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39　繰延税金

繰延税金残高純額の変動は、以下の通りである。

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

１月１日現在の資産 5,129 4,602 4,165 4,188

為替換算調整およびその他の調整 10 6 6 (11)

売却 (60) 558 － (12)

損益計算書の(借方)貸方計上額

(注記13):

英国法人税率の改正および関連する影

響に伴うもの
(26) (602) (9) (550)

その他 (225) (115) (175) 269

(251) (717) (184) (281)

資本の貸方(借方)計上額：

退職後確定給付制度の再測定 (135) 28 (62) (80)

売却可能金融資産(注記44) (10) 274 (14) 366

キャッシュフロー・ヘッジ(注記44) (547) 378 (315) (5)

(692) 680 (391) 281

12月31日現在の資産 4,136 5,129 3,596 4,165

法定ポジションは、連結貸借対照表に開示されている繰延税金資産および負債を反映しており、法的に行

使可能な相殺権が存在しない場合には資産と負債を相殺できない旨が考慮されているものである。繰延税金

資産および負債の税務開示は、繰延税金資産と負債が種類別に分けられている下記表内の金額に関係するも

のである。

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

法定ポジション

繰延税金資産 4,190 5,132 3,596 4,165

繰延税金負債 (54) (3) － －

繰延税金資産純額 4,136 5,129 3,596 4,165

税務開示

繰延税金資産 7,016 8,082 4,037 4,280

繰延税金負債 (2,880) (2,953) (441) (115)

繰延税金資産純額 4,136 5,129 3,596 4,165
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連結損益計算書上の繰延税金借方計上額は、下記の一時差異で構成されている。

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

加速減価償却費 34 482

年金およびその他の退職後給付 (243) (14)

長期保険事業 312 86

減損引当金 (24) (86)

トレーディング損失 (565) (1,041)

取得資産の公正価値にかかる税金 159 322

その他の一時差異 76 (466)

損益計算書上の繰延税金借方計上額 (251) (717)

繰延税金資産および負債の構成は以下の通りである。

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

繰延税金資産：

年金およびその他の退職後給付 － 288 － 160

減損引当金 5 22 10 20

その他の引当金 15 33 20 28

デリバティブ － － 5 9

売却可能資産の再評価 － － － －

繰越欠損金 5,759 6,338 3,302 3,258

加速減価償却費 682 649 436 369

その他の一時差異 555 752 264 436

繰延税金資産合計 7,016 8,082 4,037 4,280

繰延税金負債：

年金およびその他の退職後給付 (87) － (11) －

長期保険事業 (944) (1,195) － －

取得資産の公正価値にかかる税金 (1,072) (1,236) － －

売却可能資産の再評価 (12) (30) － －

デリバティブ (417) (208) (318) －

実効金利 (10) (19) (1) (1)

その他の一時差異 (338) (265) (111) (114)

繰延税金負債合計 (2,880) (2,953) (441) (115)

2013年財政法(以下「本法」という。)は、2013年７月２日に実質的に制定された。本法により、主要な法

人税率が2014年４月１日から21％に、また2015年４月１日から20％に引き下げられた。
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繰延税金資産

繰延税金資産は、将来の課税所得を通じて関連する税務上ベネフィットが実現する可能性が高い繰越欠損

金について認識される。繰越欠損金について、グループ会社が5,759百万ポンドおよび当行が3,302百万ポン

ド(2013年：当行グループ6,338百万ポンド、当行3,258百万ポンド)の繰延税金資産を認識している。当行グ

ループは、中期利益予想の見直し後に、当該欠損金と相殺するのに十分な利益が将来において生じる見込み

があると判断した。

繰越トレーディング損失にかかる当行グループの614百万ポンド(2013年：593百万ポンド)(当行は該当な

し、2013年：該当なし)については、繰延税金資産を認識していない。かかる損失は主に一部の海外子会社で

発生したもので、保険事業のその他の一時差異に関連するものである。トレーディング損失は無期限に繰り

越すことができるが、米国の損失は20年で失効する。

繰越キャピタル・ロスにかかる当行グループの190百万ポンド(2013年：169百万ポンド)(当行は該当なし、

2013年：該当なし)については、将来においてキャピタル・ゲインが生じる見込みがないため、繰延税金資産

は認識されていない。キャピタル・ロスは無期限に繰り越すことができる。

加えて、未軽減外国税控除繰越額にかかる2014年12月31日現在の当行グループの117百万ポンド(2013年：

41百万ポンド)と当行の78百万ポンド(2013年：２百万ポンド)については、将来において相殺に利用できる課

税所得が生じる見込みがないため、繰延税金資産は認識されていない。この税額控除は無期限に繰り越すこ

とができる。

40　その他の引当金

当行グループ

契約債務に

対する

引当金

百万ポンド

支払補償

保険

百万ポンド

その他の

法定

引当金

百万ポンド

空きのある

賃借不動産

に対する

引当金

百万ポンド

その他

百万ポンド

合計

百万ポンド

2014年１月１日現在 177 2,807 1,008 69 427 4,488

為替換算調整およびその他の調

整
(86) － － 15 (5) (76)

引当額 － (2,458) (1,104) (19) (184) (3,765)

当年度中の繰入(戻入)額 10 2,200 925 5 413 3,553

2014年12月31日現在 101 2,549 829 70 651 4,200

当行

契約債務

に

対する

引当金

百万ポン

ド

支払補償

保険

百万ポンド

その他の

法定

引当金

百万ポンド

空きのあ

る賃借不

動産に対

する

引当金

百万ポン

ド

その他

百万ポンド

合計

百万ポンド

2014年１月１日現在 66 1,739 415 31 300 2,551

為替換算調整およびその他の

調整
(31) － － 15 (11) (27)

引当額 － (1,650) (667) － (140) (2,457)

当年度中の繰入(戻入)額 (7) 1,394 561 (18) 798 2,728

2014年12月31日現在 28 1,483 309 28 947 2,795
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契約債務に対する引当金

この引当金は、当行グループが追加資金を貸し付けなければならないことが確実となっている状況で、顧

客の返済能力に関する懸念がある場合に設定される。

支払補償保険

英国銀行協会による金融サービス機構(以下「FSA」という。)(現在の名称は英国金融行動監視機構(以下

「FCA」という。))および金融オンブズマン・サービス(以下「FOS」という。)に対する訴訟が退けられた

後、当行グループは、過去におけるPPI保険の販売に関係する顧客への補償費用(関連する管理費用を含む)に

ついて、2013年12月31日までに合計9,825百万ポンドを引当計上した。

2014年度において、顧客による請求の件数は、予想より緩やかではあるが引続き減少した。事前通知はほ

ぼ完了し、既に受領した請求の支払が開始された。2014年度には2,200百万ポンドの引当金が追加計上され、

これにより引当金は合計12,025百万ポンドとなり、うち約2,520百万ポンドが予想管理費用に関連している。

2014年度における管理費用を含む月次平均補償費用は約205百万ポンドであったが、2014年12月31日現在、

2,549百万ポンドの引当金(引当金合計の21％)が未使用のまま残っている。引当金の主な要因は以下の通りで

ある。

顧客による請求の件数(PPI保険が締結されていない顧客による請求を除く)

2013年12月31日現在の引当金は、合計3.0百万件の請求を受領するという仮定に基づいている。2014年度の

請求件数は2013年度と比べて22％減少したが、引き続き予想を上回るものであった。これを受けて当行グ

ループは、今後の減少速度は以前予想したものよりも緩やかなものになると予測しているが、これは請求管

理会社(以下「CMC」という。)の活動がより持続的なものとなったことが主な要因であり、CMC以外の請求は

大幅に減少している。これにより、約1,080百万ポンドの引当金が追加計上されている。2014年12月31日現在

までの請求受領件数は約３百万件であるが、引当金は約0.6百万件の請求を今後受領することを仮定して算出

されたものである。

四半期 月次平均請求件数 前四半期比

2012年度第１四半期 109,893

2012年度第２四半期 130,752 19 ％

2012年度第３四半期 110,807 (15)％

2012年度第４四半期 84,751 (24)％

2013年度第１四半期 61,259 (28)％

2013年度第２四半期 54,086 (12)％

2013年度第３四半期 49,555 (8)％

2013年度第４四半期 37,457 (24)％

2014年度第１四半期 42,259 13 ％

2014年度第２四半期 39,426 (7)％

2014年度第３四半期 40,624 3 ％

2014年度第４四半期 35,910 (12)％ 当行グループの月次平均請求件数は第４四半期

において約12％減少したが、引当金は今後も将

来の動向による影響を受けることになる。
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過去の事業のレビュー(以下「PBR」という。)に起因する事前通知

当行グループは、誤販売の可能性を特定した場合に、顧客に事前通知を送付している。2014年12月31日現

在、もともと計画されていた通知は完了しているが、2014年度においても監視を継続しているため、限定的

な数ではあるが追加の通知がPBRの範囲に加えられた。またPBR関連の通知に対する返答率は予想を上回って

おり、PBRに関する引当金約300百万ポンドが2014年度に追加計上された。

認定率

認定率は請求の処理方針の変更に伴い増加した。これまでおよび将来における影響により引当金が110百万

ポンド増加した。

平均補償額

2014年度の最初の３四半期における傾向に反して、保険契約１件当たりの平均補償額は上昇した。この増

加傾向は今後も続くことが予想され、引当金40百万ポンドが当年度に追加計上された。

過去に処理された請求の再レビュー

2013年12月31日現在、約0.6百万件が改善の範囲に含められていた。これらは、既に抗弁が行われた請求が

現行の請求の処理方針に合致していることを確認するために再レビューされているものに主に関連してい

る。この再レビューは既に開始されており、2015年６月末までに実質的に完了する見込みであるが、支払は

2015年度下半期に行われるものもある。認定率が最近上昇していることから、当行グループは、こういった

請求の認定数が増加するものと予想している。改善の範囲に追加された請求も増え、これらは過去に認定さ

れた請求に関連している。これらの請求は既に補償を受取っているが、追加補償を受ける可能性がある。認

定率が上昇しており、改善の範囲に追加された請求も増えたことから、引当金250百万ポンドが当年度におい

て追加計上された。

費用

当行グループは、件数の仮定がアップデートされたこと、また以前処理された請求の再レビューが引き続

き2015年度まで実施されることから、現在の規模でのPPI業務を以前の予想よりも長期にわたり維持する予定

である。訴訟および請求処理費用ならびに後にFOSに照会される請求により発生する費用から成る管理費用の

予想額は、2014年度に約420百万ポンド増加した。

FCA施行チームは、当行グループによる第三者供給業者の監督およびPPI請求の処理上の不備について調査

を実施している。この調査のための管理費用については引当金を計上済であるが、調査は進行中であり、調

査により追加の負債が発生する可能性があるものの現段階でその金額を見積もることは不可能である。

当行グループは、2000年度以降に販売された保険契約数を約16百万件と見積っている。これには、顧客に

適しており適切な開示が行われた誤販売でなかった契約も含まれている。PPI補償プログラムが2011年度に開

始されて以降、当行グループは、2000年度以降に販売された保険契約のうち約45％について、連絡、決済ま

たは引当金計上を終了したと見積もっており、これには顧客による請求ならびに当行グループが実施したお

よび実施予定の事前通知の両方がカバーされている。

PPI引当金の合計額は、将来発生する可能性が高い費用についての当行グループの最善の見積を反映してい

るが、リスクおよび不確定事項も数多く残っており、それらは請求件数、認定率、平均補償額、事前通知や

改善の範囲および費用、訴訟費用ならびにFCA施行チームによる調査の結果等である。これらの要素にかかる

費用は当行グループの見積りや仮定とは大きく異なる可能性があり、更なる引当金の計上が必要となる可能

性がある。

主要指標および感応度は以下の表に示した通りである。
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感応度
1 特に記載のない

限りは現在まで
将来 感応度

オリジネーション以降の顧客による請求件数

(百万件)
2

3.0 0.6 0.1=230百万ポンド

事前通知－契約件数(百万件)
3 2.7 0.1 0.1=45百万ポンド

　　　　－返答率
4 34％ 30％ 1％=３百万ポンド

１件当たりの平均認定率
5 85％ 80％ 1％=12百万ポンド

認定された契約１件当たりの平均補償額
6 1,700ポンド 1,790ポンド 100ポンド=90百万ポンド

改善件数(百万件)
7 0.2 1.0 １ケース=600ポンド

管理費用(百万ポンド) 2,035 485 １ケース=500ポンド

FOS照会率
8 40％ 40％ 1％=３百万ポンド

FOSでの決定破棄率
9 58％ 30％ 1％=２百万ポンド

1
感応度には、PPI保険が締結されていない場合の請求は含まれていない。

2
感応度には、請求処理費用が含まれており、認定率の上昇およびより古い契約に関する請求対応の増加により上昇した。

3
現在までの件数には、顧客による請求が含まれている。

4
検討済みの通知のみを含むよう指標が調整されている。リスクの高い顧客への通知が優先されてきたため、将来の返答率

は、現在までの実績と比べて減少するものと予想している。リスクの高い顧客数が減少し続けているため、感応度は中

間報告の数値より低くなった。

5
当行グループが顧客に有利な決定を下した請求の割合。事前通知と顧客による請求を組合わせた数値である。85％の認定

率は2014年12月までの６ヶ月間におけるものである。将来の認定率の低下は、保険契約販売が高リスクを伴うことから

認定率が高くなりがちなPBR関連の請求の割合が下がることを反映している。

6
誤販売されたとする保険契約に関連して支払われた補償の金額は、保険料の払戻しおよび年率８％で複利計算される利息

により適宜構成されている。実績は2014年12月までの６ヶ月間におけるものである。将来の平均補償額の増加は、PBR関

連の通知が落ち着いたことでPBR関連の保険契約が減少することによる影響を受けている。また、事前通知以外の請求に

古いものが増え、これにより保険料の高い契約が増えたことも増加の要因となっている。

7
現在までの改善は、2014年12月31日現在レビュー済のものに基づいているが、決済が終了している必要はなく、過去に認

定された請求に関連するものも、ほんの一部であるが含んでいる。感応度に含まれる平均費用は、改善の範囲に含まれ

るすべての請求に基づいており、よって全額支払われたもの、過去に認定された請求に係る追加補償があったもの、お

よび原決定が支持され支払がなかったものの加重平均となっている。

8
当行グループがレビューを実施した請求で後に顧客がFOSに照会したものの割合。請求は初めの決定から６ヶ月が経過す

ると成熟段階にあるとみなされる。実績は2014年１月から2014年６月に当行グループが下した決定に基づくものであ

り、後にFOSに照会されている。

9
FOSが当行グループとは異なる決定を下した請求の割合。実績は2014年12月までの６ヶ月間におけるものである。現在ま

での決定破棄率は、2013年度の請求レビュー・プロセスの変更前に評価された請求を引き続き多数含むことから、高く

なっている。
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引当金は今後も将来の動向による影響を受けることになる。例えば2015年度の最初の２四半期における事

前通知以外の請求件数が2014年度第４四半期と同程度であれば、変更後のモデルによる請求の合計および関

連する管理費用により、引当金が約700百万ポンド増加することになる。

その他の法定引当金

ドイツ支店保険事業関連の訴訟

クレリカル・メディカル・インベストメント・グループ・リミテッド(以下「CMIG」という。)は、主に

1990年代後半から2000年代初頭にかけて、CMIGが発売し、ドイツの独立系代理店が販売した保険に関連し

て、ドイツの裁判所において多くの損害賠償請求を受けている。ドイツの連邦裁判所による2012年７月の判

決を受けて、当行グループは2012年度および2013年度において合計400百万ポンドの引当金を認識した。請求

件数が予想したペースでは減少していないため、当行グループは2014年度に120百万ポンドを追加計上し、こ

れにより引当金は合計520百万ポンドとなった。2014年12月31日現在未使用の引当金は199百万ポンドであっ

た。

CMIGが直面している損害賠償請求の妥当性は、それぞれの事実や状況によって異なってくる。そのため、

最終的な財務上の影響は、現在計上済の引当金と大幅に異なる可能性があり、関連する損害賠償請求がすべ

て解決しない限り明らかにならない。

LIBORおよびその他のトレーディング利率

当行グループは、この問題に関連して225百万ポンドの費用を2014年度に損益計算書に計上した。ロイズ・

バンキング・グループは、７月に、数年前に当行グループ会社が提出した英国銀行協会(以下「BBA」とい

う。)ロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)およびポンド建レポ利率の操作に関する未解決問題

について、英国および米国連邦政府との間で合計217百万ポンド(2014年６月30日現在の為替レートによる)に

て和解に達したと発表した。

LIBORについては、ロイズ・バンキング・グループは、2006年５月から2009年の提出ならびに関連システム

および統制の欠陥にかかる調査について、英国のFCA、米国商品先物取引委員会(以下「CFTC」という。)およ

び米国司法省(以下「DOJ」という。)との間で和解に達した。

LIBORに関する和解は、広範囲の通貨に関する銀行間取引金利の設定についての業界全体の調査の一環であ

る。和解に際してロイズ・バンキング・グループはFCA、CFTCおよびDOJにそれぞれ35百万ポンド、62百万ポ

ンドおよび50百万ポンドを支払った。またDOJとの和解の一環として、ロイズ・バンキング・グループは、

LIBOR設定に関する電信不正行為１件について２年間の起訴猶予を受けることで合意した。

BBAポンド建レポ利率について、ロイズ・バンキング・グループは、2008年４月から2009年９月の提出につ

いてFCAとの間で合意に達した。本件には、流動性供給策(以下「SLS」という。)に基づく支払手数料を引き

下げるためBBAレポ利率の提出を操作したとFCAが結論付けた個人４名が関与していた。本件は、ロイズ・バ

ンキング・グループがLIBOR問題に関する内部調査の過程で識別した時点で、FCAが積極的に注目していた。

ロイズ・バンキング・グループは、BBAレポ利率の問題ならびに関連システムおよび統制の欠陥を解決すべ

くFCAに70百万ポンドを支払った。CFTCおよびDOJとの和解はいずれもLIBORに関しての問題に限定されてお

り、BBAレポ利率については両機関のいずれも行動を起こしていない。

BBAレポ利率は、英国銀行(以下「BOE」という。)がSLSの手数料算定のために使用していた。ロイズTSBお

よびHBOSは、SLSを使用していた期間に手数料1,278百万ポンドを支払っており、これは当該制度に基づく業

界の支払手数料全額の半額足らずであった。関与者４名の行動の結果、当行グループは(ロイズTSBおよび

HBOSならびにSLSを利用していた他行の)支払不足額をBOEに補償するため約８百万ポンドを支払った。
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金利ヘッジ商品

2012年６月、ロイズ・バンキング・グループを含む複数の銀行は、2001年12月１日以降、特定の中小企業

に販売された金利ヘッジ商品(以下「IRHP」という。)をレビューすることについてFSA(現FCA)と合意に達し

た。2014年12月31日現在、ロイズ・バンキング・グループは、FCAとの合意の対象となる顧客に対するIRHPの

販売で、顧客がレビューを希望し、レビューが実施され、適宜補償が提供されているものを1,676件識別して

いる。ロイズ・バンキング・グループは、このレビューの終了時に合意の対象となる顧客に対して適宜補償

を提供することに合意している。ロイズ・バンキング・グループはFCAとの合意の対象となる残りの件を引き

続きレビューしているが、現在までは規制当局によるすべての要求を満たしている。

2014年度において、当行グループは見積補償費用150百万ポンドを追加計上し、これにより合意の対象とな

る顧客に対する補償費用および関連する管理費用の引当金繰入額は680百万ポンドに増加した(2013年12月31

日現在：530百万ポンド)。この増加は、顧客がレビューを選択できる期間が延長されたこと、また請求の件

数と複雑性に関係している。2014年12月31日現在、当行グループは571百万ポンドを使用し(2013年12月31日

現在：162百万ポンド)、引当金残高は109百万ポンドとなっている(2013年12月31日現在：368百万ポンド)。

その他の法的措置および規制問題

業務の過程で、当行グループは、様々な問題に関してPRA、FCAならびに他の英国および海外の規制当局お

よび政府当局と協議を行っている。当行グループは顧客から過去の行為に関連する請求を受けており、結論

に基づき発生が予想される費用に重要性がある場合は引当金を計上している。引当金は2014年度には430百万

ポンド増加しているが、これはリテール部門、コマーシャル・バンキング部門およびコンシューマー・ファ

イナンス部門に影響を及ぼす数々の問題（支店ネットワークを通じて販売された商品に係る潜在的な請求お

よび改善ならびに規制当局による業界全体のレビューを通じて明らかになった問題の継続的な調査）に、ま

た過去の商品販売や過去のインセンティブスキーム等を管理する旧来のシステムおよび統制に関連してい

る。これにより繰入額の合計は730百万ポンドとなり、うち209百万ポンドが2014年12月31日現在使用済であ

る。この増加額は、当行グループが評価を実施する協議中の問題の数が限定的であることを示しており、単

独で当行グループに重要な財務的影響を及ぼす問題は現時点では存在しないと考えている。

賃借不動産の空室に対する引当金

賃借不動産の空室に対する引当金は、不動産市場の環境を考慮し、賃貸人に支払う賃借料と比較したサブ

リースによる収益に関する慎重な見積りや、当行グループがリース不動産について有する持分を売却する可

能性を参照して設定される。この引当金は、２年に１回の頻度で再評価され、通常、関連リース不動産の回

復期間(現状では平均４年)にわたって取崩される。不動産が予定より早く売却される場合、当該不動産と関

係する引当金の残高は戻入される。
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その他

この引当金は主に、当行グループが、再編に向けた取り組みに関連する人件費やその他の費用を負担しな

ければならないことが確実となった時点で、上記各費用に対して設定されるものである。

またその他の引当金には、米国でのアスベストおよび公害に関する請求を受ける第三者保険業者の破産か

ら発生した引当金が含まれている。この補償に基づく最終的費用やその支払い時期は確定していない。2014

年12月31日現在、この引当金は28百万ポンドで、保険数理計算による将来の損失の見積りを考慮した上で経

営陣が行った、費用の最善の見積額を表している。

次へ
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41　劣後債券

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

優先証券 6,265 6,687 4,575 4,835

無期限劣後債券 2,486 2,552 807 774

期限付劣後債券 23,222 24,295 16,208 16,991

劣後債券合計 31,973 33,534 21,590 22,600

当期における劣後債券の変動は以下の通りである。

当行グループ
百万ポンド

当行
百万ポンド

2013年１月１日現在 37,590 26,249

当期における発行 1,500 －

当期における買戻しおよび償還 (5,048) (3,539)

為替換算調整およびその他の調整 (508) (110)

2013年12月31日現在 33,534 22,600

当期における発行 － －

当期における買戻しおよび償還 (2,369) (1,380)

為替換算調整およびその他の調整 808 370

2014年12月31日現在 31,973 21,590

発行体の清算時にこれらの証券の保有者が行う請求は、発行体の預金者やその他すべての債権者(ただし債

権者のうち、その請求順位が、これらの債券の保有者による請求と同順位かこれに劣後するような債権者は

除く)による請求に劣後する。特定の劣後債券の優先劣後関係は、その債券の発行体および保証人について決

定される。優先株式および優先証券保有者による請求は、通常、無期限劣後債券保有者の請求に劣後し、無

期限劣後債券保有者の請求は、期限付劣後債券保有者の請求に劣後する。当行グループおよび当行は、発行

している劣後債券について、当年度中に(また2013年度においても)、元利の不払いまたはその他の違反行為

のいずれも起こしていない。劣後債券の発行体は、健全性監督機構の同意を得なければ、債券に表示されて

いる満期前に償還または買い戻しを実施できない。

当行グループ 注記
2014年

百万ポンド
2013年

百万ポンド

優先証券

永久資本証券(利回り：6.90％、額面総額：1,000百万米ドル) c － 209

変動利付非累積型償還可能優先株式(償還可能時期：2015年、額面総額：600百万ポンド) a 601 601

変動利付非累積型償還可能優先株式(償還可能時期：2016年、額面総額：1,000百万米ドル) a 642 605

非累積型償還可能優先株式(利回り：６％) b － －

非累積型優先株式(利回り：7.875％、償還可能時期: 2013年、額面総額：500百万ユーロ) c 393 419

非累積型優先株式(利回り：7.875％、償還可能時期: 2013年、額面総額：1,250百万米ドル) c 808 761

ステップアップ金利条件付永久資本証券(利回り：6.35％、償還可能時期：2013年、額面総額：500百

万ユーロ)
c,k － 212

ポンド建ステップアップ金利条件付非累積型無議決権優先株式(利回り：7.834％、償還可能時期：

2015年、額面総額：250百万ポンド)
5 5

ステップアップ金利条件付永久資本証券(利回り：4.385％、償還可能時期：2017年、額面総額：750

百万ユーロ)
77 89
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ステップアップ金利条件付永久資本証券(利回り：13％、償還可能時期：2019年、額面総額：785百万

ポンド)
10 8

ユーロ建ステップアップ金利条件付永久資本証券(利回り：13％、償還可能時期：2019年、額面総

額：532百万ユーロ)
47 50

固定利付タイプから変動利付タイプへの転換条項付Tier１資本適格永久証券(利回り：12％、償還可

能時期：2024年、額面総額：2,000百万米ドル)
1,326 1,211

ステップアップ金利条件付永久資本証券(利回り：13％、償還可能時期：2029年、額面総額：700百万

ポンド)
662 660

非累積型永久優先証券(利回り：6.071％、額面総額：750百万米ドル) － 423

非累積型永久優先証券(利回り：6.85％、額面総額：1,000百万米ドル) c 259 121

保証付非累積型無議決権永久優先証券 (利回り：6.461％、額面総額：600百万ポンド) 481 455

非累積型永久優先証券(クラスA) (利回り：8.117％、額面総額：250百万ポンド) c,d 252 256

非累積型永久優先証券 (クラスB)(利回り：7.754％、額面総額：150百万ポンド) 105 101

保証付非累積型無議決権優先証券(利回り：7.881％、額面総額：245百万ポンド) 238 187

固定利付タイプから変動利付タイプへの転換条項付保証付非累積型無議決権優先証券(利回り：

7.627％、額面総額：415百万ユーロ)
c,f 77 66

非累積型無議決権永久優先証券(利回り：4.939％、額面総額：750百万ユーロ) 27 26

自己資本規制Tier１資本適格永久証券(シリーズA)(利回り：7.286％、額面総額：150百万ポンド) 138 132

自己資本規制Tier１資本適格永久証券(シリーズB)(利回り：7.281％、額面総額：150百万ポンド) 117 90

優先証券合計 6,265 6,687
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当行グループ(続き) 注記
2014年

百万ポンド
2013年

百万ポンド

無期限劣後債券

コア資本適格無期限変動利付ノート：

シリーズ１(額面総額：750百万米ドル) c 172 162

シリーズ２(額面総額：500百万米ドル) c 180 169

シリーズ３(額面総額：600百万米ドル) c 231 218

永久劣後債(利回り：11.75％、額面総額：100百万ポンド) 102 102

ステップアップ金利条件付無期限劣後ノート(利回り：6.625％、額面総額：410百万ポンド) c,e 5 6

ステップアップ金利条件付永久劣後ノート(利回り：5.125％、償還可能時期：2015年、額面総額：

560百万ポンド)(スコティッシュ・ウィドウズ・ピーエルシー)
546 533

ステップアップ金利条件付無期限劣後ノート(利回り：5.125％、償還可能時期：2016年、額面総額：

500百万ポンド)
2 2

ステップアップ金利条件付無期限劣後ノート(利回り：6.5％、償還可能時期：2019年、額面総額：

270百万ポンド)
1 1

ステップアップ金利条件付無期限劣後ノート(利回り：８％、償還可能時期：2023年、額面総額：200

百万ポンド)
－ －

ステップアップ金利条件付無期限劣後ノート(利回り：6.5％、償還可能時期：2029年、額面総額：

450百万ポンド)
－ －

ステップアップ金利条件および保証付無期限劣後債(利回り：６％、償還可能時期：2032年、額面総

額：500百万ポンド)
114 114

固定利付タイプから変動利付タイプへの転換条項付無期限累積型償還可能劣後ノート(利回り：

5.625％、償還可能時期：2019年、額面総額：500百万ポンド)
－ 5

固定利付タイプから変動利付タイプへの転換条項付無期限劣後債(利回り：4.875％、額面総額：750

百万ユーロ)
－ 79

変動利付無期限劣後ノート(額面総額：500百万ユーロ) － 49

固定利付タイプから変動利付タイプへの転換条項付無期限劣後ノート(利回り：5.375％、額面総額：

1,000百万米ドル)
－ －

固定利付タイプから変動利付タイプへの転換条項付無期限劣後ノート(利回り：5.125％、額面総額：

750百万ユーロ)
50 49

ステップアップ金利条件付無期限劣後ノート(利回り：5.75％、額面総額：600百万ポンド) 2 3

固定利付タイプから変動利付タイプへの転換条項付無期限劣後ノート(利回り：6.05％、額面総額：

500百万ユーロ)
c,g 10 8

ステップアップ金利条件付無期限劣後ノート(利回り：7.5％、額面総額：300百万ポンド) 4 5

永久劣後ノート(利回り：8.625％、額面総額：200百万ポンド) － －

保証付無期限劣後債(利回り：7.375％、額面総額：200百万ポンド)(クレリカル・メディカル・ファ

イナンス・ピーエルシー)
41 44

ステップアップ金利条件付変動利付無期限劣後ノート(額面総額：300百万ユーロ) c 19 16

コア資本適格変動利付ノート(額面総額：250百万米ドル) c 116 109

無期限劣後債(利回り：10.25％、額面総額：100百万ポンド) 1 1

永久劣後債(利回り：12％、額面総額：100百万ポンド) 20 20

永久劣後債(利回り：8.75％、額面総額：100百万ポンド) 5 5

永久劣後債(利回り：13.625％、額面総額：75百万ポンド) 18 19

永久劣後債(利回り：9.375％、額面総額：50百万ポンド) 14 14

ステップアップ金利条件付無期限劣後ノート(利回り：5.75％、額面総額：500百万ポンド) 6 4

固定利付タイプから変動利付タイプへの転換可能保証付永久劣後ノート(利回り：4.25％、額面総

額：750百万ユーロ) (クレリカル・メディカル・ファイナンス・ピーエルシー)
295 283

無期限劣後債(利回り：7.375％、額面総額：150百万ポンド) － －

無期限劣後債(利回り：4.25％、額面総額：17,000百万円) － －

変動利付無期限劣後ノート(額面総額：524百万ポンド)(スコティッシュ・ウィドウズ・グループ・リ

ミテッド)
532 532

無期限劣後債券合計 2,486 2,552
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当行グループ(続き) 注記
2014年

百万ポンド
2013年

百万ポンド

期限付劣後債券

変動利付劣後ノート(満期：2014年、額面総額：464百万ポンド) － 465

劣後ノート(利回り：5.875％、満期：2014年、額面総額：150百万ポンド) － 155

劣後ノート(利回り：6.625％、満期：2015年、額面総額：350百万ポンド) 369 371

ステップアップ金利条件付変動利付劣後ノート(満期：2016年、額面総額：300百万ポンド) c － 183

ステップアップ金利条件付変動利付劣後ノート(満期：2016年、額面総額：500百万ユーロ) c － 172

償還可能固定利付タイプから変動利付タイプへの転換条項付劣後ノート(利回り：6.9625％、満期：

2020年、償還可能時期：2015年、額面総額：750百万ポンド)
741 701

変動利付劣後ノート(満期：2020年、額面総額：100百万ユーロ) 78 85

固定利付タイプから変動利付タイプへの転換条項付劣後ノート(利回り：5.75％、満期：2025年、償還

可能時期：2020年、額面総額：350百万ポンド)
347 331

劣後債(利回り：9.625％、満期：2023年、額面総額：300百万ポンド) 371 341

６年間の定期通知付無利息劣後ローン(額面総額：150百万ポンド) 150 150

劣後債(利回り：11％、満期：2014年、額面総額：250百万ポンド) － 275

劣後ノート(利回り：4.875％、満期：2015年、額面総額：1,000百万ユーロ) 801 862

変動利付償還可能劣後ノート(満期：2016年、額面総額：500百万ユーロ) c 99 109

変動利付償還可能劣後ノート(満期：2016年、額面総額：500百万ユーロ) c 158 156

償還可能劣後ノート(満期：2016年、額面総額：750百万米ドル) c 260 218

償還可能劣後ノート (満期：2017年、額面総額：1,000百万ユーロ) c 284 276

償還可能劣後ノート(満期：2017年、額面総額：1,000百万米ドル) c 245 211

変動利付償還可能劣後債(満期：2017年、額面総額：400百万豪ドル) c － 33

固定利付タイプから変動利付タイプへの転換条項付償還可能劣後債(利回り：6.75％、満期：2017年、

額面総額：200百万豪ドル)
c,h 5 － 5

固定利付タイプから変動利付タイプへの転換条項付償還可能ノート(利回り：5.109％、満期：2017

年、額面総額：500百万カナダドル)
c,i 10 10

固定利付タイプから変動利付タイプへの転換条項付償還可能劣後ノート (利回り：6.305％、満期：

2017年、額面総額：500百万ポンド)
c,j 26 23

劣後債(利回り：10.5％、満期：2018年、額面総額：150百万ポンド) 169 174

固定利付劣後ノート(利回り：6.75％、満期総額：2018年、額面：2,000百万米ドル) 1,209 1,102

固定利付タイプから固定利付タイプへの転換条項付劣後ノート(利回り：10.375％、満期：2024年、償

還可能時期：2019年、額面総額：154百万ユーロ)
130 141

劣後債(利回り：6.375％、満期：2019年、額面総額：250百万ポンド) 266 256

固定利付タイプから変動利付タイプへの転換条項付償還可能劣後ノート(利回り：4.375％、満期：

2019年、額面総額：750百万ユーロ)
－ 621

期限付劣後ノート(利回り：6.5％、満期：2020年、額面総額：1,500百万ユーロ) 1,404 1,433

期限付劣後ノート(利回り：7.375％、満期：2020年) 3 3

固定利付劣後ノート(利回り：6.5％、満期：2020年、額面総額：2,000百万米ドル) 1,338 1,231

劣後債(利回り：9.375％、満期：2021年、額面総額：500百万ポンド) 648 617

固定利付劣後ノート(利回り：5.374％、満期：2021年、額面総額：160百万ユーロ) 147 147

固定利付劣後ノート(利回り：7.07％、満期：2023年、額面総額：175百万ユーロ) 179 175

期限付劣後ノート(利回り：7.625％、満期：2025年、額面総額：750百万ポンド) 904 822

ステップアップ金利条件付固定利付劣後ノート(利回り：4.50％、満期：2030年、額面総額：750百万

ユーロ)
506 445

劣後ノート(利回り：６％、満期：2033年、額面総額：750百万米ドル) 433 313

固定利付タイプから固定利付タイプへの転換条項付劣後ノート(利回り：11.875％、満期：2021年、償

還可能時期：2016年、額面総額：1,147百万ユーロ)
923 975

固定利付タイプから固定利付タイプへの転換条項付劣後ノート(利回り：10.75％、満期：2021年、償

還可能時期：2016年、額面総額：466百万ポンド)
465 458

固定利付タイプから固定利付タイプへの転換条項付劣後ノート(利回り：9.875％、満期：2021年、償

還可能時期：2016年、額面総額：568百万米ドル)
369 349
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固定利付タイプから固定利付タイプへの転換条項付劣後ノート(利回り：10.125％、満期：2021年、償

還可能時期：2016年、額面総額：387百万カナダドル)
217 223

固定利付タイプから固定利付タイプへの転換条項付劣後ノート(利回り：13％、満期：2021年、償還可

能時期：2016年、額面総額：417百万豪ドル)
228 234

劣後ノート(利回り：5.50％、満期：2023年、額面総額：850百万ポンド)(スコティシュ・ウィドウ

ズ・ピーエルシー)
930 794

劣後ノート(利回り：7.00％、満期：2043年、額面総額：650百万ポンド)(スコティシュ・ウィドウ

ズ・ピーエルシー)
708 593

劣後ノート(利回り：11.77％、満期：2020年、額面総額：115百万ユーロ) 95 99

劣後ノート(利回り：10.81％、満期：2020年、額面総額：78百万ユーロ) 66 68

劣後ノート(利回り：10.55％、満期：2019年、額面総額：1,005百万ポンド) 958 977

劣後ノート(利回り：10.17％、満期：2020年、額面総額：361百万米ドル) 242 225

劣後ノート(利回り：11.84％、満期：2020年、額面総額：496百万ユーロ) 427 441

劣後ノート(利回り：11.84％、満期：2020年、額面総額：532百万ユーロ) 459 473

劣後ノート(利回り：10.21％、満期：2020年、額面総額：1,095百万米ドル) 732 681

劣後ノート(利回り：11.88％、満期：2020年、額面総額：176百万ユーロ) 148 154

劣後ノート(利回り：10.24％、満期：2020年、額面総額：854百万米ドル) 572 532

劣後ノート(利回り：10.61％、満期：2020年、額面総額：773百万ポンド) 772 774

劣後ノート(利回り：10.33％、満期：2021年、額面総額：243百万米ドル) 161 150

劣後ノート(利回り：10.67％、満期：2020年、額面総額：614百万ポンド) 650 637

劣後ノート(利回り：10.69％、満期：2020年、額面総額：517百万ポンド) 543 534

劣後ノート(利回り：10.75％、満期：2022年、額面総額：101百万ポンド) 97 99

劣後ノート(利回り：10.85％、満期：2019年、額面総額：91百万ポンド) 94 93

劣後ノート(利回り：10.86％、満期：2019年、額面総額：292百万ポンド) 309 303

劣後ノート(利回り：10.89％、満期：2020年、額面総額：207百万ポンド) 213 211

劣後ノート(利回り：10.88％、満期：2019年、額面総額：４百万ポンド) 3 4

劣後ノート(利回り：10.90％、満期：2020年、額面総額：65百万ポンド) 65 65

劣後ノート(利回り：10.90％、満期：2019年、額面総額：126百万ポンド) 134 131

劣後ノート(利回り：10.91％、満期：2023年、額面総額：100百万ポンド) 101 101

劣後ノート(利回り：11.02％、満期：2024年、額面総額：83百万ポンド) 81 82

劣後ノート(利回り：10.94％、満期：2020年、額面総額：139百万ポンド) 143 142

劣後ノート(利回り：10.95％、満期：2024年、額面総額：39百万ポンド) 38 39

劣後ノート(利回り：10.97％、満期：2020年、額面総額：39百万ポンド) 39 40

劣後ノート(利回り：10.92％、満期：2024年、額面総額：83百万ポンド) 86 85

劣後ノート(利回り：11.07％、満期：2029年、額面総額：92百万ポンド) 91 92

劣後ノート(利回り：11.18％、満期：2023年、額面総額：57百万ポンド) 58 58

劣後ノート(利回り：11.21％、満期：2023年、額面総額：67百万ポンド) 68 68

劣後ノート(利回り：11.46％、満期：2029年、額面総額：92百万ポンド) 94 93

劣後ノート(利回り：11.52％、満期：2032年、額面総額：84百万ポンド) 87 86

劣後ノート(利回り：11.35％、満期：2019年、額面総額：603百万ユーロ) 454 492

劣後ノート(利回り：11.42％、満期：2020年、額面総額：30百万ユーロ) 27 28

期限付劣後債券合計 23,222 24,295

劣後債券合計 31,973 33,534

2014年12月31日現在の劣後債券のうち27,532百万ポンド(2013年：32,639百万ポンド)は、約定満期までの

残存期間が１年超のものである。

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書

250/546



当行 注記
2014年

百万ポンド
2013年

百万ポンド

優先証券

永久資本証券(利回り：6.90％、額面総額：1,000百万米ドル) c － 209

変動利付非累積型償還可能優先株式(償還可能時期：2015年、額面総額：600百万ポンド) a 601 601

変動利付非累積型償還可能優先株式(償還可能時期：2016年、額面総額：1,000百万米ドル) a 642 605

非累積型償還可能優先株式(利回り：６％) b － －

非累積型優先株式(利回り：7.875％、償還可能時期：2013年、額面総額：500百万ユーロ) c 393 419

非累積型優先株式(利回り：7.875％、償還可能時期：2013年、額面総額：1,250百万米ドル) c 808 761

ステップアップ金利条件付永久資本証券(利回り：6.35％、償還可能時期：2013年、額面総額：500百

万ユーロ)
c,k － 212

ポンド建ステップアップ金利条件付非累積型無議決権優先証券(利回り：7.834％、償還可能時期：

2015年、額面総額：250百万ポンド)
5 5

ステップアップ金利条件付永久資本証券(利回り：4.385％、償還可能時期：2017年、額面総額：750

百万ユーロ)
77 89

ステップアップ金利条件付永久資本証券(利回り：13％、償還可能時期：2019年、額面総額：785百万

ポンド)
12 11

ステップアップ金利条件付永久資本証券(利回り：13％、償還可能時期：2019年、額面総額：532百万

ユーロ)
47 50

ステップアップ金利条件付永久資本証券(利回り：13％、償還可能時期：2029年、額面総額：700百万

ポンド)
664 662

固定利付タイプから変動利付タイプへの転換条項付Tier１資本適格証券(利回り：12％、償還可能時

期：2024年、額面総額：2,000百万米ドル)
1,326 1,211

4,575 4,835

無期限劣後債券

コア資本適格無期限変動利付ノート：

シリーズ１(額面総額：750百万米ドル) c 172 162

シリーズ２(額面総額：500百万米ドル) c 180 169

シリーズ３(額面総額：600百万米ドル) c 231 218

永久劣後債(利回り：11.75％、100百万ポンド) 102 102

ステップアップ金利条件付無期限劣後ノート(利回り：6.625％、額面総額：410百万ポンド) c,e 5 6

ステップアップ金利条件付無期限劣後ノート(利回り：5.125％、償還可能時期：2016年、額面総額：

500百万ポンド)
2 2

ステップアップ金利条件付無期限劣後ノート(利回り：6.5％、償還可能時期：2019年、額面総額：

270百万ポンド)
1 1

ステップアップ金利条件付無期限劣後ノート(利回り：８％、償還可能時期：2023年、額面総額：200

百万ポンド)
－ －

ステップアップ金利条件付無期限劣後ノート(利回り：6.5％、償還可能時期：2029年、額面総額：

450百万ポンド)
－ －

ステップアップ金利条件および保証付無期限劣後債(利回り：６％、償還可能時期：2032年、額面総

額：500百万ポンド)
114 114

807 774
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当行(続き) 注記
2014年

百万ポンド
2013年

百万ポンド

期限付劣後債券

変動利付劣後ノート(満期：2014年、額面総額：464百万ポンド) － 465

劣後ノート(利回り：5.875％、満期：2014年、額面総額：150百万ポンド) － 155

劣後ノート(利回り：6.625％、満期：2015年、額面総額：350百万ポンド) 369 371

ステップアップ金利条件付変動利付劣後ノート(満期：2016年、額面総額：300百万ポンド) c － 183

ステップアップ金利条件付変動利付劣後ノート(満期：2016年、額面総額：500百万ユーロ) c － 172

固定利付タイプから変動利付タイプへの転換条項付償還可能劣後ノート(利回り：6.9625％、満期：2020

年、償還可能時期：2015年、額面総額：750百万ポンド)
754 749

変動利付劣後ノート(満期：2020年、額面総額：100百万ユーロ) 78 85

固定利付タイプから変動利付タイプへの転換条項付劣後ノート(利回り：5.75％、満期：2025年、償還可

能時期：2020年、額面総額：350百万ポンド)
388 374

劣後債(利回り：9.625％、満期：2023年、額面総額：300百万ポンド) 371 341

６年間の定期通知付無利息劣後ローン(額面総額：150百万ポンド) 150 150

固定利付タイプから固定利付タイプへの転換条項付劣後ノート(利回り：10.375％、満期：2024年、償還

可能時期：2019年、額面総額：154百万ユーロ)
140 147

期限付劣後ノート(利回り：6.5％、満期：2020年、額面総額：1,500百万ユーロ) 1,391 1,433

期限付劣後ノート(利回り：7.375％、満期：2020年) 3 3

固定利付劣後ノート(利回り：6.5％、満期：2020年、額面総額：2,000百万米ドル) 1,338 1,231

期限付劣後ノート(利回り：7.625％、満期：2025年、額面総額：750百万ポンド) 911 828

固定利付タイプから固定利付タイプへの転換条項付劣後ノート(利回り：11.875％、満期：2021年、償還

可能時期：2016年、額面総額：1,147百万ユーロ)
923 975

固定利付タイプから固定利付タイプへの転換条項付劣後ノート(利回り：10.75％、満期：2021年、償還

可能時期：2016年、額面総額：466百万ポンド)
471 466

固定利付タイプから固定利付タイプへの転換条項付劣後ノート(利回り：9.875％、満期：2021年、償還

可能時期：2016年、額面総額：568百万米ドル)
369 349

固定利付タイプから固定利付タイプへの転換条項付劣後ノート(利回り：10.125％、満期：2021年、償還

可能時期：2016年、額面総額：387百万カナダドル)
217 223

固定利付タイプから固定利付タイプへの転換条項付劣後ノート(利回り：13％、満期：2021年、償還可能

時期：2016年、額面総額：417百万豪ドル)
228 234

劣後ノート(利回り：11.77％、満期：2020年、額面総額：115百万ユーロ) 95 99

劣後ノート(利回り：11.81％、満期：2020年、額面総額：78百万ユーロ) 66 68

劣後ノート(利回り：10.55％、満期：2019年、額面総額：1,005百万ポンド) 958 977

劣後ノート(利回り：10.17％、満期：2020年、額面総額：361百万米ドル) 242 225

劣後ノート(利回り：11.84％、満期：2020年、額面総額：496百万ユーロ) 427 441

劣後ノート(利回り：11.84％、満期：2020年、額面総額：532百万ユーロ) 459 473

劣後ノート(利回り：10.21％、満期：2020年、額面総額：1,095百万米ドル) 732 681

劣後ノート(利回り：11.88％、満期：2020年、額面総額：176百万ユーロ) 148 154

劣後ノート(利回り：10.24％、満期：2020年、額面総額：854百万米ドル) 572 532

劣後ノート(利回り：10.61％、満期：2020年、額面総額：773百万ポンド) 772 774

劣後ノート(利回り：10.33％、満期：2021年、額面総額：243百万米ドル) 161 150

劣後ノート(利回り：10.67％、満期：2020年、額面総額：614百万ポンド) 650 637

劣後ノート(利回り：10.69％、満期：2020年、額面総額：517百万ポンド) 543 534

劣後ノート(利回り：10.75％、満期：2022年、額面総額：101百万ポンド) 97 99

劣後ノート(利回り：10.85％、満期：2019年、額面総額：91百万ポンド) 94 93

劣後ノート(利回り：10.86％、満期：2019年、額面総額：292百万ポンド) 309 303

劣後ノート(利回り：10.89％、満期：2020年、額面総額：207百万ポンド) 213 211

劣後ノート(利回り：10.88％、満期：2019年、額面総額：４百万ポンド) 3 4

劣後ノート(利回り：10.90％、満期：2020年、額面総額：65百万ポンド) 65 65

劣後ノート(利回り：10.90％、満期：2019年、額面総額：126百万ポンド) 134 131

劣後ノート(利回り：10.91％、満期：2023年、額面総額：100百万ポンド) 101 101
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劣後ノート(利回り：11.02％、満期：2024年、額面総額：83百万ポンド) 81 82

劣後ノート(利回り：10.94％、満期：2020年、額面総額：139百万ポンド) 143 142

劣後ノート(利回り：10.95％、満期：2024年、額面総額：39百万ポンド) 38 39

劣後ノート(利回り：10.96％、満期：2020年、額面総額：39百万ポンド) 39 40

劣後ノート(利回り：10.92％、満期：2024年、額面総額：83百万ポンド) 86 85

劣後ノート(利回り：11.07％、満期：2029年、額面総額：92百万ポンド) 91 92

劣後ノート(利回り：11.18％、満期：2023年、額面総額：57百万ポンド) 58 58

劣後ノート(利回り：11.21％、満期：2023年、額面総額：67百万ポンド) 68 68

劣後ノート(利回り：11.46％、満期：2029年、額面総額：92百万ポンド) 94 93

劣後ノート(利回り：11.52％、満期：2032年、額面総額：84百万ポンド) 87 86

劣後ノート(利回り：11.35％、満期：2019年、額面総額：603百万ユーロ) 454 492

劣後ノート(利回り：11.42％、満期：2020年、額面総額：30百万ユーロ) 27 28

期限付劣後債券合計 16,208 16,991

劣後債券合計 21,590 22,600

2014年12月31日現在の劣後債券のうち18,654百万ポンド(2013年：21,980百万ポンド)は、約定満期までの

残存期間が１年超のものである。
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a) 特定の状況では、これらの優先株式は、ノン・イノベーティブTier１適格証券と強制交換される場合が

ある。当行は、これらの優先株式についてまったく配当を行わないか部分的に行う場合がある。当行の

分配可能利益が、これらの優先株式と、当行が発行しているその他すべての株式にかかる配当金の全額

を支払うのに十分な額でない場合、配当金額は減額される可能性がある。

b) 2004年以降、当行は、非累積型償還可能優先株式(利回り：６％、額面：25ペンス)を400株発行した。

この株式は、当行の選択により随時償還可能なもので、年率６％の固定利回りで非累積的な優先配当を

受給できる権利が付帯している。配当金を支払うと十分な自己資本比率が維持できないと取締役が判断

した場合、配当金は支払われない。清算時におけるこの株式の償還順位は、当行が発行している他の優

先株式と同じである。

c) これらの有価証券は最初の償還日が到来しており、PRAの承認を受け、発行体の選択によりその条項に

従い特定期日に償還することができる。

d) 本有価証券の固定金利は2010年５月31日付で8.117％から6.059％へと変更された。

e) 本有価証券において支払われる固定金利は2010年７月15日付で6.625％から4.64821％へと変更された。

f) 本有価証券の固定金利は2011年12月９日付で7.627％から３ヶ月Euribor＋2.875％へと変更された。

g) 本有価証券の固定金利は2011年11月23日付で6.05％から３ヶ月Euribor＋2.25％へと変更された。

h) 本有価証券において支払われる金利は2012年５月１日付で6.75％の固定金利からバンク・ビル・スワッ

プ・レート＋0.76％へと変更された。

i) 本有価証券において支払われる金利は2012年６月21日付で5.109％の固定金利からカナダ・ディー

ラー・オファード・レート＋0.65％へと変更された。

j) 本有価証券において支払われる金利は2012年10月18日付で6.305％の固定金利から３ヶ月Libor＋1.2％

へと変更された。

k) 本有価証券の固定金利は2013年２月25日付で6.35％から３ヶ月Euribor＋2.50％へと変更された。
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42　株式資本

(1)授権株式資本

当行グループおよび当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

ポンド建

1,650百万株の普通株式(額面：１ポンド) 1,650 1,650

１株の累積型変動利付優先株式(額面：１ポンド) － －

100株の非累積型償還可能優先株式(利回り：６％、額面：１ポンド) － －

175百万株の優先株式(額面：25ペンス) 44 44

1,694 1,694

米ドル建 百万米ドル 百万米ドル

160百万株の優先株式(額面：25セント) 40 40

ユーロ建 百万ユーロ 百万ユーロ

160百万株の優先株式(額面：25セント) 40 40

日本円建 百万円 百万円

50百万株の優先株式(額面：25円) 1,250 1,250

(2)発行済で全額払込済の普通株式

2014年
株数

2013年
株数

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

ポンド建

普通株式(額面：１ポンド)

１月１日および12月31日現在 1,574,285,751 1,574,285,751 1,574 1,574

普通株式

普通株式の保有者は、2014年12月31日現在、普通株式資本合計の100％を保有しており、当行の報告書や財

務書類を受領し、株主総会に出席して意見および投票し、代理人を指名して議決権を行使する権利を有して

いる。また普通株式の保有者は、配当金を受け取り(当行の定款の規定に従って)、当行の清算時には当行の

資産の一部を受領する権利を有する。

発行済で全額払込済の優先株式

当行では、各種クラスの優先株式を発行しており、これらはすべて、IFRSに基づき負債に分類しており、

その詳細は注記41に記載されている。

43　株式払込剰余金

当行グループおよび当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

１月１日および12月31日現在 35,533 35,533
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44　その他の剰余金

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

合併剰余金 6,348 6,348 － －

売却可能金融資産にかかる再評価剰余金 (736) (1,273) (211) (573)

キャッシュフロー・ヘッジ剰余金 1,357 (827) 1,257 －

為替換算剰余金 (127) (125) 75 72

12月31日現在 6,842 4,123 1,121 (501)

その他の剰余金の変動は以下の通りである。

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

合併剰余金

１月１日および12月31日現在 6,348 6,348 － －

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

売却可能金融資産にかかる再評価剰余金

１月１日現在 (1,273) (259) (573) 792

満期保有ポートフォリオからの

振替額の調整
－ － － －

売却可能金融資産の公正価値の変動 676 (680) 364 (889)

繰延税金 (62) 92 (12) 129

当期税金 － 3 － －

614 (585) 352 (760)

損益計算書への振替：

売却(注記９を参照) (131) (629) 11 (842)

繰延税金 52 185 (2) 237

(79) (444) 9 (605)

減損 2 18 1 －

繰延税金 － (3) － －

2 15 1 －

12月31日現在 (736) (1,273) (211) (573)
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当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

キャッシュフロー・ヘッジ剰余金

１月１日現在 (827) 590 － (16)

ヘッジ手段たるデリバティブの

公正価値の変動
3,896 (1,229) 1,799 21

繰延税金 (765) 259 (360) (5)

3,131 (970) 1,439 16

損益計算書への振替 (1,165) (566) (227) －

繰延税金 218 119 45 －

(947) (447) (182) －

12月31日現在 1,357 (827) 1,257 －

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

為替換算剰余金

１月１日現在 (125) (106) 72 98

当年度中に生じた為替換算差額 (24) (168) 3 (26)

純投資ヘッジにかかる為替差益(損)

(税：該当なし)
22 149 － －

12月31日現在 (127) (125) 75 72

45　利益剰余金

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

１月１日現在 2,509 2,618 4,532 1,184

当期利益(損失)
1 1,780 (402) 2,501 2,772

TSBの非支配持分売却に伴う振替(注記

56)
(171) － － －

退職後確定給付制度の再測定 539 (108) 247 320

増資による受取 367 401 510 256

従業員から受ける役務の価額 2 － － －

資本の払戻 (198) － (198) －

12月31日現在 4,828 2,509 7,592 4,532

1
2006年会社法第408条に準じ、当行の損益計算書は表示されていない。
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46　普通株主への配当

2013年度および2014年度中に当行の普通株式に対し支払われた配当はなかった。取締役会は540百万ポンド

の配当金を提案しており、株主の承認が得られれば2015年５月に支払われる予定であるが、当財務書類には

反映されていない。

47　株式報酬

株式報酬制度の詳細

2014年12月31日終了事業年度中においてロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーが運営していたい

くつかの株式報酬制度は、ロイズ・バンク・グループの従業員が受給権を有し、どの制度もすべて株式決済

される。ロイズ・バンキング・グループが運営する全制度の詳細は以下の通りである。かかる制度はロイ

ズ・バンキング・グループ全体を基本に管理運営される。ロイズ・バンキング・グループの株式報酬制度に

関連して、当行グループの損益計算書に340百万ポンドを計上した(人件費に含まれる(注記11))(2013年：399

百万ポンド)。

繰延ボーナス制度

ロイズ・バンキング・グループは株式決済される繰延ボーナス制度をいくつか運営している。従業員のパ

フォーマンスにかかる2014年度のボーナスは、経過した繰延期間の割合に応じて損益計上されている。

ロイズ・バンキング・グループ役員向ストック・オプション制度

役員向ストック・オプション制度は、ロイズ・バンキング・グループの一部の上級役員が利用できる長期

インセンティブ制度で、この制度に基づく付与は、通常、毎年行われた。オプションは、オプションに基づ

く株式数と、オプションの行使時に支払うべき価格に関する制度規則に従って定められる制限の範囲内で付

与された。役員へのオプションの直近の付与日は2005年８月であった。このオプションには業績による乗数

はなく、オプション付与数の上限は、通常、年棒の３倍相当であった。2004年３月から2004年８月までの期

間中には、付与日における市場価格をもとに算定する報奨総額が受給者である役員の年棒の４倍を超えない

ものとし、特定の役員に対し特定の年度中に付与するオプション数の上限は年棒の1.5倍相当とし、業績によ

る乗数は最大3.5倍とするオプションを付与していた。

役員向オプションの業績条件

2004年度中に付与したオプション

業績条件は、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーを含む17社から成る比較対象グループ内で

の、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの株主の総利益率(配当金と株価成長率の両方を参照して

計算される)の順位と連動するものである。

業績条件は、オプション付与日の前事業年度期末から３年後の年度末までの３年間にわたって測定され

る。その時点で業績条件が満たされていない場合には４年後の年度末に再測定される。この時点でも条件が

満たされていない場合、当該オプションは失効する。

業績条件を満たすには、比較対象グループ内でのロイズ・バンキング・グループの順位が最低でも９位で

ある必要がある。ロイズ・バンキング・グループが１位になった場合のみ付与したすべてのオプションが行

使可能になる。順位が１位より下の場合には、業績による乗数(０％から100％の範囲)が適用され、業務執行

取締役に付与したオプションで行使可能になるオプションに基づく株式数がスライド制で計算される。ロイ

ズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの順位が中間順位より下の場合、オプションは行使可能とならな

い。
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業務執行取締役以外の上級役員へ付与したオプションはレバレッジ効果があまり高くないもののため、こ

のオプションに対しては、様々な業績による乗数が適用される。大部分の役員に対し付与したオプションに

は、業績条件は付帯しているものの、業績による乗数はない。

2004年に付与したオプションは、再評価の結果業績条件が満たされていたため行使可能となった。業績条

件が満たされた割合は、業務執行取締役に付与したオプションについては14％、常務取締役に付与したオプ

ションについては24％、その他すべての役員に付与したオプションについては100％である。

2004年に付与したすべてのオプションは、2014年３月18日および2014年８月12日に失効した。

2005年度中に付与したオプション

下記以外については、2004年度に付与したオプションに適用されたのと同じ条件が適用された。

－　業績条件は、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーを含む15社から成る比較対象グループ内で

の、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの株主の総利益率(配当金と株価成長率の両方を参照

して計算される)の順位と連動するものである。

－　３年後の年度末の時点で業績条件が満たされていない場合、当該オプションは失効する。

－　比較対象グループ内でのロイズ・バンキング・グループの順位が上位４位以内になった場合のみ付与し

たすべてのオプションが行使可能になる。順位が４位から８位までの場合にはスライド制が適用され

る。ロイズ・バンキング・グループの順位が中間順位より下(９位以下)の場合、オプションは失効す

る。

2005年度中に付与したオプションは、評価の結果業績条件が満たされていたため行使可能となった。業績

条件が満たされた割合は、付与済のすべてのオプションについて82.5％である。

役員向ストック・オプション制度に基づくストック・オプションの2014年度および2013年度中における未

行使残高の変動は以下に記載されている。

2014年 2013年

オプション数

加重平均
行使価格

(単位：ペンス) オプション数

加重平均
行使価格

(単位：ペンス)

１月１日現在の残高 6,052,593 224.04 8,044,896 224.95

権利喪失数 － － (1,992,303) 227.70

失効数 (3,417,306) 215.39 － －

12月31日現在の残高 2,635,287 235.26 6,052,593 224.04

12月31日現在の行使可能数 2,635,287 235.26 6,052,593 224.03

2014年度または2013年度中に行使されたオプションはなかった。当年度末現在で未行使のオプションの、

約定時期までの残存期間の加重平均は0.2年(2013年：0.8年)であった。役員向ストック・オプションの公正

価値は、標準的なブラック・ショールズ・モデルを用いて算定されている。
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給与天引き貯蓄制度

適格従業員は、給与天引き貯蓄制度（以下「SAYE制度」という。）を通じて毎月500ポンドを上限に貯蓄

し、３年または５年の固定期間の満了時に、この貯蓄額を使って満了時から６ヶ月以内にロイズ・バンキン

グ・グループの株式を割引価格(満了時における市場価格の80％以上)で取得するオプションを得るという内

容の契約を締結できる。

SAYE制度に基づくストック・オプションの未行使残高の変動は以下に記載されている。

2014年 2013年

オプション数

加重平均
行使価格

(単位：ペンス) オプション数

加重平均
行使価格

(単位：ペンス)

１月１日現在の残高 500,969,617 41.16 314,572,023 48.01

付与数 326,565,564 60.02 510,414,399 40.62

行使数 (7,287,899) 41.29 (294,905,606) 46.78

権利喪失数 (18,949,167) 41.68 (7,715,717) 43.08

付与取消数 (15,561,144) 54.04 (10,761,588) 45.61

失効数 (2,110,588) 48.15 (10,633,894) 56.28

12月31日現在の残高 783,626,383 48.73 500,969,617 41.16

12月31日現在の行使可能数 1,852 180.66 2,255,239 120.76

2014年度中にオプションが行使された時点における加重平均株価は0.77ポンド(2013年：0.65ポンド)で

あった。当年度末現在で未行使のオプションの約定時期までの残存期間の加重平均は2.6年(2013年：2.9年)

であった。

2014年度中に付与されたSAYEオプションの加重平均公正価値は、0.22ポンド(2013年：0.24ポンド)だっ

た。SAYE制度に基づき付与されたオプションの公正価値は、標準的なブラック・ショールズ・モデルを用い

て算定されている。

HBOS株式貯蓄制度に関して、2014年度または2013年度中に行使されたオプションはなかった。2014年12月

31日現在の未行使オプションの行使価格は1.8066ポンド(2013年：1.8066ポンド)、約定時期までの残存期間

の加重平均は1.4年(2013年：1.1年)であった。

その他のストック・オプション制度

2003年に導入したロイズ・バンキング・グループ役員向ストック・オプション制度

この制度は2003年12月に導入したもので、この制度に基づくストック・オプションは上級の従業員へ付与

される可能性がある。この制度に基づくオプションは、特に人材募集の促進を目的としているため、業績条

件は付帯していない。この制度の利用は、現在では、新入社員に対し株式報奨の補償を行うことのみなら

ず、主要な人材の流出を防ぐ目的での付与も行うまでに拡大されており、個人の業績条件が付帯しているオ

プションを付与することもある。

コマーシャル・バンキング・トランスフォーメーション・プラン(以下「CBTP」という。)に基づき2014年

３月27日に付与されたオプションに関し、2017年３月に引き渡されるオプション数は、業績条件が満たされ

る程度によって変動し、当初設定された「目標到達」報奨をベースに０から４までの段階がある。「目標到

達」の指標は、コマーシャル・バンキング部門の基礎利益25億ポンドおよびリスク加重資産利益率(以下
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「RoRWA」という。)２％であり、2016年12月31日現在の達成度合いにより決定される。当該プランに基づく

支払いが行われるのは、基礎利益が19億ポンドから30億ポンド、RoRWAが1.6％から2.5％の場合である。

加入者は権利確定期間中に支払われるいかなる配当金も受け取る権利を持たない。

2014年 2013年

オプション数

加重平均
行使価格

(単位：ペンス) オプション数

加重平均
行使価格

(単位：ペンス)

１月１日現在の残高 37,354,979 該当なし 45,614,150 該当なし

付与数 225,424,109 該当なし 9,284,956 該当なし

行使数 (21,870,649) 該当なし (16,079,222) 該当なし

権利喪失数 (7,114,199) 該当なし (1,290,720) 該当なし

失効数 (405,156) 該当なし (174,185) 該当なし

12月31日現在の残高 233,389,084 該当なし 37,354,979 該当なし

12月31日現在の行使可能数 9,068,802 該当なし 4,275,432 該当なし

当年度中に付与されたオプションの加重平均公正価値は0.72ポンド(2013年：0.56ポンド)であった。付与

されたオプションの公正価値は、標準的なブラック・ショールズ・モデルを用いて算定されている。2014年

度中にオプションが行使された時点における加重平均株価は0.75ポンド(2013年：0.55ポンド)であった。当

年度末現在で未行使のオプションの、約定時期までの残存期間の加重平均は7.0年(2013年：3.6年)であっ

た。

ロイズ・バンキング・グループ株式買取報奨

取締役の雇用を促進する取決めの一環として、英国の上場担当当局による上場規制に適宜準拠してオプ

ションを各個人に与してきた。

この報奨は、取締役がロイズ・バンキング・グループ就業受諾時に未行使の前就業先の株式報奨が失効す

ることを受けて付与するものである。

下表に未行使オプション数の変動を示した。

2014年 2013年

オプション数

加重平均
行使価格

(単位：ペンス) オプション数

加重平均
行使価格

(単位：ペンス)

１月１日現在の残高 11,172,600 該当なし 21,321,237 該当なし

行使数 (5,173,429) 該当なし (5,953,810) 該当なし

権利喪失数 － 該当なし (4,194,827) 該当なし

12月31日現在の残高 5,999,171 該当なし 11,172,600 該当なし

12月31日現在の行使可能数 5,999,171 該当なし 11,083,749 該当なし

2014年度または2013年度中に付与されたオプションはなかった。当年度末現在で未行使のオプションの約

定時期までの残存期間の加重平均は6.7年(2013年：7.5年)であった。

2014年度中においてオプションが行使された時点での加重平均株価は0.70ポンド(2013年：0.75ポンド)で

あった。

加入者は権利確定期間中に支払われるいかなる配当金も受け取る権利を有する。この額は、報酬委員会が

株式での支払いを決定しない限り、現金で支払われる。
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付与された大半のオプションの公正価値は、標準的なブラック・ショールズ・モデルを用いて算定されて

いる。他のオプションの公正価値は、モンテ・カルロ・シミュレーションにより算定されている。

HBOSストック・オプション制度

HBOSストック・オプション制度およびセント・ジェームス・プレイス・ストック・オプション制度に関す

る未行使オプションの詳細は以下の通りである。HBOSストック・オプション制度の下での最終付与は2004年

度に行われた。本制度に基づき、一部の上級役員を除く従業員に対して給与の20％相当の額面を市場価格で

株式購入できるオプションが付与された。セント・ジェームス・プレイスの一部従業員には別途のオプショ

ン制度があり、この制度ではロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの株式についてのオプションが

付与される。セント・ジェームス・プレイス・ストック・オプション制度での最終付与は2009年度に行われ

た。これらの制度に基づく未行使ストック・オプション数の変動は以下の通りである。

ロイズ・バンキング・グループは2013年度にセント・ジェームス・プレイスの持分すべての売却を完了し

た。セント・ジェームス・プレイス・ストック・オプション制度の加入者は、引き続き本制度の条件に基づ

き付与されたロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの株式に対する権利を有しており、これらのオ

プションは以下の表に含まれている。

加入者は権利確定期間中に支払われるいかなる配当金も受け取る権利を持たない。

2014年 2013年

オプション数

加重平均
行使価格

(単位：ペンス) オプション数

加重平均
行使価格

(単位：ペンス)

１月１日現在の残高 13,119,584 369.76 19,857,692 363.76

行使数 (5,222,260) 51.83 (2,609,272) 51.83

権利喪失数 (103,007) 580 (240,349) 568.80

失効数 (321,138) 580 (2,144,026) 546.43

付与取消数 (7,473,179) 580 (1,744,461) 532.39

12月31日現在の残高 － － 13,119,584 369.76

12月31日現在の行使可能数 － － 13,119,584 369.76

2014年度中においてオプションが行使された時点での加重平均株価は0.77ポンド(2013年：0.72ポンド)で

あった。

HBOSストック・オプション制度およびセント・ジェームス・プレイス・ストック・オプション制度に基づ

くオプションは、それぞれ2014年３月15日および2014年４月20日に権利喪失となった。

その他の株式報奨制度

ロイズ・バンキング・グループ長期インセンティブ制度

2006年に導入した長期インセンティブ制度(以下「LTIP」という。)は、３年間におけるロイズ・バンキン

グ・グループの業績改善と受給株式数を連動させることで株主価値をもたらすことを目的とする制度であ

る。報奨は、この制度の規則が定めている上限の範囲内で付与され、付与できる株式は、受給者の年棒の３

倍相当が最大限度である。例外的な状況では、年俸の４倍相当に増える場合がある。

業績条件が満たされる場合、加入者は権利確定期間中に支払われるいかなる配当金も受け取る権利を有す

る。付与日から、業績条件が満たされたものと報酬委員会が決定する日までの配当金に相当する価額が、権

利確定した株式数に基づき付与される。報酬委員会は配当金を現金または株式のいずれで支払うかを決定す

る。
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2011年３月および９月の報奨の業績条件は以下の通りである。

(ⅰ) EPS関連条件：報奨の50％分。業績目標は、2013年調整後EPSを基準とする。

調整後EPSが6.4ペンスに達すると、本報奨のEPS関連条件分の25％(閾値)について権利が確定する。

調整後EPSが7.8ペンスに達すると、本報奨のEPS関連条件分のすべてについて権利が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

(ⅱ) EP関連条件：報奨の50％分。業績目標は、2013年調整後EPを基準とする。

調整後EPが567百万ポンドに達すると、本報奨のEP関連条件分の25％(閾値)について権利が確定する。

調整後EPが1,534百万ポンドに達すると、本報奨のEP関連条件分のすべてについて権利が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

業務執行取締役に対する報奨では、絶対的総株主還元額に関連する３つ目の業績条件が報奨の1/3相当に設

定されている。業績は、３年の業績評価期間の総株主還元年額に基づいて評価される。業績評価期間末日の

絶対的総株主還元額の年額が８％未満の場合、本報奨に係るこの条件分については権利確定するものはな

い。絶対的総株主還元額が８％の場合、本報酬に係るこの条件分の25％(閾値)について権利が確定する。絶

対的総株主還元額が14％以上の場合、本報奨に係るこの条件分のすべてについて権利が確定する。閾値と最

大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増える。EPS関連条件・EP関連条件の報奨全体に占める割合は

それぞれ33.3％となる。

EPSおよびEPの評価対象となる業績期間末において、目標のすべては満たされていないため、これらの報奨

は2014年度に68％の割合で権利確定する(業務執行取締役を含むグループ経営委員会メンバーについては

54％)。

2012年３月および９月の報奨の業績条件は以下の通りである。

(ⅰ) EP関連条件：報奨の30％分。業績目標は、2014年調整後EPを基準とする。

調整後EPが225百万ポンドに達すると、本報奨のEP関連条件分の25％(閾値)について権利が確定する。

調整後EPが2,330百万ポンドに達すると、本報奨のEP関連条件分のすべてについて権利が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

(ⅱ) 絶対的総株主還元額(以下「ATSR」という。)関連条件：報奨の30％分。業績は、2014年12月31日に終了

する３年間の業績評価期間の総株主還元年額に基づいて評価される。

ATSRが年率12％に達すると、本報奨のATSR関連条件分の25％(閾値)について権利が確定する。

ATSRが年率30％に達すると、本報奨のATSR関連条件分のすべてについて権利が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

(ⅲ) 調達資金合計に対する短期資金の比率に関連する条件：報奨の10％分。業績は、2014年度の目標に基づ

いて評価される。

比率が平均で20％に達すると、本報奨の当該比率関連条件分の25％(閾値)について権利が確定する。

比率が平均で15％に達すると、本報奨の当該比率関連条件分のすべてについて権利が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

(ⅳ) 2014年度末における非中核資産関連条件：報奨の10％分。業績は、2014年12月31日現在の貸借対照表上

の非中核資産残高に基づいて評価される。

非中核資産が950億ポンド以下であれば、本報奨の非中核資産関連条件分の25％(閾値)について権利が

確定する。
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非中核資産が800億ポンド以下であれば、本報奨の非中核資産関連条件分のすべてについて権利が確定

する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

(ⅴ) 簡素化による正味利益関連条件：報奨の10％分。業績は、2014年度末までに達成する年間推定に基づい

て評価される。

簡素化による正味利益の年間推定が15億ポンドに達すると、本報奨の簡素化による正味利益関連条件

分の25％(閾値)について権利が確定する。

簡素化による正味利益の年間推定が18億ポンドに達すると、本報奨の簡素化による正味利益関連条件

分のすべてについて権利が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

(ⅵ) FCAに報告すべき請求関連条件：報奨の10％分。業績は、2014年12月31日までの３年間に、FCAに報告す

べき請求(PPI請求を除く)を1,000顧客当たり合計何件受け取るかに基づいて評価される。

３年間の1,000顧客当たりの請求件数が年間平均1.5件以下であれば、本報奨のFCAに報告すべき請求関

連条件分の25％(閾値)について権利が確定する。

３年間の1,000顧客当たりの請求件数が年間平均1.3件以下であれば、本報奨のFCAに報告すべき請求関

連条件分のすべてについて権利が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

業績評価期間末において、報奨は最大値の97％権利確定すると評価された。

2013年３月および10月の報奨の業績条件は以下の通りである。

(ⅰ) EP関連条件：報奨の35％分。業績目標は、2015年調整後EPを基準とする。

調整後EPが1,254百万ポンドに達すると、本報奨のEP関連条件分の25％(閾値)について権利が確定す

る。

調整後EPが1,881百万ポンドに達すると、本報奨のEP関連条件分のすべてについて権利が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

(ⅱ) 絶対的総株主還元額(以下「ATSR」という。)関連条件：報奨の30％分。業績は、2015年12月31日に終了

する３年間の業績評価期間の総株主還元年額に基づいて評価される。

ATSRが年率８％に達すると、本報奨のATSR関連条件分の25％(閾値)について権利が確定する。

ATSRが年率16％に達すると、本報奨のATSR関連条件分のすべてについて権利が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

(ⅲ) 調整後費用合計関連条件：報奨の10％分。業績目標は、2015年調整後費用合計を基準とする。

調整後費用合計が9,323百万ポンド以下であれば、本報奨の調整後費用合計関連条件分の25％(閾値)に

ついて権利が確定する。

調整後費用合計が8,973百万ポンド以下であれば、本報奨の調整後費用合計関連条件分のすべてについ

て権利が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

(ⅳ) 2015年度末における非中核資産(英国リテールを除く)関連条件：報奨の10％分。業績は、2015年12月31

日現在の貸借対照表上の非中核資産残高に基づいて評価される。

非中核資産が370億ポンド以下であれば、本報奨の非中核資産関連条件分の25％(閾値)について権利が

確定する。

非中核資産が280億ポンド以下であれば、本報奨の非中核資産関連条件分のすべてについて権利が確定

する。
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閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

(ⅴ) FCAに報告すべき請求関連条件：報奨の10％分。業績は、2015年12月31日までの３年間に、FCAに報告す

べき請求を1,000顧客当たり合計何件受け取るかに基づいて評価される。

３年間の1,000顧客当たりの請求件数が年間平均1.05件以下であれば、本報奨のFCAに報告すべき請求

関連条件分の25％(閾値)について権利が確定する。

３年間の1,000顧客当たりの請求件数が年間平均0.95件以下であれば、本報奨のFCAに報告すべき請求

関連条件分のすべてについて権利が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

(ⅵ) SME貸付関連条件：報奨の５％分。業績は、2015年12月31日までの３年間に英国銀行より報告されたSME

に対する貸付の市場と比較した変動に基づいて評価される。

SME貸付の変動が市場の変動と一致すれば、本報奨のSME貸付関連条件分の25％(閾値)について権利が

確定する。

SME貸付の変動が市場の変動を４％以上上回れば、本報奨のSME貸付関連条件分のすべてについて権利

が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

また短期資金調達は、2015年12月31日までの３年間を通じてロイズ・バンキング・グループのリスクの選

好度に定められる範囲内でなければならない。

2014年度に付与された株式報奨の加重平均公正価値は0.62ポンド(2013年:0.34ポンド)であった。付与さ

れた大半の株式報奨の公正価値は、標準的なブラック・ショールズ・モデルを用いて算定されている。他の

株式報奨の公正価値は、モンテ・カルロ・シミュレーションにより算定されている。

2014年３月および８月の報奨の業績条件は以下の通りである。

(ⅰ) EP関連条件：報奨の30％分。業績目標は、2016年調整後EPを基準とする。

調整後EPが2,154百万ポンドに達すると、本報奨のEP関連条件分の25％(閾値)について権利が確定す

る。

調整後EPが3,231百万ポンドに達すると、本報奨のEP関連条件分のすべてについて権利が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

(ⅱ) 絶対的総株主還元額(以下「ATSR」という。)関連条件：報奨の30％分。業績は、2016年12月31日に終了

する３年間の業績評価期間の総株主還元年額に基づいて評価される。

ATSRが年率８％に達すると、本報奨のATSR関連条件分の25％(閾値)について権利が確定する。

ATSRが年率16％に達すると、本報奨のATSR関連条件分のすべてについて権利が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

(ⅲ) コスト・インカム・レシオ関連条件：報奨の10％分。業績は、2016年度通年の数値に基づき、保険請求

控除後の基礎収益合計に対する調整後費用合計(FSCS費用および銀行課徴金を除いた基礎ベースの費用

合計)の割合で評価される。

調整後費用合計が48.9％に達すると、本報奨のコスト・インカム・レシオ関連条件分の25％(閾値)に

ついて権利が確定する。

調整後費用合計が46.5％に達すると、本報奨のコスト・インカム・レシオ関連条件分のすべてについ

て権利が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。
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(ⅳ) FCAに報告すべき請求関連条件：報奨の10％分。業績は、2016年12月31日までの３年間に、FCAに報告す

べき請求(PPI請求を除く)を1,000口座当たり合計何件受け取るかに基づいて評価される。1,000口座当

たりの請求件数が年間平均1.15件以下であれば、本報奨のFCAに報告すべき請求関連条件分の25％(閾

値)について権利が確定する。

1,000口座当たりの請求件数が年間平均1.05件以下であれば、本報奨のFCAに報告すべき請求関連条件

分のすべてについて権利が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

(ⅴ) プロモーター正味比率関連条件：報奨の10％分。業績は、業績評価期間の最終の12ヶ月間におけるメ

ジャー・グループ・ランキングでのロイズ・バンキング・グループの平均順位に基づいて評価され

る。

ロイズ・バンキング・グループの最終平均順位が３位であれば、本報奨のプロモーター正味比率関連

条件分の25％(閾値)について権利が確定する。

ロイズ・バンキング・グループの最終平均順位が１位であれば、本報奨のプロモーター正味比率関連

条件分のすべてについて権利が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

(ⅵ) SME貸付関連条件：報奨の５％分。業績は、2016年12月31日までの３年間にSMEに対する貸付金純額の増

加率に基づいて評価される。

貸付金純額が14％増加すれば、本報奨のSME貸付関連条件分の25％(閾値)について権利が確定する。

貸付金純額が18％増加すれば、本報奨のSME貸付関連条件分のすべてについて権利が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。

(ⅶ) 新規顧客貸付関連条件：報奨の５％分。業績は、英国住宅金融貸付組合(Council of Mortgage

Lenders)のデータに基づく市場占有率に照らして評価される。2016年12月31日までの３年間における

３事業年度末の平均占有率が計算される。

平均占有率が20％に達すると、本報奨の新規顧客貸付関連条件分の25％(閾値)について権利が確定す

る。

平均占有率が25％に達すると、本報奨の新規顧客貸付関連条件分のすべてについて権利が確定する。

閾値と最大値の間については、権利確定は一定割合ずつ増えることとなる。
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2014年
株数

2013年
株数

１月１日現在の残高 548,885,895 515,951,517

付与数 120,952,253 186,360,995

権利確定数 (73,516,122) －

権利喪失数 (73,485,915) (153,426,617)

12月31日現在の残高 522,836,111 548,885,895

スコティッシュ・ウィドウズ・インベストメント・パートナーシップ長期インセンティブ制度

スコティッシュ・ウィドウズ・インベストメント・パートナーシップ(以下「SWIP」という。)長期インセ

ンティブ制度はSWIPの上級役員および従業員が加入できるもので、従来は現金のみの制度であっが、2012年

５月に同日以降に付与される報奨を対象として修正された。修正は、報奨合計の一部としてロイズ・バンキ

ング・グループ・ピーエルシー株式を受給できることを導入するものであった。2012年６月の報奨について

は、この他の部分は引き続き現金によるものであり、現金と株式の区分は報酬委員会により決定された。

2013年６月の報奨はすべて株式によるものであった。この修正は、３年間におけるSWIPの業績改善と受給株

式数を連動させることで株主価値をもたらすことを目的としている。報奨は、この制度の規則が定めている

上限の範囲内で付与され、付与できる現金および株式の合計は、受給者の年棒の3.5倍相当が最大限度であ

る。例外的な状況では、年俸の４倍相当に増える場合がある。

2012年度および2013年度の業績条件はアバディーン・アセット・マネジメント・ピーエルシーへのSWIPの

売却完了時に評価され、報奨は適宜比率配分された。2012年度の報奨は2015年３月に155％(コード・スタッ

フについては165.6％)権利確定する予定であり、2013年度の報奨は2016年３月に165.7％権利確定する予定で

ある。
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オプション制度にかかる行使価格の範囲、加重平均行使価格、加重平均残存期間およびオプション数は以

下の通りである。

役員向制度

加重平均行使価格

(単位：ペンス)

加重平均残存期間

(年数) オプション数

2014年12月31日現在

行使価格の範囲

０ポンドから１ポンド － － －

１ポンドから２ポンド － － －

２ポンドから３ポンド 235.26 0.2 2,635,287

３ポンドから４ポンド － － －

５ポンドから６ポンド － － －

SAYE制度

加重平均行使価格

(単位：ペンス)

加重平均残存期間

(年数) オプション数

2014年12月31日現在

行使価格の範囲

０ポンドから１ポンド 48.63 2.57 783,025,625

１ポンドから２ポンド 180.66 1.41 600,758

２ポンドから３ポンド － － －

３ポンドから４ポンド － － －

５ポンドから６ポンド － － －

その他のストック・オプション制度

加重平均行使価格

(単位：ペンス)

加重平均残存期間

(年数) オプション数

2014年12月31日現在

行使価格の範囲

０ポンドから１ポンド － － －

１ポンドから２ポンド － － －

２ポンドから３ポンド － － －

３ポンドから４ポンド － － －

５ポンドから６ポンド － － －
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役員向制度

加重平均行使価格

(単位：ペンス)

加重平均残存期間

(年数) オプション数

2013年12月31日現在

行使価格の範囲

０ポンドから１ポンド － － －

１ポンドから２ポンド 199.91 0.6 196,201

２ポンドから３ポンド 224.85 0.8 5,856,392

５ポンドから６ポンド － － －

SAYE制度

加重平均行使価格

(単位：ペンス)

加重平均残存期間

(年数) オプション数

2013年12月31日現在

行使価格の範囲

０ポンドから１ポンド 40.63 2.91 499,088,383

１ポンドから２ポンド 180.64 1.09 1,881,234

２ポンドから３ポンド － － －

５ポンドから６ポンド － － －

その他のストック・オプション制度

加重平均行使価格

(単位：ペンス)

加重平均残存期間

(年数) オプション数

2013年12月31日現在

行使価格の範囲

０ポンドから１ポンド 5.25 4.1 51,528,728

１ポンドから２ポンド － － －

２ポンドから３ポンド － － －

５ポンドから６ポンド 580.00 0.2 7,897,324
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当年度中の付与の2014年12月31日現在の公正価値の計算は、下記仮定に基づくものである(ブラック・

ショールズ・モデルおよびモンテ・カルロ・シミュレーションによる)。

給与天引き

貯蓄制度
2003年役員向制度 LTIP

コマーシャル・バ

ンキング・トラン

スフォーメーショ

ン・プログラム

加重平均無リスク金利 1.30％ 0.58％ 1.03％ 1.03％

加重平均予想期間 3.3年 1.2年 3.0年 3.0年

加重平均予想ボラティリティ 35％ 23％ 41％ 41％

加重平均予想配当利回り 2.5％ 2.5％ 2.5％ 2.5％

加重平均株価 0.75ポンド 0.76ポンド 0.79ポンド 0.78ポンド

加重平均権利行使価格 0.60ポンド 該当なし 該当なし 該当なし

予想ボラティリティは、オプションの期間中におけるロイズ・バンキング・グループの株価の予想変動額

の指標となる値である。予想ボラティリティは、オプションの予想期間に相応する直近の期間中における

日々の株価の終値のヒストリカル・ボラティリティをもとに推定される。ヒストリカル・ボラティリティ

は、その妥当性を評価する目的で、ロイズ・バンキング・グループの株式にかかる市場で取引されているオ

プションから生じるインプライド・ボラティリティと比較され、必要に応じて調整される。

マッチング株式

ロイズ・バンキング・グループは、従業員が購入した株式に対応する株式(マッチング株式)を、その価額

ベースで月当たり30ポンドを上限として拠出する責任を負う。この株式は、必須期間(３年間)は従業員に代

わって信託が保管し、その間も従業員はそれら株式にかかるいかなる配当金も受け取る資格を有する。この

報奨には、次のような非市場連動型の条件が付帯している。従業員が、３年の期間中に「相応の」理由以外

の理由で退職した場合、マッチング株式はすべて権利喪失となる。同様に購入株式を３年の期間中に売却し

た場合、マッチング株式は権利喪失となる。

2014年度中にマッチング株式に関連して付与した株式の数は16,248,562株(2013年：19,870,495株)で、こ

の株式の付与日の市場価格ベースの平均公正価値は0.78ポンド(2013年：0.63ポンド)であった。

固定株式報奨

固定株式報奨は固定報酬合計を職務に見合ったものとし、他社に負けない報奨パッケージをロイズ・バン

キング・グループの特定の従業員に提供できるようにする目的で2014年に導入したもので、固定報酬と変動

報酬の割合は法的要件に準拠して決定される。固定株式報奨は、ロイズ・バンキング・グループ株式により

引き渡され、報奨の翌年度から毎年20％ずつ５年間にわたって制限が解除される。2014年度に購入された株

式数は7,761,624株であった。

固定株式報奨には業績条件は付帯しておらず、業績に係る調整やクローバックもない。従業員がロイズ・

バンキング・グループを辞める際にも、株式の制限解除スケジュールに変更は生じない。
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48　関連当事者取引

主要な経営幹部

主要な経営幹部とは、事業体の業務を計画、指揮および管理する権限ならびに責任を有する者をいう。当

行グループの主要な経営幹部は、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーのグループ経営委員会のメ

ンバーと社外取締役である。

以下の表は、主要な経営幹部の報酬の詳細を総額ベースで記載したものである。

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

報酬

給与およびその他の短期給付 15 15

退職後給付 1 －

株式報酬 17 21

報酬合計 33 36

取締役の報酬の総額は12.3百万ポンド(2013年：14.9百万ポンド)であった。

確定拠出型年金制度に対する当行の拠出のうち主要な経営幹部に関連する拠出の総額は0.1百万ポンド

(2013年：0.2百万ポンド)であった。

取締役への合計最高支給額はアントニオ・オルタ・オソーリオ氏への4,782,000ポンド(2013年：アントニ

オ・オルタ・オソーリオ氏への6,542,000ポンド)であり、この額は、いずれの年におけるロイズ・バンキン

グ・グループ・ピーエルシーのストック・オプションの行使に伴う利益も含んでいない。

2014年
百万

2013年
百万

ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの株式にかかるストッ
ク・オプション

１月１日現在 14 25

一定の調整を加えた付与数(任命された主要な経営幹部に付与した受給
権を含む)

－ 5

行使/失効数(過去の主要な経営幹部の受給権を含む) (1) (16)

12月31日現在 13 14

2014年
百万

2013年
百万

ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー株式により決済されるス
トック・オプション制度

１月１日現在 105 70

一定の調整を加えた付与数(任命された主要な経営幹部に付与した受給
権を含む)

19 42

行使／失効数(過去の主要な経営幹部が受給権を含む) (22) (7)

12月31日現在 102 105
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以下の表は、期末残高や関連収益および費用(総額ベース)の詳細を、当行グループとその主要な経営幹部

との間でのその他の取引に関係する情報とともに記載したものである。

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

貸付金

１月１日現在 2 2

貸付額(任命された主要な経営幹部に対する貸付金を含む) 2 2

返済額(過去の主要な経営幹部に対する貸付金を含む) (1) (2)

12月31日現在 3 2

貸付金には、有担保のものと無担保のものがあり、いずれも現金で決済される見込みである。2014年度に

おける貸付金に伴う金利は、0.5％から23.95％(2013年：2.5％から23.9％)の間であった。

主要な経営幹部に対する貸付金についてはいかなる引当金も認識されていない(2013年：該当なし)。

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

預り金

１月１日現在 13 10

預入額(任命された主要な経営幹部からの預り金を含む) 32 29

引出額(過去の主要な経営幹部からの預り金を含む) (29) (26)

12月31日現在 16 13

主要な経営幹部からの預り金に伴う金利の上限は4.7％(2013年：2.9％)である。

2014年12月31日現在、当行グループは、主要な経営幹部に関するいかなる保証も行っていない(2013年：該

当なし)。

当行グループおよびその銀行子会社と、取締役および関係者との間での各取引、取り決めおよび契約にか

かる2014年12月31日現在の残高は、６名の取締役および６名の関係者との間での貸付金およびクレジット

カード取引にかかる残高である１百万ポンド(2013年：６名の取締役および５名の関係者との１百万ポンド)

を含んでいる。
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ロイズ・バンキング・グループ内の他社との債権債務残高および取引

ロイズ・バンク・グループ各社間の債権債務残高および取引

IFRS第10号「連結財務諸表」に従い、当行とその子会社の間や、各子会社間の取引および債権債務残高

は、連結時にすべて消去されているため、当行グループの関連当事者取引として報告されていない。

当行は、バンキング・グループの親会社であるため、その各種子会社と多数の取引を行っている。これら

の取引は、以下の通り、当行の貸借対照表に含まれている。

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

下記各勘定内に含まれている資産：

デリバティブ金融商品 15,464 10,751

トレーディング目的資産および損益を通じて公正価値で測定するその他
の金融資産

12,288 10,154

貸付金および債権 119,689 250,996

売却可能金融資産 2,052 1,876

149,493 273,777

下記各勘定内に含まれている負債：

銀行預り金および顧客預金 89,383 239,595

トレーディング目的負債および損益を通じて公正価値で測定するその他
の金融負債

13,296 25,759

デリバティブ金融商品 15,359 10,169

発行債券 17,140 3,028

劣後債券 81 115

135,259 278,666

上記各勘定を介して行う取引の規模や量によって、流入および流出総額に関する情報を開示することは実

務的または有意義ではない。当行は、2014年度中に、上記各資産残高について2,545百万ポンド(2013年：

2,732百万ポンド)の受取利息を稼得し、上記各負債残高について1,481百万ポンド(2013年：2,073百万ポン

ド)の支払利息を負担した。

加えて当行は、負担した費用に関して803百万ポンド(2013年：819百万ポンド)を子会社へ転嫁し、当行と

その子会社の間で提供された各種サービスに関して179百万ポンド(2013年：262百万ポンド)の手数料を受取

り、143百万ポンド(2013年：131百万ポンド)の手数料を支払った。

ロイズ・バンキング・グループ内の他社に代わり引き受けている偶発債務および契約債務の詳細は注記49

に記載されている。
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ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーおよび当行兄弟会社との債権債務残高および取引

当行とその子会社は、当行の親会社であるロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーや当行の他の子

会社に対し債務および債権を有している。これらは、以下の通り、貸借対照表に含まれている。

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

下記各勘定内に含まれている資産：

貸付金および債権 11,482 15,453 10,947 11,981

その他 － － 10 22

11,482 15,453 10,957 12,003

下記各勘定内に含まれている負債：

顧客預金 5,288 8,797 2,499 4,430

デリバティブ金融商品 106 239 106 239

劣後債券 11,364 11,705 10,813 11,173

16,758 20,741 13,418 15,842

上記各残高には、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの銀行業務取引にかかる残高が含まれて

いるが、上記各勘定を介して行う取引の規模や量によって、流入および流出総額に関する情報を開示するこ

とは実務的または有意義ではない。2014年度中に、上記各資産残高について当行グループおよび当行が稼得

した受取利息はそれぞれ163百万ポンドおよび132百万ポンド(2013年：当行グループ202百万ポンド、当行169

百万ポンド)で、上記各負債残高について当行グループおよび当行が負担した支払利息はそれぞれ1,143百万

ポンドおよび1,031百万ポンド(2013年：当行グループ1,510百万ポンド、当行1,374百万ポンド)であった。

英国政府

2009年１月、英国財務省を通じて英国政府は第三者割当発行において発行された普通株式を引き受けたこ

とで、当行の親会社であるロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの関連当事者となった。2014年12

月31日現在、英国財務省のロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの普通株式資本に対する持分は

20％超であり、英国財務省は2014年12月31日終了事業年度も引き続き当行の関連当事者であった。

IAS第24号により、英国政府管理事業体は当行グループの関連当事者となっている。当行グループは、英国

銀行ならびにロイヤルバンク・オブ・スコットランド・グループ・ピーエルシー、ノーザン・ロック(アセッ

ト・マネジメント)ピーエルシーおよびブラッドフォード・アンド・ビングレー・ピーエルシーなどの英国政

府管理下の事業体を関連当事者としている。

2014年12月31日終了事業年度において、ロイズ・バンキング・グループは適格な銀行および住宅金融組合

を対象とする英国政府および中央銀行が運営する多数の制度に加わっていた。

国営融資保証制度

ロイズ・バンキング・グループは、2012年３月20日に開始された英国政府の国営融資保証制度に参加し

た。当該制度を通じてロイズ・バンキング・グループは、当該制度およびその財務利益の継続を条件とし

て、適格英国事業に対しロイズ・バンキング・グループの既存の融資条件に基づき割引融資を提供する。融

資を受けた適格事業は、事前に合意された期間の融資利率について１％の優遇を受ける。

ビジネス・グロース・ファンド
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2011年５月、ロイズ・バンキング・グループはロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー(お

よびその他の非関連当事者３者)と共同で、英国銀行協会のビジネス・タスクフォース2010年10月報告書で表

明されているように、ビジネス・グロース・ファンドの機能を目的として設立された会社であるビジネス・

グロース・ファンド・ピーエルシーへの株式払込により最大で300百万ポンドの株式投資を行うことで合意し

た。2014年12月31日現在、ロイズ・バンキング・グループはビジネス・グロース・ファンドへ118百万ポンド

(2013年12月31日現在：64百万ポンド)を投資し、当該投資の帳簿価額は105百万ポンド(2013年12月31日現

在：52百万ポンド)であった。

ビッグ・ソサイエティ・キャピタル

2012年１月、ロイズ・バンキング・グループは、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー

(およびその他の非関連当事者２者)と共同で、ビッグ・ソサイエティ・キャピタル・ファンドにそれぞれ最

大50百万ポンドの株式投資を行うことで合意した。当該ファンドは、プロジェクト・マーリン契約の一環と

して設立されたものであり、英国の社会投資ファンドである。当該ファンドは2012年４月３日付で正式に発

足し、ロイズ・バンキング・グループは2013年12月31日までに当該ファンドへ23百万ポンド投資し、2014年

12月31日終了事業年度に８百万ポンドを追加投資した。

資金調達支援制度

2012年８月、ロイズ・バンキング・グループは、英国政府の資金調達支援制度を支援することを表明し、

当該制度への参加の意向を確認した。資金調達支援制度により、ロイズ・バンキング・グループはコスト効

率的な担保付ターム・ファンディングの調達源をさらに得られることになる。当該制度は英国の広範な顧客

を支援するもので、家庭に対してはより利用し易い住宅ローンを、また事業に対しては投資と成長のための

資金をより安く提供するものである。ロイズ・バンキング・グループは、2013年11月、2015年１月末まで資

金調達支援制度を延長する計画に参加すべく、英国銀行と契約延長を行った。資金調達支援制度の延長計画

は、事業に対して投資および成長のための資金をより安く供給することに焦点を当てている。この延長によ

り100億ポンドの貸出が実行されている。2014年12月に、英国銀行は、2016年１月末まで再度延長を行い、小

規模事業の支援にさらなる焦点を当てる意向を発表した。2014年12月31日現在、ロイズ・バンキング・グ

ループは資金調達支援制度に基づき200億ポンドの貸出を実行している。

企業向け融資保証制度

ロイズ・バンキング・グループは、小規模企業向け融資保証制度に取って替わる制度として2009年１月に

開始された、企業向け融資保証制度に参加している。当該制度は英国政府が支援する融資保証であり、借入

担保不足を理由に融資を拒否される可能性がある場合でも存続可能な事業が融資を受けられるよう支援する

ものである。ビジネス・イノベーション・職業技能省(旧ビジネス・企業・規制改革相)は、その顧客が当該

制度の規則のもとで適格である場合に限り、各貸付金の元本の75％まで貸手に保証を提供している。2014年

12月31日現在、ロイズ・バンキング・グループは、6,250件、500百万ポンド超の融資を顧客に提供してい

る。ロイズ・バンキング・グループのグループ会社、ロイズ・バンク・ピーエルシー、TSBバンク・ピーエル

シー、ロイズ・コマーシャル・ファイナンス・リミテッドおよびバンク・オブ・スコットランド・ピーエル

シーは、ビジネス・イノベーション・職業技能省相と契約を締結した。

ヘルプ・トゥー・バイ

2013年10月７日、バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーは財務省の委員会と合意し、バンク・オ

ブ・スコットランド・ピーエルシーのハリファックス部門は2013年10月11日から、ロイズ・バンク・ピーエ

ルシーは2014年１月３日から、ヘルプ・トゥー・バイ・スキームに参加することに合意した。ヘルプ・
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トゥー・バイ・スキームは、英国政府が推進するもので、貸手としての参加者に、融資比率のより高いモー

ゲージを必要とする顧客に対する住宅ローンの貸付を促すことを目的としている。ハリファックスおよびロ

イズは、現在このスキームに参加しており、それにより顧客は購入価格の90％から95％を借入している。

コマーシャル・フィーの支払いと引き換えに、英国財務省は、融資比率のより高い貸付から生じる損失に

対する保証を貸手に与えることに合意した。当該スキームに基づく貸付残高は、2014年12月31日現在、1,950

百万ポンドである。

中央銀行による与信枠

ロイズ・バンキング・グループは通常業務の過程において、中央銀行が提供する市場全体の与信枠を利用

する場合がある。

その他の政府関連事業体

当期間においては上記の取引を除き、英国政府および英国政府管理事業体(英国政府管理下の銀行を含む)

との間において、通常業務の過程において実施されない重要な取引、あるいは性質や条件が通常と異なるよ

うな重要な取引はなかった。

関連当事者に関するその他の取引

年金ファンド

当行グループはその一部年金ファンドに対して、銀行業務および投資運用業務の一部を提供している。

2014年12月31日現在、顧客預金129百万ポンド(2013年：145百万ポンド)、投資および保険契約債務3,278百万

ポンド(2013年：4,728百万ポンド)が当行グループの年金ファンドに関連するものであった。

共同投資制度

当行グループでは132社(2013年：210社)のオープンエンド型投資会社(以下「OEIC」という。)のような共

同投資制度を管理しており、うち80社(2013年：145社)が連結されている。当行グループは、当年度中に、非

連結共同投資制度に対し811百万ポンド(2013年：2,472百万ポンド)を投資し、同共同投資制度から984百万ポ

ンド(2013年：2,189百万ポンド)の償還を受けており、12月31日現在での投資額は公正価値ベースで2,243百

万ポンド(2013年：3,291百万ポンド)であった。当行グループが2014年度中に非連結共同投資制度から稼得し

た手数料は201百万ポンド(2013年：277百万ポンド)であった。

合弁企業および関連会社

セインズベリー・バンク・ピーエルシーは、当行グループが2014年１月31日に同社への投資を売却するま

で当行グループの主要合弁企業であり、当行グループは、同社に対して事務処理業務を提供していた。当行

グループの2014年１月における受領額は３百万ポンドであった(2013年12月31日終了事業年度は35百万ポンド

で、うち10百万ポンドが2013年12月31日現在で未収となっていた)。2013年12月31日現在、セインズベリー・

バンク・ピーエルシーは当行グループとの間に、銀行に対する貸付金および前渡金として806百万ポンドおよ

び銀行預り金として927百万ポンドの残高を有していた。

2014年12月31日現在、その他の合弁企業および関連会社に関連して、顧客に対する貸付金および前渡金と

して1,901百万ポンド(2013年：4,448百万ポンド)、顧客預金として24百万ポンド(2013年：70百万ポンド)の

残高があった。

上記の残高に加えて、当行グループは、グループ内のベンチャー・キャピタル事業が保有している多くの

その他の関連会社を有しており、これらは損益を通じて公正価値で会計処理される。これらの会社は、2014

年12月31日現在、合計で約5,553百万ポンド(2013年：6,913百万ポンド)の資産と、約6,312百万ポンド(2013
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年：7,084百万ポンド)の負債を有しており、2014年12月31日終了事業年度における売上高は約5,634百万ポン

ド(2013年：6,989百万ポンド)で、純損失は約272百万ポンド(2013年：純損失16百万ポンド)であった。加え

て当行グループは、これらの会社に対し2,364百万ポンド(2013年：3,355百万ポンド)を融資しており、これ

に伴う149百万ポンド(2013年：170百万ポンド)の受取利息を当年度中に受領した。

2014年６月25日に、当行は、ユナイテッド・リーガル・サービシズ・リミテッド(以下「ULS」という。)

と、パネルサービスの独占的提供契約を締結した。ULSは、英国内において株式投資を行っている当行グルー

プのグループ会社であるロイズ・ディベロップメント・キャピタルの投資対象先であるULSの親会社、ULSテ

クノロジー・ピーエルシーを通じて当行の関連当事者となっている。
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49　偶発債務および契約債務

インターチェンジ・フィー

2014年９月11日に、欧州司法裁判所は(以下「ECJ」という。)は、マスターカードかマエストロ・ブランド

のペイメントカードを用いた国際取引において、マスターカードの発行会社が、フォールバック機能に関す

る均一の多国間インターチェンジ・フィー(以下「MIF」という。)を課すという取り決めは、EUの競争に関す

る法律に反する行為であるという2007年の欧州委員会の決定を支持した。

これと並行して、

－ 欧州委員会は、インターチェンジ・フィー規制の法整備を提言し、引き続きEUの立法審査中である。

欧州議会と欧州理事会の間で政治的合意に達しており、法律は2015年度第２四半期に採択および施行さ

れると予想されているが、一部の条項についてはその６ヶ月もしくは１年後に適用される(採択日およ

び施行日は変更される可能性がある)。

－ 欧州委員会は、ビザの複数国間インターチェンジに関する取り決めや制度規則についての調査を解決

するため、ビザの提案するコミットメントを採用した。ビザは特に、複数国間でのカード取引のイン

ターチェンジ・フィー水準をクレジットカートについては30ベーシス・ポイント、デビットカードにつ

いては20ベーシス・ポイントまで引き下げることに合意した。またビザは、複数国間での取得に関連す

る複数の規則を変更した。マスターカードは、複数国間インターチェンジ・フィーを、欧州委員会とビ

ザが合意した水準にまで引き下げる決定を独断で下した。

－ 欧州委員会は、マスターカードおよびビザに関連するその他の競争に関する調査も続行しており、特

にEEA外のカード発行に関して支払われたインターチェンジについて調査している。

－ 英国高等裁判所においてはビザおよびマスターカードの両社に対する訴訟も継続中である。これは、

MIFの過払いがあったとして損害賠償を求める複数の小売業者により提起された訴訟である。

－ 新しい英国の支払規制当局は、その権限が発効した時点で(2015年４月)、国内のインターチェンジ・

フィーを規制する可能性がある。2014年11月に、競争市場庁(以下「CMA」という。)は、マスターカー

ドが国内のインターチェンジ料を2015年４月より段階的に引き下げることに合意したことを受けて、現

時点では国内のインターチェンジ水準に関する調査を再開しない予定であることを発表した。さらに

FCAは、英国のクレジットカード市場に関する市場調査を開始した。

上記調査、規制や法律の進展、ならびにビザおよびマスターカードに対する訴訟が当行グループに及ぼす

最終的な影響は、これらの問題が解決した時点で明らかとなる。

LIBORおよびその他のトレーディング利率

2014年７月28日、ロイズ・バンキング・グループは、数年前にロイズ・バンキング・グループ会社が提出

した英国銀行協会(以下「BBA」という。)ロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)およびポンド建

レポ利率の操作に関する未解決問題について、英国および米国連邦政府との間で合計217百万ポンド(2014年

６月30日現在の為替レートによる)にて和解に達したと発表した。LIBORに関する和解は、広範囲の通貨に関

する銀行間取引金利の設定にかかる業界全体の調査の一環である。

ロイズ・バンキング・グループは、パネルメンバーによるLIBORおよびその他多数の銀行間取引金利設定機

関への提出に関する調査について、引き続き様々な他の政府機関や重大不正捜査局、欧州およびスイス競争

委員会などの規制当局、また多数の米国州検察局に協力している。

ロイズ・バンキング・グループの一部のグループ会社は、他のパネル銀行とともに、米国ドルおよび日本

円LIBORを決定するパネル銀行としての役割について、米国での推定集団訴訟を含む民事訴訟の共同被告とさ

れている。当該申し立ては、米国ドルおよび日本円LIBORに関連付けられたさまざまな種類の金融商品からの

利益に対する権利を主張する原告によりなされている。これら訴訟の申し立ては、その大部分がニューヨー
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ク州南部地区連邦地方裁判所(以下「連邦地方裁判所」という。)における広域集団訴訟(以下「MDL」とい

う。)の審理前手続との関係で統合されており、それぞれは実質的に類似している。訴訟では、シャーマン反

トラスト法違反、暴力不正腐敗防止法(以下「RICO」という。)違反、商品取引法(以下「CEA」という。)違反

並びにさまざまな州法および判例法違反の申し立てがなされている。原告の申し立ての一部は連邦地方裁判

所により棄却されている。

ロイズ・バンキング・グループはまた、一部の外国為替の日次ベンチマークレートおよび関連事項の設定

に関連する行動を見直しているが、これはこのような行動に関連して、FCAが他の金融機関に対する調査を公

的に主導したことを受けてのことである。ロイズ・バンキング・グループは、FCAおよびその他の規制当局と

協力しており、当該規制当局にロイズ・バンキング・グループのレビューに関する情報を提供している。さ

らに、ロイズ・バンキング・グループは、他の複数の銀行とともに、2013年度終わりから2014年２月に連邦

地方裁判所に提起された複数の訴訟の被告とされており、当該訴訟で原告は、被告がWM/ロイターの外国為替

レートを操作し、米国の反トラスト法違反であると申し立てた。2014年３月31日に原告は、ロイズ・バンキ

ング・グループを被告とすることなく他の多数の被告に対して、この訴訟に代わる併合および変更の申立て

を行っており、これによりロイズ・バンキング・グループに対する訴え(すべての被告に対する訴えではな

い)を実質的に取り下げた。

現在、和解の範囲に含まれず規制当局が実施中の様々な調査、民事訴訟およびロイズ・バンキング・グ

ループの契約取引の解釈または有効性に関連する異議申し立ての範囲やロイズ・バンキング・グループに対

する最終的な結果を予測することは、時期や規模を含め困難である。

金融サービス補償機構

金融サービス補償機構(以下「FSCS」という。)は、認可金融機関の顧客のために設立された英国の独立法

定補償基金であり、金融機関が顧客に債務を返済できない場合に最終の手段として補償を行う。FSCSは金融

サービス業界への賦課金により設立されている。預金等受入金融機関は、制度年度(４月１日から３月31日)

に先立つ12月31日時点の保護対象預金総額の持分に比例したFSCS賦課金を拠出している。

2008年の多数の預金取扱銀行による払い出し不能を受けて、FSCSは当該銀行の顧客に対する補償費用に充

てるため、英国財務省から資金を借り入れた。FSCSの最新スキームの年度末(2014年３月31日)現在、当該借

入金の元本残高は16,591百万ポンド(2013年３月31日:17,246百万ポンド)であった。当該借入の実質的に大部

分は、FSCSが資産売却することで受け取る資金、キャッシュフロー余剰金または債務不履行となった銀行の

資産の回復により返済されることになるが、不足金額は、FSCSの預金等受入金融機関により資金提供される

ことになる。将来に当行グループが負担する賦課金については、FSCSが資産の売却により填補可能な金額、

12月31日現在の当行グループの預金受託市場への参加、保護対象の預金額や預金取扱銀行数など様々な要因

に依拠している。
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バンク・オブ・スコットランドに関する調査およびHBOSに関する報告

バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーに対する2006年から2008年の法人部門に関するFSAの監督検

査は、2012年３月９日の最終通知発行をもって終了した。当行グループまたはバンク・オブ・スコットラン

ド・ピーエルシーに課された課徴金はなかった。2012年９月12日にFSAは、HBOSに関する公益報告書の作成を

開始していると確認した。当該報告書は現在、PRA/FCA共同報告書として作成中である。HBOSレビューの付託

事項(2014年７月11日発行)では、最終報告書は2014年度末までに公表予定と記載されていたが、現時点では

未公表である。

米国－スイスにおける税プログラム

2013年８月29日、米国司法省(以下「DOJ」という。)およびスイス連邦財務省は、スイスの銀行が、海外

（すなわち、米国外）の銀行口座を使用して米国税および報告義務を回避する個人および企業、並びにその

ような税金および報告義務の回避を促しているまたは促したことのある個人および企業に対してDOJが続けて

いる調査に関連する自身のステータスに関する解決を得られるプログラム(以下「プログラム」という。)を

発表した。プログラムへの参加を決定したスイスの銀行は、関連する銀行事業を当該プログラムにより定め

られる分類のひとつに従って分類する旨をDOJに報告した。

当行グループは、スイスにおいてプライベートバンキング事業を営んでおり、約70億ポンドの資産を運用

していた。当該事業は2013年11月に売却された。そのため、防護手段として、当行グループは2013年12月に

プログラムへの参加意向をDOJに連絡した。当行グループは、プログラムの規定に従いデューデリジェンスを

完了しており、プログラムへの参加の継続は必要ないと判断したため、プログラムから撤退する意向をDOJに

連絡した。

税務当局

当行グループは、税務当局に支払いの見込まれる金額を基に、生じる可能性のある税金負債に備えてい

る。これには、歳入関税庁(以下「HMRC」という。)が異なる税法の解釈および適用を採用し、追加で課税さ

れる可能性がある未決の案件が含まれている。ロイズ・バンキング・グループは、アイルランドの旧子会社

であり2010年12月31日に営業を停止した銀行で発生した損失をグループレベルで解消する要求に関連して未

決の案件を有している。2013年度下半期に、HMRCは、当該損失の相殺を容認する英国規則の解釈に基づき、

当該要求は認められないとの見解をロイズ・バンキング・グループに通知した。HMRCの見解が正しいと認め

られる場合、当期税金負債が約600百万ポンド増加し、ロイズ・バンキング・グループの繰延税金資産が約

400百万ポンド減少する（当行グループに対する全体的な影響は約950百万ポンド）と経営者は予測してい

る。ロイズ・バンキング・グループは、HMRCの見解を認めておらず、適切なアドバイスに基づき、追加課税

が最終的に課されるものではないと考えている。

住宅モーゲージ担保権実行

2014年８月、北アイルランド高等裁判所は、顧客による契約上の月賦返済額の延滞に係るロイズ・バンキ

ング・グループの再計算実務の側面に関連した住宅モーゲージに関する３件の試訴において、借手に有利な

判決を下した。ロイズ・バンキング・グループは、判決により提起された問題を見直しており、これらの問

題が将来引き起こす可能性のある調査または手続きに適宜対応する予定である。
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その他の法的措置および規制問題

加えて、当行グループは、英国および海外における通常業務の過程で、その他の請求や潜在的または実際

の訴訟(従業員、顧客、投資家または他の第三者による、もしくはそれらを代表する者による集団代表訴訟ま

たはグループ訴訟を含む)ならびに規制当局によるレビュー、異議申し立て、調査および強制措置の当事者と

なることがある。あらゆる重要な問題については、必要に応じ外部の専門家の支援を受けて定期的に再評価

し、当行グループが負債を負う可能性を判定している。どちらかといえば支払いが生じる可能性が高いとい

う結論に至った場合、必要な金額に関する経営陣による最善の見積りが関連する貸借対照表日に引当計上さ

れる。これらの問題の中には、事実が曖昧であるという理由や、当該案件を適切に評価するにはさらなる時

間がかかるといった理由で、見解を確立できないものがある。このような問題に対しては引当金を設定しな

いが、当行グループは現在、このような案件の最終結果が、当行グループの財政状態に重大な悪影響を及ぼ

すことは見込んでいない。

銀行業務から生じる偶発債務および契約債務

引受および裏書に伴う債務は、当行グループか当行が、顧客が振り出す流通証券に伴う支払いの保証に同

意した場合に生じる。

信用供与を直接的に代替する手段となるその他の項目には、スタンドバイ信用状、または顧客が約定債務

を履行しない場合に当行グループか当行が第三者たる受益者に対し取消不能債務を負うことになるその他の

取消不能債務が含まれる。また、信用状か類似のファシリティに基づき振り出された証券の引受に伴う債務

のうち、引受人が、識別可能な原製品の出荷に対する特有の権原を取得しないような債務も含まれる。

契約履行保証およびその他の取引関連の偶発債務(入札保証、前払金保証、VAT・関税・消費税保証、なら

びに特定の契約か非金融取引に関連するスタンドバイ信用状などに伴う債務を含む)においては、将来の事象

の結果によって、これらの保証に基づく支払義務が発生する。

当行グループおよび当行の損失に対する最大エクスポージャーは、下記表内に詳細が記載されている契約

上の額面価額により表示されている。上記各保証に伴う支払額について、償還請求条項または差し入れを受

けている担保により顧客から回収できる可能性のある額は考慮していない。

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

偶発債務

引受および裏書 59 204 58 124

その他：

信用供与を直接的に代替する手段と

なるその他の項目
330 710 322 686

契約履行保証およびその他の取引関

連の偶発債務
2,293 1,966 2,015 1,647

2,623 2,676 2,337 2,333

偶発債務合計 2,682 2,880 2,395 2,457
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当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

ロイズ・バンキング・グループ内の他社に代わって負担する債務 7 －

当行グループおよび当行の偶発債務は、通常の銀行業務の過程で生じるもののため、将来における財務へ

の影響を定量化することはできない。

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

契約債務

荷為替信用状およびその他の短期貿

易関連取引
101 54 100 51

資産購入および預金にかかる先渡契

約
162 440 162 440

正規のスタンドバイ・ファシリ

ティ、クレジットラインおよびその

他の貸付契約の未利用部分：

当初の満期までの期間が１年未

満：

モーゲージ・オファー 8,809 9,559 859 1,112

その他の契約債務 64,015 55,002 37,892 30,404

72,824 64,561 38,751 31,516

当初の満期までの期間が１年以上 34,455 40,616 29,474 35,912

契約債務合計 107,542 105,671 68,487 67,919

当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

ロイズ・バンキング・グループ内の他社に代わって負担する債務 6,231 4,718

正規のスタンドバイ・ファシリティ、クレジットラインおよびその他の貸付契約の未利用部分にかかる上

記金額のうち、当行グループの55,029百万ポンド(2013年：56,292百万ポンド)と、当行の39,755百万ポンド

(2013年：40,341百万ポンド)は取消不能債務である。
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オペレーティング・リース契約

グループ会社が借手である場合の、土地建物の解約不能オペレーティング・リースに基づく将来の最低

リース料は以下の通りである。

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

１年以内 301 292 154 148

１年超５年以内 945 928 473 452

５年超 1,141 1,166 480 500

オペレーティング・リース契約合計 2,387 2,386 1,107 1,100

オペレーティング・リース料は、特定の資産のリースに伴い当行グループが支払うべきリース料を表して

いる。このオペレーティング・リース契約の中には、契約更新オプションやリース料の段階的引き上げに関

する条項が付帯しているものがあるが、その影響は重大なものではない。リース料に関する偶発債務が生じ

る可能性のあるような契約は結んでいない。

資本コミットメント

投資不動産(注記22)にかかる当行グループの契約債務を除いた資本的支出にかかる契約債務のうち、契約

済だが引当金未計上の債務の2014年12月31日現在の残高は、当行グループについては373百万ポンド(2013

年：345百万ポンド)であり、当行については３百万ポンド(2013年：１百万ポンド)である。当行グループの

この額のうち、368百万ポンド(2013年：344百万ポンド)は、オペレーティング・リース契約に基づき顧客へ

リースされる資産に関係している。当行グループの経営陣は、将来の純収益と調達資金が、これらの契約債

務を履行するのに十分な額になると確信している。

次へ
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50　金融商品

(1)金融資産および負債の測定基準

注記２の会計方針は、各種金融商品の測定方法や、公正価値損益を含む収益および費用の認識方法につい

て記載している。以下の表は、金融資産および負債の帳簿価額のカテゴリー別および貸借対照表上の勘定科

目別内訳である。

損益を通じて
公正価値で測定するもの

当行グループ

ヘッジ手段
に指定され
ているデリ
バティブ
百万ポンド

トレーディ
ング目的
保有

百万ポンド

当初認識時に
指定された

もの
百万ポンド

売却可能
百万
ポンド

貸付金お
よび債権
百万
ポンド

償却原価
で保有
百万
ポンド

保険契約
百万
ポンド

合計
百万
ポンド

2014年12月31日現在

金融資産

現金および中央銀行預け金 － － － － － 50,492 － 50,492

銀行から取立中の項目 － － － － － 1,173 － 1,173

トレーディング目的資産およ
び損益を通じて公正価値で測
定するその他の金融資産

－ 48,504 104,016 － － － － 152,520

デリバティブ金融商品 4,299 31,184 － － － － － 35,483

貸付金および債権：

銀行に対する貸付金および
前渡金

－ － － － 26,155
－

－ 26,155

顧客に対する貸付金および
前渡金

－ － － － 482,704
－

－ 482,704

債券 － － － － 1,213 － － 1,213

ロイズ・バンキング・グ
ループ内の他社に対する債
権

－ － － － 11,482 － － 11,482

－ － － － 521,554 － － 521,554

売却可能金融資産 － － － 56,493 － － － 56,493

金融資産合計 4,299 79,688 104,016 56,493 521,554 51,665 － 817,715

金融負債

銀行預り金 － － － － － 10,887 － 10,887

顧客預金 － － － － － 447,067 － 447,067

ロイズ・バンキング・グルー
プ内の他社に対する債務

－ － － － － 5,288 － 5,288

銀行に対する未決済項目 － － － － － 979 － 979

トレーディング目的負債およ
び損益を通じて公正価値で測
定するその他の金融負債

－ 55,358 6,744 － － － － 62,102

デリバティブ金融商品 3,713 29,580 － － － － － 33,293

流通証券 － － － － － 1,129 － 1,129

発行債券 － － － － － 75,672 － 75,672

保険契約および有配当投資契
約から生じる負債

－ － － － － － 86,941 86,941

無配当投資契約から生じる負
債

－ － － － － － 27,248 27,248

保険事業内の未配分剰余金 － － － － － － 320 320

金融保証 － － 51 － － － － 51

劣後債券 － － － － － 31,973 － 31,973

金融負債合計 3,713 84,938 6,795 － － 572,995 114,509 782,950
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損益を通じて
公正価値で測定するもの

当行グループ

ヘッジ手段
に指定され
ているデリ
バティブ
百万ポンド

トレーディ
ング目的
保有

百万ポンド

当初認識時に
指定された

もの
百万ポンド

売却可能
百万
ポンド

貸付金お
よび債権
百万
ポンド

償却原価
で保有
百万
ポンド

保険契約
百万
ポンド

合計
百万
ポンド

2013年12月31日現在
1

金融資産

現金および中央銀行預け金 － － － － － 49,915 － 49,915

銀行から取立中の項目 － － － － － 1,007 － 1,007

トレーディング目的資産およ
び損益を通じて公正価値で測
定するその他の金融資産

－ 37,480 105,727 － － － － 143,207

デリバティブ金融商品 4,742 24,850 － － － － － 29,592

貸付金および債権：

銀行に対する貸付金および
前渡金

－ － － － 25,365
－

－ 25,365

顧客に対する貸付金および
前渡金

－ － － － 492,952
－

－ 492,952

債券 － － － － 1,355 － － 1,355

ロイズ・バンキング・グ
ループ内の他社に対する債
権

－ － － － 15,453 － － 15,453

－ － － － 535,125 － － 535,125

売却可能金融資産 － － － 43,976 － － － 43,976

金融資産合計 4,742 62,330 105,727 43,976 535,125 50,922 － 802,822

金融負債

銀行預り金 － － － － － 13,982 － 13,982

顧客預金 － － － － － 439,467 － 439,467

ロイズ・バンキング・グルー
プ内の他社に対する債務

－ － － － － 8,797 － 8,797

銀行に対する未決済項目 － － － － － 774 － 774

トレーディング目的負債およ
び損益を通じて公正価値で測
定するその他の金融負債

－ 38,319 5,306 － － － － 43,625

デリバティブ金融商品 4,758 23,140 － － － － － 27,898

流通証券 － － － － － 1,176 － 1,176

発行債券 － － － － － 86,566 － 86,566

保険契約および有配当投資契
約から生じる負債

－ － － － － － 82,801 82,801

無配当投資契約から生じる負
債

－ － － － － － 27,590 27,590

保険事業内の未配分剰余金 － － － － － － 391 391

金融保証 － － 50 － － － － 50

劣後債券 － － － － － 33,534 － 33,534

金融負債合計 4,758 61,459 5,356 － － 584,296 110,782 766,651

1
注記１を参照のこと。
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損益を通じて
公正価値で測定するもの

当行

ヘッジ手段
に指定されて
いるデリバ
ティブ

百万ポンド

トレーディ
ング目的
保有

百万ポンド

当初認識時
に指定され

た
もの

百万ポンド
売却可能
百万ポンド

貸付金および
債権

百万ポンド

償却原価で
保有

百万ポンド
合計

百万ポンド

2014年12月31日現在

金融資産

現金および中央銀行預け金 － － － － － 40,965 40,965

銀行から取立中の項目 － － － － － 802 802

トレーディング目的資産および
損益を通じて公正価値で測定す
るその他の
金融資産

－ 59,580 6,741 － － － 66,321

デリバティブ金融商品 1,019 39,131 － － － － 40,150

貸付金および債権：

銀行に対する貸付金および前
渡金

－ － － － 4,591 － 4,591

顧客に対する貸付金および前
渡金

－ － － － 165,967 － 165,967

ロイズ・バンキング・グルー
プ内の他社に対する債権

－ － － － 130,636 － 130,636

－ － － － 301,194 － 301,194

売却可能金融資産 － － － 51,412 － － 51,412

金融資産合計 1,019 98,711 6,741 51,412 301,194 41,767 500,844

金融負債

銀行預り金 － － － － － 8,206 8,206

顧客預金 － － － － － 194,699 194,699

ロイズ・バンキング・グループ
内の
他社に対する債務

－ － － － － 91,979 91,979

銀行に対する未決済項目 － － － － － 560 560

トレーディング目的負債および
損益を通じて公正価値で測定す
るその他の
金融負債

－ 66,488 6,739 － － － 73,227

デリバティブ金融商品 2,826 38,494 － － － － 41,320

発行債券 － － － － － 65,965 65,965

金融保証 － － 30 － － － 30

劣後債券 － － － － － 21,590 21,590

金融負債合計 2,826 104,982 6,769 － － 382,999 497,576
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損益を通じて
公正価値で測定するもの

当行

ヘッジ手段
に指定されて
いるデリバ

ティブ
百万ポンド

トレーディ
ング目的
保有

百万ポンド

当初認識時
に指定され

た
もの

百万ポンド
売却可能
百万ポンド

貸付金および
債権

百万ポンド

償却原価で
保有

百万ポンド
合計

百万ポンド

2013年12月31日現在
1

金融資産

現金および中央銀行預け金 － － － － － 42,283 42,283

銀行から取立中の項目 － － － － － 663 663

トレーディング目的資産および
損益を通じて公正価値で測定す
るその他の
金融資産

－ 35,580 4,587 － － － 40,167

デリバティブ金融商品 914 27,157 － － － － 28,071

貸付金および債権：

銀行に対する貸付金および前
渡金

－ － － － 3,095 － 3,095

顧客に対する貸付金および前
渡金

－ － － － 165,574 － 165,574

債券 － － － － 150 － 150

ロイズ・バンキング・グルー
プ内の他社に対する債権

－ － － － 262,977 － 262,977

－ － － － 431,796 － 431,796

売却可能金融資産 － － － 41,348 － － 41,348

金融資産合計 914 62,737 4,587 41,348 431,796 42,946 584,328

金融負債

銀行預り金 － － － － － 10,448 10,448

顧客預金 － － － － － 185,555 185,555

ロイズ・バンキング・グループ
内の
他社に対する債務

－ － － － － 244,025 244,025

銀行に対する未決済項目 － － － － － 432 432

トレーディング目的負債および
損益を通じて公正価値で測定す
るその他の
金融負債

－ 37,790 5,316 － － － 43,106

デリバティブ金融商品 2,408 25,900 － － － － 28,308

発行債券 － － － － － 53,195 53,195

金融保証 － － 33 － － － 33

劣後債券 － － － － － 22,600 22,600

金融負債合計 2,408 63,690 5,349 － － 516,255 587,702

1
注記１を参照のこと。
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(2)公正価値測定

公正価値とは、測定日時点で、市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受け取るで

あろう価格または負債を移転するために支払うであろう価格である。これは、特定日現在の測定値であるた

め、満期日または決済日における実際の支払額または受取額と大幅に異なる場合がある。

可能な場合、公正価値は、当行グループが保有している金融商品と同一の商品にかかる活発な市場におけ

る無調整の相場価額を用いて計算される。相場価額が入手できない場合、または流動性を欠いているという

理由でその相場価額を信頼できない場合、公正価値は、評価技法を用いて算定される。この手法は、観測可

能な市場インプットを可能な範囲内で用いるが、場合によっては観測不能な市場インプットを用いる。使用

する評価技法には、割引キャッシュフロー分析や価格決定モデル、また適切な場合には当行グループが保有

している金融商品と類似した特性を持つ商品との比較が含まれる。

当行グループは、デリバティブ・エクスポージャーの評価による調整を純額べースで管理しているため、

公正価値を純額エクスポージャー・ベースで決定している。その他の場合はすべて、公正価値で測定する金

融資産および金融負債の公正価値は、総額エクスポージャー・ベースで決定される。

様々な評価方法により重要な見積りがなされるため、異なる金融機関における公正価値を比較することは

意味を持たない場合がある。そのため、財務諸表の利用者がこのデータを用いて当行グループの財務状態を

評価する際には注意が必要となる。

公正価値情報は、金融商品ではない項目や、当行グループの連結貸借対照表において公正価値で計上され

ていないその他資産または負債については提示していない。これらの項目には、当行グループの支店網、預

金者との長期的な関係、およびクレジットカードにかかる関係などの無形資産、土地建物および備品、なら

びに株主資本が含まれる。これらの項目は重要な項目であるため、当行グループでは、公正価値情報を表示

しても当行グループの潜在的な価値を表示できないと考えている。

評価管理体制

金融商品に関する評価管理体制の主要項目には、モデルの検証、商品化の検討、独立部門による価格設定

の検証などが含まれる。こうした作業は、該当商品を担当する業務分野から独立した、適切な技能をもつリ

スクおよび財務チームにより実施される。

モデルの検証では、新規モデルの質および量の両要素が対象となる。新商品に関しては、商品化に関する

検討は販売の前後に行われる。販売前試験により、新規モデルが当行グループのシステムの一部となり、損

益およびリスク報告が取引サイクルを通して一貫したものであることが確認される。販売後試験では、モデ

ルの変数を積極的にモニターし、社内の設定価格を外部の設定価格と比較することで、実施したモデルの妥

当性が検討される。独立部門による価格設定の検証手続きは、公正価値で計上される金融商品を対象とす

る。検討の頻度は独立部門からのデータの入手に合わせるが、最低１ヶ月に１回とする。評価で設定した閾

値を超える差がある場合には、上級経営陣へと上申される。独立部門による価格設定の結果および評価準備

金は上級経営陣により月１回、見直しが行われる。

リスク担当、財務担当および業務担当の上級役員からなる公式の委員会が少なくとも四半期に一度会合を

もち、特に未上場株式、仕組債、店頭取引のオプション、信用評価調整(以下「CVA」という。)準備金などの

より高い判断を要する領域について協議および承認が行われる。

金融資産および負債の評価

公正価値で計上されるまたは公正価値が開示される資産および負債は、公正価値の算定に用いられる情報

の質および信頼度に応じて３つのレベルに分けられる。

レベル１
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レベル１の公正価値測定は、同一の資産または負債にかかる活発な市場における無調整の相場価額から導

き出されるものである。レベル１に分類される商品は主に、株式、国債およびその他の政府債から成る。

レベル２

金融商品の取引市場が活発でない場合など相場価額が入手できない場合に、または公正価値の算定に評価

技法が用いられる場合でこの技法が観測可能な市場データに相当程度基づくインプットを用いる場合に、レ

ベル２の評価となる。このような金融商品には、店頭で取引される大半のデリバティブ、金融機関発行の有

価証券、譲渡性預金証書および一部のアセットバック証券が含まれる。

レベル３

レベル３ポートフォリオは、金融商品の評価に重大な影響を及ぼす可能性のある少なくとも１つのイン

プットが、観測可能な市場データに基づかないものであるような商品で構成される。このような商品には、

適切な仮定を算定する上で経営陣の重要な判断が必要となるような株価収益率や見積将来キャッシュフロー

を含む各種評価技法を用いて評価されるベンチャー・キャピタルおよび未上場株式に対する当行グループの

投資が含まれる。当行グループの一部のアセットバック証券およびデリバティブで、主にトレーディング活

動がないものも、レベル３に分類される。
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金融資産および負債の公正価値

以下の表は、当行グループおよび当行の貸借対照表に表示されている金融資産および負債の帳簿価額を要

約したものである。下記の表に表示されている公正価値は特定日現在のものであるため、満期日または決済

日における実際の支払額と大幅に異なる場合がある。

当行グループ 当行

2014年 2013年
1 2014年 2013年

1

帳簿価額
百万ポンド

公正価値
百万ポンド

帳簿価額
百万ポンド

公正価値
百万ポンド

帳簿価額
百万ポンド

公正価値
百万ポンド

帳簿価額
百万ポンド

公正価値
百万ポンド

金融資産

トレーディング目的
資産および損益を通
じて公正価値で測定
するその他の金融資
産

152,520 152,520 143,207 143,207 66,321 66,321 40,167 40,167

デリバティブ金融商
品

35,483 35,483 29,592 29,592 40,150 40,150 28,071 28,071

貸付金および債権：

銀行に対する貸付
金および前渡金

26,155 26,031 25,365 25,296 4,591 4,533 3,095 3,073

顧客に対する貸付
金および前渡金

482,704 480,631 492,952 484,166 165,967 163,950 165,574 162,673

債券 1,213 1,100 1,355 1,251 － － 150 150

ロイズ・バンキン
グ・グループ内の
他社に対する債権

11,482 11,482 15,453 15,453 130,636 130,636 262,977 262,977

521,554 519,244 535,125 526,166 301,194 299,119 431,796 428,873

売却可能金融資産 56,493 56,493 43,976 43,976 51,412 51,412 41,348 41,348

上記の金額に含まれ
ている売戻条件付契
約：

顧客に対する貸付
金および前渡金

5,148 5,148 120 120 5,148 5,148 120 120

銀行に対する貸付
金および前渡金

1,899 1,899 183 183 1,899 1,899 183 183

金融負債

銀行預り金 10,887 10,902 13,982 14,101 8,206 8,213 10,448 10,536

顧客預金 447,067 450,038 439,467 440,011 194,699 196,958 185,555 185,890

ロイズ・バンキン
グ・グループ内の他
社に対する債務

5,288 5,288 8,797 8,797 91,979 91,979 244,025 244,025

トレーディング目的
負債および損益を通
じて公正価値で測定
するその他の金融負
債

62,102 62,102 43,625 43,625 73,227 73,227 43,106 43,106

デリバティブ金融商
品

33,293 33,293 27,898 27,898 41,320 41,320 28,308 28,308

発行債券 75,672 79,664 86,566 90,268 65,965 71,617 53,195 52,666

無配当投資契約から生
じる負債

27,248 27,248 27,590 27,590 － － － －

金融保証 51 51 50 50 30 30 33 33

劣後債務 31,973 34,780 33,534 33,976 21,590 23,314 22,600 24,442

上記の金額に含まれ
ている買戻条件付契
約：

銀行に対する貸付
金および前渡金

1,075 1,075 1,874 1,874 480 480 1,251 1,251

顧客に対する貸付
金および前渡金

－ － 2,978 2,978 － － 2,978 2,978

1
注記１を参照のこと。

以下の金融商品については帳簿価額を公正価値にほぼ近似しているとみなしている。現金および中央銀行

預け金、銀行からの取立中の項目、銀行に対する未決済項目、流通証券。
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(3)公正価値で計上される金融資産および負債

(A)金融資産(デリバティブを除く)

評価の階層

2014年12月31日現在、当行グループの公正価値で計上される金融資産(デリバティブを除く)は、合計

209,013百万ポンド(2013年12月31日：187,183百万ポンド)であった。以下の表は、これらの金融資産の貸借

対照表の分類、資産タイプおよび評価技法(111ページ(訳者注：原文のページ)に記載されているレベル１、

２およびレベル３)別の内訳である。公正価値の測定アプローチはその性質上経常的である。当年度中には、

レベル１と２の間での重要な振替はなかった。

評価の階層

当行グループ
レベル１
百万ポンド

レベル２
百万ポンド

レベル３
百万ポンド

合計
百万ポンド

2014年12月31日現在

トレーディング目的資産および損益を

通じて公正価値で測定するその他の

金融資産

顧客に対する貸付金および前渡金 － 28,513 － 28,513

銀行に対する貸付金および前渡金 － 8,212 － 8,212

債券：

政府債 23,950 1,523 － 25,473

その他公的機関発行の有価証券 － 781 1,389 2,170

銀行および住宅金融組合発行の

譲渡性預金証書
－ 554 － 554

アセットバック証券：

不動産担保証券 24 963 47 1,034

その他のアセットバック証券 1 849 － 850

社債およびその他の債券 255 19,825 2,021 22,101

24,230 24,495 3,457 52,182

株式 60,164 343 1,647 62,154

国債およびその他の証券 1,459 － － 1,459

トレーディング目的資産および損益を

通じて公正価値で測定するその他の

金融資産合計

85,853 61,563 5,104 152,520

売却可能金融資産

債券：

政府債 47,402 － － 47,402

銀行および住宅金融組合発行の

譲渡性預金証書
－ 298 － 298

アセットバック証券：

不動産担保証券 － 674 － 674

その他のアセットバック証券 － 685 － 685

社債およびその他の債券 35 5,494 － 5,529

47,437 7,151 － 54,588
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株式 45 727 270 1,042

国債およびその他の証券 852 11 － 863

売却可能金融資産合計 48,334 7,889 270 56,493

公正価値で測定する金融資産合計

(デリバティブを除く)
134,187 69,452 5,374 209,013
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当行グループ
レベル１
百万ポンド

レベル２
百万ポンド

レベル３
百万ポンド

合計
百万ポンド

2013年12月31日現在

トレーディング目的資産および損益を

通じて公正価値で測定するその他の

金融資産

顧客に対する貸付金および前渡金 － 21,110 － 21,110

銀行に対する貸付金および前渡金 － 8,333 － 8,333

債券：

政府債 20,191 498 － 20,689

その他公的機関発行の有価証券 － 1,312 885 2,197

銀行および住宅金融組合発行の

譲渡性預金証書
－ 1,491 － 1,491

アセットバック証券：

不動産担保証券 30 768 － 798

その他のアセットバック証券 171 756 － 927

社債およびその他の債券 244 18,735 1,687 20,666

20,636 23,560 2,572 46,768

株式 65,211 10 1,660 66,881

国債およびその他の証券 7 108 － 115

トレーディング目的資産および損益を

通じて公正価値で測定するその他の

金融資産合計

85,854 53,121 4,232 143,207

売却可能金融資産

債券：

政府債 38,262 28 － 38,290

銀行および住宅金融組合発行の

譲渡性預金証書
－ 208 － 208

アセットバック証券：

不動産担保証券 － 1,263 － 1,263

その他のアセットバック証券 － 841 74 915

社債およびその他の債券 56 1,799 － 1,855

38,318 4,139 74 42,531

株式 48 147 375 570

国債およびその他の証券 852 23 － 875

売却可能金融資産合計 39,218 4,309 449 43,976

公正価値で測定する金融資産合計

(デリバティブを除く)
125,072 57,430 4,681 187,183

当年度中には、レベル１と２の間での重要な振替はなかった。
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評価の階層

当行
レベル１
百万ポンド

レベル２
百万ポンド

レベル３
百万ポンド

合計
百万ポンド

2014年12月31日現在

トレーディング目的資産および損益を

通じて公正価値で測定するその他の

金融資産

顧客に対する貸付金および前渡金 － 39,802 － 39,802

銀行に対する貸付金および前渡金 － 8,011 － 8,011

債券：

政府債 14,587 6 － 14,593

銀行および住宅金融組合発行の

譲渡性預金証書
－ 554 － 554

アセットバック証券：

不動産担保証券 － 187 － 187

その他のアセットバック証券 － 129 － 129

社債およびその他の債券 79 1,428 101 1,608

14,666 2,304 101 17,071

株式 － － － －

国債およびその他の証券 1,437 － － 1,437

トレーディング目的資産および損益を

通じて公正価値で測定するその他の

金融資産合計

16,103 50,117 101 66,321

売却可能金融資産

債券：

政府債 46,911 － － 46,911

銀行および住宅金融組合発行の

譲渡性預金証書
－ 186 － 186

アセットバック証券：

不動産担保証券 － 147 － 147

その他のアセットバック証券 － 120 － 120

社債およびその他の債券 31 3,280 － 3,311

46,942 3,733 － 50,675

株式 39 687 － 726

国債およびその他の証券 － 11 － 11

売却可能金融資産合計 46,981 4,431 － 51,412

公正価値で測定する金融資産合計

(デリバティブを除く)
63,084 54,548 101 117,733
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評価の階層

当行
レベル１
百万ポンド

レベル２
百万ポンド

レベル３
百万ポンド

合計
百万ポンド

2013年12月31日現在

トレーディング目的資産および損益を

通じて公正価値で測定するその他の

金融資産

顧客に対する貸付金および前渡金 － 23,904 － 23,904

銀行に対する貸付金および前渡金 － 5,778 － 5,778

債券：

政府債 8,567 97 － 8,664

銀行および住宅金融組合発行の

譲渡性預金証書
－ 32 － 32

アセットバック証券：

不動産担保証券 － 7 － 7

その他のアセットバック証券 171 － － 171

社債およびその他の債券 6 1,533 18 1,557

8,744 1,669 18 10,431

株式 － － － －

国債およびその他の証券 － 54 － 54

トレーディング目的資産および損益を

通じて公正価値で測定するその他の

金融資産合計

8,744 31,405 18 40,167

売却可能金融資産

債券：

政府債 38,159 － － 38,159

銀行および住宅金融組合発行の

譲渡性預金証書
－ 196 － 196

アセットバック証券：

不動産担保証券 － 366 － 366

その他のアセットバック証券 － 171 8 179

社債およびその他の債券 32 2,244 － 2,276

38,191 2,977 8 41,176

株式 41 108 － 149

国債およびその他の証券 － 23 － 23

売却可能金融資産合計 38,232 3,108 8 41,348

公正価値で測定する金融資産合計

(デリバティブを除く)
46,976 34,513 26 81,515
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レベル３ポートフォリオの変動

以下の表は、公正価値で計上されるレベル３金融資産(デリバティブを除く)(継続測定)の変動の内訳であ

る。

当行グループ

トレーディング
目的資産および
損益を通じて

公正価値で測定する
その他の金融資産

百万ポンド
売却可能金融資産

百万ポンド

金融資産合計
(デリバティブを

除く)
百万ポンド

2013年１月１日現在 3,306 567 3,873

為替換算調整およびその他の調整 21 15 36

損益計算書のその他の収益に認識されている利益 296 － 296

その他の包括利益内の売却可能金融資産にかかる

再評価剰余金に認識されている利益
－ 40 40

購入 582 43 625

売却 (631) (224) (855)

レベル３ポートフォリオへの振替 995 12 1,007

レベル３ポートフォリオからの振替 (337) (4) (341)

2013年12月31日現在 4,232 449 4,681

為替換算調整およびその他の調整 5 (7) (2)

損益計算書のその他の収益に認識されている利益 579 － 579

その他の包括利益内の売却可能金融資産にかかる

再評価剰余金に認識されている利益
－ (61) (61)

購入 552 229 781

売却 (587) (266) (853)

レベル３ポートフォリオへの振替 708 － 708

レベル３ポートフォリオからの振替 (385) (74) (459)

2014年12月31日現在 5,104 270 5,374

2014年12月31日現在で保有していたこれら資産の

公正価値の変動に関連し、損益計算書のその他

収益に認識されている利益

547 － 547

2013年12月31日現在で保有していたこれら資産の

公正価値の変動に関連し、損益計算書のその他

収益に認識されている利益

70 － 70
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当行

トレーディング
目的資産および
損益を通じて

公正価値で測定する
その他の金融資産

百万ポンド
売却可能金融資産

百万ポンド

金融資産合計
(デリバティブを

除く)
百万ポンド

2013年１月１日現在 － 85 85

購入 － 8 8

売却 (295) (85) (380)

レベル３ポートフォリオへの振替 313 － 313

レベル３ポートフォリオからの振替 － － －

2013年12月31日現在 18 8 26

損益計算書のその他の収益に認識されている利益 1 － 1

購入 － － －

売却 (3) (8) (11)

レベル３ポートフォリオへの振替 85 － 85

レベル３ポートフォリオからの振替 － － －

2014年12月31日現在 101 － 101

2014年12月31日現在で保有していたこれら資産の

公正価値の変動に関連し、損益計算書のその他

収益に認識されている利益

1 － 1

2013年12月31日現在で保有していたこれら資産の

公正価値の変動に関連し、損益計算書のその他

収益に認識されている利益

－ － －

金融資産(デリバティブを除く)の評価技法

貸付金および前渡金ならびに債券

公正価値で測定し、レベル２で測定される貸付金および前渡金ならびに債券は、特定の商品に適用すべき

観測可能な信用スプレッドを用いて、割引期待キャッシュフローにて評価される。

市場での取引が限定的な債券については、当行グループは評価モデル、第三者価格提供サービスから得る

コンセンサスな価格決定情報およびブローカーまたは主幹事による相場を用いて適切な評価額を算定する。

評価上重要なインプットの市場ソースによる裏付けがない場合、またはインプットに対する評価額の一貫性

を著しく欠いている場合、債券はレベル３に分類される。レベル３に分類される資産は主に、貸付債権担保

証券および債券担保証券で構成される。
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株式投資

未上場株式投資およびファンド投資は、種々の手法を用いて、当行グループの評価方針ならびに未公開株

式およびベンチャー・キャピタルに関する国際的ガイドラインを用いて評価される。

事業分野および投資環境に応じ、未上場株式は収益倍率、純資産価額、または割引キャッシュフローに基

づいて評価される。

－　ポートフォリオの評価にはいくつかの収益倍率が用いられ、これには株価収益倍率、利息および税引前

利益、ならびに利息、税金および償却前利益が含まれる。評価対象の事業のタイプに適合するような特

定の倍率が選択されており、現在の市場に基づく倍率を参照して導出される。適切な倍率を選定する際

には、リスクの特性、成長の見通しおよび比較可能な事業の金融レバレッジが考慮される。

－　割引キャッシュフロー評価では、通常、経営陣の予測に基づき、適当な最終利回りまたは最終倍率を適

用して見積られた将来キャッシュフローを、特定の投資、事業分野または最近の経済収益率において適

切な率を用いて割り引いたものが用いられる。場合によっては、類似事業の売却を含む最近の取引状況

も、適切な収益倍率を導き出す際に参照する情報として使用されることがある。

－　ファンド投資では、ファンド・マネジャーが算出する直近の純資産額が評価の基礎として用いられ、さ

らに適宜、評価技法が当行グループの評価方針に合致するように調整される。

生命保険ファンド内の未上場株式投資および不動産パートナーシップは、第三者の評価を用い評価され

る。経営陣は、最近の取引や特定の投資について得た情報等の関連情報を考慮して、必要に応じ第三者の評

価を調整する。

(B)金融負債(デリバティブを除く)

評価の階層

2014年12月31日現在、当行グループの公正価値で計上される金融負債(デリバティブを除く)は、合計

62,153百万ポンド(2013年12月31日：43,675百万ポンド)であった。以下の表は、これらの金融負債の貸借対

照表上の分類および評価技法(111ページ(訳者注：原文のページ)に記載されているレベル１、２およびレベ

ル３)別の内訳である。公正価値の測定アプローチはその性質上経常的である。当年度中には、レベル１と２

の間での重要な振替はなかった。
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当行グループ
レベル１

百万ポンド

レベル２

百万ポンド

レベル３

百万ポンド

合計

百万ポンド

2014年12月31日現在

トレーディング目的負債および損益を

通じて公正価値で測定するその他の

金融負債

損益を通じて公正価値で測定する負債 － 6,739 5 6,744

トレーディング目的負債：

買戻条件付契約に基づき売却した有価

証券に関する負債
－ 50,007 － 50,007

有価証券のショートポジション 2,700 519 － 3,219

その他 － 2,132 － 2,132

2,700 52,658 － 55,358

トレーディング目的負債および損益を

通じて公正価値で測定するその他の

金融負債合計

2,700 59,397 5 62,102

金融保証 － － 51 51

公正価値で測定する金融負債合計

(デリバティブを除く)
2,700 59,397 56 62,153

当年度中には、レベル１と２の間での重要な振替はなかった。

当行グループ
レベル１

百万ポンド

レベル２

百万ポンド

レベル３

百万ポンド

合計

百万ポンド

2013年12月31日現在

トレーディング目的負債および損益を

通じて公正価値で測定するその他の

金融負債

損益を通じて公正価値で測定する負債 － 5,267 39 5,306

トレーディング目的負債：

買戻条件付契約に基づき売却した

有価証券に関する負債
－ 28,902 － 28,902

有価証券のショートポジション 6,473 417 － 6,890

その他 － 2,527 － 2,527

6,473 31,846 － 38,319

トレーディング目的負債および損益を

通じて公正価値で測定するその他の

金融負債合計

6,473 37,113 39 43,625

金融保証 － － 50 50

公正価値で測定する金融負債合計

(デリバティブを除く)
6,473 37,113 89 43,675
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当行
レベル１

百万ポンド

レベル２

百万ポンド

レベル３

百万ポンド

合計

百万ポンド

2014年12月31日現在

トレーディング目的負債および損益を

通じて公正価値で測定するその他の

金融負債

損益を通じて公正価値で測定する負債 － 6,739 － 6,739

トレーディング目的負債：

買戻条件付契約に基づき売却した

有価証券に関する負債
－ 60,424 － 60,424

有価証券のショートポジション 2,654 518 － 3,172

その他 － 2,892 － 2,892

2,654 63,834 － 66,488

トレーディング目的負債および損益を

通じて公正価値で測定するその他の

金融負債合計

2,654 70,573 － 73,227

金融保証 － － 30 30

公正価値で測定する金融負債合計

(デリバティブを除く)
2,654 70,573 30 73,257

当行
レベル１

百万ポンド

レベル２

百万ポンド

レベル３

百万ポンド

合計

百万ポンド

2013年12月31日現在

トレーディング目的負債および損益を

通じて公正価値で測定するその他の

金融負債

損益を通じて公正価値で測定する負債 － 5,316 － 5,316

トレーディング目的負債：

買戻条件付契約に基づき売却した

有価証券に関する負債
－ 32,255 － 32,255

有価証券のショートポジション 1,450 417 － 1,867

その他 － 3,668 － 3,668

1,450 36,340 － 37,790

トレーディング目的負債および損益を

通じて公正価値で測定するその他の

金融負債合計

1,450 41,656 － 43,106

金融保証 － － 33 33

公正価値で測定する金融負債合計

(デリバティブを除く)
1,450 41,656 33 43,139
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以下の表は、レベル３金融負債(デリバティブを除く)の変動の内訳である。

当行グループ

トレーディング
目的負債および
損益を通じて

公正価値で測定する
その他の金融負債

百万ポンド
金融保証
百万ポンド

公正価値で測定する
レベル３金融負債
合計(デリバティブ

を除く)
百万ポンド

2013年１月１日現在 － 48 48

損益計算書のその他の収益に認識

されている損失
10 3 13

取得 29 － 29

償還 － (1) (1)

2013年12月31日現在 39 50 89

損益計算書のその他の収益に認識

されている(利益)損失
(5) 1 (4)

取得 － － －

償還 (29) － (29)

2014年12月31日現在 5 51 56

2014年12月31日現在で保有していたこれら負債の

公正価値の変動に関連し、損益計算書のその他の

収益に認識されている損失

－ 1 1

2013年12月31日現在で保有していたこれら負債の

公正価値の変動に関連し、損益計算書のその他の

収益に認識されている損失

10 3 13

当行
金融保証
百万ポンド

公正価値で測定する
レベル３金融負債
合計(デリバティブ

を除く)
百万ポンド

2013年１月１日現在 34 34

損益計算書のその他の収益に認識されている利益 (1) (1)

2013年12月31日現在 33 33

損益計算書のその他の収益に認識されている利益 (3) (3)

2014年12月31日現在 30 30

2014年12月31日現在で保有していたこれら負債の公正価値の変動に関連

し、損益計算書のその他の収益に認識されている損失
(3) (3)

2013年12月31日現在で保有していたこれら負債の公正価値の変動に関連

し、損益計算書のその他の収益に認識されている損失
(1) (1)

レベル３ポートフォリオからの振替は、金融商品の評価に重大な影響を及ぼす可能性のあるインプット

が、過去においては市場で観測不能であったが、市場で観測可能となった場合に行われる。アセットバック

証券については、一貫性のある独立した情報源が複数利用可能となった場合にこの振替が行われる可能性が

ある。一方、当該ポートフォリオへの振替は、上記情報源が利用不能となった場合に行われる。

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書

301/546



金融負債(デリバティブを除く)の評価技法

損益を通じて公正価値で保有される負債

これは主に、レベル２に分類される発行債券から成り、その公正価値は観測可能な市場データに基づくイ

ンプットを使用する手法で決定される。当該有価証券の帳簿価額は、自己の信用スプレッドの変動の影響を

反映するために調整される。これに伴う損益は損益計算書に認識される。

2014年12月31日現在、当行グループにおいて損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された発行

債券の公正価値評価6,739百万ポンド(2013年：5,267百万ポンド)に伴う自己信用額の調整は、33百万ポンド

の利益(2013年：40百万ポンドの利益)であった。

(C)デリバティブ

当行グループのデリバティブ資産および負債はすべて公正価値で計上されている。2014年12月31日現在、

かかる資産は、当行グループについて合計35,483百万ポンド、当行について合計40,150百万ポンド(2013年12

月31日：当行グループ31,913百万ポンド、当行30,392百万ポンド)であり、負債は当行グループについて合計

33,293百万ポンド、当行について合計41,320百万ポンド(2013年12月31日：当行グループ30,704百万ポンド、

当行31,114百万ポンド)であった。以下の表は、これらのデリバティブ残高の評価技法(111ページ(訳者注：

原文のページ)に記載されているレベル１、２およびレベル３)別の内訳である。公正価値の測定アプローチ

はその性質上経常的である。当年度中には、レベル１と２の間での重要な振替はなかった。

当行グループ
レベル１

百万ポンド

レベル２

百万ポンド

レベル３

百万ポンド

合計

百万ポンド

2014年12月31日現在

デリバティブ資産 94 33,264 2,125 35,483

デリバティブ負債 (68) (31,769) (1,456) (33,293)

2013年12月31日現在
1

デリバティブ資産 235 27,550 1,807 29,592

デリバティブ負債 (119) (26,793) (986) (27,898)

当行
レベル１

百万ポンド

レベル２

百万ポンド

レベル３

百万ポンド

合計

百万ポンド

2014年12月31日現在

デリバティブ資産 － 38,546 1,604 40,150

デリバティブ負債 － (39,964) (1,356) (41,320)

2013年12月31日現在
1

デリバティブ資産 － 26,704 1,367 28,071

デリバティブ負債 － (27,368) (940) (28,308)

1
注記１を参照のこと。
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当行グループのデリバティブ資産および負債のうち取引所で取引されていないものは、割引キャッシュフ

ローやオプション価格モデルを含む評価技法を適宜用いて評価される。レベル２に分類されるデリバティブ

の種類と用いられる評価技法には、以下が含まれる。

－　金利スワップは、割引キャッシュフロー・モデルを用いて評価される。このモデルにて使用される最重

要インプットは、公開相場金利に基づく金利イールド・カーブである。

－　オプションを含まない為替デリバティブの価格は、公開相場情報源から得られる金利を用いて決定され

る。

－　クレジット・デリバティブは、観測可能なインプットを用いた標準モデルで評価される。ただしレベル

３に分類されるものは、公開されているイールド・カーブとクレジット・デフォルト・スワップ(以下

「CDS」という。)・カーブを用いて評価される。

－　複雑でない金利オプションおよび為替オプション商品は、金利キャップ、金利スワプションおよびその

他のオプションのボラティリティに基づくボラティリティ・サーフィスを用いて評価される。オプショ

ンのボラティリティの歪みに関する情報は、価格提供サービスから得るコンセンサスな市場標準価格決

定情報から導き出されものである。より複雑なオプション商品の場合、当行グループでは、その評価モ

デルを、観測可能なアット・ザ・マネー・データを用いて調整しており、必要な場合には、アウト・オ

ブ・ザ・マネー・ポジションを、価格提供サービスから得るコンセンサスな市場標準価格決定情報を用

いて調整している。

複雑な金利商品および為替商品は、コンセンサス方式のプライシングにおいて大幅なばらつきがある場

合、または見積資金調達コストが重要かつ観測不能である場合、レベル３に分類される。

クレジット・プロテクションは、通常、クレジット・デフォルト・スワップの形で行われるが、これがア

セットバック証券について購入あるいは引受けがなされる場合、当該証券はネガティブ・ベーシス・アセッ

トバック証券と称せられ、その結果として生じるデリバティブ資産または負債は、原アセットバック証券の

分類に応じて、レベル２またはレベル３のいずれかに分類される。
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以下の表は、公正価値で計上されるレベル３デリバティブ資産および負債の変動の内訳である。

当行グループ
デリバティブ資産

百万ポンド
デリバティブ負債

百万ポンド

2013年１月１日現在 937 (543)

為替換算調整およびその他の調整 2 (8)

損益計算書のその他の収益に認識されている利益(損失) 353 30

購入(取得) 271 (262)

(売却)償還 (102) 29

レベル３ポートフォリオへの振替 354 (233)

レベル３ポートフォリオからの振替 (8) 1

2013年12月31日現在 1,807 (986)

為替換算調整およびその他の調整 (11) 4

損益計算書のその他の収益に認識されている利益 354 (375)

購入(取得) 68 (59)

(売却)償還 (153) 66

レベル３ポートフォリオへの振替 114 (110)

レベル３ポートフォリオからの振替 (53) 4

2014年12月31日現在 2,126 (1,456)

2014年12月31日現在で保有していたこれら負債の公正価値の変動に関連

し、損益計算書のその他の収益に認識されている利益(損失)
354 (376)

2013年12月31日現在で保有していたこれら負債の公正価値の変動に関連

し、損益計算書のその他の収益に認識されている利益
376 (20)

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書

304/546



当行
デリバティブ資産

百万ポンド
デリバティブ負債

百万ポンド

2013年１月１日現在 765 (488)

為替換算調整およびその他の調整 (2) 1

損益計算書のその他の収益に認識されている利益(損失) 154 2

購入(取得) 270 (262)

(売却)償還 (10) －

レベル３ポートフォリオへの振替 192 (194)

レベル３ポートフォリオからの振替 (2) 1

2013年12月31日現在 1,367 (940)

為替換算調整およびその他の調整 (2) 3

損益計算書のその他の収益に認識されている利益 196 (317)

購入(取得) 68 (59)

(売却)償還 (139) 63

レベル３ポートフォリオへの振替 114 (110)

レベル３ポートフォリオからの振替 － 4

2014年12月31日現在 1,604 (1,356)

2014年12月31日現在で保有していたこれら負債の公正価値の変動に関連

し、損益計算書のその他の収益に認識されている利益(損失)
196 (317)

2013年12月31日現在で保有していたこれら負債の公正価値の変動に関連

し、損益計算書のその他の収益に認識されている利益
178 －

デリバティブ評価額の調整

貸借対照表上に公正価値で計上されているデリバティブ金融商品は、信用リスク、市場流動性およびその

他のリスクを反映するように、適宜調整されている。

(ⅰ)  無担保のデリバティブ評価額の調整(モノライン取引相手を除く)

以下の表は、2014年度および2013年度における当行グループの当該評価額の調整勘定の変動を要約したも

のである。

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

１月１日現在 498 897

損益計算書の変動 95 (241)

振替 15 (158)

12月31日現在 608 498

内訳：
2014年

百万ポンド
2013年

百万ポンド

信用評価調整 568 485

負債評価調整 (85) (122)

資金評価調整 125 135

608 498
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信用評価調整(以下「CVA」という。)および負債評価調整(以下「DVA」という。)は、銀行間取引におる通

常の担保契約の対象とならない取引相手と当行グループが店頭取引するデリバティブのエクスポージャーに

対して適用されている。これらのエクスポージャーは、主にコマーシャル・バンキング部門の法人顧客のリ

スク管理ソリューションに対する引当金に関連するものである。

CVAは、当行グループが将来における正の無担保エクスポージャー(資産)を有する場合に使用される。DVA

は、当行グループが将来における負の無担保エクスポージャー(負債)を有する場合に使用される。これらの

調整には、金利および取引相手の信用力の期待値ならびに当行グループ自身の信用スプレッドがそれぞれ反

映されている。

CVAは以下に対して感応する：

－　無担保資産の時価ポジションの現在の金額

－　原資産の将来の市場ボラティリティの期待値

－　取引相手の信用力の期待値

取引相手に対するエクスポージャーが減損している場合、それに伴うデリバティブ評価額の調整はすべ

て、当行グループが当該取引相手に対して有する可能性のあるその他のデリバティブ以外の資産および負債

ともに振替えられ、具体的な損失について評価される。

上場している取引相手のデフォルト確率の算定には、クレジット・デフォルト・スワップ(以下「CDS」と

いう。)・スプレッドが使用される。非上場の取引相手については、内部信用格付および市場セクターCDS

カーブならびに回収率が使用される。デフォルト時損失率(以下「LGD」という。)は、市場での回収率および

内部信用評価に基づいている。

デリバティブの取引相手の信用格付が１ノッチ引き下げとなり、LGDが10％増加した場合、CVAは105百万ポ

ンド増加する。主に取引量が非常に少ない複合金利オプションなど、モデルによる裏付けのない商品の予測

エクスポージャーの見積りにおいては、現在の市場評価額が使用される。これらについては、CVAが追加で算

定される(2014年12月31日現在のCVA残高合計のうち、総額で２百万ポンドを占める)。

DVAは以下に対して感応する：

－　無担保負債の時価ポジションの現在の金額

－　原負債の将来の市場ボラティリティの期待値

－　当行グループ自身のCDSスプレッド

CDSスプレッドが１％増加すると、DVAが122百万ポンド増加し207百万ポンドとなる。

CVAとDVAの算定に使用されるリスクに対するエクスポージャーは、金利に大きく影響される。当行グルー

プの事業の性質により、CVA/DVAエクスポージャーは概ね同じ方向に変動する傾向にあるため、金利の上昇に

伴い評価額の調整が減少する。金利が１％上昇すると、全体的な評価額の調整が183百万ポンド減少し300百

万ポンドとなる。当行グループが使用するCVAモデルでは、金利レベルとデフォルト率の相関関係は一切考慮

されていない。

当行グループはまた、特定の無担保のデリバティブ・ポジションの純資金調達コストの調整において、当

該コストが市場価格に含まれていると判断する場合、資金評価額の調整を認識している。この調整は、将来

におけるエクスポージャーの期待値を適切な資金調達コストで割り引いた金額で算定される。資金調達コス

トが10ベーシス・ポイント増加すると、資金評価額の調整が約７百万ポンド増加する。

(ⅱ)市場の流動性

当行グループでは、トレーディング担当者が通常の事業の過程において通常の市場条件により利用可能な

過去のトレーディング活動およびスプレッドと整合する期間の当行グループのトレーディング・ポジション

に関して、その市場リスク純額の予想回避コストに対し仲値から呼び値へ評価額を調整している。

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書

306/546



2014年12月31日現在、当行グループのデリバティブ・トレーディング事業では、仲値から呼び値への評価

額の調整74百万ポンド(2013年：70百万ポンド)を有していた。

(D)レベル３評価の感応度

2014年12月31日現在

合理的可能性のある代替仮定が

もたらす影響
2

評価基準／技法
重要な観測不能

なインプット
1

帳簿価額
百万ポンド

好影響
百万ポンド

悪影響
百万ポンド

トレーディング目的資産および損益を通じて公正価値で測定す
るその他の金融資産：

債券
割引キャッシュ
フロー

信用スプレッド
(ベーシス・ポ
イント)

該当なし
3

35 5 (5)

アセットバック証券
主幹事またはブ
ローカーによる
相場

該当なし 65 － (2)

株式およびベン
チャー・キャピタルへ
の投資

マーケットアプ
ローチ

株価収益率
(4／14)

2,214 75 (75)

原資産／純資産
価額(不動産価

額含む)
4

該当なし 173 26 (23)

生命保険ファンド内の
未上場株式および債
券、不動産パートナー
シップ

原資産／純資産
価額(不動産価

額含む)
4

該当なし 2,617 4 (2)

5,104

売却可能金融資産

アセットバック証券

主幹事またはブ
ローカーによる
相場／コンセン
サスな価格

該当なし － － －

株式およびベン
チャー・キャピタルへ
の投資

原資産／純資産
価額(不動産価

額含む)
4

該当なし 270 10 (18)

270

デリバティブ金融資産

金利デリバティブ
割引キャッシュ
フロー

インフレーショ
ンスワップレー
ト－資金調達構
成要素(３ベー
シス・ポイン
ト／167ベーシ
ス・ポイント)

1,382 17 (16)

オプション価格
モデル

金利ボラティリ
ティ
(４％／120％)

743 6 (6)

2,125

公正価値で測定するレベル３金融資産 7,499
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2014年12月31日現在

合理的可能性のある代替仮定が

もたらす影響
2

評価基準／技法
重要な観測不能

なインプット
1

帳簿価額
百万ポンド

好影響
百万ポンド

悪影響
百万ポンド

トレーディング目的負債および損益を通じて公正価値で測定す
るその他の金融負債

5 － －

デリバティブ金融負債

金利デリバティブ
割引キャッシュ
フロー

インフレーショ
ンスワップレー
ト－資金調達構
成要素(３ベーシ
ス・ポイント／
167ベーシス・ポ
イント)

807 － －

オプション価格
モデル

金利ボラティリ
ティ
(４％／120％)

649 － －

1,456

金融保証 51

公正価値で測定するレベル３金融負債 1,512

1  
範囲は適切な場合に表示されており、レベル３評価に使用されるインプットの最大値と最小値を表す。

2  
観測不能なインプットに対するエクスポージャーが純額ベースで管理されている場合、表には純額での影響のみが表示

されている。
3  

単一の価格ソースが使用されている。
4  

原資産／純資産価額は公正価値を表す。
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2013年12月31日現在

合理的可能性のある代替仮定が
もたらす影響

評価基準／技法
重要な観測不能

なインプット
1

帳簿価額
百万ポンド

好影響
百万ポンド

悪影響
百万ポンド

トレーディング目的資産および損益を通じて公正価値で測定す
るその他の金融資産：

債券
割引キャッシュ
フロー

信用スプレッド
(ベーシス・ポ
イント)

該当なし
3

18 5 (2)

アセットバック証券
主幹事またはブ
ローカーによる
相場

該当なし － － －

株式およびベン
チャー・キャピタルへ
の投資

マーケットアプ
ローチ

株価収益率
(4／14)

2,132 70 (70)

原資産／純資産
価額(不動産価

額含む)
4

該当なし 130 17 (16)

生命保険ファンド内の
未上場株式および債
券、不動産パートナー
シップ

原資産／純資産
価額(不動産価

額含む)
4

該当なし 1,952 － －

4,232

売却可能金融資産

アセットバック証券

主幹事またはブ
ローカーによる
相場／コンセン
サスな価格

該当なし 74 － －

株式およびベン
チャー・キャピタルへ
の投資

原資産／純資産
価額(不動産価

額含む)
4

該当なし 375 28 (19)

449

デリバティブ金融資産

金利デリバティブ
割引キャッシュ
フロー

インフレーショ
ンスワップレー
ト－資金調達構
成要素(３ベー
シス・ポイン
ト／167ベーシ
ス・ポイント)

1,461 66 (39)

オプション価格
モデル

金利ボラティリ
ティ
(４％／120％)

346 6 (7)

1,807

公正価値で測定するレベル３金融資産 6,488
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2013年12月31日現在

合理的可能性のある代替仮定が
もたらす影響

評価基準／技法
重要な観測不能

なインプット
1

帳簿価額
百万ポンド

好影響
百万ポンド

悪影響
百万ポンド

トレーディング目的負債および損益を通じて公正価値で測定す
るその他の金融負債

39 1 (1)

デリバティブ金融負債

金利デリバティブ
割引キャッシュ
フロー

インフレーショ
ンスワップレー
ト－資金調達構
成要素(３ベーシ
ス・ポイント／
167ベーシス・ポ
イント)

754 － －

オプション価格
モデル

金利ボラティリ
ティ
(４％／120％)

232 － －

986

金融保証 50

公正価値で測定するレベル３金融負債 1,075

1  
範囲は適切な場合に表示されており、レベル３評価に使用されるインプットの最大値と最小値を表す。

2  
観測不能なインプットに対するエクスポージャーが純額ベースで管理されている場合、表には純額での影響のみが表示

されている。
3  

単一の価格ソースが使用されている。
4  

原資産／純資産価額は公正価値を表す。
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観測不能なインプット

債券、未上場株式投資およびデリバティブの評価に影響する重要で観測不能なインプットは、以下のとお

りである：

－　デリバティブの保有者の受け取る利得が、時間の経過に応じて基礎となる参照値の動きに依拠する場

合、そのデリバティブにおいては金利およびインフレ率が参照される。

－　信用スプレッドは、より低い信用の質を補填するために必要とされる、ベンチマークの参照商品を上回

るプレミアム部分を表す。スプレッドが大きいほど公正価値が低くなる。

－　ボラティリティの変数は、オプションの動きの主要な属性を表している。ボラティリティが大きけれ

ば、一般的には予想される損益の幅がより広いことを意味する。

－　株価収益率は特定の未上場株式投資の評価に用いられる。株価収益率が高いほど公正価値が高くなる。

合理的可能性のある代替仮定

当行グループのレベル３の商品の多くに適用される評価技法では、関係性がそれぞれ独立した複数のイン

プットが用いられている。上記の表に含まれる合理的に利用可能な代替仮定の影響の計算には、このような

関係性が反映されている。

債券

当行グループの仕組信用投資について合理的に利用可能な代替仮定は、信用スプレッドに幅を持たせて決

定されている。

デリバティブ

当行グループのデリバティブ・ポートフォリオに関して合理的可能性のある代替仮定は、以下のとおり決

定されている。

－　無担保のインフレ・スワップは、当該取引に対して適切な割引スプレッドを使用して評価する。このス

プレッドは通常、満期が長いほど観測可能ではない。合理的に利用可能な代替評価額は、満期が異なる

スプレッドに３ベーシス・ポイントから167ベーシス・ポイント(2013年：62ベーシス・ポイントから192

ベーシス・ポイント)の幅をもたせた代替価値を反映している。

－　スワプションは、業界で基準とされるオプション価格モデルを使用して価格を決定する。このモデルで

は、満期が長いほど観測不能な可能性のある金利ボラティリティが必要とされる。合理的に利用可能な

代替評価額の算定においては、当該ボラティリティに４％から120％(2013年：３％から112％)の幅を持

たせる必要がある。
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未上場株式投資、ベンチャー・キャピタル投資および不動産パートナーシップへの投資

未上場株式およびベンチャー・キャピタル投資の評価に用いる技法は、投資の性質により変化する。これ

らの投資について合理的に利用可能な代替評価額は、事業セクターや投資環境にとって適切であるとして実

施されるアプローチを参照して算定されることから、以下のインプットが考慮される。

－　株価収益率から算出される評価額については、適切な倍率を選定する際に、リスクの特性、成長の見通

しおよび比較可能な事業の金融レバレッジが考慮される。

－　割引キャッシュフローによる評価に使用される割引率

－　未公開株式およびベンチャー・キャピタルに関する国際的ガイドラインに沿ったファンド投資ポート

フォリオの原投資の評価額
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(4)償却原価で計上される金融資産および負債

(A)金融資産

評価の階層

以下の表は、償却原価で計上される当行グループの金融資産の公正価値の評価技法(111ページ(訳者注：原

文のページ)に記載されているレベル１、２およびレベル３)別内訳である。貸付金および債権は、評価モデ

ルに使用される重要で観測不能なインプットのために、主にレベル３に分類される。インプットが観測可能

な場合、債券はレベル１またはレベル２に分類される。

評価の階層

当行グループ
公正価値
百万ポンド

レベル１
百万ポンド

レベル２
百万ポンド

レベル３
百万ポンド

2014年12月31日現在

顧客に対する貸付金および前渡金 480,631 － － 480,631

銀行に対する貸付金および前渡金 26,031 － － 26,031

債券 1,100 7 1,050 43

ロイズ・バンキング・グループ内の他

社に対する債権
11,482 － － 11,482

上記の金額に含まれているリバース・レ

ポ契約：

顧客に対する貸付金および前渡金 5,148 － － 5,148

銀行に対する貸付金および前渡金 1,899 － － 1,899

2013年12月31日現在
1

顧客に対する貸付金および前渡金 484,166 － － 484,166

銀行に対する貸付金および前渡金 25,296 － － 25,296

債券 1,251 157 42 1,052

ロイズ・バンキング・グループ内の他

社に対する債権
15,453 － － 15,453

上記の金額に含まれているリバース・レ

ポ契約：

顧客に対する貸付金および前渡金 120 － － 120

銀行に対する貸付金および前渡金 183 － － 183

1  
注記１を参照のこと。
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評価の階層

当行
公正価値
百万ポンド

レベル１
百万ポンド

レベル２
百万ポンド

レベル３
百万ポンド

2014年12月31日現在

顧客に対する貸付金および前渡金 163,950 － － 163,950

銀行に対する貸付金および前渡金 4,533 － － 4,533

債券 － － － －

ロイズ・バンキング・グループ内の他

社に対する債権
130,636 － － 130,636

上記の金額に含まれているリバース・レ

ポ契約：

顧客に対する貸付金および前渡金 5,148 － － 5,148

銀行に対する貸付金および前渡金 1,899 － － 1,899

2013年12月31日現在
1

顧客に対する貸付金および前渡金 162,673 － － 162,673

銀行に対する貸付金および前渡金 3,073 － － 3,073

債券 150 150 － －

ロイズ・バンキング・グループ内の他

社に対する債権
262,977 － － 262,977

上記の金額に含まれているリバース・レ

ポ契約：

顧客に対する貸付金および前渡金 120 － － 120

銀行に対する貸付金および前渡金 183 － － 183

1  
注記１を参照のこと。

評価技法

顧客に対する貸付金および前渡金

当行グループは、商業顧客、法人顧客および個人顧客に対し、その短期的な性質により、固定金利と変動

金利の両方で貸付金および前渡金を提供している。変動利付貸付金およびリース金融関連の貸付金の帳簿価

額は、その公正価値とされている。

顧客に対する貸付金および前渡金の公正価値を算定するために、貸付金は類似した特性のポートフォリオ

に分類される。固定利付貸付金の公正価値の見積りには多くの手法が用いられており、過去の傾向に基づく

予想信用損失、実勢金利および予想将来キャッシュフローが考慮されている。リテールのエクスポージャー

の公正価値は、通常、当行グループや他の金融機関が供与している類似の貸付金に適用される市場金利で予

想キャッシュフロー(約定金利での受取利息を含む)を割引いて見積られる。住宅用不動産を担保とする一定

の貸付は、限られた期間(通常２年から５年間)のみ金利が固定され、その後は金利が変動する。このような

貸付金の公正価値は、残存固定金利期間と同じ満期を有する類似の貸付金に適用される市場金利を参照して

見積られる。商業貸付金の公正価値は、金利変動の影響が織り込まれている金利で予測キャッシュフローを

割引いて見積られ、信用リスクの変化に応じて調整される。当行グループがその金利エクスポージャーを管

理するために行った調整はない。
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銀行に対する貸付金および前渡金

銀行に対する短期貸付金および前渡金の帳簿価額は、その公正価値であるとされている。銀行に対する貸

付金および前渡金の公正価値は、市場割引率(債務者の信用スプレッド、またはそれが観測不能な場合には信

用の質が類似している借り手の信用スプレッドに関する調整後)で予測キャッシュフローを割引いて見積もら

れる。

債券

過去にトレーディング目的で保有する資産に分類され、その後貸付金および債権へ再分類された債券の公

正価値は、主に主幹事相場をもとに算定され、この相場がない場合には、債務者が同じ類似の資産に伴う信

用スプレッド、価格提供サービスから得るコンセンサスな市場標準価格決定情報、ブローカー相場およびそ

の他の調査データの参照を含む代替手法を用いて算定される。

売戻条件付契約

帳簿価額は、これらの商品の短期的な性質を考慮して、公正価値にほぼ近似しているとみなされる。

(B)金融負債

評価の階層

以下の表は、償却原価で計上される当行グループの金融負債の公正価値の評価技法(111ページ(訳者注：原

文のページ)に記載されているレベル１、２およびレベル３)別内訳である。

評価の階層

当行グループ
公正価値
百万ポンド

レベル１
百万ポンド

レベル２
百万ポンド

レベル３
百万ポンド

2014年12月31日現在

銀行預り金 10,902 － 10,902 －

顧客預金 450,038 － 435,073 14,965

ロイズ・バンキング・グループ内の他社

に対する債務
5,288 － 5,288 －

発行債券 79,664 － 79,664 －

劣後債券 34,780 － 34,780 －

上記の金額に含まれているレポ契約：

銀行預り金 1,075 － 1,075 －

顧客預金 － － － －

2013年12月31日現在
1

銀行預り金 14,101 － 13,957 144

顧客預金 440,011 － 421,278 18,733

ロイズ・バンキング・グループ内の他社

に対する債務
8,797 － 8,797 －

発行債券 90,268 － 90,093 175

劣後債券 33,976 － 33,976 －

上記の金額に含まれているレポ契約：

銀行預り金 2,112 － 2,112 －

顧客預金 3,114 － 3,114 －
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評価の階層

当行
公正価値
百万ポンド

レベル１
百万ポンド

レベル２
百万ポンド

レベル３
百万ポンド

2014年12月31日現在

銀行預り金 8,213 － 8,213 －

顧客預金 196,958 － 196,958 －

ロイズ・バンキング・グループ内の他社

に対する債務
91,979 － 91,979 －

発行債券 71,617 － 71,617 －

劣後債券 23,314 － 23,314 －

上記の金額に含まれているレポ契約：

銀行預り金 480 － 480 －

顧客預金 － － － －

2013年12月31日現在
1

銀行預り金 10,536 － 10,392 144

顧客預金 185,890 － 185,890 －

ロイズ・バンキング・グループ内の他社

に対する債務
244,025 － 244,025 －

発行債券 52,666 － 52,666 －

劣後債券 24,442 － 24,442 －

上記の金額に含まれているレポ契約：

銀行預り金 1,251 － 1,251 －

顧客預金 3,114 － 3,114 －

1  
注記１を参照のこと。

評価技法

銀行預り金および顧客預金

銀行および顧客の要求払預金の公正価値は、その帳簿価額と同額とされている。

その他すべての預金の公正価値は、適用可能な場合には市場金利か、または満期までの残存期間が類似し

た預金に付される現在の金利のいずれかで割引かれたキャッシュフローを用いて見積られる。

発行債券

短期発行債券の公正価値は、その帳簿価額とほぼ同額とみなされている。その他の債券の公正価値は、入

手可能な場合には相場価額に基づき計算される。相場価格が入手できない場合、公正価値は、市場金利およ

び当行グループ自身の信用スプレッドを反映した金利を用いた割引キャッシュフロー法を使用して見積られ

る。
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劣後債券

劣後債券の公正価値は、入手可能な場合には相場価額を参照して、または類似商品の相場価額を参照して

算定される。劣後債券は、その公正価値の算定に使用されるインプットが概ね観測可能であるため、レベル

２に分類される。

買戻条件付契約

帳簿価額は、これらの商品の短期的な性質を考慮して、公正価値にほぼ近似しているとみなされる。

(5)金融資産の再分類

2013年度または2014年度において再分類された金融資産はない。

2012年度に当行グループおよび当行は、満期保有目的に分類していた政府債の保有区分を見直し、これら

の政府債を満期まで保有する意思がなくなったという事実を考慮して、10,811百万ポンドの帳簿価額および

11,979百万ポンドの公正価値を有する当該政府債が、2012年12月に売却可能金融資産へと再分類された。

2014年12月31日現在、再分類され、当行グループが依然として保有している有価証券は、その公正価値1,284

百万ポンド(2013年：1,117百万ポンド)で計上されていた。

次へ
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51　金融資産の譲渡

(1)継続して全額で認識される譲渡した金融資産

当行グループおよび当行は、通常の事業の過程において、対象となる金融資産の認識を中止しない買戻条

件付契約および証券貸借取引を締結している。認識の中止とならないのは、信用リスク、金利リスク、期限

前償還リスクおよびその他価格リスクを含む実質的にすべてのリスクおよび便益を当行グループが保持して

いるためである。いずれの場合においても、譲受人は当該資産を売却する、または再担保に供する権利を有

する。

注記18に記載される通り、貸付金および債権には、当行グループの証券化および担保付債券プログラムに

基づいて譲渡される貸付金が含まれている。当行グループは、信用リスク、金利リスク、期限前償還リスク

および流動リスクを含むこれらの貸付金に付随するリスクおよび便益のすべてまたは大部分を保持している

ため、当該貸付金は当行グループの貸借対照表に引き続き計上されている。当行グループの証券化および担

保付債券プログラムに譲渡された資産は、プログラムに含まれているが、当行グループが利用することはで

きない。しかし、当行グループは、貸付金がプログラムの要件を超過する場合には、担保付債券プログラム

から貸付金を除外する権利を有している。さらに、証券化および担保付債券プログラムが発行する証券を当

行グループが保有する場合、当行グループはそれらの証券を売却または担保とすることができる。

以下の表は、譲渡した資産と付随する負債の帳簿価額を記載している。買戻条件付契約および証券貸借取

引における付随する負債とは、譲渡資産を買戻す当行グループの義務を意味している。証券化プログラムに

付随する負債とは、外部への発行債券(注記35)を意味している。下表の欄外に記載された脚注を除き、以下

の表中に含まれる負債はいずれも、譲渡された資産のみに対する遡及権を有していない。
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当行グループ 当行

譲渡した資産の
帳簿価額
百万ポンド

付随する負債の
帳簿価額
百万ポンド

譲渡した資産の
帳簿価額
百万ポンド

付随する負債の
帳簿価額
百万ポンド

2014年12月31日現在

買戻条件付契約および証券貸借取引

トレーディング目的資産および損益を

通じて公正価値で測定するその他の

金融資産

16,803 6,673 9,076 6,625

売却可能金融資産 18,835 10,301 17,916 10,287

貸付金および債権：

顧客に対する貸付金および前渡金 2,353 908 1,683 324

貸付金および債権に分類された債券 88 － 88 －

証券化プログラム

貸付金および債権：

顧客に対する貸付金および前渡金 75,970 11,908 13,048 12,209

当行グループ 当行

譲渡した資産の
帳簿価額
百万ポンド

付随する負債の
帳簿価額
百万ポンド

譲渡した資産の
帳簿価額
百万ポンド

付随する負債の
帳簿価額
百万ポンド

2013年12月31日現在

買戻条件付契約および証券貸借取引

トレーディング目的資産および損益を

通じて公正価値で測定するその他の

金融資産

10,832 927 6,922 6,664

売却可能金融資産 6,093 3,726 18,001 8,733

貸付金および債権：

顧客に対する貸付金および前渡金 19,074 3,936 826 789

貸付金および債権に分類された債券 88 － 78 －

証券化プログラム

貸付金および債権：

顧客に対する貸付金および前渡金 80,878 18,613
1 10,407 10,735

1
当行グループが保有する証券化されたノート(38,149百万ポンド、2013年12月31日：38,288百万ポンド)を除く。

(2)継続的なエクスポージャーを留保しつつ、全額の認識を中止した譲渡した金融資産

全額の認識を中止したが、継続的なエクスポージャーを留保した譲渡した金融資産の内訳は、公正価値が

33百万ポンド(2013年：76百万ポンド)で、損失に対する最大エクスポージャーが33百万ポンド(2013年：78百

万ポンド) の債券33百万ポンド(2013年：78百万ポンド)であった。
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52　金融資産と金融負債の相殺

以下の情報は、貸借対照表上で相殺された、または相殺されてはいないが当行グループが相手方と法的強制

力のあるマスター・ネッティング契約を締結している金融資産および負債に関連している。

貸借対照表上での相殺が

認められない関連金額
3  

2014年12月31日現在
資産および

負債総額
1

百万ポンド

貸借対照表
上における

相殺額
2

百万ポンド

貸借対照表
に表示され
る純額

百万ポンド

現金担保

受入/差出

百万ポンド

現金以外の

担保

受入/差出

百万ポンド

関連金額の

相殺が認め

られた場合

の純額

百万ポンド

 

金融資産  

トレーディング目的

資産および損益を通

じて公正価値で測定

するその他の金融資

産：

 

リバース・レポ契

約を

除く

115,795 － 115,795 － (6,670) 109,125  

リバース・レポ契

約
42,640 (5,915) 36,725 － (36,725) －

158,435 (5,915) 152,520 － (43,395) 109,125  

デリバティブ金融商

品
71,733 (36,250) 35,483 (3,651) (22,336) 9,496  

銀行に対する貸付金

および前渡金：
 

リバース・レポ契

約を

除く

24,256 － 24,256 (2,133) － 22,123  

リバース・レポ契

約
1,899 － 1,899 － (1,899) －

26,155 － 26,155 (2,133) (1,899) 22,123  

顧客に対する貸付金

および前渡金：
 

リバース・レポ契

約を

除く

480,376 (2,820) 477,556 (1,254) (4,967) 471,335  

リバース・レポ契

約
5,148 － 5,148 － (5,148) －

485,524 (2,820) 482,704 (1,254) (10,115) 471,335  

債券 1,213 － 1,213 － － 1,213  

売却可能金融資産 56,493 － 56,493 － (10,299) 46,194  

金融負債  

銀行預り金：  

レポ契約を除く 9,812 － 9,812 (3,119) － 6,693  

レポ契約 1,075 － 1,075 － (1,075) －
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10,887 － 10,887 (3,119) (1,075) 6,693  

顧客預金：  

レポ契約を除く 449,361 (2,294) 447,067 (532) (4,094) 442,441  

レポ契約 － － － － － －  

449,361 (2,294) 447,067 (532) (4,094) 442,441  

トレーディング目的

負債

および損益を通じて

公正

価値で測定するその

他の

金融負債：

 

レポ契約を除く 12,095 － 12,095 － － 12,095  

レポ契約 55,922 (5,915) 50,007 － (50,007) －

68,017 (5,915) 62,102 － (50,007) 12,095  

デリバティブ金融商

品
70,069 (36,776) 33,293 (3,387) (25,559) 4,347

貸借対照表上での相殺が

認められない関連金額
3  

2013年12月31日現在
資産および

負債総額
1

百万ポンド

貸借対照表
上における

相殺額
2

百万ポンド

貸借対照表
に表示され
る純額

百万ポンド

現金担保

受入/差出

百万ポンド

現金以外の

担保

受入/差出

百万ポンド

関連金額の

相殺が認め

られた場合

の純額

百万ポンド

 

金融資産  

トレーディング目的

資産

および損益を通じて

公正

価値で測定するその

他の

金融資産：

 

リバース・レポ契

約を

除く

113,919 － 113,919 － (903) 113,016  

リバース・レポ契

約
33,725 (4,437) 29,288 － (29,288) －

147,644 (4,437) 143,207 － (30,191) 113,016  

デリバティブ金融商

品
49,073 (19,481) 29,592 (2,702) (19,703) 7,187  

銀行に対する貸付金

および前渡金：
 

リバース・レポ契

約を

除く

25,182 － 25,182 (2,180) － 23,002  
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リバース・レポ契

約
183 － 183 － (183) －

25,365 － 25,365 (2,180) (183) 23,002  

顧客に対する貸付金

および前渡金：
 

リバース・レポ契

約を

除く

495,161 (2,329) 492,832 (782) (10,698) 481,352  

リバース・レポ契

約
120 － 120 － (120) －

495,281 (2,329) 492,952 (782) (10,818) 481,352  

債券 1,355 － 1,355 － － 1,355  

売却可能金融資産 43,976 － 43,976 － (3,725) 40,251  

金融負債  

銀行預り金：  

レポ契約を除く 12,108 － 12,108 (2,280) － 9,828  

レポ契約 1,874 － 1,874 － (1,874) －

13,982 － 13,982 (2,280) (1,874) 9,828  

顧客預金：  

レポ契約を除く 438,333 (1,844) 436,489 (422) (6,811) 429,256  

レポ契約 2,978 － 2,978 － (2,978) －

441,311 (1,844) 439,467 (422) (9,789) 429,256  

トレーディング目的

負債

および損益を通じて

公正

価値で測定するその

他の

金融負債：

 

レポ契約を除く 14,723 － 14,723 － － 14,723  

レポ契約 33,339 (4,437) 28,902 － (28,902) －

48,062 (4,437) 43,625 － (28,902) 14,723  

デリバティブ金融商

品
47,864 (19,966) 27,898 (2,962) (21,159) 3,777

1  
減損引当金控除後。

2  
上記に示す貸借対照表上における相殺額は、IAS第32号における相殺要件を満たす中央決済機関構とのデリバティブおよ

び買戻条件付契約である。
3  

当行グループは、様々な相手方とデリバティブならびに買戻条件付契約および売戻条件付契約を締結しており、それら

契約は業界で標準的なマスター・ネッティング契約の制約を受ける。当行グループは、これらの契約の対象となるデリバ

ティブ取引に関連して、現金および証券担保を保有および提供している。このマスター・ネッティング契約に基づき残高

を相殺するまたは現金および証券担保を相殺する権利は、不払いまたは債務不履行の場合にのみ生じる。そのため、これ

らの契約はIAS第32号における相殺要件を満たさない。

担保額を超過する部分の影響は、上記の表において考慮されていない。
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53　金融リスク管理

金融商品は当行グループの業務に必須であるため、金融商品に付帯するリスクは、当行グループが直面す

るリスクの重要な要素である。

当行グループが金融商品の利用に伴い影響を受ける主要なリスクは、信用リスク、市場リスク(金利リスク

および通貨リスクを含む)、流動性リスクおよび保険リスクである。当行グループによるこれらのリスクの管

理に関する情報は以下に記載されている。

(1)信用リスク

当行グループの信用リスクに対するエクスポージャーは、以下の商品について、主に英国にて発生する。

信用リスクの選好度は取締役会で決定され、会計上の測定および与信ポートフォリオの業績測定を組み合わ

せた一連の指標により記述および報告され、さまざまな信用リスク格付システムをインプットとして使用し

ている。また、信用リスクの選好度は、 (ⅰ)契約上の義務に対する取引相手別のデフォルト確率、(ⅱ)取引

相手に対する現在のエクスポージャーと、起こり得る今後の展開(取引相手のデフォルト時に当行グループが

エクスポージャーを導き出せるベースとなる)、(ⅲ)デフォルトした債務、デフォルトにより被った損失から

発生し得る損害率といった３つの要素を用いて、取引相手ごとに顧客および銀行に対する貸付金および前渡

金の信用リスクを測定している。当行グループは信用リスクを軽減するための様々なアプローチを利用して

おり、これには内部統制方針、担保の取得、マスター・ネッティング契約の利用および資産売却やクレジッ

ト・デリバティブに基づく取引といったその他の信用リスクの移転が含まれる。

A.最大信用エクスポージャー

他の当事者が債務を履行できない場合に生じる信用リスクに対する当行グループおよび当行の最大エクス

ポージャーについては、以下に詳述されている。差し入れを受けている担保は考慮されておらず、損失に対

する最大エクスポージャーは、ユニットリンク型ファンドおよびウィズプロフィット・ファンドの負債をカ

バーするために保有する金額を含め、貸借対照表上の帳簿価額、またはデリバティブ以外のオフバランス

シート取引および金融保証については契約上の額面価額であるとみなされている。
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2014年12月31日現在 2013年12月31日現在

当行グループ
最大エクス
ポージャー
百万ポンド

相殺額
2

百万ポンド

エクスポー
ジャー純額
百万ポンド

最大エクス
ポージャー
百万ポンド

相殺額
2

百万ポンド

エクスポー
ジャー純額
百万ポンド

貸付金および債権：

銀行に対する貸付金

および前渡金(純額)

1

26,155 － 26,155 25,365 － 25,365

顧客に対する貸付金

および前渡金(純額)

1

482,704 (4,094) 478,610 492,952 (6,811) 486,141

債券(純額)
1 1,213 － 1,213 1,355 － 1,355

510,072 (4,094) 505,978 519,672 (6,811) 512,861

売却可能金融資産
2 55,451 － 55,451 43,406 － 43,406

トレーディング目的資

産

および損益を通じて公

正

価値で測定するその他

の

金融資産
3,4

:

貸付金および前渡金 36,725 － 36,725 29,443 － 29,443

債券、国債およびそ

の他の証券
53,641 － 53,641 46,883 － 46,883

90,366 － 90,366 76,326 － 76,326

デリバティブ資産 35,483 (21,929) 13,554 29,592 (19,479) 10,113

保有再保険契約から生

じる資産
682 － 682 732 － 732

金融保証 7,161 － 7,161 8,591 － 8,591

オフバランスシート

項目：

引受および裏書 59 － 59 204 － 204

直接的な与信代替物

の役割を果たすその

他の項目

330 － 330 710 － 710

履行保証書およびそ

の他の取引関連の偶

発債務

2,293 － 2,293 1,966 － 1,966

取消不能なコミット

メント
55,029 － 55,029 56,292 － 56,292

57,711 － 57,711 59,172 － 59,172

756,926 (26,023) 730,903 737,491 (26,290) 711,201
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2014年12月31日現在 2013年12月31日現在

当行
最大エクス
ポージャー
百万ポンド

相殺額
2

百万ポンド

エクスポー
ジャー純額
百万ポンド

最大エクス
ポージャー
百万ポンド

相殺額
2

百万ポンド

エクスポー
ジャー純額
百万ポンド

貸付金および債権：

銀行に対する貸付金

および前渡金(純額)

1

4,591 － 4,591 3,095 － 3,095

顧客に対する貸付金

および前渡金(純額)

1

165,967 (2,932) 163,035 165,574 (4,959) 160,615

債券(純額)
1 － － － 150 － 150

170,558 (2,932) 167,626 168,819 (4,959) 163,860

売却可能金融資産
3 50,686 － 50,686 41,999 － 41,999

トレーディング目的資

産

および損益を通じて公

正

価値で測定するその他

の

金融資産
3
:

貸付金および前渡金 47,813 － 47,813 29,682 － 29,682

債券、国債およびそ

の他の証券
18,508 － 18,508 10,485 － 10,485

66,321 － 66,321 40,167 － 40,167

デリバティブ資産 40,150 (16,999) 23,151 28,071 (12,192) 15,879

金融保証 6,598 － 6,598 7,903 － 7,903

オフバランスシート

項目：

引受および裏書 58 － 58 124 － 124

直接的な与信代替物

の役割を果たすその

他の項目

322 － 322 686 － 686

履行保証書およびそ

の他の取引関連の偶

発債務

2,015 － 2,015 1,647 － 1,647

取消不能なコミット

メント
39,755 － 39,755 40,341 － 40,341

42,150 － 42,150 42,798 － 42,798

376,463 (19,931) 356,532 329,757 (17,151) 312,606

1
関連する減損引当金控除後の金額が表示されている。

2
相殺項目は、相殺に利用可能な預金およびマスター・ネッティング契約に基づき相殺に利用可能な金額で構成されてお

り、貸付金および前渡金ならびにデリバティブ資産についてそれぞれ、財務書類に当該残高を控除して表示することを可

能にするIAS第32号に基づく基準を満たしていない。
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3
株式を除く。

4
保険契約者が信用リスクを負担する当行グループのユニットリンク型ファンド内の資産、および主に保険契約者が信用リ

スクを負担するウィズプロフィット・ファンド内の資産を含む。その結果、当行グループにおいて、関連する契約負債を

担保している当該資産についての信用リスクに対する重要なエクスポージャーはない。
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B.エクスポージャーの集中

集中リスクに関する当行グループの管理には、個別銘柄、業界および各国に対する限度額、ならびに一部

の商品に対する当行グループ全体としてのエクスポージャーに対する統制が含まれている。このリスクに関

する当行グループの管理の詳細については、５ページ(訳者注：原文のページ)の「信用リスク」に含まれて

いる。

2014年12月31日現在、エクスポージャーの最も重大な集中は、モーゲージ(顧客に対する貸付金および前渡

金合計の68％を構成する)、ならびに金融、ビジネスおよびその他のサービス(合計の９％を構成する) に対

するものである。当行グループの貸付金の集中の詳細については、注記17を参照のこと。

当行グループの英国以外の活動が継続的に減少していることに伴い、信用リスクに対するエクスポー

ジャーの地域別分析は提示されていない。

C.資産の信用の質

貸付金および債権

下表の開示内容は、ロイズ・バンキング・グループのセグメント報告で用いられている基礎ベースに従っ

て作成されている。この基礎ベースではロイズ・バンキング・グループによるHBOSの取得日現在における貸

倒引当金が総額ベースで含められるが、2010年度のHBOS譲受けという重要な企業結合直後の報告期間につい

ては、貸付金に対する基礎的な引当状況がより適正に反映されると当行グループは考えている。このため、

この貸付金に関連する、事業取得に伴うその他の公正価値調整額は、本表において別途表示されている。

リテール貸付金と商業貸付金の内訳は、エクスポージャーの種類に基づいて作成されており、エクスポー

ジャーが計上される事業セグメントに基づいて作成されているのではない。リテール貸付金には個人顧客や

小規模企業に対するエクスポージャーが含まれており、商業貸付金には法人顧客や他の大手機関に対するエ

クスポージャーが含まれている。
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貸付金および前渡金 － 当行グループ

顧客に対する貸付金および前渡金

損益を通じ

て公正価値

で測定する

ものに指定

されている

貸付金およ

び前渡金

百万ポンド

銀行に対す

る

貸付金およ

び

前渡金

百万ポンド

リテール

－

モーゲージ

百万ポンド

リテール

－

その他

百万ポンド

商業

百万ポンド

合計

百万ポンド

2014年12月31日現在

延滞も減損もしていないも

の
26,003 320,324 37,886 106,768 464,978 36,725

延滞しているが減損してい

ないもの
152 10,311 674 488 11,473 －

減損しているもの

　－引当金の設定が不要な

もの
－ 578 938 847 2,363 －

　－引当金が設定されてい

る

もの

－ 3,766 1,109 7,070 11,945 －

総額 26,155 334,979 40,607 115,173 490,759 36,725

減損引当金 － (1,702) (577) (5,373) (7,652) －

公正価値調整額 － (403) －

貸借対照表上の帳簿価額純

額
26,155 482,704 36,725

顧客に対する貸付金および前渡金

損益を通じ

て公正価値

で測定する

ものに指定

されている

貸付金およ

び前渡金

百万ポンド

銀行に対す

る

貸付金およ

び

前渡金

百万ポンド

リテール

－

モーゲージ

百万ポンド

リテール

－

その他

百万ポンド

商業

百万ポンド

合計

百万ポンド

2013年12月31日現在
1

延滞も減損もしていないも

の
25,219 318,668 36,789 　 107,764 463,221 29,443

延滞しているが減損してい

ないもの
146 12,329 580 　 786 13,695 －

減損しているもの

　－引当金の設定が不要な

もの
－ 637 1,284 　 1,824 3,745 －

　－引当金が設定されてい

る

もの

－ 6,229 1,456 　 20,829 28,514 －

総額 25,365 337,863 40,109 　 131,203 509,175 29,443
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減損引当金 － (2,194) (1,044) 　 (12,469) (15,707) －

公正価値調整額 － (516) －

貸借対照表上の帳簿価額純

額
25,365 492,952 29,443

1  
注記１を参照のこと。
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減損の客観的証拠が存在すると結論付けるために当行グループが利用する基準は、注記２(h)に開示されて

いる。主に当行グループの商業事業において発生する、所定の基準値を超えるすべての減損貸付金は、予想

将来キャッシュフロー(担保の売却により生じる可能性のあるものを含む)に照らして個別に減損の有無が評

価されている。貸付金および債権には、減損していると個別に判断された、減損引当金控除前の総額が8,522

百万ポンド(2013年：22,390百万ポンド)の前渡金が含まれている。

延滞も減損もしていない貸付金および前渡金 － 当行グループ

顧客に対する貸付金および前渡金

損益を通じ

て公正価値

で測定する

ものに指定

されている

貸付金およ

び前渡金

百万ポンド

 

銀行に対す

る

貸付金およ

び

前渡金

百万ポンド

リテール

－

モーゲージ

百万ポンド

リテール

－

その他

百万ポンド

商業

百万ポンド

合計

百万ポンド

 

2014年12月31日現在  

良質 25,654 318,967 30,993 65,106 36,482  

十分な質 263 1,159 5,675 28,800 238  

低質 49 72 623 11,204 5  

基準を下回るが減損してい

ない
37 126 595 1,658 －

延滞も減損もしていない貸

付金および前渡金合計
26,003 320,324 37,886 106,768 464,978 36,725  

2013年12月31日現在
1  

良質 25,044 314,749 29,129 66,345 29,432  

十分な質 171 2,948 6,414 29,038 7  

低質 2 308 501 9,991 3  

基準を下回るが減損してい

ない
2 663 745 2,390 1  

延滞も減損もしていない貸

付金および前渡金合計
25,219 318,668 36,789 107,764 463,221 29,443

1  
注記１を参照のこと。

リテール貸付金と商業貸付金に適用される「良質」、「十分な質」、「低質」および「基準を下回るが減

損していない」の定義は、当該エクスポージャーの異なる特性や内部での管理方法を反映して異なる。この

ため合計は記載されていない。商業貸付金は、外部の信用格付に匹敵するようにマッピングされたデフォル

ト確率にかかる内部の格付モデルを用いて分類されている。良質な貸付はデフォルト確率が低いと評価され

たもので構成され、他の分類は段階的に高いデフォルト・リスクを反映している。リテール貸付金の分類

は、モーゲージに関して予想される回収レベル、ならびに内部の格付モデルを用いて評価されるデフォルト

確率を組み込んでいる。
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延滞しているが減損していない貸付金および前渡金 － 当行グループ

顧客に対する貸付金および前渡金

損益を通じ

て公正価値

で測定する

ものに指定

されている

貸付金およ

び前渡金

百万ポンド

銀行に対す

る

貸付金およ

び

前渡金

百万ポンド

リテール －

モーゲージ

百万ポンド

リテール

－

その他

百万ポンド

商業

百万ポンド

合計

百万ポンド

2014年12月31日現在

０日から30日 152 4,854 453 198 5,505 －

30日から60日 － 2,309 110 51 2,470 －

60日から90日 － 1,427 90 139 1,656 －

90日から180日 － 1,721 5 38 1,764 －

180日超 － － 16 62 78 －

延滞しているが減損していな

い貸付金および前渡金合計
152 10,311 674 488 11,473 －

2013年12月31日現在

０日から30日 146 5,596 489 347 6,432 －

30日から60日 － 2,639 87 102 2,828 －

60日から90日 － 1,734 4 57 1,795 －

90日から180日 － 2,360 － 41 2,401 －

180日超 － － － 239 239 －

延滞しているが減損していな

い貸付金および前渡金合計
146 12,329 580 786 13,695 －

金融資産は、取引相手が約定支払日に支払いを履行できなかった場合に「延滞」に分類される。
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貸付金および前渡金 － 当行

顧客に対する貸付金および前渡金

損益を通じ

て公正価値

で測定する

ものに指定

されている

貸付金およ

び前渡金
1

百万ポンド

 

銀行に対す

る

貸付金およ

び

前渡金

百万ポンド

リテール

－

モーゲージ

百万ポンド

リテール

－

その他

百万ポンド

商業

百万ポンド

合計

百万ポンド

 

2014年12月31日現在  

延滞も減損もしていないも

の
4,591 65,827 24,523 71,214 161,564 35,586  

延滞しているが減損してい

ないもの
－ 1,487 455 294 2,236 －  

減損しているもの  

　－引当金の設定が不要な

もの
－ 232 646 498 1,376 －  

　－引当金が設定されてい

る

もの

－ 288 709 1,425 2,422 －  

総額 4,591 67,834 26,333 73,431 167,598 35,586  

減損引当金(注記20) － (185) (205) (1,241) (1,631) －

貸借対照表上の帳簿価額純

額
4,591 67,649 26,128 72,190 165,967 35,586

顧客に対する貸付金および前渡金

損益を通じ

て公正価値

で測定する

ものに指定

されている

貸付金およ

び前渡金
1

百万ポンド

銀行に対す

る

貸付金およ

び

前渡金

百万ポンド

リテール

－

モーゲージ

百万ポンド

リテール

－

その他

百万ポンド

商業

百万ポンド

合計

百万ポンド

2013年12月31日現在
2

延滞も減損もしていないも

の
3,092 70,200 23,173 65,879 159,252 19,685

延滞しているが減損してい

ないもの
3 1,987 267 109 2,363 －

減損しているもの

　－引当金の設定が不要な

もの
－ 246 846 708 1,800 －

　－引当金が設定されてい

る

もの

－ 539 770 3,149 4,458 －

総額 3,095 72,972 25,056 69,845 167,873 19,685

減損引当金(注記20) － (171) (454) (1,674) (2,299) －

貸借対照表上の帳簿価額純

額
3,095 72,801 24,602 68,171 165,574 19,685

1  
ロイズ・バンキング・グループ内の他社に対する債権の金額を除く。
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2  
注記１を参照のこと。

貸付金および債権には、減損していると個別に判断された、減損引当金控除前の総額が2,415百万ポンド

(2013年：4,814百万ポンド)の前渡金が含まれている。
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延滞も減損もしていない貸付金および前渡金 － 当行

顧客に対する貸付金および前渡金

損益を通じ

て公正価値

で測定する

ものに指定

されている

貸付金およ

び前渡金

百万ポンド

銀行に対す

る

貸付金およ

び

前渡金

百万ポンド

リテール

－

モーゲージ

百万ポンド

リテール

－

その他

百万ポンド

ホールセール

百万ポンド

合計

百万ポンド

2014年12月31日現在

良質 4,363 65,770 20,339 46,030 35,343

十分な質 210 53 3,405 20,693 238

低質 1 1 394 4,148 5

基準を下回るが減損してい

ない
17 3 385 343 －

延滞も減損もしていない貸

付金および前渡金合計
4,591 65,827 24,523 71,214 161,564 35,586

2013年12月31日現在
1

良質 2,936 69,939 19,590 41,823 19,680

十分な質 151 251 3,089 20,344 2

低質 2 6 172 2,769 2

基準を下回るが減損してい

ない
3 4 322 943 1

延滞も減損もしていない貸

付金および前渡金合計
3,092 70,200 23,173 65,879 159,252 19,685

1  
注記１を参照のこと。
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延滞しているが減損していない貸付金および前渡金 － 当行

顧客に対する貸付金および前渡金

損益を通じ

て公正価値

で測定する

ものに指定

されている

貸付金およ

び前渡金

百万ポンド

銀行に対す

る

貸付金およ

び

前渡金

百万ポンド

リテール

－

モーゲージ

百万ポンド

リテール

－

その他

百万ポンド

ホールセー

ル

百万ポンド

合計

百万ポンド

2014年12月31日現在

０日から30日 － 738 301 79 1,118 －

30日から60日 － 331 58 32 421 －

60日から90日 － 193 83 98 374 －

90日から180日 － 225 2 31 258 －

180日超 － － 11 54 65 －

延滞しているが減損していな

い貸付金および前渡金合計
－ 1,487 455 294 2,236 －

2013年12月31日現在

０日から30日 3 877 215 54 1,146 －

30日から60日 － 390 51 39 480 －

60日から90日 － 242 1 10 253 －

90日から180日 － 478 － 1 479 －

180日超 － － － 5 5 －

延滞しているが減損していな

い貸付金および前渡金合計
3 1,987 267 109 2,363 －

金融資産は、取引相手が約定支払日に支払いを履行できなかった場合に「延滞」に分類される。
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貸付金および債権に分類されている債券

貸付金および債権に分類されている債券の信用格付の内訳は、以下の通りである：

投資適格
1

百万ポンド

投機的

百万ポンド

格付なし

百万ポンド

合計

百万ポンド

当行グループ

2014年12月31日現在

アセットバック証券：

不動産担保証券 190 － － 190

その他のアセットバック証券 780 198 7 985

970 198 7 1,175

社債およびその他の債券 － － 164 164

貸付金および債権に分類されている債券

の合計
970 198 171 1,339

2013年12月31日現在

アセットバック証券：

不動産担保証券 333 － － 333

その他のアセットバック証券 605 117 18 740

938 117 18 1,073

社債およびその他の債券 175 － 232 407

貸付金および債権に分類されている債券

の合計
1,113 117 250 1,480

当行

2014年12月31日現在

アセットバック証券：

不動産担保証券 － － － －

その他のアセットバック証券 － － － －

－ － － －

社債およびその他の債券 － － － －

貸付金および債権に分類されている債券

の合計
－ － － －

2013年12月31日現在

アセットバック証券：

不動産担保証券 － － － －

その他のアセットバック証券 － － － －

－ － － －

社債およびその他の債券 150 － － 150

貸付金および債権に分類されている債券

の合計
150 － － 150
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1  
信用格付が「BBB」以上のもの。
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売却可能金融資産(株式を除く)

売却可能金融資産の内訳は、注記21に含まれている。売却可能金融資産(株式を除く)の信用の質の内訳

は、以下の通りである：

投資適格
1

百万ポンド

投機的

百万ポンド

格付なし

百万ポンド

合計

百万ポンド

当行グループ

2014年12月31日現在

債券

政府債 47,402 － － 47,402

銀行および住宅金融組合発行の譲渡性預

金証書
298 － － 298

アセットバック証券：

不動産担保証券 674 － － 674

その他のアセットバック証券 681 4 － 685

1,355 4 － 1,359

社債およびその他の債券 5,490 16 23 5,529

債券合計 54,545 20 23 54,588

国債およびその他の証券 863 － － 863

売却可能金融資産として保有しているも

のの合計
55,408 20 23 55,451

2013年12月31日現在

債券

政府債 38,290 － － 38,290

銀行および住宅金融組合発行の譲渡性預

金証書
208 － － 208

アセットバック証券：

不動産担保証券 1,181 82 － 1,263

その他のアセットバック証券 890 25 － 915

2,071 107 － 2,178

社債およびその他の債券 1,799 37 19 1,855

債券合計 42,368 144 19 42,531

国債およびその他の証券 875 － － 875

売却可能金融資産として保有しているも

のの合計
43,243 144 19 43,406

1  
信用格付が「BBB」以上のもの。
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投資適格
1

百万ポンド

投機的

百万ポンド

格付なし

百万ポンド

合計

百万ポンド

当行

2014年12月31日現在

債券

政府債 46,911 － － 46,911

銀行および住宅金融組合発行の譲渡性預

金証書
186 － － 186

アセットバック証券：

不動産担保証券 147 － － 147

その他のアセットバック証券 116 4 － 120

263 4 － 267

社債およびその他の債券 1,220 16 23 1,259

債券合計 48,580 20 23 48,623

国債およびその他の証券 11 － － 11

48,591 20 23 48,634

当行グループの兄弟会社に対する債権：

社債およびその他の債券 2,052

売却可能金融資産として保有しているも

のの合計
50,686

2013年12月31日現在

債券

政府債 38,159 － － 38,159

銀行および住宅金融組合発行の譲渡性預

金証書
196 － － 196

アセットバック証券：

不動産担保証券 315 51 － 366

その他のアセットバック証券 154 25 － 179

469 76 － 545

社債およびその他の債券 400 － 1 401

債券合計 39,224 76 1 39,301

国債およびその他の証券 23 － － 23

39,247 76 1 39,324

当行グループの兄弟会社に対する債権：

社債およびその他の債券 1,875

売却可能金融資産として保有しているも

のの合計
41,199

1  
信用格付が「BBB」以上のもの。
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損益を通じて公正価値で保有している債券、国債およびその他の証券

トレーディング目的資産および損益を通じて公正価値で測定するその他の金融資産の内訳は、注記14に含

まれている。損益を通じて公正価値で保有している債券、国債およびその他の証券の信用の質の内訳は、以

下の通りである：

当行グループ
投資適格

1

百万ポンド

投機的

百万ポンド

格付なし

百万ポンド

合計

百万ポンド
 

2014年12月31日現在  

トレーディング目的資産  

政府債 7,976 － － 7,976  

銀行および住宅金融組合発行の譲渡性預

金証書
554 － － 554  

アセットバック証券：  

不動産担保証券 187 － － 187  

その他のアセットバック証券 117 3 9 129  

304 3 9 316  

社債およびその他の債券 1,288 43 155 1,486  

トレーディング目的資産として保有して

いる債券合計
10,122 46 164 10,332  

国債およびその他の証券 1,437 － － 1,437  

トレーディング目的資産として保有して

いるものの合計
11,559 46 164 11,769  

損益を通じて公正価値で保有している

その他の資産
 

政府債 17,496 1 － 17,497  

その他公的機関発行の有価証券 2,170 － － 2,170  

銀行および住宅金融組合発行の譲渡性預

金証書
－ － － －

アセットバック証券：  

不動産担保証券 845 － 2 847  

その他のアセットバック証券 699 3 19 721  

1,544 3 21 1,568  

社債およびその他の債券 18,119 579 1,906 20,604  

損益を通じて公正価値で保有している債

券の合計
39,329 583 1,927 41,839  

国債およびその他の証券 22 － － 22  

損益を通じて公正価値で保有している

その他の資産の合計
39,351 583 1,927 41,861  

50,910 629 2,091 53,630  

当行グループの兄弟会社に対する債権：  

社債およびその他の債券 11  

損益を通じて公正価値で保有しているも

のの合計
53,641
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1  
信用格付が「BBB」以上のもの。
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当行グループ 投資適格
1

百万ポンド

投機的
百万ポンド

格付なし
百万ポンド

合計
百万ポンド

2013年12月31日現在

トレーディング目的資産

政府債 4,259 － － 4,259

その他公的機関発行の有価証券 14 － － 14

銀行および住宅金融組合発行の譲渡性預

金証書
1,491 － － 1,491

アセットバック証券：

不動産担保証券 － 5 － 5

その他のアセットバック証券 158 13 － 171

158 18 － 176

社債およびその他の債券 1,885 29 14 1,928

トレーディング目的資産として保有して

いる債券合計
7,807 47 14 7,868

国債およびその他の証券 61 － － 61

トレーディング目的資産として保有して

いるものの合計
7,868 47 14 7,929

損益を通じて公正価値で保有している

その他の資産

政府債 16,415 1 14 16,430

その他公的機関発行の有価証券 2,183 － － 2,183

銀行および住宅金融組合発行の譲渡性預

金証書
－ － － －

アセットバック証券：

不動産担保証券 793 － － 793

その他のアセットバック証券 755 1 － 756

1,548 1 － 1,549

社債およびその他の債券 16,351 617 1,724 18,692

損益を通じて公正価値で保有している債

券の合計
36,497 619 1,738 38,854

国債およびその他の証券 54 － － 54

損益を通じて公正価値で保有している

その他の資産の合計
36,551 619 1,738 38,908

44,419 666 1,752 46,837

当行グループの兄弟会社に対する債権：

社債およびその他の債券 46

損益を通じて公正価値で保有しているも

のの合計
46,883

1  
信用格付が「BBB」以上のもの。
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当行グループのユニットリンク型ファンド内のトレーディング目的資産および損益を通じて公正価値で測

定するその他の金融資産に関する信用リスクは、保険契約者が負担し、ウィズプロフィット・ファンドに関

する信用リスクは、主に保険契約者が負担する。その結果当行グループにおいて、それらの契約負債を担保

している当該資産についての信用リスクに対する重要なエクスポージャーはない。

当行
投資適格

1

百万ポンド

投機的

百万ポンド

格付なし

百万ポンド

合計

百万ポンド

2014年12月31日現在

トレーディング目的資産

政府債 7,931 － － 7,931

銀行および住宅金融組合発行の譲渡性預

金証書
554 － － 554

アセットバック証券：

不動産担保証券 187 － － 187

その他のアセットバック証券 117 3 9 129

304 3 9 316

社債およびその他の債券 1,259 43 155 1,457

債券合計 10,048 46 164 10,258

国債およびその他の証券 1,437 － － 1,437

トレーディング目的資産として保有して

いるものの合計
11,485 46 164 11,695

損益を通じて公正価値で保有している

その他の資産

政府債 6,662 － － 6,662

社債およびその他の債券 － － 79 79

損益を通じて公正価値で保有している

その他の資産の合計
6,662 － 79 6,741

18,147 46 243 18,436

当行グループの兄弟会社に対する債権：

社債およびその他の債券 72

損益を通じて公正価値で保有しているも

のの合計
18,508

1  
信用格付が「BBB」以上のもの。
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当行
投資適格

1

百万ポンド

投機的

百万ポンド

格付なし

百万ポンド

合計

百万ポンド

2013年12月31日現在

トレーディング目的資産

政府債 4,144 － － 4,144

銀行および住宅金融組合発行の譲渡性預

金証書
32 － － 32

アセットバック証券：

不動産担保証券 － － － －

その他のアセットバック証券 158 13 － 171

158 13 － 171

社債およびその他の債券 1,368 29 14 1,411

債券合計 5,702 42 14 5,758

国債およびその他の証券 54 － － 54

トレーディング目的資産として保有して

いるものの合計
5,756 42 14 5,812

損益を通じて公正価値で保有している

その他の資産

政府債 4,520 － － 4,520

社債およびその他の債券 52 9 － 61

損益を通じて公正価値で保有している

その他の資産の合計
4,572 9 － 4,581

10,328 51 14 10,393

当行グループの兄弟会社に対する債権：

不動産担保証券 7

社債およびその他の債券 85

損益を通じて公正価値で保有しているも

のの合計
10,485

1  
信用格付が「BBB」以上のもの。
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デリバティブ資産

デリバティブ資産の内訳は、注記15に記載されている。当行グループは、マスター・ネッティング契約を

用いて、また、現金や非常に流動性の高い有価証券の形式で担保の差し入れを求めることにより、信用リス

クに対するエクスポージャーを軽減している。デリバティブ資産に関する信用リスク最高額について、当行

グループは13,554百万ポンド、当行は23,151百万ポンド(2013年：当行グループ10,113百万ポンド、当行

15,879百万ポンド)を保有しており、これに関連する現金担保については当行グループが3,651百万ポンド、

当行は1,938百万ポンド(2013年：当行グループ2,702百万ポンド、当行1,378百万ポンド)を保有していた。さ

らにOECD諸国の銀行に対する債権については、当行グループが2,043百万ポンド、当行が282百万ポンド(2013

年：当行グループ2,372百万ポンド、当行2,111百万ポンド)を保有していた。

投資適格
1

百万ポンド

投機的
百万ポンド

格付なし
百万ポンド

合計
百万ポンド

当行グループ

2014年12月31日現在

トレーディング目的およびその他 26,509 1,849 2,826 31,184

ヘッジ手段 4,251 47 1 4,299

デリバティブ金融商品合計 30,760 1,896 2,827 35,483

2013年12月31日現在
2

トレーディング目的およびその他 22,250 2,554 46 24,850

ヘッジ手段 4,705 32 5 4,742

デリバティブ金融商品合計 26,955 2,586 51 29,592

当行

2014年12月31日現在

トレーディング目的およびその他 19,718 935 3,109 23,762

ヘッジ手段 918 6 － 924

20,636 941 3,109 24,686

当行グループの兄弟会社に対する債権 15,464

デリバティブ金融商品合計 40,150

2013年12月31日現在
2

トレーディング目的およびその他 15,551 848 32 16,431

ヘッジ手段 864 24 － 888

16,415 872 32 17,319

当行グループの兄弟会社に対する債権 10,752

デリバティブ金融商品合計 28,071

1  
信用格付が「BBB」以上のもの。

2  
注記１を参照のこと。

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書

345/546



保有再保険契約から生じる資産

2014年12月31日現在の保有再保険契約から生じる資産682百万ポンド(2013年：732百万ポンド)のうち、363

百万ポンド(2013年：383百万ポンド)は、信用格付がAA以上の保険会社に対する債権であった。

金融保証および取消不能な貸付コミットメント

金融保証は、顧客が第三者に対する債務を履行できない場合に当行グループが第三者に対する顧客の債務

を履行するという約定を示している。与信枠に伴うコミットメントの金額は、貸付金、保証または信用状の

形で供与することができる与信枠の未使用部分を示している。当行グループは理論上、保証総額または与信

枠の未使用部分の総額に等しい金額の損失を被るが、与信枠に伴うコミットメントの大部分は、顧客が一定

の与信基準を維持することを条件に生じるものであるため、予想される損失額は大幅に少なくなる見込みで

ある。

D. 金融資産に対する保証として差し入れを受けている担保

当行グループは、貸付金および債権ならびに取消不能な貸付コミットメントに対する担保を保有してい

る。この担保に関する定性的な情報、また、適切な場合には定量的な情報は以下の通りである。トレーディ

ング目的資産および損益を通じて公正価値で測定するその他の金融資産ならびにデリバティブ資産に対する

保証として差し入れを受けている担保についても、以下の通りである。

貸付金および債権

当行グループは、以下の通り、銀行および顧客に対する貸付金および前渡金について担保を保有してい

る。アセットバック証券ならびに社債およびその他の債券から成り、貸付金および債権に分類されている債

券に対しては、当行グループは担保を保有していない。

銀行に対する貸付金および前渡金

当行グループは、他行と与信契約を締結する前に、関連する金融商品の種類および取引相手により担保を

求める可能性がある。また可能な場合はいつでも、当該契約が法的に強制力のある範囲内でネッティング契

約が締結される。売戻条件付契約または証券貸借取引の一環として担保を保有している。

また銀行に対する貸付金および前渡金の内の担保付貸付金として会計処理されている売戻条件付契約の帳

簿価額は、当行グループにおいて1,899百万ポンド、当行において1,899百万ポンド(2013年：当行グループ

183百万ポンド、当行183百万ポンド)であった。これに対して保有する担保の公正価値は、当行グループにお

いて1,886百万ポンド、当行において1,886百万ポンド(2013年：当行グループ183百万ポンド、当行183百万ポ

ンド)であり、そのすべてについて当行グループは再担保に供することができる。

これらの取引は通常、標準的な担保付貸付活動についての通常の慣例である条件に沿って実施されてい

た。

顧客に対する貸付金および前渡金

当行グループは、顧客に対する貸付金および前渡金に対して、住宅用および商業用不動産に設定する抵当

権、事業資産(土地建物、棚卸資産および売掛金など)に設定する担保権、金融商品(債券および株式など)に

設定する担保権、ならびに第三者から受ける保証の形式で担保を保有している。

リテール貸付金

モーゲージ
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当行グループの住宅モーゲージの融資比率別の内訳は、以下の通りである。融資比率の算定に使用される

担保の価額は、直近の実際の評価額に基づいて見積られ、その後の住宅価格の変動(物価スライド制の誤謬や

損耗考慮後)を考慮して調整される。

当行グループ

延滞も減損も
していない
百万ポンド

延滞しているが
減損していない
百万ポンド

減損

百万ポンド

合計

百万ポンド

2014年12月31日現在

70％未満 202,789 4,895 1,601 209,285

70％から80％ 58,837 1,998 726 61,561

80％から90％ 32,771 1,526 702 34,999

90％から100％ 15,858 1,005 486 17,349

100％超 10,069 887 829 11,785

合計 320,324 10,311 4,344 334,979

延滞も減損も

していない

百万ポンド

延滞しているが

減損していない

百万ポンド

減損

百万ポンド

合計

百万ポンド

2013年12月31日現在

70％未満 161,105 4,294 1,743 167,142

70％から80％ 64,954 2,296 970 68,220

80％から90％ 46,581 2,224 1,080 49,885

90％から100％ 24,592 1,720 1,027 27,339

100％超 21,436 1,795 2,046 25,277

合計 318,668 12,329 6,866 337,863
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当行

延滞も減損も
していない
百万ポンド

延滞しているが
減損していない
百万ポンド

減損

百万ポンド

合計

百万ポンド

2014年12月31日現在

70％未満 46,258 783 215 47,256

70％から80％ 10,026 266 86 10,378

80％から90％ 5,598 214 87 5,899

90％から100％ 2,808 138 58 3,004

100％超 1,137 86 74 1,297

合計 65,827 1,487 520 67,834

延滞も減損も
していない
百万ポンド

延滞しているが
減損していない
百万ポンド

減損

百万ポンド

合計

百万ポンド

2013年12月31日現在

70％未満 41,434 893 243 42,570

70％から80％ 11,957 309 112 12,378

80％から90％ 8,872 330 121 9,323

90％から100％ 5,037 257 133 5,427

100％超 2,900 198 176 3,274

合計 70,200 1,987 785 72,972

その他

リテール・クレジット・カード、当座貸越、または無担保の個人向貸付金について保有する担保はない。

小規模企業向けのモーゲージ以外のリテール貸付金に関しては、住宅用不動産の第二順位抵当権および生命

保険の譲渡が担保に含まれることが多い。

モーゲージ以外のリテール貸付金の大部分は、無担保である。2014年12月31日現在、減損しているモー

ゲージ以外の貸付金合計は、577百万ポンドの減損引当金控除後で1,470百万ポンド(2013年：1,044百万ポン

ドの減損引当金控除後で1,696百万ポンド)であった。当該貸付金について保有する担保の公正価値は、110百

万ポンド(2013年：144百万ポンド)であった。担保の公正価値の算定においては、実現コストに帰属する特定

の金額はなく、各貸付金の担保の価額については、担保額を超過する部分の影響を一切排除するため、また

当行グループの信用リスクに対するエクスポージャーをより明確に表示するため、未決済の前渡金の元本に

限定されている。

減損していないモーゲージ以外のリテール貸付金は、38,560百万ポンド(2013年：36,081百万ポンド)で

あった。貸付の決定は、差し入れを受ける担保を売却して回収できる額ではなく、主に債務者が通常の業務

から返済する能力に基づいている。担保の価額は貸付実行時に厳密に評価され、その後、各事業部門の与信

方針に沿って監視される。
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当行グループの減損していないモーゲージ以外のリテール貸付金に関する信用リスクの開示では、担保控

除前の資産が記載されているため、最大損失エクスポージャーが開示されている。当行グループは、当該ア

プローチが適切であると判断している。借手が返済困難であるとの観測可能な証拠がある場合、担保の価額

が見直される。減損していないモーゲージ以外のリテール貸付金は、それに伴う担保すべてを含めて、ポー

トフォリオ基準ではなく顧客ごとの基準で管理されている。減損していないモーゲージ以外のリテール貸付

金のポートフォリオ全体に対する担保の集約情報は、主要な経営幹部への報告事項とはされていない。

商業貸付金

売戻条件付契約

担保付貸付金として会計処理されている売戻条件付契約の帳簿価額は、当行グループにおいて5,148百万ポ

ンド、当行において5,148百万ポンド(2013年：当行グループ120百万ポンド、当行120百万ポンド)であった。

これに対して保有する担保の公正価値は、当行グループにおいて5,155百万ポンド、当行において5,155百万

ポンド(2013年：当行グループ112百万ポンド、当行112百万ポンド)であり、そのすべてについて当行グルー

プおよび当行は再担保に供することができる。当該金額には、売戻条件付契約に関して提供された現金担保

が当行グループにおいて35百万ポンド、当行においてゼロポンド(2013年：当行グループ49百万ポンド、当行

ゼロポンド)含まれている。これらの取引は通常、標準的な担保付貸付活動についての通常の慣例である条件

に沿って実施されている。

減損している担保付貸付金

借手が返済困難であるとの観測可能な証拠がある場合、担保の価額および法的健全性が再評価される。当

該評価は、事業の再建または債権回収を試みる際の潜在的な損失引当金や経営陣の戦略を決定するために使

用される。

2014年12月31日現在、減損している担保付商業貸付金合計は、3,724百万ポンドの減損引当金控除後で

2,613百万ポンド(2013年：11,063百万ポンドの減損引当金控除後で9,845百万ポンド)であった。減損してい

る担保付商業貸付金について当行グループが保有する担保の公正価値は、2,517百万ポンド(2013年：6,915百

万ポンド)であった。担保の公正価値の算定においては、実現コストに帰属する特定の金額はない。減損して

いる担保付商業貸付金について当行グループが保有する担保合計額の算定においては、各貸付金の担保の価

額は、担保額を超過する部分の影響を一切排除するため、また当行グループのエクスポージャーをより明確

に表示するため、未決済の前渡金の元本に限定されている。

減損している担保付商業貸付金およびそれに伴う担保は、不動産会社や、金融業、一般事業およびその他

のサービス業、運輸業、流通業およびホテル業、ならびに建設業の顧客に関連するものである。

EDINET提出書類

ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)

有価証券報告書

349/546



減損していない担保付貸付金

減損していない担保付商業貸付金合計は、57,647百万ポンド(2013年：69,108百万ポンド)であった。商業

貸付の決定は、差し入れを受ける担保を売却して回収できる額ではなく、債務者が通常の業務から返済する

能力に基づいている。担保の価額は貸付実行時に厳密に評価される。差し入れを受ける担保の種別および貸

付時に担保の差し入れを求める頻度は、借手の規模および構造による。法人顧客およびその他の大手機関に

対するエクスポージャーについては、当行グループは、事業が保有および占有する土地および建物の第一順

位抵当権、借手企業の関係会社およびその資産に対して抵当権が設定された社債、ならびに経営者保険を担

保に含めるよう求めている。当行グループは、受入可能な担保、最大融資比率、ならびに融資の申請を審査

する際に検討すべきその他の基準を決定する際の方針を定めている。担保の要否に関する決定は、取引の性

質および顧客の信用力に基づく。プロジェクト融資、実物融資および対象資産にかかる担保権の設定が基本

的要件となっているような収益性のある不動産を除き、担保の差し入れは融資の申請を受理するかの判断に

影響しない。基本事業計画書では、通常の事業から生じる資金の範囲内で債務返済原資を賄えるかの裏付が

必要とされている。

担保の価額をどの程度積極的に管理するかは、債務者の信用の質およびその他の状況によって異なる。貸

付の決定は主に予想キャッシュフローに基づくが、差し入れを受ける担保により、貸付金または融資枠の金

額およびその他の条件が影響を受ける場合もある。これにより、認識する受取利息純額や、資産の質の決定

において考慮される内部のデフォルト時損失率の見積りへ財務上の影響を及ぼす。

減損していない担保付商業貸付金については、当行グループは担保控除前の資産総額を記載しているた

め、最大損失エクスポージャーを開示している。当行グループでは、貸付時や業績が好調な期間の担保の価

額は、債務者が返済困難となった場合の担保の価値を表わしていない場合があることから、当該アプローチ

が適切であると判断している。

減損していない担保付商業貸付金は、主にキャッシュフロー規準により管理されている。これは場合によ

り対象担保の評価を含むが、減損している貸付金については、必ずしも公正価値ベースでの評価とはならな

い。減損していない担保付商業貸付金のポートフォリオ全体に対する担保の集約情報は、主要な経営幹部へ

の報告事項とはされていない。

トレーディング目的資産および損益を通じて公正価値で測定するその他の金融資産(株式を除く)

には、帳簿価額が当行グループにおいて36,725百万ポンド、当行において47,726百万ポンド(2013年：当行

グループ29,288百万ポンド、当行29,588百万ポンド)の担保付貸付金として会計処理される買戻条件付契約が

含まれている。当行グループにおいて42,858百万ポンド、当行において53,221百万ポンド(2013年：当行グ

ループ32,434百万ポンド、当行28,509百万ポンド)の公正価値の担保を保有しており、そのすべてを当行グ

ループは再担保に供することができる。2014年12月31日現在、当行グループにおいて10,319百万ポンド、当

行において22,872百万ポンド(2013年：当行グループ8,195百万ポンド、当行17,030百万ポンド)が再担保に供

されている。
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さらに、借株の形式により担保として保有している有価証券は、当行グループにおいて33,721百万ポン

ド、当行において44,318百万ポンド(2013年：当行グループ46,552百万ポンド、当行29,853百万ポンド)で

あった。当該金額のうち、当行グループ自身の取引に関して再売却または再担保差入されたものは、当行グ

ループにおいて32,686百万ポンド、当行において43,338百万ポンド(2013年：当行グループ45,277百万ポン

ド、当行1,325百万ポンド)であった。

これらの取引は通常、標準的な担保付貸付活動についての通常の慣例である条件に沿って実施されてい

る。

マスター・ネッティング契約に基づく金額控除後のデリバティブ資産

当行グループは、マスター・ネッティング契約を用いて、また現金あるいは非常に流動性の高い有価証券

の形式で担保の差し入れを求めることにより、信用リスクに対するエクスポージャーを軽減している。マス

ター・ネッティング契約に基づく金額控除後のデリバティブ資産(純額)は、当行グループにおいて13,554百

万ポンド、当行において23,151百万ポンド(2013年：当行グループ10,113百万ポンド、当行15,879百万ポン

ド)であり、これに関して保有する現金担保は当行グループにおいて3,651百万ポンド、当行において1,938百

万ポンド(2013年：当行グループ2,702百万ポンド、当行1,378百万ポンド)であった。

取消不能な貸付コミットメントおよびその他の与信関連偶発債務

2014年12月31日現在の取消不能な貸付コミットメントおよびその他の与信関連偶発債務は、当行グループ

において57,711百万ポンド、当行において42,150百万ポンド(2013年：当行グループ59,172百万ポンド、当行

42,798百万ポンド)であった。当該残高のうち、当行グループの8,673百万ポンド、当行の247百万ポンド

(2013年：当行グループ19,123百万ポンド、当行16,929百万ポンド)については、貸付が実行された場合の保

証として担保を保有している。

取消不能な貸付コミットメントに関する貸付の決定は、差し入れを受ける担保を売却して回収できる額で

はなく、債務者が通常の業務から返済する能力に基づいている。当行グループでは慣例により、商業貸付の

コミットメントについて、その性質に見合う価値の担保の差し入れを求めている。リテール・モーゲージの

コミットメントは、大部分が融資比率100％未満のモーゲージに対するものである。担保の差し入れを受けて

いる取消不能な貸付コミットメントの残高全体に対する担保の集約情報は、主要な経営幹部への報告事項と

はされていない。

抵当権実行済の担保

当年度中において、828百万ポンド(2013年：902百万ポンド)の担保に対して抵当権が実行され、その内訳

は主に住宅用不動産であった。リテール・ポートフォリオに関して、当行グループは、担保として差し入れ

を受けた不動産またはその他の資産を物理的に保有せず、債務を決済するためにできるだけ早く売却実現す

る(通常、競売にて)ように外部の代理業者を利用している。残余金がある場合には、借手へ返金されるか、

破綻に関する規制に沿って処理される。特定の状況において、当行グループは、商業貸付金に対して差し入

れを受けた担保を物理的に保有する。この場合、当該資産は当行グループの貸借対照表に計上され、当行グ

ループの会計方針に従って分類される。

E. 保証として差し入れられている担保

当行グループは主に、標準的な担保付借入活動についての通常の慣例である条件に沿って実施されている

買戻条件付契約および証券貸借取引について、担保として資産を差し入れている。

買戻条件付契約
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銀行預り金

銀行預り金には、供与したファシリティにかかる担保として保有する預金が含まれており、その帳簿価額

は当行グループにおいて1,075百万ポンド、当行において480百万ポンド(2013年：当行グループ1,874百万ポ

ンド、当行1,251百万ポンド)、公正価値は当行グループにおいて1,075百万ポンド、当行において480百万ポ

ンド(2013年：当行グループ1,874百万ポンド、当行1,251百万ポンド)である。

顧客預金

2013年度の顧客預金には、供与したファシリティにかかる担保として保有する預金が含まれており、その

帳簿価額は当行グループにおいて2,978百万ポンド、当行において2,978百万ポンド、公正価値は当行グルー

プにおいて2,978百万ポンド、当行において2,978百万ポンドであった。さらに、買戻条件付契約に関連して

供された現金担保が含まれており、当行グループにおいて６百万ポンド、当行においてゼロポンド(2013年：

当行グループ416百万ポンド、当行ゼロポンド)であった。

トレーディング目的負債および損益を通じて公正価値で測定するその他の金融負債

担保付借入金として会計処理されている買戻条件付取引に関して、差し入れられており、担保権者が契約

または慣例により再担保に供することが可能な担保の公正価値は、当行グループにおいて57,844百万ポン

ド、当行において67,016百万ポンド(2013年：当行グループ37,999百万ポンド、当行35,907百万ポンド)で

あった。

証券貸借取引

証券貸借取引の一環として担保として差し入れている金融資産は、貸借対照表において以下の通りであっ

た。

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

トレーディング目的資産および損益を通

じて公正価値で測定するその他の金融資

産

9,955 10,388 2,040 665

顧客に対する貸付金および前渡金 1,393 14,927 － －

貸付金および債権に分類されている債券 88 89 88 78

売却可能金融資産 8,363 2,311 7,706 9,564

19,799 27,715 9,834 10,307
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証券化および担保付債券

当行グループでは上記の資産の他、当行グループの資産担保付コンデュイットおよびその証券化ならびに

担保付債券プログラムを通じた抵当付資産を保有している。当該資産の詳細については、注記18および19を

参照のこと。

(2)市場リスク

金利リスク

当行グループのリテール・バンキング業務においては、金利リスクは資産および負債に関するさまざまな

リプライシングの特性から生じる。負債は、金利変動に対する感応度の低いもの(無利息または極めて低金利

の顧客預金など)か、金利変動に対する感応度は高いものの当行グループの裁量で変動する可能性があり、競

争上の理由から、通常、イングランド銀行公表の基準金利の変動を反映する金利が付帯するもののいずれか

である。満期までの期間において契約に基づき金利が固定される預金は比較的少数である。

銀行資産の多くは金利変動に対する感応度の高いものである。マネージド・レート負債から生じる金利リ

スクに対する自然な相殺とみなされる大量のマネージド・レート資産(変動利付モーゲージなど)が存在す

る。しかし、かなりの割合の当行グループの貸付資産(多数の個人向貸付金およびモーゲージなど)は、契約

に基づき５年以上の期間にわたって固定される金利が付帯するものである。

当行グループおよび当行は、金利リスクのヘッジ会計のヘッジ関係について、公正価値ヘッジとキャッ

シュフロー・ヘッジの２種類を確立している。当行グループおよび当行は、固定利付顧客貸付金、固定利付

顧客預金および劣後債券の大部分については公正価値金利リスクに、また変動利付貸付金および預金ならび

に変動利付劣後債券についてはキャッシュフロー金利リスクにさらされている。

2014年12月31日現在、公正価値ヘッジとして指定されている金利スワップの想定元本総額は、当行グルー

プにおいて115,905百万ポンド(2013年：154,657百万ポンド)、当行において119,951百万ポンド(2013年：

152,177百万ポンド)であり、正味公正価値は、当行グループにおいて1,481百万ポンドの資産(2013年：1,551

百万ポンドの資産)、当行において1,787百万ポンドの負債(2013年：1,295百万ポンドの負債)であった(注記

15)。また、ヘッジ手段について認識した損失は、当行グループにおいて2,791百万ポンド(2013年：933百万

ポンド)、当行において3,669百万ポンド(2013年：625百万ポンドの利益)であった。当行グループにおいて

は、ヘッジ対象リスクに帰属するヘッジ対象項目にかかる利益が2,652百万ポンド(2013年：872百万ポン

ド)、当行においては利益が3,596百万ポンド(2013年：647百万ポンドの損失)であった。

また、当行グループは、主に商業事業内の資金調達コストの変動をヘッジする目的で、キャッシュフ

ロー・ヘッジを有している。注記15では、指定されたキャッシュフロー・ヘッジについて、ヘッジ対象の

キャッシュフローの予想発生時期およびそれが損益に影響を与える時期を示している。2014年12月31日現

在、キャッシュフロー・ヘッジとして指定されている金利スワップの想定元本は、当行グループにおいて

518,746百万ポンド(2013年：559,690百万ポンド)、当行において52,396百万ポンド(2013年：ゼロポンド)で

あり、当行グループは正味公正価値が931百万ポンドの負債(2013年：1,361百万ポンドの負債)、当行は正味

公正価値が29百万ポンドの負債(2013年：ゼロポンド)であった(注記15)。2014年度において、キャッシュフ

ロー・ヘッジから生じ、損益計算書に認識された非有効部分は、当行グループにおいて56百万ポンドの利益

(2013年：83百万ポンドの損失)で、当行において26百万ポンドの利益(2013年：ゼロポンドの利益)であっ

た。

通貨リスク

為替リスクは、財務のトレーディング業務から生じる為替リスクおよび構造的な為替リスクから構成され

ており、後者は当行グループの在外事業に対する投資から生じる。
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法人業務やリテール業務は、顧客へサービスを提供する過程で為替リスクを被る。トレーディング目的以

外の勘定における非構造的な為替リスクはすべて、それらが監視および管理されるトレーディング分野へ振

り替えられる。当該リスクは、エクスポージャーの上限を割り当てる承認を受けたトレーディング・セン

ターが管理する。この上限は、各国のセンターにより毎日監視され、ロンドンの市場リスクおよび流動リス

ク管理部門に報告される。

リスクは、在外事業に対する当行グループの投資から生じる。当行グループの構造的な為替リスクに対す

るエクスポージャーは、子会社および支店の外貨建株式および子会社および支店に対する劣後債券投資の純

資産価額で表示されている。構造的な為替リスクに対するエクスポージャーにかかる損益は、剰余金に計上

される。

当行グループは、特定の在外事業に対する純投資に伴う為替換算リスクの一部を、外貨借入を用いてヘッ

ジしている。当行は当該エクスポージャーのヘッジを行っていない。2014年12月31日現在、当行グループの

外貨借入の元本総額は587百万ポンド(2013年：1,695百万ポンド)であった。2014年度に、税引前および税引

後で１百万ポンドの非有効部分の損失(2013年：税引前で16百万ポンド、税引後で12百万ポンドの非有効部分

の利益)が、純投資ヘッジに起因するものとして損益計算書に認識された。
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当行グループの主要な在外事業地域は、南北アメリカおよびヨーロッパである。純投資ヘッジ後の当行グ

ループの構造的な為替リスクの詳細は、以下の通りである。

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

当行グループの業務における機能通貨

ユーロ：

総エクスポージャー 286 567 7 7

純投資ヘッジ (218) (464) － －

68 103 7 7

米ドル：

総エクスポージャー 392 379 43 41

純投資ヘッジ (342) (341) － －

50 38 43 41

スイス・フラン：

総エクスポージャー (17) (7) (17) (7)

純投資ヘッジ － － － －

(17) (7) (17) (7)

豪ドル：

総エクスポージャー － 853 － (42)

純投資ヘッジ － (866) － －

－ (13) － (42)

日本円：

総エクスポージャー － (1) － (1)

純投資ヘッジ － (1) － －

－ (2) － (1)

ポンド以外の他の通貨 90 106 111 118

純投資ヘッジ後の構造的な為替リスク

合計
191 225 144 116
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(3)流動性リスク

流動性リスクとは、当行グループがその契約債務を履行するのに十分な財源を確保できないリスク、また

は過度の費用を費やさなければかかる財源を確保できないリスクをいう。流動性リスクは、主に契約満期日

に基づく様々な測定値、テストおよび報告を通じて管理されている。当行グループは、PRAが定めるものを含

め様々な状況に対する流動性ポジションのストレス・テストを月次で実施している。当行グループの流動性

リスクの選好度は、多数のストレス流動性の測定値に対しても測定されている。

以下の表は、当行グループおよび当行の金融商品に伴う負債(ただし、保険契約および有配当投資契約から

生じるものを除く)を、契約満期日に従って割引前将来キャッシュフロー・ベースで、貸借対照表日現在の残

存期間に基づいて満期グループ別に分析したものである。既定の満期がない残高は「５年超」のカテゴリー

に含まれている。満期までの残存期間に基づき以下の表に含められた一部の残高は、違約金を支払えば要求

払いになる。
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１ヶ月まで

百万ポンド

１ヶ月から

３ヶ月

百万ポンド

３ヶ月から

12ヶ月

百万ポンド

１年から

５年

百万ポンド

５年超

百万ポンド

合計

百万ポンド

当行グループ

2014年12月31日現在

銀行預り金 4,238 1,734 1,427 2,895 1,003 11,297

顧客預金 365,331 14,003 38,521 31,614 470 449,939

トレーディング目的負債お

よび

損益を通じて公正価値で測

定す

るその他の金融負債

32,209 15,145 1,316 3,657 7,508 59,835

発行債券 11,059 6,163 15,155 33,864 29,306 95,547

無配当投資契約から生じる

負債
5 10 140 241 16,741 17,137

劣後債券 670 1,386 2,358 9,820 12,940 27,174

デリバティブ以外の金融負

債

合計

413,512 38,441 58,917 82,091 67,968 660,929

デリバティブ金融負債：

総額決済されるデリバティ

ブ － アウトフロー
39,616 32,166 34,932 42,415 41,128 190,257

総額決済されるデリバティ

ブ － インフロー
(37,928) (30,408) (32,999) (39,883) (35,858) (177,076)

総額決済されるデリバティ

ブ － 純フロー
1,688 1,758 1,933 2,532 5,270 13,181

純額決済されるデリバティ

ブ負債
21,959 114 340 1,150 3,650 27,213

デリバティブ金融負債合計 23,647 1,872 2,273 3,682 8,920 40,394

2013年12月31日現在

銀行預り金 9,944 636 1,254 1,710 3,371 16,915

顧客預金 323,338 15,576 38,689 42,611 34,510 454,724

トレーディング目的負債お

よび

損益を通じて公正価値で測

定す

るその他の金融負債

18,811 9,906 4,416 7,382 3,616 44,131

発行債券 7,417 5,069 15,775 40,366 24,514 93,141

無配当投資契約から生じる

負債
25,870 － － － － 25,870

劣後債券 618 290 3,441 12,307 19,539 36,195

デリバティブ以外の金融負

債

合計

385,998 31,477 63,575 104,376 85,550 670,976
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デリバティブ金融負債：

総額決済されるデリバティ

ブ － アウトフロー
4,880 81,612 35,369 56,857 33,767 212,485

総額決済されるデリバティ

ブ － インフロー
(4,115) (79,256) (34,321) (55,396) (32,625) (205,713)

総額決済されるデリバティ

ブ － 純フロー
765 2,356 1,048 1,461 1,142 6,772

純額決済されるデリバティ

ブ負債
21,730 179 438 1,202 541 24,090

デリバティブ金融負債合計 22,495 2,535 1,486 2,663 1,683 30,862
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当行グループの金融保証契約は金融商品として会計処理され、貸借対照表上、公正価値で測定される。当

行グループの金融保証契約の大部分は、保証を受ける相手方が債務の履行を怠る場合、当行グループの要求

に応じて請求払いされるものである。しかし、ほとんどの金融保証契約は、未使用のまま保証期間の満了を

迎えることが予想される。2014年12月31日現在、これらの金融保証の契約上の額面金額は合計7,161百万ポン

ド(2013年：8,591百万ポンド)であった。このうち、１年以内に満期となる契約が4,133百万ポンド、１年か

ら３年の間に満期となる契約が1,823百万ポンド、３年から５年の間に満期となる契約は674百万ポンドおよ

び満期まで５年超の契約は531百万ポンド(2013年：１年以内に満期4,233百万ポンド、１年から３年の間837

百万ポンド、３年から５年の間2,039百万ポンド、および満期まで５年超1,482百万ポンド)であった。

当行グループの無配当投資契約負債の大部分は、ユニットリンク型のものである。これらのユニットリン

ク型商品は、ユニットファンドの運用委託に従って投資されている。これについては、保険契約者が売却を

強制されることなくリンク型資産を現金化できるように必要に応じて売却を繰り延べることができるとの条

項が含まれている。

償還オプションがない無期限劣後債券の元本は、「５年超」の欄に含まれている。発行されている限り当

該商品に関して支払われる当行グループの年利約79百万ポンド(2013年：85百万ポンド)および当行の年利約

22百万ポンド(2013年：22百万ポンド)は、「５年超」の欄に含まれていない。
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当行

１ヶ月まで

百万ポンド

１ヶ月から

３ヶ月

百万ポンド

３ヶ月から

12ヶ月

百万ポンド

１年から

５年

百万ポンド

５年超

百万ポンド

合計

百万ポンド

2014年12月31日現在

銀行預り金 4,173 1,136 1,169 1,561 288 8,327

顧客預金 175,031 8,223 7,065 4,511 348 195,178

トレーディング目的負債お

よび

損益を通じて公正価値で測

定

するその他の金融負債

31,056 14,731 1,451 3,354 7,504 58,096

発行債券 7,547 4,614 9,255 19,715 22,541 63,672

劣後債券 371 509 1,386 4,801 9,492 16,559

デリバティブ以外の金融負

債

合計

218,178 29,213 20,326 33,942 40,173 341,832

デリバティブ金融負債：

総額決済されるデリバティ

ブ － アウトフロー
36,964 28,245 31,639 34,609 23,375 154,832

総額決済されるデリバティ

ブ － インフロー
(35,481) (26,665) (29,881) (32,716) (21,481) (146,224)

総額決済されるデリバティ

ブ － 純フロー
1,483 1,580 1,758 1,893 1,894 8,608

純額決済されるデリバティ

ブ

負債

18,253 27 88 303 516 19,187

デリバティブ金融負債合計 19,736 1,607 1,846 2,196 2,410 27,795

１ヶ月まで

百万ポンド

１ヶ月から

３ヶ月

百万ポンド

３ヶ月から

12ヶ月

百万ポンド

１年から

５年

百万ポンド

５年超

百万ポンド

合計

百万ポンド

2013年12月31日現在

銀行預り金 7,732 612 1,121 783 399 10,647

顧客預金 171,719 7,944 9,896 7,609 495 197,663

トレーディング目的負債お

よび

損益を通じて公正価値で測

定

するその他の金融負債

18,076 3,907 8,612 8,764 3,747 43,106

発行債券 1,893 2,808 9,362 23,243 16,818 54,124

劣後債券 43 163 2,474 7,803 19,909 30,392

デリバティブ以外の金融負

債

合計

199,463 15,434 31,465 48,202 41,368 335,932
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デリバティブ金融負債：

総額決済されるデリバティ

ブ － アウトフロー
1,234 80,325 26,239 40,169 19,236 167,203

総額決済されるデリバティ

ブ － インフロー
(835) (78,238) (25,161) (38,974) (18,884) (162,092)

総額決済されるデリバティ

ブ － 純フロー
399 　 2,087 1,078 1,195 352 5,111

純額決済されるデリバティ

ブ

負債

15,133 　 90 147 511 321 16,202

デリバティブ金融負債合計 15,532 　 2,177 1,225 1,706 673 21,313
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保険契約および有配当投資契約から生じる当行グループの負債は、IFRS第４号が認めている通り、実績

ベースで以下の通り分析される。

１ヶ月まで

百万ポンド

１ヶ月から

２ヶ月

百万ポンド

３ヶ月から

12ヶ月

百万ポンド

１年から

５年

百万ポンド

５年超

百万ポンド

合計

百万ポンド

2014年12月31日現在 1,037 1,276 5,101 20,914 58,916 87,244

2013年12月31日現在 1,088 1,391 5,231 21,468 53,623 82,801

ユニットリンク型ではなく、あるいは当行グループのウィズプロフィット・ファンドでもない保険および

有配当投資契約(特に年金負債)の目的は、投資にかかるキャッシュフローが予測将来年金支払債務のキャッ

シュフローに一致するよう、資産に投資することである。
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以下の表は、オフバランスシートの偶発債務および契約債務の額と満期までの残存期間を示している。

１年以内

百万ポンド

１年から３年

百万ポンド

３年から５年

百万ポンド

５年超

百万ポンド

合計

百万ポンド

当行グループ

2014年12月31日現在

引受および裏書 58 － － 1 59

その他の偶発債務 1,306 504 130 683 2,623

偶発債務合計 1,364 504 130 684 2,682

貸付契約債務 72,693 13,750 15,733 5,103 107,279

その他の契約債務 101 162 － － 263

契約債務合計 72,794 13,912 15,733 5,103 107,542

偶発債務および契約債務合計 74,158 14,416 15,863 5,787 110,224

2013年12月31日現在

引受および裏書 134 15 13 42 204

その他の偶発債務 1,573 377 118 608 2,676

偶発債務合計 1,707 392 131 650 2,880

貸付契約債務 70,378 14,886 17,064 2,849 105,177

その他の契約債務 494 － － － 494

契約債務合計 70,872 14,886 17,064 2,849 105,671

偶発債務および契約債務合計 72,579 15,278 17,195 3,499 108,551

１年以内

百万ポンド

１年から３年

百万ポンド

３年から５年

百万ポンド

５年超

百万ポンド

合計

百万ポンド

当行

2014年12月31日現在

引受および裏書 58 － － － 58

その他の偶発債務 1,089 502 124 622 2,337

偶発債務合計 1,147 502 124 622 2,395

貸付契約債務 38,751 11,710 15,194 2,570 68,225

その他の契約債務 100 162 － － 262

契約債務合計 38,851 11,872 15,194 2,570 68,487

偶発債務および契約債務合計 39,998 12,374 15,318 3,192 70,882

2013年12月31日現在

引受および裏書 124 － － － 124

その他の偶発債務 1,278 362 90 603 2,333

偶発債務合計 1,402 362 90 603 2,457

貸付契約債務 37,014 13,553 15,553 1,308 67,428

その他の契約債務 491 － － － 491

契約債務合計 37,505 13,553 15,553 1,308 67,919

偶発債務および契約債務合計 38,907 13,915 15,643 1,911 70,376
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(4)保険リスク

保険リスクとは、保険事故／引受済保険に関連する事象の発生時期、頻度および深刻度の変動や、請求に

基づく保険金の支払時期および支払額の変動が原因で、財務上の損失または評判の低下が生じ、収益が減少

するおよび／または価値が低下するリスクをいう。この変動には、顧客の行動に起因する利益の変動が含ま

れる。

当行グループにおける保険事業体の支払能力および損益に対する選好度は、取締役会が年次でレビューお

よび承認を行う。保険リスクは、ストレス・テストやシナリオ分析、また適切な場合には確率論的モデリン

グを含むさまざまな技法を用いて測定される。保険リスクの状況を追跡するため、継続的な監視が行われ

る。これは通常、関連する実績を期待値に照らした上での監視や、保険リスクを管理するために実施してい

る各種統制の有効性の評価を伴うものである。
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54　資本

資本管理

当行グループ内において、規制対象となっている各事業体の資本は、適切な頻度で能動的に管理されてい

る。また自己資本比率は予算および計画策定プロセスにおける主要な検討要素となっており、予想される最

新の比率は、年度中に定期的にロイズ・バンキング・グループの資産および負債委員会が精査している。資

本は、予想成長率やリスク資産の通貨を考慮して調達している。資本に関する方針や手続は、独立部門が監

視している。

当行グループは、英国において健全性監督機構(以下「PRA」という。)のポリシー・ステートメントPS7/13

により施行された所要自己資本に関する指令および規制(以下「CRDⅣ」という。)に定義されている規制上の

フレームワークを用いて、保有する自己資本の金額を測定している。CRDⅣの要件の適用は、PS7/13が認めて

いる移行期間の対象である。

規制上のフレームワークのPillar１による自己資本合計の最低額は、信用リスク、取引相手の信用リス

ク、オペレーショナル・リスクおよび市場リスクに関して計算されたリスク加重資産合計の８％と定められ

ている。2014年度には普通株等Tier１(以下「CET１」という。)資本がリスク加重資産の４％以上を占めるこ

とが要求されており、2015年１月１日からは4.5％に引き上げられる。

自己資本の最低所要額はフレームワークのPillar２の要件によって補完される。Pillar 2Aに基づき、銀行

固有の個別資本ガイダンス(以下「ICG」という。)の発行を通じて、追加所要額が設定されている。このガイ

ダンスは、Pillar１ではカバーされないまたは完全にはカバーされないリスクに関してPillar１を調整する

ものである。PRAのICGプロセスでの主要な情報は、自己資本充実度に関する内部的な評価プロセス(以下

「ICAAP」という。)というプロセスである、必要な自己資本額に関する銀行の自己評価である。

CRDⅣに基づき、様々な銀行固有の規制上の自己資本の追加的バッファーが適用される。しかし、これら

は、複数の期間にわたり(2016年度から)段階的に導入される、時間の経過に伴い変化する性質であるか、ま

たは規制当局の裁量によって適用されるかのいずれかであるため、現時点では当行グループに適用されてい

ない。

当年度中において、当行グループ内の規制対象となっている各事業体と当行グループ自身は、遵守すべき

外部の所要自己資本規制のすべてを遵守していた。

規制上の自己資本の動向

当行グループがその範囲内で営業活動を行っている規制上のフレームワークは、グローバルでは金融安定

化理事会(以下「FSB」という。)およびバーゼル委員会を通じて、ヨーロッパ全体ではCRDⅣのテクニカルに

関する基準およびガイドラインの発行を通じて、また、英国内ではPRAおよび金融政策委員会(以下「FPC」と

いう。)を通じて発展し続けている。当行グループは、当行グループおよび規制対象となっている各事業体が

引き続き規制上の自己資本の最低所要額および当行グループのリスク選好度を上回り、市場の期待に添った

堅固な自己資本のポジションを維持できるように、これらの動向を引き続き非常に注息深く監視し、自己資

本に及ぼす潜在的な影響の分析を行っている。
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自己資本の内訳

規制上の自己資本は、永続性の度合および損失負担能力により階層に分けられている。

－　普通株等Tier１資本は、様々な規制上の調整および控除を適用後の株主資本で構成されており、資本の

最も強固な形式を表している。これには、CRDⅣにおける基準値要件の対象とである保険事業への当行グ

ループの投資および繰延税金資産に関する控除、ならびにキャッシュフロー・ヘッジ剰余金、のれん、

その他の無形資産および確定給付年金の積立超過額の消去が含まれている。

－　完全に適格である追加的Tier１(以下「AT１」という。)資本は、CET１比率が規定のトリガー限度額まで

下落した場合に有価証券の評価減または株式への転換を行うための個別引当金を伴う非累積型永久債で

構成されている。経過規定により、それ自体の権利においては適格でないが、CRDⅣ以前にTier１資本と

して発行され、適格であった有価証券は、AT１に一部含めることができる。これは段階的に償還され、

2022年に完全に償還される。これらの有価証券はAT１として適格でないものの、依然としてTier２資本

として適格である場合がある。当行グループの保険事業が発行し、当行グループが保有している劣後債

券の一部は、AT１資本から控除されている。残りの部分は、Tier２資本から控除されている。

－　Tier２(以下「T２」という。)資本は、AT１として適格でない一部のその他の劣後債券で構成される。こ

れらは発行時の期間が最短10年で、通常、発行から５年以内に償還することはできず、満期直前の５年

間において規制上のT２資本として段階的に償還される。CRDⅣの経過規定により、それ自体の権利にお

いてはT２として適格でないが、CRDⅣ以前にT２資本として発行され、適格であった有価証券は、T２資

本に一部含めることができる。これは段階的に償還され、2022年に完全に償還される。T２資本からの控

除は、当行グループの保険事業のうちAT１資本から控除されていない部分について行われる。

当行グループのCRDⅣへの移行による自己資本の要約は、以下の通りである：

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

普通株式Tier１/コアTier１資本 36,464 42,171

追加的Tier１資本 4,583 2,608

Tier２資本 15,201 17,156

規制に基づく控除額 － (3,275)

資本合計 56,248 58,660
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55　キャッシュフロー計算書

a 営業資産の変動

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
1

百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
1

百万ポンド

貸付金および債権の変動 12,846 29,909 (1,365) 16,625

ロイズ・バンキング・グループ内の他

社に対する債権の変動
3,204 3,429 132,341 (18,348)

デリバティブ金融商品、トレーディン

グ目的資産および損益を通じて公正価

値で測定するその他の金融資産の変動

(11,446) (5,457) (41,022) (29,190)

その他の営業資産の変動 (1,965) (4,477) (737) 70

営業資産の変動 2,639 23,404 89,217 (30,843)

b 営業負債の変動

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
1

百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
1

百万ポンド

銀行預り金の変動 (3,029) (25,529) (2,176) (20,275)

顧客預金の変動 7,745 15,599 9,422 511

ロイズ・バンキング・グループ内の他

社に対する債務の変動
(3,629) (1,153) (152,046) 14,822

発行債券の変動 (11,114) (29,016) 12,894 (7,523)

デリバティブ金融商品、トレーディン

グ目的負債および損益を通じて公正価

値で測定するその他の金融負債の変動

23,886 (8,408) 43,134 30,728

投資契約から生じる負債の変動 (342) 3,171 － －

その他の営業負債の変動 (5,148) (3,664) 147 (482)

営業負債の変動 8,369 (49,000) (88,625) 17,781

1  
注記１を参照のこと。
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c 非現金項目およびその他の項目

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

減価償却費および償却費 1,935 1,940 536 439

処分グループの減損に対する引当金 － 382 － －

子会社に対する投資の価値の永久的な

下落
－ － 149 －

投資不動産の再評価 (513) (143) － －

貸倒引当金 737 2,726 443 649

貸倒引当金の消却 (5,761) (5,858) (1,003) (1,427)

売却可能金融資産の減損 2 18 － －

保険契約から生じる負債の変動 4,069 5,309 － －

支払保護保険に対する引当金 2,200 3,050 1,394 2,169

その他の規制上の引当金 925 405 561 270

その他の引当金の変動 222 153 633 18

確定給付型制度に関する

(貸方)借方計上額(純額)
(478) 503 (182) 197

OEIC連結および非連結の影響
1 (5,277) 6,303 － －

減損引当金割引額の取崩 (126) (351) (96) (130)

貸借対照表上の外国為替要素
2 1,057 614 (542) 440

その他の収益の負債管理(利益)損失
3 － 80 － －

劣後債券に伴う支払利息 2,752 2,463 1,848 1,376

事業売却(利益)損失 (208) (209) (210) 296

その他の非現金項目 (97) (1,656) (212) (553)

非現金項目合計 1,439 15,729 3,319 3,744

確定給付型制度への拠出額 (538) (811) (157) (505)

支払保護保険に対する引当金に関する

支払
(2,458) (2,674) (1,650) (2,037)

その他の規制上の引当金に関する支払 (1,104) (360) (667) (174)

その他 29 26 － －

その他の項目合計 (4,071) (3,819) (2,474) (2,716)

非現金項目およびその他の項目 (2,632) 　 11,910 845 1,028

1  
上記のOEIC(オープンエンド投資会社)はミューチュアル・ファンドであり、当行グループがファンドを管理し、受益持

分の過半数を所有する場合に連結される。連結OEICの数は、外部投資家が各種ファンドの持分を取得および売却するた

め、各報告日により異なる。これらのファンドは、ファンド投資およびそれと同額のユニット保有者に対する負債を連結

範囲に含めた日から連結される。連結ファンドの変動は貸借対照表の非現金項目の変動に表示される。
2  

貸借対照表の各勘定科目の変動を考慮する場合、基礎となる現金の影響を表示するために、外国為替レートの変動は除

外される。
3  

2014年度および2013年度に当行グループが実施した資本取引には、新規に発行した有価証券と既存の有価証券の交換が

多数含まれており、それに伴うキャッシュフローはなかった。
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d 貸借対照表に表示されている現金および現金同等物の内訳

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

現金および中央銀行預け金 50,492 49,915 40,965 42,283

控除：強制準備預金
1 (980) (937) (478) (498)

49,512 48,978 40,487 41,785

銀行に対する貸付金および前渡金 26,155 25,365 4,591 3,095

控除：満期までの期間が３ヶ月以上

の額
(10,520) (7,546) (2,106) (389)

15,635 17,819 2,485 2,706

現金および現金同等物合計 65,147 66,797 42,972 44,491

1  
強制準備預金とは、法定要件に従って中央銀行へ預入する資金をいう。この預金は、当行グループの通常業務には利用

できない。

当行グループの2014年12月31日現在の現金および現金同等物には、当行グループの生命保険ファンドにて

保有され、直ちに事業に利用できない12,855百万ポンド(2013年：14,058百万ポンド)の現金および現金同等

物が含まれている。

e グループ会社および事業の買収

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

子会社に対する追加資本注入 － － (750) (621)

子会社の取得 － － － (773)

関連会社および合弁企業の買収および

それらへの追加投資
(1) (6) － －

正味キャッシュ・アウトフロー (1) (6) (750) (1,394)
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f グループ会社および事業の売却

当行グループ 当行

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

2014年
百万ポンド

2013年
百万ポンド

トレーディング目的資産および

損益を通じて公正価値で測定する

その他の金融資産

11 35,159 － －

銀行に対する貸付金および前渡金 55 1,701 － 926

顧客に対する貸付金および前渡金 256 2,612 256 434

投資不動産 － 582 － －

保有契約の価額 － 831 － －

その他の無形資産 － 251 － －

有形固定資産 － 67 － －

322 41,203 256 1,360

顧客預金 (266) (1,923) (266) (1,443)

発行債券 － (264) － －

保険契約および有配当投資契約から

生じる負債
－ (451) － －

無配当投資契約から生じる負債 － (29,953) － －

少数株主持分 － (357) － －

その他の資産(負債)の純額 802 (6,160) － 52

536 (39,108) (266) (1,391)

売却した純資産(負債) 858 2,095 (10) (31)

処分子会社への投資 － － 910 423

受領した非現金対価 (518) (59) (518) (59)

事業売却益(損) 208 362 351 (296)

売却した現金および現金同等物 (5) (1,702) (5) (46)

売却による正味キャッシュ・インフ

ロー
543 696 728 (9)
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56　TSBバンキング・グループ・ピーエルシー株式の売却(非支配持分)

2014年12月31日終了事業年度において、当行グループはTSBバンキング・グループ・ピーエルシー(以下

「TSB」という。)の３つの部分を売却した。

(ⅰ)　2014年６月に、当行グループは、新規株式公開(以下「IPO」という。)を通じて、直接帰属費用25百

万ポンド控除後の430百万ポンドを対価として、TSBにおける35％の持分を売却した。

(ⅱ)　2014年７月に、当行グループは、IPOの引受人によって行使されたオーバーアロットメントに係るオ

プションを通じて、直接帰属費用１百万ポンド控除後の44百万ポンドで、TSBの3.5％を売却した。

(ⅲ)　2014年９月に、当行グループは、直接帰属費用１百万ポンド控除後の160百万ポンドを対価として、

さらに11.5％を売却した。

2014年12月31日現在、当行グループは、TSBにおける約50％の持分を持ち続けており、同社は引き続き当行

グループの連結子会社である。

これらの取引のいずれの結果も、当行グループによるTSBの支配の譲渡には至らなかったため、当行グルー

プの損益計算書に利益または損失は認識されていない。３件の売却の純収入と売却されたTSBの純資産の持分

(帳簿価額による)との差額である171百万ポンドは、当行グループの利益剰余金から控除されている。
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57　今後の会計基準

以下の各基準は、当行グループの財務書類に大きく影響する可能性があるが、2014年12月31日終了事業年

度では適用されておらず、本財務書類の作成時に適用されていない基準である。以下に開示するとおり、当

行グループでは、これらの会計基準の変更に伴うあらゆる影響を評価している。

基準 変更内容 IASBによる発効日

IFRS第９号「金融商品」
1 この基準は、IAS第39号「金融商品：認識および測定」

の後継基準となる。IFRS第９号は、各金融資産を、該当企

業のビジネスモデル上での金融資産の管理目標や該当金融

商品の約定キャッシュフローの性質に応じて３つの測定カ

テゴリー(損益を通じて公正価値、その他の包括利益を通

じて公正価値、償却原価)のうちの１つに分類することを

求めている。認識中止の要件については、IAS第39号から

概ね変更されていない。この基準は、金融負債に関する現

行の要件のほとんどを保持しているものの、損益を通じて

公正価値で測定するものとして指定した金融負債を除外し

ており、それにより、公正価値の変動のうち、企業自身の

信用リスクに帰属する部分は、その他の包括利益に計上さ

れる。これらの変更による当行グループへの重要な影響は

ないと予想される。

IFRS第９号はまた、既存の「発生損失」減損アプローチ

に代わり、予想信用損失アプローチを採用している。この

変更により、当行グループの貸借対照表に計上されている

貸倒引当金が増加する見込みである。ただし、どの程度増

加するかは、特に、当初適用日現在の当行グループの貸付

ポートフォリオの構成、ならびに全般的な経済状況および

その予測によって異なる。

IFRS第９号のヘッジ会計に関する要件は、IAS第39号よ

り緊密にリスク管理の実務と整合することとなり、より原

則主義的なアプローチを採用している。変更後の要件によ

る当行グループへの重要な影響はないと予想される。

2018年１月１日以降に開

始する事業年度

IFRS第15号「顧客との契約から

生じる収益」
1

　この基準は、IAS第18号「収益」およびIAS第11号「工事

契約」の後継基準となる。IFRS第15号は、企業が顧客と交

わした契約から生じる収益およびキャッシュフローの性

質、金額、時期および不確実性に関する有用な情報を報告

するにあたっての原則を定めている。収益は、企業が製品

やサービスと引き換えに権利を得ると見込んでいる対価を

反映した金額で認識される。金融商品、リースおよび保険

契約は適用範囲外であることから、この基準による当行グ

ループへの重要な影響はないと予想される。

2017年１月１日以降に開

始する事業年度

1
2015年３月11日現在、この基準は、EUの承認待ちの状態にある。
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58　その他の情報

ロイズ・バンク・ピーエルシーとその子会社は、英国に拠点を置く大手金融サービス・グループを形成し

ており、英国や一定の外国にて幅広い銀行サービスや金融サービスを提供している。

ロイズ・バンク・ピーエルシーの直接親会社、最終親会社および支配会社は、スコットランドで設立され

たロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーである。ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの

連結年次報告書および財務書類はロイズ・バンキング・グループ本店(EC2V 7HNロンドン市グレシャム・スト

リート25番地)から、またはホームページwww.lloydsbankinggroup.comからダウンードすることで入手でき

る。
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２【主な資産・負債及び収支の内容】

当行グループの資産、負債、収入および費用は、上記「１　財務書類」の連結損益計算書および連結貸借

対照表を参照のこと。詳細は、同財務書類の注記も参照のこと。

３【その他】

　(1)　後発事象

最近の動き

2015年３月20日、ロイズ・バンキング・グループは保有するTSB株9.99％をバンコ・デ・サバデル・エス

エー（以下「サバデル」という。）に売却することで合意したと発表し、保有する残りのTSB株40.01％全部

に関し、TSBに対するサバデルの現金での買収提案（以下「本買収提案」という。）を受諾する約束を取消不

能の形で締結した。これにより、サバデルはTSBの発行済株式資本と発行予定の株式資本の全体を取得するこ

とになる。ロイズ・バンキング・グループによるTSB株9.99％の売却は、2015年３月24日に完了した。本買収

提案は、とりわけ、サバデルによるTSBの支配権買収に関するPRAの承諾と欧州委員会による反トラスト法に

基づく認可を条件とする。

　(2)　訴　訟

ロイズ・バンキング・グループは、通常の業務過程において、英国内外で提起されるおそれがある（また

は実際に提起された）訴訟および規制当局による審査と調査の対象になっている。重要性の高い事項を以下

に掲げる。

インターチェンジ・フィー

2014年９月11日に、欧州司法裁判所（ECJ）は、マスターカードかマエストロ・ブランドのペイメントカー

ドを用いた国際取引において、マスターカードの発行会社が、フォールバック機能に関する均一の多国間イ

ンターチェンジ・フィー（MIF）を課すという取り決めは、EUの競争に関する法律に反する行為であるという

2007年の欧州委員会の決定を支持した。

これと並行して、

－ 欧州委員会は、インターチェンジ・フィー規制の法整備を提言し、引き続きEUの立法審査中である。欧

州議会と欧州理事会の間で政治的合意に達しており、法律は2015年度第２四半期に採択および施行され

ると予想されているが、一部の条項についてはその６ヶ月もしくは１年後に適用される（採択日および

施行日は変更される可能性がある。）。

－ 欧州委員会は、ビザの複数国間インターチェンジに関する取り決めや制度規則についての調査を解決す

るため、ビザの提案するコミットメントを採用した。ビザは特に、複数国間でのカード取引のインター

チェンジ・フィー水準をクレジットカートについては30ベーシス・ポイント、デビットカードについて

は20ベーシス・ポイントまで引き下げることに合意した。またビザは、複数国間での取得に関連する複

数の規則を変更した。マスターカードは、複数国間インターチェンジ・フィーを、欧州委員会とビザが

合意した水準にまで引き下げる決定を独断で下した。

－ 欧州委員会は、マスターカードおよびビザに関連するその他の競争に関する調査も続行しており、特に

EEA外のカード発行に関して支払われたインターチェンジについて調査している。

－ 英国高等裁判所においてはビザおよびマスターカードの両社に対する訴訟も継続中である。これは、

MIFの過払いがあったとして損害賠償を求める複数の小売業者により提起された訴訟である。

－ 新しい英国の支払規制当局は、その権限が発効した時点で（2015年４月）、国内のインターチェンジ・

フィーを規制する可能性がある。2014年11月に、競争市場庁（CMA）は、マスターカードが国内のイン
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ターチェンジ料を2015年４月より段階的に引き下げることに合意したことを受けて、現時点では国内の

インターチェンジ水準に関する調査を再開しない予定であることを発表した。さらにFCAは、英国のク

レジットカード市場に関する市場調査を開始した。

上記調査、規制や法律の進展、ならびにビザおよびマスターカードに対する訴訟がロイズ・バンキング・

グループに及ぼす最終的な影響は、これらの問題が解決した時点で明らかとなる。

支払補償保険

英国銀行協会（以下「BBA」という。）がFSA（現在のFCA）と金融オンブズマン・サービス（FOS）を相手

に起こした法的異議申立てが不成功に終わったことを受け、ロイズ・バンキング・グループは、過去の支払

補償保険（PPI）契約に関して、顧客に支払う補償金費用（関連する管理費用を含む）として、2013年12月31

日に合計9,825百万ポンドの引当金を計上した。

2014年の顧客開始請求件数は、予想より緩やかながらも引き続き減少傾向となった。事前通知が概ね完了

し、過去に訴えられたケースの改善が始まった。2014年度の引当金にはさらに2,200百万ポンドが積み増しさ

れ、引当金の合計額は12,025百万ポンドに達したが、このうちの約2,520百万ポンドは予想管理費用に相当す

る。

2014年12月31日時点で、引当金のうち2,549百万ポンドが未使用残高として残ったが（引当金合計額の21

パーセント）、管理費用を含む2014年度の月平均支払額は約205百万ポンドであった。引当金の主な要因は以

下の通りである。

顧客側からの請求件数（PPI保険を締結しない顧客からの請求は除く）

2013年12月31日時点で、引当金の算定には合計3.0百万件の請求が発生するものと想定していた。実際2014

年の請求件数は2013年より22パーセント少なかったが、引き続き予想を上回っている。その結果、ロイズ・

バンキング・グループは今後の請求件数の減少ペースはこれまでの予想より緩やかになると予想するが、こ

れは請求管理会社（CMC）の活動が引き続き活発化していることが大きな要因となっている。CMC以外の請求

件数は大幅に減少した。結果的に、引当金は約1,080百万ポンド積み増すこととなった。2014年12月31日時点

で約３百万件の請求を受けており、引当金は今後さらに約0.6百万件の請求を見込んだものである。

過去のビジネス・レビュー（PBR）に起因する積極的な事前通知

ロイズ・バンキング・グループは、潜在的な不正販売行為のリスクがあると特定された顧客に対し、積極

的にメーリングを行っている。2014年12月31日時点で、当初想定していた範囲の通知は完了している。2014

年は、継続的なモニタリングの結果、PBRの範囲に若干の追加通知が加えられた。また、通知に対するPBRの

反応は予想以上に大きく、結果的に2014年のPBRに対する追加引当金として約300百万ポンド積み増すことと

なった。

認定率

認定率は、請求処理指針の変更を受けて上昇した。今日まで、および今後の影響を考慮して引当金を110百

万ポンド増やした。

平均補償額

保険契約１件当りの平均補償額は増加し、2014年第３四半期までに見られた傾向は逆転した。補償額水準

の上昇傾向は今後も続くと予想され、当該年度の引当金を40百万ポンド追加した。
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過去に処理済のケースを再度見直し

2013年12月31日時点の改善対象には約0.6百万件が含まれていた。これらは主に、過去に訴えられた請求に

関連するもので、現行の請求処理指針との一貫性を保つために再び見直されている。この改善作業は既に始

められており、2015年６月末までにはほぼ完了する予定だが、一部のケースに関しては支払いが2015年下半

期となる。ロイズ・バンキング・グループは、最近の認定率上昇により、より多くのケースの支持を見込ん

でいる。また、さらに多くのケースが認定対象に加えられ、過去に認定されたケースにさかのぼって適用さ

れている。これらのケースは、過去に補償金を受け取っているが、上乗せが支払われる可能性がある。認定

率の上昇および認定対象の拡大を考慮し、当該年度の引当金を250百万ポンド積み増しした。

費用

ロイズ・バンキング・グループは、件数に関連する想定のアップデート、および過去に処理したケースの

再度見直しが2015年も続くことを踏まえ、以前の予想より長期にわたり現行規模でのPPI運営を維持する予定

である。訴訟費用と請求処理費用、および後からFOSに回されたケースから生じた費用から成る管理費用の推

定額は、2014年に約420百万ポンド増加した。

FCAの監視チームは、ロイズ・バンキング・グループの第三者サプライヤーに関する統治、およびPPI請求

処理プロセスにおける潜在的な欠陥について調査を行っている。この調査は継続中であり、調査協力に関す

る管理費用は既に引当済みではあるが、調査の結果生じる何らかの追加債務が生じる可能性があったとして

も、現段階でこれを評価することは不可能である。

ロイズ・バンキング・グループは、2000年以来約16百万件の保険商品を販売してきたと推定される。この

なかには、顧客に適し、顧客に適切に開示された不正販売でない保険契約も含まれている。2011年のPPI補償

プログラム開始以来、ロイズ・バンキング・グループは2000年以降販売した保険契約の約45％に関して連

絡、清算、対応をしてきており、これは顧客開始請求とロイズ・バンキング・グループが引き受けた実際お

よび予想に基づく事前通知の両方を対象としている。

PPIに関する引当金の合計金額は、考えられる将来費用に関する最善の予測となっているが、請求件数、認

定率、平均補償支払額、事前通知および改善に関する範囲および費用、訴訟費用、FCA監視チームによる調査

結果などいくつかのリスクや不確実性も残っている。これら要因に係る費用は、ロイズ・バンキング・グ

ループの予測やこれを裏付ける想定と大きく異なる可能性があり、結果としてさらなる引当金が必要となる

ことも考えられる。

引当金は今後も将来のトレンドの影響を受ける。例として、2015年の前半２四半期における受領請求の水

準が2014年第４四半期と概ね同レベルにとどまった場合、修正後モデルによる請求額および関連管理費用の

合計によって、引当金は約700百万ポンド引上げられる。

銀行間取引金利およびその他基準相場に関する調査および訴訟

LIBORおよびその他のトレーディング金利

この問題について、ロイズ・バンキング・グループは2014年に225百万ポンドを損益計算書に計上した。７

月には、ロイズ・バンキング・グループは、BBAのロンドン銀行間取引金利（以下「LIBOR」という。）およ

びポンド・レポ金利に対するロイズ・バンキング・グループ会社による数年前の虚偽申請に関し、英国およ

び米連邦当局と長年にわたる問題を解決するため、総額217百万ポンド（2014年６月30日時点の為替レートに

よる）を支払うことで合意したと発表した。

LIBORに関して、ロイズ・バンキング・グループは、2006年５月から2009年までの申請、および関連システ

ムと管理システムの欠陥に対する調査に関連し、英国のFCA、米国商品先物取引委員会（以下「CFTC」とい

う。）、および米国司法省（以下「DOJ」という。）と和解に至った。
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LIBORに関連した和解は、さまざまな通貨にわたる銀行間出し手金利の設定に関し業界全体に及んだ調査の

一環である。和解に基づき、ロイズ・バンキング・グループはFCA、CFTCおよびDOJに対しそれぞれ35百万ポ

ンド、62百万ポンド、50百万ポンドを支払った。DOJとの和解の一環として、ロイズ・バンキング・グループ

はまたLIBORの設定に関する１件の送金詐欺に関連し、２年間の起訴猶予合意に達した。

BBAのポンド・レポ金利に関しては、ロイズ・バンキング・グループは、2008年４月から2009年９月の間に

行った申請についてFCAと和解に達した。この問題には、特別流動性スキーム（SLS」という。）に基づいて

支払う手数料を少なくするためにBBAのレポ金利申請を操作したとFCAが判断した４名の個人が関与した。こ

の問題は、ロイズ・バンキング・グループがLIBOR問題に対する社内調査の一環として明らかにした際に、ロ

イズ・バンキング・グループが主体的にFCAに報告したものである。

ロイズ・バンキング・グループは、BBAのレポ金利問題および関連システムと管理システムの欠陥問題の解

決に関連し、FCAに対して70百万ポンドを支払った。CFTCとDOJの両者との和解はLIBORのみに関連したもの

で、いずれの機関もBBAのレポ金利に関しては訴訟を起こしていない。

BBAのレポ金利は、SLSに関する手数料計算のためにイングランド銀行が使用したものである。当行とHBOS

は、両者がSLSを利用した期間に、SLSに基づき業界全体が支払った手数料全体の半分弱となる1,278百万ポン

ドを手数料として支払った。関与した４名の個人による行為の結果、ロイズ・バンキング・グループはイン

グランド銀行に対する不足金（SLSを利用した当行、HBOSその他の銀行による）を埋め合わせるために８百万

ポンド近くを支払った。

ロイズ・バンキング・グループは、パネルメンバーによるLIBORおよびその他多数の銀行間取引金利設定機

関への提出に関する調査について、引き続き様々な他の政府機関や重大不正捜査局、欧州およびスイス競争

委員会などの規制当局、また多数の米国州検察局に協力している。

ロイズ・バンキング・グループの一部のグループ会社は、他のパネル銀行とともに、米国ドルおよび日本

円LIBORを決定するパネル銀行としての役割について、米国での推定集団訴訟を含む民事訴訟の共同被告とさ

れている。当該申し立ては、米国ドルおよび日本円LIBORに関連付けられたさまざまな種類の金融商品からの

利益に対する権利を主張する原告によりなされている。これら訴訟の申し立ては、その大部分がニューヨー

ク州南部地区連邦地方裁判所（以下「連邦地方裁判所」という。）における広域集団訴訟（MDL）の審理前手

続との関係で統合されており、それぞれは実質的に類似している。訴訟では、シャーマン反トラスト法違

反、暴力不正腐敗防止法（RICO）違反、商品取引法（CEA）違反並びにさまざまな州法および判例法違反の申

し立てがなされている。原告の申し立ての一部は連邦地方裁判所により棄却されている。

ロイズ・バンキング・グループはまた、一部の外国為替の日次ベンチマークレートおよび関連事項の設定

に関連する行動を見直しているが、これはこのような行動に関連して、FCAが他の金融機関に対する調査を公

的に主導したことを受けてのことである。ロイズ・バンキング・グループは、FCAおよびその他の規制当局と

協力しており、当該規制当局にロイズ・バンキング・グループのレビューに関する情報を提供している。さ

らに、ロイズ・バンキング・グループは、他の複数の銀行とともに、2013年度終わりから2014年２月に連邦

地方裁判所に提起された複数の訴訟の被告とされており、当該訴訟で原告は、被告がWM/ロイターの外国為替

レートを操作し、米国の反トラスト法違反であると申し立てた。2014年３月31日に原告は、ロイズ・バンキ

ング・グループを被告とすることなく他の多数の被告に対して、この訴訟に代わる併合および変更の申立て

を行っており、これによりロイズ・バンキング・グループに対する訴えを実質的に取り下げた（ただし、す

べての被告に対する訴えを取り下げたわけではない。）。

現在、和解の範囲に含まれず規制当局が実施中の調査、民事訴訟およびロイズ・バンキング・グループの

契約取引の解釈または有効性に関連する異議申し立ての範囲やロイズ・バンキング・グループに対する最終

的な結果を予測することは、時期や規模を含め困難である。
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ドイツにおける保険部門事業に関連する訴訟

クレリカル・メディカル・インベストメント・グループ・リミテッド（CMIG）は、主に1990年代後半から

2000年代初めにかけてCMIGが発行し、ドイツの独立仲介業者が販売した保険契約に関し、ドイツの裁判所で

多くの訴訟を抱えた。2012年７月のドイツの連邦裁判所（FCJ）の決定を受け、ロイズ・バンキング・グルー

プは2012年と2013年に合計400百万ポンドの引当金を計上した。請求件数は予想したほど早いペースで減少し

ておらず、その結果、ロイズ・バンキング・グループは2014年に追加で120百万ポンドの引当金を計上し、引

当金の合計を520百万ポンドとした。2014年12月31日時点の未使用引当金残高は199百万ポンドとなってい

る。

CMIGに対する請求の正当性は、各賠償請求に関する事実や状況により異なる。その結果、最終的な財務的

影響は現在の引当金と大幅に異なる可能性があり、関連する請求がすべて解決するまでは明らかにならな

い。

金利ヘッジ商品

2012年６月、ロイズ・バンキング・グループを含むいくつかの銀行は、2001年12月１日以降に特定の中小

企業に販売した金利ヘッジ金融商品（IRHP）について、レビューを実施することにつきFSA（現在はFCA）と

合意に達した。2014年12月31日時点で、ロイズ・バンキング・グループはFCAとの合意の範囲内で顧客に対す

るIRHPの販売1,676件を特定し、これを対象にレビューを行い、必要に応じて補償金を支払った。ロイズ・バ

ンキング・グループは、このレビューの結果に基づき、必要に応じていかなる対象顧客に対しても補償金を

支払うことで合意した。今後もロイズ・バンキング・グループは、FCAとの合意の範囲内で残るケースのレ

ビューを続けるが、現在までの規制当局の要求はすべて満たしている。

2014年、ロイズ・バンキング・グループは推定補償費用に関し150百万ポンドを追加計上し、対象顧客に対

する補償金および関連管理費用の引当金を合計680百万ポンドに積み増した（2013年12月31日時点：530百万

ポンド）。この増加は、レビューの対象となり得る顧客に関し期限が延長されたこと、および請求件数と複

雑性に関連する。2014年12月31日時点で、ロイズ・バンキング・グループは571百万ポンドを使用し（2013年

12月31日時点：162百万ポンド）、引当金残高は109百万ポンド（2013年12月31日時点：368百万ポンド）と

なっている。

その他の訴訟および規制上の事項に対する引当金

事業の過程で、ロイズ・バンキング・グループはさまざまな問題についてPRA、FCAまたその他英国および

海外の規制当局やその他政府当局との話し合いに参加している。ロイズ・バンキング・グループはまた、過

去の行為に関連して顧客から異議申立てや請求を受け、重要なものに関しては、判決の結果発生することが

予想される費用に対して引当金を計上している。2014年は、ロイズ・バンキング・グループの支店網を通し

て販売された商品に関する潜在的な請求および改善、業界全体に拡がる規制当局によるレビューで浮き彫り

になった問題の継続的調査、また旧来のインセンティブ制度に適用される旧来の商品販売、従来のシステム

および管理など、リテール、コマーシャル・バンキング、およびコンシューマー・ファイナンス部門に影響

を与える数多くの問題に関連し、引当金をさらに430百万ポンド積み増しした。これにより引当金の合計は

730百万ポンドとなり、このうちの209百万ポンドが2014年12月31日時点で使用済みとなっている。今回の増

額は、協議中の問題の数が限定的であるというロイズ・バンキング・グループの評価、またこのうちグルー

プ全体の中で単体として財務的に重要と見なされる問題がないことを反映している。

英国の株主訴訟
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2014年8月、ロイズ・バンキング・グループおよび多くの元役員は、HBOSの買収前にロイズ・ティーエス

ビー・グループ・ピーエルシーの株式を保有していた多くの原告により、ロイズ・ティーエスビー・グルー

プ・ピーエルシーの買収およびリキャピタリゼーションに関する株主に対する情報提供について、受託者の

義務違反および不法行為があったとして、英国高等法院に提訴された。本提訴はまだ初期の段階であり、

（もしあるとしても）ロイズ・バンキング・グループに対する最終的な影響を判断するのは現時点では不可

能であるが、積極的に抗弁する意図を有している。

金融サービス補償制度

金融サービス補償機構（FSCS）は、認可金融機関の顧客のために設立された英国の独立法定補償基金であ

り、金融機関が顧客に債務を返済できない場合に最終の手段として補償を行う。FSCSは金融サービス業界へ

の賦課金により設立されている。預金等受入金融機関は、制度年度（４月１日から３月31日）に先立つ12月

31日時点の保護対象預金総額の持分に比例したFSCS賦課金を拠出している。

2008年の多数の預金取扱銀行による払い出し不能を受けて、FSCSは当該銀行の顧客に対する補償費用に充

てるため、英国財務省から資金を借り入れた。FSCSの最新スキームの年度末（2014年３月31日）現在、当該

借入金の元本残高は16,591百万ポンド（2013年３月31日:17,246百万ポンド）であった。当該借入の実質的に

大部分は、FSCSが資産売却することで受け取る資金、キャッシュフロー余剰金または債務不履行となった銀

行の資産の回復により返済されることになるが、不足金額は、FSCSの預金等受入金融機関により資金提供さ

れることになる。将来にロイズ・バンキング・グループが負担する賦課金については、FSCSが資産の売却に

より填補可能な金額、12月31日現在のロイズ・バンキング・グループの預金受託市場への参加、保護対象の

預金額や預金取扱銀行数など様々な要因に依拠している。

バンク・オブ・スコットランドに関する調査およびHBOSに関する報告

バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーに対する2006年から2008年の法人部門に関するFSAの監督検

査は、2012年３月９日の最終通知発行をもって終了した。ロイズ・バンキング・グループまたはバンク・オ

ブ・スコットランド・ピーエルシーに課された課徴金はなかった。2012年９月12日にFSAは、HBOSに関する公

益報告書の作成を開始していると確認した。当該報告書は現在、PRA/FCA共同報告書として作成中である。

HBOSレビューの付託事項（2014年７月11日発行）では、最終報告書は2014年度末までに公表予定と記載され

ていたが、現時点では未公表である。

米国－スイス間の税制プログラム

2013年８月29日、米国司法省（DOJ）およびスイス連邦財務省は、スイスの銀行が、海外（すなわち、米国

外）の銀行口座を使用して米国税および報告義務を回避する個人および企業、並びにそのような税金および

報告義務の回避を促しているまたは促したことのある個人および企業に対してDOJが続けている調査に関連す

る自身のステータスに関する解決を得られるプログラム（以下「プログラム」という。）を発表した。プロ

グラムへの参加を決定したスイスの銀行は、関連する銀行事業を当該プログラムにより定められる分類のひ

とつに従って分類する旨をDOJに報告した。

ロイズ・バンキング・グループは、スイスにおいてプライベートバンキング事業を営んでおり、約７十億

ポンドの資産を運用していた。当該事業は2013年11月に売却された。そのため、防護手段として、ロイズ・

バンキング・グループは2013年12月にプログラムへの参加意向をDOJに連絡した。ロイズ・バンキング・グ

ループは、プログラムの規定に従いデューデリジェンスを完了しており、プログラムへの参加の継続は必要

ないと判断したため、プログラムから撤退する意向をDOJに連絡した。
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税務当局

ロイズ・バンキング・グループは、税務当局に支払いの見込まれる金額を基に、生じる可能性のある税金

負債に備えている。これには、歳入関税庁（HMRC）が異なる税法の解釈および適用を採用し、追加で課税さ

れる可能性がある未決の案件が含まれている。ロイズ・バンキング・グループは、アイルランドの旧子会社

であり2010年12月31日に営業を停止した銀行で発生した損失をグループレベルで解消する要求に関連して未

決の案件を有している。2013年度下半期に、HMRCは、当該損失の相殺を容認する英国規則の解釈に基づき、

当該要求は認められないとの見解をロイズ・バンキング・グループに通知した。HMRCの見解が正しいと認め

られる場合、当期税金負債が約600百万ポンド増加し、ロイズ・バンキング・グループの繰延税金資産が約

400百万ポンド減少すると経営者は予測している。ロイズ・バンキング・グループは、HMRCの見解を認めてお

らず、適切なアドバイスに基づき、追加課税が最終的に課されるものではないと考えている。

住宅ローン債権の回収

2014年８月、北アイルランド高等裁判所は、顧客による契約上の月賦返済額の延滞に係るロイズ・バンキ

ング・グループの再計算実務の側面に関連した住宅モーゲージに関する３件の試訴において、借手に有利な

判決を下した。ロイズ・バンキング・グループは、判決により提起された問題を見直しており、これらの問

題が将来引き起こす可能性のある調査または手続きに適宜対応する予定である。

その他の訴訟および規制上の事項に関する偶発債務

加えて、ロイズ・バンキング・グループは、英国および海外における通常業務の過程で、その他の請求や

潜在的または実際の訴訟（従業員、顧客、投資家または他の第三者による、もしくはそれらを代表する者に

よる集団代表訴訟またはグループ訴訟を含む）ならびに規制当局によるレビュー、異議申し立て、調査およ

び強制措置の当事者となることがある。あらゆる重要な問題については、必要に応じ外部の専門家の支援を

受けて定期的に再評価し、ロイズ・バンキング・グループが負債を負う可能性を判定している。どちらかと

いえば支払いが生じる可能性が高いという結論に至った場合、必要な金額に関する経営陣による最善の見積

りが関連する貸借対照表日に引当計上される。これらの問題の中には、事実が曖昧であるという理由や、当

該案件を適切に評価するにはさらなる時間がかかるといった理由で、見解を確立できないものがある。この

ような問題に対しては引当金を設定しないが、ロイズ・バンキング・グループは現在、このような案件の最

終結果が、ロイズ・バンキング・グループの財政状態に重大な悪影響を及ぼすことは見込んでいない。
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４【EU採用のIFRSと日本との会計原則の相違】

EU採用のIFRSと、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則（以下「日本の会計原則」とい

う。）との間には、2014年12月31日現在、以下を含む相違点がある。

　(1)　連　結

IFRS

IFRSでは、連結財務書類には、親会社および親会社が支配する会社（すなわち子会社。特別目的会社を

含みうる。）の財務書類が含まれている。当行グループは、会社への関与により生じる変動リターンに対

するエクスポージャーまたは権利を有し、かつ、会社に対する権限の行使により当該リターンに影響を及

ぼす能力を有している場合には、会社を支配している。（IFRS第10号）

連結財務書類は、統一した会計方針を使用して作成される。（IFRS第10号）

日本の会計原則

日本の会計原則では、実質支配力基準により連結範囲が決定され、被支配会社（当該会社の子会社を含

み、子会社には、財産移転の目的のためだけに設立された会社（証券化を含む。）を除く特別目的会社を

含み得る。）の財務書類は連結される。

親会社および子会社が連結財務書類を作成するために採用する会計原則は、原則として統一されなけれ

ばならない。ただし「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」により、

所在地国の会計原則に代えて、在外子会社の財務書類がIFRSまたは米国会計基準に準拠して作成されてい

る場合は、のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、研究開発費の支出時費用

処理、投資用物件の時価評価、会計方針を自主的に変更した場合の遡及的適用、および少数株主持分に帰

属する純利益の会計処理等の一定の項目の修正を除き、これを連結決算手続上利用できることと規定され

ている。（企業会計基準第22号　連結財務諸表に関する会計基準）

　(2)　企業結合によるのれん

IFRS

IFRSでは、企業結合により取得されたのれんは、当初、取得原価で認識され、その後は取得原価から減

損損失累計額を控除して計上され、年に一回および減損の兆候がある場合にはいつでも、減損テストが実

施される。被買収事業体の識別可能な資産、負債、および偶発債務に対する当行グループの持分の公正価

値が、取得原価を超過している場合、この超過部分は、即時に損益計算書において認識される。（IFRS第

３号およびIAS第36号）

日本の会計原則

日本の会計原則では、企業結合により取得されたのれんは20年以内の期間にわたり定額法その他の合理

的方法により規則的に償却され、必要に応じて減損テストの対象となる。一方、負ののれんは利益として

計上される。（企業会計基準第21号　企業結合に関する会計基準）

　(3)　金融資産の減損
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IFRS

償却原価で会計処理される資産については、当初認識後貸借対照表日までの間に発生した１つ以上の事

象を原因として、金融資産または金融資産グループに減損が生じていることを示す客観的な証拠が存在す

るかどうかが、各貸借対照表日に評価される。このような事象が金融資産または金融資産グループの見積

将来キャッシュフローに影響を及ぼしている場合、減損引当金が認識される。減損引当金の金額は、当該

資産の帳簿価額と当該資産の当初の実効金利で割引かれた見積将来キャッシュフローの現在価値との差額

である。資産に伴う金利が変動金利の場合、減損引当金の測定に使用する割引率は最新の実効金利とす

る。減損損失を認識後、受取利息は、減損引当金を控除した当該資産の帳簿価額に実効金利法を適用して

引き続き認識される。その後の期間において減損損失の金額が減少し、その減少が減損認識後に生じた事

象（借手の信用格付の改善など）と客観的に関連がある場合には、引当金が調整され、戻入額が損益計算

書へ認識される。

また売却可能金融資産については、各貸借対照表日に、売却可能金融資産に減損が生じていることを示

す客観的な証拠があるかどうかの評価が行われる。この評価には、前述の償却原価で会計処理される金融

資産にかかる基準に加え、最新の財務状況（信用力を含む）および発行体に関する今後の見通しの評価が

含まれ、実現が見込まれる将来キャッシュフローが評価され、株式の場合には、その公正価値が著しくま

たは長期間にわたって取得原価を下回っているかどうかが検討される。減損損失が生じている場合、取得

原価（元本償還額と償却額控除後）と現在の公正価値の差額から、当該資産について過去に認識された減

損損失を差し引いた額で測定される累計損失が、資本から損益計算書へ再分類される。持分商品について

損益計算書に認識された減損損失は、損益計算書を通じて戻入されない。

（IAS第39号）

日本の会計原則

日本の会計原則では、回収不能と経営陣によって判断された金額に対して一般貸倒引当金または個別貸

倒引当金が計上される。一般貸倒引当金は、個別に回収不能と認められない貸付金に対して、過去の貸倒

実績等に基づいて計上される。個別貸倒引当金は、個別に回収不能と認められた貸付金に適用され、各債

務者の支払能力調査に基づいて計上される。貸倒引当金は資産の控除項目として計上される。

また有価証券については、有価証券の市場価値が著しく下落している場合に、回復する見込みがあると

認められた場合を除いて減損処理を行う。一般的に、市場価格が50％以上下落していれば、合理的な反証

がないかぎり減損処理が行われ、50％未満で30％超の下落であれば、著しい下落と判断され、時価の下落

が一時的なものかどうか等により減損の要否が判断される。（企業会計基準第10号　金融商品に関する会

計基準）

　(4)　非金融資産の減損

IFRS

IFRSでは、各事業年度末において当該報告企業は、資産の減損の兆候について評価している。そのよう

な兆候が存在する場合、会社は当該資産の回収可能価額および当然に減損損失を見積もっている。減損損

失は、資産の回収可能価額と帳簿価額の差額として認識される。減損損失は、一定の場合には戻し入れる

ことができるが、戻入により増加する資産額は、減損処理前の価額を超えてはならない。なお、のれんに

かかる減損損失の戻入は行われない。（IAS第36号およびIAS第39号）
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日本の会計原則

日本の会計原則では、減損の兆候が認められ、かつ割引前の見積将来キャッシュフロー（20年以内の合

理的な期間に基づく）が帳簿価額を下回ると見積られる場合において、回収可能価額と帳簿価額の差額に

つき減損損失を計上する。減損損失の戻入は認められない。（固定資産の減損に関する会計基準）

　(5)　ヘッジ会計

IFRS

一定の条件が満たされた場合は、下記の種類のヘッジ関係にかかるヘッジ会計が認められている。

● 公正価値ヘッジ（すなわち、特定のリスクに起因し、損益計算書に影響を与える可能性がある、公正

価値の変動に対するエクスポージャーのヘッジ）

-　ヘッジ会計上、ヘッジ手段の損益は損益計算書に認識されている。また、ヘッジされたリスク

に起因するヘッジ対象の損益はヘッジ対象の帳簿価額により調整され、損益計算書に認識され

ている。

● キャッシュフロー・ヘッジ（すなわち、特定のリスクまたは発生の可能性の高い予定取引に起因し、

損益計算書に影響を与える可能性がある、キャッシュフローの変動可能性に対するエクスポー

ジャーのヘッジ）

-　キャッシュフロー・ヘッジとして指定され適格なデリバティブの公正価値の変動の有効部分

は、その他の包括利益のキャッシュフロー・ヘッジ剰余金にて認識される。非有効部分に関連

する損益は、即時に損益計算書へ認識される。

● 海外事業への純投資のヘッジ（すなわち、海外事業に対する純投資に起因した、外貨に対するエクス

ポージャーのヘッジ）

-　ヘッジ会計上、ヘッジ手段の損益のうち有効なヘッジと判断される部分は資本の部において直

接認識され、非有効部分は損益計算書に認識されている。

（IAS第21号およびIAS第39号）

日本の会計原則

日本の会計原則では、デリバティブ金融商品について、会計基準により定められたヘッジ会計の要件を

満たす場合には、原則として、「繰延ヘッジ会計」（ヘッジ手段の損益を貸借対照表の「純資産の部」に

計上し、ヘッジ対象が損益認識されるのと同一の会計期間に損益計算書に認識する。）を適用し、ヘッジ

対象である資産または負債にかかる相場変動等を会計基準に基づき損益に反映させることができる場合に

は、「時価ヘッジ会計」（ヘッジ手段の損益を発生時に認識するとともに、同一の会計期間にヘッジ対象

の損益も認識する。）を適用できる。（企業会計基準第10号　金融商品に関する会計基準）

　(6)　退職後給付

IFRS
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確定給付型制度においては、制度負債は、数理的手法に基づき測定され、予測単位積増方式を用いて給

付が割り引かれている。制度資産は、公正価値で測定されている。当該制度の資産が負債を超える場合は

資産（超過額）として、不足する場合は負債（不足額）として、それぞれ財政状態計算書（貸借対照表）

に計上されている。当期勤務費用、利息純額および過去勤務費用は、損益計算書に認識されている。確定

給付年金制度の評価により生じた数理計算上の損益（再測定）は、その他包括利益に即時認識しなければ

ならない。（IAS第19号（改訂））

日本の会計原則

日本の会計原則では、確定給付型退職給付制度について、2013年４月１日以後開始する事業年度の年度

末に係る財務諸表より制度資産控除後の確定給付債務の全額が貸借対照表に計上されている。過去勤務費

用および数理計算上の差異の発生額のうちその期に費用処理されない部分は、貸借対照表のその他の包括

利益累計額に計上される。これらはその後の期間にわたって費用処理され、当期純利益を構成する。同基

準適用前については、過去勤務債務、数理計算上の差異および会計基準変更時差異の遅延認識が認められ

ていたため、退職給付債務に未認識過去勤務債務および未認識数理計算上の差異を加減した額から年金資

産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上していた。（企業会計基準第26号「退職給付に関す

る会計基準」）

(7)　金融保証

IFRS

IFRSでは、金融保証契約については、当初は公正価値で計上し、その後は、（過去の事象、発生可能性

の高い資源流出および信頼できる金額の見積りにより、現在債務が存在するために）必要とされる引当金

と、当初認識額から償却費用を差引いた後の金額とのいずれか高い方の金額で計上することを要求してい

る。（IAS第37号およびIAS第39号）

日本の会計原則

日本では、金融資産または金融負債の消滅の認識の結果生じる債務保証を除いて、保証を当初より公正

価値で貸借対照表に計上することは求められておらず、債務保証額について、支払承諾を貸借対照表に計

上する金融機関を除き、財務書類に注記として計上する。保証に起因して、将来の損失が発生する可能性

が高く、かつその金額を合理的に見積ることができる場合には、引当金を計上する。

　(8)　金融資産の分類と測定

IFRS

トレーディング目的有価証券および当初認識時に経営陣が損益を通じて公正価値で測定するものと指定

したその他の金融資産は、公正価値で貸借対照表へ認識される。公正価値の変動に起因する損益は、利子

および受取配当金とともに、発生した期間の損益計算書上のトレーディング収益純額に認識される。

売却可能金融資産は、取引費用を含む公正価値で貸借対照表へ認識される。公正価値の変動に伴う損益

は、当該金融資産について売却、減損、または満期のいずれかが生じるまではその他の包括利益に直接認

識され、売却、減損、または満期のいずれかが生じた時点で、それまでその他の包括利益に認識された損

益の累計額が損益計算書に認識される。
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貸付金および債権は、現金が借手に貸し出された時点で、取引費用を含む公正価値にて当初認識され、

実効金利法による償却原価から減損引当金を差し引いた額で計上される。

満期保有投資は直接および追加取引費用を含む公正価値で当初認識され、その後、実効金利法による償

却原価から減損引当金を差し引いた額で測定される。

（IAS第39号）

日本の会計原則

売買目的の有価証券は公正価値による時価で計上され、評価差額は当期の損益となる。満期保有目的の

有価証券は償却原価で計上される。その他の有価証券は公正価値により時価評価されるが、未実現損益は

税効果考慮後、資本の部に直接計上される。デリバティブ金融商品は、一般的に時価で貸借対照表に計上

され、評価差額は当期の損益となる。ただし、一部の取引についてはヘッジ会計が適用されることがあ

る。（企業会計基準第10号　金融商品に関する会計基準）

　(9)　金融資産の認識の中止

IFRS

金融資産からのキャッシュフローに対する契約上の権利が消滅し、または金融資産が譲渡され、かつそ

の譲渡が認識の中止の要件を満たす場合、金融資産の認識は中止される。（IAS第39号）

譲渡においては、報告企業は、資産のキャッシュフローを受取る契約上の権利を移転すること、または

資産のキャッシュフローの権利を留保するが、そのキャッシュフローを第三者に支払う契約上の義務を引

受けることのいずれかを要求される。譲渡に際して、会社は、譲渡した資産の所有にかかるリスクおよび

便益がどの程度留保されているかを評価する。実質的にすべてのリスクおよび便益が留保されている場合

は、その資産は引続き財政状態計算書（貸借対照表）で認識される。実質的にすべてのリスクおよび便益

が移転された場合は、当該資産の認識は中止される。（IAS第39号）

実質的にすべてのリスクおよび便益が留保も移転もされない場合は、会社はその資産の支配を引続き留

保しているかどうかについて評価をする。支配を留保していない場合は、当該資産の認識は中止される。

一方、会社が支配を留保している場合、継続関与の程度に応じて、引続きその資産を認識する。（IAS第

39号）

日本の会計原則

金融資産は金融資産の契約上の権利を行使したとき、権利を喪失したときまたは権利に対する支配が他

に移転したときに認識が中止される。金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、（a）

譲渡された金融資産に対する譲渡人の契約上の権利が譲渡人およびその債権者から法的に保全され、

（b）譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接または間接に通常の方法で享受でき、（c）譲渡

人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期前に買戻すまたは償還する権利および義務を実質的に有して

いない場合である。（企業会計基準第10号　金融商品に関する会計基準）

　(10)　公正価値オプション

IFRS
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一定の場合に使用可能な取消不能のオプションとして、金融資産または金融負債を当初認識時に「損益

を通じて公正価値で測定する」項目に分類することができる。（IAS第39号）

日本の会計原則

金融商品の公正価値オプションは日本の会計原則では認められていない。
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第７【外国為替相場の推移】

当行の財務書類の表示に用いられた通貨(ポンド)と本邦通貨との間の為替相場が、国内において時事に関す

る事項を掲載する２以上の日刊新聞紙に最近５年間の事業年度および最近６か月間において掲載されているた

め、記載を省略する。

第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

該当事項なし。

第９【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

該当事項なし。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から本書提出日までの期間において提出された書類および提出日は以下のとおりであ

る。

提出書類 提出年月日

１ 臨時報告書（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９

号に基づくもの）

平成26年１月６日

２ 訂正発行登録書（発行登録書（25－外６）の訂正） 平成26年１月６日

３ 訂正発行登録書（発行登録書（25－外７）の訂正） 平成26年１月６日

４ 有価証券報告書（自平成25年１月１日至平成25年12月31日） 平成26年５月９日

５ 訂正発行登録書（発行登録書（25－外６）の訂正） 平成26年５月９日

６ 訂正発行登録書（発行登録書（25－外７）の訂正） 平成26年５月９日

７ 発行登録追補書類 平成26年５月12日

８ 発行登録追補書類 平成26年５月12日

９ 発行登録追補書類 平成26年５月23日

10 発行登録追補書類 平成26年５月30日

11 発行登録追補書類 平成26年５月30日

12 発行登録追補書類 平成26年６月２日

13 発行登録追補書類 平成26年６月２日

14 発行登録追補書類 平成26年６月３日

15 発行登録追補書類 平成26年６月３日

16 発行登録追補書類 平成26年６月10日

17 発行登録追補書類 平成26年６月11日
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18 発行登録追補書類 平成26年６月20日

19 発行登録追補書類 平成26年６月27日

20 発行登録追補書類 平成26年６月27日

21 有価証券報告書（自平成25年１月１日至平成25年12月31日）の

訂正報告書

平成26年８月21日

22 半期報告書（自平成26年１月１日至平成26年６月30日） 平成26年８月21日

23 訂正発行登録書（発行登録書（25－外６）の訂正） 平成26年８月21日

24 訂正発行登録書（発行登録書（25－外７）の訂正） 平成26年８月21日

25 発行登録追補書類 平成26年８月21日

26 発行登録追補書類 平成26年８月21日

27 発行登録追補書類 平成26年８月25日

28 発行登録追補書類 平成26年９月12日

29 発行登録追補書類 平成26年９月16日

30 訂正発行登録書（発行登録書（25－外６）の訂正） 平成26年11月７日

31 訂正発行登録書（発行登録書（25－外７）の訂正） 平成26年11月７日

32 訂正発行登録書（発行登録書（25－外６）の訂正） 平成26年11月10日

33 発行登録追補書類 平成26年11月13日

34 発行登録追補書類 平成26年11月21日

35 発行登録追補書類 平成26年12月８日

36 発行登録追補書類 平成26年12月12日

37 発行登録追補書類 平成26年12月17日

38 訂正発行登録書（発行登録書（25－外６）の訂正） 平成27年３月31日

39 訂正発行登録書（発行登録書（25－外７）の訂正） 平成27年３月31日

40 発行登録取下届出書（発行登録書（25－外６）の取下げ） 平成27年５月７日

41 発行登録取下届出書（発行登録書（25－外７）の取下げ） 平成27年５月７日

42 発行登録書（27－外10） 平成27年５月７日

43 発行登録書（27－外11） 平成27年５月７日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

第１【保証会社情報】

該当事項なし。

第２【保証会社以外の会社の情報】

該当事項なし。

第３【指数等の情報】

該当事項なし。
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(訳文)

独立監査人の監査報告書

ロイズ・バンク・ピーエルシーの株主に対する独立監査人の監査報告書

財務書類に係る報告書

私どもの意見

　私どもの意見は以下の通りである。

－当財務書類が、2014年12月31日現在のグループおよび会社の財政状態ならびに同日に終了した事業年度に

おけるグループの利益ならびにグループおよび会社のキャッシュフローについて真実かつ公正な概観を与

えており、

－グループの財務書類が、欧州連合により採用された国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に従って適

正に作成されており、

－会社の財務書類が、欧州連合により採用され、2006年会社法の条項に準拠して適用されたIFRSに従って適

正に作成されており、および

－当財務書類が、2006年会社法に準拠して、また、グループの財務書類についてはIAS規則第４条に準拠し

て適正に作成されている。

　

監査対象

　ロイズ・バンク・ピーエルシーが作成したグループの財務書類および会社の財務書類（以下「財務書類」と

いう。）であり、以下から成る：

－2014年12月31日現在の貸借対照表

－同日終了事業年度における連結損益計算書および包括利益計算書

－同日終了事業年度におけるキャッシュフロー計算書

－同日終了事業年度における資本変動計算書

－財務書類に対する注記(重要な会計方針の要約およびその他の説明情報を含む)

　当財務書類の作成に適用された財務報告フレームワークは、適用される法律および欧州連合により採用さ

れ、かつ会社については2006年会社法の条項に準拠して適用されたIFRSである。

　財務報告フレームワークの適用において、取締役は、例えば需要な会計上の見積りなど多数の主観的判断を

行っている。このような見積りの実施において、仮定や将来の事象の検討を行っている。

2006年会社法により規定されるその他の事項に係る意見

　私どもの意見は以下の通りである。

－当年度における戦略報告書および取締役報告書に含まれる財務情報は当財務書類と一致している。

私どもが例外報告を要求されるその他の事項

受領した会計記録および情報ならびに説明の十分性

　私どもは、2006年会社法により、私どもの意見において以下のいずれかに該当する場合はその報告を要求さ

れている。

　－私どもの監査に必要なすべての情報および説明を私どもが受領していない場合

　－グループまたは会社が適正な会計記録を保持していない、或いは私どもが往査していない支店から私ども

の監査に対して十分な回答を得ていない場合

　－グループまたは会社の財務書類が会計記録および回答と一致していない場合

　本責任において生じた報告すべき例外事項はない。

取締役報酬
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　私どもは、2006年会社法により、私どもの意見において法律で定められた取締役報酬の開示の一部が実施さ

れていない場合、その報告を要求されている。

　本責任において生じた報告すべき例外事項はない。
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財務書類および監査における責任

私どもおよび取締役の責任

　８ページ(訳者注：原文のページ)にある取締役の責任に関する表明に詳述される通り、取締役は財務書類を

作成する責任、またその財務書類が真実かつ公正な概観を十分に与えることに対して責任を有している。

　私どもの責任は、適用される法律および国際監査基準(英国およびアイルランド)(以下「ISA(英国およびアイ

ルランド)」という。)に従って財務書類を監査し、意見を表明することである。当該基準は、私どもが監査実

務審議会の監査人倫理基準に準拠することを要求する。

　意見を含む当報告書は、2006年会社法第16編第３章に準拠して機関としてのグループおよび会社の株主のた

めにのみ作成されるものであり、その他の目的はない。意見を述べるにあたり、私どもは、私どもが事前に同

意書で明確に同意している場合を除き、その他の目的に対して責任を負わず、また、当報告書を読むその他の

者もしくは当報告書を入手する可能性のあるその他の者に対して責任を負うものではない。

財務書類監査に関する事項

　私どもはISA(英国およびアイルランド)に準拠して監査を実施した。監査には、財務書類の金額および開示内

容に関して、不正行為または誤謬によってもたらされる重大な虚偽の表示がないことに合理的な保証を与える

に十分な証拠を得ることが含まれる。これには、以下が含まれる。

－会計方針がグループおよび会社の状況に対して適切なものであり、継続的に適用され、かつ適切に開示さ

れているか否かの評価

－取締役が行った重大な会計上の見積りの合理性の評価

－財務書類の表示の全般的な評価

　私どもは、上記の領域について、主に、入手可能な証拠に照らして取締役の判断を評価すること、私どもの

意見を形成すること、および財務書類における開示を評価することに重点を置いている。

　私どもは、結論を導くための合理的な基礎を提供するために私どもが必要であると考える限りにおいて、サ

ンプリングおよびその他の監査技法を用いて、情報を試査および検証する。私どもは、統制の有効性の検証、

実証的手続、またはそれらの両方から監査証拠を入手する。

　私どもはさらに、監査済財務書類との重要な不一致を識別するため、また監査の実施過程で得た知識に照ら

して明らかに誤っている情報または当該知識と不一致な情報で重要性のあるものを識別するために、年次報告

書に含まれるすべての財務情報および非財務情報を読んでいる。重要な虚偽の表示または不一致を私どもが明

白に認識する場合、私どもは当報告書への記載を検討する。

フィリップ・リベット

上級法定監査人

プライスウォーターハウスクーパース　エルエルピー

勅許会計士、法定監査人

ロンドン

2015年３月11日

a)　ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーのウェブサイトの整備および誠実性については、取締役の

責任であり、監査人が実施する作業に本項目は含まれていない。したがって、監査人は、ウェブサイト上

に財務書類が最初に掲載されてから当該財務書類に加えられたいかなる変更に対しても一切の責任を負わ

ない。

b)　財務書類の作成および公表について定める英国の法令は、その他の法域とは異なる場合がある。

（※）上記は、監査報告書原本の訳文として日本語で記載されたものです。訳文においては、原本の内容を正

確に表すよう細心の注意が払われていますが、いかなる内容の解釈、見解または意見においても、原語

で記載された監査報告書原本が本訳文に優先します。
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次へ
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取締役の責任に関する表明

　取締役は、適用される法律および規制にしたがって年次報告書および財務書類を作成する責任を有してい

る。

　会社法において、取締役は各事業年度の財務書類を作成することが要求されている。同法に基づき、取締役

は、欧州連合により採用された国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）に従って当行グループの財務書類

および当行の財務書類を作成した。会社法において、取締役は財務書類が当行グループおよび当行の財政状態

ならびに当該期間における当行および当行グループの損益について真実かつ公正な概観を与えていると確信し

ない限り、財務書類を承認してはならない。財務書類の作成に際し取締役は、適切な会計方針を選択し継続し

て適用すること、合理的かつ保守的な判断および会計上の見積りを行うこと、および欧州連合により採用され

た適用すべきIFRSが準拠されているかどうかを記載することを義務付けられている。

　取締役には、当行の取引を明らかにし、説明するのに十分な、また、当行および当行グループの財政状態を

いつでも合理的な正確性を持って開示し、財務書類について2006年会社法を確実に遵守するための適切な会計

記録を維持する責任がある。取締役にはまた、当行および当行グループの資産を守り、また、詐欺的行為およ

びその他の不正行為の防止と発見のために合理的な措置をとる責任がある。

　財務書類の写しはウェブサイトwww.lloydsbankinggroup.comに掲載されている。取締役は、当該ウェブサイ

ト上の当行に係る情報の整備および誠実性に対する責任がある。財務書類の作成および公表について定める英

国の法令は、その他の法域とは異なる場合がある。

　年次報告書９ページ（訳者注：原文のページ）に氏名が掲載されている現在在任中の各取締役は、各人の知

りうる限りにおいて、以下を確認する。

　－財務書類は欧州連合により採用されたIFRSに準拠して作成され、当行および当行グループの資産、負債お

よび財政状態、ならびに当行グループの損益について真実かつ公正な概観を与えていること

　－戦略報告書に含まれる経営者報告書および取締役報告書には、当行および当行グループの事業および状況

の展開および業績についての公正なレビュー、ならびに当行および当行グループが直面する主要なリスク

および不確実性に関する記載が含まれていること

　取締役は、年次報告書は全体として適正かつ均衡がとれ、理解可能であり、株主が当行の業績、事業モデル

および戦略を評価する上で必要な情報を提供していると考える。また取締役は、戦略報告書を別途レビュー

し、承認している。

次へ
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Independent auditors’ report

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE MEMBERS OF LLOYDS BANK PLC

Report on the financial statements

Our opinion

In our opinion:

－ the financial statements, defined below, give a true and fair view of the state of the Group’s and of the Bank’s affairs as

at 31 December 2014 and of the Group’s profit and the Group’s and the Bank’s cash flows for the year then ended;

－ the Group financial statements have been properly prepared in accordance with International Financial Reporting

Standards (“IFRSs”) as adopted by the European Union;

－ the Bank financial statements have been properly prepared in accordance with IFRSs as adopted by the European Union

and as applied in accordance with the provisions of the Companies Act 2006; and

－ the financial statements have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2006 and, as

regards the Group financial statements, Article 4 of the IAS Regulation.

What we have audited

The Group financial statements and Bank financial statements (the “financial statements”), which are prepared by Lloyds

Bank plc, comprise:

－ the Balance sheets as at 31 December 2014;

－ the Consolidated income statement and Statements of comprehensive income for the year then ended;

－ the Cash flow statements for the year then ended;

－ the Statements of changes in equity for the year then ended; and

－ the notes to the accounts, which include a summary of significant accounting policies and other explanatory

information.

The financial reporting framework that has been applied in the preparation of the financial statements is applicable law and

IFRSs as adopted by the European Union and, as regards the Bank financial statements, as applied in accordance with the

provisions of the Companies Act 2006.

In applying the financial reporting framework, the directors have made a number of subjective judgements, for example in

respect of significant accounting estimates. In making such estimates, they have made assumptions and considered future

events.

Opinions on other matters prescribed by the Companies Act 2006

In our opinion:

the information given in the Strategic Report and the Directors’ Report for the financial year for which the financial

statements are prepared is consistent with the financial statements.

Other matters on which we are required to report by exception

Adequacy of accounting records and information and explanations received

Under the Companies Act 2006 we are required to report to you if, in our opinion:

－ we have not received all the information and explanations we require for our audit; or

－ adequate accounting records have not been kept by the Group or Bank, or returns adequate for our audit have not been

received from branches not visited by us; or

－ the Group’s or Bank’s financial statements are not in agreement with the accounting records and returns.

We have no exceptions to report arising from this responsibility.

Directors’ remuneration
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Under the Companies Act 2006 we are required to report to you if, in our opinion, certain disclosures of directors’

remuneration specified by law are not made. We have no exceptions to report arising from this responsibility.
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Responsibilities for the financial statements and the audit

Our responsibilities and those of the directors

As explained more fully in the Statement of directors’ responsibilities set out on page 8, the directors are responsible for

the preparation of the financial statements and for being satisfied that they give a true and fair view.

Our responsibility is to audit and express an opinion on the financial statements in accordance with applicable law and

International Standards On Auditing (UK & Ireland) (“ISAs (UK & Ireland)”). Those standards require us to comply with

the Auditing Practices Board’s Ethical Standards for Auditors.

This report, including the opinions, has been prepared for and only for the Group’s and Bank’s members as a body in

accordance with Chapter 3 of Part 16 of the Companies Act 2006 and for no other purpose. We do not, in giving these

opinions, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into

whose hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.

What an audit of financial statements involves

We conducted our audit in accordance with ISAs (UK & Ireland). An audit involves obtaining evidence about the amounts

and disclosures in the financial statements sufficient to give reasonable assurance that the financial statements are free

from material misstatement, whether caused by fraud or error. This includes an assessment of:

－ whether the accounting policies are appropriate to the Group’s and the Bank’s circumstances and have been

consistently applied and adequately disclosed;

－ the reasonableness of significant accounting estimates made by the directors; and

－ the overall presentation of the financial statements.

We primarily focus our work in these areas by assessing the directors’ judgements against available evidence, forming our

own judgements, and evaluating the disclosures in the financial statements.

We test and examine information, using sampling and other auditing techniques, to the extent we consider necessary to

provide a reasonable basis for us to draw conclusions. We obtain audit evidence through testing the effectiveness of

controls, substantive procedures or a combination of both.

In addition, we read all the financial and non-financial information in the Report & Accounts to identify material

inconsistencies with the audited financial statements and to identify any information that is apparently materially incorrect

based on, or materially inconsistent with, the knowledge acquired by us in the course of performing the audit. If we become

aware of any apparent material misstatements or inconsistencies we consider the implications for our report.

Philip Rivett (Senior Statutory Auditor)

for and on behalf of PricewaterhouseCoopers LLP

Chartered Accountants and Statutory Auditors

London

11 March 2015

(a) The maintenance and integrity of the Lloyds Banking Group plc website is the responsibility of the directors; the work

carried out by the auditors does not involve consideration of these matters and, accordingly, the auditors accept no

responsibility for any changes that may have occurred to the financial statements since they were initially presented on

the website.

(b) Legislation in the United Kingdom governing the preparation and dissemination of financial statements may differ from

legislation in other jurisdictions.
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（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出

会社が別途保管しております。

次へ
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Statement of directors’ responsibilities

The Directors are responsible for preparing the annual report and the financial statements in accordance with applicable

law and regulations.

Company law requires the Directors to prepare financial statements for each financial year. Under that law, the Directors

have prepared the Group and Bank financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards

(IFRSs) as adopted by the European Union. Under company law, the Directors must not approve the financial statements

unless they are satisfied that they give a true and fair view of the state of affairs of the Group and the Bank and of the

profit or loss of the Bank and Group for that period. In preparing these financial statements, the Directors are required to:

select suitable accounting policies and then apply them consistently; make judgements and accounting estimates that are

reasonable and prudent; and state whether applicable IFRSs as adopted by the European Union have been followed.

The Directors are responsible for keeping adequate accounting records that are sufficient to show and explain the Bank’s

transactions and disclose with reasonable accuracy at any time the financial position of the Bank and the Group and enable

them to ensure that the financial statements comply with the Companies Act 2006. They are also responsible for

safeguarding the assets of the Bank and the Group and hence for taking reasonable steps for the prevention and detection of

fraud and other irregularities.

A copy of the financial statements is placed on the website www.lloydsbankinggroup.com. The Directors are responsible

for the maintenance and integrity in relation to the Bank on that website. Legislation in the UK governing the preparation

and dissemination of financial statements may differ from legislation in other jurisdictions.

Each of the current Directors, who are in office and whose names are shown on page 9 of this annual report, confirms that,

to the best of his or her knowledge:

－ the financial statements, which have been prepared in accordance with IFRSs as adopted by the European Union, give a

true and fair view of the assets, liabilities and financial position of the Bank and Group and the profit or loss of the

Group; and

－ the management report contained in the strategic report and the directors’ report includes a fair review of the

development and performance of the business and the position of the Bank and Group, together with a description of the

principal risks and uncertainties faced by the Bank and the Group.

The Directors consider that the annual report and accounts, taken as a whole, is fair, balanced and understandable and

provides the information necessary for Shareholders to assess the Bank’s performance, business model and strategy. The

Directors have also separately reviewed and approved the strategic report.
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